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第１回定例会 会議録目次 

 

○第１回定例会 

議事日程・付議事件 

第１回定例会一般質問通告 

 

２月 13日（木)（第１日目） 

出席議員及び欠席議員 

地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した人 

職務のため出席した事務局職員 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

報告第１号（1件）上程 

議案第１号～10号（10件）上程 

 

２月 19日（水)（第２日目） 

出席議員及び欠席議員 

地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した人 

職務のため出席した事務局職員 

議案第 11号～35号（25件）上程 

 

３月４日（火）（第３日目） 

出席議員及び欠席議員 

地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した人 

職務のため出席した事務局職員 

一般質問 

﨑田 信正 議員（日本共産党） 

奥  晃郎 議員（自民党新政会） 

大庭 梨香 議員（公明党） 

盛   剛 議員（無所属） 

 

３月５日（水）（第４日目） 

出席議員及び欠席議員 

地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した人 

職務のため出席した事務局職員 

一般質問 

永田 清裕 議員（自民党新政会） 
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前田  要 議員（奄美笠誠会） 

幸多 拓磨 議員（チャレンジ奄美） 

竹山 耕平 議員（自民党新政会） 

 

３月６日（木）（第５日目） 

出席議員及び欠席議員 

地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した人 

職務のため出席した事務局職員 

一般質問 

栄 ヤスエ 議員（公明党） 

泉  義昭 議員（奄美笠誠会） 

伊東 隆吉 議員（自民党新政会） 

正野 卓矢 議員（チャレンジ奄美） 

 

３月７日（金）（第６日目） 

出席議員及び欠席議員 

地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した人 

職務のため出席した事務局職員 

一般質問 

与  勝広 議員（公明党） 

瀧 真一郎 議員（無所属） 

帶屋 誠二 議員（無所属） 

 

３月 11日（火）（第７日目） 

出席議員及び欠席議員 

地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した人 

職務のため出席した事務局職員 

議案第１号～10号（10件）上程 

議案第 11号～35号（25件）上程 

議案付託 

 

３月 27日（木）（第８日目） 

出席議員及び欠席議員 

地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した人 

職務のため出席した事務局職員 

 議案第 11号，21号～31号，33号～35号（15件）上程 

 議案第 12号～20号，32号（10件）上程 

 議案第 36号～38号（３件）上程 

議案第 39号～52号（14件）上程 

 発議第１号（１件）上程 

議員派遣について 

 閉会中の審査及び調査の申出について 

  

別紙 

各常任委員会・特別委員会審査報告書 

議員派遣について 

閉会中の審査及び調査の申出について 

 

92

101

113

125

125

126

127

139

149

160

171

171

172

173

184

195

207

207

207

209

213

221

223

223

223

225

234

　　　　　　　　　　　　…………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　…………………………………………………………………

　

　　　　　　…………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………………………………………

　　　　　　　　　　………………………………………………………………………

　　　　　　　　　…………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　……………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　…………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　………………………………………………………………

　　　　　　…………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………………………………………

　　　　　　　　　　………………………………………………………………………

　　　　　　　　　…………………………………………………………………………

　　　　　　　　　…………………………………………………………………………

　　　　　　　　　…………………………………………………………………………

　　　　　　…………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………………………………………

　　　　　　　　　　………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

　　　　　　…………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………………………………………

　　　　　　　　　　………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　…………………………………………………………



 議案第 36号～38号（３件）上程 

議案第 39号～52号（14件）上程 

 発議第１号（１件）上程 

議員派遣について 

 閉会中の審査及び調査の申出について 

  

別紙 

各常任委員会・特別委員会審査報告書 

議員派遣について 

閉会中の審査及び調査の申出について 
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会会期期・・議議事事日日程程  

付付 議議 事事 件件  



○令和７年２月13日　奄美市議会第１回定例会を招集した。

○会　期　43日間

○議事日程　

月  日 曜 区  分

 1  会議録署名議員の指名

 2  会期の決定（43日間）

 3  報告第１号（専決）  上程　説明　質疑　討論　採決

 4　議案第１号～10号(10件) （現年分）  上程　説明　質疑　付託

総務企画－議案第９号，第10号（２件）

文教厚生－議案第２号～第７号（６件）

産業建設－議案第８号（１件）

全委員会－議案第１号  令和６年度一般会計補正予算（第10号）は，

所管する各常任委員会に付託

　※全員協議会（本会議終了後）

　※会派代表者会（全員協議会終了後）

　※議員定数・報酬等特別委員会（会派代表者会終了後）

　※議会運営委員会（議員定数・報酬等特別委員会終了後）

2月14日 金 休  会   ※ 常任委員会審査（文教厚生）

2月15日 土 休  会

2月16日 日 休  会

2月17日 月 休  会   ※ 常任委員会審査（産業建設）

2月18日 火 休  会   ※ 常任委員会審査（総務企画）

 1  議案第11号～35号(25件) 　  上程　説明

　　（令和７年度関係議案・施政方針等）

　※一般質問通告（午前11時まで）・質問順抽選会（午前11時から）

　※全員協議会（一般質問通告・質問順抽選会後）

　※政策立案推進会議（全員協議会終了後）

2月20日 木 休  会 　報告書整理・議案等調査

2月21日 金 休  会 　報告書整理・議案等調査

2月22日 土 休  会

2月23日 日 休  会 （天皇誕生日）

2月24日 月 休  会 （振替休日）

2月25日 火 休  会 　報告書整理・議案等調査

2月26日 水 休  会 　報告書整理・議案等調査

2月27日 木 休  会 　報告書整理・議案等調査

2月28日 金 休  会 　報告書整理・議案等調査（高校卒業式）

3月1日 土 休  会

3月2日 日 休  会

3月3日 月 休  会 　報告書整理・議案等調査（高校卒業式）

3月4日 火 本会議  1　一般質問 - 﨑田議員, 奥（晃）議員, 大庭議員, 盛議員（質問順）

3月5日 水 本会議  1　一般質問 - 永田議員, 前田議員, 幸多議員, 竹山議員（質問順）

3月6日 木 本会議  1　一般質問 - 栄議員, 泉議員, 伊東議員, 正野議員（質問順）

3月7日 金 本会議  1　一般質問 - 与議員, 瀧議員, 帶屋議員（質問順）

令和７年第１回奄美市議会定例会議事日程

2月19日 水 本会議

日　　　　　　　　　程

2月13日 木 本会議
☆付託区分
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○令和７年２月13日　奄美市議会第１回定例会を招集した。

○会　期　43日間

○議事日程　

月  日 曜 区  分

令和７年第１回奄美市議会定例会議事日程

日　　　　　　　　　程

3月8日 土 休  会

3月9日 日 休  会

3月10日 月 休  会

 1  議案第１号～10号（10件）（現年度議案） 　　 上程　報告　質疑　討論　採決

 2  議案第11号～35号（25件）（新年度議案）　 上程　質疑　付託

一般会計予算等審査特別委員会

議案第11号，21号～31号，33号～35号(15件)

特別会計予算等審査特別委員会

議案第12号～20号，32号(10件) 

　※全員協議会（本会議終了後）

　※政策立案推進会議（全員協議会終了後）

3月12日 水 休  会 （中学校卒業式）

3月13日 木 休  会 　※予算等審査特別委員会審査

3月14日 金 休  会 　※予算等審査特別委員会審査

3月15日 土 休  会

3月16日 日 休  会

3月17日 月 休  会 　※予算等審査特別委員会審査

3月18日 火 休  会 　※予算等審査特別委員会審査

3月19日 水 休  会 　報告書整理 （市立幼稚園卒園式）

3月20日 木 休  会 （春分の日）

3月21日 金 休  会 　報告書整理

3月22日 土 休  会

3月23日 日 休  会

3月24日 月 休  会 　報告書整理 （小学校卒業式）

3月25日 火 休  会 　報告書整理

3月26日 水 休  会 　報告書整理

 1  議案第11号,21号～31号,33号～35号（15件） 上程　報告　質疑　討論　採決

 2  議案第12号～20号，32号（10件）  上程　報告　質疑　討論　採決

 3  議案第36号～38号（３件）  上程　説明　質疑　討論　採決

 4  議案第39号～52号（14件）  上程　説明　質疑　討論　採決

 5  発議第１号（１件）  上程　説明　質疑　討論　採決

 6  議員派遣について

 7  閉会中の審査及び調査の申出について

　※全員協議会（本会議終了後）

　※政策立案推進会議最終提言（定例会反省会後～）

3月27日 木 本会議

3月11日 火 本会議

　※定例会反省会（全員協議会終了後～）

☆付託区分

〇〇付付議議事事件件はは，，次次ののととおおりりででああるる。。
番号 議案等番号 件　　　　　　名 議決年月日 議決結果 付託委員会

（1） 報告第１号
専決処分の承認を求めることについて
（専決第１号　令和６年度奄美市一般会計補正
予算（第９号）について）

R7.2.13 承認 本会議

（2） 議案第１号
令和６年度奄美市一般会計補正予算（第10号）
について

R7.3.11 原案可決 全委員会

（3） 議案第２号
令和６年度奄美市国民健康保険事業特別会計補
正予算（第３号）について

R7.3.11 原案可決 文教厚生

（4） 議案第３号
令和６年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘
定特別会計補正予算（第３号）について

R7.3.11 原案可決 文教厚生

（5） 議案第４号
令和６年度奄美市後期高齢者医療特別会計補正
予算（第３号）について

R7.3.11 原案可決 文教厚生

（6） 議案第５号
令和６年度奄美市介護保険事業特別会計補正予
算（第３号）について

R7.3.11 原案可決 文教厚生

（7） 議案第６号
令和６年度奄美市訪問看護特別会計補正予算
（第２号）について

R7.3.11 原案可決 文教厚生

（8） 議案第７号
令和６年度奄美市と畜場特別会計補正予算（第
１号）について

R7.3.11 原案可決 文教厚生

（9） 議案第８号
令和６年度奄美市水道事業会計補正予算（第３
号）について

R7.3.11 原案可決 産業建設

（10） 議案第９号
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更に
ついて

R7.3.11 原案可決 総務企画

（11） 議案第10号 奄美市過疎地域持続的発展計画の変更について R7.3.11 原案可決 総務企画

（12） 議案第11号 令和７年度奄美市一般会計予算について R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（13） 議案第12号
令和７年度奄美市国民健康保険事業特別会計予
算について

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（14） 議案第13号
令和７年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘
定特別会計予算について

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（15） 議案第14号
令和７年度奄美市後期高齢者医療特別会計予算
について

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（16） 議案第15号
令和７年度奄美市介護保険事業特別会計予算に
ついて

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（17） 議案第16号
令和７年度奄美市訪問看護特別会計予算につい
て

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（18） 議案第17号 令和７年度奄美市と畜場特別会計予算について R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（19） 議案第18号
令和７年度奄美市交通災害共済特別会計予算に
ついて

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（20） 議案第19号 令和７年度奄美市水道事業会計予算について R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（21） 議案第20号 令和７年度奄美市下水道事業会計予算について R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（22） 議案第21号
奄美市職員の勤務時間，休暇等に関する条例等
の一部を改正する条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（23） 議案第22号
奄美市職員の育児休業等に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（24） 議案第23号
奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（25） 議案第24号
奄美市職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（26） 議案第25号
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
条例の整理に関する条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（27） 議案第26号
奄美市職員等の旅費に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（28） 議案第27号
奄美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例の制
定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会
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○令和７年２月13日　奄美市議会第１回定例会を招集した。

○会　期　43日間

○議事日程　

月  日 曜 区  分

令和７年第１回奄美市議会定例会議事日程

日　　　　　　　　　程

3月8日 土 休  会

3月9日 日 休  会

3月10日 月 休  会

 1  議案第１号～10号（10件）（現年度議案） 　　 上程　報告　質疑　討論　採決

 2  議案第11号～35号（25件）（新年度議案）　 上程　質疑　付託

一般会計予算等審査特別委員会

議案第11号，21号～31号，33号～35号(15件)

特別会計予算等審査特別委員会

議案第12号～20号，32号(10件) 

　※全員協議会（本会議終了後）

　※政策立案推進会議（全員協議会終了後）

3月12日 水 休  会 （中学校卒業式）

3月13日 木 休  会 　※予算等審査特別委員会審査

3月14日 金 休  会 　※予算等審査特別委員会審査

3月15日 土 休  会

3月16日 日 休  会

3月17日 月 休  会 　※予算等審査特別委員会審査

3月18日 火 休  会 　※予算等審査特別委員会審査

3月19日 水 休  会 　報告書整理 （市立幼稚園卒園式）

3月20日 木 休  会 （春分の日）

3月21日 金 休  会 　報告書整理

3月22日 土 休  会

3月23日 日 休  会

3月24日 月 休  会 　報告書整理 （小学校卒業式）

3月25日 火 休  会 　報告書整理

3月26日 水 休  会 　報告書整理

 1  議案第11号,21号～31号,33号～35号（15件） 上程　報告　質疑　討論　採決

 2  議案第12号～20号，32号（10件）  上程　報告　質疑　討論　採決

 3  議案第36号～38号（３件）  上程　説明　質疑　討論　採決

 4  議案第39号～52号（14件）  上程　説明　質疑　討論　採決

 5  発議第１号（１件）  上程　説明　質疑　討論　採決

 6  議員派遣について

 7  閉会中の審査及び調査の申出について

　※全員協議会（本会議終了後）

　※政策立案推進会議最終提言（定例会反省会後～）

3月27日 木 本会議

3月11日 火 本会議

　※定例会反省会（全員協議会終了後～）

☆付託区分

〇〇付付議議事事件件はは，，次次ののととおおりりででああるる。。
番号 議案等番号 件　　　　　　名 議決年月日 議決結果 付託委員会

（1） 報告第１号
専決処分の承認を求めることについて
（専決第１号　令和６年度奄美市一般会計補正
予算（第９号）について）

R7.2.13 承認 本会議

（2） 議案第１号
令和６年度奄美市一般会計補正予算（第10号）
について

R7.3.11 原案可決 全委員会

（3） 議案第２号
令和６年度奄美市国民健康保険事業特別会計補
正予算（第３号）について

R7.3.11 原案可決 文教厚生

（4） 議案第３号
令和６年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘
定特別会計補正予算（第３号）について

R7.3.11 原案可決 文教厚生

（5） 議案第４号
令和６年度奄美市後期高齢者医療特別会計補正
予算（第３号）について

R7.3.11 原案可決 文教厚生

（6） 議案第５号
令和６年度奄美市介護保険事業特別会計補正予
算（第３号）について

R7.3.11 原案可決 文教厚生

（7） 議案第６号
令和６年度奄美市訪問看護特別会計補正予算
（第２号）について

R7.3.11 原案可決 文教厚生

（8） 議案第７号
令和６年度奄美市と畜場特別会計補正予算（第
１号）について

R7.3.11 原案可決 文教厚生

（9） 議案第８号
令和６年度奄美市水道事業会計補正予算（第３
号）について

R7.3.11 原案可決 産業建設

（10） 議案第９号
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更に
ついて

R7.3.11 原案可決 総務企画

（11） 議案第10号 奄美市過疎地域持続的発展計画の変更について R7.3.11 原案可決 総務企画

（12） 議案第11号 令和７年度奄美市一般会計予算について R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（13） 議案第12号
令和７年度奄美市国民健康保険事業特別会計予
算について

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（14） 議案第13号
令和７年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘
定特別会計予算について

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（15） 議案第14号
令和７年度奄美市後期高齢者医療特別会計予算
について

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（16） 議案第15号
令和７年度奄美市介護保険事業特別会計予算に
ついて

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（17） 議案第16号
令和７年度奄美市訪問看護特別会計予算につい
て

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（18） 議案第17号 令和７年度奄美市と畜場特別会計予算について R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（19） 議案第18号
令和７年度奄美市交通災害共済特別会計予算に
ついて

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（20） 議案第19号 令和７年度奄美市水道事業会計予算について R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（21） 議案第20号 令和７年度奄美市下水道事業会計予算について R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（22） 議案第21号
奄美市職員の勤務時間，休暇等に関する条例等
の一部を改正する条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（23） 議案第22号
奄美市職員の育児休業等に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（24） 議案第23号
奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（25） 議案第24号
奄美市職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（26） 議案第25号
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
条例の整理に関する条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（27） 議案第26号
奄美市職員等の旅費に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（28） 議案第27号
奄美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例の制
定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会
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〇〇付付議議事事件件はは，，次次ののととおおりりででああるる。。
番号 議案等番号 件　　　　　　名 議決年月日 議決結果 付託委員会

（29） 議案第28号
奄美市子ども医療費の助成に関する条例等の一
部を改正する条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（30） 議案第29号
奄美市企業立地等促進条例の一部を改正する条
例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（31） 議案第30号
奄美市企業立地等促進条例の適用の特例に関す
る条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（32） 議案第31号
奄美市都市公園条例の一部を改正する条例の制
定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（33） 議案第32号
奄美市下水道条例の一部を改正する条例の制定
について

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（34） 議案第33号
奄美市消防団員の定員，任免，給与，服務等に
関する条例の一部を改正する条例の制定につい
て

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（35） 議案第34号
奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定
について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（36） 議案第35号
奄美市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定に
ついて

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（37） 議案第36号 人権擁護委員候補者の推薦について R7.3.27 同意 本会議

（38） 議案第37号 人権擁護委員候補者の推薦について R7.3.27 同意 本会議

（39） 議案第38号 人権擁護委員候補者の推薦について R7.3.27 同意 本会議

（40） 議案第39号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（41） 議案第40号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（42） 議案第41号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（43） 議案第42号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（44） 議案第43号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（45） 議案第44号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（46） 議案第45号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（47） 議案第46号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（48） 議案第47号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（49） 議案第48号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（50） 議案第49号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（51） 議案第50号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（52） 議案第51号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（53） 議案第52号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（54） 発議第１号
奄美市議会の個人情報の保護に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

R7.3.27 原案可決 本会議

令和７年第１回定例会一般質問通告 

  
３３月月４４日日（（火火））  

◎◎日日本本共共産産党党  﨑﨑田田  信信正正  

１ 福祉政策について 

（１）補聴器購入費助成制度について，これまでも事例をあげ，その必要性を

述べてきた。１８日の南海日日新聞には，大和村での講演が紹介され，講

師の方は，「難聴であっても支援機器を活用して積極的に社会参加を」と

呼び掛けたとあります。いつまでも先送りするのではなく，早期に実現す

べきだと思うが，ご見解をお伺いします。 

（２）生活保護制度について 

①生活保護費標準世帯（３５歳，３０歳，９歳，４歳）の生活保護費の推

移を過去５年間でお示し下さい。 

②エアコン設置基準について，人道的立場から市独自の取り組みが必要で

はないか。 

③自動車の保有条件が緩和されたと聞くが，その内容についてお伺いしま

す。 

２ 教育行政について 

（１）就学援助制度の完全実施について 

①子育て支援の必要性が高まるなか，いまなお完全実施に至っていない

が，その要因はなにか。 

②未実施の４項目の必要経費について令和４年度の試算では１，７５３万

７千円と答弁している。令和６年度の施政方針で，子育て支援を一丁目

一番地として掲げていることとの関連でご見解をお伺いします。 

（２）学校給食費の無償化について 

①県内で無償化を実現している自治体はどこか。 

②すでに実施している自治体との違いはなにか。 

（３）奄美市の教員の長時間勤務の現状と改善策についてお示し下さい。 

３ 社会保障制度について 

（１）介護保険制度について 

①２月１１日の南日本新聞社説では，鹿児島県は２０２４年の倒産はなか

ったとある。実態を知るためにアンケート調査をすべきだと思うがどう

か。 

②国の２０２５年度予算で，高額療養費制度の上限額引き上げが盛り込ま

れたが，奄美市の影響についてご見解をお伺いします。 
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番号 議案等番号 件　　　　　　名 議決年月日 議決結果 付託委員会

（29） 議案第28号
奄美市子ども医療費の助成に関する条例等の一
部を改正する条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（30） 議案第29号
奄美市企業立地等促進条例の一部を改正する条
例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（31） 議案第30号
奄美市企業立地等促進条例の適用の特例に関す
る条例の制定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（32） 議案第31号
奄美市都市公園条例の一部を改正する条例の制
定について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（33） 議案第32号
奄美市下水道条例の一部を改正する条例の制定
について

R7.3.27 原案可決
特別会計予算等
審査特別委員会

（34） 議案第33号
奄美市消防団員の定員，任免，給与，服務等に
関する条例の一部を改正する条例の制定につい
て

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（35） 議案第34号
奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定
について

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（36） 議案第35号
奄美市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定に
ついて

R7.3.27 原案可決
一般会計予算等
審査特別委員会

（37） 議案第36号 人権擁護委員候補者の推薦について R7.3.27 同意 本会議

（38） 議案第37号 人権擁護委員候補者の推薦について R7.3.27 同意 本会議

（39） 議案第38号 人権擁護委員候補者の推薦について R7.3.27 同意 本会議

（40） 議案第39号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（41） 議案第40号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（42） 議案第41号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（43） 議案第42号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（44） 議案第43号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（45） 議案第44号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（46） 議案第45号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（47） 議案第46号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（48） 議案第47号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（49） 議案第48号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（50） 議案第49号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（51） 議案第50号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（52） 議案第51号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（53） 議案第52号 農業委員会委員の任命について R7.3.27 同意 本会議

（54） 発議第１号
奄美市議会の個人情報の保護に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

R7.3.27 原案可決 本会議

令和７年第１回定例会一般質問通告 

  
３３月月４４日日（（火火））  

◎◎日日本本共共産産党党  﨑﨑田田  信信正正  

１ 福祉政策について 

（１）補聴器購入費助成制度について，これまでも事例をあげ，その必要性を

述べてきた。１８日の南海日日新聞には，大和村での講演が紹介され，講

師の方は，「難聴であっても支援機器を活用して積極的に社会参加を」と

呼び掛けたとあります。いつまでも先送りするのではなく，早期に実現す

べきだと思うが，ご見解をお伺いします。 

（２）生活保護制度について 

①生活保護費標準世帯（３５歳，３０歳，９歳，４歳）の生活保護費の推

移を過去５年間でお示し下さい。 

②エアコン設置基準について，人道的立場から市独自の取り組みが必要で

はないか。 

③自動車の保有条件が緩和されたと聞くが，その内容についてお伺いしま

す。 

２ 教育行政について 

（１）就学援助制度の完全実施について 

①子育て支援の必要性が高まるなか，いまなお完全実施に至っていない

が，その要因はなにか。 

②未実施の４項目の必要経費について令和４年度の試算では１，７５３万

７千円と答弁している。令和６年度の施政方針で，子育て支援を一丁目

一番地として掲げていることとの関連でご見解をお伺いします。 

（２）学校給食費の無償化について 

①県内で無償化を実現している自治体はどこか。 

②すでに実施している自治体との違いはなにか。 

（３）奄美市の教員の長時間勤務の現状と改善策についてお示し下さい。 

３ 社会保障制度について 

（１）介護保険制度について 

①２月１１日の南日本新聞社説では，鹿児島県は２０２４年の倒産はなか

ったとある。実態を知るためにアンケート調査をすべきだと思うがどう

か。 

②国の２０２５年度予算で，高額療養費制度の上限額引き上げが盛り込ま

れたが，奄美市の影響についてご見解をお伺いします。 
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◎◎自自民民党党新新政政会会  奥奥  晃晃郎郎  

１ 合併２０周年を迎える事について 

（１）合併２０年のメリット，デメリットについて 

（２）問題点と対策 

（３）他の飛び地合併自治体における課題と問題解決に向けての取組などを含

めて連携を図っていく必要性について 

（４）総合支所方式の継続，特化した予算の配分について 

（５）合併特例債充当の旧３市町村の公共施設等の整備状況について 

（６）合併２０年を迎えるに当たっての奄美市の人口はどのように推移してい

るのか 

（７）合併２０年に向けて記念事業の計画は予定されているのか 

２ 防災対策について 

（１）専門的な知識を持つ地域防災マネージャーの配置について 

（２）被災自治体への職員派遣について 

（３）南海トラフ地震臨時情報を踏まえて災害への備えは万全か 

（４）避難所指定の施設の環境整備について 

（５）電柱の無電柱化への取組について 

（６）特定利用空港・港湾の名瀬港追加指定について 

３ 教育行政について 

（１）学力向上に向けての取組について 

（２）公立夜間中学校「県立いろは中学校」について 

（３）ＰＴＡの活動状況について 

 

◎◎公公明明党党  大大庭庭  梨梨香香  

１ 福祉行政について 

（１）帯状疱疹ワクチンについて 

①新年度における帯状疱疹ワクチンの定期接種について 

②自己負担額 

③対象者年齢 

④生活保護受給者，低所得者に対しての補助 

（２）高齢者を取り巻くごみ出し環境について 

①支援制度の導入の有無 

②高齢者のごみ出し支援の実態 

③今後の取組 

（３）ケアマネージャーの業務過多について 

①本市におけるケアマネージャーの現状 

②業務過多の原因 

２ 教育行政について 

（１）避難所としての体育館空調整備について 

①新年度における整備計画について 

②整備における国・県の補助率について 

③今後の整備計画について 

（２）本市におけるＩＣＴ活用状況について 

①学校ごとの取組状況について 

②ＩＣＴ活用の効果について 

③県学力調査における学習用端末による対応状況について 

 

◎◎無無所所属属  盛盛  剛剛  

１ 市長の政治姿勢について 

（１）今年任期満了にあたり，市長就任時に掲げた政治公約の達成度を問う。 

（２）成果と今後の課題を伺う。 

（３）将来の政治に対する所信を伺う。 

２ 上下水道事業について 

（１）水道管の老朽化による腐食・漏水対策について 

①古見本通りムラタ薬局前で水道管の漏水が発生しましたがその原因を説

明されたい。 

②鉄製水道管の標準耐用年数は何年か伺う。 

③奄美市の水道管の経過年数を伺う。 

④奄美市の鉄製水道管の総延長数を伺う。 

⑤劣化状況・老朽化対策の現況を問う。 

⑥過去，長浜地区で道路陥没が発生した旨聞いていますが，原因は。状況

を説明されたい。 

⑦南海トラフ地震が今後３０年以内に発生率８０％に引き上げられまし

た。市民生活に不可欠のライフラインである上下水道の段階的な耐震性

のパイプに替える必要があると思いますが，計画はあるか伺います。 

（２）下水道管の管理状況について 

①奄美市の下水道管の構造は鉄管かコンクリートか。その耐久年数は何

年。 

②敷設して何年経過していますか。事故防止の点検状況を説明されたい。 

③埼玉の事故は耐用年数内の事故であったということです。点検して腐食

劣化等の異常があれば替えるべきと考えますが担当課の所見を伺いま
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す。 

④耐震性のパイプに段階的に敷設交替すべきと考えられるが所見を伺いま

す。 

３ 孤独死対策について 

（１）奄美市の生活保護世帯数のうち一人世帯を伺います。 

（２）訪問介護等を受けている独居老人世帯数を伺います。 

（３）上記外でサポ－トを必要とする方々、おおよそ何名か伺います。（障害

者・認知症等） 

（４）上記の方々への支援体制を伺う。 

（５）官民が連携して見守り・声かけ等が必要と思われますが連絡組織の有無

を問う。 

（６）民生委員や新聞配達員・自治会役員・ヤクルトレデイ等、官民挙げて連

絡網構築が急がれます。如何に。 

４ ソテツカイガラムシ対策について 

（１）令和６年度事業で実施したソテツカイガラムシ対策事業を示されたい。 

（２）ソテツカイガラムシ対策に投じた収支予算を伺う。 

（３）水源区域外のドロ－ンによる空中散布や水源区域は焼却処理による防除

方法は考えられないか。 

（４）奄振予算や森林環境税による防除作業の可能性を問う。 

 

３３月月５５日日（（水水））  
◎◎自自民民党党新新政政会会  永永田田  清清裕裕  

１ 令和７年度施政方針と予算編成について 

（１）令和６年を振り返り今の奄美市政へ思うことについて伺う。 

（２）市政施行２０周年の節目，市長として４年目を迎える令和７年度の抱負

について伺う。 

（３）喫緊の課題である物価高騰対策について伺う。 

２ 防災対策について 

（１）名瀬地区の上下水道事業について 

①上下水道事業の点検・耐震対策について伺う。 

②埼玉県八潮市の事故を受けて本市の緊急的な対応について伺う。 

３ 本場奄美大島紬の振興について 

（１）本場奄美大島紬の振興に対する奄美市の考えを伺う。 

（２）本場奄美大島紬活性化推進事業について伺う。 

 

◎◎奄奄美美笠笠誠誠会会  前前田田  要要  

す。 

④耐震性のパイプに段階的に敷設交替すべきと考えられるが所見を伺いま
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◎◎奄奄美美笠笠誠誠会会  前前田田  要要  

１ 『未来づくり』総合戦略２０２５年より 

（１）基本理念Ⅲ－⑧みんなで「しまさばくり」をしよう 

（８－１）集落や地域活動の活性化による地域づくり 

基本理念Ⅱ「成長である元気な経済活動を目指します」 

⑤しまの「しごと」を応援しよう 

＜具体的な施策＞（５－１）について 

２ 奄美市公共施設等民間提案制度（セレクト提案方式）について 

（１）令和７年度宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業の 

７．求める提案（４）再生可能エネルギーの提案 

１０．事業実施スケジュール 

「離島における再エネ主力化に向けた運転制御設備導入構築事業」につ

いて 

３ 佐賀県の松隈地域づくり株式会社モデル 

（１）集落にて法人を設立。 

自然エネルギーの収益で集落活動の資金源に。 

（住用版 地域創生戦略『案』より） 

４ 奄美市公式ＬＩＮＥの活用について 

総合戦略しまの「しごと」を応援しよう（５－５） 

（１）基本メニューに追加の可能性について 

ア．笠利・住用の毎月の駐在員会・嘱託員会の資料を 

イ．議員の所管事務調査の報告書 

ウ．議員の政務活動費の報告書 

３点の新設について 

５ 笠利地区認定こども園スクールバスの可能性について 

（１）令和８年４月開園予定のこどもたちの通園手段について 

６ 笠利のなんこ大会新規計画について 

（１）なんこ大会の概要をお示しください。 

７ 二十歳のつどい手話通訳について 

（１）笠利地区の二十歳の集いに手話通訳がいないについて 

８ 病児保育について 

（１）笠利地区の病児保育について 

総合戦略２０２５年 

子育ての“困った”をなくそう 

９ 名瀬総合支所・駐車場について 

（１）車両の高さ２．１ｍ超る北側駐車場満車時の対応について 
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◎◎チチャャレレンンジジ奄奄美美  幸幸多多  拓拓磨磨  

１ 奄美黒糖焼酎について 

（１）奄美黒糖焼酎の生産について 

①原材料の価格高騰による影響，支援について。 

②農地還元について。 

③奄美黒糖焼酎拡売への方法について。 

２ 観光行政について 

（１）クルーズ船の現状について 

①過去３年間のクルーズ船寄港回数と，経済効果の推移について。 

②現在のクルーズ船客への観光動線について。 

（２）飛行機，船舶観光客について 

①過去３年間の飛行機，船舶による観光客の人数，経済効果の推移につい

て。 

３ 人口減少問題について 

（１）帰ってきたくなる島づくりについて 

①子どもたちへどのような島の魅力発信や教育を行っているのかお示しく

ださい。 

②現在本土にて生活している方々に対し，島に帰ってきて生活して頂く為

の取組についてお示しください。 

４ 出先機関との連携について 

（１）奄美市当局の出先機関と連携について 

①奄美市には出先機関がいくつかありますが，連携についてお示しくださ

い。 

（２）警察との連携について 

①市街地における防犯カメラの設置について。 

②各家庭においての防犯カメラの設置推進について。 

③奄美市におけるネットによる犯罪の数，当市の防犯意識の啓発活動につ

いて。 

５ 障害者福祉について 

（１）合理的配慮の当局の具体的取り組みについて 

①奄美市として現在行っている合理的配慮についての取り組みをお示しく

ださい。 

②福祉関係や教育関係のイベントや催し事においての，要約筆記の投影

等，『する』『しない』の基準をお示しください。 

 

◎◎自自民民党党新新政政会会  竹竹山山  耕耕平平  

１ 市長の政治姿勢について 

（１）安田市長任期最後の予算編成となる。 

①予算編成に係る特色，特徴，カラーが表れる（取り組んだ）政策施策を

示せ。（０予算等含む） 

②○○プラットフォーム，市民対話など展開されているが，本市及び広域

に係る政策施策の展開及び予算が伴うものである。事業展開の取組と現

在までの総括，課題など見解を示せ。 

（２）子育て・保健・福祉複合施設整備事業について 

①取組状況，当初概算，事業計画見直しの詳細，検討箇所等の検証，課題

等について。 

②今後のスケジュールの見通しと概算費用等について。 

③同じ１１番街区に建設計画施設（測候所跡地）や都市公園等含めた土地

利用に対する整合性，合わせて中心市街地と中心商店街の活性化に向け

た整合性を示せ。 

（３）末広・港土地区画整理事業について 

①進捗状況と残されている事業内容，予定について。 

②事業収束に向けた土地登記や清算金の有無等今後の地権者及び関係者へ

の説明会等について。 

（４）住用重点道の駅整備事業，マングローブパークリニューアル計画の進捗

状況について。次期計画策定に向けて 

（５）見守りカメラの現状，成果・効果・課題，今後の設置増への見解につい

て 

（６）市営住宅の現状，用途廃止市営住宅移転支援事業の概要と目的，今後の

計画等について（現在住んでいる世帯・待ち世帯のバランス，民間住宅等

宅建協会等の説明・協力） 

（７）今年執行される奄美市長選挙への進退について 

２ 教育行政について 

（１）自転車に関する道路交通法が令和６年１１月に改正された。大人や子ど

もたちにとっても大変重要な中身となっている。 

①安全な自転車運転とヘルメット着用の現状。（通学・普段） 

②教育委員会として，警察等関係機関との連携協力に対しての教育現場へ

の指導等取組と働きかけについて。 

（２）フッ化物洗口の取組状況と教育長の認識について 

（３）奄美市離島留学支援事業（くろうさぎ留学）について 

①実績と効果・課題 

②里親に地域おこし協力隊を活用する方策について。 
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３３月月６６日日（（木木））  
◎◎公公明明党党  栄栄  ヤヤススエエ  

１ 防災行政について 

（１）国の中央防災会議は，２０２４年６月，国や自治体による災害対応の基

礎となる，防災基本計画の修正を決めた。能登半島地震で高齢者など要配

慮者が多く被災したことを踏まえて，災害応急対応に「福祉的な支援」の

必要性を明記した。 

①国は２０２４年１１月，災害時に設置する避難所の生活環境改善にむ

け，全国の自治体に対し，水洗式のトイレやキッチンカーなどの防災備

蓄品の導入費用を補助する方針を固め来年度予算に計上するとのことで

ある。災害時の体制整備に向け，本市ではどのような対応を考えていく

か伺う。 

②被災者が尊厳ある生活を求める最低な基準を示す「スフィア基準」の導

入避難所環境の大幅な改善が必要である。そこで，「スフィア基準」につ

いて，本市ではどのように考えているのか伺う。 

（２）奄美市消防団車庫について 

公共施設等計画の消防施設一覧には，３８施設が掲載，うち経過年数が

３０年以上が１１施設ある。 

①消防団保有の車両で，屋根付き車庫のない車両について伺う。 

②住用方面隊の車両の倉庫新設について伺う。 

２ 福祉行政について 

（１）２０２３年「認知症基本法」が成立，２０２４年１２月「認知症施策基

本計画」が閣議決定し，市町村は，認知症施策推進計画を策定（努力義

務）することとなる。 

①本市の取り組みを伺う。 

（２）加齢性難聴による「ヒアリングフレイル」について 

（３）誰もが安心して搾乳ができる環境づくりについて 

 

◎◎奄奄美美笠笠誠誠会会  泉泉  義義昭昭  

１ あまみタンカンのブランド産地確立について 

（１）ブランド産地確立の施策・計画について 

２ 奄美漁協施設機能移転について 

（１）機能移転計画の進捗状況について 

３ 笠利地区ごみ仮保管場所設置について 

（１）奄美市の普通財産の貸出活用 

①伐採業者への貸出し 

４ 公営・県営住宅活用について 

（１）公営・県営住宅の活用について 

①奄美市の公営・県営住宅の空き家を市営住宅として活用できないか 

（２）市営住宅の活用について（笠利地区） 

①廃止住宅後の活用予定 

５ グランドゴルフ場の整備について 

（１）利用者の休憩場所の確保・整備 

 

◎◎自自民民党党新新政政会会  伊伊東東  隆隆吉吉  

１ 市長の政治姿勢について 

（１）令和７年度施政方針と予算編成の概要について 

①市長就任４年目の新年度施政方針を発表されました。その中で，現代は

「「ＶＵＣＡ」の時代」でこれまでの常識にとらわれないアプローチが求

められる，と明記されました。就任初年度Ｒ４年度「挑む」Ｒ５年度

「掴む」Ｒ６年度「繋ぐ」を挙げ，就任４年目の一文字を「実」掲げま

した。市長として一つの節目の年でもある４年目に臨む政治姿勢を伺い

ます。 

２ 観光，経済交流について 

（１）奄美・沖縄観光，経済交流について 

①昨年１１月，沖縄那覇市で奄美大島商工会議所，沖縄県の南西地域産業

活性化センター，それと沖縄在住奄美郷友会との産業交流会議が開催さ

れました。奄振において沖縄との交流拡大が位置づけられました。これ

からの拡大に向けた本市の施策等を尋ねます。 

３ 奄美和光園の将来構想について 

（１）奄美市議会として昨年７月に「国立療養所奄美和光園の医療・福祉の充

実と将来構想の確立を求める意見書」を国，県へ挙げました。本市として

奄美和光園の将来をどのように考えているのか伺います。 

４ 国道整備について 

（１）国道５８号，住用城地区道路拡張について 

①県の動きは，問題点も含め現状を尋ねます。 

５ 奄美果樹園（タンカン）について 

（１）タンカンの奄美ブランド確立について 

①市長の新年度施政方針において，タンカンについて「あまみフルーツア

イランド確立事業」に取り組み，新たにブランド確立推進員を配置し，

農家，ＪＡ，奄美大島５市町村が連携してブランド産地の確立を推進し
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て参ります。とあるが，明るい将来性に関して尋ねます。 

 

◎◎チチャャレレンンジジ奄奄美美  正正野野  卓卓矢矢  

１ 市民生活について 

（１）物価高騰対策について 

①米や生鮮食料品の価格高騰が，地域経済にあたえる影響について 

２ 福祉行政について 

（１）保育士確保・労働環境の改善について 

①保育体制強化事業について 

②提案型課題解決実証モデル事業について 

③保育人材確保に向けた官民連携の円卓会議からの提言を受け，今後の取

組について 

３ 産業振興について 

（１）自家用有償旅客運送について 

①笠利・住用における地域別の利用者数，延べ人数など 

②地位住民の皆さんや利用者・事業者からの声について 

③バス・タクシーとの連携について 

④次年度の取組について 

⑤名瀬地区での導入について 

４ 教育行政について 

（１）家庭におけるＷｉ－Ｆｉ環境整備支援について 

（２）ＩＣＴ支援員の配置について 

 

３３月月７７日日（（金金））  
◎◎公公明明党党  与与  勝勝広広  

１ 市長の政治姿勢について 

（１）２０２５年度当初予算における本市の最重要政策 

（２）県が策定した新奄振計画実現に向けた取り組みについて 

（３）財政運営について 

２ 美術館を生かしたまちづくりについて 

（１）東京都美術館で開催された田中一村展の反響を本市としてどのように捉

えているのか 

（２）田中一村を観光資源としての活用をどのように考えるのか 

３ ２０２５年問題について 

（１）本市の医療，介護に及ぼす影響及び人材不足への対応について 

 

◎◎無無所所属属  瀧瀧  真真一一郎郎  

１ 特別認可校への対応について 

（１）「特別認可校」の令和６年度の状況と令和７年度へ向けての最新対況に

ついて伺う。 

①各校の運用状況（生徒数／通学形態）についての最新状況をお示しくだ

さい。 

（２）「特別認可校通学バス運賃改定」の令和７年度へ向けての最新対応状況

について伺う。 

①令和７年度の運賃について令和６年末に提示した内容からの変更有無の

最新状況についてお示しください。 

②定期的な教育委員会，特別認可校，保護者，事業者との「情報交換会」

の設置について，来年度の計画案を開催時期と頻度を具体的にお示しく

ださい。 

２ 奄美市の防災への構えについて 

（１）奄美市として計画している「急傾斜地崩壊対策事業」「災害防除」の全

体計画とその進捗について伺う。 

①現状の計画において奄美市としてカバーする範囲がどこまでなのか，ま

たその範囲をどういった基準で計画しているのかお示しください。 

②ここで示した２つの事業で計画している箇所と実際の災害が発生してい

る箇所にズレがないか，ズレがあった場合の計画見直し頻度はどれくら

いかをお示しください。 

３ 奄美市地球温暖化防止活動実行計画の進捗について 

（１）今年度の進捗状況と来年度の計画について伺う。 

①２０２４年３月２８日にそれぞれ改定，策定された，奄美市地球温暖化

防止活動実行計画【事務事業編・区域施策編】に示された計画の進捗状

況を示した上で，判断をお示しください。 

②令和６年度の進捗状況を踏まえた課題と来年度の計画についてお示しく

ださい。 

 

◎◎無無所所属属  帶帶屋屋  誠誠二二  

１ 市民防災について 

（１）津波対策について 

①奄美群島太平洋沖地震（北部）などを想定し令和５年１１月，令和６年

５月と訓練が行われたが，今後の訓練計画について伺う。 

②訓練後に出た課題への進捗状況を伺う。 

③避難行動支援者への避難指示や，情報伝達方法について伺う。 
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④観光や仕事等で来島した方たちへの避難指示や，情報伝達方法について

伺う。 

⑤指定避難所が開設された後，福祉避難所を開設する訓練を行う予定があ

るのか伺う。 

⑥福祉避難所での備蓄品について伺う。 

２ 教育と農業振興について 

（１）学校給食について 

①献立の作成作業と，食材の発注方法ならびに購入金額について伺う。 

②主要食材の地元生産化について伺う。 

  

第第 １１ 回回 定定 例例 会会  

令令和和７７年年２２月月 1133 日日  

（（第第１１日日目目））  
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向 井 渉 議 会 事 務 局 長 押 川 治
議会事務局次長兼
調査係長事務取扱

田 川 正 盛 議 事 係 長 重 井 真 人 議 事 係 主 査
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２０人であります。会議は成立いたしまし

た。 

これから，令和７年第１回奄美市議会定例会を開会いたします。（午前９時３０分） 

直ちに本日の会議を開きます。 

なお，本定例会での議場へのタブレット等の電子機器の持ち込みを議員及び当局ともに許可いたしま

す。 

また，電子機器については，議案の審議等に直接関係のない機能の使用は差し控えてください。併せ

て，音が鳴らないように設定をお願いいたします。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程に入ります。日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員に，朝木一仁議員，大庭梨香議員，多田義一議員の３人を指名いたします。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第２，会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期を，お手元に配付いたしました議事日程表のとおり，本日から３月２７日までの４３

日間とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

御異議なしと認めます。 

よって，本定例会の会期は，本日から３月２７日までの４３日間とすることに決定いたしました。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第３，報告第１号 専決第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第９号）に

ついてを議題といたします。 

市長に提案理由の説明を求めます。 

安田壮平 市長  おはようございます。ただいま上程されました，報告第１号 令和６年度奄美市一般会

計補正予算（第９号）の専決につきまして，御説明いたします。 

 今回の補正予算は，令和６年度非課税世帯給付金及び横浜ＤｅＮＡベイスターズ奄美協力会運営負担

金に要する経費を計上いたしております。 

 歳出につきましては，総務費，総務管理費におきまして，令和６年度非課税世帯給付金及び子育て世

帯給付金に係る経費として３億５，７９８万円を計上いたしております。教育費，保健体育費におきま

しては，横浜ＤｅＮＡベイスターズの日本一及びファーム日本選手権優勝を祝し，優勝パレード及び歓

迎セレモニーに関する経費として１３５万円を計上いたしております。 

 次に，歳入につきましては，基金繰入金におきまして，財政調整基金３億５，７９６万６，０００円，

地域振興基金１３５万円を計上いたしております。 

 以上が主な内容となりますが，今回の補正で３億５，９３３万円を追加することにより，令和６年度

奄美市一般会計予算の総額は３４４億９，８０３万２，０００円となります。 

 以上，報告第１号の提案理由を申し上げましたが，議会を招集する時間的余裕がないことが明らかで

ございましたので，地方自治法第１７９条第１項の規定により専決をいたし，同条第３項の規定により

報告を行い，承認をお願いする次第でございます。 

何とぞ御審議の上，御承認くださいますようお願い申し上げます。 

奥 輝人 議長  これから質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。 

 この専決処分は，委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，この専決処分は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これから討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから報告第１号について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件を承認することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，報告第１号の専決処分については，承認することに決しました。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第４，議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）についてから，

議案第１０号 奄美市過疎地域持続的発展計画の変更についてまでの１０件について，一括して議題と

いたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

安田壮平 市長  ただいま上程されました議案第１号から議案第１０号までの提案理由を御説明いたしま

す。 

 議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）の主な内容につきまして御説明いたし

ます。 

 第１表，歳入歳出予算補正について，まず歳出の主な内容を申し上げます。 

 今回の補正におきましては，各事業費の年度内執行見込みや確定により，関係する費目において，そ

れぞれ増額及び減額計上いたしております。 

 主な増額計上について申し上げますと，総務費の総務管理費におきまして，財政調整基金に８億９，

７１３万８，０００円，公共施設整備事業基金に８億２，８６４万８，０００円，地域振興基金に７億

５，０００万１，０００円，過疎地域持続的発展特別事業基金に８，３８９万７，０００円，ふるさと

応援基金に２，１５０万円の積立金を計上いたしております。 

 また，物価高騰緊急対策事業におきまして，学校給食費助成のための賄材料費３，２１６万２，００

０円，高齢者施設等食材費高騰対策支援金６１４万５，０００円，ほーらしゃ券発行事業助成金１億３，

５３０万円，物価高騰対策資金利子補給事業補助金１，７００万円を新たに計上いたしております。民

生費の児童福祉費におきましては，保育所費に保育所等給付費負担金９，００６万２，０００円，児童

育成事業費に放課後児童クラブ運営補助金１，２４４万９，０００円を追加計上いたしております。商

工費におきましては，商工振興費に廃止路線代替バス等運行費補助金２，３４３万９，０００円を追加

計上いたしております。教育費におきましては，教育総務費に名瀬中学校の空調設備工事費２，５００

万円，小学校費に屋仁小学校施設整備事業４，０００万円，中学校費に朝日中学校施設整備事業４，４

００万円を追加計上いたしております。 

 次に，歳入の主な内容について申し上げます。 

 地方交付税におきましては，普通交付税の交付額が確定したことに伴い９億３，９６６万２，０００
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円を追加計上いたしております。国・県支出金におきましては，歳出予算の各事業費の変更に伴う所要

額をそれぞれ計上いたしております。その中で，総務費国庫補助金におきましては，物価高騰対応とし

て実施している低所得者世帯支援，定額減税一体支援等の財源として，物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金５億７８３万１，０００円を，同交付金の過年度分として１億８，５６９万２，０００円を

追加計上するほか，教育費国庫補助金におきまして，学校施設整備費補助金３，９４６万８，０００円

を追加計上いたしております。財産収入の不動産売払収入におきましては，名瀬港マリンタウン地区の

分譲地の売払収入など５億２，５９０万３，０００円を追加計上いたしております。寄附金におきまし

ては，ふるさと納税寄附金の見込額として４，３００万円を追加計上いたしております。繰入金におき

ましては，物価高騰対応緊急対策事業に係る経費，国からの交付金の受入れに伴う財源更正，災害復旧

事業債の歳入の財源更正として，財政調整基金繰入金２億１，８５７万７，０００円を減額計上するほ

か，各種事業の減額等に伴い，公共施設整備事業基金繰入金５，１１４万８，０００円を減額計上いた

しております。繰越金におきましては，令和５年度決算の確定に伴う決算剰余繰越金として４億９，０

００万円を追加計上いたしております。 

 以上，今回の補正で２６億６，５５８万円を追加することにより，令和６年度奄美市一般会計予算の

総額は３７１億６，３６１万２，０００円となります。 

 次に，第２表，繰越明許費につきましては，重点支援交付金事業や，ほーらしゃ券発行事業など，各

費目において翌年度に繰り越す事業及び繰越額を計上いたしております。また，第３表，地方債補正に

つきましては，事業の追加や変更に伴う起債限度額の変更を行うものでございます。 

 次に，議案第２号 令和６年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の主な内容につ

きまして御説明いたします。 

 歳出につきましては，保険給付費，基金積立金及び諸支出金の所要見込額を増額計上いたしておりま

す。 

 歳入につきましては，国民健康保険税，県支出金及び繰入金におきまして収納見込額を増額及び減額

計上するとともに，繰越金におきまして，令和５年度決算の確定に伴う前年度剰余繰越金２，６１３万

円を追加計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ１億３，８００万６，０００円の増額となり，令和６年

度奄美市国民健康保険事業特別会計予算の総額は５３億５，５１４万１，０００円となります。 

 議案第３号 令和６年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第３号）の主な内

容につきまして御説明いたします。 

 歳出につきましては，笠利診療所の医療機器の修繕費用を増額計上するほか，諸支出金を追加計上い

たしております。 

 歳入につきましては，特別調整交付金申請額算定に伴い，国民健康保険事業特別会計繰入金を増額計

上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ６４９万５，０００円の増額となり，令和６年度奄美市

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算の総額は３億２，１３２万８，０００円となります。 

 議案第４号 令和６年度奄美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の主な内容につきまして

御説明いたします。 

 歳出につきましては，後期高齢者医療広域連合納付金におきまして，これまでの実績を基に所要見込

額を減額計上いたしております。 

 歳入につきましては，繰入金におきまして，歳出の補正に係る相当額を減額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ７００万円の減額となり，令和６年度奄美市後期高齢者

医療特別会計予算の総額は６億６，５１９万３，０００円となります。 

 議案第５号 令和６年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）の主な内容につきまして御

説明いたします。 

 歳出につきましては，保険給付費におきまして，これまでの実績を基に所要見込額を増額計上し，地
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円を追加計上いたしております。国・県支出金におきましては，歳出予算の各事業費の変更に伴う所要

額をそれぞれ計上いたしております。その中で，総務費国庫補助金におきましては，物価高騰対応とし

て実施している低所得者世帯支援，定額減税一体支援等の財源として，物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金５億７８３万１，０００円を，同交付金の過年度分として１億８，５６９万２，０００円を

追加計上するほか，教育費国庫補助金におきまして，学校施設整備費補助金３，９４６万８，０００円

を追加計上いたしております。財産収入の不動産売払収入におきましては，名瀬港マリンタウン地区の

分譲地の売払収入など５億２，５９０万３，０００円を追加計上いたしております。寄附金におきまし

ては，ふるさと納税寄附金の見込額として４，３００万円を追加計上いたしております。繰入金におき

ましては，物価高騰対応緊急対策事業に係る経費，国からの交付金の受入れに伴う財源更正，災害復旧

事業債の歳入の財源更正として，財政調整基金繰入金２億１，８５７万７，０００円を減額計上するほ

か，各種事業の減額等に伴い，公共施設整備事業基金繰入金５，１１４万８，０００円を減額計上いた

しております。繰越金におきましては，令和５年度決算の確定に伴う決算剰余繰越金として４億９，０

００万円を追加計上いたしております。 

 以上，今回の補正で２６億６，５５８万円を追加することにより，令和６年度奄美市一般会計予算の

総額は３７１億６，３６１万２，０００円となります。 

 次に，第２表，繰越明許費につきましては，重点支援交付金事業や，ほーらしゃ券発行事業など，各

費目において翌年度に繰り越す事業及び繰越額を計上いたしております。また，第３表，地方債補正に

つきましては，事業の追加や変更に伴う起債限度額の変更を行うものでございます。 

 次に，議案第２号 令和６年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の主な内容につ

きまして御説明いたします。 

 歳出につきましては，保険給付費，基金積立金及び諸支出金の所要見込額を増額計上いたしておりま

す。 

 歳入につきましては，国民健康保険税，県支出金及び繰入金におきまして収納見込額を増額及び減額

計上するとともに，繰越金におきまして，令和５年度決算の確定に伴う前年度剰余繰越金２，６１３万

円を追加計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ１億３，８００万６，０００円の増額となり，令和６年

度奄美市国民健康保険事業特別会計予算の総額は５３億５，５１４万１，０００円となります。 

 議案第３号 令和６年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第３号）の主な内

容につきまして御説明いたします。 

 歳出につきましては，笠利診療所の医療機器の修繕費用を増額計上するほか，諸支出金を追加計上い

たしております。 

 歳入につきましては，特別調整交付金申請額算定に伴い，国民健康保険事業特別会計繰入金を増額計

上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ６４９万５，０００円の増額となり，令和６年度奄美市

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算の総額は３億２，１３２万８，０００円となります。 

 議案第４号 令和６年度奄美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の主な内容につきまして

御説明いたします。 

 歳出につきましては，後期高齢者医療広域連合納付金におきまして，これまでの実績を基に所要見込

額を減額計上いたしております。 

 歳入につきましては，繰入金におきまして，歳出の補正に係る相当額を減額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ７００万円の減額となり，令和６年度奄美市後期高齢者

医療特別会計予算の総額は６億６，５１９万３，０００円となります。 

 議案第５号 令和６年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）の主な内容につきまして御

説明いたします。 

 歳出につきましては，保険給付費におきまして，これまでの実績を基に所要見込額を増額計上し，地
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域支援事業費におきまして，所要見込額を減額計上いたしております。 

 歳入につきましては，国庫支出金，支払基金交付金，県支出金及び繰入金におきまして，主に歳出の

補正に係る相当額を負担割合にて，それぞれ増額及び減額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ３，７００万円の増額となり，令和６年度奄美市介護保

険事業特別会計予算の総額は５４億６，８７３万１，０００円となります。 

 議案第６号 令和６年度奄美市訪問看護特別会計補正予算（第２号）の主な内容につきまして御説明

いたします。 

 歳出につきましては，総務費の一般管理費におきまして，オンライン資格確認システム等の導入に伴

う経費を計上いたしております。 

 歳入につきましては，歳出に要する財源として，訪問看護ステーション財政調整基金からの繰入金を

計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ８５万１，０００円の増額となり，令和６年度奄美市訪

問看護特別会計予算の総額は３，４７０万８，０００円となります。 

 議案第７号 令和６年度奄美市と畜場特別会計補正予算（第１号）の主な内容につきまして御説明い

たします。 

 歳出につきましては，奄美大島食肉センターの運営管理に係る経費について，執行状況に伴い，需用

費及び委託料等８１１万４，０００円を減額計上いたしております。 

 歳入につきましては，と畜場使用料，一般会計繰入金及び負担金において，歳出の補正に係る相当額

を減額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ８１１万４，０００円の減額となり，令和６年度奄美市

と畜場特別会計予算の総額は２，５０９万円となります。 

 議案第８号 令和６年度奄美市水道事業会計補正予算（第３号）の主な内容につきまして御説明いた

します。 

 資本的支出につきましては，人件費のほか，国の補正に伴う矢之脇・小浜地区基幹管路布設替工事１

億５，９９１万２，０００円を増額計上いたしております。 

 また，資本的収入につきましては，建設改良費の増額に伴う財源等としまして，国庫補助金，一般会

計出資金，合わせて８，６０５万６，０００円を増額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，資本的収入額が資本的支出額に対して不足する１０億８，００８万５，０

００円は，損益勘定留保資金等で補填いたします。 

 議案第９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につきましては，名瀬辺地及び笠利辺地に

おける総合整備計画において，事業の追加や事業費の増額等に伴い，計画書を変更するものでございま

す。継続して辺地債を適用するためには，計画の変更が必要であることから，辺地に係る公共的施設の

総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項において準用する同条第１項の規定に

より議会の議決を求めるものでございます。 

 最後に，議案第１０号 奄美市過疎地域持続的発展計画の変更につきましては，新たな事業の追加に

伴い計画書を変更するものでございます。継続して過疎債を適用するためには，計画の変更が必要であ

ることから，過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１０項において準用する同条第

１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 以上をもちまして，議案第１号から議案第１０号までの提案理由の説明を終わりますが，何とぞ御審

議の上，議決してくださいますようお願い申し上げます。 

 

奥 輝人 議長  ただいま議題といたしました議案１０件に対する質疑に入ります。 

 なお，議案に対する質疑でありますので，所見等は述べないようお願いいたします。 

 通告がありましたので，無所属 瀧 真一郎議員の発言を許可いたします。 
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瀧 真一郎 議員（４番）  おはようございます。無所属の瀧 真一郎でございます。ただいま上程をさ

れました議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）についてでございます。６ペー

ジから９ページに記載している繰越明許費について，５つの項目について質問させていただきます。 

 今回提示された５８事業のうち，計画遅れによる年度またぎになった事業のほうをお示しください。 

 また，その際示した事業のうち，計画遅れとなった要因についてお示しください。 

 併せまして，要因が令和７年度に解消されると判断した根拠，こちらのほうをお示しください。 

 また，翌年度へ繰り越す事業が，昨年度の３８事業から５８事業へと増えております。そちらのほう

の要因をお示しください。 

 また，５８事業のうち１８の事業が今年度と併せて連続で計上されております。その妥当性について

お示しください。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

柳 樹三郎 財政課長  おはようございます。まず初めに，今回提示された５８事業のうち，計画遅れに

より年度またぎとなった事業について答弁いたします。 

 年度内に完成する工期を確保していたが，何らかの事由により繰り越す必要が生じた事業として整理

させていただきましたので，金額の大きい事業を幾つかお示しいたします。 

 ４款１項の奄美市斎場改良事業，６款２項大川ダム改修事業，８款１項第３建設残土処分場整備事業

費，８款３項の真名津川河川改修事業費など，計２３事業がございます。 

 次に，計画遅れとなった要因について答弁いたします。 

 計画が遅れた主な要因といたしましては，国や県，地権者との調整に不測の日数を要したことでござ

います。また，工事発注後において関連部品の調達に相当な時間を要した場合や工事現場において施工

内容の大幅な見直しが必要になった場合もあり，当初では予期できないものであったものと考えており

ます。 

 次に，③７年度に解消されると判断した根拠についてでございます。令和７年度に解消されると判断

した根拠につきましては，繰越しにより標準工期が確保できること，施工箇所の再検討や関係機関との

協議に時間を要した場合については，協議事項の調整が済んだこと，工法検討に不測の日数を要した場

合などについては，工法が決定し工事契約が済んだこと，関連部品の調達に時間を要した場合について

は，納期時期についてメーカーに確認が取れたことなどが根拠でございます。 

 次に，④昨年度から繰越し事業が増えた要因でございます。繰越し事業が昨年度から増えた主な要因

につきましては，地権者や関係機関との調整に不測の日数を要した事業や，国の補正予算に伴う事業や

災害復旧事業など，年度途中で予算計上した事業の標準工期を年度内に確保できない事業が増加したた

めでございます。 

 なお，繰越明許費には繰り越す可能性のある事業を全て記載しておりますが，実際に繰り越した事業

につきましては，次回定例会において繰越計算書として報告させていただく予定でございます。 

 次に，⑤今年度と連続で計上されている妥当性についてでございます。 

 連続で繰越明許費に計上している事業といたしましては，国の補正に伴う事業や災害復旧事業，事業

完了までに複数年を要する道路整備事業や公共施設整備事業等の継続事業等がございます。これら継続

事業につきましては，繰越明許費及び次年度当初予算のそれぞれが年度内の執行可能であることを予算

計上の原則と考えており，不用額が想定される場合には補正予算で減額補正を計上するなどの調整を行

っております。 

 しかしながら，地権者等の調整に不測の日数を要する場合や工事資材の調達遅れなど，当初予期でき

ぬ避け難い理由等により，結果として２か年連続で繰越明許費へ計上する場合も出てまいります。また，

国の補助が年度途中で措置されることもあり，有利な財源確保の観点から補助事業を申請した結果，翌

年度に繰り越す場合などもございます。 
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瀧 真一郎 議員（４番）  おはようございます。無所属の瀧 真一郎でございます。ただいま上程をさ

れました議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）についてでございます。６ペー

ジから９ページに記載している繰越明許費について，５つの項目について質問させていただきます。 

 今回提示された５８事業のうち，計画遅れによる年度またぎになった事業のほうをお示しください。 

 また，その際示した事業のうち，計画遅れとなった要因についてお示しください。 

 併せまして，要因が令和７年度に解消されると判断した根拠，こちらのほうをお示しください。 

 また，翌年度へ繰り越す事業が，昨年度の３８事業から５８事業へと増えております。そちらのほう

の要因をお示しください。 

 また，５８事業のうち１８の事業が今年度と併せて連続で計上されております。その妥当性について

お示しください。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

柳 樹三郎 財政課長  おはようございます。まず初めに，今回提示された５８事業のうち，計画遅れに

より年度またぎとなった事業について答弁いたします。 

 年度内に完成する工期を確保していたが，何らかの事由により繰り越す必要が生じた事業として整理

させていただきましたので，金額の大きい事業を幾つかお示しいたします。 

 ４款１項の奄美市斎場改良事業，６款２項大川ダム改修事業，８款１項第３建設残土処分場整備事業

費，８款３項の真名津川河川改修事業費など，計２３事業がございます。 

 次に，計画遅れとなった要因について答弁いたします。 

 計画が遅れた主な要因といたしましては，国や県，地権者との調整に不測の日数を要したことでござ

います。また，工事発注後において関連部品の調達に相当な時間を要した場合や工事現場において施工

内容の大幅な見直しが必要になった場合もあり，当初では予期できないものであったものと考えており

ます。 

 次に，③７年度に解消されると判断した根拠についてでございます。令和７年度に解消されると判断

した根拠につきましては，繰越しにより標準工期が確保できること，施工箇所の再検討や関係機関との

協議に時間を要した場合については，協議事項の調整が済んだこと，工法検討に不測の日数を要した場

合などについては，工法が決定し工事契約が済んだこと，関連部品の調達に時間を要した場合について
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 事業執行に当たりましては，なるべく繰越しがないよう，翌年度事業に影響がないよう努力しており
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 先ほど答弁があったとおり，災害防除，あるいは橋梁補修につきましては，国の補正等に伴って繰越

しをしているというところでございます。また，急傾斜地崩壊対策事業につきましては，県単事業と小

規模市の単独事業となりますけれども，県単事業につきましても，継続事業として執行差金についてを

繰越しをして，次年度の予算と合わせて工事の発注をしていると，そういう形で事業を進めているとこ

ろでございます。以上でございます。 

 

永田公洋 都市整備課長  末広・港の土地区画整備事業の質問がございましたのでお答えいたします。 

 これも３か年のずっと繰越しで事業続いておりますが，昨年の繰越しにつきましては，工事の案件で

ございました。今回は，用地測量の繰越しの委託業務になりますので，それぞれ繰越しの中身が違うと

いうことでございます。以上です。 

 

奥 輝人 議長  答弁漏れはないですよね。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございます。懸念をしている内容というのは年々増えてきている。

当然，今回上がった事業というものが必要だというのは認識しております。年々増えてきているという

ことは，どんどん工期が遅れてきて，やりたいことができなくなってきているのではないかということ

を懸念しておりますので，ぜひ，この辺の案件につきましては，各委員会のほうに付託されていますの

で，そちらのほうで，もう少し細かい中身の方を議論していただければと思います。 

 私のほうは以上で終わらせていただきます。 

 

奥 輝人 議長  ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 
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 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 ただいま上程されました議案第９号，議案第１０号及び議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正

予算（第１０号）中の関係事項についての３件は，これを総務企画委員会に，議案第２号から議案第７

号及び議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）中の関係事項についての７件は，

これを文教厚生委員会に，議案第８号及び議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号

）中の関係事項についての２件は，これを産業建設委員会にそれぞれ付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 各常任委員会審査のため，明日１４日から２月１８日まで休会としたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，明日１４日から２月１８日まで休会とすることに決定いたしました。 

 これにて，本日の日程は終了いたします。 

 ２月１９日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。（午前１０時０２分） 
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２１人であります。会議は成立いたしまし

　た。 

これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

本日の議事日程は，お手元に配付してあります議事日程第２号のとおりであります。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程に入ります。日程第１，議案第１１号 令和７年度奄美市一般会計予算についてか

ら，議案第３５号 奄美市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定についてまでの２５件について，一括

して議題といたします。 

 この際，市長に新年度に臨む施政方針，各会計予算，その他各議案に関する提案理由の説明を求めま

す。 

安田壮平 市長  おはようございます。令和７年第１回奄美市議会定例会が開会し，ここに一般会計及び

各特別会計予算案ならびに関連議案についてご審議をお願いするにあたり，市政運営に臨む所信の一端

を述べ，市民及び議員の皆様のご理解とご支援を賜りたいと存じます。 

 令和６年は，円安や物価高騰などの影響により経済情勢の先行きが不透明な中，奄美群島日本復帰

７０周年で生まれたエネルギーの余韻を受け継いで，奄美に関連する官民の各分野において，これまで

の努力が実を結び，奄美全体の元気と活力に繋がった一年だったと感じております。昨年３月には，奄

美群島振興開発特別措置法が改正され，奄美と沖縄間の航路・航空路運賃の軽減や，農林水産物などの

輸送コスト支援が実現するなど，民間同士の経済的及び文化的交流の基礎的条件が整備されました。ま

た，世界自然遺産地域として自然環境の保護に取組む中，９月には環境省が奄美大島における特定外来

生物のマングース根絶を宣言しました。これは世界でも類を見ない歴史的快挙であり，根絶に携わった

関係者の長年の努力に心から敬意を表します。プロ野球界においては，奄美にゆかりのある横浜ＤｅＮ

Ａベイスターズが日本一に輝いたほか，東京都美術館で開催され，延べ２８万人以上が来場した「田中

一村展」が２つの主要サイトで美術ファンの選ぶ展覧会の第１位に選ばれました。各世代の方々が多方

面でご活躍されている中，特に若い世代の活躍が印象的な一年でございました。ＳＡＧＡ２０２４国民

スポーツ大会相撲競技の少年男子個人部門において，本市出身の選手が鹿児島県勢４５年ぶりとなる優

勝を勝ち取りました。また，新しいキャリア教育のプログラムを開設した団体や野外シネマイベントを

実現させた皆さん，さらには，本市出身の大学生が主催した高校生向けワークショップによる修学旅行

メニューの提案，高校生による小学生などを対象にした寺子屋やイベントの開催など，どれも若い世代

が中心となって挑戦し実現されました。島にないものは自分たちでつくろうと躍動する若い世代の姿勢

に感銘を受けるとともに，自ら挑戦する若い世代やあらゆる市民の活動を支え，連携していくことが必

要であると強く感じているところです。 

 令和６年度は，住用・笠利地域における「地域創生戦略」の策定を進めるとともに，本定例会に上程

いたしました「奄美市「未来づくり」総合戦略」の策定に取組んでまいりました。「奄美市「未来づく

り」総合戦略」は，「奄美市未来計画」の重点プロジェクトと位置付けており，最重要課題である「人

口減少対策」とともに「人口減少に対応できるしまづくり」を進めてまいります。これら戦略の達成に

向け，新年度には，施策の一丁目一番地である子育て支援の充実を図るため，新たに子ども医療費の対

象となるすべての子どもの窓口負担をゼロにするほか，非課税世帯の給食費無償化や保育体制の充実な

どに取り組んでまいります。また，市民の皆様の主体的な取組を支援していくため，「みんなのしまさ

ばくり応援事業」を創設するとともに，新たに「しまさばくり推進室」を設置いたします。併せて，公

共施設の適正なマネジメントに向けて，新たに「公共施設マネジメント推進室」を設置するなど，「し

あわせの島」の実現に向けて，行政組織の強化を図ってまいります。 

 令和８年３月２０日，本市は市制施行２０周年を迎えます。この間，奄美豪雨災害や相次ぐ台風，新

型コロナウイルス感染症のまん延など，市民生活に大きな影響を及ぼす災害がございました。一方で，

世界的なイベントである皆既日食やＬＣＣの就航，世界自然遺産への登録など，様々な取組が実を結び，
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Ａベイスターズが日本一に輝いたほか，東京都美術館で開催され，延べ２８万人以上が来場した「田中

一村展」が２つの主要サイトで美術ファンの選ぶ展覧会の第１位に選ばれました。各世代の方々が多方

面でご活躍されている中，特に若い世代の活躍が印象的な一年でございました。ＳＡＧＡ２０２４国民

スポーツ大会相撲競技の少年男子個人部門において，本市出身の選手が鹿児島県勢４５年ぶりとなる優

勝を勝ち取りました。また，新しいキャリア教育のプログラムを開設した団体や野外シネマイベントを

実現させた皆さん，さらには，本市出身の大学生が主催した高校生向けワークショップによる修学旅行

メニューの提案，高校生による小学生などを対象にした寺子屋やイベントの開催など，どれも若い世代

が中心となって挑戦し実現されました。島にないものは自分たちでつくろうと躍動する若い世代の姿勢

に感銘を受けるとともに，自ら挑戦する若い世代やあらゆる市民の活動を支え，連携していくことが必

要であると強く感じているところです。 

 令和６年度は，住用・笠利地域における「地域創生戦略」の策定を進めるとともに，本定例会に上程

いたしました「奄美市「未来づくり」総合戦略」の策定に取組んでまいりました。「奄美市「未来づく

り」総合戦略」は，「奄美市未来計画」の重点プロジェクトと位置付けており，最重要課題である「人

口減少対策」とともに「人口減少に対応できるしまづくり」を進めてまいります。これら戦略の達成に

向け，新年度には，施策の一丁目一番地である子育て支援の充実を図るため，新たに子ども医療費の対

象となるすべての子どもの窓口負担をゼロにするほか，非課税世帯の給食費無償化や保育体制の充実な

どに取り組んでまいります。また，市民の皆様の主体的な取組を支援していくため，「みんなのしまさ

ばくり応援事業」を創設するとともに，新たに「しまさばくり推進室」を設置いたします。併せて，公

共施設の適正なマネジメントに向けて，新たに「公共施設マネジメント推進室」を設置するなど，「し

あわせの島」の実現に向けて，行政組織の強化を図ってまいります。 

 令和８年３月２０日，本市は市制施行２０周年を迎えます。この間，奄美豪雨災害や相次ぐ台風，新

型コロナウイルス感染症のまん延など，市民生活に大きな影響を及ぼす災害がございました。一方で，

世界的なイベントである皆既日食やＬＣＣの就航，世界自然遺産への登録など，様々な取組が実を結び，
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奄美にとって大きな追い風となる中，島を誇りに思う若い世代が育ちつつあると感じております。 

 新年度は，これまでの本市の歩みを振り返るとともに，本市主催の記念行事の開催や民間主体のイベ

ントを支援するなど気運醸成を図りながら，市民の皆様と共に２０周年をお祝いし，将来に向けて力強

く歩み出す契機としてまいりたいと存じます。 

 物価高騰の影響は，市民生活や事業者の経営に大きな影響を与えていることから，市民生活を支援す

るため，住民税非課税世帯に対する給付金に加え，小中学校の給食費について，食材費高騰分を本市が

支援することにより，保護者負担を５割程度軽減いたします。併せて，「くらし応援ほーらしゃ券」を

発行し，生活者の支援や地域経済の活性化を図ります。事業者支援につきましては，全業種を対象に，

金融機関からの運転資金の借入にかかる利子に対して新たに補助をいたします。また，国が定める公定

価格により運営を行っている高齢者施設などを対象に食材費の価格高騰分に対して一部助成してまいり

ます。国・県の物価高騰対策に加えて，本市独自の対策を実施することで市民生活や事業者を支援して

まいります。 

 続きまして，令和７年度の当初予算について申し上げます。 

 国は，新年度予算編成の基本方針において，足元の物価高，賃金や調達価格の上昇に対応しつつ，デ

フレを脱却し，新たなステージとなる「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現すること

を目指して，物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着，地方創生２．０の起動，官民連携による投資の

拡大，充実した少子化・こども政策の着実な実施など重要政策課題に必要な予算措置を講ずることとし

ております。また，地方公共団体が様々な行政課題に対応し行政サービスを安定的に提供できるよう地

方交付税などの一般財源総額については，前年度を上回る額が示されております。こうした国の動向を

踏まえ，本市の新年度当初予算は，一般会計において前年度当初と比較して２８億３７８万２，０００円

の増額，過去最高の予算額となりました。昨今の物価上昇や賃金上昇に着実に対応したほか，引き続き，

子育て支援，かせぐ力の強化や安全・安心に生活するための環境整備に関する施策の充実を図りました。

加えて，令和６年度の国の補正予算と連動した本市の令和６年度３月補正予算において，物価高騰対策・

経済対策関連予算として１億９，０６０万７，０００円を計上し，補正予算と一体とした切れ目のない

予算として実行することとしております。一方，歳入面においては，自主財源である市税や普通交付税

が増加傾向にあるものの，歳出面において人件費，扶助費，大型事業の償還に伴う公債費など義務的経

費のほか，公共施設の維持管理や修繕などに係る経費も増加傾向にあることから，今後も引き続き，限

られた財源の有効活用と財政の健全化に努めてまいりたいと存じます。 

 新年度に向け編成いたしました当初予算案は，一般会計３４９億８，６４７万３，０００円，特別会

計１１６億７，９５４万６，０００円，企業会計５７億７，１２９万６，０００円となり，本市全体の

予算案は，５２４億３，７３１万５，０００円でございます。 

 これより，新年度における重点施策についてご説明を申し上げます。 

 第１点目は，「市民の生活満足度向上」の実現についてであります。 

 本市ではこれまで，段階的に子ども医療費の無償化に取り組んでまいりましたが，新年度からは，子

ども医療費の対象を，ひとり親家庭医療費及び重度心身障害者医療費により支援していた子どもまで拡

大いたします。その上で，子育て世代へのさらなる支援策として，子ども医療費の対象となるすべての

子どもについて，所得制限を設けず，医療費窓口負担ゼロを実現いたします。また，私は市長就任以来，

誰一人置き去りにしない「やさしい奄美市」実現のための「つながる相談室」や，政策実現力強化に向

けた「重点政策推進監」などの設置により，市民に寄り添い，組織横断的に課題解決に取組む保健福祉

行政の強化を図ってまいりました。新年度には，市民や関係団体の皆様とともに，保健福祉施策の総合

的な計画である「第２期地域福祉計画」の策定に取組み，地域ぐるみの福祉の推進に向けた気運づくり

に努めてまいります。併せて，診療所の閉院により，市民が今後の医療に対して不安を抱いていること

から，新たに「奄美市医療懇話会」を設置し，大島郡医師会をはじめとする関係者の皆様方とともに，

持続可能な医療のあり方についての議論を行ってまいります。 

 妊娠・出産・子育てへの支援につきましては，母子保健推進員及びはぐくみ育ち見守り隊の皆様とと
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もに，身近に相談できる環境を整えるなど各種施策に取組み，すべてのご家庭が，安心して子どもを産

み育てることができるよう，切れ目ない支援の充実を図ります。また，初回産科受診料の助成，遠方の

分娩に係る支援助成及び遠方からの受診に係る妊婦健診助成などにより，妊婦の経済的負担を軽減しま

す。 

 令和６年度には「保育人材確保に向けた官民連携円卓会議」より，保育士の労働環境の改善や不足す

る保育人材の確保・育成に向けた提言を提出いただいたところでございます。この提言を受けまして，

保育環境の充実につきましては，全市的な保育人材の確保・育成を官民一体となって進めるとともに，

新たに「私立保育施設魅力向上等実行計画交付金」を創設し，各施設の課題に応じた対策を支援いたし

ます。また，公立保育所におきましては，デジタル活用による保育士などの業務負担の軽減を図るとと

もに，新たな保育アプリの導入により，保護者の利便性の向上を図ってまいります。併せて，安全・安

心な保育の提供のため，保育施設の環境整備に取組んでまいります。 

 住用・笠利地区認定こども園につきましては，令和８年４月の供用開始に向けた施設整備を着実に進

めるとともに，認定こども園へのスムーズな制度移行を図るため，笠利地区においては，新年度から「赤

木名こども園」を設置いたします。 

 子育て世帯の家庭問題などの対応につきましては，児童相談所をはじめとする関係機関で構成される

要保護児童対策地域協議会として，引き続き支援の強化に努めます。 

 市民の健康づくりにつきましては，「健康あまみ２１（第２次）」に基づき，特定健診やがん検診な

どの各種検診の受診率向上に努め，生活習慣病の早期発見・重症化予防の取組を推進してまいります。

また，コロナ禍で明らかになった課題などを踏まえ，「奄美市新型インフルエンザ等対策行動計画」の

改訂に取り組んでまいります。併せて，予防接種事業におきましては，新たに定期接種に追加される帯

状疱疹ワクチンについて接種費用の一部を支援いたします。加えて，キャッチアップ接種期間が条件付

きで延長されるＨＰＶワクチンの支援を行ってまいります。 

 障害福祉につきましては，安心して暮らせる地域づくりに向けて，各種サービスや相談対応の充実を

通じて，それぞれのニーズに応じた支援を行うともに，障害者優先調達推進法の取組を推進してまいり

ます。 

 高齢者福祉につきましては，高齢者の皆様が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう，各

種施策の推進や，安定した介護保険事業の運営に取り組んでまいります。特に認知症施策におきまして

は，「認知症のみなさんとゆらってまちづくり事業」をとおして，認知症の方の社会参加を促進します。

また，医療・介護・福祉分野の人材確保に向けては，関係機関と連携して「奄美市進路ガイダンス事業」

を実施してまいります。 

 国民健康保険事業につきましては，国保税収納率及び特定健診受診率の向上に努め，安定した運営に

取組んでまいります。 

 生活保護世帯及び永住帰国の中国残留邦人につきましては，引き続き適正な支援を行ってまいります。 

 自殺対策につきましては，第２期計画に基づき，ゲートキーパーなどの人材育成を充実し，その役割

についても広く周知していくとともに，関係部署・機関と連携しながら自殺未遂者の支援にも取組んで

まいります。 

 地域の防災・防犯体制の強化につきましては，防災・減災のための治水事業の推進や，関係機関との

連携による地域防犯体制の強化に努めてまいります。特に，本年１０月には奄美豪雨災害の発生から

１５年を迎えることから，過去の教訓を踏まえて今後の防災に生かしていくためのシンポジウムなどを

開催し，改めて市民の防災意識の向上に努めるほか，昨年に発生した能登半島地震や南海トラフ地震臨

時情報などを踏まえ，各関係機関・団体・企業とのさらなる連携による防災対応力の向上を図ってまい

ります。 

 前回の更新から１２年が経過している防災行政無線について，更新に向けた基本設計を実施し，安定

的な防災情報の発信に努めてまいります。 

 台風などの荒天時における食料品の不足に対応するため，新たに「食料品ストック機能強化支援事業」
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を実施します。また，引き続き，出前講座や広報紙を活用した防災関連情報発信などに取組むとともに，

自主防災組織を中心とした市民の防災・減災力の向上を促進してまいります。 

 消防・救急体制につきましては，消防車両の計画的な更新を進めるなど，非常時対応力を確保してま

いります。 

 上下水道事業につきましては，経営基盤の確立及び強化に向けて，中長期的な視点をもった運営の安

定化に努めるとともに，耐震化対策の推進など，安全で安心な上下水道インフラの維持・充実に取り組

んでまいります。 

 道路整備につきましては，県と協力し，国道５８号おがみ山バイパス整備とともに，関連する「真名

津川河川改修事業」を推進してまいります。また，三儀山線，手花部・節田線などの市道改良事業や，

橋梁の安全点検及び補修を進めてまいります。 

 山間港山間地区につきましては，港湾メンテナンス事業により，長寿命化対策を行ってまいります。 

 都市公園におきましては，新たに「みんなの公園みんなで育てるプロジェクト」を開始し，公園管理

への地域住民の参画や公園の利用ルールの弾力化を図るとともに，計画的に遊具などを更新してまいり

ます。 

 生活空間の向上と賑わいのある中心市街地の形成に向けたまちづくりにつきましては，引き続き活性

化に向けたソフト施策の展開と併せて，「末広・港土地区画整理事業」の推進と「平田土地区画整理事

業」の完了に向けて取組んでまいります。また，名瀬港マリンタウン地区におきましては，「みなとま

ち名瀬」の海の玄関口にふさわしい，民間活力による土地利用を進めてまいります。併せて，中心市街

地に新たな人の流れを創出することも期待される「子育て・保健・福祉複合施設」の早期整備に向けた

取組を加速させるとともに，港町１１番街区全体としての活用計画を推進してまいります。 

 住宅政策につきましては，「用途廃止市営住宅移転支援事業」を引き続き実施し，老朽化が著しい市

営住宅の入居者の安全・安心を確保してまいります。また，官民連携により設立した居住支援協議会に

おいて，住宅確保要配慮者の居住の安定に関する総合的かつ効果的な施策について協議してまいります。 

 空き家対策につきましては，３地区に地域おこし協力隊を配置し，不動産市場への流通の促進や空き

家の適正管理に向けた「空き家解消による住環境総合対策事業」を推進してまいります。 

 本市においては，山裾に隣接した住宅地が数多く存在することから，新たに個人所有林などにある危

険木の伐採，処分にかかる費用を一部助成してまいります。 

 奄美市斎場につきましては，引き続き大規模改修に取り組むとともに，「奄美市斎場運営検討委員会」

を設置し，今後の斎場運営について議論を行ってまいります。 

 航路・航空路線の維持・活性化につきましては，運賃軽減制度の拡充及び全路線の安定化などに向け

て，引き続き関係機関と連携した取組を進めてまいります。また，離島割引の対象外である県外の航空

路線につきましては，利用促進及び路線維持を目的として，市民を対象に旅費の一部を助成してまいり

ます。 

 地域公共交通につきましては，持続可能な交通体系の構築に向けて，新たに策定する「奄美大島地域

公共交通計画」に基づき，コミュニティバスや公共ライドシェア（自家用有償旅客運送）の運行などに

取り組んでまいります。 

 第２点目は，「成長の源泉となる元気な経済活動」の実現についてであります。 

 企業・事業者の皆様の活発な経済活動を促進するためには，官民が連携し，労働力の確保や働く環境

の改善，起業や兼業・副業などにチャレンジできる環境の整備が重要と認識しております。 

 新年度は，地域資源を生かした取組を促進するため，民間事業者の初期投資を支援する「ローカル１０，

０００プロジェクト事業」を進めてまいります。また，創業・事業拡大を行う事業者に対して，金融機

関を通じ，イニシャルコストを支援する「稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業」を実施し，

本市の成長の源泉となる，元気な経済活動の実現に努めてまいります。 

 本市において働き手不足が課題となっていることから，新たに潜在的労働力の掘り起こしを図るため，

事業者向けに業務の細分化による雇用機会の創出に向けたセミナーを行ってまいります。併せて，市内
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事業者における働き手確保のため，「人材確保・就職支援事業」を実施してまいります。加えて，Ｗｏ

ｒｋＳｔｙｌｅＬａｂなどを拠点に，情報通信技術の習得や地域企業のＤＸの取組を支援するほか，「フ

リーランスが最も働きやすい島化計画」を第３ステージへ移行し，フリーランスや起業を目指す人材を

支援してまいります。さらに，企業立地支援制度を拡充し，本市産業の振興と雇用の増大を図ってまい

ります。 

 農業の担い手確保・育成につきましては，農業研修事業を実施するとともに，新規就農者に対する経

営開始資金や営農用ハウス整備の支援に取り組んでまいります。 

 水産業の担い手確保・育成につきましては，「漁業担い手育成支援事業」を実施し，後継者の確保・

育成を図ってまいります。 

 観光の振興につきましては，ＤＭＯ（一般社団法人あまみ大島観光物産連盟）への支援を強化し，観

光客の満足度向上や観光消費額，滞在日数，リピーター率などの増加に取り組みます。また，新たに，

土盛海岸やマングローブパークの周辺環境整備を推進してまいります。 

 市内事業者におけるデジタル技術の活用促進につきましては，事業の拡大や人材確保につながるよう，

引き続き支援するとともに，関係団体や本市と連携協定を締結する企業の協力により，より良い職場環

境づくりを促進してまいります。また，地域におけるデジタル技術の普及を図るため，業務改善の成功

事例を広く共有するほか，スマートフォンの利用に関する相談会も開催します。 

 新年度は，デジタル技術を効果的に活用することにより，地域課題の解決や業務の効率化につなげる

ため，ＡＩの利活用など先端技術への対応を盛り込んだ次期「地域情報化計画」を策定してまいります。 

 農林水産業の振興につきましては，「食と農の総合戦略」の策定に取り組み，本市ならではの一次産

業の強化を図り，生産者の担い手確保，地場産農林水産物の消費拡大，観光客の増加につなげてまいり

ます。 

 さとうきびの振興につきましては，生産量の確保に向けて生産者及び受託組織に支援してまいります。 

 タンカンにつきましては，「あまみフルーツアイランド確立事業」に取り組み，新たにブランド確立

推進員を配置し，農家，ＪＡ，奄美大島５市町村が連携してブランド産地の確立を推進してまいります。 

 畜産の振興につきましては，子牛価格の低迷が続く中，優秀な繁殖雌牛の導入を促進し，高品質な肉

用牛の生産を支援していくとともに，奄美大島食肉センターの利用促進に努めながら豚肉の生産拡大を

図ってまいります。 

 農村環境の整備につきましては，農業基盤の整備に加え，「地域計画」に基づき，関係者と連携して

農地利用の最適化を進めてまいります。 

 古見方地区における大川ダムからの灌漑設備につきましては，老朽化に対応するため，整備計画の検

討を行ってまいります。 

 林業の振興につきましては，森林環境譲与税を活用した森林環境の保全と地場産材の利用促進・啓発

を図るとともに，新たな事業展開を検討してまいります。 

 水産業の振興につきましては，漁業に係る経費を一部支援するなど，漁業の継続的経営の安定化を促

進してまいります。また，奄美北部地域の漁業の中核施設として集荷・出荷体制を集約し機能強化に取

り組むため，「奄美漁協荷捌き施設機能移転事業」を支援してまいります。 

 笠利地区において，農林水産物を活用した特産品の開発を支援するため，笠利農村環境改善センター

内に加工施設の機能を移転します。 

 離島の条件不利性を解消し，事業者の負担軽減を図るため，沖縄向けの移出品が対象となった「奄美

群島農林水産物等輸送コスト支援事業」を活用し，支援してまいります。 

 地場産業の振興につきましては，一般社団法人奄美群島観光物産協会などの関係機関との連携を図る

とともに，ふるさと納税の機会を活用し，特産品の充実を推進してまいります。また，トップセールス

による特産品の情報発信と，全国の郷友会や奄美ふるさと１００人応援団の皆様との連携を強化すると

ともに，奄美黒糖焼酎など特産品の国内外への販路拡大に取り組んでまいります。併せて友好都市であ

る西宮市の市制施行１００周年や南カリフォルニア奄美会設立５０周年において，奄美の魅力を発信し
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事業者における働き手確保のため，「人材確保・就職支援事業」を実施してまいります。加えて，Ｗｏ

ｒｋＳｔｙｌｅＬａｂなどを拠点に，情報通信技術の習得や地域企業のＤＸの取組を支援するほか，「フ
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ります。 

 農業の担い手確保・育成につきましては，農業研修事業を実施するとともに，新規就農者に対する経

営開始資金や営農用ハウス整備の支援に取り組んでまいります。 
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育成を図ってまいります。 
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光客の満足度向上や観光消費額，滞在日数，リピーター率などの増加に取り組みます。また，新たに，

土盛海岸やマングローブパークの周辺環境整備を推進してまいります。 
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ため，ＡＩの利活用など先端技術への対応を盛り込んだ次期「地域情報化計画」を策定してまいります。 

 農林水産業の振興につきましては，「食と農の総合戦略」の策定に取り組み，本市ならではの一次産

業の強化を図り，生産者の担い手確保，地場産農林水産物の消費拡大，観光客の増加につなげてまいり

ます。 

 さとうきびの振興につきましては，生産量の確保に向けて生産者及び受託組織に支援してまいります。 

 タンカンにつきましては，「あまみフルーツアイランド確立事業」に取り組み，新たにブランド確立

推進員を配置し，農家，ＪＡ，奄美大島５市町村が連携してブランド産地の確立を推進してまいります。 

 畜産の振興につきましては，子牛価格の低迷が続く中，優秀な繁殖雌牛の導入を促進し，高品質な肉

用牛の生産を支援していくとともに，奄美大島食肉センターの利用促進に努めながら豚肉の生産拡大を

図ってまいります。 

 農村環境の整備につきましては，農業基盤の整備に加え，「地域計画」に基づき，関係者と連携して

農地利用の最適化を進めてまいります。 

 古見方地区における大川ダムからの灌漑設備につきましては，老朽化に対応するため，整備計画の検

討を行ってまいります。 

 林業の振興につきましては，森林環境譲与税を活用した森林環境の保全と地場産材の利用促進・啓発

を図るとともに，新たな事業展開を検討してまいります。 

 水産業の振興につきましては，漁業に係る経費を一部支援するなど，漁業の継続的経営の安定化を促

進してまいります。また，奄美北部地域の漁業の中核施設として集荷・出荷体制を集約し機能強化に取

り組むため，「奄美漁協荷捌き施設機能移転事業」を支援してまいります。 

 笠利地区において，農林水産物を活用した特産品の開発を支援するため，笠利農村環境改善センター

内に加工施設の機能を移転します。 

 離島の条件不利性を解消し，事業者の負担軽減を図るため，沖縄向けの移出品が対象となった「奄美

群島農林水産物等輸送コスト支援事業」を活用し，支援してまいります。 

 地場産業の振興につきましては，一般社団法人奄美群島観光物産協会などの関係機関との連携を図る

とともに，ふるさと納税の機会を活用し，特産品の充実を推進してまいります。また，トップセールス

による特産品の情報発信と，全国の郷友会や奄美ふるさと１００人応援団の皆様との連携を強化すると

ともに，奄美黒糖焼酎など特産品の国内外への販路拡大に取り組んでまいります。併せて友好都市であ

る西宮市の市制施行１００周年や南カリフォルニア奄美会設立５０周年において，奄美の魅力を発信し
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てまいります。加えて，本場奄美大島紬については，「第２期本場奄美大島紬産地再生計画」に基づき，

学校での着付け体験や紬の日などをとおして地域住民への紬着用機会の創出に努めるとともに，後継者

育成や技術伝承を支援してまいります。 

 第３点目は，「次世代への「しまの誇り」の継承」の実現についてであります。 

 本市未来計画にも位置づけた「なつかしい未来都市」という将来像に向かって，子どもから大人まで，

全世代でしまを知る活動を活発にするとともに，世界自然遺産としてふさわしいまちとなるよう，市民

全員参加で「しまさばくり」を進める環境づくりに努めてまいります。また，住用地区及び笠利地区の

「地域創生戦略」に基づき，両地区が抱える課題の解決や，各地区の魅力発揮に向けて，市民の皆様と

ともに取組んでまいります。併せて，住用地区においては，住用町内小学校及び中学校の将来を見据え

た学校の在り方について検討するため「住用町内学校の在り方検討委員会」を設置いたします。 

 地域に根ざしたふるさと教育の推進につきましては，「ともに親しむ読書運動」や「島唄・島口・美

ら島運動」，「地域とともに花いっぱい活動」など，地域の皆様と連携した情操教育及び郷土教育の充

実をとおして，子どもたちの豊かな心や郷土を愛する心の育成を図ってまいります。 

 学力向上につきましては，「学力向上対策・授業改善５つの方策」による授業実践，ＧＩＧＡスクー

ル構想に基づいたＡＩドリルやクラウド型授業支援アプリなどの活用，外国語学習におけるＡＬＴの積

極的な活用などに取り組んでまいります。また，全児童生徒にタブレットを導入して５年が経過するこ

とから，今後も学習のデジタル化に対応するため，機器類を更新してまいります。 

 一人ひとりの心に寄り添った生徒指導・支援につきましては，奄美市生徒指導審議委員会の助言をい

ただきながら，「生徒指導ハンドブック」及び「第三者調査報告書」を活用した取組を各学校とともに

進めてまいります。また，不登校児童生徒が増加する中，新たに「あまみ不登校対策プロジェクト」を

立ち上げ，対策に取り組んでまいります。 

 部活動地域移行につきましては，地域座談会などを開催し，地域独自の取組を促進してまいります。 

 生涯学習の推進につきましては，生涯学習講座など，学びの機会の充実を図ってまいります。 

 自然・歴史・文化などの郷土学の推進につきましては，「奄美博物館デジタル・アーカイブ基盤整備

事業」を実施し，貴重な資料の保存と活用に取り組んでまいります。 

 スポーツ・レクリエーション活動の振興につきましては，名瀬運動公園や太陽が丘運動公園などスポー

ツ施設を改修するとともに，スポーツイベントなどをとおして，子どもたちがトップアスリートとふれ

あうことができる機会を設けてまいります。また，教育的効果や福祉分野での活用，世代間交流などが

期待される「ｅスポーツ」のイベントを実施いたします。 

 貴重な自然環境を保全するため，引き続き希少種の保護や外来種対策などを推進してまいります。ま

た，「新たな財源検討委員会」の議論を踏まえ，環境保全や観光振興に活用するための財源の導入に向

けて取り組んでまいります。併せて，将来を担う高校生世代が環境学習をとおして交流拡大を図る「奄

美・沖縄世界自然遺産地域交流事業」を実施いたします。加えて，大阪・関西万博において，世界自然

遺産に登録された国内５地域共同で，「共生」や「環境文化」という日本型自然保護のメッセージを，

世界に向けて発信するほか，本市独自の取組として，企業版ふるさと納税を活用し，会場で３Ｄ観光Ｐ

Ｒ動画を上映するなど，奄美の魅力を発信してまいります。 

 脱炭素の取組につきましては，「奄美市地球温暖化防止活動実行計画」に基づいて，官民一体となっ

て推進してまいります。 

 本市においては，新たに「あまみ未来会議事業」を実施し，本市未来計画の理解と推進のため，未来

の担い手である若い世代を中心としたワークショップなどを開催し，学びや対話をとおして，市民の皆

様の声を政策立案に反映するよう努めてまいります。また，新たに「みんなのしまさばくり応援事業」

を実施し，特に学生など若い世代への支援を拡充するほか，市制施行２０周年の特別枠を設けるなど，

市民の皆様がさらに「しまさばくり」に取り組みやすい環境づくりを推進してまいります。併せて，地

域課題の解決や地域福祉の推進のため，新たな枠組みである「地域運営組織」の形成に向けて，ワーク

ショップや研修会などに取り組んでまいります。 
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 移住・定住の取組につきましては，移住者用に貸し出す空き家に対して，家財道具処分費用の一部を

支援してまいります。 

 官民連携の推進につきましては，「奄美市ＰＰＰプラットフォーム」を中心に，サウンディング手法

などにより「奄美市健康体験交流施設」などの活用に取り組んでまいります。また，公共施設等総合管

理計画に基づき，民間提案制度の積極的な活用により，民間活力の発揮や財政負担の軽減・最適化など

公共施設マネジメントを推進してまいります。 

 高等教育機関との取組につきましては，包括連携協定を締結している鹿児島大学などと連携した事業

やイベントの実施，調査研究などへの協力を行うとともに，奄美大島５市町村が連携した「共同キャン

パス」の具体化に取り組んでまいります。また，奄美看護福祉専門学校に対する補助金を拡充し，学生

の確保に向けた支援を強化してまいります。 

 地域間交流の推進につきましては，友好都市との連携・交流を深めるため，修学旅行で訪問する学校

に対し，旅費の一部補助を行う「友好都市交流促進事業」を実施してまいります。 

 行政の効率化及び市民の利便性向上につきましては，「ＡＩコクトくん」など生成ＡＩの効果的な運

用に取り組んでまいります。また，各種手続きにおけるオンライン申請やデジタル技術を活用した「や

さしい窓口」などの利用促進に加え，郵便局でマイナンバーカードの更新手続きが行えるようにするこ

とで，住民の利便性の向上を図ってまいります。 

 ふるさと納税につきましては，魅力ある返礼品の充実や情報発信に努めるとともに，シティプロモー

ションを含むＰＲ活動の強化を図り，寄附金額の増加に向けて取り組んでまいります。また，企業版ふ

るさと納税につきましては，本市の掲げるプロジェクトの推進に向けて，民間企業に対し積極的に働き

かけを行ってまいります。 

 行政情報につきましては，ユニバーサルデザインに配慮した広報紙や公式ホームページの作成・運用

に努めるほか，各種ＳＮＳの一層の活用を図ります。また，引き続き「記者懇談会」を開催し，新たな

施策などを発信してまいります。 

 広域行政の推進につきましては，昨年３月に改正された奄振法において，制度拡充された「沖縄との

連携」や，「移住の促進」などを盛り込んだ，「奄美群島成長戦略ビジョン２０３３」の実現に向けて

奄美群島広域事務組合及び１２市町村が一体となって取り組んでまいります。 

 それでは，令和７年度の各会計の当初予算案について，概略を申し上げたいと存じます。 

 議案第１１号 一般会計予算は，物件費や普通建設事業費の増額などにより，対前年度８.７パーセン

ト増の３４９億８，６４７万３，０００円であります。 

 議案第１２号 国民健康保険事業特別会計予算は，保険給付費の増額などにより，対前年度１．６パー

セント増の５３億５７７万８，０００円であります。 

 議案第１３号 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算は，前年並みの，３億１，３１５万５，

０００円であります。 

 議案第１４号 後期高齢者医療特別会計予算は，保険料納付金の増額などにより，対前年度１．０パー

セント増の６億７，７８１万５，０００円であります。 

 議案第１５号 介護保険事業特別会計予算は，介護給付費の増額などにより，対前年度２．１パーセ

ント増の５３億９５０万８，０００円であります。 

 議案第１６号 訪問看護特別会計予算は，訪問看護業務の増額などにより，対前年度７．２パーセン

ト増の３，２６４万円であります。 

 議案第１７号 と畜場特別会計予算は，施設管理業務委託料の増額などにより，対前年度５．５パー

セント増の３，５０３万４，０００円であります。 

 議案第１８号 交通災害共済特別会計予算は，印刷製本費の増額などにより，対前年度６．０パーセ

ント増の５６１万６，０００円であります。 

 議案第１９号 水道事業会計予算は，建設改良費の増額などにより，収益的支出と資本的支出の合計

額は対前年度１１．７パーセント増の２６億４３０万６，０００円であります。 
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 移住・定住の取組につきましては，移住者用に貸し出す空き家に対して，家財道具処分費用の一部を

支援してまいります。 

 官民連携の推進につきましては，「奄美市ＰＰＰプラットフォーム」を中心に，サウンディング手法

などにより「奄美市健康体験交流施設」などの活用に取り組んでまいります。また，公共施設等総合管

理計画に基づき，民間提案制度の積極的な活用により，民間活力の発揮や財政負担の軽減・最適化など

公共施設マネジメントを推進してまいります。 

 高等教育機関との取組につきましては，包括連携協定を締結している鹿児島大学などと連携した事業

やイベントの実施，調査研究などへの協力を行うとともに，奄美大島５市町村が連携した「共同キャン

パス」の具体化に取り組んでまいります。また，奄美看護福祉専門学校に対する補助金を拡充し，学生

の確保に向けた支援を強化してまいります。 

 地域間交流の推進につきましては，友好都市との連携・交流を深めるため，修学旅行で訪問する学校

に対し，旅費の一部補助を行う「友好都市交流促進事業」を実施してまいります。 

 行政の効率化及び市民の利便性向上につきましては，「ＡＩコクトくん」など生成ＡＩの効果的な運

用に取り組んでまいります。また，各種手続きにおけるオンライン申請やデジタル技術を活用した「や

さしい窓口」などの利用促進に加え，郵便局でマイナンバーカードの更新手続きが行えるようにするこ

とで，住民の利便性の向上を図ってまいります。 

 ふるさと納税につきましては，魅力ある返礼品の充実や情報発信に努めるとともに，シティプロモー

ションを含むＰＲ活動の強化を図り，寄附金額の増加に向けて取り組んでまいります。また，企業版ふ

るさと納税につきましては，本市の掲げるプロジェクトの推進に向けて，民間企業に対し積極的に働き

かけを行ってまいります。 

 行政情報につきましては，ユニバーサルデザインに配慮した広報紙や公式ホームページの作成・運用

に努めるほか，各種ＳＮＳの一層の活用を図ります。また，引き続き「記者懇談会」を開催し，新たな

施策などを発信してまいります。 

 広域行政の推進につきましては，昨年３月に改正された奄振法において，制度拡充された「沖縄との

連携」や，「移住の促進」などを盛り込んだ，「奄美群島成長戦略ビジョン２０３３」の実現に向けて

奄美群島広域事務組合及び１２市町村が一体となって取り組んでまいります。 

 それでは，令和７年度の各会計の当初予算案について，概略を申し上げたいと存じます。 

 議案第１１号 一般会計予算は，物件費や普通建設事業費の増額などにより，対前年度８.７パーセン

ト増の３４９億８，６４７万３，０００円であります。 

 議案第１２号 国民健康保険事業特別会計予算は，保険給付費の増額などにより，対前年度１．６パー

セント増の５３億５７７万８，０００円であります。 

 議案第１３号 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算は，前年並みの，３億１，３１５万５，

０００円であります。 

 議案第１４号 後期高齢者医療特別会計予算は，保険料納付金の増額などにより，対前年度１．０パー

セント増の６億７，７８１万５，０００円であります。 

 議案第１５号 介護保険事業特別会計予算は，介護給付費の増額などにより，対前年度２．１パーセ

ント増の５３億９５０万８，０００円であります。 

 議案第１６号 訪問看護特別会計予算は，訪問看護業務の増額などにより，対前年度７．２パーセン

ト増の３，２６４万円であります。 

 議案第１７号 と畜場特別会計予算は，施設管理業務委託料の増額などにより，対前年度５．５パー

セント増の３，５０３万４，０００円であります。 

 議案第１８号 交通災害共済特別会計予算は，印刷製本費の増額などにより，対前年度６．０パーセ

ント増の５６１万６，０００円であります。 

 議案第１９号 水道事業会計予算は，建設改良費の増額などにより，収益的支出と資本的支出の合計

額は対前年度１１．７パーセント増の２６億４３０万６，０００円であります。 
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 議案第２０号 下水道事業会計予算は，建設改良費の減額などにより，収益的支出と資本的支出の合

計額は対前年度０．７パーセント減の３１億６，６９９万円であります。 

 以上，一般会計，特別会計及び企業会計予算を合わせた予算総額は，対前年度６．６パーセント増の

５２４億３，７３１万５，０００円であります。 

 引き続き，議案第２１号から議案第３５号までの提案理由を御説明いたします。 

 議案第２１号 奄美市職員の勤務時間，休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定及び議案

第２２号 奄美市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては，「育児

休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正に伴い，超過勤務の

免除の対象となる子の範囲を拡大するなど，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第２３号 奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定につきましては，農業委員会の委員，監査委員等について，勤務実態や社会情勢の変化

に応じた報酬額に見直すため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第２４号 奄美市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては，令和

６年人事院勧告に伴い，扶養手当の改定や再任用職員の手当の拡大を図るなど，所要の規定を整備しよ

うとするものでございます。 

 議案第２５号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につき

ましては，刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い，「懲役」及び「禁錮」を「拘禁刑」として単一

化することとなったことから，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第２６号 奄美市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては，「国

家公務員等の旅費に関する法律」の一部改正に伴い，宿泊費の支給方法を，定額支給から上限を設けた

実費支給へ変更するなど，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第２７号 奄美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定につきましては，栄養士法の一部改正に伴い，栄養士の配置に関する条項を改正する必要が

生じたことから，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第２８号 奄美市子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきまして

は，子ども医療費の対象者を拡大するとともに，保険医療機関等での窓口負担をなくすため，所要の規

定を整備しようとするものでございます。 

 議案第２９号 奄美市企業立地等促進条例の一部を改正する条例の制定につきましては，地元での雇

用に対する奨励金の拡充や障害者雇用に対する加算の新設など，所要の規定を整備しようとするもので

ございます。 

 議案第３０号 奄美市企業立地等促進条例の適用の特例に関する条例の制定につきましては，情報通

信業の業務を行う企業の誘致を促進するため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第３１号 奄美市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につきましては，「高齢者，障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」の一部改正に伴い，引用する条項を改める必要が生じ

たため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第３２号 奄美市下水道条例の一部を改正する条例の制定につきましては，下水道法施行令の一

部改正に伴い，水質基準の項目について，改正する必要が生じたことから，所要の規定を整備しようと

するものでございます。 

 議案第３３号 奄美市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例の制

定につきましては，消防団員の報酬及び費用弁償について整理を行うなど，所要の規定を整備しようと

するものでございます。 

 議案第３４号 奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定につきましては，「まち・ひと・しご

と創生法」に規定する奄美市の総合戦略を定めたいので，奄美市議会基本条例第１０条の２第２号の規

定により，議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第３５号 奄美市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定につきましては，マイナンバーカード関
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連事務を取り扱う郵便局として，市内の４つの郵便局を指定したいので，「地方公共団体の特定の事務

の郵便局における取扱いに関する法律」第３条第３項の規定により，議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 むすびに新年度の市政運営における基本姿勢及び予算編成を申し述べさせていただきました。現代は

「ＶＵＣＡの時代」，すなわち「変動性（Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ）」，「不確実性（Ｕｎｃｅｒｔａｉ

ｎｔｙ）」，「複雑性（Ｃｏｍｐｌｅｘｉｔｙ）」，「曖昧性（Ａｍｂｉｇｕｉｔｙ）」の時代といわ

れます。このような状況下では，常に前例のない課題に直面し，それを解決するためにはこれまでの常

識にとらわれないアプローチが求められます。サントリー創業者であり，日本の洋酒文化を切り拓いた

鳥井信治郎氏は，「やってみなはれ」の挑戦心をもって未知の分野に挑み，幾多の困難を乗り越えなが

ら，１３年の歳月をかけて本格ウイスキーの誕生を成し遂げました。行政運営には堅実さが求められる

一方で，新たな取組を進める際には，「挑戦心」が必要不可欠であると考えております。私はこれまで

「対話と連携，そして挑戦」を行動指針として掲げ，市政運営に臨んでまいりました。小さな課題を着

実に解決し，その積み重ねが大きな課題の克服に繋がります。「挑戦なくして成功なし」という思いを

持って，失敗を恐れず，新たな挑戦を続けてまいります。新年度は，本市にとって２０年目の節目の年

であり，私にとっても市長就任４年目を迎える年です。この新年度に向けた抱負として，「実」という

一文字を掲げたいと存じます。就任以来，「ふれあい対話」や官民連携組織の設立を通じ，多様な主体

が議論し合う場を設け，市民の皆様からいただいたご意見を活かしつつ施策を実行してまいりました。 

また，令和６年７月に友好都市協定を締結した千葉県芝山町をはじめ，様々な団体や民間企業などとの

連携・交流を積極的に進めてまいりました。こうした取組は，バイオガス発電や情報通信関連企業との

立地協定，公共施設等民間提案制度の実施や民間事業者によるキッズスペースの導入などの実現に至り

ました。併せて，令和６年度からは，政策アドバイザーの監修により縄文時代の生活様式を活かし，官

民連携して新たな観点からＳＤＧｓを発信するために「宇宿貝塚史跡公園リニューアル事業」に取り組

んでいます。今後とも，官民の連携を推し進め，民間の知恵や力を生かしながら地域課題の解決に取り

組んでまいりたいと存じます。今年は乙巳の年です。これまでの努力や準備が実を結びはじめ，勢いを

増していくことを表していると言われます。これまで，市民の皆様や事業者，各団体がそれぞれ努力し

てきたことや，官民が連携して取り組んできたことが，すでに実を結んだものもあれば，今まさに枝葉

を広げ，実りに向けて成長しているものもあると思います。この広がりに花が咲き，さらなる実を結ぶ

一年となるよう，私自らが先頭に立ち誠実に各種施策を実行・実践していくことで，「しあわせの島」

を実現してまいりますことをお誓い申し上げ，私の施政方針とさせていただきます。ご清聴ありがとう

ございました。 

 

奥 輝人 議長  以上で，市長の新年度に臨む施政方針，各会計予算，その他各議案に関する提案理由の

説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 報告書整理のため，明日２０日から３月３日まで休会としたいと思います。これに御異議ありません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって，明日２０日から３月３日まで休会とすることに決定いたしました。 

 これにて，本日の日程は終了いたしました。 

 ３月４日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。（午前１０時２０分） 
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連事務を取り扱う郵便局として，市内の４つの郵便局を指定したいので，「地方公共団体の特定の事務

の郵便局における取扱いに関する法律」第３条第３項の規定により，議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 むすびに新年度の市政運営における基本姿勢及び予算編成を申し述べさせていただきました。現代は

「ＶＵＣＡの時代」，すなわち「変動性（Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ）」，「不確実性（Ｕｎｃｅｒｔａｉ

ｎｔｙ）」，「複雑性（Ｃｏｍｐｌｅｘｉｔｙ）」，「曖昧性（Ａｍｂｉｇｕｉｔｙ）」の時代といわ

れます。このような状況下では，常に前例のない課題に直面し，それを解決するためにはこれまでの常

識にとらわれないアプローチが求められます。サントリー創業者であり，日本の洋酒文化を切り拓いた

鳥井信治郎氏は，「やってみなはれ」の挑戦心をもって未知の分野に挑み，幾多の困難を乗り越えなが

ら，１３年の歳月をかけて本格ウイスキーの誕生を成し遂げました。行政運営には堅実さが求められる

一方で，新たな取組を進める際には，「挑戦心」が必要不可欠であると考えております。私はこれまで

「対話と連携，そして挑戦」を行動指針として掲げ，市政運営に臨んでまいりました。小さな課題を着

実に解決し，その積み重ねが大きな課題の克服に繋がります。「挑戦なくして成功なし」という思いを

持って，失敗を恐れず，新たな挑戦を続けてまいります。新年度は，本市にとって２０年目の節目の年

であり，私にとっても市長就任４年目を迎える年です。この新年度に向けた抱負として，「実」という

一文字を掲げたいと存じます。就任以来，「ふれあい対話」や官民連携組織の設立を通じ，多様な主体

が議論し合う場を設け，市民の皆様からいただいたご意見を活かしつつ施策を実行してまいりました。 

また，令和６年７月に友好都市協定を締結した千葉県芝山町をはじめ，様々な団体や民間企業などとの

連携・交流を積極的に進めてまいりました。こうした取組は，バイオガス発電や情報通信関連企業との

立地協定，公共施設等民間提案制度の実施や民間事業者によるキッズスペースの導入などの実現に至り

ました。併せて，令和６年度からは，政策アドバイザーの監修により縄文時代の生活様式を活かし，官

民連携して新たな観点からＳＤＧｓを発信するために「宇宿貝塚史跡公園リニューアル事業」に取り組

んでいます。今後とも，官民の連携を推し進め，民間の知恵や力を生かしながら地域課題の解決に取り

組んでまいりたいと存じます。今年は乙巳の年です。これまでの努力や準備が実を結びはじめ，勢いを

増していくことを表していると言われます。これまで，市民の皆様や事業者，各団体がそれぞれ努力し

てきたことや，官民が連携して取り組んできたことが，すでに実を結んだものもあれば，今まさに枝葉

を広げ，実りに向けて成長しているものもあると思います。この広がりに花が咲き，さらなる実を結ぶ

一年となるよう，私自らが先頭に立ち誠実に各種施策を実行・実践していくことで，「しあわせの島」

を実現してまいりますことをお誓い申し上げ，私の施政方針とさせていただきます。ご清聴ありがとう

ございました。 

 

奥 輝人 議長  以上で，市長の新年度に臨む施政方針，各会計予算，その他各議案に関する提案理由の

説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 報告書整理のため，明日２０日から３月３日まで休会としたいと思います。これに御異議ありません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって，明日２０日から３月３日まで休会とすることに決定いたしました。 

 これにて，本日の日程は終了いたしました。 

 ３月４日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。（午前１０時２０分） 
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２２人であります。会議は成立いたしまし

　た。 

これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

本日の議事日程は，一般質問であります。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自，持ち時間は答弁を含めて６０分以内といた

します。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように，質問者において御配慮を

お願いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。さ

らに，当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行わ

れますように，あらかじめお願いをしておきます。 

通告に従い，順次質問を許可いたします。 

最初に，日本共産党 﨑田信正議員の発言を許可いたします。 

﨑田信正 議員（１４番）  おはようございます。日本共産党の﨑田信正です。２０２５年第１回定例会

の一般質問トップバッターとなりました。よろしくお願いをいたします。また，質問通告を積み残した

らいかんので，一番最初に，今年３月で退職をされる職員の皆様方には，長らく私の一般質問あるいは

委員会での質疑などに付き合っていただき，ありがとうございました。まだ３月いっぱいまでというこ

とで，この後，多くの同僚議員の一般質問があり，また，予算委員会もありますので，そこまでしっか

りと職務を果たして，あとは一市民として市政の発展のために臨んでいただければと思いますので，よ

ろしくお願いをいたします。 

 それでは，今，社会は気候変動，そして政治の混乱が収まらない状況です。そして，こんな状況が当

たり前ということにだんだんなっていっているのではないかという強い不安を感じております。特にこ

れから社会を背負う青年の皆さん方に，未来社会に希望があるのか，そういう思いをさせるのが現状で

はないでしょうか。特に私も一議員として，政治家の端くれとして強く感じるのは，昨年１０月の総選

挙，そして１１月の兵庫県知事選挙の在り方は，いまだに物議を醸し出しております。この状況の中で，

私は，去年は２０２４年でしたが，その前の２０２３年３月１２日の南日本新聞の記事がやっぱり思い

出しました。この記事は，山極壽一さんが──この方は総合地球環境学研究所所長の肩書がありますけ

れども，その新聞でこのように述べられております。 

 「新聞やメディアで幾ら正論を述べても，それも情報の一つとして捉えられ，心に動き，行動変容を

もたらすような力になっていないのかもしれない。それよりも，人々をあおる単純明快なメッセージの

ほうが力を持つ時代なのだ。この状況を打開し，言論の力を取り戻すためには，当たり前のようだが，

じっくり腰を据えて議論する機会を増やすしかない。根拠の曖昧な情報にすぐ飛びつかず，その背景や

意味を見据えた上で，多くの人と議論し，正論を導く必要がある。」 

このように新聞紙上で述べられました。私もその立場で当局とも討論・議論を進めたいと思います。 

それでは，通告に従って順次質問していきますので，よろしくお願いをいたします。 

それでは，まず最初に，福祉政策，補聴器の購入助成制度についてです。この件につきましては，こ

れまでも度々，認知症との関係も踏まえて早期実現を求めてきました。昨年の９月議会でも取り上げて

きました。令和３年６月議会の答弁では，実施自治体は３６自治体というものでありましたけれども，

昨年９月議会では２３９自治体だと答弁をされております。県内では曽於市が行っているとのことで，

国や県内の自治体の動向を注視しながらも答弁されておりますけれども，何も県内の自治体に限る必要

はありません。 

 また，現段階では，まだ制度設計には至っていないとのことでしたけれども，部長も，高齢期の難聴

はコミュニケーションや人との関わりが難しくなってくることから，社会活動を抑制し，孤立化を招き，

生活の質の低下をもたらすおそれがあるため，認知症発症のリスク要因の一つだと認められております。
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２２人であります。会議は成立いたしまし

　た。 

これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

本日の議事日程は，一般質問であります。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自，持ち時間は答弁を含めて６０分以内といた

します。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように，質問者において御配慮を

お願いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。さ

らに，当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行わ

れますように，あらかじめお願いをしておきます。 

通告に従い，順次質問を許可いたします。 

最初に，日本共産党 﨑田信正議員の発言を許可いたします。 

﨑田信正 議員（１４番）  おはようございます。日本共産党の﨑田信正です。２０２５年第１回定例会

の一般質問トップバッターとなりました。よろしくお願いをいたします。また，質問通告を積み残した

らいかんので，一番最初に，今年３月で退職をされる職員の皆様方には，長らく私の一般質問あるいは

委員会での質疑などに付き合っていただき，ありがとうございました。まだ３月いっぱいまでというこ

とで，この後，多くの同僚議員の一般質問があり，また，予算委員会もありますので，そこまでしっか

りと職務を果たして，あとは一市民として市政の発展のために臨んでいただければと思いますので，よ

ろしくお願いをいたします。 

 それでは，今，社会は気候変動，そして政治の混乱が収まらない状況です。そして，こんな状況が当

たり前ということにだんだんなっていっているのではないかという強い不安を感じております。特にこ

れから社会を背負う青年の皆さん方に，未来社会に希望があるのか，そういう思いをさせるのが現状で

はないでしょうか。特に私も一議員として，政治家の端くれとして強く感じるのは，昨年１０月の総選

挙，そして１１月の兵庫県知事選挙の在り方は，いまだに物議を醸し出しております。この状況の中で，

私は，去年は２０２４年でしたが，その前の２０２３年３月１２日の南日本新聞の記事がやっぱり思い

出しました。この記事は，山極壽一さんが──この方は総合地球環境学研究所所長の肩書がありますけ

れども，その新聞でこのように述べられております。 

 「新聞やメディアで幾ら正論を述べても，それも情報の一つとして捉えられ，心に動き，行動変容を

もたらすような力になっていないのかもしれない。それよりも，人々をあおる単純明快なメッセージの

ほうが力を持つ時代なのだ。この状況を打開し，言論の力を取り戻すためには，当たり前のようだが，

じっくり腰を据えて議論する機会を増やすしかない。根拠の曖昧な情報にすぐ飛びつかず，その背景や

意味を見据えた上で，多くの人と議論し，正論を導く必要がある。」 

このように新聞紙上で述べられました。私もその立場で当局とも討論・議論を進めたいと思います。 

それでは，通告に従って順次質問していきますので，よろしくお願いをいたします。 

それでは，まず最初に，福祉政策，補聴器の購入助成制度についてです。この件につきましては，こ

れまでも度々，認知症との関係も踏まえて早期実現を求めてきました。昨年の９月議会でも取り上げて

きました。令和３年６月議会の答弁では，実施自治体は３６自治体というものでありましたけれども，

昨年９月議会では２３９自治体だと答弁をされております。県内では曽於市が行っているとのことで，

国や県内の自治体の動向を注視しながらも答弁されておりますけれども，何も県内の自治体に限る必要

はありません。 

 また，現段階では，まだ制度設計には至っていないとのことでしたけれども，部長も，高齢期の難聴

はコミュニケーションや人との関わりが難しくなってくることから，社会活動を抑制し，孤立化を招き，

生活の質の低下をもたらすおそれがあるため，認知症発症のリスク要因の一つだと認められております。

− 40− − 41−



― 2 ― 

２０２０年１２月１日のもの忘れセンター，国立長寿医療研究センターなどの報告では，難聴は認知症

のリスクであり，補聴器を用いることで認知症の発症リスクを軽減できる可能性が示唆されています。

適切に補聴器を導入すれば，認知症の発症を軽減させる可能性を示していますとあります。 

 １２月議会では，時間がなくて残念ながら質問できませんでしたが，昨年１１月１０日の朝日新聞の

記事では「認知症に１４のリスク要因」との見出しがあって，英国医学誌の２０２４年報告書で，中年

期以降では，難聴について補聴器がリスクを軽減するとの証拠は一貫していると強調するとの文面があ

りました。特に「一貫している」との言葉が印象的ですけれども，２月１８日の南海日日新聞でも，大

和村で開催された講演で，講師の方は，「難聴であっても支援機器を活用して積極的に社会参加を」と

呼びかけたとあります。もう国の動きを注視することなく，令和７年度で実施すべきだと思いますが，

御見解をお伺いしたいと思います。 

 また，制度設計に当たって当然財源が必要となりますけれども，毎年の対象者を何人程度，どのくら

い見込んでいるのかも必要となりますが，そういった人数の把握はどのようにされているのか，併せて

御答弁をお願いしたいと思います。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  おはようございます。それでは，お答えさせていただきます。議員御案内の南

海日日新聞に掲載されておりました大和村で行われた講演につきましては，記事を確認させていただい

たところでございます。先日，その講師の中石氏が市役所に御訪問いただきましたので，お話を伺った

ところ，皆さんにはヒアリングフレイルについての理解をまず深めていただきたいとのことでございま

した。ヒアリングフレイルは，聴覚機能の低下によって引き起こされる身体の衰えの一種で，これを放

置すると，認知症や鬱病，要介護状態になるリスクが高まるとのことでございます。また，聴力低下は

コミュニケーションの障害を生み，社会的孤立や心理的ストレスを引き起こすきっかけになると注意を

喚起しておりました。 

 そのようなことから，御家族はもちろん，難聴の高齢者に関係する医療・介護従事者への加齢性難聴

の正しい理解と，難聴による周辺リスクの理解，早期発見と耳鼻咽喉科や専門職による早期介入が重要

であると伺いました。 

 本市といたしましては，現在，市民の皆様に高齢期の難聴に関して理解を深めていただくためのパン

フレットを作成し，ホームページで公開するなど，周知・広報に努めているところでございます。なお，
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入に関する助成制度の創設を働きかけていきたいと考えておりますので，御理解をよろしくお願いいた

します。 

 また，補聴器購入助成制度の対象と見込まれる人数の把握についてでございますが，補聴器助成制度

を実施している自治体の助成対象の要件は，自治体によって，聴力の程度や対象年齢，医師の証明書の

有無，所得制限など，様々な状況のようでございます。そして，対象要件として最も必要な情報である

聴力につきましては，聴力検査を本市の健診等で行っていないこともございまして，現在のところ，把

握する手段がなく，対象者を見込むことは難しいと考えておりますので，御理解賜りますようお願いい

たします。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  今，他の自治体とも連携してという答弁がありましたけれども，阿久根市が

２０２５年度から始めますよね。最初，曽於市だけと言ったけれども，来年度から，来月からですけど，

阿久根市が２番目の状況になりました。阿久根市というのは，奄美市と比べて人口は半分以下です。そ

のときの予算が３０万円です。２万円の助成だということを言っていますから，対象は１５人を想定し
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ているわけです。奄美市が阿久根市の２倍ちょっとの人口ですから，これを２倍しても年間で６０万円

ですよ，６０万円。対象者は，阿久根市の高齢者人口とかそういった必要な人が把握できないというこ

とですが，阿久根市はどんなふうに把握したのか私も具体的には知りませんが，一応１５名を想定して

いると。そことも連携して，６０万円だったら次の補正予算でもすぐできるんじゃないかなと思います。

ぜひ実施していただきたいと思いますが，６月６日が補聴器の日だということになっていますので，そ

れまでにぜひ実現できるようお願いしたいと思います。 

 それで，国のほうも認知症との関係でエビデンスをやっているということですけれども，これははっ

きりさせるということだって，認知症の関係ではないということじゃないんです。イギリスの専門誌が

言っているように，これは明らかだということになっておりますから，そういった状況も踏まえて，受

けるのは市民，難聴に悩んでいる一人一人ですから，その人たちの思いを例えば国がしっかりとした方

針を出さないからということじゃなくて，奄美市の独自政策としてもやるべきだというふうに思うんで

す。 

 もう一つ，これは介護保険の関係にもなるか分かりませんけれども，保険者機能強化推進支援金，介

護保険保険者努力支援交付金というのがあります。その目的の中に，認知総合支援の取組状況に，

２０２５年度４月から新たに認知症の総合支援の一つとして，難聴高齢者の早期発見・早期介入等の取

組の評価指標が入ったということですから，それが評価されれば介護保険のほうの財源になっていくわ

けです。難聴高齢者の早期対応や普及啓発などを推進的に取り組んでいる自治体に対し，交付金を充て

るというものであって，山形市では「聴こえくっきり事業」に取り組んでいるということです。 

 国の交付金は，補聴器購入時だけではない，自治体によって重要な部分に交付金を活用してほしいと

いうのは，国の老健局の担当者も述べているわけです。東京都も「高齢者聞こえのコミュニケーション

支援事業」をやって，これは認知症じゃなくて，高齢者の社会促進を促すという立場から，東京都が東

京２３区内じゃなくて全地域に補助金を出すんです，２分の１。それによって，東京では全市町村でこ

れが実現をするということになりました。 

 この通告を出してから，３月２日の朝日新聞です。ここで，「生活習慣を見直し進行抑制 補聴器が

助けに」の見出しの記事が載ってあります。加齢性難聴，４０代頃から進行するが，聞こえづらさを感

じるのは６０代からという人が多いとのこと。聞こえづらさを年のせいだからと諦めず，補聴器で聴力

を補うことも重要だという。難聴を放置すると，人とのコミュニケーションが減って社会的に孤立し，

鬱病や認知症になるリスクが高まる。補聴器で生活しやすくなった人は，眼鏡をかけるように，世の中

で補聴器が一般的になってほしいとも話していると，朝日新聞の記事にはありました。 

 さらに，日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会というところがあるんだそうですが，ここでは「聴こえ

８０３０運動」というのに取り組んでいます。御存じですか，８０３０運動。食事の場合はよく聞きま

すけれども，これは８０歳時点でささやき声，３０デシベルということですが，その聞こえる聴力を保

ち，難聴があれば補聴器で聞こえを取り戻そうという取組だということですので，ぜひこういったこと

も参考にしていただいて，部長はほかの自治体とも連携を取ってというふうに答弁されました。阿久根

市は実際に曽於市に続いてやっている。全国でもどんどん増えていますよね。東京はそんなふうな状況

でやっているということですから，どこから出発するか分かりませんが，阿久根市の場合と考えても，

年間で６０万です。２万円からのスタートですけどね。東京では１０万を補助するというところも出て

きておりますけれども，せめてここからは次の補正予算ですぐ実現できるんじゃないかなと思いますの

で，６月議会を楽しみにしております。答弁は保留していただいて。 

 じゃあ，次に行きます。次に，生活保護制度についてです。まず，生活保護制度について，２月６日

のこれも朝日新聞ですけれども，「半減した生活保護利用 窓口で何が」という大きな見出しがあって

大変興味を引きました。「最後の安全網」ということで，５回シリーズで紹介をされておりました。そ

の見出しを紹介をすると，これ，よその市のことですが，群馬・桐生市の不適切対応次々発覚，県監査

指摘。申請権侵害，仕送り強要の疑い多数。仕送りがないことを言い出せず，本来の保護費を大幅に下

回る。男性，打ち切り不安で契約，通帳・印鑑を預け，毎週７，０００円振込み。保護費１日１，０００円
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に分割。司法書士が問題視。生活保護抑制，国の動きにも責任などと見出しがついた記事でした。記事

の最終には，保護率急減の自治体ほかにもということであり，生活保護をめぐっては，これまでも水際

作戦と呼ばれる窓口の不当な申請抑制が問題視されてきました。 

 水際作戦で以前，２００５年頃ですか，北九州市の対応が大問題になったことを思い出します。これ，

保護率を下げたということで北九州は大問題になったけど，国のほうはモデル地域だと指定をしていた

わけです。奄美市は，国に対して２０１３年から２０１５年にかけて段階的に生活保護費が引き下げら

れております。これを憲法違反だとして各地で裁判闘争が行われております。１月２９日の福岡高裁で

逆転勝訴判決が出され，原告勝訴は２０例目となりましたけれども，先日の新聞では，四国でも勝訴を

取って２１件に増えたというふうになっております。 

 物価高騰が続く中，生活保護受給者は全国的にも増加傾向とのことですが，奄美市が一時，７０パー

ミルというときもありました。現在は，去年の委員会質疑で５７パーミルちょっとだという答弁があり

ましたけれども，減少はしております。生活保護は，憲法２５条に明記された国民の生存権を守る最後

のとりでとして再生・拡充し，必要とする全ての人が利用できる制度でなければならないと思います。

そのために，これまでも多くの運動によって要求を勝ち取ってきた事例もたくさんございます。だけれ

ども，まだまだ不十分だというのは現状のとおりです。 

 まず最初に，奄美市の生活保護費の支給額を標準世帯と言われる３５歳・３０歳・９歳・４歳の家族

構成で，過去５年間の金額をまずお示しいただきたいと思います。 

 

安田壮平 市長  おはようございます。それでは，﨑田議員の御質問にお答えします。今，議員がおっし

ゃったように，生活保護標準世帯，３５歳・３０歳・９歳・４歳の４人世帯の生活保護費について，過

去５年間の推移をお示しします。同世帯の各年度の４月時点での最低生活費は，令和２年度は１６万６，

６１０円，令和３年度は１６万５，６１０円，令和４年度は１６万５，６１０円，令和５年度１６万５，

６１０円，そして令和６年度は１８万３，２６０円となっております。令和２年度と比較して，令和３年

度から５年度までは減額となっておりますが，令和５年１０月に基準額の改定があり，１人１，０００円

の特例加算が新たに追加され，令和６年度より増額となっております。以上でございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  ありがとうございました。今年度からは若干上がっているということですが，

前回もお伺いしましたけれども，そこで，生活保護世帯へのエアコン設置についてです。その設置基準

については前回お伺いをいたしました。平成３０年以前に既に保護を受給している方は対象外というこ

とで，保護費のやりくりや社会福祉協議会の生活福祉資金の貸付制度の利用ということになりますけれ

ども，対応が難しい困難な事例もあろうかと思います。 

 先ほど答弁がありましたように，ほとんどは去年までは生活保護費が上がっていないんです。上がっ

ていない中で，物価高騰がどんどん続いてきた。その中で，熱中症の関係です。これも去年の７月何日

かな，地元新聞に，奄美市でも猛暑日の記録が７年ぶりに記録されたと書いてあるんです。これは今年

もそれが続くということですから，奄美は島国で涼しいということじゃなくて，猛暑日が増えていくと

いう状況の中で，これまでの蓄えでエアコンを設置しろというのは，物価高の中ではほとんど蓄えがで

きていない家庭も多いんじゃないかなと思うんです。それは，今年増えたから，それを待って，ためて，

購入するということも一つの案かも分かりませんけれども，今年の夏ですよ，それまでにそういった余

裕がなければ，直接命に関わる問題だということになりますので，是非エアコン設置ですね。国の基準

が徐々に改善されてきているけれども，実態に合っていないのは今述べたとおりです。奄美市独自でも

実施すべきだと思いますけれども，その御見解をお伺いをいたします。 

 

石神康郎 福祉事務所長  おはようございます。それでは，生活保護を受給している保護世帯のエアコン

の取扱いについてお答えをいたします。 

 近年，熱中症による健康被害があることを踏まえ，先ほど議員御案内のとおり，平成３０年４月１日
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より生活保護を受給されている世帯におきましても，エアコンの必要性があると認められた場合，購入

費用の支給が認められるようになったところでございます。支給対象者は，生活保護の受給開始時期に

かかわらず，１つ目に，新たに生活保護を利用する世帯でエアコンのない場合，２つ目が，災害等によ

り喪失し，災害援助法等他の制度から措置がない場合，３つ目に，犯罪等により被害を受け，生命・身

体の確保のために新たに転居する場合などで，エアコンの持ち合わせがない場合などの特別な事情があ

る場合で，なおかつ，体温の調整機能への配慮が必要となる者，高齢者や障害者，障害児，小児及び難

病患者など，熱中症予防が特に必要な者がいる世帯で初めて到来する熱中症予防が必要となる時期を迎

えるに当たり，上限６万７，０００円の範囲内においてエアコンの購入費の支給を行っているところで

ございます。 

 また，先ほど申し上げました支給対象者以外の生活保護世帯におきましても，先ほども議員のほうか

らもございましたように，保護費のやりくりによって計画的に購入していただくことについては可能で

ございますので，必要に応じて家計管理への助言指導や社会福祉協議会の生活福祉資金貸付けの利用を

紹介するなど，相談内容に応じて適切な対応に努めているところでございます。 

 生活保護のエアコンを含む家具什器の購入費用については，国民の生活環境や実態などを踏まえ，そ

の必要性について考慮した上で実施要領の見直しなどが行われていることから，本市といたしましても，

生活保護の実施要領に基づき，適正な実施に努めてまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。以上でございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  適正な実施ということですけれども，お話を聞いていますと，あくまでも国

が決めた基準の中で適正にやっているということじゃないですか。それでは追いつかない実態があるん

だということをもっと目を向ける必要があると思うんです。 

 そういった意味で，これ，北海道ですけれども，北海道の上ノ国町ですか，ここは２０２４年，去年

の４月から３年間で，熱中症による事故を未然に防ぎ，住民の安全かつ安心な生活を支援するために独

自で助成をやるわけです。北海道ですよ。ここは奄美，南国です。さっき申し上げましたように，猛暑

日が増えてきていると。今年もそういう夏になるでしょう。そのために，命に関わることですから，国

の基準で適正にやっても追いつかないというのが現状だという認識はございますか。ありませんか。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それではお答えいたします。令和６年１１月１４日，全国市長会理事・評議員

合同会議において決定されました令和７年度国の施策及び予算に関する提言書の中で，エアコンの購入

等に要する費用について，全ての被保護者世帯を支給対象とするなど，支援の拡充を図ることとして，

国へ提言を１１月１９日に行っているところでございますので，今後の国の動向なども注視してまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  実施しないことによって，エアコンがないために命を落とすという事例が奄

美市で発生しないことを望みますけれども，未然に防ぐためにも必要だということを再度強調して，次

の質問に行きたいと思います。 

 次に，生活保護世帯での自動車の使用制限，これが緩和されたということですが，その内容について

簡潔にお示しをいただきたい。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それでは，自動車の使用条件についてお答えをいたします。生活用品としての

自動車は，その購入価格や維持費を継続的に必要とすることから，最低限度の生活の維持のための処分

を活用すべき資産であり，原則として保有を認めておらず，障害者，障害児や公共交通機関の利用が著

しく困難な地域に居住する者などが通勤・通院等のために利用する場合で，一定の条件を満たす場合に

例外的に保有を認めており，用途外の使用については制限をしてきたところでございます。 

 この使用制限について，令和６年１２月２５日付，厚生労働省社会・援護局保護課長通知により，通
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より生活保護を受給されている世帯におきましても，エアコンの必要性があると認められた場合，購入

費用の支給が認められるようになったところでございます。支給対象者は，生活保護の受給開始時期に

かかわらず，１つ目に，新たに生活保護を利用する世帯でエアコンのない場合，２つ目が，災害等によ

り喪失し，災害援助法等他の制度から措置がない場合，３つ目に，犯罪等により被害を受け，生命・身

体の確保のために新たに転居する場合などで，エアコンの持ち合わせがない場合などの特別な事情があ

る場合で，なおかつ，体温の調整機能への配慮が必要となる者，高齢者や障害者，障害児，小児及び難

病患者など，熱中症予防が特に必要な者がいる世帯で初めて到来する熱中症予防が必要となる時期を迎

えるに当たり，上限６万７，０００円の範囲内においてエアコンの購入費の支給を行っているところで

ございます。 

 また，先ほど申し上げました支給対象者以外の生活保護世帯におきましても，先ほども議員のほうか

らもございましたように，保護費のやりくりによって計画的に購入していただくことについては可能で

ございますので，必要に応じて家計管理への助言指導や社会福祉協議会の生活福祉資金貸付けの利用を

紹介するなど，相談内容に応じて適切な対応に努めているところでございます。 

 生活保護のエアコンを含む家具什器の購入費用については，国民の生活環境や実態などを踏まえ，そ

の必要性について考慮した上で実施要領の見直しなどが行われていることから，本市といたしましても，

生活保護の実施要領に基づき，適正な実施に努めてまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。以上でございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  適正な実施ということですけれども，お話を聞いていますと，あくまでも国

が決めた基準の中で適正にやっているということじゃないですか。それでは追いつかない実態があるん

だということをもっと目を向ける必要があると思うんです。 

 そういった意味で，これ，北海道ですけれども，北海道の上ノ国町ですか，ここは２０２４年，去年

の４月から３年間で，熱中症による事故を未然に防ぎ，住民の安全かつ安心な生活を支援するために独

自で助成をやるわけです。北海道ですよ。ここは奄美，南国です。さっき申し上げましたように，猛暑

日が増えてきていると。今年もそういう夏になるでしょう。そのために，命に関わることですから，国

の基準で適正にやっても追いつかないというのが現状だという認識はございますか。ありませんか。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それではお答えいたします。令和６年１１月１４日，全国市長会理事・評議員

合同会議において決定されました令和７年度国の施策及び予算に関する提言書の中で，エアコンの購入

等に要する費用について，全ての被保護者世帯を支給対象とするなど，支援の拡充を図ることとして，

国へ提言を１１月１９日に行っているところでございますので，今後の国の動向なども注視してまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  実施しないことによって，エアコンがないために命を落とすという事例が奄

美市で発生しないことを望みますけれども，未然に防ぐためにも必要だということを再度強調して，次

の質問に行きたいと思います。 

 次に，生活保護世帯での自動車の使用制限，これが緩和されたということですが，その内容について

簡潔にお示しをいただきたい。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それでは，自動車の使用条件についてお答えをいたします。生活用品としての

自動車は，その購入価格や維持費を継続的に必要とすることから，最低限度の生活の維持のための処分

を活用すべき資産であり，原則として保有を認めておらず，障害者，障害児や公共交通機関の利用が著

しく困難な地域に居住する者などが通勤・通院等のために利用する場合で，一定の条件を満たす場合に

例外的に保有を認めており，用途外の使用については制限をしてきたところでございます。 

 この使用制限について，令和６年１２月２５日付，厚生労働省社会・援護局保護課長通知により，通
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勤や通院等のために保有が認められた自動車については，障害者またはその家族，もしくは常時介護者

が障害者のために日常生活に不可欠な買物等に行く場合には，社会通念上，やむを得ないものとして，

自動車の使用条件が緩和されたところでございます。以上でございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  障害者のための自動車保有については，社会通念上ということですので，こ

れ，漠然としていますよね。社会通念がどこでどう判断するのかということが問題になってきますけれ

ども，これは一人一人のことを考えると，やっぱりきちっと判断することが必要かと思います。 

 さらに，通勤や通院のために保有が認められた自動車の場合，この場合は，低所得者世帯との均衡を

失しないと保護の実施機関が認める場合は，自動車の利用を認めて差し支えないということですので，

これも低所得者世帯との均衡を失しないということを保護の実施機関が認めるということになっていま

すので，これをどのところで線引きをするかというのは大変重要なことになるかと思います。 

 これも私も一人一人の実態を詳しく調べているわけじゃありませんので，そういった状況があるんだ

ということをお話をさせていただいて，次の機会でも実態はこうなんだという事例をもって質問できれ

ばと思いますけれども，今のところは使用制限があるので，自動車を手放せれば生活はできないという

ことで，生活保護申請そのものを諦めてしまうという人も実際私聞いていますので，そういった実態も

もっと赤裸々に明らかにして，実現を望んでいきたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に，教育行政についてです。就学援助制度の完全実施ということですが，これまでも何度も取り上

げてまいりました。物価高騰が続いて，政府も１１月２２日の閣議決定で，非課税世帯に対して３万円

の給付をはじめとする物価高騰への支援を決め，現在，支給が始まっております。また，少子高齢化対

策も重要であります。これを踏まえて，学校教育法第１９条に，経済的理由によって就学困難と認めら

れる学齢児童生徒の保護者に対しては，市町村が必要な援助を与えなければならないとされており，当

局も，子育て支援の一環として重要な施策として認識していると。これは令和６年の第１回での答弁で

す。しかし，まだ実施はされておりません。実施しないその要因は何か，それをまずお示しをいただき

たいと思います。 

 

正本英紀 教育部長  おはようございます。議員の御質問にお答えいたします。議員御案内のとおり，本

市においても，経済的な理由によって就学が困難と認められる児童に対しての支援として就学援助費の

支給を実施しており，子育て支援の一環として重要な施策の一つと認識しております。これまでも就学

援助費として，新入学児童生徒学用品費，学用品費，あと通学用品費，校外活動費，学校給食費，修学

旅行費，医療費，中学生に対する体育実技用具費，オンライン学習通信費など，計１０項目を支給対象

としており，国の基準に基づき，支援額の引上げや拡充などを行ってきているところでございます。 

 県内１９市の就学援助の実施状況につきましては，令和５年度の調査となりますが,１４項目中１３項

目実施が１市，１０項目実施が本市のみ，９項目実施が４市，８項目実施が６市，７項目実施が６市，

６項目実施が１市となっております。未実施のクラブ活動費，生徒会費，ＰＴＡ会費，卒業アルバム代

を含めた就学援助費の完全実施については，恒久的な財源確保が必要となっており，現在まで完全実施

には至っていない状況であります。今後の実施につきましても，国や他自治体の動向を注視しながら検

討していきたいと考えておりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  他の自治体の動向も踏まえてということですけど，市長，施政方針で一丁目

一番地に子育て支援というふうにありますよね。これは令和６年度に出されて，今年度もその名前，そ

う記述されております。一丁目一番地というふうに施政方針で言っているから，他の自治体の動向じゃ

なくて，奄美市が率先してやるべきじゃないんですか。そういう思いに立たないでしょうか。その辺，

御見解をお伺いしたいと思います。 

 

正本英紀 教育部長  先ほどの答弁の繰り返しになりますけど，実施については恒久的な財源が必要とい
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うふうに考えております。そういう点も含めて，国の動向や他自治体の動向なども注視しながら検討し

ていきたいと考えております。以上でございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  令和４年度の試算で，大体１，７５３万７，０００円ということで答弁を頂

いております。一丁目一番地ですから，ぜひ実施をしていただきたいと思いますけれども，恒久的財源

が必要というのは，それは当然なんです。だけれども，それを超えてやるということが子育て支援とし

て必要じゃないかということを申し上げたいと思います。実際言われたように，ほかの自治体でも進ん

でいる状況ではありません。ここはどこかで突破をしていくことが必要かというふうに思います。 

 令和元年１１月２９日のこれは閣議決定ですけれども，子どもの貧困対策に関する大綱では，就学援

助の実施状況等を定期的に調査し，公表することで，就学援助の適切な運用を促し，各市町村における

就学援助が活用・充実を図るというふうに国のほうも閣議決定をしております。恒久的な財源が必要と

いうことですが，これ，平成１７年度の三位一体の改革で国の補助が廃止になって税源移譲されている

んです。一般財源になっていますから，地方財政措置が行われているというふうに思います。そこでな

かなかはっきりしないので，私はもう一度，これは元の補助制度に戻したほうがはっきりすっきり，皆

さん方も取り入れやすいんじゃないかなと思いますけれども，これは国に強く要望するということには

なりませんか。御見解を。 

 

正本英紀 教育部長  議員の御質問にお答えいたします。令和４年度で試算とかを出しているというよう

なことも含めて答弁させていただきます。本市においても，先ほど申し上げましたとおり，１０項目を

支給対象項目としているところでございます。これまでも，ＧＩＧＡスクール構想の開始に伴ったオン

ライン学習通信費の追加や国の基準に基づいた援助額の引上げを行っており，令和５年度には，中学生

の新入学児童生徒学用品費を６万円から６万３，０００円に，小学生・中学生が対象となるオンライン

学習通信費は１万２，０００円から１万４，０００円に増額し，保護者負担の軽減につながるよう努め

てきたところです。また，議員御案内の現在未支給項目であるクラブ活動費，生徒会費，ＰＴＡ会費，

卒業アルバム代の４項目を支給するとして，令和６年度の就学援助の受給者数で試算した場合，合計で

１，４３５万円程度の試算となっております。 

 準要保護児童生徒に対する就学援助についての財源については，御案内のとおり，平成１７年度の三

位一体の改革により，国から地方へ税源移譲され，国庫補助の廃止になり，地方交付税措置の対象とな

る市の単独事業として実施をしております。しかしながら，地方交付税の措置につきましては，児童生

徒数を算定基礎数値としており，当初予算における就学援助費の交付税算入率見込みは例年約２５パー

セントとなっており，このことも財源確保の課題だと考えております。 

 議員御提言の就学援助費完全実施４項目の追加につきましては，国の制度設計や他自治体の動向を注

視しながら，検討を重ねてまいりたいと考えております。また，国に対しての要望につきましては，全

国的な動向や，また，県内の他自治体の動向等も注視して考えていきたいと考えておりますので，御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  また引き続きの課題ということで，よろしくお願いいたします。 

 次に，学校給食費の無償化についてです。学校給食費の無償化については，２０１１年度頃から実施

する自治体が増えております。２０１７年度では，小学生のみというところも含めて５５市町村という

ことでしたが，毎年増えている状況で，奄美市議会でも昨年陳情で全会一致で早期の実現を求めている

ところであります。県内でも，また，奄美でも実施する自治体が増えておりますけれども，鹿児島県内

で実施している自治体がどれくらいあるのか，まずはお示しをいただきたいと思います。 

 

正本英紀 教育部長  議員の御質問にお答えいたします。県内では，１９市中，実質無償化を実施してい

る自治体は，南さつま市，南九州市，西之表市，垂水市，いちき串木野市で，令和６年４月より実施し
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うふうに考えております。そういう点も含めて，国の動向や他自治体の動向なども注視しながら検討し

ていきたいと考えております。以上でございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  令和４年度の試算で，大体１，７５３万７，０００円ということで答弁を頂

いております。一丁目一番地ですから，ぜひ実施をしていただきたいと思いますけれども，恒久的財源

が必要というのは，それは当然なんです。だけれども，それを超えてやるということが子育て支援とし

て必要じゃないかということを申し上げたいと思います。実際言われたように，ほかの自治体でも進ん

でいる状況ではありません。ここはどこかで突破をしていくことが必要かというふうに思います。 

 令和元年１１月２９日のこれは閣議決定ですけれども，子どもの貧困対策に関する大綱では，就学援

助の実施状況等を定期的に調査し，公表することで，就学援助の適切な運用を促し，各市町村における

就学援助が活用・充実を図るというふうに国のほうも閣議決定をしております。恒久的な財源が必要と

いうことですが，これ，平成１７年度の三位一体の改革で国の補助が廃止になって税源移譲されている

んです。一般財源になっていますから，地方財政措置が行われているというふうに思います。そこでな

かなかはっきりしないので，私はもう一度，これは元の補助制度に戻したほうがはっきりすっきり，皆

さん方も取り入れやすいんじゃないかなと思いますけれども，これは国に強く要望するということには

なりませんか。御見解を。 

 

正本英紀 教育部長  議員の御質問にお答えいたします。令和４年度で試算とかを出しているというよう

なことも含めて答弁させていただきます。本市においても，先ほど申し上げましたとおり，１０項目を

支給対象項目としているところでございます。これまでも，ＧＩＧＡスクール構想の開始に伴ったオン

ライン学習通信費の追加や国の基準に基づいた援助額の引上げを行っており，令和５年度には，中学生

の新入学児童生徒学用品費を６万円から６万３，０００円に，小学生・中学生が対象となるオンライン

学習通信費は１万２，０００円から１万４，０００円に増額し，保護者負担の軽減につながるよう努め

てきたところです。また，議員御案内の現在未支給項目であるクラブ活動費，生徒会費，ＰＴＡ会費，

卒業アルバム代の４項目を支給するとして，令和６年度の就学援助の受給者数で試算した場合，合計で

１，４３５万円程度の試算となっております。 

 準要保護児童生徒に対する就学援助についての財源については，御案内のとおり，平成１７年度の三

位一体の改革により，国から地方へ税源移譲され，国庫補助の廃止になり，地方交付税措置の対象とな

る市の単独事業として実施をしております。しかしながら，地方交付税の措置につきましては，児童生

徒数を算定基礎数値としており，当初予算における就学援助費の交付税算入率見込みは例年約２５パー

セントとなっており，このことも財源確保の課題だと考えております。 

 議員御提言の就学援助費完全実施４項目の追加につきましては，国の制度設計や他自治体の動向を注

視しながら，検討を重ねてまいりたいと考えております。また，国に対しての要望につきましては，全

国的な動向や，また，県内の他自治体の動向等も注視して考えていきたいと考えておりますので，御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  また引き続きの課題ということで，よろしくお願いいたします。 

 次に，学校給食費の無償化についてです。学校給食費の無償化については，２０１１年度頃から実施

する自治体が増えております。２０１７年度では，小学生のみというところも含めて５５市町村という

ことでしたが，毎年増えている状況で，奄美市議会でも昨年陳情で全会一致で早期の実現を求めている

ところであります。県内でも，また，奄美でも実施する自治体が増えておりますけれども，鹿児島県内

で実施している自治体がどれくらいあるのか，まずはお示しをいただきたいと思います。 

 

正本英紀 教育部長  議員の御質問にお答えいたします。県内では，１９市中，実質無償化を実施してい

る自治体は，南さつま市，南九州市，西之表市，垂水市，いちき串木野市で，令和６年４月より実施し
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ている鹿屋市，曽於市，志布志市の３市を含み，８市でございます。奄美群島１２市町村では，宇検村，

喜界町，伊仙町，天城町，大和村の５町村が実施しており，令和７年４月より，瀬戸内町，龍郷町，徳

之島町が実施予定と聞いております。以上でございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  近年，随分増えたなという感じを受けますが，無償化を通して財政負担が少

ない小さな自治体で広がったという感じがします。奄美でも宇検村がいち早くやっているわけですけれ

ども，今，全国各地で無償化が進んで，新潟県では全ての自治体が実施するという状況です。陳情では，

早期の実現としておりますが，全国で広がる状況を見れば，早期ということではなく，来年度，４月か

ら実施が求められるのではないかと思いますが，実施に踏み切った自治体と踏み切れない奄美市とでは

どう違うのか。１９市のうち８市が実施をする。奄美群島内でも１２市町村のうち７ですか，実施をす

るということですので，そこで奄美市ができていないというのは，それらの自治体と比べて何がネック

になっているのか，分かればお示しをいただきたいと思います。 

 

正本英紀 教育部長  議員の御質問にお答えいたします。既に無償化を実施している自治体との違いにつ

きましては，人口規模や児童生徒数及び学校数，また，財政状況など，様々な要因が考えられると思っ

ております。無償化を実施している県内８市の財源につきましては，ふるさと納税基金等の基金活用が

７市，一般財源のみが１市となっております。また，令和７年度実施予定を含む郡内の８町村につきま

しては，過疎債ソフト事業分の活用が５町村，ふるさと納税基金が２町，一般財源が１町でございます。 

 現在，本市では無償化には至っておりませんが，米飯・牛乳の全額及び物価高騰による食材費の増額

分を支援し，給食を据え置くことにより，子育て世代の経済的負担を増やさないように努めております。

新年度につきましても，児童生徒の給食費について，米飯・牛乳代を含む食材費全体の５割程度を支援

し，給食費の据置きを継続し，また，非課税世帯におきましては給食費実質無償化を予定しております。

学校給食の無償化に向けては，恒久的な財源の確保が大前提と考えております。活発化している国の動

向等も注視しながら検討してまいりたいと考えておりますので，御理解のほどをよろしくお願いいたし

ます。以上でございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  国の動向ということですが，石破首相は，２０２６年度以降，できるだけ早

期の制度化を目指したいというふうに言明したというふうに言われております。２０２３年６月の閣議

決定，こども未来戦略方針で，学校給食費の無償化の実現に向けて，まず，学校給食費の無償化を実施

する自治体における取組実態や成果・課題の調査，全国ベースでの学校給食の実態調査を速やかに行い，

１年以内にその結果を公表するとされておりました。２０２３年６月からで１年以内ですから，その結

果も公表されているかと思いますけれども，とにかく石破首相も早期の実現を目指したいと言っている

わけですから，これは早期ということで，いついつにやるということは明言していないんです。それを

促すためにでも，各自治体が先行してやっているというのが実態で，全国各地で増えているんだという

ふうに思います。奄美市でも，県内でもこれだけ増えてきているわけですから，しっかり財源を確保し

て実施に踏み切る，そういったことが必要ではないのかなと。 

 さらに，２月２６日の南日本新聞，これは，学校給食の１食平均のカロリーが九州・沖縄８県のうち

少なくとも６県で国基準を下回る値で提供されていたということで，鹿児島もそうらしいんですけれど

も，専門家は，家庭や自治体の負担軽減に向け，国主導の給食無償化が必要だと指摘をされていること

ですから，そんなに遠くない時期に実施をされるかと思いますので，奄美市の今の市民の暮らしを応援

するためには，国がやったからということではなくて，国を後押しするためにも，ぜひ実現に向けて検

討を進めていただきたいというふうに思います。 

 次に，奄美市の教員の長時間勤務の現状と改善についてです。今，ネット上でも小中学校の教員，長

時間労働，６割近く休憩取れず，世界でも突出した長時間労働などの見出しが数多く上がってまいりま

す。２０２２年の国の調査でも，公立の小中学校では平均１１時間半働き，持ち帰り残業も含むという
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ことですが，休憩は僅か数分で，土日の出勤もあるというふうになっております。このような状態が常

態化すると，教師が子どもと向き合う時間が少なくなり，子どもの成長にとって深刻な問題ではないか

と思います。教員の方も，このような働き方ではストレスも増え，心身に異常を来すということになら

ないか心配される状況だとも思います。 

 国も，教員勤務実態調査を令和４年度に実施し，令和５年４月２８日に速報値が公表されました。こ

れによると，前回調査，平成２８年度ということでありますけれども，平日・土日ともに全ての職種に

おいて在校等時間が減少したものの，依然として長時間勤務の教師が多い状況とされております。この

調査の対象が小学校１，２００校，中学校１，２００校，高等学校３００校ということで，勤務するフ

ルタイムの常勤教員，校長，副校長，教頭，教諭等となっており，奄美市の関係区が入っているかどう

か分かりませんけれども，この調査では若干改善が進んでいるように見えます。また，奄美市における

勤務実態をどのように捉えられているのか，現状をお示しをいただきたいと思います。 

 参考までに，国の先ほどの調査項目というのは，教師の１日当たりの在校等時間，教諭の夏季休業期

間における勤務の状況，職種別夏季休業期間における教師の１日当たりの在校等時間，年齢階層別教諭

の１日当たりの在校等時間，教師の有給休暇取得日数，部活動顧問の週当たり活動日数などが項目とし

て入っていたようでありますので，お示しをいただきたいと思います。 

 

向 美芳 教育長  おはようございます。議員の御質問にお答えいたします。御質問にありました令和４年

度に実施されました教員勤務実態調査は，議員御指摘のとおり，小中学校それぞれ１，２００校の抽出

校を対象としておりますので，文部科学省が毎年全ての学校を対象に実施しております学校の働き方改

革のための取組状況調査の結果を基に，本市の長時間勤務の実態をお示ししたいと思います。令和５年

度の調査結果において，国が定める時間外在校等時間の上限としている月４５時間を超える長時間の勤

務をしている教員の割合は，全国で小学校で２４．８パーセント，中学校で４２．５パーセントとされ

ております。 

 本市における長時間勤務の実態としましては，令和６年度１月までの月４５時間を超えて勤務をして

いる教員の割合は，小学校２０．２パーセント，中学校２４．８パーセントとなり，全体では２２．５パー

セントとなります。令和４年度の全体の割合は２７．６パーセント，令和５年度は２４．１パーセント

ですので，本市における長時間勤務を行っている教員の割合は減少傾向にあります。次に，長時間勤務

の実態把握につきましては，教職員が出勤時間と退校時間を記録する学校用グループウエア「ミライム」

を導入し，教職員の勤務時間について，時間外在校時間を含め，把握しております。以上でございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  ありがとうございました。若干改善をされているということですけれども，

まだ２０パーセントを超えるということが実態だというふうに思いますので，さらに改善が必要かと思

います。 

 次に，公立学校の教員の方は，公立教員給与特別措置法──給特法，１９７１年とありますけれども，

これによって残業代制度から外されているということですが，このことによって長時間労働の実態もき

ちんと把握できていないのではないかと思いますけれども，今，教育長の答弁で，きちんとできている

ということですが，漏れはこれによって出ていないというふうに見ていいでしょうか。 

 

向 美芳 教育長  お答えいたします。議員の御指摘のとおり，教員の業務内容につきましては，授業を

はじめ，成績処理，生徒指導への対応，行事等の企画立案，各種調査やアンケートへの回答，各種報告

物の作成，保護者・地域からの要望や相談対応，中学校においては部活動指導など，多岐にわたってお

りますので，本市としましては，定時退校日の設定や業務の平準化，ノー部活動デーの設定，部活動の

地域移行・地域連携などを推進し，教員の勤務時間の適正化と健康保持を図っているところでございま

す。 

 今後も，各種業務の見直しを図り，教員の負担軽減を図るとともに，授業の充実や児童生徒に向き合
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れによると，前回調査，平成２８年度ということでありますけれども，平日・土日ともに全ての職種に

おいて在校等時間が減少したものの，依然として長時間勤務の教師が多い状況とされております。この
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務をしている教員の割合は，全国で小学校で２４．８パーセント，中学校で４２．５パーセントとされ

ております。 
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ですので，本市における長時間勤務を行っている教員の割合は減少傾向にあります。次に，長時間勤務

の実態把握につきましては，教職員が出勤時間と退校時間を記録する学校用グループウエア「ミライム」

を導入し，教職員の勤務時間について，時間外在校時間を含め，把握しております。以上でございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  ありがとうございました。若干改善をされているということですけれども，

まだ２０パーセントを超えるということが実態だというふうに思いますので，さらに改善が必要かと思

います。 

 次に，公立学校の教員の方は，公立教員給与特別措置法──給特法，１９７１年とありますけれども，

これによって残業代制度から外されているということですが，このことによって長時間労働の実態もき

ちんと把握できていないのではないかと思いますけれども，今，教育長の答弁で，きちんとできている

ということですが，漏れはこれによって出ていないというふうに見ていいでしょうか。 

 

向 美芳 教育長  お答えいたします。議員の御指摘のとおり，教員の業務内容につきましては，授業を

はじめ，成績処理，生徒指導への対応，行事等の企画立案，各種調査やアンケートへの回答，各種報告

物の作成，保護者・地域からの要望や相談対応，中学校においては部活動指導など，多岐にわたってお

りますので，本市としましては，定時退校日の設定や業務の平準化，ノー部活動デーの設定，部活動の

地域移行・地域連携などを推進し，教員の勤務時間の適正化と健康保持を図っているところでございま

す。 

 今後も，各種業務の見直しを図り，教員の負担軽減を図るとともに，授業の充実や児童生徒に向き合
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う時間の確保に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  改善策についてぜひ実施して，改善できるようにお願いしたいと思います。

ただ，２月２６日の南海日日新聞で，県議会で地頭所恵教育長が，教職員の不祥事が相次いでいること

に危機的状況との認識を示したとありました。危機的状況と表現をされているわけです。その中で，職

員同士が相談しやすい職場環境づくりなどを課題に挙げておりますけれども，教員の長時間勤務とも関

係しているのではないのかなという思いがしたわけです。そのことによってストレスが増え，職員同士

のそういったつながりも薄くなっていくと，なかなか思い切った改善にはならないんじゃないかなとい

う思いがしましたので，危機的状況というのが大変印象的だったので紹介をしておきたいと思います。

ぜひ，改善策についてはしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 次に，社会保障制度についてです。介護保険制度についてお伺いをいたしますけれども，介護保険は

２０００年──平成１２年度から始まって，当初，旧名瀬市では月額の介護保険料の基準額が３，

８００円でした。現在は６，８００円となり，また，特別養護老人ホームに入所基準が介護度３からに

なるなど，改悪とも言える事態が進行しているのが現状だと思います。 

 介護保険制度の問題点について質問したいところでありますけれども，今回は，昨年４月に訪問介護

の基本報酬を削減したことで，全国各地の自治体，特に小規模自治体では事業所がゼロとなるような事
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ト調査につきましても，今後検討してまいりたいと思います。なお，現在開会中の国会におきまして，

訪問介護事業者が需要に応じて安定的にサービス提供できる体制を確保するための補助金支給を定めた

訪問介護事業者に対する緊急の支援に関する法律案が審査中でございますので，今後の国の動向を注視

してまいりたいと思います。いずれにいたしましても，引き続き，丁寧な制度説明や情報提供に心がけ，

― 11 ― 

介護事業所の現状把握及び加算取得への支援に努めることで，切れ目なく介護サービスを提供できる体

制づくりを支援してまいりたいと考えておりますので，御理解賜りますようお願いいたします。 

 あわせまして，先ほどの奄美新聞の記事も，こちらも早速確認させていただきました。もちろん，廃

止という形の事業所もございましたけれども，新聞等でも，県において廃止もありますが，新規のほう

が上回っているという記事もございました。本市のほうでも確認しておりますが，新規事業もございま

すので，今後とも事業所の推移につきましては，こちらもしっかりと注目をしてまいりたいと思います

ので，よろしくお願いいたします。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  アンケート調査については今後検討するということですけど，今後じゃなく

て至急に必要じゃないかと，すぐにでも。実態がこれだけ進んできているわけですから，ぜひ早く実現

できるように検討していただきたいと思います。 

 次に，最後ですけれども，高額療養費制度，この上限引上げについてお伺いをしたいというふうに思

います。今，新聞紙上で凍結とか何とかありますけれども，８月から第１段階，３段階に分けて引き上

げるということですが，第１段階のことは８月から実施をするというふうに決めております。それによ

ってどういった影響が出てくるのかということについてお示しをいただきたいと思います。奄美市もそ

うですけれども，患者さん本人に対する影響が大きいのが心配されるわけですので，よろしくお願いい

たします。 

 

信島賢誌 市民環境部長  おはようございます。それでは，高額療養の限度額の引上げについてお答え

をさせていただきます。ただいま議員から御案内がありましたとおり，今，今国会において限度額引上

げについて議論がなされているところでございます。まず，本市の国保会計に与える影響という点から

申し上げますと，高額療養については保険給付として全国，国・県から交付されておりますので，本市

の国保財政に与える影響は少ないのではないかと考えております。ただし，患者さん個人の限度額を引

き上げることに関しては，受診控え等，危惧されるところであります。以上でございます。 

 

奥 輝人 議長  以上で，日本共産党 﨑田信正議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時３２分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 自民党新政会 奥 晃郎議員の発言を許可いたします。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。私は，自民党新政会に所属

しております奥 晃郎でございます。令和７年第１回定例会に当たり，一般質問を行います。一般質問

をする前に，少し所見を申し上げさせていただきます。 

 まず，昨日，笠利地区駐在員会が開催されましたので，傍聴に行きました。その会の中で，みんなの

しまさばくり応援事業が紡ぐきょらの郷づくり事業に代わって令和７年度事業に組み込まれ，予算案も

出てきていますが，補助率が少なくなっていることについて疑問を持っている区長がおられました。予

算特別委員会で問いただすべきかなと思いますが，私は一般ではなく特別の委員に予定されていますの

で，質問の機会がないため，こんなことがありましたよとお伝えさせていただきます。 

 さて，今年１月１４日，宮崎県宮崎市で行われた第１９回九州・沖縄防衛議員連絡協議会総会に参加。

防衛省顧問，前統合幕僚長であられた山崎幸二氏の講話「我が国の平和と安全を守る防衛力の抜本的強

化について」を拝聴いたしました。この中で，我が国の防衛は，自衛隊，装備はもちろん，国民一人一

人の協力で成し得るとのこと，再認識させられました。その会合前日は，宮崎市内のホテル７階に宿泊

していましたが，夜２１時頃，突然大きな揺れを感じたため，急いでズボンをはき，財布を持って避難
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できる準備をして部屋で待機をしていました。２０秒ぐらいの大きな揺れの後，揺れは止まりました。

同僚議員の一人は，フロントに電話するもつながらず，エレベーターは停止，非常口から逃げようとし

たが，非常口には鍵がかかっていたようです。私は，２０１１年の東日本大震災のとき，東京・足立区

で震度６強を経験しておりますので，冷静な判断ができたということであります。奄美においては，し

ばらく大きな地震には遭遇していませんが，いつ起きるかもしれない南海トラフ地震に備えるべく，ど

のように行動すべきか，心構え，訓練は常に必要と改めて感じました。 

 先月２日に行われた奄美駐屯地，瀬戸内分屯地の開設６周年記念行事を見学。我が国の防衛，ひいて

は，私たちの居住する奄美群島全域を防衛，災害等から守るため，日夜，訓練・勤務に精進されている

奄美警備隊の一端を見せていただき，心強く感じました。奄美に住む住民の一人として敬意を表したい

と思います。 

 年が明けて何回となく聞いていると思いますが，今年のえとは巳であります。奄美大島と徳之島に生

息する毒蛇「ハブ」は，猛毒があり，人々からあがめられる存在でありますが，希少な奄美の自然を守

る森の守り神としてあがめられ，また，蛇は脱皮を繰り返すことから，復活と再生の象徴としても縁起

がいいと言われております。巳年の今年は，歴史的にも節目の年となります。１９２６年１２月２５日

の昭和元年から１００年，１９４５年８月１５日の終戦から８０年，２００６年３月２０日の合併から

２０年を迎える年度であります。奄美にとりましても，ハブのごとく再生と成長を目指して，さらなる

発展の年度となることを念じるものであります。 

 それでは，通告してあります項目について，順番に沿って一般質問いたしますが，字句の訂正をお願

いします。大きな２の（１）学力向上に向けての取組についてを削除願います。 

それでは，１番目，合併２０年記念行事と検証について。平成の大合併に伴い，旧名瀬市，旧笠利町，

旧住用村が紆余曲折を経て合併したのが２００６年──平成１８年３月２０日，合併から令和７年度末

の３月２０日に合併から２０年の節目を迎えます。当時，国は，行政改革の真っただ中，地方分権が実

行の段階を迎える中で，地方分権の担い手である市町村が基礎的自治体として住民へのサービス水準を

維持し，向上させていくとともに，国・地方を通じる厳しい財政状況に対処し，行政の効力化を図るこ

とを目的として市町村合併が推進されたものと思います。 

 さらに，合併の必要性として，行財政面から見た合併の必要性，日常生活圏の広がりから見た合併の

必要性，少子高齢化社会への対応から見た合併の必要性，地方分権の推進から見た合併の必要性，広域

的な地域整備から見た合併の必要性が言われ，合併を推進した結果として，３，２７４の市町村が合併

後に市７９２，町７４３，村１８３，合計１，７１８自治体となりました。鹿児島県内における合併前

の９６市町村数が４３自治体となっております。 

 奄美市は，奄美郡島内において唯一の合併自治体であり，奄美市は全国的にもまれな飛び地での合併

であります。合併２０年に当たり，合併を振り返り，検証し，これから将来の奄美市の方向性を示し，

取り組んでいく必要があると思います。自民党新政会として，令和７年度奄美市予算編成に関する要望

書を市長宛てに提出しておりますが，その中で，奄美市行政推進の１項目として，合併２０周年記念事

業と検証について要望しておりますので，質問いたします。まず１点目は，（１）合併２０年を迎える

に当たり，課題も見えてきたと思うが，合併によりどのようなメリット，デメリットがあり，将来に向

けてどのような奄美市をイメージし，振興発展に向けて取り組んでいくのかお尋ねをします。次の質問

からは，発言席にて行います。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  それでは，奥 晃郎議員の御質問にお答えします。合併２０年のメリット，デメリット

についてということでありますが，平成１８年３月２０日の合併以来，３地域の均衡ある発展と地域の

特性に応じた課題への対応，特色を生かした地域振興に取り組んでまいりました。合併のメリットでご

ざいますが，これまでの議会でも申し上げてきましたとおり，合併自治体の新たな財源となる合併特例
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債の活用や，合併後１０年間の合併算定替えによる普通交付税の確保などがございます。また，財源に

加えて，本市としてのスケールメリットを生かした施策も展開してまいりました。地域においては，防

災機能を備えた住用・笠利新庁舎を整備した上で，名瀬新庁舎を整備いたしました。３地域の特性を生

かした観光施設整備においては，名瀬地区の大浜海浜公園や住用地区の内海公園，笠利地区のあやまる

岬観光公園などの整備に取り組んでまいりました。さらに，直近で申し上げますと，住用・笠利地区へ

の認定こども園の整備を今年度から進めているところであり，また，子ども医療費の無償化や給食費の

負担軽減等にも取り組んできたところです。あわせて，全国で初めて市として世界自然遺産に登録され

るなど，希少な自然や文化といった多様な魅力を有する地域であるというふうにも考えております。 

 合併のデメリットがあるかとのことでございますが，本市といたしましては，全国的な少子高齢化が

進行する中でも，住民生活に支障が出ないよう，行政運営に取り組んできたところです。例えば，行政

区域が広くなることに対応するため，本市におきましては，市の施策全般に関し，きめ細やかに市民の

意見を反映していくことができるよう，総合支所方式により，住用・笠利地区においても従来と変わら

ない市民サービスを提供できるよう努めております。また，住用・笠利地区におきましては，集落と行

政間の情報伝達及び調整機能としての嘱託委員会と駐在委員会を継続するとともに，地域の様々な分野

の代表者で構成する地域協議会を設置するなど，各地域に関する事務や各種計画について，地域住民の

多様な意見を頂くことで施策に反映させるよう取り組んでいるところでございます。令和６年度には，

住用・笠利地区の市民の皆様の意見を反映し，それぞれの地域振興に特化した地域創生戦略の策定にも

取り組んできたところです。未来の奄美市づくり計画や未来づくり総合戦略，各地区の地域創生戦略を

着実に実行していくことで，これからに向けた本市の発展に取り組んでまいりたいと考えておりますの

で，御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  市長からの答弁がございましたが，特にデメリットという面でちょっと私の

考えるといいますか，笠利に居住する人たちの意見で，奄美市になったおかげで，今までやっていた文

化祭とかいうのが奄美市文化祭ということで１つになったと。それが各地区でやるのであればいろんな

出展物も出せるし，出したのを見に来る人も多いよというような話がありましたので，一つ，いろいろ

デメリットもあると思いますけれども，一つ紹介をしておきます。 

 それでは，次の質問に移らさせていただきます。（２）の合併での問題点として，旧町村の住民から，

本庁と遠く離れた周辺部は寂れるのではないかと危惧する声があったと聞くが，現状はどうか。もし寂

れた部分があると地域住民が感じることがあれば，その対策についてお伺いします。 

 

藤原俊輔 総務部長  先ほど市長答弁でも申し上げましたとおり，本市におきましては，施策全般に関し，

市民の意見を反映していくことができるよう，総合支所方式によりまして，住用・笠利地域においても

従来と変わらない市民サービスを提供できるよう努めているところであり，例えば，各種手続が各支所

において同様に取扱いができますよう取り組んでいるところです。 

 住用地区，笠利地区の市民の皆様から，寂れているのではないかと危惧する声が聞こえているとのこ

とでございますが，全国的に人口が減少する中，本市においても例外ではなく，人口減少への対応が重

要な課題であると認識しているところです。本市の平成２９年と令和５年の人口を比較してみますと，

市全体で２，７９０人の減となり，３地区別に見ますと，名瀬地区で２，２２５人の減，住用地区で

１６４人の減，笠利地区で４０１人の減となっております。一方で，転入者数と転出者数の差である社

会増減数を見ますと，名瀬地区で９５７人の減少，住用地区で６２人の増加，笠利地区で２１２人の増

加となっており，社会増減数だけで見ますと，住用・笠利地区への移住は一定程度促進されていると考

えられます。 

 また，令和５年の自然増減数を見ますと，各地区とも出生者数に対して死亡数が２倍から９倍程度あ

り，３地区とも減少が続いているところです。引き続き，移住定住促進施策や住環境の整備に取り組む

とともに，子育て環境の充実を図るなど，各種施策を総動員して，人口減少に対応したまちづくりを実
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債の活用や，合併後１０年間の合併算定替えによる普通交付税の確保などがございます。また，財源に

加えて，本市としてのスケールメリットを生かした施策も展開してまいりました。地域においては，防

災機能を備えた住用・笠利新庁舎を整備した上で，名瀬新庁舎を整備いたしました。３地域の特性を生

かした観光施設整備においては，名瀬地区の大浜海浜公園や住用地区の内海公園，笠利地区のあやまる

岬観光公園などの整備に取り組んでまいりました。さらに，直近で申し上げますと，住用・笠利地区へ

の認定こども園の整備を今年度から進めているところであり，また，子ども医療費の無償化や給食費の

負担軽減等にも取り組んできたところです。あわせて，全国で初めて市として世界自然遺産に登録され

るなど，希少な自然や文化といった多様な魅力を有する地域であるというふうにも考えております。 

 合併のデメリットがあるかとのことでございますが，本市といたしましては，全国的な少子高齢化が

進行する中でも，住民生活に支障が出ないよう，行政運営に取り組んできたところです。例えば，行政

区域が広くなることに対応するため，本市におきましては，市の施策全般に関し，きめ細やかに市民の

意見を反映していくことができるよう，総合支所方式により，住用・笠利地区においても従来と変わら

ない市民サービスを提供できるよう努めております。また，住用・笠利地区におきましては，集落と行

政間の情報伝達及び調整機能としての嘱託委員会と駐在委員会を継続するとともに，地域の様々な分野

の代表者で構成する地域協議会を設置するなど，各地域に関する事務や各種計画について，地域住民の

多様な意見を頂くことで施策に反映させるよう取り組んでいるところでございます。令和６年度には，

住用・笠利地区の市民の皆様の意見を反映し，それぞれの地域振興に特化した地域創生戦略の策定にも

取り組んできたところです。未来の奄美市づくり計画や未来づくり総合戦略，各地区の地域創生戦略を

着実に実行していくことで，これからに向けた本市の発展に取り組んでまいりたいと考えておりますの

で，御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  市長からの答弁がございましたが，特にデメリットという面でちょっと私の

考えるといいますか，笠利に居住する人たちの意見で，奄美市になったおかげで，今までやっていた文

化祭とかいうのが奄美市文化祭ということで１つになったと。それが各地区でやるのであればいろんな

出展物も出せるし，出したのを見に来る人も多いよというような話がありましたので，一つ，いろいろ

デメリットもあると思いますけれども，一つ紹介をしておきます。 

 それでは，次の質問に移らさせていただきます。（２）の合併での問題点として，旧町村の住民から，

本庁と遠く離れた周辺部は寂れるのではないかと危惧する声があったと聞くが，現状はどうか。もし寂

れた部分があると地域住民が感じることがあれば，その対策についてお伺いします。 

 

藤原俊輔 総務部長  先ほど市長答弁でも申し上げましたとおり，本市におきましては，施策全般に関し，

市民の意見を反映していくことができるよう，総合支所方式によりまして，住用・笠利地域においても

従来と変わらない市民サービスを提供できるよう努めているところであり，例えば，各種手続が各支所

において同様に取扱いができますよう取り組んでいるところです。 

 住用地区，笠利地区の市民の皆様から，寂れているのではないかと危惧する声が聞こえているとのこ

とでございますが，全国的に人口が減少する中，本市においても例外ではなく，人口減少への対応が重

要な課題であると認識しているところです。本市の平成２９年と令和５年の人口を比較してみますと，

市全体で２，７９０人の減となり，３地区別に見ますと，名瀬地区で２，２２５人の減，住用地区で

１６４人の減，笠利地区で４０１人の減となっております。一方で，転入者数と転出者数の差である社

会増減数を見ますと，名瀬地区で９５７人の減少，住用地区で６２人の増加，笠利地区で２１２人の増

加となっており，社会増減数だけで見ますと，住用・笠利地区への移住は一定程度促進されていると考

えられます。 

 また，令和５年の自然増減数を見ますと，各地区とも出生者数に対して死亡数が２倍から９倍程度あ

り，３地区とも減少が続いているところです。引き続き，移住定住促進施策や住環境の整備に取り組む

とともに，子育て環境の充実を図るなど，各種施策を総動員して，人口減少に対応したまちづくりを実
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現してまいりたいと考えております。以上です。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  人口の増減を今答弁していただきましたけれども，（６）で聞こうかなと思

っていた内容ですけれども，それはさておいて，次に移らせていただきます。 

 （３）全国には，飛び地合併を選択した自治体があると思うが，その自治体数，また，他の飛び地合

併自治体における課題，問題解決に向けての取組などを含めて連携を図っていく必要性についてお尋ね

いたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  全国において飛び地合併をした自治体は，本市を入れて１３自治体あると認識して

おります。一方で，平成の合併では，合計６４９件の合併がなされました。平成１１年度に３，２３２市

町村ありましたが，現在は１，７１８市町村となっております。飛び地合併自治体との連携が必要では

ないかとの御質問でございますが，合併の有無，飛び地の有無にかかわらず，地域の課題解決に向けて

重要なことは，住民の皆様の声をお伺いし，それを施策に反映していくことであると考えております。

また，地方自治体としての課題といたしましては，人材の確保や財政状況の改善，公共施設の適正な運

営など，地理的条件等を含めて多種多様なものがございます。行政運営における課題それぞれにおいて

先駆的な取組をされている自治体を参考にするなどして，施策を検討・実行しているところでございま

す。 

 いずれにいたしましても，飛び地合併をした自治体を含め，参考となる施策を展開している自治体等

への直接の問合せや意見交換等を必要に応じて行ってまいりたいと考えておりますので，御理解賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  今，答弁していただきましたけれども，飛び地合併って１３って言われまし

た。１３ですか。私のじゃあ認識不足ですかね。二十幾つかなと思ったんですけど。分かりました。 

 次に移らせていただきます。総合支所方式の継続，特化した予算の配分についてお尋ねをします。笠

利，住用，地元で生まれ育った職員も年々減少し，少なくなっていく中において，総合支所との距離感

を感じる住民もいると思う。地域における存在感や役割の低下は，地域の振興発展にも大きく影響して

くるものと思う。今後も総合支所方式を継続し，地域住民との距離を縮め，地域住民との連携・強化を

図っていく必要が私はあると思いますが，今後も総合支所方式を継続していくのか，見解を伺います。 

 

藤原俊輔 総務部長  先ほども申し上げましたとおり，本市の施策全般に関し，市民の意見を反映してい

くことができるよう，総合支所方式によりまして，住用・笠利地区においても従来と変わらない市民サー

ビスを提供できるよう努めていくところであり，引き続き，地域の連携を密にしていくためにも，今後

とも総合支所方式を継続してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  よろしくお願いします。それともう一つ，以前の一般質問でも提案しました

が，事務所長の権限で，総合支所で使える予算の配分について検討されているのかお伺いいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  お答えいたします。住用・笠利各総合支所における自主裁量予算枠の仕組みにつき

ましては，本市においては，現状，まだ取り入れていないところではございますが，毎年度の予算編成

においては，住用・笠利各総合支所を含め，全ての課からヒアリングを実施するなど，新規事業や拡充

を提案する機会がございます。また，様々な新規事業の検討に当たっては，地域の状況や関係者からの

声を踏まえたものであると認識しており，今後とも，両地域の地域協議会，また，嘱託員会や駐在員会

で議論される課題などに対して，必要な施策を実行していく所存でございます。 

 あわせて，新年度におきましては，今年度策定される住用地区及び笠利地区地域創生戦略を推進する

ための予算についても計上しているところでございます。いずれにいたしましても，各地域に顕在化す
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る課題に対して，それぞれの地域特性を勘案しながら，解決に向けて取り組んでまいりますので，御理

解いただきますようお願いいたします。なお，新年度の新施策立案の実証的取組として，部長裁量事業

という枠を設け，その際には，住用支所及び笠利支所長の裁量による予算編成も行っているところでご

ざいますので，紹介させていただきました。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  こういう質問をしたのは，１月ですか，住民の方から道路に穴が開いている

よと，何とか処理を，復旧をしてもらえないかというお話があったので，すぐ笠利総合支所に出かけま

して話をしました。そうしたら，当然，國分支所長の部下である平建設課長，以下課員の方がすぐ来ら

れて，すぐやっていただきました。住民の要望にすぐ応えられるということは，やっぱりそれなりのお

金がないとできないんじゃないかなと私は思うんです。大きい事業，大きい工事のみだけではなく，住

民が「あ，ここをこうしてもらえばいいな」ということについて，やはり行政としてすぐやることが，

これは住民に対するサービスかなと思いますので，今後ともよろしくお願いをいたします。 

 それでは，次の（５）旧３自治体の特性を踏まえて，市町村建設計画で奄美市の基本方針が示されて

いると思いますが，その取組，合併特例債充当の旧３市町村の公共施設等の整備状況について，旧３市

町村の公共施設ごとの合併特例債の充当額についてお聞きしたいと。均衡ある発展がなされたのかお伺

いします。先ほど市長の答弁でも，均衡ある発展ということを述べられていましたけれども，再度お聞

きをしたいというふうに思います。 

 

藤原俊輔 総務部長  合併特例事業債は，市町村の合併に伴い必要となる事業を対象としており，充当率

９５パーセント，元利償還金の７０パーセントが交付税に算入されることから，本市におきましても有

利起債として活用いたしております。これまでに導入した事業は，令和５年度決算ベースで，３地区合

計１２１事業，１４０億２，１６０万円でございます。 

 その中で主な事業を申し上げますと，３地区における庁舎建設事業や道路・学校施設改修事業，電算

システム更新事業などがございます。その他幾つかの事業を挙げますと，名瀬地区においては，末広・

港土地区画整理事業，奄美の農産物流通機能強化事業，朝日幼稚園園舎改築事業，住用地区においては，

和瀬漁港整備事業，東城中学校屋内運動場改修事業，エコツアー拠点整備事業，笠利地区においては，

県道佐仁・赤木名線道路改修事業，街なみ環境整備事業，防災行政無線整備事業，太陽が丘総合運動公

園改築事業などでございます。 

 本市合併後約２０年の間，有利起債である合併特例債を活用することにより，３地区の均衡ある発展

に加え，地域の特色に合わせた各種事業の実施がなされ，市民サービスの向上に大きく寄与してきたも

のと考えております。また，合併特例債のほか，同じく有利起債である過疎債・辺地債を活用すること

により，各道路整備事業，農業基盤整備事業，公共下水道事業をはじめ，避難所改修・公園整備事業，

学校施設改修事業など，様々な事業の実施が可能となり，市内全域で住民福祉の向上が図られてきたも

のと考えております。限りある財源でございますが，今後も国の補助事業や有利起債を活用しつつ，住

民福祉の向上とよりよいサービスの提供を図ってまいりたいと存じます。以上です。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  分かりました。均衡ある発展，これが望むところであります。特に，名瀬市

内だけではなく，住用・笠利地区，寂れていくのではないかと危惧することをなくすような事業を展開

していただきたいというふうに思います。 

 それでは，（６）ですけれども，先ほどちょっと人口については答弁されていましたですが，合併２０年

を迎えるに当たって，奄美市の人口はどのように推移しているのか，その内容，旧自治体の人口の動向，

市内の自治会・集落の人の動き，どのような変遷をたどっているのか。人口増加に向けての課題，対策

等についてお尋ねします。 

 

藤原俊輔 総務部長  本市の人口の推移につきましては，平成１７年の国勢調査における旧３市町村の人
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る課題に対して，それぞれの地域特性を勘案しながら，解決に向けて取り組んでまいりますので，御理

解いただきますようお願いいたします。なお，新年度の新施策立案の実証的取組として，部長裁量事業

という枠を設け，その際には，住用支所及び笠利支所長の裁量による予算編成も行っているところでご

ざいますので，紹介させていただきました。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  こういう質問をしたのは，１月ですか，住民の方から道路に穴が開いている

よと，何とか処理を，復旧をしてもらえないかというお話があったので，すぐ笠利総合支所に出かけま

して話をしました。そうしたら，当然，國分支所長の部下である平建設課長，以下課員の方がすぐ来ら

れて，すぐやっていただきました。住民の要望にすぐ応えられるということは，やっぱりそれなりのお

金がないとできないんじゃないかなと私は思うんです。大きい事業，大きい工事のみだけではなく，住

民が「あ，ここをこうしてもらえばいいな」ということについて，やはり行政としてすぐやることが，

これは住民に対するサービスかなと思いますので，今後ともよろしくお願いをいたします。 

 それでは，次の（５）旧３自治体の特性を踏まえて，市町村建設計画で奄美市の基本方針が示されて

いると思いますが，その取組，合併特例債充当の旧３市町村の公共施設等の整備状況について，旧３市

町村の公共施設ごとの合併特例債の充当額についてお聞きしたいと。均衡ある発展がなされたのかお伺

いします。先ほど市長の答弁でも，均衡ある発展ということを述べられていましたけれども，再度お聞

きをしたいというふうに思います。 

 

藤原俊輔 総務部長  合併特例事業債は，市町村の合併に伴い必要となる事業を対象としており，充当率

９５パーセント，元利償還金の７０パーセントが交付税に算入されることから，本市におきましても有

利起債として活用いたしております。これまでに導入した事業は，令和５年度決算ベースで，３地区合

計１２１事業，１４０億２，１６０万円でございます。 

 その中で主な事業を申し上げますと，３地区における庁舎建設事業や道路・学校施設改修事業，電算

システム更新事業などがございます。その他幾つかの事業を挙げますと，名瀬地区においては，末広・

港土地区画整理事業，奄美の農産物流通機能強化事業，朝日幼稚園園舎改築事業，住用地区においては，

和瀬漁港整備事業，東城中学校屋内運動場改修事業，エコツアー拠点整備事業，笠利地区においては，

県道佐仁・赤木名線道路改修事業，街なみ環境整備事業，防災行政無線整備事業，太陽が丘総合運動公

園改築事業などでございます。 

 本市合併後約２０年の間，有利起債である合併特例債を活用することにより，３地区の均衡ある発展

に加え，地域の特色に合わせた各種事業の実施がなされ，市民サービスの向上に大きく寄与してきたも

のと考えております。また，合併特例債のほか，同じく有利起債である過疎債・辺地債を活用すること

により，各道路整備事業，農業基盤整備事業，公共下水道事業をはじめ，避難所改修・公園整備事業，

学校施設改修事業など，様々な事業の実施が可能となり，市内全域で住民福祉の向上が図られてきたも

のと考えております。限りある財源でございますが，今後も国の補助事業や有利起債を活用しつつ，住

民福祉の向上とよりよいサービスの提供を図ってまいりたいと存じます。以上です。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  分かりました。均衡ある発展，これが望むところであります。特に，名瀬市

内だけではなく，住用・笠利地区，寂れていくのではないかと危惧することをなくすような事業を展開

していただきたいというふうに思います。 

 それでは，（６）ですけれども，先ほどちょっと人口については答弁されていましたですが，合併２０年

を迎えるに当たって，奄美市の人口はどのように推移しているのか，その内容，旧自治体の人口の動向，

市内の自治会・集落の人の動き，どのような変遷をたどっているのか。人口増加に向けての課題，対策

等についてお尋ねします。 

 

藤原俊輔 総務部長  本市の人口の推移につきましては，平成１７年の国勢調査における旧３市町村の人
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口の合計は４万９，６１７人で，令和２年国勢調査結果に基づく本市の人口は４万１，３９０人となっ

ており，１５年間で８，２２７人減少しております。３地区の人口増減数は，名瀬地区がマイナス６，

２１１人，住用地区でマイナスの５９６人，笠利地区はマイナス１，４２０人となっているところです。 

 人口増減率につきましては，本市全体でマイナス１６．６パーセントとなっており，３地区で見ます

と，名瀬地区がマイナス１５．１パーセント，住用地区でマイナス３３．４パーセント，笠利地区でマ

イナス２０．９パーセントでございます。本市全体としましては，人口が減少しておりますが，名瀬・

上方地区におきましては１，１４７人増加しているところでございます。このことは，陸上自衛隊奄美

駐屯地開設に伴い，人口が増加したほか，大熊地区の土地区画整理事業の完了や民間事業者による集合

住宅等の建設が行われたものによるものと捉えているところでございます。 

 また，人口の推移を自然増減数と社会増減数に分けて分析してみますと，平成１７年の人口増減数マ

イナス５３７人のうち，自然増減数がマイナスの５７人，社会増減数がマイナスの４８０人でございま

した。一方で，令和２年については，人口増減数マイナス６５７人のうち，自然増減数がマイナス３２６人，

社会増減数がマイナス３３１人であり，死亡数の増加や出生数の減少に伴い，自然減が大きくなってい

るものの，社会増減数については減少数が抑制されているところです。 

 あわせて，３地区の社会増減数を平成２９年から令和５年で見てみますと，名瀬地区についてはマイ

ナス９５７人，平均１３６．７人の減，住用地区についてはプラス６２人，平均８．９人の増，笠利地

区についてはプラス２１２人，平均３０．３人の増となっております。このことから，特に住用・笠利

地区においては，自然増減数の減少が人口減少の主な要因と考えられているところです。現在，住用・

笠利地区におきましては，認定こども園の整備など，子育て環境の充実を推進しているところでござい

ますが，今後とも，子育て環境の充実や住環境の整備を図ることで，人口減少対策に取り組んでまいり

たいと考えております。以上でございます。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  よく分かりました。認識不足で，奄美市の人口は中心部の名瀬地区に偏って

いるのかなという認識でいましたけれども，改めさせていただきます。 

 それでは，次の質問に入ります。合併２０年に向けての記念事業の計画，これは予定されているのか

お尋ねをします。 

 

藤原俊輔 総務部長  議員御案内のとおり，新年度は本市市制施行２０周年を迎える年であり，年間を通

じて市民の皆様とともに各種記念事業に取り組んでまいりたいと考えております。令和８年３月に市制

施行２０周年記念式典を執り行い，市政発展に功績のあった方を表彰するほか，祝賀会の開催，それか

ら，住用・笠利地区での記念イベントや広報紙で２０周年記念クイズを実施し，対象者に記念品を贈呈

するなど，市民一体となり，２０周年を祝うことのできる取組を計画しているところです。また，みん

なのしまさばくり応援事業に２０周年特別枠を設けることにより，市民の皆様の創意工夫による取組に

つきましても促進してまいりますので，ぜひ，多くの市民・団体の皆様に御提案いただきたいと存じま

す。 

 その他，ＰＲ関連事業といたしまして，本市誕生からの軌跡をたどる記念紙の発行や市内高校生と協

力して２０周年を記念するふるさとＣＭを作成し発信するなど，内外に本市をＰＲしてまいりたいと考

えているところです。特に，次世代を担う子どもや若者たちが奄美に誇りを持つ契機となることを期待

し，各種事業を実施してまいりたいと考えておりますので，御理解と御協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  よく分かりました。みんなで２０周年をお祝いできるような形であることを

望んでおります。 

 一番大きい１番の質問はこれで終わりまして，２番目の防災対策について質問させていただきます。 

 昨年発生した新年早々の能登半島沖を震源とする震度７の地震から１年余が経過しました。昨年９月
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２１日から２２日にかけて同地域を襲った豪雨は，秋雨前線や低気圧の影響で線状降水帯が発生し，場

所によっては１時間雨量が１２１ミリという観測史上最大の豪雨を記録しております。これは，能登半

島地震からの復興を目指す中での発生であったため，二重被害という厳しい状況，相次いだ土砂災害の

多くは，地震で生じた亀裂や地盤の緩みによって引き起こされたと言われております。国においても，

災害への備え対策として，防衛庁の設置に向けての検討を進めているとも聞きます。 

 去る１月７日には，中国・チベットの自治区においてマグニチュード６．８の地震があり，大きな被

害が発生しております。他人事ではありません。奄美地方においても，１１月７日の降り始めから９日

までの４８時間雨量が６０９ミリとなり，平年値の５倍近く，年間の平均値の約３分の１が一気に降る

記録的な大雨が発生し，各地で床上浸水等被害が発生したことは記憶に新しいところであります。私は，

議員当選当初から一貫して取り組んでいる項目の一つとして，防衛対策を位置づけております。台風銀

座と言われる奄美地域，将来発生するであろうと言われている南海トラフ巨大地震，政府の地震調査委

員会は，今後３０年以内発生確率を８０パーセントに引き上げております。日向灘など，九州周辺や南

西諸島海溝──これは琉球海溝周辺の地震活動について，マグニチュード８程度の地震があり得ると言

われていますが，いつ発生するかは分かりません。災害に対する備えは必要です。 

 防災対策について質問いたします。まず（１）専門的な知識を持つ地域防災マネジャーの配置につい

てであります。過去にも一般質問しましたが，そのときの当局の答弁は，検討していないようでありま

したが，その後，現在においても考えていないのか，再度質問します。 

 国においては，２０２６年度に防災庁設置に向けて体制強化への取組として，防災対策を取り仕切る

内閣府の職員を２０２５年度に倍増し，都道府県や地域ブロック別に担当職員を配置する体制づくりに

取り組んでいるやに聞いております。地方公共団体においても，防災対策の体制づくりが求められてい

るものと思います。防災計画の作成，防災訓練の企画・実施等，さらには，災害が発生した場合におけ

る自衛隊などの実動機関との調整等に対応できるマンパワーの充実が強く求められているものと思いま

す。近年，各地で頻発する豪雨災害，地震の現状を目の当たりにし，日頃からの備えの大切さを強く感

じるものであります。 

 国の制度として，地域防災マネジャーを防災担当として地方公共団体が採用・配置した場合には，そ

の経費の半額，上限があるようですが，特別交付税の対象とするなど，恩恵があるようでありますが，

地域防災マネジャーを配置し，災害に備えていく考えはないのか，再度お尋ねいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  議員御質問の地域防災マネジャーは，防災の専門性を有する外部人材で，内閣府の

防災スペシャリスト養成研修を全コース受講しているほか，防衛省の防衛危機管理教育を受講している

者を地域防災マネジャーとして採用することで，地方公共団体における人材確保に資するものでありま

す。 

 昨今，大雨や台風の強度・頻度が高まってきているほか，地震大国である我が国においては南海トラ

フ地震や，本市においては喜界島沖地震などにも注意を要するところです。また，緊張する東アジア情

勢においては，南西諸島周辺は国防の最前線となっており，自衛隊との連携・強化の面においても，そ

の必要性はますます高まっているものと認識しております。 

 これらを踏まえ，さきの定例会でも申し上げましたが，防災の知見を有する地域防災マネジャー等の

専門家は，平時からの連携の面や専門性の面からも，今後，ますますその重要性は高まってきているも

のと認識しております。その上で，令和６年度も防衛省の担当者と意見交換を重ねてきており，引き続

き検討しているところでございますので，御理解を賜りたいと存じます。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  分かりました。再度検討を重ねていくということでありますので，早期採用・

配置されることを望んで,次の質問に移らせていただきます。 

 被災自治体への職員派遣について，応急対策職員派遣制度が創設されたのは，大災害に備えて，県境

を超えて自治体の応援職員を派遣する仕組みで，２０１６年の熊本地震を踏まえて国が運用を開始した
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までの４８時間雨量が６０９ミリとなり，平年値の５倍近く，年間の平均値の約３分の１が一気に降る

記録的な大雨が発生し，各地で床上浸水等被害が発生したことは記憶に新しいところであります。私は，

議員当選当初から一貫して取り組んでいる項目の一つとして，防衛対策を位置づけております。台風銀

座と言われる奄美地域，将来発生するであろうと言われている南海トラフ巨大地震，政府の地震調査委

員会は，今後３０年以内発生確率を８０パーセントに引き上げております。日向灘など，九州周辺や南

西諸島海溝──これは琉球海溝周辺の地震活動について，マグニチュード８程度の地震があり得ると言

われていますが，いつ発生するかは分かりません。災害に対する備えは必要です。 

 防災対策について質問いたします。まず（１）専門的な知識を持つ地域防災マネジャーの配置につい

てであります。過去にも一般質問しましたが，そのときの当局の答弁は，検討していないようでありま

したが，その後，現在においても考えていないのか，再度質問します。 

 国においては，２０２６年度に防災庁設置に向けて体制強化への取組として，防災対策を取り仕切る

内閣府の職員を２０２５年度に倍増し，都道府県や地域ブロック別に担当職員を配置する体制づくりに

取り組んでいるやに聞いております。地方公共団体においても，防災対策の体制づくりが求められてい

るものと思います。防災計画の作成，防災訓練の企画・実施等，さらには，災害が発生した場合におけ

る自衛隊などの実動機関との調整等に対応できるマンパワーの充実が強く求められているものと思いま

す。近年，各地で頻発する豪雨災害，地震の現状を目の当たりにし，日頃からの備えの大切さを強く感

じるものであります。 

 国の制度として，地域防災マネジャーを防災担当として地方公共団体が採用・配置した場合には，そ

の経費の半額，上限があるようですが，特別交付税の対象とするなど，恩恵があるようでありますが，

地域防災マネジャーを配置し，災害に備えていく考えはないのか，再度お尋ねいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  議員御質問の地域防災マネジャーは，防災の専門性を有する外部人材で，内閣府の

防災スペシャリスト養成研修を全コース受講しているほか，防衛省の防衛危機管理教育を受講している

者を地域防災マネジャーとして採用することで，地方公共団体における人材確保に資するものでありま

す。 

 昨今，大雨や台風の強度・頻度が高まってきているほか，地震大国である我が国においては南海トラ

フ地震や，本市においては喜界島沖地震などにも注意を要するところです。また，緊張する東アジア情

勢においては，南西諸島周辺は国防の最前線となっており，自衛隊との連携・強化の面においても，そ

の必要性はますます高まっているものと認識しております。 

 これらを踏まえ，さきの定例会でも申し上げましたが，防災の知見を有する地域防災マネジャー等の

専門家は，平時からの連携の面や専門性の面からも，今後，ますますその重要性は高まってきているも

のと認識しております。その上で，令和６年度も防衛省の担当者と意見交換を重ねてきており，引き続

き検討しているところでございますので，御理解を賜りたいと存じます。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  分かりました。再度検討を重ねていくということでありますので，早期採用・

配置されることを望んで,次の質問に移らせていただきます。 

 被災自治体への職員派遣について，応急対策職員派遣制度が創設されたのは，大災害に備えて，県境

を超えて自治体の応援職員を派遣する仕組みで，２０１６年の熊本地震を踏まえて国が運用を開始した
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ようでありますが，奄美市においても，２０１０年の奄美豪雨災害で大きな被害を受けて，全国各地か

らの心温まる支援を受けた経験がありますが，これまで東日本大震災，熊本地震，能登半島地震等，被
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る備え，お住まいの場所の海抜の調べ方などを掲載するとともに，防災無線も含めて，期間中，毎日，

注意喚起を行ったところです。あわせて，庁内においては，公共施設をはじめ，災害・防災対応への再

確認に取り組むとともに，期間中は危機意識を高く維持し，いつでも災害配備・対応へ当たることがで

きるよう努めた次第です。このように，当該臨時情報が発表されてからは，注意喚起や再確認等の作業

が主になりますので，やはり突発的な災害発生なども考えますと，常日頃からの地道な準備が大変重要

でございます。 

 本市といたしましては，地震・津波に関する出前講座をはじめとした啓発活動に積極的に取り組んで

いるほか，定期的な情報伝達ツールの点検，毎年の防災訓練，日頃からの関係機関との連携や防災協定

の締結等，様々な取組を通して，市民の生命と財産を守るよう努めているところでございます。以上で

す。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  分かりました。次の質問に移らさせていただきます。（４）避難所に指定さ

れている施設の環境整備についてでございます。避難場所として指定されている施設は，市内各小中学

校の体育館，地区集会所等が避難所に指定されているものと思いますが，内閣府は，能登半島地震を教

訓として，避難所運営に関する自治体向け指針が改定されているようであります。改定内容は，国際基

準を反映させ，トイレの数や１人当たりの面積，数値目標が示されているようであります。能登半島地

震における関連死は，１月２８日時点で２９８人となっているようであります。避難所での過度なスト

レスや環境変化によることが原因と言われる事例が多いというデータが出ているようであります。被災

者が体育館で雑魚寝するという劣悪な環境から，避難所の質の向上等が指針の中に位置づけられ，避難

所の環境整備が強く求められています。避難所運営の改定指針のポイントについて伺います。 

 

藤原俊輔 総務部長  国は，令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループを立ち上

げ，当該地震を踏まえた災害対応の在り方や人道憲章の枠組みに基づき，生命を守るための主要な分野

における最低限満たされるべき基準として，国際ＮＧＯが作成し，今後の避難所の質の向上に当たって

参考にすべきとするスフィア基準を踏まえ，各避難所関連のガイドラインを令和６年１２月に改定して

おります。 

 改定のポイントといたしましては，議員御指摘のとおり，数値基準として示されているものとして，

まず，トイレの確保として２０人当たり１基，居住スペースとして１人当たり３．５平方メートル，入

浴施設を５０人に１つなどがあります。以上でございます。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  そのほかにも，温かい食事の提供に向け，地元の飲食店組合などとの事前協

定及び調理人の確保という，このような項目もあるようですので，よろしくお願いをします。 

 それでは，（５）の電柱の無電柱化への取組についてでございます。奄美群島は，台風常襲地として

毎年台風の襲来を受け，生活環境にも大きな影響を受けております。ここ数年間は大きな台風に見舞わ

れることもありませんが，いつ大きな台風に見舞われるか分かりません。私が住む笠利地域においては，

昨年の１３号の折にも停電しており，過去の事例では，１週間以上の停電もあり，不便な生活を余儀な

くされたことも幾度とあります。 

 国においても，無電柱化を進めるとお聞きしております。世界遺産登録後，奄美を訪れる観光客も増

加傾向にあり，防災対策だけではなく，観光面においてもこれまで無電柱化対策について一般質問でお

尋ねしましたが，再度，奄美市として無電柱化対策について取り組んでいくお考えはないのかお尋ねを

します。 

 

坂元久幸 建設部長  無電柱化につきましては,議員御案内のとおり，防災や景観の観点に加え，安全で快

適な通行空間の確保からも，必要性は認識しております。現在，本市におきましては，国・県や市町村

の道路管理者と九州電力やＮＴＴをはじめとした電線管理者にて構成する鹿児島県無電柱化協議会に参
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加し，事業推進の検討・調整や他の地域での整備状況を共有しながら議論しているところでございます。

本市では，無電柱化の実績はございませんが，名瀬の中心市街地における末広・港土地区画整理事業や

名瀬港マリンタウン地区整備事業の実施に際し，無電柱化事業の検討も行いましたが，結果，多額の整

備費や費用負担等から，電線管理者と合意に至らなかった経緯がございます。また，昨年度には，県の

大島支庁より整備箇所の検討依頼を受け，庁内にて協議も行いましたが，抱える課題や懸案事項の解決

に至らず，協議・調整に時間を要している状況でございます。 

 いずれにいたしましても，無電柱化事業の効果を発現させるためには，一部区間だけではなく，道路・

路線全体の一体的な整備が必要と考えるところであり，緊急性や必要性，多額の整備費用とそれぞれ管

理者の費用負担の割合など，多くの課題をクリアしなければなりません。今後とも，国の補助事業の動

向や他の地域の事例を踏まえ，本市全体の建設事業における優先度合いなども勘案しながら，無電柱化

事業への調査・研究を進めてまいりたいと思いますので，御理解賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  分かりました。継続的な調査・研究，よろしくお願いいたします。 

 それでは，（５）特定利用空港・港湾の名瀬港の追加指定についてでございます。国が防衛力強化の

一環として，有事における自衛隊や海上保安庁の使用を想定して整備する特定利用空港・港湾に名瀬港

が追加指定されているようですが，整備する空港・港湾は，物流や観光に加え，大規模災害時の輸送拠

点となるため，地元に経済的なメリットを含めて恩恵があると言われていますが，特定利用指定につい

ての市長の見解をお伺いいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  特定利用空港・港湾につきましては，あくまでも民生利用を主としつつ，自衛隊，

海上保安庁が平素から必要な空港・港湾を円滑に利用できるよう，インフラ管理者との間で円滑な利用

に関する枠組みを設けるものであります。国は，令和６年８月２６日に，全国で名瀬港を含む３空港９港

湾を追加指定し，これにより現在８空港２０港湾が特定利用空港・港湾となっております。御質問の指

定による経済的メリットを含めた恩恵についての見解につきましては，名瀬港に関しましては，年間を

通して訓練の実績があり，その指定の時点では新たな追加の訓練はないということを伺っております。 

 一方，それだけ名瀬港への接岸等に関する技術習熟度が高いことがうかがい知れることから，議員御

指摘のとおり，国においては，特に災害時における円滑かつ安全な船舶の出入港やそれに向けた港湾管

理者との意思疎通や地元自治体との日頃からの連携などが図られるものと認識しており，心強く感じて

いるところであります。以上です。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  分かりました。時間が押しておりますので，次の質問に移らさせていただき

ます。 

 教育行政について，（１）学力向上に向けての取組についてであります。全国学力テストは，小学校

６年生と中学校３年生を対象に，国語，算数・数学，２教科を基本として実施しているようであります

が，鹿児島県の平均解答率は，小学校の国語を除き，全国平均を下回ったようであります。前回，同僚

議員の質問にもあったと記憶しておりますが，再度，奄美市の現状はどうだったのか。また，学力向上

に向けての取組についてお伺いをします。よろしくお願いします。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。まず，令和６年度の全国学力・学習状況につきま

して，小学校６年生では国語と算数，中学校３年生では国語と数学の調査を実施しております。本市の

状況としましては，令和５年度と比較しますと，小学校６年生の算数以外で正答率が向上しております

が，全国及び県の正答率と比較すると，全ての教科で若干下回っております。 

 次に，学力向上のための本市の取組につきましては，小中学校の教員を対象にした学力向上を目指し

た研修会を実施しております。具体的には，経験の浅い教員を対象とした研修会を実施し，授業の終盤
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で学習した内容を効率的に振り返る方法やそれぞれの教科の基礎基本の徹底を図る授業の在り方につい

て研修を図っております。また，全ての教員を対象とした研修会では，実際に授業を参観した上で，本

市で推進している授業充実の３ポイントを核とした学力向上対策，授業改善，質の方策の視点で協議を

行い，児童生徒が自分から積極的に学び，学習内容の定着を図る授業の在り方に関する課題や改善策等

について考えを深めております。さらに，１人１台のタブレット端末を活用し，児童生徒が自分のペー

スで思考した後に，友達と話し合いながら考えを高め合う授業を目指しております。 

 今後も，各種学力調査の結果を把握し，分析した上で，必要に応じて学力向上の取組を推進してまい

りたいと考えております。以上でございます。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  あと２つ残していますけれども，１つだけ。公立夜間中学校，県立いろは中

学校についてでございます。鹿児島県初となる公立夜間中学校が４月に開校するようでありますが，奄

美市に対象者がおられるのか。鹿児島市までの通学は経済的にも現実的にも厳しいものがあると思いま

すが，もし希望者がおられるとしたら，入学できるような対策が検討されているのかお伺いをします。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。県立いろは中学校につきましては，本年４月に開

校する県内初の夜間中学校でございます。まず，いろは中学校の入学対象者及び入学条件は，鹿児島県

在住で，戦後の混乱期などで学校に通えなかった方，不登校などの理由で十分な教育を受けられずに中

学校を卒業した方，本国または日本の義務教育を受けられなかった外国籍の方の３つの条件のいずれか

に該当する方になります。この条件から，本市にも入学対象者はいらっしゃると認識しております。 

 次に，経済的な支援対策は，現段階で制度は設けておりませんが，今後の入学希望者や他自治体の状

況を注視しながら，必要に応じて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

奥 晃郎 議員（１９番）  ３番はもう次に回したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

奥 輝人 議長  以上で，自民党新政会 奥 晃郎議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１１時４５分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 公明党 大庭梨香議員の発言を許可いたします。 

 

大庭梨香 議員（８番）  市民の皆様，議場の皆様，そして，インターネット中継を御覧の皆様，こんに

ちは。公明党の大庭梨香でございます。令和７年第１回定例会の一般質問に当たり，所見を述べさせて

いただきます。 

 今回の登壇は６回目になりました。さて，早いもので議員となり１年３か月がたちますが，これまで

市民の皆様から多くの御相談を頂き，お話を聞かせていただきました。その中で多くの学びがあり，そ

のことを通して成長させていただく機会を頂いており，改めて感謝申し上げます。また，本庁職員の方々

には，市民の声を届けて御相談させていただき，しっかりと受け止めていただいて，一緒に解決に向か

わせていただきました。今後も御協力いただき，官民が共に手を取り合い，市民が幸せに過ごしていた

だくように日々研鑽し，成長してまいりますので，よろしくお願いいたします。それから，今年御退職

される職員の皆様，市政のために御尽力いただき，ありがとうございました。退職された後も健康に留

意され，お元気でお過ごしいただきますように御祈念いたします。 

 それでは，まず初めに，１，福祉行政について，（１）帯状疱疹ワクチンについてですが，①新年度

における帯状疱疹ワクチンの定期接種について，国の方針について伺います。次の質問からは，発言席

から行います。 
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奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  それでは，大庭議員の御質問にお答えします。帯状疱疹ワクチンの定期予防接種につい

てでございます。帯状疱疹ワクチンは，令和６年１２月１８日，国の第６５回予防接種基本方針部会に

て，予防接種法のＢ類疾病に位置づけられ，令和７年度から定期予防接種として実施することとなりま

した。本市におきましても，新年度当初予算に計上させていただいておりますが，この件につきまして

は，以前から大庭議員，そして，公明党の議員の皆様からも度重なる御要望を頂いてきたところでござ

います。 

 本市において，この接種補助事業導入に当たっては，国の定期予防接種化というものを重視しており

ましたので，それが決定されましたことから，今般，計上させていただいたということでございます。

今後，国や県からの通知に従って，大島郡医師会をはじめ，各医療機関と連携を図り，より細やかな説

明や接種方法についての情報共有を行う予定でございます。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。ありがとうございます。これまで公明党が国・地方で

強力に推進してきたことにより，国はようやく４月から定期接種化され，接種費用の一部が公費助成さ

れることとなります。これまで任意接種である自治体は，独自で助成している自治体の数は，全国の４割

の自治体の７３８か所が任意接種が既に実施されているわけですけれども，今回，市長のほうからも御

答弁がありましたように，実施するという，定期化接種ということで実施する旨の答弁を頂きましたの

で，本当にこれまで何度も橋口議員，それから大迫議員から引き継いで，私のほうからもずっと質問さ

せていただきましたけれども，何度も一般質問をさせていただき，市民の方々も待ちに待った定期接種

化というふうに思いますので，大変喜ばれると思います。ありがとうございます。 

 それでは，次の質問に移ります。②自己負担額についてはどのようになるのでしょうか。また，その

根拠及び国の補助率についてお伺いいたします。御答弁お願いいたします。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  お答えさせていただきます。帯状疱疹ワクチンは，組換えワクチンと生ワクチ

ンの２種類があり，それぞれ接種費用や接種回数，効果の持続期間などが異なります。組換えワクチン

は２回接種することが推奨されております。１回当たりの接種費用額は約２万円となりますが，そのう

ち自己負担額は８，０００円を予定いたしており，残りの約１万２，０００円につきましては本市が負

担をし，接種医療機関へ委託料として支払うこととなっております。もう一つの生ワクチンは，接種方

法として１回のみとなっております。１回当たりの接種費用額は約７，５００円となりますが，自己負

担額は３，０００円を予定しており，残りの約４，５００円につきましては，同じように本市が負担し，

接種医療機関へ委託料として支払う予定でございます。どちらの自己負担額も，ほかの定期予防接種と

同様，接種に係る費用の約４割となっており，残りを本市で負担する形となっております。以上でござ

います。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。自己負担額は４割ということでよろしかったですか。

そうしましたら，国の補助率というのはどのぐらいになりますでしょうか。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  国の補助率はこれから正式に決まってまいりますけれども，それを含めまして，

本市のほうで残りの６割を負担することになっております。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。それでは，また次の質問ですけれども，近隣市町村と

の比較についてお伺いしたいと思います。 
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平田宏尚 保健福祉部長  お答えさせていただきます。本島内４町村の自己負担額についてでございます

が，こちらのほうで確認をさせていただきましたところ，龍郷町，瀬戸内町，大和村におきまして，本

市と同額で，組換えワクチンの自己負担が８，０００円，生ワクチンの自己負担が３，０００円となる

ように予定をしているということでございます。宇検村におかれましては，組換えワクチンの自己負担

が７，０６０円，生ワクチンの自己負担が２，６６０円の予定と伺っております。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。かなり自己負担額が安く収まっているということで，

大変ありがたいことだというふうに思います。 

 それでは，次の質問に移ります。③対象者の年齢について伺います。御答弁お願いいたします。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，対象年齢についてお答えさせていただきます。今回の定期接種は

６５歳の方となっております。また，６０歳以上６５歳未満の方で，ヒト免疫不全ウイルスによる免疫

機能に障害を有する者が対象となっております。また，令和７年度から５年間の経過措置といたしまし

て，６５歳を超える方につきましては，５歳年齢ごとに１００歳までが対象となっており，また，１００歳

を超える方々につきましては，定期接種開始の初年度に当たる令和７年度に限り，全員を対象といたし

ております。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。厚生労働省の第６５回基本方針部会におきましても議

論がされております。私も文章を読ませていただきましたけれども，気になるところがございまして，

この対象年齢，それから，ハイリスク者の方々への助成なども議論されているかというふうに思います。

議事録を見たときにそのように印象がありました。この対象年齢については，市民からもきっと問合せ

が今後あるかと思います。丁寧な説明が必要かと思いますので。 

 それから，奄美市の現状から考えてみますと，グラクソ・スミスクライン株式会社によりますと，奄

美市の令和５年１月時点で，奄美市における帯状疱疹罹患推計によりますと，５０歳以上の人口は２万

２，４２０人のうち，帯状疱疹患者さんは２４６人ということで報告がありました。そして，神経痛が

発症している方が５０人ということで，各年齢の１割の方が罹患しているという状況でありました。発

症率は年齢の差がほとんどないようです。本市の罹患者数から考えてみますと，５０歳以上の罹患者数

は，年齢別に本当に差がないという，そして，後遺症が残っているという方が多くいらっしゃって，治

療を要している人が多く見られます。高齢者へのＱＯＬの低下を防ぐとともに，働き盛りの５０歳以上

の方々にぜひ任意接種の助成をお願いしたいなというふうに思います。近隣においても，定期接種の開

始とともに，これまでの任意接種の５０歳以上についても，定期接種の開始とともに，５０歳以上につ

いても助成を続けられるということで聞いておりますので，奄美市の現状からも考察され，助成すべき

だというふうに考えております。ぜひ今後検討していただくようにお願いして，次の質問に移ります。 

 ④生活保護受給者，低所得者に対しての補助について伺います。御答弁お願いいたします。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，お答えさせていただきます。生活保護受給者，一応低所得者という

ことでございますけれども，聞き取りの際に非課税世帯ということでございましたので，それでお答え

させていただきたいと思います。生活保護を受給している方につきましては，ほかの予防接種と同様に，

保護受給証明書を接種する医療機関に提示することで，無料で接種できるようになっております。非課

税世帯などにつきましては，ほかの定期予防接種と同様に，本市としては無料で接種できる対象とはし

ていないところでございます。よろしくお願いいたします。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。ほかの予防接種と同様ということで，まだまだ助成し

ていただいても，負担額は非課税所得の方々には負担が多いと思いますので，また今後検討していただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 
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 それでは，次の質問に移ります。③対象者の年齢について伺います。御答弁お願いいたします。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，対象年齢についてお答えさせていただきます。今回の定期接種は

６５歳の方となっております。また，６０歳以上６５歳未満の方で，ヒト免疫不全ウイルスによる免疫

機能に障害を有する者が対象となっております。また，令和７年度から５年間の経過措置といたしまし

て，６５歳を超える方につきましては，５歳年齢ごとに１００歳までが対象となっており，また，１００歳

を超える方々につきましては，定期接種開始の初年度に当たる令和７年度に限り，全員を対象といたし

ております。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。厚生労働省の第６５回基本方針部会におきましても議

論がされております。私も文章を読ませていただきましたけれども，気になるところがございまして，

この対象年齢，それから，ハイリスク者の方々への助成なども議論されているかというふうに思います。

議事録を見たときにそのように印象がありました。この対象年齢については，市民からもきっと問合せ

が今後あるかと思います。丁寧な説明が必要かと思いますので。 

 それから，奄美市の現状から考えてみますと，グラクソ・スミスクライン株式会社によりますと，奄

美市の令和５年１月時点で，奄美市における帯状疱疹罹患推計によりますと，５０歳以上の人口は２万

２，４２０人のうち，帯状疱疹患者さんは２４６人ということで報告がありました。そして，神経痛が

発症している方が５０人ということで，各年齢の１割の方が罹患しているという状況でありました。発

症率は年齢の差がほとんどないようです。本市の罹患者数から考えてみますと，５０歳以上の罹患者数

は，年齢別に本当に差がないという，そして，後遺症が残っているという方が多くいらっしゃって，治

療を要している人が多く見られます。高齢者へのＱＯＬの低下を防ぐとともに，働き盛りの５０歳以上

の方々にぜひ任意接種の助成をお願いしたいなというふうに思います。近隣においても，定期接種の開

始とともに，これまでの任意接種の５０歳以上についても，定期接種の開始とともに，５０歳以上につ

いても助成を続けられるということで聞いておりますので，奄美市の現状からも考察され，助成すべき

だというふうに考えております。ぜひ今後検討していただくようにお願いして，次の質問に移ります。 

 ④生活保護受給者，低所得者に対しての補助について伺います。御答弁お願いいたします。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，お答えさせていただきます。生活保護受給者，一応低所得者という

ことでございますけれども，聞き取りの際に非課税世帯ということでございましたので，それでお答え

させていただきたいと思います。生活保護を受給している方につきましては，ほかの予防接種と同様に，

保護受給証明書を接種する医療機関に提示することで，無料で接種できるようになっております。非課

税世帯などにつきましては，ほかの定期予防接種と同様に，本市としては無料で接種できる対象とはし

ていないところでございます。よろしくお願いいたします。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。ほかの予防接種と同様ということで，まだまだ助成し

ていただいても，負担額は非課税所得の方々には負担が多いと思いますので，また今後検討していただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 
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 それでは，次の質問に移ります。福祉行政のうちの（２）です。高齢者を取り巻くごみ出し環境につ

いて，我が国の６５歳以上の高齢者が増加する中で，本市においても人口は減少しても，老年人口──

６５歳以上は増加しております。そして，老年人口は３６．６パーセントというふうになっております。

高齢化社会や核家族化の進展に伴い，高齢者のみの世帯が増加するにつれて，家庭からのごみ出しに課

題を抱えている状況があります。このように高齢化が進む中で，高齢者や単身の高齢者のごみ出しにつ

いて深刻に受け止める必要性が出てまいりました。そこで質問に移ります。①ごみ出し支援制度の導入

の有無について伺います。御答弁お願いいたします。 

 

信島賢誌 市民環境部長  それでは，御質問にお答えいたします。議員御案内の高齢者ごみ出し支援制度

の導入の手引につきましては，自治体が高齢者のごみ出し支援を導入しようとする際の参考として環境

省から示されている手引書でございます。手引書の中身につきましては，各自治体の現状について詳細

を把握し，どのような支援体制が取られているのか，また，取組主体はどこが担うかなど，制度設計等

に当たっての留意点などが記されております。本市の高齢者に対するごみ出し支援につきましては，本

手引書に基づく導入ではございませんが，寄せられる要望や相談に応じて，収集場所の変更や排出時間

帯の緩和など，地域の御理解をいただきながら対応しているところでございます。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。支援制度の導入はされておられないということでした

けれども，相談等に応じて御対応されているということで理解いたしました。昨年の１２月頃，ヘルパー

さんが支援している単身の高齢者のごみ出しについて，住用地区においての市民からの御相談があり，

本庁所管課に御相談させていただき，解決できた事案がありました。ごみステーションにごみ出しの指

定日に支援者がごみの排出時間である早朝に訪問することが困難な場合もあり，大変困っておりました。

一般の方々のごみと区別するために，ごみ袋に──こちらが私のほうから提案したんですけれども，介

護の「介」，社協の「社」と表記することを嘱託員会でも議題として上げていただき，そして，この困

難については課題を解決することができました。別日に訪問サービスを設定せずに，前日にごみを排出

することが可能というふうになりました。対応していただいた所管課の皆様，ありがとうございました。

御協力いただきました。 

 ぜひとも，早期の体制づくりや高齢者への困り事を聞いて，聞き取りや，そしてアンケート等で実態

の把握に努める必要があると思います。多々，こういう困難というか，御要望はあるかと思いますので，

ぜひ，実態の把握に努めていただきたいと思います。②高齢者のごみ出し支援の実態について伺います。

御答弁お願いいたします。 

 

信島賢誌 市民環境部長  それでは，本市に寄せられるごみ出しの相談の状況につきましては，高齢者か

らの相談を含め，様々な相談が寄せられているところでございます。主な相談内容といたしましては，

ごみステーションまでの距離が遠くて運べない，また，ごみが重くて運べないなど，体力的に不安があ

り困っているという相談内容でございます。高齢者のごみ出し支援に対する具体的な対応といたしまし

ては，先ほど御答弁させていただきました寄せられる要望や相談に応じて，収集場所の変更や排出時間

の緩和などのほか，社会福祉協議会や民間の訪問介護員などによる支援や，ＮＰＯ法人，自治会での有

償ボランティアなどによる支援が行われている状況でございます。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。本市が抱えている課題について，ほかの自治体の事例

や自治体間の情報共有など，支援体制の整備が求められるというふうに思います。ぜひ，お声をきちん

とお聞きしていただいて，解決していただきたいと思います。 

 そこで，次の質問に移ります。今後の取組について，本市として考えていることなどがあれば伺いま

す。 
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信島賢誌 市民環境部長  高齢者に対します今後のごみ出し支援につきましては，今後ますます高齢化が

進む本市におきましても大きな課題の一つだと考えているところでございます。今後の対応といたしま

しては，議員御案内の高齢者のごみ出し支援手引を参考にしながら，まずは地域の実情の把握に努め，

環境部門のみならず，福祉部門や自治会，ＮＰＯ法人など，地域コミュニティーとも情報を共有しなが

ら，迅速に対応してまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと存じます。以上でございま

す。 

 

大庭梨香 議員（８番）  ありがとうございます。御答弁いただきました。本当に迅速な対応が求められ

るというふうに思います。各地域から，そして，高齢者からのお声をしっかり聞いていただきたいとい

うふうに思います。本当に今後ますます，ごみ出し支援については必要なことだというふうに思います。

環境省が出されている，先ほど御案内がありましたけれども，高齢者のごみ出し支援手引を活用して，

どのタイプが本市にとって活用できるのか検討していただきたいと思います。支援のタイプ別について

は，コミュニティー支援型，そして，支援団体に補助金等で支援する仕組みを活用ができると思います。

登録された支援団体内で，その地域で高齢者が満足できるごみ出し支援が必要となるのは，通常，ステー

ション収集の場合ですけれども，個別収集が行われている地方公共団体であっても，家族やホームヘル

パーによる支援が行われている場合，当該支援者がごみの収集時間や曜日に都合をつけることが難しい

場合とあります。 

 こうした事情に応える方法として，指定日以外のごみ出しができるように，一戸建て住宅には，行政

が指定する排出容器を貸し出し，現在も一戸建ての方が家の前に出されているところもあると思います

けれども，集合住宅など集積所がある場合は，行政指定のシールの配布を行って，排出指定日以外の日

に生活支援を行う家族やホームヘルパー等がごみ出しを行うことを可能にしている地方公共団体もあり

ます。衣装ケースのような箱にシールを貼って，行政が指定しているというシールを貼って分かるよう

にしているということです。様々な支援の方法もありますので，ほかの自治体を参考にして，地域の実

情，奄美市においてもそれぞれ地域で違ってくると思いますので，地域の実情に合わせて高齢者が住み

やすい環境を整えるようお願いして，この質問は終わります。 

 次の質問に移ります。ケアマネジャーの業務過多について，①本市におけるケアマネジャーの現状に

ついて伺います。御答弁お願いいたします。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，本市におけるケアマネジャーの現状についてお答えさせていただき

ます。ケアマネジャーは，要介護者や要支援者の相談や心身の状況に応じてケアプランを作成し，適切

な支援が受けられるよう，サービス提供事業者等と連絡調整をすることが本来の業務とされております。

しかし，現状は，本来の業務以外のことも多く担っており，全国的にケアマネジャーの業務改善や人材

確保が課題と言われております。 

 そのような状況の中，本市では，ケアマネジャー業務の現状を把握するため，令和５年９月に，市内

の居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーを対象としたアンケートを実施いたしております。ア

ンケートの結果，「ケアマネジャーの仕事にやりがい・働きがいを感じていますか」との設問では，「仕

事にやりがい・働きがいを感じる」との回答が９８パーセントある一方で，「働く上で負担や不安を感

じること」との設問には，６８パーセントが「精神的にきつい」と回答いたしておりました。「業務に

際して困っている，負担と感じていること」の設問では，６８パーセントが「ケアマネジャー業務以外

の業務量が多過ぎる」，「業務範囲が不明確」と回答され，５０パーセントは「夜間や休日の相談対応」

と回答いたしており，ケアマネジャーの業務負担の大きさがかいま見える結果となった次第でございま

す。年代構成を見ますと，７５パーセントが５０代以上であり，ケアマネジャーとしての経験年数では，

１０年以上の人が６３パーセントとなっております。これに関しましては，事業者からも，新たなケア

マネジャーを募集しても応募がなかなか来ないなどの声も聞こえておりますので，新たな人材確保も課

題となっております。以上でございます。 
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信島賢誌 市民環境部長  高齢者に対します今後のごみ出し支援につきましては，今後ますます高齢化が

進む本市におきましても大きな課題の一つだと考えているところでございます。今後の対応といたしま

しては，議員御案内の高齢者のごみ出し支援手引を参考にしながら，まずは地域の実情の把握に努め，

環境部門のみならず，福祉部門や自治会，ＮＰＯ法人など，地域コミュニティーとも情報を共有しなが

ら，迅速に対応してまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと存じます。以上でございま

す。 

 

大庭梨香 議員（８番）  ありがとうございます。御答弁いただきました。本当に迅速な対応が求められ

るというふうに思います。各地域から，そして，高齢者からのお声をしっかり聞いていただきたいとい

うふうに思います。本当に今後ますます，ごみ出し支援については必要なことだというふうに思います。

環境省が出されている，先ほど御案内がありましたけれども，高齢者のごみ出し支援手引を活用して，

どのタイプが本市にとって活用できるのか検討していただきたいと思います。支援のタイプ別について

は，コミュニティー支援型，そして，支援団体に補助金等で支援する仕組みを活用ができると思います。

登録された支援団体内で，その地域で高齢者が満足できるごみ出し支援が必要となるのは，通常，ステー

ション収集の場合ですけれども，個別収集が行われている地方公共団体であっても，家族やホームヘル

パーによる支援が行われている場合，当該支援者がごみの収集時間や曜日に都合をつけることが難しい

場合とあります。 

 こうした事情に応える方法として，指定日以外のごみ出しができるように，一戸建て住宅には，行政

が指定する排出容器を貸し出し，現在も一戸建ての方が家の前に出されているところもあると思います

けれども，集合住宅など集積所がある場合は，行政指定のシールの配布を行って，排出指定日以外の日

に生活支援を行う家族やホームヘルパー等がごみ出しを行うことを可能にしている地方公共団体もあり

ます。衣装ケースのような箱にシールを貼って，行政が指定しているというシールを貼って分かるよう

にしているということです。様々な支援の方法もありますので，ほかの自治体を参考にして，地域の実

情，奄美市においてもそれぞれ地域で違ってくると思いますので，地域の実情に合わせて高齢者が住み

やすい環境を整えるようお願いして，この質問は終わります。 

 次の質問に移ります。ケアマネジャーの業務過多について，①本市におけるケアマネジャーの現状に

ついて伺います。御答弁お願いいたします。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，本市におけるケアマネジャーの現状についてお答えさせていただき

ます。ケアマネジャーは，要介護者や要支援者の相談や心身の状況に応じてケアプランを作成し，適切

な支援が受けられるよう，サービス提供事業者等と連絡調整をすることが本来の業務とされております。

しかし，現状は，本来の業務以外のことも多く担っており，全国的にケアマネジャーの業務改善や人材

確保が課題と言われております。 

 そのような状況の中，本市では，ケアマネジャー業務の現状を把握するため，令和５年９月に，市内

の居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーを対象としたアンケートを実施いたしております。ア

ンケートの結果，「ケアマネジャーの仕事にやりがい・働きがいを感じていますか」との設問では，「仕

事にやりがい・働きがいを感じる」との回答が９８パーセントある一方で，「働く上で負担や不安を感

じること」との設問には，６８パーセントが「精神的にきつい」と回答いたしておりました。「業務に

際して困っている，負担と感じていること」の設問では，６８パーセントが「ケアマネジャー業務以外

の業務量が多過ぎる」，「業務範囲が不明確」と回答され，５０パーセントは「夜間や休日の相談対応」

と回答いたしており，ケアマネジャーの業務負担の大きさがかいま見える結果となった次第でございま

す。年代構成を見ますと，７５パーセントが５０代以上であり，ケアマネジャーとしての経験年数では，

１０年以上の人が６３パーセントとなっております。これに関しましては，事業者からも，新たなケア

マネジャーを募集しても応募がなかなか来ないなどの声も聞こえておりますので，新たな人材確保も課

題となっております。以上でございます。 
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大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。ケアマネジャーの過剰な業務負担が問題になっていま

すけれども，厚労省の有識者検討会が，昨年１２月，負担軽減に向けた議論を重ねているようです。私

もケアマネジャーさんの方々からそのような御相談もたくさん受けており，申請に要する業務や時間外

の業務が多いということ，今，部長がおっしゃられたような業務過多ということでお話が上っています。

精神的にもメンタル的にもきついというようなお話も聞いております。 

 それでは，次の質問に移ります。②業務過多の原因について伺いたいと思います。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，お答えさせていただきます。ケアマネジャーの業務過多につきまし

ては，身寄りのない高齢者や近くに家族がいない高齢者が増える中で，ケアマネジャーが家族の代わり

とみなされることも多く，本市が行ったアンケート結果によると，ケアマネジメント業務以外の業務や

夜間・休日を問わない対応を迫られる状況にあることが大きな原因の一つと考えられます。また，先ほ

ど大庭議員からもございましたけれども，書類の多さや煩雑な事務作業，ケアマネジャーの資格更新に

係る法定研修に要する労力や時間等についても負担になっているとの意見を頂いております。以上でご

ざいます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。奄美市においては，少し業務を軽減されるような方策

も取られていまして，私が御相談に行ったときに，ケアマネジャーさんだけではなく，住宅改修などの

申請書作成等については，住環境コーディネーターさんが作成するようなことも了解ということでオー

ケーされていまして，ほかの市町村ではないことなので，これはすごく軽減が図れておられる内容だな

というふうに思いまして，大変ありがたいことだと思います。しかしながら，通院の送迎から行政手続

など緊急を要することなど，単身の高齢者が増える中で，家族の代わりに病院まで付き添うなどのケア

マネの献身によって支えられていると考えます。先ほど部長のほうからおっしゃっていたアンケートの

結果，９８パーセントの方がこういう大変な状況でもやりがいがあるというふうに感じているというこ

とですけれども，その反面，業務が多くて精神的にも負担があるというふうに私のほうも伺っておりま

す。これらの現状をしっかりと受け止めて，処遇改善やケアマネの業務整理をする必要性が必要だとい

うふうに思います。介護保険は，これまでしっかりと支えていただいた重要な要であるケアマネジャー

さんの業務負担の改善につなげるように，ぜひ今後も取り組んでいただきたいと思いますので，どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは，次の質問に移ります。２，教育行政につきまして，（１）避難所としての体育館空調整備

について，災害時に地域住民の避難所となる学校体育館の防災機能強化の推進について質問いたします。

公明党奄美市議団においても，令和７年度予算要望させていただいておりますが，奄美市において，学

校や社会体育施設の体育館の空調設備は整備がされていない状態です。学校の体育館は子どもたちの教

育の場であり，災害時には地域の避難所としても重要な役割を担います。冷暖房空調の整備を加速させ，

児童生徒に加えて，避難時も安心して過ごせるようにすることが大切だと思います。 

 それでは，質問させていただきます。①新年度における整備計画について伺います。整備計画はござ

いますか。そしてまた，整備についてどのような議論をこれまで行いましたか。御答弁お願いいたしま

す。 

 

正本英紀 教育部長  それでは，議員の質問にお答えいたします。まず初めに，避難所として指定のある

学校を含めた本市公立学校の体育館空調設備の整備状況について，現状を申し上げます。現在，本市公

立学校の体育館において，空調設備が整備されている体育館はございません。公立小中学校体育館への

空調設備設置率は，昨年９月の国の調査においても，全国で１８．９パーセント，県内では１．２パー

セントと低い状況でございます。 

 国の新たな助成制度を踏まえた新年度における整備計画を伺うとのことでございますが，新年度にお

― 27 ― 

いて，本市公立学校体育館への空調設備整備に関する計画はございません。また，避難所として指定の

ある社会体育施設の体育館４施設，名瀬総合体育館，旧県立大島工業高校体育館，奄美体験交流館，太

陽が丘総合体育館におきましても，公立学校同様に計画はないところでございます。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。国・県においてもまだまだ整備がされていない状況で

すけれども，これから加速されていくというふうに思っております。 

 では，関連しますので，早速，次の質問に移ります。②整備における国・県の補助率について伺いま

す。 

 

正本英紀 教育部長  議員御案内のとおり，災害時の避難所となる体育館への空調設備整備の加速化を目

的に，国は，令和６年度補正予算において空調設備整備臨時特例交付金を新設しております。この交付

金は，従来の学校施設環境改善交付金の中に，避難所となる学校体育館に限定して創設されたもので，

主に４つの特例措置が設けられております。１つ目が，補助率の算定割合について，３分の１から２分

の１に引き上げるということ，２つ目が，事業対象期間は令和１５年度までの時限措置であること，３つ

目が，施設の断熱性の確保について，従来は空調整備と同時に行う必要があったが，後年度での実施も

可能ということ，４つ目が，補助単価を従来の空調設備単価１平方メートル当たり約３万５，０００円

から約５万３，０００円，およそ１．５倍に引き上げるということなどでございます。 

 また，国の地方財政措置におきましては，新年度から小中学校の体育館等の空調設備に係る光熱費に

ついて，設置状況に応じて普通交付税で算定することとなっております。社会体育施設の体育館への空

調設備整備につきましては，令和６年度から令和７年度までの間における空調整備工事に当たっては，

補助率が２分の１となっております。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。２０２４年度国の補正予算で，学校体育館の空調整備

に７７９億円が計上されて，空調を整備する自治体への空調設備整備臨時特例交付金の新設，そして，

関連工事を含めた費用の２分の１の補助などが確定しております。国の予算が確保されたわけですので，

あとは自治体が連携して，直ちに学校の空調整備を進めるときです。国も１５年かけて小中学校の体育

館の空調整備の整備率を９５パーセントに引き上げることを目標にしております。ぜひ実現してほしい

と思います。それは，せっかく新たな交付金や補助金を活用して整備を進めるわけですから，単純に従

来の一般的な体育館型のエアコンを設置すればよいという発想ではなく，本市の学校体育館への空調設

備は，空調効率の最適化や導入時のコストだけでなく，ランニングコストの比較，そして，さらには，

２０５０年のカーボンニュートラル達成に向けた脱炭素化に資する設備など，最新の技術や先進的な導

入例についてもしっかりと研究して比較・検討するべきだというふうに思います。 

 また，空調設備については，様々な検討が必要だとも思っております。例えば，一般的なつり下げパ

ッケージエアコンや床置きパッケージエアコンだと，一定時間ごとに空気の入替えが必要になり，空調

効率が犠牲になりますけれども，置き換え空調方式を採用した空冷パッケージエアコンだと，外気

１００パーセント導入で，窓開けによる換気が不要になります。短時間で冷暖房された空気が体育館の

隅々まで行き渡ります。また，災害時には，多くの場合，奄美は特に停電が多いですけれども，停電が

想定されます。避難所となった体育館にはエアコンがあっても，停電で稼働しなければ意味がありませ

ん。電力の復旧が長期化する場合もあります。平時から非常用の発電機の併設を検討することも効果的

だというふうに思います。その際，重油や軽油を燃料とする発電機よりも，災害時において比較的運搬

しやすい，すなわち継続したバックアップが期待できるガス発電機やガス空調設備を検討することも選

択肢の一つだというふうに考えます。 

 それでは，次の質問に移ります。③今後の整備計画について伺います。御答弁お願いいたします。 

 

正本英紀 教育部長  それでは，御質問にお答えいたします。避難所としての学校体育館への空調設備整
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いて，本市公立学校体育館への空調設備整備に関する計画はございません。また，避難所として指定の

ある社会体育施設の体育館４施設，名瀬総合体育館，旧県立大島工業高校体育館，奄美体験交流館，太

陽が丘総合体育館におきましても，公立学校同様に計画はないところでございます。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。国・県においてもまだまだ整備がされていない状況で

すけれども，これから加速されていくというふうに思っております。 

 では，関連しますので，早速，次の質問に移ります。②整備における国・県の補助率について伺いま

す。 

 

正本英紀 教育部長  議員御案内のとおり，災害時の避難所となる体育館への空調設備整備の加速化を目

的に，国は，令和６年度補正予算において空調設備整備臨時特例交付金を新設しております。この交付

金は，従来の学校施設環境改善交付金の中に，避難所となる学校体育館に限定して創設されたもので，

主に４つの特例措置が設けられております。１つ目が，補助率の算定割合について，３分の１から２分

の１に引き上げるということ，２つ目が，事業対象期間は令和１５年度までの時限措置であること，３つ

目が，施設の断熱性の確保について，従来は空調整備と同時に行う必要があったが，後年度での実施も

可能ということ，４つ目が，補助単価を従来の空調設備単価１平方メートル当たり約３万５，０００円

から約５万３，０００円，およそ１．５倍に引き上げるということなどでございます。 

 また，国の地方財政措置におきましては，新年度から小中学校の体育館等の空調設備に係る光熱費に

ついて，設置状況に応じて普通交付税で算定することとなっております。社会体育施設の体育館への空

調設備整備につきましては，令和６年度から令和７年度までの間における空調整備工事に当たっては，

補助率が２分の１となっております。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。２０２４年度国の補正予算で，学校体育館の空調整備

に７７９億円が計上されて，空調を整備する自治体への空調設備整備臨時特例交付金の新設，そして，

関連工事を含めた費用の２分の１の補助などが確定しております。国の予算が確保されたわけですので，

あとは自治体が連携して，直ちに学校の空調整備を進めるときです。国も１５年かけて小中学校の体育

館の空調整備の整備率を９５パーセントに引き上げることを目標にしております。ぜひ実現してほしい

と思います。それは，せっかく新たな交付金や補助金を活用して整備を進めるわけですから，単純に従

来の一般的な体育館型のエアコンを設置すればよいという発想ではなく，本市の学校体育館への空調設

備は，空調効率の最適化や導入時のコストだけでなく，ランニングコストの比較，そして，さらには，

２０５０年のカーボンニュートラル達成に向けた脱炭素化に資する設備など，最新の技術や先進的な導

入例についてもしっかりと研究して比較・検討するべきだというふうに思います。 

 また，空調設備については，様々な検討が必要だとも思っております。例えば，一般的なつり下げパ

ッケージエアコンや床置きパッケージエアコンだと，一定時間ごとに空気の入替えが必要になり，空調

効率が犠牲になりますけれども，置き換え空調方式を採用した空冷パッケージエアコンだと，外気

１００パーセント導入で，窓開けによる換気が不要になります。短時間で冷暖房された空気が体育館の

隅々まで行き渡ります。また，災害時には，多くの場合，奄美は特に停電が多いですけれども，停電が

想定されます。避難所となった体育館にはエアコンがあっても，停電で稼働しなければ意味がありませ

ん。電力の復旧が長期化する場合もあります。平時から非常用の発電機の併設を検討することも効果的

だというふうに思います。その際，重油や軽油を燃料とする発電機よりも，災害時において比較的運搬

しやすい，すなわち継続したバックアップが期待できるガス発電機やガス空調設備を検討することも選

択肢の一つだというふうに考えます。 

 それでは，次の質問に移ります。③今後の整備計画について伺います。御答弁お願いいたします。 

 

正本英紀 教育部長  それでは，御質問にお答えいたします。避難所としての学校体育館への空調設備整

− 66− − 67−



― 28 ― 

備に当たりましては，まず，災害時における利活用に加え，教育活動時における効率的な運用のルール

を整備する必要があるものと考えております。その上で，初期投資や断熱性能の確保，電気容量の増設

など，整備に要する事業費，概算の算定，電気料金や修繕費用などのランニングコストの想定，さらに，

対象施設が多いことから，長期的・年次的な計画に基づく必要がございます。一方で，学校施設整備事

業全体では，長寿命化計画に基づいた老朽化対策をはじめ，電気設備・給排水衛生設備の更新など，教

育環境の向上に資する多くの事業を進めているところでございます。このようなことから，現在のとこ

ろ，学校体育館への空調設備整備につきまして今後の具体的な整備計画はございませんが，議員御案内

の国の新たな助成制度を活用した財源確保も含め，他市町村の状況なども注視してまいりたいと考えて

おりますので，御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

 また，避難所として指定のある社会体育施設の体育館につきましても，社会体育施設全般に係る修繕

計画や限られた財源の中での優先度の整理など求められることから，現時点におきましては具体的な計

画はないところでございますので，御理解方よろしくお願いいたします。 

 

大庭梨香 議員（８番）  具体的な整備計画はないということで理解してよろしいですね。近年は，奄美

もそうですけれども，かなり寒い時期がありました。日中でも１２度を下回ることもありました。そし

て，猛暑日もかなり多かったと思います。これから先も猛暑日がどんどん増えていくかなというふうに

思います。全国的にもそのような状況です。学校施設には，空調を整備する重要性が高まっているとい

うふうに思います。緊急性，優先順位ということで考えますと，優先順位の上に上がってくるのではな

いかなというふうに思いますので，考えていただきたいと思います。２０１８年には，夏には学校で小

学生が熱中症で亡くなるという痛ましい事故も起きています。 

 また，激甚化・頻発化する自然災害において，避難所となる体育館に空調設備が整備されていないこ

となどから，被災後の避難生活の疲労やストレスで亡くなる災害関連死の割合も残念ながら増加してい

ます。現在のところ，本市においては，石川県で発災した長期的な避難所開設はありませんけれども，

今後，想定した長期避難の対策をしていく必要があります。全国の被災地の様子を見て，本市において

もしっかりと想定していかなければならないと思います。大船渡市の山林火災も想定外の事態が起こっ

ております。１週間と長引き，４，０００人の方が避難している状況があります。災害はいつどのよう

に起こるか分かりません。計画的に進めていただきたいと思います。 

 市長にはぜひともお考えをお聞きしたいのですが，国が加速化して推し進めている中で，本市の避難

所として指定されている小中学校の体育館，避難所の体育館へ空調設備を設置することを計画して進め

ていくようなお考えはないのか。市長の見解を伺います。御答弁お願いいたします。 

 

安田壮平 市長  御質問ありがとうございました。確かに，避難所に指定されている小中学校の体育館に

こういった空調があれば，避難してきた方々の快適性・利便性などに資するというのは重々承知してい

るところであります。ただ，多額の費用がかかるということももう厳然たる事実としてあって，そうい

う観点からもなかなか国全体，そして県全体でも設置が思うように進んでいない状況だというふうに思

っております。 

 そういった国の新しい補助制度というのは非常にありがたいのですけれども，その一方で，２分の１の

自己負担もあることでありますので，そこはしっかり今後考えていかないといけませんし，また，避難

所の運営という意味では，例えばですけれども，学校の教室などには，おおむね普通教室などにはおお

むねエアコンが設置されているわけですので，そこは子どもたちの授業の障害にならないというのが前

提ではありますけれども，そういった柔軟な運用・活用ということも含めて，避難所の質の向上という

のを地域全体で今後も図っていきたいというふうに思いますので，御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  市長，御答弁ありがとうございます。国が進めているわけですけど，市として
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しっかりと取り組んでいかなければならないと思います。まず，全学校だけではなく少しずつ，例えば

交流館，住用地区でしたら交流館のほうの社会の体育館施設ですけれども，そのように地域ごとに考え

ていくということも，優先度を考えながら計画を進めていく必要性があるのではないかなというふうに

思います。教室にはエアコンが設置されておりますけれども，長引くと授業が停滞してしまうとかいろ

んな状況がありますので，ぜひ，各地区の避難所指定されている体育館にもう計画的に空調整備を進め

ていかれるようにお願いしたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。（２）本市におけるＩＣＴの活用状況についてですが，本市においても令和２年

度からＧＩＧＡスクール構想に基づき，児童生徒・教員用に端末を配付し，ＡＩドリルを全ての小中学

校で導入され，学校や家庭において学習支援・学力向上に活用されていることと思います。まず初めに，

本市における学校ごとの取組状況について伺います。御答弁お願いいたします。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。本市では，「ロイロノート」と呼ばれる授業支援

ソフトと「ｎａｖｉｍａ」と呼ばれるＡＩドリルの２つのソフトを使用しております。「ロイロノート」

は，自分の考えをまとめ，自分の考えと友達の考えを比較した上で意見の交流を図り，自分の考えをさ

らに高めるために有効なソフトであります。また，ＡＩドリル「ｎａｖｉｍａ」につきましては，児童

生徒が自身のペースで力量に応じた問題に取り組むことができるソフトであります。各学校における「ロ

イロノート」とＡＩドリル「ｎａｖｉｍａ」の使用率につきましては１００パーセントとなっておりま

す。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。本市におけるＩＣＴの活用が図られていることがよく

分かりましたけれども，児童生徒の宅習などで，家庭学習にタブレットの自宅持ち帰りについても，同

様に１００パーセントとのことでよろしいでしょうか。お伺いいたします。 

 

正本英紀 教育部長  議員の御質問にお答えします。すいません，手元に資料のほうはないんですが，

１００パーセントではなく，学校によって，持ち帰ったときの機器の損傷とかそういうようなことを不

安視して，若干，持ち帰りができていないところもありますけど，教育委員会，本市としては，ぜひ持

ち帰りをして，家庭のほうでも学習とかができるような環境を推進しているところでございます。以上

でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。学校によって差があるという現状ということで理解さ

せていただきました。 

 関連して，次の質問に移ります。ＩＣＴの活用は，学習の効率化と個別最適化，教師の負担軽減と指

導の質向上など，多くの利点がある一方で，ネットワーク環境の整備や教員のＩＣＴ活用スキル向上，

そして，ＩＣＴの依存や情報リテラシーの低下などの課題があり，課題を解決しながら，より効果的な

活用方法を模索していくことが重要となります。②本市におけるＩＣＴ活用の効果について伺います。

御答弁お願いいたします。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。児童生徒への効果としましては，ＩＣＴを活用す

ることで自分の苦手な内容を繰り返し復習することができ，自分の学習進度に合わせて学習することが

できます。また，自分と友達の意見を整理しながら，自分の考えを深め，新しい考えをつくり出すなど

の効果的な学習活動を行うことができます。さらに，授業の中で繰り返しＩＣＴ機器を活用することで，

ＩＣＴスキルの向上を図ることができます。 

 また，教員の効果としましては，児童生徒が学習した内容をタブレット端末に保存することができ，

過去に学習した内容をいつでも振り返りながら授業を進めることができます。また，教科書に附属され

ている二次元コードから動画を見ることができ，学習内容の説明をより分かりやすくすることもできま
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しっかりと取り組んでいかなければならないと思います。まず，全学校だけではなく少しずつ，例えば

交流館，住用地区でしたら交流館のほうの社会の体育館施設ですけれども，そのように地域ごとに考え

ていくということも，優先度を考えながら計画を進めていく必要性があるのではないかなというふうに

思います。教室にはエアコンが設置されておりますけれども，長引くと授業が停滞してしまうとかいろ

んな状況がありますので，ぜひ，各地区の避難所指定されている体育館にもう計画的に空調整備を進め

ていかれるようにお願いしたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。（２）本市におけるＩＣＴの活用状況についてですが，本市においても令和２年

度からＧＩＧＡスクール構想に基づき，児童生徒・教員用に端末を配付し，ＡＩドリルを全ての小中学

校で導入され，学校や家庭において学習支援・学力向上に活用されていることと思います。まず初めに，

本市における学校ごとの取組状況について伺います。御答弁お願いいたします。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。本市では，「ロイロノート」と呼ばれる授業支援

ソフトと「ｎａｖｉｍａ」と呼ばれるＡＩドリルの２つのソフトを使用しております。「ロイロノート」

は，自分の考えをまとめ，自分の考えと友達の考えを比較した上で意見の交流を図り，自分の考えをさ

らに高めるために有効なソフトであります。また，ＡＩドリル「ｎａｖｉｍａ」につきましては，児童

生徒が自身のペースで力量に応じた問題に取り組むことができるソフトであります。各学校における「ロ

イロノート」とＡＩドリル「ｎａｖｉｍａ」の使用率につきましては１００パーセントとなっておりま

す。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。本市におけるＩＣＴの活用が図られていることがよく

分かりましたけれども，児童生徒の宅習などで，家庭学習にタブレットの自宅持ち帰りについても，同

様に１００パーセントとのことでよろしいでしょうか。お伺いいたします。 

 

正本英紀 教育部長  議員の御質問にお答えします。すいません，手元に資料のほうはないんですが，

１００パーセントではなく，学校によって，持ち帰ったときの機器の損傷とかそういうようなことを不

安視して，若干，持ち帰りができていないところもありますけど，教育委員会，本市としては，ぜひ持

ち帰りをして，家庭のほうでも学習とかができるような環境を推進しているところでございます。以上

でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。学校によって差があるという現状ということで理解さ

せていただきました。 

 関連して，次の質問に移ります。ＩＣＴの活用は，学習の効率化と個別最適化，教師の負担軽減と指

導の質向上など，多くの利点がある一方で，ネットワーク環境の整備や教員のＩＣＴ活用スキル向上，

そして，ＩＣＴの依存や情報リテラシーの低下などの課題があり，課題を解決しながら，より効果的な

活用方法を模索していくことが重要となります。②本市におけるＩＣＴ活用の効果について伺います。

御答弁お願いいたします。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。児童生徒への効果としましては，ＩＣＴを活用す

ることで自分の苦手な内容を繰り返し復習することができ，自分の学習進度に合わせて学習することが

できます。また，自分と友達の意見を整理しながら，自分の考えを深め，新しい考えをつくり出すなど

の効果的な学習活動を行うことができます。さらに，授業の中で繰り返しＩＣＴ機器を活用することで，

ＩＣＴスキルの向上を図ることができます。 

 また，教員の効果としましては，児童生徒が学習した内容をタブレット端末に保存することができ，

過去に学習した内容をいつでも振り返りながら授業を進めることができます。また，教科書に附属され

ている二次元コードから動画を見ることができ，学習内容の説明をより分かりやすくすることもできま
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す。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。児童生徒の繰り返し反復学習であるとか，共同学習，

そして，二次元で動画を見ながら学習ができる等の大変効果的ということで，理解をさせていただきま

した。 

 それでは，関連しますので，次の質問に移ります。県教育委員会は，２０２４年度から，県独自の学

力調査を学習端末で出題・回答する新方式「ＣＢＴ」に切り替え，教員の負担軽減だけでなく，児童生

徒は結果を早く知ることで学習に生かしやすくなるようです。その反面，様々な課題もあるようです。

③県学力調査における学習用端末による対応状況について伺います。御答弁お願いいたします。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。鹿児島学力・学習状況調査における機器の整備に

ついてですが，本調査は令和６年度から全てタブレット端末を使用して調査に取り組む形態となりまし

たので，本市では，全ての学校のタブレット端末及びキーボードを整備して対応を図り，本調査を実施

しております。以上でございます。 

 

大庭梨香 議員（８番）  御答弁いただきました。ＩＣＴを活用することによって，効果については大変

よく分かりました。成績向上や教職員の業務軽減につながっているということで，しかし，デジタル格

差やインターネットの依存などに対しての適切な利用ができる体制づくりの必要性とか，教師のＩＣＴ

のスキル向上などの課題についても，課題解決に向けて取り組んでいただきたいというふうに思います。

１００パーセントの活用とのことですけれども，学校によって差が生じないように，教員研修の実施や，

管理職や担当教職員に向けた研修をしていただきたいと思います。本市のＧＩＧＡスクールの構想の推

進をしっかりと進めていただけるようにお願いしたいと思います。また，保護者の方々から，自宅学習

について，タブレット持ち帰りがほとんどないということで，学力低下も懸念されるという御意見もあ

りましたので，お伝えしておきます。 

 本市では，タブレットを導入して５年が経過しております。ＩＣＴを取り入れることによって様々な

教育効果が期待できます。不登校児童生徒が増加する中にあって，ＩＣＴを活用した取組なども早急に

進めていく必要があります。誰一人取り残されない教育支援をお願いしたいと思います。先ほど，県学

力調査におきましては，県全体の不具合ということで，アクセスが集中したことによって不具合が出た

ということですけれども，県全体の問題の解消につなげていかなければならない事態でありますので，

ヒアリングのときの翌日，もう一回試験をするなど，調査をするなど，そういうふうな取組をして，特

にあと問題はなかったということでお話がありましたけれども，しっかりとこのＩＣＴを活用した取組

を児童生徒が困らないような形で進めていただきたいと思いますし，誰一人取り残さない教育支援をお

願いしたいと思います。このことも，主体的な学びと学力向上や教員への働き方改善につながるものだ

と思っておりますので，引き続きよろしくお願いいたします。以上で私の質問を終わります。ありがと

うございました。 

 

奥 輝人 議長  以上で，公明党 大庭梨香議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時１８分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午後２時４０分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 無所属 盛 剛議員の発言を許可いたします。 

 

盛 剛 議員（１０番）  市民の皆さん，議場の皆さん，インターネット中継を御覧の皆さん，こんにち

は。私が無所属の盛 剛でございます。今度で６回目の一般質問になります。質疑に先立ち，少々所見
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を述べさせていただきます。 

 市議会就任から１年３か月が過ぎました。この間，多くの人と出会い，島唄の唄にもあるように，「う

がまんちゅむ うがでぃ知りゅり 神ぬ引き合わせに うがまん人も うがんでぃ知りゅり」，歌詞の

とおり，多くの人と接する機会に恵まれました。そのたびに自分の至らない部分に気づかされる毎日で

あります。私がこの議場に登場するということも，神の引き合わせに何か意味があってのことかもしれ

ません。人生は上り坂もあれば下り坂もあります。そして，まさかという予想できないこともあります。

これは，小泉総理大臣が総裁選のときに演説していた，その言葉であります。人生はまさかまさかの連

続であります。議員たるもの，そのまさかに備えて日々勉強して，精進して，人と交わりながらも，世

におもねることなく，正しいことは正々堂々とこの議場で議論して，正しい方向性を見いださなければ

なりません。 

 今回は，私の周りでじかに起きたこと，話題になっていること，見聞したこと，見たまま，感じたま

まの奄美市の課題を取り上げました。具体的な質問に入る前に，今月３月で退職される方々へ，これま

での市政発展に長年尽力され，心から敬意を表する次第であります。これまでの行政経験を第二の人生

に生かして社会貢献してください。 

 それでは，早速，具体的な質問に入らせていただきます。（１）市長の政治姿勢について，（１）で

す。今年１１月で任期満了を迎えるに当たり，市長就任時に掲げた政治公約の達成度を伺います。 

 答弁を受ける前に，政治は有権者に認められなければなりません。民主主義の基本は，民が主であり，

主権者の承認がなければなりません。それが選挙です。選挙投票を判断するときに，候補者の能力，人

間性もさることながら，掲げる政策も重要な要素であります。市長が掲げた政治公約のうち，安田市政

において成就した，安田市政でなければなし得なかったと思える代表的なものは何か伺います。市長が

マニフェストの１から５の段階の中で公表していますが，この場であえて質問いたします。次の質問か

らは，発言席から質問してまいります。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  それでは，盛議員の御質問にお答えします。市長就任時に掲げた政治公約の達成度とい

うことでありますが，私が市長就任時に「明るく やさしく 風通しのよい 未来都市・奄美市」を将

来ビジョンとし，マニフェストにおいて５つの柱８８項目の政策を掲げさせていただきました。この間，

市民の皆様の思いに寄り添い，市民の皆様と何度でも対話し，市民の皆様とともに汗をかく姿勢を貫き，

各地区での市民と市長のふれあい対話の開催など，広く意見を聞き，また，民間の参画を促すとともに，

職員の政策立案能力や挑戦心の向上を図りながら，マニフェストの実現に努めてきたところであります。

マニフェスト達成状況につきましては，各項目においてどの程度取組を進めることができたのかという

視点から，公約に掲げた項目が実現し成果が出ているものを５，取組が前進しているものを４，従来の

取組の拡充・改善や新たな取組への具体的な着手が進められているものを３，制度の検討が進められて

いるものを２，制度研究などを進める必要があるものを１と，５段階で毎年度進捗状況を評価している

ところです。令和５年度マニフェスト実施状況の評価では，８８項目のうち７９項目が３以上の評価で

あり，おおむね９割は具体的な取組に着手ができているものと考えております。 

 これらの中で，特に独自のカラーを打ち出して達成した代表的な項目としましては，まず１点目，次

世代を育む好循環を生み出す育てる地域づくりの観点から，子どもを欲しいという希望に寄り添う未来

応援はぐくみプロジェクトやＩＣＴ・情報通信技術の積極的な活用による小中学生の学力向上に向けた

取組，地域おこし協力隊の配置も含めた総合的な空き家対策や移住支援があります。２点目に，持続可

能に稼ぐ地域づくりの観点から，アフターコロナを受けて観光面で新たな価値を提供するためのつなぐ

未来へ「観光×環境保全」促進助成事業やユニバーサルツーリズム，ワーケーション誘致などへの支援

のほか，国の観光庁の事業である地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業採択に

よる市内宿泊施設のリニューアル支援やマングローブパークなど，本市観光施設のリニューアル，各産
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を述べさせていただきます。 

 市議会就任から１年３か月が過ぎました。この間，多くの人と出会い，島唄の唄にもあるように，「う

がまんちゅむ うがでぃ知りゅり 神ぬ引き合わせに うがまん人も うがんでぃ知りゅり」，歌詞の

とおり，多くの人と接する機会に恵まれました。そのたびに自分の至らない部分に気づかされる毎日で

あります。私がこの議場に登場するということも，神の引き合わせに何か意味があってのことかもしれ

ません。人生は上り坂もあれば下り坂もあります。そして，まさかという予想できないこともあります。

これは，小泉総理大臣が総裁選のときに演説していた，その言葉であります。人生はまさかまさかの連

続であります。議員たるもの，そのまさかに備えて日々勉強して，精進して，人と交わりながらも，世

におもねることなく，正しいことは正々堂々とこの議場で議論して，正しい方向性を見いださなければ

なりません。 

 今回は，私の周りでじかに起きたこと，話題になっていること，見聞したこと，見たまま，感じたま

まの奄美市の課題を取り上げました。具体的な質問に入る前に，今月３月で退職される方々へ，これま

での市政発展に長年尽力され，心から敬意を表する次第であります。これまでの行政経験を第二の人生

に生かして社会貢献してください。 

 それでは，早速，具体的な質問に入らせていただきます。（１）市長の政治姿勢について，（１）で

す。今年１１月で任期満了を迎えるに当たり，市長就任時に掲げた政治公約の達成度を伺います。 

 答弁を受ける前に，政治は有権者に認められなければなりません。民主主義の基本は，民が主であり，

主権者の承認がなければなりません。それが選挙です。選挙投票を判断するときに，候補者の能力，人

間性もさることながら，掲げる政策も重要な要素であります。市長が掲げた政治公約のうち，安田市政

において成就した，安田市政でなければなし得なかったと思える代表的なものは何か伺います。市長が

マニフェストの１から５の段階の中で公表していますが，この場であえて質問いたします。次の質問か

らは，発言席から質問してまいります。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  それでは，盛議員の御質問にお答えします。市長就任時に掲げた政治公約の達成度とい

うことでありますが，私が市長就任時に「明るく やさしく 風通しのよい 未来都市・奄美市」を将

来ビジョンとし，マニフェストにおいて５つの柱８８項目の政策を掲げさせていただきました。この間，

市民の皆様の思いに寄り添い，市民の皆様と何度でも対話し，市民の皆様とともに汗をかく姿勢を貫き，

各地区での市民と市長のふれあい対話の開催など，広く意見を聞き，また，民間の参画を促すとともに，

職員の政策立案能力や挑戦心の向上を図りながら，マニフェストの実現に努めてきたところであります。

マニフェスト達成状況につきましては，各項目においてどの程度取組を進めることができたのかという

視点から，公約に掲げた項目が実現し成果が出ているものを５，取組が前進しているものを４，従来の

取組の拡充・改善や新たな取組への具体的な着手が進められているものを３，制度の検討が進められて

いるものを２，制度研究などを進める必要があるものを１と，５段階で毎年度進捗状況を評価している

ところです。令和５年度マニフェスト実施状況の評価では，８８項目のうち７９項目が３以上の評価で

あり，おおむね９割は具体的な取組に着手ができているものと考えております。 

 これらの中で，特に独自のカラーを打ち出して達成した代表的な項目としましては，まず１点目，次

世代を育む好循環を生み出す育てる地域づくりの観点から，子どもを欲しいという希望に寄り添う未来

応援はぐくみプロジェクトやＩＣＴ・情報通信技術の積極的な活用による小中学生の学力向上に向けた

取組，地域おこし協力隊の配置も含めた総合的な空き家対策や移住支援があります。２点目に，持続可

能に稼ぐ地域づくりの観点から，アフターコロナを受けて観光面で新たな価値を提供するためのつなぐ

未来へ「観光×環境保全」促進助成事業やユニバーサルツーリズム，ワーケーション誘致などへの支援

のほか，国の観光庁の事業である地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業採択に

よる市内宿泊施設のリニューアル支援やマングローブパークなど，本市観光施設のリニューアル，各産
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業界における労働力不足対策などに努めてまいりました。３点目に，安心して豊かに暮らせる「守る」

地域づくりの観点から，断らない命と福祉の相談窓口として，つながる相談室の設置やデジタル技術の

活用などによる相談体制の強化，災害時のペット同室避難の推進，また，世界自然遺産活用プラットフ

ォームにより，新たな財源検討委員会の創設や世界自然遺産を活用した「稼ぐ」地域づくり調査事業な

ど，様々な事業展開が図られております。４点目に，市民に身近で頼りになる基盤づくりの観点から，

コロナ禍，また，その後における家計や事業を支援するための経済対策や物価高騰対策，デジタル活用

による行政サービスの向上，ネーミングライツや企業版ふるさと納税による自主財源獲得の取組，ＳＤ

Ｇｓ推進プラットフォームや公共施設等民間提案制度などにおける官民連携・官民共創の推進が挙げら

れるかと思います。 

 これら私が掲げたマニフェストに基づく施策の主なものについて申し上げましたが，今後とも，皆様

の協力を賜りながら，マニフェスト達成に向けて全力で取り組んでまいりたいと存じます。以上でござ

います。 

 

盛 剛 議員（１０番）  市長，どうもありがとうございます。私も市長の全部公約８８まで，全部最後

まで読みました。そして，市長自らが１から５段階まで評価されています。これも私も見ていろいろと

感銘を受けました。その中で私が一番感銘を受けたのが，２４番目の断らない命と福祉の相談窓口を設

置して，弱い立場にある方を徹底して支援する。これ，２４番目に市長が掲げていました。人は皆，老

いていきます。この先の生活は大丈夫だろうか。年とともに，若いときはいいんです，体力があって。

馬力もあって。ですけど，年とともに「この先は大丈夫だろうか」，一抹の不安がよぎります。この世

に生を受けて，前世の明かりを良心のおかげで拝み，生きる喜びを感じながらも，人は等しく終わりを

迎えるわけであります。遅いか早いか，そして，安心して年を取れる社会を，安心して暮らせる社会を

目指さなければなりません。市長，この断らない命，そして，令和７年度の施政方針でもこのような福

祉政策を掲げています。このことについて邁進していただきたい，こう思っての質問であります。それ

では，市長がマニフェストの中で掲げた成果と今後の課題について伺います。重複する部分があります

が，市長の判断で答弁をお願いします。 

 

安田壮平 市長  それではお答えします。まず，成果についてでございますが，先日の施政方針でも申し

上げましたが，私は市長就任以来，風通しのよい地域づくりを目指して，市民と市長のふれあい対話や

官民連携組織の設立を通じ，多様な主体が議論し合う場を設け，市民の皆様から頂いた御意見を生かし

つつ，施策を実行してきたほか，令和６年７月に友好都市協定を締結した千葉県芝山町をはじめ，様々

な民間企業や団体などとの連携交流を積極的に進めてまいりました。こうした取組は，バイオガス発電

や情報通信関連企業との立地協定，公共施設等民間提案制度の実施や民間事業者によるキッズスペース

の導入などの実現に至りました。今後とも，官民の連携を推し進め，民間の知恵や力を生かしながら，

地域課題の解決に取り組んでまいりたいと存じます。 

 一方，課題についてでありますが，奄美市総合計画，未来の奄美市づくり計画において，人口減少を

最も重要な課題として位置づけております。人口の減少は簡単に解決できる課題ではございませんが，

この事態を正面から受け止めた上で，社会動態や出生数の増加を図り，人口減少のペースを緩めるとと

もに，人口規模が縮小しても市民の皆様が暮らしたいと思える，また，経済成長できる人口減少に対応

可能な地域を目指して，行政だけではなく，市民や企業と知恵を出し合いながら，各種施策を実行・実

践していき，幸せの島を実現してまいりたいと存じます。以上でございます。 

 

盛 剛 議員（１０番）  市長，答弁ありがとうございます。２月１９日の市長の令和７年度の施政方針

演説で，目を引く項目がありました。これは，２ページの「新たに子ども医療費の対象となる全ての子

どもの窓口負担をゼロにするほか，非課税世帯の給食費無償化や保育体制の充実に取り組みます」と宣

言しています。これは，国会の質疑を見ていましても，国会のほうでも今これが議論されています。先
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陣を切ってこの奄美市で実行・実現してほしいと思います。私の友人の孫に障害を持った方がいて，神

奈川県は治療費が免除されるからということで，神奈川県に引っ越した方がおったんです。今，帰って

きていますけど。そして，それは，実際は奄美市でも実施されていたということなんです。これは分か

らなかったというんです。私はじかにそのことを確かめるために聞いてきましたけど。であるから，子

どもの医療費等，窓口負担をゼロにする，これを率先して実行してください。 

 国会でも高額医療費の問題が議論されています。医療費が負担になって生きることを諦めることがあ

ってはなりません。それをサポート・支援するのが政治・行政の役目であると申し上げ，それでは，今

回の私のこの質問の１項目のメインであります，市長の将来の政治に対する所信を伺います。任期満了

が迫ってきましたが，今後の市長の政治に対する方向性，超高齢化社会の進む中，人口減少に歯止めが

かからず，であれば，どのような奄美市を目指しているか，市長の進退を包含した方向性を示していた

だきたい。 

 

安田壮平 市長  それでは，将来の政治に対する所信についてでございますが，新年度に取り組む施策と

しましては，今，議員もおっしゃったとおり，子育て支援の充実を図るため，新たに子ども医療費の対

象となる全ての子どもの窓口負担をゼロにするほか，非課税世帯の給食費無償化や保育体制の充実を図

ってまいります。持続可能な「かせぐ」地域づくりとして，奄美空港から就航している県外航空路線の

安定的な運航及び航空路線の維持や市民の認知度向上並びに利用促進を図るため，県外就航路線利用促

進事業や奄美大島における生産農家の高収益化の実現に向けて，あまみフルーツアイランド確立事業を

実施してまいります。安心して豊かに暮らせる「まもる」地域づくりとして，診療所の閉院により市民

が今後の医療に対して不安を抱いていることから，新たに奄美市医療懇話会や，台風などの荒天時にお

ける食料品の不足に対応するため，新たに食料品ストック機能強化支援事業を実施します。 

 市民に身近で頼りになる基盤づくりとして，公園管理への地域住民の参画や公園の利用ルールの弾力

化を図るため，みんなの公園みんなで育てるプロジェクトや学生など若い世代への支援を拡充するほか，

市制施行２０周年の特別枠を設け，みんなのしまさばくり応援事業を実施します。各種新規拡充事業な

どにしっかりと精力的に取り組み，市民の笑顔あるいは幸福感につながるような取組を目指していきた

いと思います。 

 そして，将来の政治に対する所信についてとの御質問でありましたが，残された任期期間について，

まずはこれらの取組を職員とともに全力で全うすることが私に課せられた使命であると考えております

ので，御理解のほどお願いいたします。 

 

盛 剛 議員（１０番）  市長，どうもありがとうございます。市長の進退ですね，将来の政治，方向性

を示していただきたいと質問したのは，市長の進退を含めた政治の，まだ任期まで仕事を全うするとい

うことですから，十分理解しました。全力投球で任期満了までやっていただきたい。 

 それでは，１の項目，市長の政治姿勢についてはこれで終わって，２の上下水道事業について質問を

移します。上下水道事業について質問に入る前に，この質問に至ったまでの出来事をちょっとばかり時

系列で質問します。１月の７日，ムラタ薬局前で水道管が地表に漏水していました。水道課に電話を入

れましたら，水道課は既に確認済み。その夜，夜間作業で修繕工事をしていました。鉄製管で直径が２０か

ら３０，地下３メートルから４メートルだと思います。その後，１週間ほどで漏水の状態でしたが，完

璧に水漏れは修繕されていました。そして１月の２８日には，埼玉の八潮市で下水道管の腐食が原因で

道路の陥没の重大事故が発生しました。これはもうテレビで報道されていますから，みんな知っている

と思います。２月の５日には，ムラタ薬局前で下水道管の点検作業をしていましたので，いろいろと話

をしている中で，鹿児島から来たということでした。 

 それでは，今述べたことを参考に，①から⑤まで一括して質問します。まず初めに，古見本通りムラ

タ薬局前で水道管の漏水が発生しましたが，その原因を説明されたい。私は実際にこの夜間作業を見て

きました。鉄の管でした。②鉄製水道管の標準耐用年数は何年か伺います。③奄美市の水道管の経過年
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陣を切ってこの奄美市で実行・実現してほしいと思います。私の友人の孫に障害を持った方がいて，神

奈川県は治療費が免除されるからということで，神奈川県に引っ越した方がおったんです。今，帰って

きていますけど。そして，それは，実際は奄美市でも実施されていたということなんです。これは分か

らなかったというんです。私はじかにそのことを確かめるために聞いてきましたけど。であるから，子

どもの医療費等，窓口負担をゼロにする，これを率先して実行してください。 

 国会でも高額医療費の問題が議論されています。医療費が負担になって生きることを諦めることがあ

ってはなりません。それをサポート・支援するのが政治・行政の役目であると申し上げ，それでは，今

回の私のこの質問の１項目のメインであります，市長の将来の政治に対する所信を伺います。任期満了

が迫ってきましたが，今後の市長の政治に対する方向性，超高齢化社会の進む中，人口減少に歯止めが

かからず，であれば，どのような奄美市を目指しているか，市長の進退を包含した方向性を示していた

だきたい。 

 

安田壮平 市長  それでは，将来の政治に対する所信についてでございますが，新年度に取り組む施策と

しましては，今，議員もおっしゃったとおり，子育て支援の充実を図るため，新たに子ども医療費の対

象となる全ての子どもの窓口負担をゼロにするほか，非課税世帯の給食費無償化や保育体制の充実を図

ってまいります。持続可能な「かせぐ」地域づくりとして，奄美空港から就航している県外航空路線の

安定的な運航及び航空路線の維持や市民の認知度向上並びに利用促進を図るため，県外就航路線利用促

進事業や奄美大島における生産農家の高収益化の実現に向けて，あまみフルーツアイランド確立事業を

実施してまいります。安心して豊かに暮らせる「まもる」地域づくりとして，診療所の閉院により市民

が今後の医療に対して不安を抱いていることから，新たに奄美市医療懇話会や，台風などの荒天時にお

ける食料品の不足に対応するため，新たに食料品ストック機能強化支援事業を実施します。 

 市民に身近で頼りになる基盤づくりとして，公園管理への地域住民の参画や公園の利用ルールの弾力

化を図るため，みんなの公園みんなで育てるプロジェクトや学生など若い世代への支援を拡充するほか，

市制施行２０周年の特別枠を設け，みんなのしまさばくり応援事業を実施します。各種新規拡充事業な

どにしっかりと精力的に取り組み，市民の笑顔あるいは幸福感につながるような取組を目指していきた

いと思います。 

 そして，将来の政治に対する所信についてとの御質問でありましたが，残された任期期間について，

まずはこれらの取組を職員とともに全力で全うすることが私に課せられた使命であると考えております

ので，御理解のほどお願いいたします。 

 

盛 剛 議員（１０番）  市長，どうもありがとうございます。市長の進退ですね，将来の政治，方向性

を示していただきたいと質問したのは，市長の進退を含めた政治の，まだ任期まで仕事を全うするとい

うことですから，十分理解しました。全力投球で任期満了までやっていただきたい。 

 それでは，１の項目，市長の政治姿勢についてはこれで終わって，２の上下水道事業について質問を

移します。上下水道事業について質問に入る前に，この質問に至ったまでの出来事をちょっとばかり時

系列で質問します。１月の７日，ムラタ薬局前で水道管が地表に漏水していました。水道課に電話を入

れましたら，水道課は既に確認済み。その夜，夜間作業で修繕工事をしていました。鉄製管で直径が２０か

ら３０，地下３メートルから４メートルだと思います。その後，１週間ほどで漏水の状態でしたが，完

璧に水漏れは修繕されていました。そして１月の２８日には，埼玉の八潮市で下水道管の腐食が原因で

道路の陥没の重大事故が発生しました。これはもうテレビで報道されていますから，みんな知っている

と思います。２月の５日には，ムラタ薬局前で下水道管の点検作業をしていましたので，いろいろと話

をしている中で，鹿児島から来たということでした。 

 それでは，今述べたことを参考に，①から⑤まで一括して質問します。まず初めに，古見本通りムラ

タ薬局前で水道管の漏水が発生しましたが，その原因を説明されたい。私は実際にこの夜間作業を見て

きました。鉄の管でした。②鉄製水道管の標準耐用年数は何年か伺います。③奄美市の水道管の経過年
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数を伺います。何年に布設されて何年たっているか。そして，④奄美市の鉄製水道管の総延長数を伺い

ます。そして，⑤劣化状況・老朽化対策の現況を伺います。この５項目，一括して質問いたします。 

 

川上浩一 上下水道部長  お答えいたします。まず，令和７年１月６日に発生しました古見本通りの漏水

につきましては，布設から６９年が経過しました平田浄水場からつながる基幹管路の老朽化に伴う腐食

が原因となり，突発的に漏水が発生したものと考えております。 

 次に，鋳鉄製水道管の標準耐用年数につきましては，地方公営企業法施行規則により４０年と定めら

れております。ただし，耐久年数につきましては管種により異なりますが，４０年から８０年とされて

おります。なお，令和５年度末までに法定耐用年数の４０年を過ぎた水道管につきましては約８５．９キ

ロメートルで，その割合は全体の約２０パーセントとなっております。 

 続きまして，鋳鉄製水道管の経過年数につきましては，昭和３１年に布設された管が最も古く，布設

後６９年が経過しております。また，鋳鉄製水道管の総延長につきましては，本市全体の水道管の総延

長約４２４キロメートルのうち，約７０キロメートルが鋳鉄製水道管で，その割合は全体の約１６．

５パーセントとなっております。 

 最後に，水道管の劣化状況や老朽化対策につきましては，管自体が道路などに埋設されておりますの

で，目視点検等を行うことはできませんが，浄水場からの流入の監視や漏水探知機等を用いた漏水調査

に加え，管路更新計画に基づき，漏水多発地区の更新を優先的に行うことにより，管路の更新や耐震化

を図っているところでございます。以上です。 

 

盛 剛 議員（１０番）  どうもありがとうございます。ただいま５項目にわたっての質問，一括して質

問して答弁を受けました。これは，⑦の南海トラフ地震の３０年，ここに連結しますので，その前に，

⑥長浜地区で道路陥没が発生した旨聞いていますが，原因は状況を説明されたいと，これ，通告してあ

りますけど，聞き取り調査の中で，単なる道路が隆起したということでしたから，これはもう割愛させ

ていただきます。それでは，この２項目のメインであります⑦南海トラフ地震が今年，３０年以内に発

生，８０パーセントに引き上げられました。市民生活に不可欠のライフラインである上下水道の段階的

な耐震性のパイプに替える必要があると思いますが，計画はあるかないか，これを伺います。 

 

川上浩一 上下水道部長  お答えします。議員御指摘のとおり，水道事業は市民生活に必要不可欠なライ

フラインと認識いたしております。そのライフラインを守るためにも，繰り返しになりますが，管路更

新計画に基づき，漏水多発地区の更新を優先的に行うことにより，管路の更新や耐震化を図っていると

ころでございます。以上です。 

 

盛 剛 議員（１０番）  管路，幹ですね，主になるところの水道管の耐震化を図るということですけど，

これは，実は大きな本管からの引込みのところも，私が借家住まいしているところも漏水が発生したり

して，もうほとんど耐久年度を過ぎて，この漏水は今からあっちこっちで起こるんじゃないかなと予想

されます。ですから，今，私が尋ねた鉄製水道管の総延長８５．９キロメートル，２０パーセントです

か，それ以外は耐震性の塩ビのパイプということですか。私がここでお尋ねしたいのは，この８５．９キ

ロメートル，鉄製，これ地震が来たら，地震が来る前にもうほとんど６９年たっていますから，あっち

こっちで破裂・漏水する可能性があるんです。ですから，これを南海トラフ大地震等が必ず来るという

ことでテレビ報道されていますから，鉄の場合はあんまり鋼鉄で硬いからぽきっと割れたりして，ひび

が入ってそこから噴水するわけです。今は耐震性の塩ビがありますよね。そして，黒く強化するための

弾力になって，上から圧がかかっても地震が来ても曲がっても破裂しないのがあるはずなんです。これ

に替えるべきじゃないかという私の質問であります。計画はあるかというと，管路についてはあるとい

うことですけど，これはもう奄振とかいろんな予算を要望してすべきじゃないかと思いますけど，どう

ですか。 
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川上浩一 上下水道部長  議員御質問の耐震性パイプ，いわゆる耐震管につきましては，地震の際でも継

ぎ手の接合部分が離脱しない構造となっている管のことで，主にダクタイル鋳鉄管などがございます。

この耐震管を使用しました水道管の建設工事で改修していこうという考えであります。以上です。 

 

盛 剛 議員（１０番）  段階的に変えていくということは，計画はあるということで十分理解しました

けど，この予算はもう大規模にこれはすべきじゃないかなと思うところなんです。普通の公共工事より

も，こういう水道，下水道関係というのは，ＮＨＫのいろんな阪神淡路大震災の３０年後の振り返った

ときのテレビの報道なんかを見ていると，物すごく復旧に時間がかかるということで大変な苦労をした，

そういうテレビ報道がされています。であるから，この予算を来年，再来年，奄振等の予算に要望して，

もう例えば５年計画でやるとか，そうすべきじゃないかなと思っての質疑であります。 

 大体，例えば来年ぐらいに予定している予算，改定しているメートルというのは何キロぐらいですか。

ちょっとこれは通告してありませんけど，参考のために。 

 

奥 輝人 議長  答弁できますか。 

 

川上浩一 上下水道部長  今現在，社会資本整備総合交付金事業で，令和５年度から令和８年度の間，総

事業費３億９，５９１万２，０００円で，佐大熊入口から塩浜区間の基幹管路耐震化更新事業を行って

いる最中でございます。以上です。 

 

盛 剛 議員（１０番）  部長，ありがとうございます。これはもうぼんぼん進めてください，この事業

は。何かあったらもう住民，市民生活に支障を来しますから。 

 それでは，上水道の件についてはこれで終わりまして，下水道管の管理状況について伺います。これ

も，今，もう既に水道管の質疑の中でほとんど重複する部分がありますので，部長の判断によって答弁

削減，削除できる部分は削除していただきたい。①奄美市の下水道管の構造，コンクリートか，鉄製か。

耐久年度は。②布設して何年経過していますか。事故防止の点検状況を伺います。③埼玉の事故は耐用

年数内の事故であったということです。点検して腐食劣化等の異常があれば替えるべきと考えますが，

担当課の所見を伺います。それから，④も浄水場で，浄水の質問の中で取り上げましたけど，耐震性の

パイプに段階的に交代すべきじゃないかと考えられますが，所見を伺います。 

 

川上浩一 上下水道部長  まず，下水道管の管種及び耐用年数についてお答えします。名瀬市街地の公共

下水道における令和５年度末の下水道管総延長は１４２キロメートルで，管種別内訳では，延長が長い

順に，硬質塩化ビニル管が約１２３．７キロメートル，鉄筋コンクリート管が約１４．７キロメートル，

ダクタイル鋳鉄管が約３．５キロメートルとなっております。また，鉄筋コンクリート管のうち，腐食

に対応した工法で更生した管が約２キロメートルとなっております。下水道管の標準耐用年数について

は，全ての管種において５０年でございます。 

 続きまして，布設して何年かについてですが，公共下水道事業において，令和５年度末時点での法定

耐用年数を超える５０年経過した管はございません。３０年以上経過した管の延長は約８４．６キロメー

トルでございます。点検についてでございますが，下水道関係関連法令により，腐食環境下における管

路についての点検は５年に一度の頻度で行うことが義務づけられており，該当する管路については計画

的に実施しております。③先ほどの点検結果で異常が確認された場合は，管内，テレビカメラ等の詳細

調査を行い，その結果に応じて管更生など対策を行っております。 

 最後に，耐震性の管への交換についての御質問ですが，下水道管は基本的に自然流下のため，勾配を

つける必要があることから，地下深くに埋設されている箇所があるため，特殊な工事が必要であり，莫

大な費用が予想されます。下水道において，管を交換するのではなく，内面を硬質塩化ビニル材にて被
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川上浩一 上下水道部長  議員御質問の耐震性パイプ，いわゆる耐震管につきましては，地震の際でも継

ぎ手の接合部分が離脱しない構造となっている管のことで，主にダクタイル鋳鉄管などがございます。

この耐震管を使用しました水道管の建設工事で改修していこうという考えであります。以上です。 

 

盛 剛 議員（１０番）  段階的に変えていくということは，計画はあるということで十分理解しました

けど，この予算はもう大規模にこれはすべきじゃないかなと思うところなんです。普通の公共工事より

も，こういう水道，下水道関係というのは，ＮＨＫのいろんな阪神淡路大震災の３０年後の振り返った

ときのテレビの報道なんかを見ていると，物すごく復旧に時間がかかるということで大変な苦労をした，

そういうテレビ報道がされています。であるから，この予算を来年，再来年，奄振等の予算に要望して，

もう例えば５年計画でやるとか，そうすべきじゃないかなと思っての質疑であります。 

 大体，例えば来年ぐらいに予定している予算，改定しているメートルというのは何キロぐらいですか。

ちょっとこれは通告してありませんけど，参考のために。 

 

奥 輝人 議長  答弁できますか。 

 

川上浩一 上下水道部長  今現在，社会資本整備総合交付金事業で，令和５年度から令和８年度の間，総

事業費３億９，５９１万２，０００円で，佐大熊入口から塩浜区間の基幹管路耐震化更新事業を行って

いる最中でございます。以上です。 

 

盛 剛 議員（１０番）  部長，ありがとうございます。これはもうぼんぼん進めてください，この事業

は。何かあったらもう住民，市民生活に支障を来しますから。 

 それでは，上水道の件についてはこれで終わりまして，下水道管の管理状況について伺います。これ

も，今，もう既に水道管の質疑の中でほとんど重複する部分がありますので，部長の判断によって答弁

削減，削除できる部分は削除していただきたい。①奄美市の下水道管の構造，コンクリートか，鉄製か。

耐久年度は。②布設して何年経過していますか。事故防止の点検状況を伺います。③埼玉の事故は耐用

年数内の事故であったということです。点検して腐食劣化等の異常があれば替えるべきと考えますが，

担当課の所見を伺います。それから，④も浄水場で，浄水の質問の中で取り上げましたけど，耐震性の

パイプに段階的に交代すべきじゃないかと考えられますが，所見を伺います。 

 

川上浩一 上下水道部長  まず，下水道管の管種及び耐用年数についてお答えします。名瀬市街地の公共

下水道における令和５年度末の下水道管総延長は１４２キロメートルで，管種別内訳では，延長が長い

順に，硬質塩化ビニル管が約１２３．７キロメートル，鉄筋コンクリート管が約１４．７キロメートル，

ダクタイル鋳鉄管が約３．５キロメートルとなっております。また，鉄筋コンクリート管のうち，腐食

に対応した工法で更生した管が約２キロメートルとなっております。下水道管の標準耐用年数について

は，全ての管種において５０年でございます。 

 続きまして，布設して何年かについてですが，公共下水道事業において，令和５年度末時点での法定

耐用年数を超える５０年経過した管はございません。３０年以上経過した管の延長は約８４．６キロメー

トルでございます。点検についてでございますが，下水道関係関連法令により，腐食環境下における管

路についての点検は５年に一度の頻度で行うことが義務づけられており，該当する管路については計画

的に実施しております。③先ほどの点検結果で異常が確認された場合は，管内，テレビカメラ等の詳細

調査を行い，その結果に応じて管更生など対策を行っております。 

 最後に，耐震性の管への交換についての御質問ですが，下水道管は基本的に自然流下のため，勾配を

つける必要があることから，地下深くに埋設されている箇所があるため，特殊な工事が必要であり，莫

大な費用が予想されます。下水道において，管を交換するのではなく，内面を硬質塩化ビニル材にて被
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覆・補強するなどで耐用年数の延長，さらに耐震化も図ることが可能な改修工事で対応しております。

以上です。 

 

盛 剛 議員（１０番）  部長，ありがとうございます。この件についても，上水道の質問の中で取り上

げたのと大体一緒です。私が何を言わんかというと，こういう事故が起きる前に点検してやっていただ

きたいということで今回取り上げています。というのは，埼玉県の八潮市で，最初，１日見たときには

「まあ，大丈夫だろう。人命には関係ないだろう」と思っていましたら，ああいった形で重大な事故に

発生して，こういうことが奄美市でも考えられますから，事前に万全を期してパイプ等の布設の交代を，

傷んでいるところは，劣化が進んでいるところなんかは進めていただきたい。この旨お願いして，それ

では，３の孤独死対策について質問を移します。 

これは，私は通告で孤独死対策についてということですけど，これに限定しての質問ではありません。

孤独対策とか福祉行政全般についての質問であります。昨今の少子高齢化や未婚や離婚率の高さ，また，

熟年離婚，核家族の進む中，独り世帯が増える傾向にあります。私の身近に引取り手のない孤独死があ

りました。誰にもみとられず，死後二，三日たって訪ねてきた友人が発見したということです。また，

若年性認知症にかかった方，障害を持った子どもの医療費負担等の問題を抱える方，生の声を聞いてき

ました。２月２７日の国会でも孤独死対策について質疑があり，三原大臣が答弁されていました。孤独

対策です。この問題は，奄美市も早急に取り組まなければならない問題です。 

 それでは，時間の配分を考慮して，（１）から（３）まで一括して質問します。（１）奄美市の生活

保護世帯数のうち，独り世帯を伺います。（２）訪問介護等を受けている独居老人世帯を伺います。（３）

上記以外でサポートを必要とする方々，おおよそ何名いるか伺います。障害者，認知症等。この３項目，

一括して伺います。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それでは，初めに，私のほうから３の（１）と（３）の障害者について答弁を

させていただき，その後，保健福祉部長のほうから（２）と（３）の認知症等について答弁をいたしま

すので，よろしくお願いいたします。 

 初めに，本市の生活保護受給者の単身者世帯数は，令和６年１１月現在で１，４９７世帯でございま

す。内訳といたしましては，高齢者世帯１，０４１世帯，障害者世帯２０１世帯，傷病世帯１２９世帯，

その他世帯１２６世帯でございます。次に，障害者の方で単身者数については把握しておりませんが，

在宅で福祉サービスを利用されている方は７３１名ということになっております。以上でございます。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，残りの部分については私のほうからお答えさせていただきます。 

 まず，議員お尋ねの本市における訪問介護等を受けている独居老人世帯数につきましては把握できて

おりませんので，訪問介護等の在宅介護サービスを受けている人数及び高齢者単身世帯数について，そ

れぞれお答えをさせていただきます。在宅介護サービスを受けている高齢者は，直近のデータである令

和６年１１月の実績で１，６０１名でございます。高齢者単身世帯数につきましては，令和２年度の国

勢調査の結果から３，７０９世帯となっております。また，サポートを必要とする認知症の方について

のお尋ねでございますけれども，認知症患者数については把握できておりませんが，要支援認定，要介

護認定を受けている方々のうち，認知機能の低下により日常生活に支障を来すような症状，行動や意思

疎通の困難さが多少見られるとされる認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱａ以上の方の人数は，直近の

データである令和６年９月時点で１，５５１人となっております。以上でございます。 

 

盛 剛 議員（１０番）  部長，ありがとうございます。相当，生活保護世帯，独居老人，それから独り

の生活保護世帯，相当多くなってきています。人は皆，この世に生を受けて，下天のうちに滅せぬ者は

ありません。その過程で予期せぬ出来事によって病気やけがに遭うこともあります。天変地異による不

可抗力によって不幸になる可能性もあります。不幸にして障害を負った方，病気の方々は，我々が納め
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ている税金で面倒を見なければなりません。 

 国会の質疑を見ていますと，ある政党の代表が「生きているだけで価値がある。国に貢献している」

と演説していました。ある政党です。今，力を持ってきている政党です。これは福祉政策を掲げている

政党であります。生きているだけで価値があると盛んに演説していました。まさに人間の生きる尊厳を

表現した言葉であると感銘を受けました。少子高齢化が深刻する中，生産人口は減り,全国のひきこもり，

テレビ報道を見ましたら１４６万人に達しているということです。超高齢化社会の福祉政策，孤独対策

が急がれます。市長が盛んに施政方針でも，福祉政策，子供医療費ただにする，それは福祉政策も相当

進めるということを演説していましたから，本当に期待しています。 

 それでは，４番から６番まで一括質問いたします。（４）上記の方々への支援体制を伺います。（５）

官民が連携して見守り，声かけ等が必要と思われますが，連絡組織の有無を伺います。（６）民生委員

や新聞配達員，自治会役員，ヤクルトレディ等，官民挙げて連絡網の構築が急がれますが，担当課の所

見を伺います。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，私のほうで（４），（５），（６）まとめてお答えをさせていただ

きます。まず（４）です。先ほど述べました（１），（２），（３）の方々への支援体制についてお答

えさせていただきます。生活保護を受給している世帯の単身世帯の方々への支援体制といたしましては，

地区担当のケースワーカーが定期的に家庭訪問を実施し，世帯の生活状況等の把握に努めているところ

でございます。また，重症化リスクの高い疾病及び要介護状態の方につきましては，症状等の把握を行

った上で，必要に応じて関係機関との連携を図りながら，状況把握に努めているところでございます。

障害福祉サービスの利用者につきましては，障害福祉サービス提供事業所や計画相談員が支援を行って

おります。在宅介護サービスを受けている高齢者の単身世帯につきましては，介護サービス提供事業所

や介護支援専門員が支援を行っております。在宅介護サービスを利用していない方々に関しましては，

３地区の地域包括支援センターや市内７か所にある在宅介護支援センターの職員が必要に応じて訪問す

るなど，支援を行っているところでございます。 

 続きまして，（５）です。官民が連携してということでございますけれども，官民連携による見守り

等の連絡体制の有無につきましては，本市では，平成２６年度から市内にある民間事業所と高齢者等見

守りに関する協定を締結いたしております。現在まで１６の民間事業所と締結しており，支援を要する

方々の見守り連絡体制の構築に努めているところでございます。 

 次に，（６）でございます。民間の方々との連絡網構築ということでございます。高齢者等見守りに

関する協定を締結している事業所は，地元新聞社や鹿児島ヤクルト販売株式会社大島営業所様のほか，

日常業務において地域住民と接する機会の多い業種の事業所であり，本市との連絡体制が構築されてお

ります。実例といたしまして，郵便受けに新聞がたまっているといった情報提供で，自宅で体調を崩し

ている高齢者を発見するなど，孤独死を未然に防ぐことができたケースがございます。また，本市では，

孤独死への対策といたしまして，地域のつながりが何よりも重要になると考えております。地域で行わ

れている健康教室や市内８地区で取り組まれている地域支え合い事業による様々な活動を通じた多世代

交流と自助・互助の体制構築により，地域共生社会を実現し，人と地域がつながることで孤立や孤独死

を防ぐ大きな力になるものと考えております。 

 今後も，議員のおっしゃるように，自治会等関係団体や民生委員，子ども育成会等とも連携して地域

づくりを促進し，多くの方々の地域参加を促すことで，高齢者に限らず，地域での見守り強化と孤独死

の防止に努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

盛 剛 議員（１０番）  部長，どうもありがとうございます。既にこの見守り体制，地域・民間と連携

しているということですけど，私が毎朝寝るときに新聞が来るわけです。自転車の音で分かるわけです。

そして，２週間に１回ぐらい，「おはようございます」と隣の家にヤクルトレディが来るわけです。こ

れで，これはもう条件反射，ヤクルトレディ，新聞配達員というのが分かるわけです。 
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ている税金で面倒を見なければなりません。 

 国会の質疑を見ていますと，ある政党の代表が「生きているだけで価値がある。国に貢献している」

と演説していました。ある政党です。今，力を持ってきている政党です。これは福祉政策を掲げている

政党であります。生きているだけで価値があると盛んに演説していました。まさに人間の生きる尊厳を

表現した言葉であると感銘を受けました。少子高齢化が深刻する中，生産人口は減り,全国のひきこもり，

テレビ報道を見ましたら１４６万人に達しているということです。超高齢化社会の福祉政策，孤独対策

が急がれます。市長が盛んに施政方針でも，福祉政策，子供医療費ただにする，それは福祉政策も相当

進めるということを演説していましたから，本当に期待しています。 

 それでは，４番から６番まで一括質問いたします。（４）上記の方々への支援体制を伺います。（５）

官民が連携して見守り，声かけ等が必要と思われますが，連絡組織の有無を伺います。（６）民生委員

や新聞配達員，自治会役員，ヤクルトレディ等，官民挙げて連絡網の構築が急がれますが，担当課の所

見を伺います。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，私のほうで（４），（５），（６）まとめてお答えをさせていただ

きます。まず（４）です。先ほど述べました（１），（２），（３）の方々への支援体制についてお答

えさせていただきます。生活保護を受給している世帯の単身世帯の方々への支援体制といたしましては，

地区担当のケースワーカーが定期的に家庭訪問を実施し，世帯の生活状況等の把握に努めているところ

でございます。また，重症化リスクの高い疾病及び要介護状態の方につきましては，症状等の把握を行

った上で，必要に応じて関係機関との連携を図りながら，状況把握に努めているところでございます。

障害福祉サービスの利用者につきましては，障害福祉サービス提供事業所や計画相談員が支援を行って

おります。在宅介護サービスを受けている高齢者の単身世帯につきましては，介護サービス提供事業所

や介護支援専門員が支援を行っております。在宅介護サービスを利用していない方々に関しましては，

３地区の地域包括支援センターや市内７か所にある在宅介護支援センターの職員が必要に応じて訪問す

るなど，支援を行っているところでございます。 

 続きまして，（５）です。官民が連携してということでございますけれども，官民連携による見守り

等の連絡体制の有無につきましては，本市では，平成２６年度から市内にある民間事業所と高齢者等見

守りに関する協定を締結いたしております。現在まで１６の民間事業所と締結しており，支援を要する

方々の見守り連絡体制の構築に努めているところでございます。 

 次に，（６）でございます。民間の方々との連絡網構築ということでございます。高齢者等見守りに

関する協定を締結している事業所は，地元新聞社や鹿児島ヤクルト販売株式会社大島営業所様のほか，

日常業務において地域住民と接する機会の多い業種の事業所であり，本市との連絡体制が構築されてお

ります。実例といたしまして，郵便受けに新聞がたまっているといった情報提供で，自宅で体調を崩し

ている高齢者を発見するなど，孤独死を未然に防ぐことができたケースがございます。また，本市では，

孤独死への対策といたしまして，地域のつながりが何よりも重要になると考えております。地域で行わ

れている健康教室や市内８地区で取り組まれている地域支え合い事業による様々な活動を通じた多世代

交流と自助・互助の体制構築により，地域共生社会を実現し，人と地域がつながることで孤立や孤独死

を防ぐ大きな力になるものと考えております。 

 今後も，議員のおっしゃるように，自治会等関係団体や民生委員，子ども育成会等とも連携して地域

づくりを促進し，多くの方々の地域参加を促すことで，高齢者に限らず，地域での見守り強化と孤独死

の防止に努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

盛 剛 議員（１０番）  部長，どうもありがとうございます。既にこの見守り体制，地域・民間と連携

しているということですけど，私が毎朝寝るときに新聞が来るわけです。自転車の音で分かるわけです。

そして，２週間に１回ぐらい，「おはようございます」と隣の家にヤクルトレディが来るわけです。こ

れで，これはもう条件反射，ヤクルトレディ，新聞配達員というのが分かるわけです。 

− 76− − 77−



― 38 ― 

 そこで，ここでちょっとだけ私の個人的な考えですけど，３０年も前に私が仕事を終えて車を車庫に

止めると，まだ２歳足らずの息子が５階の窓から「お父さん」と声をかけてきます。車の音で分かるわ

けです。そして，高齢化と相まって独り世帯の進む中，何月何日には誰々が来る。例えば月末には子ど

もが会いに来る。ただ日常の我々が思っている，ただ親を見に行ったりする，ただ日常の取るに足りな

い出来事に，それに希望を見いだして生活されている方もいるかもしれません。訪問して来る，何月何

日には子どもが来るとか。 

 私がヤクルトを買っていろいろ話をしていると，老人などに異常があった場合はどうしているかとい

うと，今，部長が答弁されたように，この方に尋ねたら，そのときは市役所に連絡してくださいとお願

いされているということでした。私はこれにヒントを得て，この連絡体制をもっと強化すべきじゃない

かと思っての質問であります。部長の答弁を聞いたら，もう既に民生委員とかいろんな方の連絡網がで

きているということですけど，この官民挙げての見守り隊をもうちょっと公的な機関に上げるべきじゃ

ないかなと思っての質問であります。例えば，半年に１回ぐらいは全部集めて会合を開くとか，そして，

例えば市長から委嘱状，「見守り隊をやってください」，そうしたら，その本人たちも「よし，世間に

役に立っている」，そういう誇りが出てきます。そして，日当も支給するとか。これから少子高齢化が

進む中，独居老人，それから独り世帯，熟年離婚，こういうのが進んでいきますから，こういうのは本

当に大事じゃないかな，そう思っての質問であります。 

部長，どうもありがとうございます。十分理解しました。民間に既にこれが，もう連絡網が構築され

て，こういう孤独死対策とかがされているということですから。 

 それでは，４の質問に移ります。４のソテツカイガラムシの対策について。この事業については，質

問については，私が議会当選して即，１２月の議会で取り上げました。そして，この問題は，大島郡で

いろいろと問題になっています。元県議会議員の与力雄先生の地元新聞の投稿，３部作で，この被害を

危惧する新聞の投稿が載っていました。それから，１月の２４日に法人会の奄振法の説明会で，私も興

味があった関係で，あまかんでその説明がありましたけど，そのときの質疑の応答の中でも，このソテ

ツの被害を心配する意見が出ていました。 

 それでは，今回，私が令和４年度に質疑しました。その前には前田要さんも，それから幸多拓磨さん

も,このソテツカイガラムシ対策，質問していました，私がする前に。その後，令和６年度事業で実施し

たソテツカイガラムシ対策事業を示していただきたい。 

 

大山茂雄 農林水産部長  それでは，カイガラムシの対策事業について答弁いたします。本市における令

和６年度のソテツシロカイガラムシ対策につきましては，１２月補正予算で防除薬剤を購入しており，

今後，自治会・町内会において，春先の防除対策に活用していただけるよう，無料配布の準備を進めて

いるところでございます。なお，防除薬剤の無料配布につきましては，昨年度も同様のスケジュールで

実施しており，実績としましては，市内１０９地区の自治会・町内会のうち６４地区，全体から５９パー

セントにおいて防除作業が行われ，民有地のソテツ約５，５００本の薬剤が散布されております。以上

です。 

 

盛 剛 議員（１０番）  部長，説明ありがとうございます。私が今お尋ねしたのは，盛んに各議員がこ

のソテツのカイガラムシを放置したら大変ですよという質問が去年からされています。その防除対策に

対してのどのような事業をしたかということを今お尋ねしたんです。薬剤の配布とかじゃなくて，予算

編成してどのような事業を実施したか，防除対策のために。これはされていませんか，令和６年度事業。 

 

大山茂雄 農林水産部長  令和６年度で行った事業は先ほど言ったとおりですけど，各所管のところで，

例えば笠利のソテツの群生地とか，あちらでも各所管の部署で行っておると認識しております。以上で

す。 
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盛 剛 議員（１０番）  防除体制は早急に島を挙げて取り組まなければ，これは全滅します。これは奄

美大島だけの問題じゃなくて，徳之島，広がって沖縄まで行って，鹿児島本土まで，このソテツカイガ

ラムシが行く可能性があります。 

 私が実の出荷業者に聞きましたら，出荷事業も今年ぐらいまではあるが，もう先は分からないという

んです。これは，この奄美大島は龍郷町からも実を産出しているんです。これ，何も大島だけの問題じ

ゃありません。徳之島もみんな実，生産して，生産者にお金が行き渡っておったわけです。そして，明

治からずっと，このソテツは貴重だからということで，旧正月の２日には，昔は各家族の１人当たり２つ

ずつ植えておったわけです。明治からずっとソテツの実の出荷，これが小さい産業ではありますけど，

農家の方々にソテツの実は金になるということで換金作物であったわけであります。 

 そして，先人たちは，山の段畑には土留め崩壊防止にソテツを植えていました。私は森林の専門家で

すから，森林簿を調べていると，人工ソテツ林というのが出てくるんです。人工林と言ったらみんな杉，

ヒノキとかを考えるかもしれませんけど，島は人工ソテツ林というのが出てくるんです。人為的に植え

たソテツ山というのが。ですから，それだけ貴重であったということなんです。 

 このソテツに関しては，西郷隆盛の愛加那のＮＨＫのドラマでもありました。盛んにこのソテツなん

かを栽培したりする様子が描かれていました。ソテツが全滅すると，土留め崩壊用に山の段畑なんかに

区画して植えています，真四角に。空港に行くときの笠利の宇宿方面ですか，そこも平たい土地に真っ

すぐ人為的に植えた跡が分かります。もう真っ黄っ黄に枯れています。ということは，今，これを放置

して，段畑にあるソテツなんか，丘陵地帯ですね，枯れていますよ，山の。そうすると，地滑り崩壊の

危険性が増してきます。これを早急に対策を打ち出していただきたい。 

 私の知人に聞いたら，ソテツのこの防除事業にアルバイトしている知人に聞いたら，葉っぱを切って

袋に入れて処分場まで持っていっているということですけど，もうちょっといい方法を考えていただき

たい。 

 それで，この（３）の例えば水源区域外のドローンによる空中散布や水源区域の焼却処理方法は考え

られないか。部長。 

 

大山茂雄 農林水産部長  それでは答弁いたします。ドローンなどによる対策の可能性について答弁いた

します。まず，山林の水源区域外でのドローンによる薬剤の空中散布につきましては，防除作業の省力

化・効率化を図る上で効果的であると考えておりますが，ソテツシロカイガラムシに関しては，ソテツ

の葉だけでなく，幹の部分にまで侵入する特性があることから，空中散布による対策では効果が低いも

のだと考えております。また，使用する薬剤につきましては，農薬取締法により，対象となるソテツ以

外に散布できないことから，市内の山中に自生するソテツに対しての空中散布は実施困難だと認識して

おります。 

 次に，水源区域内での防除対策において，切除したソテツの葉などを現地で焼却処理する方法でござ

いますが，こちらは一般廃棄物取扱いとなるため，法令に規定された処理施設以外での焼却は原則禁止

されております。なお，今回のケースは，法令に基づく焼却禁止の例外規定にも該当せず，また，周辺

山林への延焼による動植物への被害リスクも考慮すると，現地での焼却処分は実施できないものと考え

ております。以上です。 

 

盛 剛 議員（１０番）  部長，ありがとうございます。もう時間が迫ってきましたから，最後の質問に

入ります。（４）このソテツカイガラムシ対策，もう何回も言っていますけど，奄振予算や森林環境税

による防除作業，こういうことは考えられませんか。要望していませんか。次の年度，令和７年度，奄

振に。 

 

大山茂雄 農林水産部長  ソテツカイガラムシの対策費用として奄振予算等は考えられないかという質問

について答弁いたします。現在，国のほうでは，奄美群島振興開発の推進に関する要望書において，カ
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盛 剛 議員（１０番）  防除体制は早急に島を挙げて取り組まなければ，これは全滅します。これは奄

美大島だけの問題じゃなくて，徳之島，広がって沖縄まで行って，鹿児島本土まで，このソテツカイガ

ラムシが行く可能性があります。 

 私が実の出荷業者に聞きましたら，出荷事業も今年ぐらいまではあるが，もう先は分からないという

んです。これは，この奄美大島は龍郷町からも実を産出しているんです。これ，何も大島だけの問題じ

ゃありません。徳之島もみんな実，生産して，生産者にお金が行き渡っておったわけです。そして，明

治からずっと，このソテツは貴重だからということで，旧正月の２日には，昔は各家族の１人当たり２つ

ずつ植えておったわけです。明治からずっとソテツの実の出荷，これが小さい産業ではありますけど，

農家の方々にソテツの実は金になるということで換金作物であったわけであります。 

 そして，先人たちは，山の段畑には土留め崩壊防止にソテツを植えていました。私は森林の専門家で

すから，森林簿を調べていると，人工ソテツ林というのが出てくるんです。人工林と言ったらみんな杉，

ヒノキとかを考えるかもしれませんけど，島は人工ソテツ林というのが出てくるんです。人為的に植え

たソテツ山というのが。ですから，それだけ貴重であったということなんです。 

 このソテツに関しては，西郷隆盛の愛加那のＮＨＫのドラマでもありました。盛んにこのソテツなん

かを栽培したりする様子が描かれていました。ソテツが全滅すると，土留め崩壊用に山の段畑なんかに

区画して植えています，真四角に。空港に行くときの笠利の宇宿方面ですか，そこも平たい土地に真っ

すぐ人為的に植えた跡が分かります。もう真っ黄っ黄に枯れています。ということは，今，これを放置

して，段畑にあるソテツなんか，丘陵地帯ですね，枯れていますよ，山の。そうすると，地滑り崩壊の

危険性が増してきます。これを早急に対策を打ち出していただきたい。 

 私の知人に聞いたら，ソテツのこの防除事業にアルバイトしている知人に聞いたら，葉っぱを切って

袋に入れて処分場まで持っていっているということですけど，もうちょっといい方法を考えていただき

たい。 

 それで，この（３）の例えば水源区域外のドローンによる空中散布や水源区域の焼却処理方法は考え

られないか。部長。 

 

大山茂雄 農林水産部長  それでは答弁いたします。ドローンなどによる対策の可能性について答弁いた

します。まず，山林の水源区域外でのドローンによる薬剤の空中散布につきましては，防除作業の省力

化・効率化を図る上で効果的であると考えておりますが，ソテツシロカイガラムシに関しては，ソテツ

の葉だけでなく，幹の部分にまで侵入する特性があることから，空中散布による対策では効果が低いも

のだと考えております。また，使用する薬剤につきましては，農薬取締法により，対象となるソテツ以

外に散布できないことから，市内の山中に自生するソテツに対しての空中散布は実施困難だと認識して

おります。 

 次に，水源区域内での防除対策において，切除したソテツの葉などを現地で焼却処理する方法でござ

いますが，こちらは一般廃棄物取扱いとなるため，法令に規定された処理施設以外での焼却は原則禁止

されております。なお，今回のケースは，法令に基づく焼却禁止の例外規定にも該当せず，また，周辺

山林への延焼による動植物への被害リスクも考慮すると，現地での焼却処分は実施できないものと考え

ております。以上です。 

 

盛 剛 議員（１０番）  部長，ありがとうございます。もう時間が迫ってきましたから，最後の質問に

入ります。（４）このソテツカイガラムシ対策，もう何回も言っていますけど，奄振予算や森林環境税

による防除作業，こういうことは考えられませんか。要望していませんか。次の年度，令和７年度，奄

振に。 

 

大山茂雄 農林水産部長  ソテツカイガラムシの対策費用として奄振予算等は考えられないかという質問

について答弁いたします。現在，国のほうでは，奄美群島振興開発の推進に関する要望書において，カ
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イガラムシ被害の蔓延防止対策に要する費用や人員体制の確保など，必要な措置を講じていただきます

よう，昨年度から要望している状況でございます。本市としましては，新たな防除薬剤の登録に向けた

県の動向を注視しているところであり，今後，奄振交付金活用の可能性を確認しながら，より効果的な

事業メニューの検討を行ってまいります。 

 次に，森林環境譲与税につきましては，その用途が森林整備に関連する施策に限定されますことから，

県にも確認の上，カイガラムシ防除対策への使用はできないものと考えております。以上です。 

 

盛 剛 議員（１０番）  十分理解しました。もうこれで私が通告した質問は終わりですけど，最後に，

時間があと１分ありますから。実は私の子ども，娘が手伝いに来ていて，大阪にまた帰ったんですけど，

そのときに，ＬＩＮＥの写真で，１本３０万，健全なソテツでです。樹木，３０万という札がありまし

た。これを考えたときに，島の山の資産価値が大体幾らぐらいあるかと考えたときに，これ，資産価値

もそうです。枯らしていくということは，お金が灰になっていくということなんです，何億という。何

千億ですよ，枯らすということは。１本３０万。お父さんが興味がありそうだからということで，ＬＩ

ＮＥで写真が送られてきました。 

 そして，何よりも，この歌に歌われた赤いソテツの実。運動会のときには，鈴割りのために赤いソテ

ツの実を我々は何十個ずつか割当てで持っていきよったんです。昼前に鈴割りして，ばたっと昼飯とい

うのが下りてくるんです。この光景もこれからなくなっていくかもしれません。ということは，世界自

然遺産に登録されたにもかかわらず，島を代表する樹木がなくなるということは大変大きな損失です。

このことを申し上げて，私の一般質問を終わります。 

 

奥 輝人 議長  以上で，無所属 盛 剛議員の一般質問を終結いたします。 

 以上をもちまして，本日の日程は終了いたしました。 

 明日午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。（午後３時４０分） 
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２２人であります。会議は成立いたしまし

た。 

これから本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

本日の議事日程は一般質問であります。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長 日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自，持ち時間は答弁を含めて６０分以内といた

します。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように質問者において御配慮をお

願いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。さら

に，当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行われ

ますようにあらかじめお願いをしておきます。 

通告に従い，順次質問を許可いたします。 

最初に，自民党新政会 永田清裕議員の発言を許可いたします。 

なお，永田清裕議員から，書画カメラ使用の申出がありましたので，これを許可いたします。 

永田清裕 議員（１３番）  市民の皆様，議場の皆様，インターネットを御覧の皆様，おはようございま

す。質問に先立ち，一言所見を述べさせていただきます。 

 本日３月５日は，暦の上では二十四節気の一つ，啓蟄であります。春の訪れを感じ，土の中の生き物

が動き出す日と言われております。それになぞらえて，ある人は日本人が「さあ働くぞ」と意気込み始

める日だとも言われています。そういう日柄のトップバッターとして，張り切って質問をさせていただ

きます。よろしくお願いをいたします。 

 さて，今年は令和の時代も７年目となり，また，この新しい名瀬本庁舎での業務も７年目となるよう

であります。私も奄美市議会へ参加させていただき，早いもので６年目を迎えることとなりました。１年

１年があっという間に過ぎていくことを改めて実感しているところであります。 

 さて，令和７年度は，奄美市も合併から２０周年を迎えます。安田市長におかれましても，１１月末

には１期目の任期を迎えることとなり，１期４年間を総括して次の２期目へ向けたとても大切な年度に

なると思っております。令和７年度の施政方針では，新年度の抱負として「実」という一文字を掲げて

おります。令和５年度は「掴」という文字に，復帰７０周年や奄振法延長などの重要な取組をしっかり

とやり遂げるとの思いや，コロナ禍からの回復や物価高騰の厳しい中で，市民生活の支援にもしっかり

と手を差し伸べるとの思いが込められております。令和６年度は「繋」という文字に，５年度に成し遂

げてきたことを次につなげ，アフターコロナの変わり目を感じる中で，市民の困り事の解消や，官民の

プレーヤー同士のつながりを大切にするという思いを込められておりました。そして，令和７年度は「実」

という文字に思いを込められておりますが，いずれの思いの実現も，市長自らが掲げる対話と連携，そ

して挑戦の行動と８８項目もの多くのことを掲げたマニフェストの評価なども踏まえて実証されるもの

だと期待しております。 

 いずれにしましても，施政方針の結びで述べられておりますように，対話により届けられた市民の皆

様からの御意見や，各種団体や民間企業の意見交換や連携により寄せられた各業界の皆様の御意見や要

望などをしっかりと受け止めていただき，誠実に実践し実を結んでいく１年になりますことを御期待申

し上げ，令和７年度の施政方針と予算編成についての質問をいたします。 

 それでは最初の質問でありますが，令和６年の１年を振り返り，奄美市にとってどういう１年であっ

たと捉えているのか，奄美市政に思い感じることについてを伺います。施政方針の冒頭において，令和

６年度は円安や物価高騰の影響が不透明の中，復帰７０周年で生まれたエネルギーの余韻を受け継いで，

官民の各分野においてこれまでの努力が実を結び，奄美全体の元気と活力につながった１年だった。令

和５年度末の奄振法改正を受けて，民間同士の経済・文化的交流の基礎条件が整備されたと述べておら

れます。いまだにエネルギーや物価高騰の厳しい状況が続いている中で，また市民生活や事業者経営の
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２２人であります。会議は成立いたしまし

た。 

これから本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

本日の議事日程は一般質問であります。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長 日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自，持ち時間は答弁を含めて６０分以内といた

します。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように質問者において御配慮をお

願いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。さら

に，当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行われ

ますようにあらかじめお願いをしておきます。 

通告に従い，順次質問を許可いたします。 

最初に，自民党新政会 永田清裕議員の発言を許可いたします。 

なお，永田清裕議員から，書画カメラ使用の申出がありましたので，これを許可いたします。 

永田清裕 議員（１３番）  市民の皆様，議場の皆様，インターネットを御覧の皆様，おはようございま

す。質問に先立ち，一言所見を述べさせていただきます。 

 本日３月５日は，暦の上では二十四節気の一つ，啓蟄であります。春の訪れを感じ，土の中の生き物

が動き出す日と言われております。それになぞらえて，ある人は日本人が「さあ働くぞ」と意気込み始

める日だとも言われています。そういう日柄のトップバッターとして，張り切って質問をさせていただ

きます。よろしくお願いをいたします。 

 さて，今年は令和の時代も７年目となり，また，この新しい名瀬本庁舎での業務も７年目となるよう

であります。私も奄美市議会へ参加させていただき，早いもので６年目を迎えることとなりました。１年

１年があっという間に過ぎていくことを改めて実感しているところであります。 

 さて，令和７年度は，奄美市も合併から２０周年を迎えます。安田市長におかれましても，１１月末

には１期目の任期を迎えることとなり，１期４年間を総括して次の２期目へ向けたとても大切な年度に

なると思っております。令和７年度の施政方針では，新年度の抱負として「実」という一文字を掲げて

おります。令和５年度は「掴」という文字に，復帰７０周年や奄振法延長などの重要な取組をしっかり

とやり遂げるとの思いや，コロナ禍からの回復や物価高騰の厳しい中で，市民生活の支援にもしっかり

と手を差し伸べるとの思いが込められております。令和６年度は「繋」という文字に，５年度に成し遂

げてきたことを次につなげ，アフターコロナの変わり目を感じる中で，市民の困り事の解消や，官民の

プレーヤー同士のつながりを大切にするという思いを込められておりました。そして，令和７年度は「実」

という文字に思いを込められておりますが，いずれの思いの実現も，市長自らが掲げる対話と連携，そ

して挑戦の行動と８８項目もの多くのことを掲げたマニフェストの評価なども踏まえて実証されるもの

だと期待しております。 

 いずれにしましても，施政方針の結びで述べられておりますように，対話により届けられた市民の皆

様からの御意見や，各種団体や民間企業の意見交換や連携により寄せられた各業界の皆様の御意見や要

望などをしっかりと受け止めていただき，誠実に実践し実を結んでいく１年になりますことを御期待申

し上げ，令和７年度の施政方針と予算編成についての質問をいたします。 

 それでは最初の質問でありますが，令和６年の１年を振り返り，奄美市にとってどういう１年であっ

たと捉えているのか，奄美市政に思い感じることについてを伺います。施政方針の冒頭において，令和

６年度は円安や物価高騰の影響が不透明の中，復帰７０周年で生まれたエネルギーの余韻を受け継いで，

官民の各分野においてこれまでの努力が実を結び，奄美全体の元気と活力につながった１年だった。令

和５年度末の奄振法改正を受けて，民間同士の経済・文化的交流の基礎条件が整備されたと述べておら

れます。いまだにエネルギーや物価高騰の厳しい状況が続いている中で，また市民生活や事業者経営の
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厳しい声も続いている中で，奄美市の行政を主導する市長自らの言葉は，とても前向きに感じたところ

であります。そこで伺いますが，令和６年の奄美市政や地域の社会経済状況を振り返り，どういう１年

であったと感じておられるのか，市民の皆様へ届けるメッセージとして，具体的に市長の率直な思いを

聞かせてください。次の質問からは発言席にて行います。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  おはようございます。それでは，永田議員の御質問にお答えします。令和６年を振り返

り，今の奄美市政へ思うことについてということでありますが，令和６年の１年を振り返って，施政方

針でも述べさせていただきましたが，物価高騰などの影響により経済情勢の先行きが不透明な状況が続

いているというふうに認識をしております。 

 その中でありましたが，奄美群島日本復帰７０周年で生まれた「語り継ぐ次世代へ」という余韻を受

け継ぎ，奄美に関連する官民の各分野においてこれまでの努力が実を結び，奄美全体の元気と活力につ

ながった１年だったと感じております。とりわけ，施政方針でも触れましたとおり，スポーツ，文化，

自然環境保全などの分野において歴史的意義を達成されましたし，また地域において１０代，２０代な

ど若い世代の活躍が目覚ましかったと感じております。本市を含む奄美群島全体として，昨年３月に奄

美群島振興開発特別措置法が改正され，奄美と沖縄間の航路・航空路運賃の軽減や農林水産物などの輸

送コスト支援が実現するなど，これまで以上に沖縄との連携を強化する流れが生まれたところでござい

ます。 

 また，本市におきましても，未来の奄美市づくり計画の実現に向けたスタートの年として，「懐かし

い未来都市づくり元年」と位置づけ，市民，企業団体の皆様とともに各種事業の展開に努めてまいりま

した。特に，新たに設置した重点政策推進監を中心に，奄美市保育人材の確保に向けた官民連携円卓会

議を開催し，様々な民間の方々と意見交換することで，本市施策の一丁目一番地である子育て支援に対

する新たな事業につながったところでありますし，また，先月のことでありますが，多くの議員の皆様

御出席の下，住用・笠利地区認定こども園整備事業の安全祈願祭を取り行わせていただき，令和８年度

からの開園に向けて期待を抱いているところでございます。さらに，新たな総合戦略や住用・笠利両地

域の地域創生戦略の策定に取り組み，人口減少に対応できる島づくりに向かって方向性や各種事業の展

開について整理を行い，新年度からの新たな取組に向けて準備をしております。 

 そういった面では，市制施行２０周年を新年度に控える中，本市がさらなる飛躍を遂げるために，官

民連携で力を発揮しつつ，かつ力を蓄える年であったものと存じております。以上でございます。 

 

永田清裕 議員（１３番）  ありがとうございます。述べられたように，確かに子どもたちの活躍である

とか，中にはマングローブの撲滅宣言とかありましたね。確かに歴史的な明るい話題があった年だと，

そのように思います。──マングースだ，ごめん。（笑声）マングローブじゃない……。 

 そういった中で奄振法の改正もありまして，沖縄との連携強化の話もありましたけれども，私も期待

を込めて何度もその件に関しては質問をしてきました。 

 昨年の１１月には，奄美大島商工会を中心に沖縄との民間経済団体の交流会議もありました。今年１月

には，奄美・やんばる広域圏交流推進協議会とか沖縄の奄美郷友会との交流もありまして，また，先日

には奄美群島観光物産協会の総会では，新年度の沖縄と奄美を結ぶ商品造成事業，こういったことも発

表されたばかりであります。いろいろと沖縄との連携が進んでいるようでありますけれども，やはり肝

腎なことは，このような取組が市民にしっかりと伝わって，市民の皆様にももっと沖縄に関心を持って

もらうと，そういったことが重要ではないかと。そして，これからのやはり観光をはじめとした奄美の

発展，いわゆる地域の発展には，沖縄との連携と交流が重要であるということを認識してもらって，官

民力を合わせて取り組んでいくことが大変重要なことだと思います。そのためにも，交流を支える沖縄

との直行便，今は沖縄から飛んでいますから，沖縄への直行便，これの早期実現というのが喫緊の重要
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な課題ではないかと思っております。そのためにも，今後も行政側が積極的に働いてほしいと願います。 

 それともう一点は，福祉の組織のお話もされましたですけれども，福祉，民間の皆様と意見交換会を

行ったり，そこの中で地域の実情であるとか民間が求めていることを伺うことは，それは当然大事なこ

とだと，そのように思います。ただし，聞いて終わるのではなくて，やはりそれら民間からの意見を受

けて実行に移すこと，これに尽きると思います。福祉は特に分野も広くて，抱えることも多いことは承

知しておりますが，今後は組織が強化され，民間との意見交換が進められていくと思いますので，その

中で私はもちろん，多くの皆さんが望んでいます小浜保育所の整備計画についても着実に進んでいくも

のだと大いに期待しているところであります。これらのことは，新年度を迎えるに当たって改めて市長

に要望して，次のテーマに移りたいと思います。 

 令和７年度の抱負についてを伺います。冒頭でも述べたように，令和７年度は市制施行２０周年，安

田市長１期目の最後の年度となります。施政方針においても，新年度はこれまでの本市の歩みを振り返

り，市民の皆様とともに２０周年をお祝いし，将来に向けて力強く歩み出す契機としたいと述べておら

れます。名瀬，住用，笠利の人口規模や地域性も違う自治体が合併し，奄美市が誕生したわけではあり

ますけれども，これまでも，今後においても３地域の均衡ある発展が合併の意義，そして奄美の行政を

進める上での第一の理念だと，そのように思っております。今年度には，住用と笠利地区の地域創生戦

略，奄美市全体の奄美市未来づくり総合戦略も策定されます。新年度からは，この戦略も実行されてい

くことと思います。そこで，合併２０周年の大きな節目，そして安田市政１期目の総仕上げの年度を迎

えるに当たって，市長自身はどういう思いを持って奄美市政に臨んでいく考えなのか，令和７年度の抱

負についてを伺います。 

 

安田壮平 市長  それではお答えします。永田議員からもおっしゃっていただきましたように，施政方針

において，新年度に向けた抱負として「実」という一文字を示させていただきました。この「実」につ

きましては，まず初めに，巳年の「巳」ということにもかけているわけですけれども，今年は，乙巳と

いうことでいうと，そういう縁起のいい年とされています。市民や民間の皆様の努力や挑戦が実り多い

ものになることを願い，そして２つ目に，これまでの３年間の取組がさらに実を結ぶよう，私自ら先頭

に立ち，誠実に実行・実践していくことで，「しあわせの島」の実現を目指すこと，そして３つ目に，

本市の政策や取組が確実に市民のニーズを捉え中身が伴っていること，名実ともに「しあわせの島」に

近づいていける政策実行や市政運営をお誓いすることという思いを込めております。新たな事業などに

挑んだ令和４年度，さらに市民の声を聞き支援を求める手をつかんだ令和５年度，未来計画の下，行政，

民間，個人を問わず様々な人々の手をつないできた令和６年度，この流れを着実なものとするためにも，

就任から４年目を迎える新年度には，これまでどおり，「対話と連携そして挑戦」という行動指針の下，

様々な取組が実を結び，市民の皆様にとってよりよいものとなるよう市政運営に臨んでまいります。ま

た，新たな総合戦略及び住用・笠利両地域の地域創生戦略が始動する年であり，３地域の特色ある発展

に向けてより一層邁進していきたいと存じます。 

 市制施行２０周年の節目を迎える新年度においては，本市所在の記念式典をはじめ各種メモリアルイ

ベントを実施するほか，民間主体の取組を支援するために，みんなのしまさばくり応援事業に特別枠を

設けるなど，これまで本市が歩んできた歴史を振り返るとともに，市民の皆様とともに２０周年をお祝

いし，将来に向けて力強く歩み出す契機としてまいりたいと存じます。以上でございます。 

 

永田清裕 議員（１３番）  ありがとうございます。今，市長が掲げられた文字の「実」という文字です

が，まさに実現するということでもあります。市長の示す行動指針の「対話と連携そして挑戦」，これ

は市民の皆様が大いに期待していることだと，そのように思います。ですから，その「対話と連携そし

て挑戦」，そういったものがしっかりと形になって，どのように実行されて，そのことが市民の皆様に

しっかりと届いて市民の皆様が実感すると，そういったことが重要だと思っております。 

 新年度は奄美市となって２０年，一昨年は復帰７０周年でもありました。その節目の年には，やはり

− 84− − 85−



― 3 ― 

な課題ではないかと思っております。そのためにも，今後も行政側が積極的に働いてほしいと願います。 

 それともう一点は，福祉の組織のお話もされましたですけれども，福祉，民間の皆様と意見交換会を

行ったり，そこの中で地域の実情であるとか民間が求めていることを伺うことは，それは当然大事なこ

とだと，そのように思います。ただし，聞いて終わるのではなくて，やはりそれら民間からの意見を受

けて実行に移すこと，これに尽きると思います。福祉は特に分野も広くて，抱えることも多いことは承

知しておりますが，今後は組織が強化され，民間との意見交換が進められていくと思いますので，その

中で私はもちろん，多くの皆さんが望んでいます小浜保育所の整備計画についても着実に進んでいくも

のだと大いに期待しているところであります。これらのことは，新年度を迎えるに当たって改めて市長

に要望して，次のテーマに移りたいと思います。 

 令和７年度の抱負についてを伺います。冒頭でも述べたように，令和７年度は市制施行２０周年，安

田市長１期目の最後の年度となります。施政方針においても，新年度はこれまでの本市の歩みを振り返

り，市民の皆様とともに２０周年をお祝いし，将来に向けて力強く歩み出す契機としたいと述べておら

れます。名瀬，住用，笠利の人口規模や地域性も違う自治体が合併し，奄美市が誕生したわけではあり

ますけれども，これまでも，今後においても３地域の均衡ある発展が合併の意義，そして奄美の行政を

進める上での第一の理念だと，そのように思っております。今年度には，住用と笠利地区の地域創生戦

略，奄美市全体の奄美市未来づくり総合戦略も策定されます。新年度からは，この戦略も実行されてい

くことと思います。そこで，合併２０周年の大きな節目，そして安田市政１期目の総仕上げの年度を迎

えるに当たって，市長自身はどういう思いを持って奄美市政に臨んでいく考えなのか，令和７年度の抱

負についてを伺います。 

 

安田壮平 市長  それではお答えします。永田議員からもおっしゃっていただきましたように，施政方針

において，新年度に向けた抱負として「実」という一文字を示させていただきました。この「実」につ

きましては，まず初めに，巳年の「巳」ということにもかけているわけですけれども，今年は，乙巳と

いうことでいうと，そういう縁起のいい年とされています。市民や民間の皆様の努力や挑戦が実り多い

ものになることを願い，そして２つ目に，これまでの３年間の取組がさらに実を結ぶよう，私自ら先頭

に立ち，誠実に実行・実践していくことで，「しあわせの島」の実現を目指すこと，そして３つ目に，

本市の政策や取組が確実に市民のニーズを捉え中身が伴っていること，名実ともに「しあわせの島」に

近づいていける政策実行や市政運営をお誓いすることという思いを込めております。新たな事業などに

挑んだ令和４年度，さらに市民の声を聞き支援を求める手をつかんだ令和５年度，未来計画の下，行政，

民間，個人を問わず様々な人々の手をつないできた令和６年度，この流れを着実なものとするためにも，

就任から４年目を迎える新年度には，これまでどおり，「対話と連携そして挑戦」という行動指針の下，

様々な取組が実を結び，市民の皆様にとってよりよいものとなるよう市政運営に臨んでまいります。ま

た，新たな総合戦略及び住用・笠利両地域の地域創生戦略が始動する年であり，３地域の特色ある発展

に向けてより一層邁進していきたいと存じます。 

 市制施行２０周年の節目を迎える新年度においては，本市所在の記念式典をはじめ各種メモリアルイ

ベントを実施するほか，民間主体の取組を支援するために，みんなのしまさばくり応援事業に特別枠を

設けるなど，これまで本市が歩んできた歴史を振り返るとともに，市民の皆様とともに２０周年をお祝

いし，将来に向けて力強く歩み出す契機としてまいりたいと存じます。以上でございます。 

 

永田清裕 議員（１３番）  ありがとうございます。今，市長が掲げられた文字の「実」という文字です

が，まさに実現するということでもあります。市長の示す行動指針の「対話と連携そして挑戦」，これ

は市民の皆様が大いに期待していることだと，そのように思います。ですから，その「対話と連携そし

て挑戦」，そういったものがしっかりと形になって，どのように実行されて，そのことが市民の皆様に

しっかりと届いて市民の皆様が実感すると，そういったことが重要だと思っております。 

 新年度は奄美市となって２０年，一昨年は復帰７０周年でもありました。その節目の年には，やはり
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過去を振り返り，将来につなげると言われております。復帰７０周年そして新年度の合併２０周年を振

り返って，そのことを教訓に将来にどう生かしていくのか。また，過去を教訓にすることも大事であり

ますけれども，今現在，市民や民間の皆様がどのような思いを持っているのか，望んでいるのか，この

ことにも行政としてしっかりと応えていくことがまさに市長の思いそのものだと感じているところであ

ります。新年度は市長１期目を締めくくる年度を迎えます。今を乗り越えて，今後に向けての市長の実

行力に大いに期待しております。このことも意見として申し上げ，次のテーマに移りたいと思います。 

 そこで，喫緊の課題である物価高騰対策について伺います。いまだに厳しい状況が続いている中で，

多くの市民の方々が行政へ望んでいることは物価高騰対策だと思っております。私自身もこのことにつ

いて，昨年からこの議場においても何度も質問をしてまいりました。そして，新年度予算の要望におき

ましても，我々自民党新政会として物価高騰対策の早期実施を最優先事項として要望いたします。 

 そこで，新年度の取組を見てみますと，学校給食費の助成やプレミアム商品券の発行などの昨年から

の継続事業と，新たに金融機関からの借入れの補助等を計上されております。施政方針では，国・県の

物価高騰対策に加えて本市独自の対策を実施することで，市民生活や企業者を支援すると述べておられ

ます。 

 昨年は，奄美市中小企業振興会議をはじめ各業界の方々とも意見交換なども行い，実情を踏まえなが

ら検討するとのことでありましたが，新年度に臨むに当たって市民生活や各種業界の現状をどう感じて

いるのか，奄美市としての物価高騰対策についてどう検討されてきたのか，必要性をどう思っているの

か，今，みんなが困っていること，不安に思うことに手を差し伸べる奄美市独自の対策を一日でも早く

実行していくべきだと思いますが，物価高騰対策に関する市の考えをお聞かせください。 

 

藤原俊輔 総務部長  おはようございます。それでは，物価高騰対策につきまして答弁いたします。今年

度，令和６年度は，低所得世帯への給付金事業のほか，市民の生活支援としてくらし応援ほーらしゃ券
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興会議や各関係機関等との意見交換においても，原油や原材料の高騰に伴う価格転嫁の課題や，最低賃
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でございます。 

 

永田清裕 議員（１３番）  ありがとうございます。今，物価高騰対策の中にありました商品券の発行，

これは市民生活に直接関わりますことで，大変喜ばれていることは承知しております。そして，今回は

発行額も２倍となっていまして，全てが満足できるか分かりませんけれども，多くの希望者へ届くよう

になり，大変喜ばれるものだと期待をしております。ただ，一方で高齢者の中には，買いたいけれども，

一度に満額を購入できないとの声も聞かれます。 

 そこで，今回お聞きしたいのは商品券のプレミアム率についてであります。３月１日付の新聞に，帝

国データバンクから，昨年の食品の値上げは１万２，５２０品目，そして今年の商品値上げも１万品目
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を超える見通しだと，この３月には２，３４３品目の値上げが予定されていると報道がありました。３月

３日の新聞にも米の値段が高騰すると，そういう記事もありました。このように，食品だけではなく，

ガソリンなども昨年よりももっと厳しい状況となっている中で，なぜ今回プレミアム率を６６．７パー

セントから２５パーセントに下げることになったのか，その検討した内容と，市の考えについてお聞か

せください。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  おはようございます。では，プレミアム率の変更についてお答えをいたし

ます。 

 まず，本市が実施いたしますプレミアム商品券事業につきましては，平成２０年度から消費の喚起と

地域経済の振興を目的としまして，ほーらしゃ券として１冊５，５００円の商品券を５，０００円で販

売するプレミアム率１０パーセントで発行してまいりました。これが，令和２年度にコロナ禍の影響を

受けた飲食店を支援する奄美市飲食店応援プレミアム商品券事業として，１冊５，０００円の商品券を

３，０００円で販売するプレミアム率６６．７パーセントで発行して以来，市民生活の支援及び地域経

済の活性化の施策として，これまで継続してプレミアム商品券事業を展開してきたところでございます。

今年度の実施したくらし応援ほーらしゃ券につきましては，プレミアム率６６．７パーセント，１人に

つき購入限度を４冊としまして，紙，デジタル合わせて５万冊，発行総額２億５，０００万円で実施を

いたしました。 

 今回新たに発行いたしますくらし応援ほーらしゃ券事業につきましては，議員から御紹介がありまし

たとおり，１冊５，０００円の商品券を４，０００円で販売するプレミアム率２５パーセントで販売を

いたし，１人につき購入限度を５冊として，紙，デジタル合わせた発行総数を１０万冊，発行総額５億

円を予定をいたしております。このプレミアム率につきましては，本市の総合的な物価高騰対策事業の

予算の中で本事業がより効果を上げる方策を検討したところ，プレミアム率を変更することで，発行総

数を今年度の５万冊から１０万冊に増やし，発行総額も２億５，０００万円から５億円と増額させるこ

とにより，購入を希望する市民の皆様にもより広く行き渡ることが可能になるとともに，地域内経済へ

の波及効果がより促進されるものと期待しているところでございますので，御理解を賜りたいと存じま

す。 

 

永田清裕 議員（１３番）  もう一度お伺いしたいのは，２５パーセントに設定したのは何か数字を出す

根拠があったのかというのをもう一度お聞きしてよろしいでしょうか。６６パーセントから５０でもよ

かったんじゃないかとか，３０パーセントでもよかったんじゃないかとか，そういう意見がありますけ

ど，２５に設定した内容についてまでお答えいただけますか。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  まず，前回のプレミアムほーらしゃ券につきまして，購入を希望された方

が２万１，６６８人でございました。これが，抽せんの結果，購入できた方が１万２，６６３人であっ

たということがまず大きな点でございます。より多くの方に購入していただく，市の総合的な物価高騰

対策事業の予算の中でより大きな効果をということで考えまして，プレミアム率を下げることにはなり

ますが，これで多くの市民の方が，約２万人の方が購入できる可能性があります。そして，発行総額も，

２５パーセントと下げることで，今度は５億円の発行総額となりますので，より多くの経済効果が期待

できるというところで，今回２５パーセントとさせていただいたところです。なお，全国的な，先ほど

議員からもございましたが，物価上昇率を過去４年間で見ますと，食料品の上昇率が１２１パーセント

ということで，やはり２０パーセントから２５パーセント，これぐらいが上がっていると，こういうこ

とも参考にさせていただいたところでございます。 

 

永田清裕 議員（１３番）  部長，答弁ありがとうございます。確かに今おっしゃったように，多くの方

に届くっていうことは，多くの希望者に届くというわけですから，それはそれでいいことだと思います
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けれども，先ほど申し上げたとおり，高齢者の中には買いたいけれども一度に買えないという人もいる

ということは，留めておいていただきたいと思います。また，商品券にそれだけ発行額が増えるという

ことは，確かに消費活動というのも促進されるわけですから，それも大変喜ばしいことだと思います。

しかし，これまでの，今，２５パーセントのプレミアムに設定したと，前回の６６．７パーセントも物

価高騰だとか，やっぱり市民の厳しいところに手当をするためにやったと。そういうことであるなら，

やはりこれまで実施してきた６６．７パーセントの設定根拠がどうであったのか，そういうことまで，

そう思わざるを得ません。 

 プレミアム率が高ければ高いほど，手厚い支援になってお得にもなります。これまでの６６．７パー

セントの商品券というのは全国的に見ても高い割合でありまして，多くの市民，商業者のほか経済団体

からも高い評価を受けてきました。自治体の中には商品券を無料配布するところもありますけれども，

奄美市というのはコロナ禍の中で先行して積極的に手厚い商品券にも取り組んできて，市民の皆様の厳

しいところに手を差し伸べると，奄美市独自の物価高騰分にさらに上積みして支援する，それが奄美市

のプレミアム商品券の大きな価値だと思っているところであります。物価高騰分をそのまま補填するで

はなくて，さらにその上の支援をすると，そういったところが奄美市独自の喜ばれている政策の一つだ

と，そのように思っております。今回は２５パーセントのプレミアム商品券で打ち出しているので，あ

とは早期の実施を願うところでありますけれども，今後も物価高騰の厳しい状況を注視して，継続して

切れ目ない実施を考えていただきたいと強く要望しておきます。 

 それとあと一点，事業者支援についてを伺いたいと思います。今回の事業者支援として打ち出してい

る事業は，運転資金の借入れに対する支援とあと高齢者施設に対する給食費の補填であるとお聞きして

います。そこの中で，借入れもせずに踏ん張って頑張っている事業者もいらっしゃるわけであります。

飲食店では，食品の値上がりが続く中にあっても，価格転換もせずに踏ん張っている事業主もいらっし

ゃいます。奄美市では，コロナ禍のときには工夫して手厚くいろんな事業者支援を行い，各方面から評

価もいただきました。そこで改めて伺いたいことは，事業者支援に対して，中小企業振興会議などでも

意見が上がったようですけれども，その後に検討した結果が利子補給だけの事業なのか，ほかに検討し

たことなどなかったかを伺います。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  まず，商工関係の方々といろんな協議をしなかったとか，そういうことに

つきましては，不定期ではございますが，各種会合等また商工会議所，商工会が策定いたします年次計

画などの相談・協議の場で，月に数回程度，現状などを伺っているところでございます。 

 また，今回は利子補給についての提案をさせていただきました。これにつきましては，年末に担当課

が市内金融機関を回りまして，今の市内の融資状況などの傾向を伺い，その中で今回上程しております

利子補給について，金融機関のほうからも，これは非常に有効な手ではないかということで御意見など

もいただいたところで，上程をさせていただいたところです。今後も引き続きまして，いろんな関係団

体などからの御意見等も伺ってまいりたいと考えております。 

 

永田清裕 議員（１３番）  部長，ありがとうございます。もう一度お聞きしたいのは，中小企業会議，

そこの中で事業者支援の利子補給の話しか出なかったのかと，ほかにも意見が上がったようですけれど

も，それ以外のことを検討しなかったのかと，検討を進めているのかと，そこらをお聞きしたいと思い

ます。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  議員からございました中小企業振興会議，こちらの中では，各団体のほう

から現状としての賃金の上昇ですとか，原材料の高騰というお話はございましたが，それに対してのま

たこういう支援と，そういう話での御要望といいますか，そこのほうは強い，具体的な話というのはご

ざいませんでした。ただ，参考になるかと思いますが，今年２月２１日に商工会議所のほうで，原価上

昇を乗り越える経営改善についてのセミナーなども開かれております。ですので，商工会議所または商
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工会のほうもいろんな，商工団体として各団体へのヒントになるようなセミナー等も開催されているや

に伺っております。私どものほうといたしましては，今回は利子補給という形で対応をさせていただい

たところでございます。 

 

永田清裕 議員（１３番）  ありがとうございます。では，当初予算では利子補給だけの事業でありまし

たけれども，これでは終わりはなくて，今後もさらに検討を進めて，必要なところには追加の補正予算

等で対応していくと，こういった理解でよろしいでしょうか，伺います。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  新年度の今後の予算につきましては，今後の国の状況等，また県の状況等，

総合的に判断をさせていただければと思います。 

 

永田清裕 議員（１３番）  後でも言おうと思ったんですけど，今必要だからやろうということと，今の

答弁からすると，今現状，利子補給だけの支援で，それで終わりですよというのにも聞こえかねないの

で，やはりそこは，これからしっかりと，もうちょっといろんな関係団体とのお話の中で，市民の皆様

が困っている状況を踏まえて継続してやっていただきたいと，検討して新たな支援作業も強めていただ

きたいと，そのように思います。市長，何かありますか。 

 

安田壮平 市長  永田議員から強い御提言をいただき，しっかりと受け止めたところでございます。これ

までも物価高騰対策については，度重なる御意見，御要望をいただいておりますので，我々ももっと真

摯に取り組んでいきたいと思います。 

 その一方で，国，県なども手厚い支援を用意していて，それも我々も捉えた上で，今回あらゆる業種

に対してのこういった支援をさせていただいております。国，県の支援でいえば，例えばエネルギー事

業者，ガス，電気，水道光熱などのインフラ，あるいはバス，タクシーなどの交通事業者に対する支援

もきめ細かにされていますので，そういった状況を見ながら，我々はそこに届かないところの支援を考

えて，そしてまた，限られた財源でより多くの事業者に行き渡るというところも考えた上で今回この事

業を提案をさせていただいておりますので，その活用状況も見ながら，また事業者のお声を聞きながら

引き続き取り組んでいきます。よろしくお願いいたします。 

 

永田清裕 議員（１３番）  ありがとうございます。いろいろと検討するにしても当然財源が伴うと，財

源に限りあるということは当然承知をしております。ただ，この支援というのは，いつまでも支援策を

やるということではなくて，この厳しい状況が現状にあるから，今だからこそやると，やるべきだと何

度も申し上げております。物価高騰というのも，災害といわずとも，全ての市民や事業者の皆様が影響

を受けている緊急事態だと，そのように思っております。先ほどの答弁にもありましたけれども，そう

いう意味からも財政調整基金を活用して，もっと行政として奄美市独自の施策を考えて実行していくこ

とも必要と考えます。 

 例えば，私の思いつくことを１点申し上げたいと思います。コロナ禍でも実施した水道料金の減免で

あります。水道は市民生活とか事業者の全ての方が利用されており，みんなに行き届く支援として，し

かも奄美市の公営事業でありますので，早期に検討できることではないかと考えるところであります。

今後も物価高騰は見通せない状況でありますので，ぜひ行政内部全体において，全庁的に継続して考え

ていってほしいと要望して，次のテーマに移ります。 

 防災対策について伺います。私が質問したいことは，先月の１月２８日に埼玉県八潮市で発生した道

路貫没の災害に関する対策であります。まずもって被災された方々に心よりお見舞いを申し上げますと

ともに，災害対応に御尽力いただいている方々に心より敬意を表したいと存じます。昨日の盛議員の質

問もありましたけれども，さて，本市の上下水道事業に関しましては，施政方針では中長期的な運営の

安定化と耐震化対策の推進などを述べておられます。建物や道路などは現在の状態を目視で確認できま
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工会のほうもいろんな，商工団体として各団体へのヒントになるようなセミナー等も開催されているや

に伺っております。私どものほうといたしましては，今回は利子補給という形で対応をさせていただい

たところでございます。 

 

永田清裕 議員（１３番）  ありがとうございます。では，当初予算では利子補給だけの事業でありまし

たけれども，これでは終わりはなくて，今後もさらに検討を進めて，必要なところには追加の補正予算

等で対応していくと，こういった理解でよろしいでしょうか，伺います。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  新年度の今後の予算につきましては，今後の国の状況等，また県の状況等，

総合的に判断をさせていただければと思います。 

 

永田清裕 議員（１３番）  後でも言おうと思ったんですけど，今必要だからやろうということと，今の

答弁からすると，今現状，利子補給だけの支援で，それで終わりですよというのにも聞こえかねないの

で，やはりそこは，これからしっかりと，もうちょっといろんな関係団体とのお話の中で，市民の皆様

が困っている状況を踏まえて継続してやっていただきたいと，検討して新たな支援作業も強めていただ

きたいと，そのように思います。市長，何かありますか。 

 

安田壮平 市長  永田議員から強い御提言をいただき，しっかりと受け止めたところでございます。これ

までも物価高騰対策については，度重なる御意見，御要望をいただいておりますので，我々ももっと真

摯に取り組んでいきたいと思います。 

 その一方で，国，県なども手厚い支援を用意していて，それも我々も捉えた上で，今回あらゆる業種

に対してのこういった支援をさせていただいております。国，県の支援でいえば，例えばエネルギー事

業者，ガス，電気，水道光熱などのインフラ，あるいはバス，タクシーなどの交通事業者に対する支援

もきめ細かにされていますので，そういった状況を見ながら，我々はそこに届かないところの支援を考

えて，そしてまた，限られた財源でより多くの事業者に行き渡るというところも考えた上で今回この事

業を提案をさせていただいておりますので，その活用状況も見ながら，また事業者のお声を聞きながら

引き続き取り組んでいきます。よろしくお願いいたします。 

 

永田清裕 議員（１３番）  ありがとうございます。いろいろと検討するにしても当然財源が伴うと，財

源に限りあるということは当然承知をしております。ただ，この支援というのは，いつまでも支援策を

やるということではなくて，この厳しい状況が現状にあるから，今だからこそやると，やるべきだと何

度も申し上げております。物価高騰というのも，災害といわずとも，全ての市民や事業者の皆様が影響

を受けている緊急事態だと，そのように思っております。先ほどの答弁にもありましたけれども，そう

いう意味からも財政調整基金を活用して，もっと行政として奄美市独自の施策を考えて実行していくこ

とも必要と考えます。 

 例えば，私の思いつくことを１点申し上げたいと思います。コロナ禍でも実施した水道料金の減免で

あります。水道は市民生活とか事業者の全ての方が利用されており，みんなに行き届く支援として，し

かも奄美市の公営事業でありますので，早期に検討できることではないかと考えるところであります。

今後も物価高騰は見通せない状況でありますので，ぜひ行政内部全体において，全庁的に継続して考え

ていってほしいと要望して，次のテーマに移ります。 

 防災対策について伺います。私が質問したいことは，先月の１月２８日に埼玉県八潮市で発生した道

路貫没の災害に関する対策であります。まずもって被災された方々に心よりお見舞いを申し上げますと

ともに，災害対応に御尽力いただいている方々に心より敬意を表したいと存じます。昨日の盛議員の質

問もありましたけれども，さて，本市の上下水道事業に関しましては，施政方針では中長期的な運営の

安定化と耐震化対策の推進などを述べておられます。建物や道路などは現在の状態を目視で確認できま
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すが，水道や下水道は地下埋設物であるため，現在どういう状況にあるのか点検調査を行わない限り緊

急性を把握できないものと心配しているところであります。八潮市の事案におきましては，数年前にも

点検を行ったようでありますが，あのような全く予期できない突発な事故が発生しました。奄美市にお

きましては，水道や下水道の整備はこれまで積極的に進められてきて，生活環境は大きく向上している

ところでありますが，今回の事故を受けて多くの市民の方々が不安に思っているところであろうかと思

います。 

 そこで，奄美の市街地の状況において伺います。幹線道路などの大規模な水道や下水道管についてで

ありますが，点検結果の実態はどうなっているのか，調査結果や耐震化を踏まえて整備計画はどうなっ

ているのか伺います。昨日，盛議員のこともありましたので，そこは省いて簡潔にで結構ですが，お教

えいただきたいと思います。 

 

川上浩一 上下水道部長  おはようございます。では，まず昨日の盛議員の答弁と重なる部分もあるかと

思いますが，よろしくお願いします。議員の御質問に対し，まず水道事業から答弁いたします。本市の

水道管の点検につきましては，浄水場からの流量の監視や漏水探知機を用いた漏水調査を実施いたして

おります。併せて道路の路面状態などの調査を行うことにより，漏水箇所の早期発見に努め，迅速に修

繕を行っているところでございます。整備計画につきましては，管路更新計画に基づき，漏水多発地区

の更新を優先的に行うことにより，管路の更新や耐震化を図っているところでございます。今後も国庫

補助事業や交付金事業の活用などにより，継続的に管路の更新や耐震化に取り組んでまいります。 

 次に，下水道事業でございますが，公共下水道における令和５年度末の下水道管総延長約１４２キロ

メートルを３種類に分類し，計画的に点検しております。下水道関連法令により義務づけられている特

に腐食のおそれのある管路について，約４．４キロを５年に１回，市独自で抽出した重要な幹線約９．

１キロメートルを１０年に１回の頻度で，専門業者への発注により行っております。残りのその他管路

約１２８．５キロメートルにおいては，１５年に１回の頻度とし，毎年発注している管路清掃業務を簡

易点検として実施しております。さきに述べた点検で異常が認められた管路については，翌年に管路内

テレビカメラ調査を行い，状況に応じて補強工事を行っており，また，管の破損による土砂流入など緊

急性を要する管については，修繕や緊急工事にて対応しております。整備計画につきましては，奄美市

内において耐用年数５０年を過ぎている管はまだないものでありますが，今後，耐用年数や調査結果を

踏まえ，予算の範囲内において年次的に計画していくものと考えております。 

 

永田清裕 議員（１３番）  ありがとうございます。２番，そのまま行きます。今回の事故を受けて緊急

的に取り組んでいることはあるのか伺います。 

 

川上浩一 上下水道部長  お答えします。今回の事故を受けて，国土交通省より緊急点検として，流域下

水道事業者が管理する１日最大処理量３０万立方メートル以上の大規模な下水処理場に接続する合計

２メートル以上の下水道管路との依頼がありましたが，本市の下水道事業は本市単独の公共下水道で，

下水処理場である名瀬浄化センターの１日最大処理量が１万３，１００立方メートルであり，管路の最

大口径が１．３５メートルであることから，御質問の緊急的対応は水道事業，下水道事業ともに特段行

ってはおりませんが，水道事業においては，浄水場からの流入の監視や漏水探知機等を用いた漏水調査

を日常的に実施することにより，漏水箇所の早期発見に努め迅速に修繕を行っているところでございま

す。 

 また，下水道事業においては，現在法令で義務づけられている特に腐食のおそれのある管路の５年に

１回の調査を行っております。ほかにも，道路管理者からの情報や公式ＬＩＮＥなどを通じた市民から

の情報提供により，路面の異常時には即座に点検に行き，原因について調査を行っております。今後の

計画につきましても，国の動向を注視しながら，現行法令を遵守して計画的に点検調査を実施し，管路

の維持管理に尽力してまいります。 
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永田清裕 議員（１３番）  ありがとうございます。国交省から指摘を受けた中で，管の径が２メートル

以上であるから，奄美市は最大で１．４メートルでしたっけ，３５，そこらなので，やる必要はないと

いうことでありましたけれども，今回はたまたま八潮市で起こったんですけれども，やっぱりいつどこ

で起きてもおかしくない事故だと思います。私が言うまでもなく，下水道管を一斉に取り替えることっ

ていうのは当然できませんし，今あるものを安全性を確認しながら必要に応じてメンテナンスをやると，

そこが大切であろうかと思います。 

 ２月２０日付に，政府が上下水道など公共インフラの老朽化に備えるため，ＤＸ導入を急務とすると

いう記事がありました。先行事例としては，愛知県の豊田市や栃木県の宇都宮市で取り組んでいる人工

衛星やＡＩを活用して優先的に漏水調査を行うエリアを特定するということで，ちょっと映像を出して

いただけますか。これは，愛知県の豊田市でやっていることなんですけれども，衛星のほうに電波を飛

ばして，そこから地中のほうにやって，詳しくは分かりませんけども，それで優先的に調査を行う。次

のページをちょっと。そういったところから，こういう調査を行ってやっていくと，そういうことが今

やっておられます。老朽化っていうのは確実に進みますし，人手不足であるとか高齢化の状況を踏まえ

ても，こういう最新技術を取り入れることも今後の検討課題ではないかと，そのように思います。あり

がとうございます。 

 そういった検討課題も含めて，やはり八潮市でも点検が終わった後の２年後にはああいった事故が起

きたということですので，我々の市民生活においては外せないライフラインの水のことでありますから，

重々いろんな面で日常から点検を重ねて安心安全に努めていただきたいと思います。 

 次の質問に行きます。本場奄美大島紬の振興についてであります。施政方針では，第２期再生計画に

基づき，学校での着付け体験や紬の日などを通してつむぎ着用機会の創出に努めるとともに，後継者育

成や技術伝導を支援してまいりますと述べておられます。今年度の施政方針と見比べると内容は全く変

わらず，奄美市の大島紬へかける思いは例年どおり変わりはないようでありますが，私自身，今年も１月

５日の紬の日の行事に参加しましたが，最近では，若い方々や転勤等で奄美へ移住されている方々の参

加なども増えているような感じがいたしております。デジタル化の進展が著しい現代社会ではあります

が，長い歴史とともに受け継がれてきたこの本場奄美大島紬や奄美黒糖焼酎などの奄美の誇るものづく

りは，これからもしっかりと受け継いでいかなければなりません。 

 特に大島紬については，販売はもちろんのこと，技術の継承と後継者の育成は待ったなしの重要課題

だと思っております。昨年の県の委託事業で，本場奄美大島紬の継承者を育成するインターンシップを

行いました。工場見学であるとか，紡ぐスキルを体験するような事業であったようです。そこから本年

度，実際に技術を学ぶ２名の方の雇用が内定したとの明るいニュースを拝見いたしました。そこで伺い

ます。現在進めている第２期再生計画の実績と目標に対する達成状況はどうなっているのかお聞きしま

す。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  第２期本場奄美大島紬産地再生計画でございますが，これは令和４年度か

ら５年間の計画で，本市・龍郷町本場奄美大島紬協同組合及び本場奄美大島紬販売協同組合の出資の下，

本場奄美大島紬産地再生協議会におきまして，各種事業を実施をいたしております。主な事業としまし

て，後継者育成事業，在庫アクティブ事業，生産流通活性化事業を実施をいたしております。 

 各事業の実績でございますが，後継者育成事業においては，令和４年度からの継続者を含めまして，

締め１名，図案１名，染色１名，加工１名の合計４名が後継者育成事業に参加をいたしております。在

庫アクティブ事業につきましては，商品開発に関する事業，商品販売に関する事業，大島紬振興に関す

る事業等を実施をいたしております。特に大島紬振興に関する事業としましては，議員からございまし

たが，本市及び龍郷町の中学校で，令和４年度，本市４校，龍郷町で２校で２８５名，令和５年度は，

本市で９校，龍郷町で２校の４８２名の着付け体験と大島紬の講義を実施をいたしているところでござ

います。生産流通活性化事業につきましては，産地見学会や販売会といったモニターツアー，また東京
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永田清裕 議員（１３番）  ありがとうございます。国交省から指摘を受けた中で，管の径が２メートル

以上であるから，奄美市は最大で１．４メートルでしたっけ，３５，そこらなので，やる必要はないと

いうことでありましたけれども，今回はたまたま八潮市で起こったんですけれども，やっぱりいつどこ

で起きてもおかしくない事故だと思います。私が言うまでもなく，下水道管を一斉に取り替えることっ

ていうのは当然できませんし，今あるものを安全性を確認しながら必要に応じてメンテナンスをやると，

そこが大切であろうかと思います。 

 ２月２０日付に，政府が上下水道など公共インフラの老朽化に備えるため，ＤＸ導入を急務とすると

いう記事がありました。先行事例としては，愛知県の豊田市や栃木県の宇都宮市で取り組んでいる人工

衛星やＡＩを活用して優先的に漏水調査を行うエリアを特定するということで，ちょっと映像を出して

いただけますか。これは，愛知県の豊田市でやっていることなんですけれども，衛星のほうに電波を飛

ばして，そこから地中のほうにやって，詳しくは分かりませんけども，それで優先的に調査を行う。次

のページをちょっと。そういったところから，こういう調査を行ってやっていくと，そういうことが今

やっておられます。老朽化っていうのは確実に進みますし，人手不足であるとか高齢化の状況を踏まえ

ても，こういう最新技術を取り入れることも今後の検討課題ではないかと，そのように思います。あり

がとうございます。 

 そういった検討課題も含めて，やはり八潮市でも点検が終わった後の２年後にはああいった事故が起

きたということですので，我々の市民生活においては外せないライフラインの水のことでありますから，

重々いろんな面で日常から点検を重ねて安心安全に努めていただきたいと思います。 

 次の質問に行きます。本場奄美大島紬の振興についてであります。施政方針では，第２期再生計画に

基づき，学校での着付け体験や紬の日などを通してつむぎ着用機会の創出に努めるとともに，後継者育

成や技術伝導を支援してまいりますと述べておられます。今年度の施政方針と見比べると内容は全く変

わらず，奄美市の大島紬へかける思いは例年どおり変わりはないようでありますが，私自身，今年も１月

５日の紬の日の行事に参加しましたが，最近では，若い方々や転勤等で奄美へ移住されている方々の参

加なども増えているような感じがいたしております。デジタル化の進展が著しい現代社会ではあります

が，長い歴史とともに受け継がれてきたこの本場奄美大島紬や奄美黒糖焼酎などの奄美の誇るものづく

りは，これからもしっかりと受け継いでいかなければなりません。 

 特に大島紬については，販売はもちろんのこと，技術の継承と後継者の育成は待ったなしの重要課題

だと思っております。昨年の県の委託事業で，本場奄美大島紬の継承者を育成するインターンシップを

行いました。工場見学であるとか，紡ぐスキルを体験するような事業であったようです。そこから本年

度，実際に技術を学ぶ２名の方の雇用が内定したとの明るいニュースを拝見いたしました。そこで伺い

ます。現在進めている第２期再生計画の実績と目標に対する達成状況はどうなっているのかお聞きしま

す。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  第２期本場奄美大島紬産地再生計画でございますが，これは令和４年度か

ら５年間の計画で，本市・龍郷町本場奄美大島紬協同組合及び本場奄美大島紬販売協同組合の出資の下，

本場奄美大島紬産地再生協議会におきまして，各種事業を実施をいたしております。主な事業としまし

て，後継者育成事業，在庫アクティブ事業，生産流通活性化事業を実施をいたしております。 

 各事業の実績でございますが，後継者育成事業においては，令和４年度からの継続者を含めまして，

締め１名，図案１名，染色１名，加工１名の合計４名が後継者育成事業に参加をいたしております。在

庫アクティブ事業につきましては，商品開発に関する事業，商品販売に関する事業，大島紬振興に関す

る事業等を実施をいたしております。特に大島紬振興に関する事業としましては，議員からございまし

たが，本市及び龍郷町の中学校で，令和４年度，本市４校，龍郷町で２校で２８５名，令和５年度は，

本市で９校，龍郷町で２校の４８２名の着付け体験と大島紬の講義を実施をいたしているところでござ

います。生産流通活性化事業につきましては，産地見学会や販売会といったモニターツアー，また東京
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での新春販売会を実施をしているところでございます。新しい取組といたしましては，議員からも御案

内がありましたが，今年度，県の実施した大島紬の担い手としてのインターンシップを利用した学生が

１１名来島され，そのうち２名が採用も見込んでいるとのことで，今後，島外からの後継者にも期待を

しているところでございます。 

 本場奄美大島紬は，先祖代々受け継がれてきた島の宝であり，世界に誇れる伝統工芸品でございます。

この島の大切な宝を後世に伝え，しっかりとつないでいくことは重要なことであると思っております。

本市といたしましては，今後も龍郷町また両組合と連携して，再生協議会を中心に，後継者育成また紬

着用機会の創出，各種事業の支援を行ってまいりたいと思いますので，御理解賜りますようお願いいた

します。 

 

永田清裕 議員（１３番）  部長，丁寧に説明していただいてありがとうございます。本年度も紬活性化

推進事業であるとか，紬販路開拓資金貸付事業であるとか，笠利の施設管理費など，例年どおりの事業

が計上されております。まずは，私も紬のことを質問するのは初めてなんですけれども，やはりまずは

紬というのがこれまで奄美大島をどれだけ支えてきたかと，紬のおかげでどれだけの人が学校にも行け

て，飯を食えたかと，紬に対する恩恵を感じて紬産業を伝承すると，こういったことが大切ではないか

と改めて思っているところであります。一方で，そういった事業を新たにどう生かしていくのか，どう

展開していくのかというのも大切な一つの要素であります。 

 先日，龍郷の，いいことなので名前言いますけども，金井工芸さんがニュージーランドで展示会を開

いて奄美の染色工芸を海外に発信しているという記事を目にしました。いろんな，そういった国内に限

らず，海外に行っていろんな可能性を求めて，我々の本当奄美の誇りである紬を発信していくと，こう

いったことも大変必要なことではないでしょうか。当然，そこには業界というのが主体になりますけれ

ども，やはりそれだけ後押しをすると，支援をするという意味合いからは，やはり行政側の積極的な関

わり，そういったことも必要ではないかと思っておりますので，また今後に期待をしたいと思います。

ありがとうございました。 

 この２番の活性化推進事業なんですけれども，ちょっと時間の関係で聞いたら足りなくなるような気

がします。委員会のほうでまたやりたいと思いますが，すいません，よろしくお願いします。 

 これで質問は終わりますけれども，令和７年度は奄美市にとって大きな節目の年度となりますので，

市長の思いや今必要と思っていることについてを伺いました。市長も施政方針において述べられており

ますように，行政運営は常に堅実で安定が第一であり，地域の振興発展に向けては新たな挑戦も必要不

可欠であると，そのように思いますし，ごもっともでございます。そのためにも，行政だけでなく，我々

市議会としましても，市民の皆様や民間事業者の皆様との対話や連携に積極的に取り組んでまいりたい

と考えておりますので，令和７年度もよろしくお願いをいたします。 

 結びになりますが，議場にいらっしゃる部長さんをはじめ，今年度に還暦を迎えられた職員の皆さん，

今月３１日をもって退職される方や引き続き職務に当たられる方など様々なようでありますけれども，

大きな節目を迎える全ての職員の皆様方に，これまでの長年の御尽力に心より感謝を申し上げます。誠

にお疲れさまでございました。以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

 

奥 輝人 議長  以上で，自民党新政会 永田清裕議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時２７分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 奄美笠誠会 前田 要議員の発言を許可いたします。 

 

前田 要 議員（１１番）  市民の皆様，議場の皆様，こんにちは。奄美笠誠会 前田 要です。インター
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ネットを御覧の皆様，私が着用している着物，こちら本場奄美大島紬でございます。ぜひ一度奄美へお

越しください。世界自然遺産の雄大な景色とシルクの着物を体験・体感され，夜には黒糖焼酎と島歌で

堪能されればと思います。 

 質問に入る前に所見を述べさせていただきます。奄美市議会だより３月号の最後のページに，編集あ

と書きの欄がございます。今回私が担当になっておりますので，よろしければ目を通されていただけれ

ば幸いでございます。また，地元の笠利地区では，１２月よりサトウキビ，２月からカボチャや奄美本

島がブランド化を進めているタンカンなど，笠利半島の誇る豊かな大地にて，様々な農作物の出荷のピー

クとなっております。農作業の皆様，安全第一をお祈り申し上げます。 

 質問に入ります前に，順番の変更をお願いいたします。１番と３番を入替えをお願いいたします。そ

れでは質問いたします。佐賀県の松隈地域づくり株式会社，佐賀モデルといいますが，（１）集落にて

法人を設立，自然エネルギーの収益で集落活動の資金源に。こちらは住用版地域創生戦略の案，最後の

ページにございました。住用地域の市民の皆様の貴重な意見をお聞かせくださいませ。次の質問からは

発言席にて行います。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

平田博行 住用総合支所事務所長  お疲れさまです。答弁を行いたいと思います。住用地域の創生戦略は，

かつて４，０００人を超える人口が４分の１の約１，０００人，６５歳以上の占める割合が約６割とな

っていることへの危機感を抱える中で，奄美市合併時に始まった各団体で構成された地域協議会が即取

り組んでほしいと熱望した重要項目を基に，地域創生戦略審議会において具体的な政策議論をいただい

た計画でございます。この計画は，短・中・長期の３年，３年，４年の１０年計画で，短期においては

施策実践を自ら関わる人づくり，中期においては生み出したものを拡大・発展する仲間づくり，そして

持続するための次世代への継承を目指しております。 

 議員が関心を持っていただきました佐賀県吉野ヶ里町松隈地区モデルにつきましては，４０世帯

１１６人の集落が日本で最小規模の小水力発電所を運営しているところでございます。発電所といって

も，なだらかな緑の丘を登っていった道脇にさりげなく建っている白いコンテナ型の発電所で，僅か幅

３．６メートル，高さ２．５メートルの小さな設備で，落差２１．９メートルの高低差を利用し，６０世

帯分の電力を賄える１時間当たり３０キロワットアワーの発電を実現したものでございます。整備後は，

売電売上げが年間８００万を超え，借入金や税金，積立金を差し引いて，年間９０万円の利益が集落に

入っているとのことです。事業への公的な投資は，佐賀県による事前の河川の可能性調査の費用のみで，

最初の１０年間で一部の借入れの返済が終わると，後半の１０年間は手元に残る利益が増え，２０年間

で約５，０００万円の純利益が得られるモデルであり，集落の課題解決のための費用に充てられる計画

とのことであります。 

 住用町は，島内に２か所しかない九州電力の水力発電所があり住用川，役勝川など豊富な水資源があ

りますが，その資源が十分に生かされていない状況にあります。また，地域行事や防犯のための街灯な

どの費用は，敬老会や豊年祭など集落行事の際の寄附金で賄っており，将来の集落運営資金捻出は大き

な課題です。世界自然遺産のコア地域であり，この自然資源を守っていかなければならない地域を自然

の力で支えていけないかという思いからの計画でございます。実現には，地域の方々の理解や熱意がな

いとできないことではございますので，地域の方々と情報を共有しながら進めたいと存じます。以上で

ございます。 

 

前田 要 議員（１１番）  貴重な御意見ありがとうございます。これこそが奄美市，各，笠利には２９，

住用さんも十幾つございますが，地域経済が活性化するためには，こういう，今おっしゃったのが一番

だと思うんです。毎年１月に鹿児島市で，鹿児島県市議会議長会主催の研修会がございます。今年もご

ざいまして，いろんなことを学ばせてもらっていますが，その中に山本尚史先生，拓植大学の方がおっ
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ネットを御覧の皆様，私が着用している着物，こちら本場奄美大島紬でございます。ぜひ一度奄美へお
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施策実践を自ら関わる人づくり，中期においては生み出したものを拡大・発展する仲間づくり，そして

持続するための次世代への継承を目指しております。 

 議員が関心を持っていただきました佐賀県吉野ヶ里町松隈地区モデルにつきましては，４０世帯

１１６人の集落が日本で最小規模の小水力発電所を運営しているところでございます。発電所といって

も，なだらかな緑の丘を登っていった道脇にさりげなく建っている白いコンテナ型の発電所で，僅か幅

３．６メートル，高さ２．５メートルの小さな設備で，落差２１．９メートルの高低差を利用し，６０世

帯分の電力を賄える１時間当たり３０キロワットアワーの発電を実現したものでございます。整備後は，

売電売上げが年間８００万を超え，借入金や税金，積立金を差し引いて，年間９０万円の利益が集落に

入っているとのことです。事業への公的な投資は，佐賀県による事前の河川の可能性調査の費用のみで，

最初の１０年間で一部の借入れの返済が終わると，後半の１０年間は手元に残る利益が増え，２０年間

で約５，０００万円の純利益が得られるモデルであり，集落の課題解決のための費用に充てられる計画

とのことであります。 

 住用町は，島内に２か所しかない九州電力の水力発電所があり住用川，役勝川など豊富な水資源があ

りますが，その資源が十分に生かされていない状況にあります。また，地域行事や防犯のための街灯な

どの費用は，敬老会や豊年祭など集落行事の際の寄附金で賄っており，将来の集落運営資金捻出は大き

な課題です。世界自然遺産のコア地域であり，この自然資源を守っていかなければならない地域を自然

の力で支えていけないかという思いからの計画でございます。実現には，地域の方々の理解や熱意がな

いとできないことではございますので，地域の方々と情報を共有しながら進めたいと存じます。以上で

ございます。 

 

前田 要 議員（１１番）  貴重な御意見ありがとうございます。これこそが奄美市，各，笠利には２９，

住用さんも十幾つございますが，地域経済が活性化するためには，こういう，今おっしゃったのが一番

だと思うんです。毎年１月に鹿児島市で，鹿児島県市議会議長会主催の研修会がございます。今年もご

ざいまして，いろんなことを学ばせてもらっていますが，その中に山本尚史先生，拓植大学の方がおっ
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しゃったことが，持続可能な地方分散の実現には地域内でエネルギーを自給する自給率が必要だと，地

域内の経済環境を高めるのが必要だとおっしゃいました。先日，地元の新聞には，沖永良部の知名の……，

ちょっと漢字が読みづらいですね，知名町の集落が集落法人化していました。それで，その区長さんい

わく，集落法人化で地域を守ると書いていました。さらに，２月の２１日，ここの何階であったか分か

りませんが，奄美市の政策アドバイザーの，谷中さん，すいません，名前が間違っていたらごめんなさ

い，修吾先生が，市の職員３２名さんを集められて，稼ぐ地域づくりの研修会を開催されたと思います。

その中に，先生いわく，誰が誰から稼ぐのかについて整理するとおっしゃっていました。突き抜けた発

想や取組も効果的なアドバイスしたとも書いて，地元新聞に書かれていました。市幹部の３２名の方が

どのような気持ちで研修を受けたか，また，それが施策につながっていけばという気持ちで，今回，住

用さんの案を見てすごくうれしくて，私も再生エネルギーを１２年前からやって，少し成功したことも

あるもんですから，何とかこれが奄美市，住用，笠利，名瀬の地域の稼ぐ力になればいいかなと思って

の質問です。 

 次に行きます。奄美市公共施設等民間提案制度（セレクト提案方式）についてお伺いします。（１）

の令和７年度宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業の中に，こちら特記事項なんですけど，この中に７番

目に求める提案とございます。その中の４番目に再生可能エネルギーの提案とございますが，この事業

のは，お聞きしたいのは，まとめてなのか，再生エネルギー単独で，単品で提案されているのか，そち

らをお聞かせください。 

 

藤原俊輔 総務部長  それではお答えいたします。議員御質問の宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業に

つきましては，奄美市公共施設等民間提案制度のセレクト型として，施設改修における幅広い提案を民

間団体 に求めるものでございます。昨年１２月の議会の全員協議会におきまして，民間提案制度の御

説明をした中で，この宇宿貝塚の整備計画につきましても御説明申し上げましたところですが，公募に
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前田 要 議員（１１番）  御丁寧な答弁ありがとうございます。続きまして，事業実施スケジュール，
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藤原俊輔 総務部長  事前相談期間は，議員おっしゃるとおりもう終了しましたが，１団体でございまし
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者として協定締結後は採択した提案を基に補助金申請及び各種説明資料に，提案を使用することがある。

３番が事業化を決定した場合でも，補助金の採択または予算案件と議会の議決または承認が必要なもの

について可決または承認が得られない場合は，契約及び事業は実施されないものとすると書いています
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多分その事業者さんはこういうのを活用しますという報告があっての話だと思いますけど，それがあっ

たのかなかったのか，あるとしたらどういった内容なのかをお聞かせください。 

 

藤原俊輔 総務部長  それでは答弁いたします。まず，こちらのが知的財産であるということの認識があ

ります。それから財源につきましては，当然今から議員の皆様，審議をしないと予算は成立しませんの

で，前提条件としてあくまでもこの３月議会で議決を得た後に正式に予算がつくものという前提条件で
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の募集をしているというところでございますので，よろしくお願いします。 

 

前田 要 議員（１１番）  すいません，もう一回聞きます。事前相談がございましたが，僕のちょっと

勉強不足かもしれませんが，そのときにその業者さんは，さっき７番の（４）の再生エネルギーに対し

てどういった補助とかがあるというのは前もって言っていないと，市のほうも簡単に「はい」とは言え

ないと思うんですけど，そういう，こちらに書いていますが，事前相談って書いていますので，それが

どういう内容かはお示しできないんでしょうか。 

 

藤原俊輔 総務部長  お答えいたします。デジ田交付金という国の補助事業がありますけれども，その中

でまとめて申請をするということで，太陽光エネルギーだけを抜き出してというお話ではなかったとい

うことでございます。 

 

前田 要 議員（１１番）  分かりました。ありがとうございます。次の質問に移ります。。「未来づく

り」総合戦略２０２５年の１番，基本理念Ⅲ─⑧，ページでいいますと２２ページを，すいませんが，

市民の皆様が分かるように御説明お願いいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  それでは，議員御質問の奄美市「未来づくり」総合戦略２０２５におけるしまさば

くりに関する項目の集落や地域活動の活性化による地域づくりについてお答えいたします。本市を構成

する社会の最小単位は，集落や町内会・自治会であり，その集落や町内会などが集まり地域となり，地

域が集まり島を形成しております。集落や地域が互いに知恵を出し，汗をかき，手を取り合う地域づく

りを推進していきます。そのために，公共施設の開放による集う場所の提供など，これまで島で受け継

がれてきたみんながつながる場の創出や，八月踊りや島歌など集落の伝統行事の保存活動を促進するほ

か，地域提案型事業により，地域のリーダー人材育成も含めた住民活動の住民主体の課題解決や地域活

性化の取組を引き続き後押ししてまいります。なお，本市最上位計画である未来の奄美市づくり計画に

おいても，本市最大の課題である人口減少は，各集落の人口維持に直結しており，集落・地域の人口減

少対策，地域のつながりの再構築が伝統文化や人とのつながりを受け継ぐための最重要課題としており

ます。 

 新年度の具体的な取組としましては，従来から実施している行政協力員等，地域連携に関する市民協

働推進事業，集落施設改修事業，コミュニティ助成事業などに加え，新たにみんなのしまさばくり応援

事業を創設し，住民主体の取組をより幅広く支援するとともに，町内会・自治会の組織率の低い地区に

おける地域運営組織の形成により，市全体的な地域力の向上に取り組んでまいります。以上でございま

す。 

 

前田 要 議員（１１番）  ありがとうございます。続きまして，基本理念Ⅱの「成長の源泉である元気

な経済活動を目指します」を，⑤をお聞かせください。お願いいたします。 

 

安田壮平 市長  それでは，前田議員の御質問にお答えします。「宇宿貝塚史跡公園を観光拠点として再

整備を図り，周辺環境や地域資源，集落が一体となり，社会，経済，環境に好循環が波及するモデル的

取組を推進します」ということに関して，どのように稼ぐ力を高めていくのかという御質問でございま

す。まず，宇宿貝塚史跡公園は，縄文時代から中世にかけての複合遺跡である国史跡宇宿貝塚の真上に

整備された施設であり，発掘調査で発見された遺構や遺物の調査の後を露出展示し，奄美の特徴ある縄

文時代の生活様式を今に伝えております。奄美の縄文時代の特徴といたしまして，サンゴ礁の恩恵によ

り魚介類が豊富であったため，盛んな漁労活動が縄文時代から中世まで継続しておりました。その後も，

資源を枯渇することなく狩猟や採取を組み合わせるなど，自然や動植物とそこに暮らす人々が共存・共

生するという思想哲学や結の精神により，持続可能な生活を継続してまいりました。このことにつきま
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しては，先月行われました鹿児島大学島嶼研究センター奄美分室１０周年記念のシンポジウム，基調講

演でも，前センター長の高宮先生が非常に評価をしていただいたことであり，また先日ＳＤＧｓフェア

におきましても，本市政策アドバイザーであります谷中修吾教授からも高い評価をいただいたところで

ございます。 

 議員御質問の，宇宿貝塚史跡公園を観光拠点施設として再整備を図り，モデル的な取組を推進するこ

とにつきまして，今年度より宇宿貝塚史跡公園を拠点とするＳＤＧｓ加速化プロジェクトに取り組んで

います。本プロジェクトは，宇宿貝塚史跡公園を文化財を活用した観光拠点施設として再整備を行い，

周辺の環境，施設，資源と多様な主体がＳＤＧｓの概念で一体的に各種事業を展開する観光戦略として，

総合的な稼ぐ力につなげてまいります。具体的には，市の関係部署，有識者，民間団体，集落，観光団

体，本市政策アドバイザーによるプロジェクト実施体制を構築し，経済面において，北部観光のコンテ

ンツ化，周遊・体験観光の確立，インバウンド受入整備，お土産品の開発，食の提供，宇宿農村公園の

再生による収益化事業などに取り組みます。環境面において，生物多様性保全，ビーチクリーン等環境

保全，脱炭素の取組，地域資源の経済循環モデルの創出などを推進し，稼ぐ力のフィールドを整備いた

します。社会面において，集落参加による地域活性化の体制構築，地域の魅力向上，修学旅行の誘致，

子どもたちの学習の場の整備などに取り組み，地域力向上及び次世代を担う人材の育成を行うことで，

稼ぐ力の持続化につなげます。 

 本プロジェクトをモデル的な取組として，次年度以降も継続して推進し，観光業の活性化による地域

経済の振興，地域コミュニティの活性化，公共サービスの効率化及びコスト削減，広域連携による資源

の保全及び有効活用を図ることで，行政，地域の民間企業，集落の総合的な稼ぐ力を高めてまいります。

以上でございます。 

 

前田 要 議員（１１番）  御答弁ありがとうございます。宇宿貝塚の件に関しましては，本当に地元選

出議員としてありがとうございます。一方で，先ほど総務部長とお話ししましたが，その前，住用さん

とお話ししまして，我々地域が稼ぐってなかなか大変なんです。昨年の１２月の定例会で質問したこと

を，もう議会で決まったことを言うのもあれですけど，赤木名小学校とかああいう感じでございました

が，この一括ではなくて，話してもらって，再生エネだけ宇宿校区でやる，そういう形を持っていって，

私も挑戦していきながら，話が相変わらずばらばらなんですけど，そうやっていって，屋仁，佐仁，各

地区のことが，こういうのがあるというモデルをつくってもらって，先ほど住用さんがおっしゃったみ

たいに地域で稼ぐ力を持ってもらわないと，この先１０年，１５年先のことを考えたらと思っての一連

した流れのちょっと質問事項になって，こういう質問して大変申し訳ないんですけど，それができなか

ったらいろいろな案があると思うんです。昨年，プロポーザルで９００万奄美市は出して，再生可能エ

ネルギー事業がございますが，極端に言いますと，９００万出す余裕があるんでしたら，太陽が丘のと

ころに農村何とかセンターでございますが，あそこにぽんと出してもらって，また今年の２０２５年

１０月から再生買取金額が変わりまして，２４円で２０年間，そういうのもまた固定買取制度，それも

また今年の１０月からはなるようになるんです。なので，言いたいことは，再生可能エネルギーで笠利

町を何とか，地域にお金が落ちる対策を取ってもらえないかという私の質問です。こちらはお答えは要

りませんが，そういう形で唐突なことをやる。先ほどおっしゃった，谷中さんがおっしゃった，こうい

う発想もあるというのを，市の幹部の皆様も何か検討されるのもいい案ではないかなと思っての１から

３の質問でした。ありがとうございました。 

 次に，奄美市公式ＬＩＮＥの活用について，総合戦略，しまの「しごと」を応援しよう。こちらは５の

５，１８ページはもう自分で読んでいきますので，すいません。５の５は，誰もが情報を暮らしに活か

せるしまづくり。「誰もが情報を暮らしに活かせるしまづくりを推進し，下支えする自治体業務におけ

るデジタル技術の導入を進めます。また行政が有するデータ活用による地域課題解決や，マイナンバー

カード普及・利用促進，デジタル格差の解消など，行政サービスの効率化及び高度化を進めます」とい

うのがございます。お伝えしたいことは，笠利・住用には，駐在員さん，住用さんは嘱託員様がござい
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まして，毎月，月初めに委員会がございます。こうやってたくさんの資料をもらって，各支所の幹部の

方がいろいろその集落の責任者に渡しながら説明していきます。区長さんは，駐在員さんと嘱託員さん

は，集落で常会がありますので参加してくださいという流れになっています。でも，来れない人が結構

いらっしゃるんです。なので，私が言いたいのは，この公式ＬＩＮＥを使って，いろんな七，八枚大体

書類がございます。それを添付されてぽんってできないものかをお聞かせください。 

 

藤原俊輔 総務部長  それではお答えいたします。お尋ねのありました公式ＬＩＮＥの基本メニューにつ

きまして，本市公式ＬＩＮＥのアプリをスマートフォンなどで開いた際，画面下部に新着情報や広報誌，

デジタル投書箱などの項目が固定で表示されるメニュー画面のこととしてお答えいたします。この基本

メニューに表示させている項目は，基本的に市民の皆様から問合せが多い項目，または本市公式ホーム

ページへのアクセス数が多い項目などを中心に，市民の皆様が見やすいように文字や画像の大きさなど

を考慮して配置しております。そのため，嘱託員会や駐在員会の資料等を新たな項目として追加すると

なると，配置するスペース等の課題がございます。その一方で，議員の御提案には広くお知らせするこ

とが望ましい情報もありますので，この広報の在り方については改めて検討する必要があると考えてお

ります。したがいまして，現行の運用として，公式ＬＩＮＥにて行事やイベントを個別に配信すること

と，同じように議員御提案の資料をその都度配信するといった方法であれば，公式ＬＩＮＥの登録者へ

通知が届くため，基本メニューに配置するよりも，市民の皆様が確認する機会が増えるのではないかと

考えております。以上でございます。 

 

前田 要 議員（１１番）  ありがとうございます。何とかそういう形でやっていただければ，出席でき

ない市民の方もたくさんいらっしゃいますので，よろしくお願いいたします。その下の（１）イとウ，

２月７日に議会報告会がございました。おかげさまで笠利地区はたくさんの方がおみえになられました。

一方で少人数等はございますが，その中に年に２回議会報告会がございます。所管調査事務とか政策活

動費というのをまた同じような形で，その瞬間でいいんですけど，ぽんと載せるような形を取ってもら

って，市民の皆様が私たちに頑張ってもらう，いろいろ意見を言ってもらえるためには，やっぱり来て

もらってしないと，やはり頼んだち何もならないちという気持ちの方も結構いらっしゃるんです。そう

ではなく，ちゃんと２２名の議員はいろんな人たちの意見を待っていますので，それを言うことも一つ

できないかなと思っての提案になります。 

 

藤原俊輔 総務部長  今，議員のほうから御提案のありました議員の所管事務調査の報告書，そして議員

の政務活動費の報告書につきましては，現在，奄美市だよりが定期的に市内の全世帯へ配布しているこ

とに加え，各会派が独自に情報を発信しているところと認識しております。そのような状況から議員の

皆様の活動に関する情報を，本市の公式ＬＩＮＥで発信することにつきましては，議員活動における情

報発信の全体的な方向性をまずは議会のほうで，議員の皆様や議会事務局も交えまして，まずはこちら

のほうで議論をしていただきたいと存じます。よろしくお願いします。 

 

前田 要 議員（１１番）  ありがとうございます。次，行きます。笠利地区認定こども園スクールバス

の可能性についてお伺いします。来年の８年４月から開園予定の子どもたちの通園手段について，スクー

ルバスが可能かどうかについてお尋ねします。 

 

國分正大 笠利総合支所事務所長  それではお答えいたします。御承知のとおり，笠利地区認定こども園

は，新年度から既存施設の赤木名小学校附属幼稚園及び赤木名保育所において，幼保連携型認定こども

園としてスタートしまして，令和８年４月には太陽が丘総合運動公園内に建設中の新たな施設において

供用開始する予定となっております。議員御質問の新たな施設への子どもたちの通園手段についてでご

ざいますが，令和３年度策定の奄美市笠利地区公立保育施設等のあり方基本方針において，認定こども
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まして，毎月，月初めに委員会がございます。こうやってたくさんの資料をもらって，各支所の幹部の

方がいろいろその集落の責任者に渡しながら説明していきます。区長さんは，駐在員さんと嘱託員さん

は，集落で常会がありますので参加してくださいという流れになっています。でも，来れない人が結構

いらっしゃるんです。なので，私が言いたいのは，この公式ＬＩＮＥを使って，いろんな七，八枚大体

書類がございます。それを添付されてぽんってできないものかをお聞かせください。 

 

藤原俊輔 総務部長  それではお答えいたします。お尋ねのありました公式ＬＩＮＥの基本メニューにつ

きまして，本市公式ＬＩＮＥのアプリをスマートフォンなどで開いた際，画面下部に新着情報や広報誌，

デジタル投書箱などの項目が固定で表示されるメニュー画面のこととしてお答えいたします。この基本

メニューに表示させている項目は，基本的に市民の皆様から問合せが多い項目，または本市公式ホーム

ページへのアクセス数が多い項目などを中心に，市民の皆様が見やすいように文字や画像の大きさなど

を考慮して配置しております。そのため，嘱託員会や駐在員会の資料等を新たな項目として追加すると

なると，配置するスペース等の課題がございます。その一方で，議員の御提案には広くお知らせするこ

とが望ましい情報もありますので，この広報の在り方については改めて検討する必要があると考えてお

ります。したがいまして，現行の運用として，公式ＬＩＮＥにて行事やイベントを個別に配信すること

と，同じように議員御提案の資料をその都度配信するといった方法であれば，公式ＬＩＮＥの登録者へ

通知が届くため，基本メニューに配置するよりも，市民の皆様が確認する機会が増えるのではないかと

考えております。以上でございます。 

 

前田 要 議員（１１番）  ありがとうございます。何とかそういう形でやっていただければ，出席でき

ない市民の方もたくさんいらっしゃいますので，よろしくお願いいたします。その下の（１）イとウ，

２月７日に議会報告会がございました。おかげさまで笠利地区はたくさんの方がおみえになられました。

一方で少人数等はございますが，その中に年に２回議会報告会がございます。所管調査事務とか政策活

動費というのをまた同じような形で，その瞬間でいいんですけど，ぽんと載せるような形を取ってもら

って，市民の皆様が私たちに頑張ってもらう，いろいろ意見を言ってもらえるためには，やっぱり来て

もらってしないと，やはり頼んだち何もならないちという気持ちの方も結構いらっしゃるんです。そう

ではなく，ちゃんと２２名の議員はいろんな人たちの意見を待っていますので，それを言うことも一つ

できないかなと思っての提案になります。 

 

藤原俊輔 総務部長  今，議員のほうから御提案のありました議員の所管事務調査の報告書，そして議員

の政務活動費の報告書につきましては，現在，奄美市だよりが定期的に市内の全世帯へ配布しているこ

とに加え，各会派が独自に情報を発信しているところと認識しております。そのような状況から議員の

皆様の活動に関する情報を，本市の公式ＬＩＮＥで発信することにつきましては，議員活動における情

報発信の全体的な方向性をまずは議会のほうで，議員の皆様や議会事務局も交えまして，まずはこちら

のほうで議論をしていただきたいと存じます。よろしくお願いします。 

 

前田 要 議員（１１番）  ありがとうございます。次，行きます。笠利地区認定こども園スクールバス

の可能性についてお伺いします。来年の８年４月から開園予定の子どもたちの通園手段について，スクー

ルバスが可能かどうかについてお尋ねします。 

 

國分正大 笠利総合支所事務所長  それではお答えいたします。御承知のとおり，笠利地区認定こども園

は，新年度から既存施設の赤木名小学校附属幼稚園及び赤木名保育所において，幼保連携型認定こども

園としてスタートしまして，令和８年４月には太陽が丘総合運動公園内に建設中の新たな施設において

供用開始する予定となっております。議員御質問の新たな施設への子どもたちの通園手段についてでご

ざいますが，令和３年度策定の奄美市笠利地区公立保育施設等のあり方基本方針において，認定こども
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園の機能向上の一つとして通園バスの運営について盛り込まれております。このことを踏まえまして，

現在の検討状況でございますが，これまでどおりの保護者による送迎を基本としながらも，通園バスを

運行することによる保護者の利便性や負担の軽減，運営のための人員確保など検討を今重ねているとこ

ろでございます。いずれにいたしましても，新たな施設が利用する保護者の方々のニーズに対応できる

ように引き続き検討を重ねてまいりますので，御理解いただきたいと思います。以上です。 

 

前田 要 議員（１１番）  詳細な御答弁ありがとうございます。来年の８年４月から開園します。父兄

の親御さんたちも仕事しながらの大変ですが，何とかバスが出れるようによろしくお願いいたします。 

 続きまして，６番の笠利なんこ大会新規計画について，（１）なんこ大会の概要をお示しください。 

 

國分正大 笠利総合支所事務所長  それでは，御質問の笠利のなんこ大会の新規計画についてお答えいた

します。本計画につきましては，新年度予算として本議会に計上させていただいている事業の一つでご

ざいます。現在，笠利町では，毎年行われているあやまる祭りのイベントの一環としてなんこ大会が行

われております。町内各集落のなんこ愛好者が年に１回集い，毎年盛大に開催をされているところでご

ざいます。近年では若者や女性の出場者も増え，老若男女問わず気軽に楽しめる昔ながらの遊びなんこ

となっております。各集落では，各本大会に向けて集落内の予選会や，集落間で交歓試合が行われるな

ど盛り上がっているところでございます。 

 新年度においては，この古くからのなんこにつきまして，継承・普及を目的に小学生から大人まで楽

しめる大会として計画を進めているところでございます。これまでの集落対抗に加えまして，新たに小

学生，中学生，高校生参加を，個人戦も行い，伝統文化の継承と普及を図ってまいりたいと考えており

ます。以上です。 

 

前田 要 議員（１１番）  ありがとうございます。何か月か前，何回か前になんこ大会個人戦において

私も要望したところで，去年は市長も一緒にやられました。物すごくなんこゲームで，笠利の幼い子ど

もから，じいちゃんと対戦するとか，本当にすごくいいことだと思うんです。あやまる祭りでこのよう

な開催できること，本当にありがとうございます。 

 次に参ります。７番の二十歳のつどいの手話通訳についてお伺いします。笠利地区の二十歳のつどい

に手話通訳がいないと市民の方から言われたもんですから，ちょっと質問させてください。 

 

正本英紀 教育部長  議員の御質問にお答えいたします。本市におきましては，名瀬地区の二十歳のつど

いにおいて手話通訳者を配置しており，会場において音声会話を手話に変えて通訳を行っていますが，

笠利地区の二十歳のつどいにおいては配置を行っておりません。司会者や演者の言葉を直接手話通訳を

行うのは高度な技術が必要となり，通常は手話通訳士または手話通訳者が行うこととなりますが，どち

らも資格取得の難易度が高く，手話通訳者登録者数は奄美市で１５名程度となっております。笠利地区

の生涯学習講座でも手話教室が開催されておりますが，日常会話向けのものとなっております。現在，

笠利地区の二十歳のつどいにおきましては，手話通訳者の配置をしておりませんが，参加者を含め関係

者の意見等を参考に手話通訳者の配置について検討してまいりたいと考えておりますので，よろしくお

願いいたします。 

 

前田 要 議員（１１番）  私の名前は「まえだよう」です。私も，手話の講座の講座員です。お伝えし

たいのは，毎年手話の方がいらっしゃらないのも聞きます。なので，合併して，編入合併ではございま

せんので，毎年交代でやるとか，そういう方向に持っていけないかという質問です。すいませんが，お

答えお願いします。 

 

正本英紀 教育部長  そうですね，その点も含めまして，時間が，笠利地区の二十歳のつどいと名瀬地区
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の二十歳のつどいは，また時間等も違うので，また同じ方にお願いできる，先ほどありましたけど，難

易度が高く，できる人数が少ないとなりますけど，時間等も違ってまいりますので，そこらあたりも考

慮しながら隔年とか両地区にとか，そこも含めて検討させていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

前田 要 議員（１１番）  通訳の方とも私，お話ししました。やっぱり長時間はできないと，人数も限

られているということはもう承知しています。何とか１年置きの検討をよろしくお願いいたします。 

 次に行きます。病児保育について，（１）笠利地区の病児保育について，総合戦略の２０２５の子育

ての“困った”をなくそうの９ページに……，お待ちください。具体的な子育ての“困った”をなくそ

う。「人とのつながりが本市の魅力であり，子育てのしやすさにつながります。行政はもとより，家庭・

学校・地域住民・子育てを支える関係者間のつながりの中で，子どもがいきいきと健やかに育つ，みん

なにやさしい子育てのしまを目指します。子育てなどの新たな価値観に対応するため，子どもと保護者

が親しむ遊び・学びの環境の充実にも取組みます」とございます。そこにもございますが，お伝えした

いのは，笠利からの保護者の方が，病児保育ができないという要望がございまして，いろいろ調べたの

ですが，今の現状とこの先どうなるかをお聞かせください。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それでは，本市の事業に関しましては，病児・病後児保育事業となってござい

ますので，その名称で答弁をさせていただきたいと思います。笠利地区における病児・病後児保育事業

につきましてはどのように考えているかとの御質問でございますが，議員御承知のとおり，現在，本市

においては，名瀬地区において奄美中央病院に委託し，キッズケアルーム☆げんきっこを開設しており，

直近の利用児童数は，令和５年度９４名のうち笠利地区はゼロ名，令和６年度１月末現在６１名のうち

笠利地区は１名となってございます。また，病児・病後児保育施設おひさまを併設した企業主導型保育

施設のすまいるがございますが，笠利地区の利用はなかったと伺っているところでございますので，今

後もまた周知を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 昨年，実施いたしました子育てに関するアンケート調査，就学前児童において，病気やけがにより施

設やサービスの利用ができなかったことの有無について「あった」が市全体で６６．９パーセント，笠

利地区において６４．６パーセントとなっており，病気やけがにより施設やサービスを利用できない場

合の対応については，「母親が仕事を休んだ」が７８．３パーセント，「父親が仕事を休んだ」が４７．

５パーセント，「親族・知人に子どもを見てもらった」が３４．２パーセントの順となってございます。

一方，仕事を休んだとき，病児・病後児保育施設や訪問サービスの利用意向については，「できれば病

児・病後児保育施設を利用したい」が市全体で４１．３パーセント，笠利地区においては５０パーセン

トとなっており，休みが取れない，頼れる知人が近くにいないの理由などから，病児・病後児保育事業

の利用ニーズはあるものと認識をしているところでございます。また，令和３年度策定の奄美市笠利地

区公立施設等あり方基本方針において，子育て支援事業の強化に向け，病児・病後児保育事業の導入に

ついても盛り込まれており，検討を進めているところでございますが，保育人材の確保，病院との連携

体制の構築，安定した財源の確保などの課題に加え，感染症の状況等により利用数の見込みが立てづら

い面もございます。病児・病後児保育事業につきましては，今後も引き続き検討してまいりたいと考え

ておりますので，御理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 

 

前田 要 議員（１１番）  御答弁，ありがとうございます。父兄の方が，去年というか，近々の１年で

どれぐらい，何名ぐらい病児保育にかかりたい，笠利地区ですけど，という人数は把握できていらっし

ゃいますでしょうか。 

 

石神康郎 福祉事務所長  先ほどもお答えをいたしましたが，令和５年度が９４名のうち笠利地区はゼロ

名，令和６年度１月末現在６１名のうち笠利地区は１名というふうになってございます。以上でござい
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の二十歳のつどいは，また時間等も違うので，また同じ方にお願いできる，先ほどありましたけど，難

易度が高く，できる人数が少ないとなりますけど，時間等も違ってまいりますので，そこらあたりも考

慮しながら隔年とか両地区にとか，そこも含めて検討させていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

前田 要 議員（１１番）  通訳の方とも私，お話ししました。やっぱり長時間はできないと，人数も限

られているということはもう承知しています。何とか１年置きの検討をよろしくお願いいたします。 

 次に行きます。病児保育について，（１）笠利地区の病児保育について，総合戦略の２０２５の子育

ての“困った”をなくそうの９ページに……，お待ちください。具体的な子育ての“困った”をなくそ

う。「人とのつながりが本市の魅力であり，子育てのしやすさにつながります。行政はもとより，家庭・

学校・地域住民・子育てを支える関係者間のつながりの中で，子どもがいきいきと健やかに育つ，みん

なにやさしい子育てのしまを目指します。子育てなどの新たな価値観に対応するため，子どもと保護者

が親しむ遊び・学びの環境の充実にも取組みます」とございます。そこにもございますが，お伝えした

いのは，笠利からの保護者の方が，病児保育ができないという要望がございまして，いろいろ調べたの

ですが，今の現状とこの先どうなるかをお聞かせください。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それでは，本市の事業に関しましては，病児・病後児保育事業となってござい

ますので，その名称で答弁をさせていただきたいと思います。笠利地区における病児・病後児保育事業

につきましてはどのように考えているかとの御質問でございますが，議員御承知のとおり，現在，本市

においては，名瀬地区において奄美中央病院に委託し，キッズケアルーム☆げんきっこを開設しており，

直近の利用児童数は，令和５年度９４名のうち笠利地区はゼロ名，令和６年度１月末現在６１名のうち

笠利地区は１名となってございます。また，病児・病後児保育施設おひさまを併設した企業主導型保育

施設のすまいるがございますが，笠利地区の利用はなかったと伺っているところでございますので，今

後もまた周知を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 昨年，実施いたしました子育てに関するアンケート調査，就学前児童において，病気やけがにより施
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ついても盛り込まれており，検討を進めているところでございますが，保育人材の確保，病院との連携
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ます。 
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行くでしょうか。奄美市が子育てに力を入れているとおっしゃいますが，来年４月からこども園もでき

るんですけど，そこに付随するとかそういう計画はないんでしょうか。 

 

石神康郎 福祉事務所長  先ほども申し上げましたとおり，保育の人材の確保，病院との連携体制の構築，

安定した財源の確保とかが課題に挙げられてございます。笠利地区におきましても病院がございますの

で，今後そういうところと協議を重ねながら，可能なのかどうなのか，受け入れることができるのかで

きないのかも含めて検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でござ
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前田 要 議員（１１番）  すいません，しつこく聞きます。今までは徳洲会，笠利では，病院は名前は

出しませんけど，３つほどございますが，それまでアプローチをされていらっしゃったということです

か，それとも今からされるってことなんでしょうか。 

 

石神康郎 福祉事務所長  今後また検討，協議を重ねてまいりたいと。これまでは，私が承知するところ

ではちょっと存じ上げてございませんので，次年度以降協議を重ねてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 

前田 要 議員（１１番）  ありがとうございます。何か寂しいとしか言えないんですけど，来年度にこ

ども園ができますので，そこに何とか。今から人口を増やしていって，移住の方たちもたくさん来るよ

うな感じになると思うんです。そうしたときに，子育て世代の方たちが，受入先がないというのがすご

く寂しいです。これは以上で終わります。次に，名瀬総合支所の駐車場について，（１）車両の高さが

２．１メートルを超える北側駐車場満車時の対応についてお伺いします。 

 

藤原俊輔 総務部長  それでは，議員の御質問にお答えいたします。名瀬総合支所におきましては，来庁

者向けに開放している駐車場といたしまして，庁舎南側にあります市民広場地下駐車場に５３台及び本

庁舎北側に２台の合計５５台分の駐車場を整備しております。また，庁舎東側の道路１本隔てますが，

末広駐車場には１８台分の予備の駐車場を確保し，御利用いただいているところでございます。 

 

前田 要 議員（１１番）  すいません，ありがとうございます。先日，普通どおり入ってきたら高さが

駄目っていうことで，北側に行ったら満車でどうしようもなくて，もうそのまま帰ったって方がいらっ

しゃって，奄美市のホームページ見ても北側駐車場を御利用くださいって書いていますけど，その先の
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ことは書いていないんです。なので，いろんな人が……，いや，すいません，僕質問しているから，ち

ょっと黙っていてください。すいませんが，いろんな形式の方がいらっしゃると思うんです。そこに一

言書いてくれれば何とかなるかどうかをお聞かせお願いします。 

藤原俊輔 総務部長  来庁者の皆様には，駐車場入り口や奄美市ホームページなどでもお知らせを行って

おりますが，今後はより分かりやすい標示を行うなど，利用者の方の利便性向上に向け引き続き努めて

まいりたいと考えておりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

前田 要 議員（１１番）  何とかよろしくお願いします。すいません，ちょっと涙が出て申し訳なかっ

たです。 

 １個だけ幹部の皆様にお願いがあります。私，いろんな方と，この立場になって相談を受けながら，

市の担当さんに電話するんです。もう今御存じのように，電話しながらスピーカーにしてお話しします。

そのときに，お話しして内容は終わった後に，大体皆さんガチャンと切られるんです。そしたら，私は

全然いいんですけど，相談に来た方たちが，やっぱりそれはちょっとどうかなっていうのがあります。

我々世代は，社会人になって１年目に一番最初に習うのが電話のマナーでございました。電話を切ると

きは先方さんが切ってから指で押さえなさいと，まだアナログの時代，そういう時代だったんです。こ

んなことを私がこの場で言うのはちょっとあれかもしれませんけど，その辺を何とか直していただけれ

ばと思います。ちょっと時間が調整がつきませんでしたけど，今回はこちらで終わります。ありがとう

ございました。 

奥 輝人 議長  以上で，奄美笠誠会　前田 要議員の一般質問を終結いたします。 

暫時休憩いたします。（午前１１時３７分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午後１時３０分） 

午前に引き続き一般質問を行います。 

チャレンジ奄美 幸多拓磨議員の発言を許可いたします。

なお，幸多拓磨議員から，書画カメラ使用の申出がありましたので，これを許可いたします。 

幸多拓磨 議員（７番）  市民の皆様，議場の皆様，インターネット中継を御覧の皆様，こんにちは。チ

ャレンジ奄美 幸多拓磨でございます。笑顔あふれる奄美市を，笑いが循環するこの島を，一緒につく

ってまいりませんか。 

 まず先に，今年度退職される職員の先輩の皆様，本当に本当にお疲れさまでございました。振り返り

ますと，今から３年ちょっと前，私，こちらの市議会にやってまいりました。それから常日頃，御質問

させていただいたりする中で，私，なかなかうまく伝えられない言葉であったり，内容であったりする

のも，御丁寧に本当に思いやりを持って私に教えてくださったわけでございます。皆様のこれからの人

生，第二の人生だと思います。また，このまま奄美市役所にて頑張られる方々もいらっしゃると思いま

す。そして別の場所で頑張られる方々もいらっしゃると思います。始めることに遅いことはございませ

ん。今からがスタートだと思います。そして，先輩方の今まで培ってこられた経験や体験，これは先輩

方だけのものではなくて，すばらしいものですから，ぜひ，島の宝として子どもたちや私たちにいろん

なことをお伝えいただければと思います。頑張ってください。 

質問に入ります前に所感を述べさせていただきます。今回は，私自身が気づいたことで，ＳＮＳ，ソー

シャルネットワークサービスについて，ちょっとお話をさせていただきたいんですけれども，私自身，

自分の活動報告などＳＮＳを使ってさせてもらっているわけでございますが，それ以外でも，今，はや

っているショート動画，ショート動画というのは１分以内にまとめた短編動画になるんですが，それが

今主流でＳＮＳで流行しているわけでございます。そこで，我々以前，私たちここの議場にいらっしゃ
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る方，皆さんそうだと思うんですけど，幼い頃，小中学校，高校生の頃というのは，分からないことが

あったら辞書を開きなさい，調べなさいって言われてきたと思うんですけど，今はデジタル社会という

こともあって，検索エンジンに自分たちが調べたいことを入れ込むと，ものの１５秒とか２０秒で自分

たちが知りたいことが分かるような世の中でございます。辞書を開いたら，あかさたなはまやらわをん，

調べるとどうしても１分，２分かかってしまう。そのようなものが，１０秒，１５秒で分かるような時

代，とにかく情報を収集するのが早い時代でございます。 

 ショート動画に話を戻しますと，ショート動画というもので自分が興味がある，例えば，私，ダンス

だったり，卓球だったりとか，あとは，今４９なんですけれども，５０歳までにやらないといけないこ

ととか，いろいろ自己啓発を検索するわけです。それを調べて見ていると，すごい面白いことがありま

して，一度検索で入れると，次から次へと自分たちの興味のある話がばんばんやってくるんです。今ま

でここにいる我々っていうのは，情報を取りにいっていたと思うんですが，ＳＮＳというもの，このデ

ジタル化によって向こうからやってくる。向こうから情報を持ってくるという世の中になったと思うわ

けです。そこで，私は気になったのが，子どもたちのＳＮＳの使い方とかどうなっているのかなと思っ

て，道行くバス停で待っている高校生とか，塾に通っている高校生にインタビューをしてきました。ア

ンケートに似たような形なんですけど，その人数としては７人だけなんです。塾に行って聞いたときに

おっしゃったのが，今，調べ物をするとき何で調べるのって聞いたら，おじさんたちのときには辞書と

かを開いて調べるようにって話，教育を受けていたんだけどって言ったところ，もちろん授業中だった

りは辞書を開くこともあるようなんですけど，９割方，やはり検索エンジンで検索してネットにて調べ

るという今世の中になってきております。そして，ショート動画って，今の話に戻すんですけど，ＳＮ

Ｓはどういうふうな使い方をしているのって言ったら，その５人の塾の生徒さんがいらっしゃって，５人

のうち４人は自分たちが好きなものを検索するじゃないですか。それからどんどん来るものを常に見て

いるっていう話でした。もう一人の方は，その危険性というのを知っていたんで，一つにこだわらずい

ろんな文言とかを入れてバランスよく見ているっていうお子様もいらっしゃいました。 

 そういった状況であるわけでございますが，自分自身，よく世の中で言われるスマホ病だったり，首

がこうなったりとかいろんな，あとはＳＮＳ依存とかいうお話とかあるわけでございますが，自分がど

のような状況にあるか一回検証してみようと，自分自身を。いつも隙間時間に見ていたものを，今日は

ＳＮＳのショート動画を見る時間をつくろうと思って，１日用意したわけです。そして，ソファに座り，

コーヒーを入れ，じゃあやってみようとやったんです。自分の体感では，まあ長かったな，１時間ぐら

いたったかなと思ったんですけど，何と４時間たっていました。本当にびっくりしたんです。というの

は，なぜそういった現象が起きるかというと，ＳＮＳのショート動画っていうものはアルゴリズムで関

連して，もうそれが次から次へと来るわけです。しかも自分が，自分たちの潜在意識にあるものとか分

析して，自動的に流れてくるもので，全く飽きないんです。ですので，その部分に関しては自分を自制

しないといけないということに気づきました。やりたいことがほかにあったときに，これをやっていた

らどうなるかという結果が見えたもので。ということで，理屈を持って自分を制御するということを学

んだわけでございますが，実際，子どもたちだったりとか，今までの私もそうなんですけど，何となく

見ていたわけです。それで自分たちがこうやって見るときに，多分お父さんお母さん，お家の方だった

ら子どもたちに言うと思うんです。時間を決めてやりなさい，これをこうしたら駄目だよ。理屈ではな

くて，言えばルールだからという形で説明すると思うんですけど，私ここで考えたのが，やはり自分が

失敗して理屈で理解したら，子どもたちも自分たちで理解することによって行動が変わってくるんじゃ

ないかなというのをすごく感じました。 

 学校教育界で，以前一般質問で，学校の校則についてお話しさせてもらったことがあると思うんです

けども，学校の校則，先日学校関係者の方ともお話ししたんですが，その理屈から話を持っていくと，

ルールというのは，学校の先生になぜ駄目なのと言われたときに，学校の先生が規則だからという答え

をするというパターンも多いらしいんです。そこで子どもたちが納得するかといったら納得しないと思

うんです。それはなぜか。今までの私たちが調べないとやってこなかった情報というのは，今の小中高
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生というのは，向こうから膨大な量の情報がやってくるわけです，勉強するにしても。ですから，知識

でいうと，恐らくなんですが，私たちが子どもの頃の数十倍の知識を持っている子どもたちだと思うん

です。見る内容によっても変わってくるとは思うんですけど，そういった意味では，子供たちに対して

リスペクトするという大人側の考え方も大事だと思いますし，ルールづけだったりする部分でも，子ど

もたちが理屈で理解できるような状況を私たちが理解して説明をして落とし込んでいかないといけない

と思ったわけです。 

 ただ，僕がすごく感じるのは，大人の世界っていうのと子どもの世界の違いっていうのは，大人は絶

対に子どもたちができないことがあるわけです，持っている。それは何かといったら，経験と体験です。

今，僕が思うんです。奄美市の未来は明るいと思うわけです。すごい明るい未来が待っていると思うん

です。それは何かといったら，今の子どもたちの知識があって，いろんな物事を分かっている。プラス

アルファ，あとはその明るい未来にするには，私たち大人サイドが，いかにどうやって子どもたちに体

験や経験，倫理や道徳を教えていくかだと思うんです。インプットをして，子どもたちは今育っていま

す。アウトプットをどういう場所でするか，その場の提供だったりとか，我々大人がどう動くかによっ

て，この奄美市の未来は変わってくると思います。 

 そこで，太平洋戦争の時代にいらっしゃった山本五十六さんという海軍の大将さんがいらっしゃるん

ですけど，その人の言葉ですばらしい言葉があって，私も常日頃から気をつけているんですけど，「や

ってみせ，言って聞かせて，させてみて，褒めてやらねば人は動かじ」という代表的な言葉があります。

後に続く文言で，「話し合い，耳を傾け承認し，任せてやらねば人は育たず」，「やっている姿を感謝

で見守って，信頼せねば人は実らず」という言葉を残した山本五十六さんがいらっしゃいます。実際，

私たち大人が背中を見せて，子どもたちにいろいろなことを教えてあげる。そこで言ってあげる，そし

てさせてあげる，そして褒めてあげる，そして動いて，その子どもたちが動いていく。そうじゃないか

なというふうに強く感じたところでございます。以上で，所見を終わります。長くなりました。 

 では，通告書に従いながら御質問をさせていただきます。１，奄美黒糖焼酎についてお尋ねいたしま

す。（１）奄美黒糖焼酎の生産について。まず，先に奄美黒糖焼酎を御説明させていただきますと，昭

和２８年１２月２５日，今から約７１年前，奄美群島は米国統治下から日本へ復帰いたしました。復帰

に伴い，大島酒造協同組合は本土並みの酒税の適用と黒糖の使用許可を陳情し，これらが認められ奄美

諸島に限り米こうじを併用することを条件に黒糖焼酎の製造が許可されたわけでございます。認められ

なければラム酒に該当し，スピリッツとして高い酒税が課せられ，奄美黒糖焼酎の誕生はございません

でした。奄美黒糖焼酎は，奄美群島でしか製造が許されない非常に貴重な本格焼酎なのです。これから

先も，島の宝である奄美黒糖焼酎をより盛り上げていき，守っていかなければならないとの思いで御質

問させていただきます。 

 ①原材料の価格高騰による影響，支援についてお尋ねします。鹿児島県酒造組合奄美支部にてお話を

伺ってまいりました。現在の原材料の黒糖の仕入れ値が跳ね上がっているとのことです。円安の影響も

重なり，去年から国内産である沖縄産黒糖，その中の特等の，特等とか１等とか２等がある，その１等

の上，特等です。特等の黒糖が３０キロで９００円の値上げとのことです。それはどういうことかとい

いますと，奄美群島には酒蔵が２５蔵，そしてメーカーとして１８あるわけです。ここ数年で全蔵の合

計金額にして支払額が，支払額合計です，３億円前後，今年の申込数量が５万５，２９９ケース。こち

らに先ほどお話をした値上がりの９００円を掛けると，４，９７０万円の値上がりとなっている状況で

す。そういった中，黒糖焼酎の蔵元様も一生懸命製造を行い出荷しているわけですが，苦しい状況が続

いております。令和６年度奄美群島振興交付金事業計画，条件不利性改善事業にて支援を現在行ってい

ることは，もう大変ありがたいことではございますが，単位が大きく交付金の対象メーカーは限られて

いる状況だとお聞きしております。 

 ネット記事によりますと，国税庁，平成２９年度，単式蒸留焼酎の原料別のシェアは，芋が，芋焼酎

です，５３．４パーセント，麦，麦焼酎３８．５パーセント，米焼酎３．９パーセント，何と我々が愛

していつも飲んでいる黒糖焼酎１．９パーセントとありました。島では有名な奄美黒糖焼酎も，本格焼
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生というのは，向こうから膨大な量の情報がやってくるわけです，勉強するにしても。ですから，知識

でいうと，恐らくなんですが，私たちが子どもの頃の数十倍の知識を持っている子どもたちだと思うん

です。見る内容によっても変わってくるとは思うんですけど，そういった意味では，子供たちに対して

リスペクトするという大人側の考え方も大事だと思いますし，ルールづけだったりする部分でも，子ど

もたちが理屈で理解できるような状況を私たちが理解して説明をして落とし込んでいかないといけない

と思ったわけです。 

 ただ，僕がすごく感じるのは，大人の世界っていうのと子どもの世界の違いっていうのは，大人は絶

対に子どもたちができないことがあるわけです，持っている。それは何かといったら，経験と体験です。

今，僕が思うんです。奄美市の未来は明るいと思うわけです。すごい明るい未来が待っていると思うん

です。それは何かといったら，今の子どもたちの知識があって，いろんな物事を分かっている。プラス

アルファ，あとはその明るい未来にするには，私たち大人サイドが，いかにどうやって子どもたちに体

験や経験，倫理や道徳を教えていくかだと思うんです。インプットをして，子どもたちは今育っていま

す。アウトプットをどういう場所でするか，その場の提供だったりとか，我々大人がどう動くかによっ

て，この奄美市の未来は変わってくると思います。 

 そこで，太平洋戦争の時代にいらっしゃった山本五十六さんという海軍の大将さんがいらっしゃるん

ですけど，その人の言葉ですばらしい言葉があって，私も常日頃から気をつけているんですけど，「や

ってみせ，言って聞かせて，させてみて，褒めてやらねば人は動かじ」という代表的な言葉があります。

後に続く文言で，「話し合い，耳を傾け承認し，任せてやらねば人は育たず」，「やっている姿を感謝

で見守って，信頼せねば人は実らず」という言葉を残した山本五十六さんがいらっしゃいます。実際，

私たち大人が背中を見せて，子どもたちにいろいろなことを教えてあげる。そこで言ってあげる，そし

てさせてあげる，そして褒めてあげる，そして動いて，その子どもたちが動いていく。そうじゃないか

なというふうに強く感じたところでございます。以上で，所見を終わります。長くなりました。 

 では，通告書に従いながら御質問をさせていただきます。１，奄美黒糖焼酎についてお尋ねいたしま

す。（１）奄美黒糖焼酎の生産について。まず，先に奄美黒糖焼酎を御説明させていただきますと，昭

和２８年１２月２５日，今から約７１年前，奄美群島は米国統治下から日本へ復帰いたしました。復帰

に伴い，大島酒造協同組合は本土並みの酒税の適用と黒糖の使用許可を陳情し，これらが認められ奄美

諸島に限り米こうじを併用することを条件に黒糖焼酎の製造が許可されたわけでございます。認められ

なければラム酒に該当し，スピリッツとして高い酒税が課せられ，奄美黒糖焼酎の誕生はございません

でした。奄美黒糖焼酎は，奄美群島でしか製造が許されない非常に貴重な本格焼酎なのです。これから

先も，島の宝である奄美黒糖焼酎をより盛り上げていき，守っていかなければならないとの思いで御質

問させていただきます。 

 ①原材料の価格高騰による影響，支援についてお尋ねします。鹿児島県酒造組合奄美支部にてお話を

伺ってまいりました。現在の原材料の黒糖の仕入れ値が跳ね上がっているとのことです。円安の影響も

重なり，去年から国内産である沖縄産黒糖，その中の特等の，特等とか１等とか２等がある，その１等

の上，特等です。特等の黒糖が３０キロで９００円の値上げとのことです。それはどういうことかとい

いますと，奄美群島には酒蔵が２５蔵，そしてメーカーとして１８あるわけです。ここ数年で全蔵の合

計金額にして支払額が，支払額合計です，３億円前後，今年の申込数量が５万５，２９９ケース。こち

らに先ほどお話をした値上がりの９００円を掛けると，４，９７０万円の値上がりとなっている状況で

す。そういった中，黒糖焼酎の蔵元様も一生懸命製造を行い出荷しているわけですが，苦しい状況が続

いております。令和６年度奄美群島振興交付金事業計画，条件不利性改善事業にて支援を現在行ってい

ることは，もう大変ありがたいことではございますが，単位が大きく交付金の対象メーカーは限られて

いる状況だとお聞きしております。 

 ネット記事によりますと，国税庁，平成２９年度，単式蒸留焼酎の原料別のシェアは，芋が，芋焼酎

です，５３．４パーセント，麦，麦焼酎３８．５パーセント，米焼酎３．９パーセント，何と我々が愛

していつも飲んでいる黒糖焼酎１．９パーセントとありました。島では有名な奄美黒糖焼酎も，本格焼
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酎の中ではたった２パーセントのシェアにとどまっております。奄美市にも，５つの奄美黒糖焼酎の酒

蔵がございます。この酒蔵，５つっていうのはお酒を製造して，その場で製造して出荷していることを

いいます，指しています。５つの奄美黒糖焼酎の酒蔵がございます。可能性を秘めた奄美黒糖焼酎です。

本当にもったいないなと思います。実際，奄美群島でしか製造が許されないです。ほかの地域で造るこ

とができないです。そこを改めて御認識いただければと思います。また，鹿児島県酒造組合奄美支部で

も，奄美黒糖焼酎地域産業基金協会より毎年補助を受けているんですが，年間会費として３３万３，

０００円納めております。そして，８０万円の補助をもらうとの形です。差引き実質４６万７，０００円

です。 

 奄美群島地域産業基金協会の目的に，この法人は奄美群島における本場大島紬など，ふるさと産業の

研究開発，商品開発，販路開拓等の事業を行い，地域における産業の育成と活性化に貢献し，もって活

力ある地域経済社会の形成に寄与することを目的とするとございます。大島紬に対する補助が手厚いの

も分かるのですが，奄美黒糖焼酎の補助金の割合，上げていただくことはできませんでしょうか。もち

ろん広域での話になります。奄美市だけでは決めることができないことは存じ上げております。しかし

ながら，奄美黒糖焼酎は，本当に本当に大切な島の宝であることは間違いございません。ぜひ，奄美市

として奄美群島地域産業基金協会へ，奄美黒糖焼酎への補助割合を議論していただきたいと思うのです

が，いかがでしょうか。そして，何らかの支援を本市として御検討お願いできないでしょうか。当局の

御見解をお示しいただければと思います。では，次の質問から発言席にて行います。よろしくお願いし

ます。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  それでは，幸多議員の御質問にお答えします。公益財団法人奄美群島地域産業振興基金

協会についてでございますが，基金協会では，収入として管理費負担金，事業費負担金がございます。

新年度予算として，管理費負担金は総額５００万円を奄美群島１２市町村及び本場奄美大島紬協同組合

が負担をしています。そして，事業費負担金は総額５１３万３，０００円を１２市町村紬組合，本場奄

美大島紬販売協同組合，そして鹿児島県酒造組合奄美支部が負担し，各種事業を実施及び各団体への支

援を行っているところでございます。議員御提案の補助金の増額につきましては，まずは酒造組合奄美

支部から事業計画等補助金の必要性を基金協会へ要望していただき，その上で判断していただくことに

なると思いますので，御理解を賜りますようお願いいたします。また，本市単独の支援についてであり

ますが，酒造組合奄美支部への直接的な補助は行っておりませんが，先ほど御案内したとおり，本市は

基金協会へ管理費負担金１６９万６，０００円，事業費負担金２１７万円，合計３８６万６，０００円

を負担しており，酒造組合奄美支部へも間接的には補助を行っているものと認識をしております。 

 なお，補足でありますが，この質問を見る前だったんですが，先週，基金協会の理事会がありまして，

理事長は紬組合の理事長の方が就任されておりますけれども，酒造組合奄美支部は，理事にもまたオブ

ザーバーにもなっておらず，この理事会にはいつも参加していないものですから，ぜひ理事に就任する

かもしくはオブザーバーとして参加できるようにしたらどうかという提案を私のほうからさせていただ

きましたので，そのことを申し添えておきます。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  御答弁ありがとうございます。今，お話で当市としての支援とか，そういった

ことは酒造組合にはできないというお話だったんですが，先ほど御説明させてもらった中で，奄美市に

ある５つの蔵元さん，酒蔵さんがあるわけですけど，そういったところの５つの酒蔵さんに対しての何

らかの支援っていうのは，もちろん奄美市という自治体ですから，奄美市の中の酒蔵さんに対する御支

援とか，そういったことって御検討は難しいでしょうか。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  では，奄美市の酒蔵にということでございますが，まず価格高騰に関して
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御答弁させていただければと思います。原材料の価格高騰による影響につきましては，酒造組合奄美支

部によりますと，議員から御案内ありましたとおり，沖縄産の黒糖の値上がり，これが特等で３０キロ

当たり６，０００円から６，９００円と１５パーセントほど上がったようでございます。さらに海上運

賃等も値上がりをしておりますので，各メーカーの経営にも影響を与えているものだと認識をいたして

おります。 

 本市においては，黒糖焼酎業界を限定した物価高に関しての支援は行っておりませんが，議員からも

先ほどございましたが，令和２年度から輸送費の支援として，奄振事業を活用したコンテナ輸送に対し

ての輸送コスト支援事業，その他の支援事業としましては，加工品販路拡大支援事業を実施していると

ころでございます。また，物価高騰の影響により売上高，また売上高総利益率等が減少した事業者を対

象に，今回提案しておりますが，運転資金等の借入れに係る利子に対しての新たに補助として，物価高

騰対策資金利子補給事業を４月から実施する予定としております。物価高の影響については全国的な課

題でもありますので，国の動向をはじめ，県及び関係機関と連携してまいりたいと考えております。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  かしこまりました。今のお話の中で，奄振だったりとか，総括して，総合的に

考えてその中の事業を使っていくという形のお話に聞こえたんですが，実際に奄美黒糖焼酎，先ほどお

話しした１８メーカーあるということなんですが，実際，各自治体に酒蔵さんがあるわけで，その酒蔵

さんを支援する，税収だったりとか，そういった部分では，やっぱり行政，自治体でやるべきところも

あるのかなと思ったりもするわけです。だから，一まとめにするわけじゃなくて，例えばそれは大きな

視野で見ると，選ばれる自治体だったりとか，選ばれる奄美市といったところで，奄美市を魅力ある自

治体にするために，そういったところもあっていいのかなと思います。これに対しては，御質問という

よりは，お考えや御提案になりますので，そういったところも一緒くたにするだけじゃなくて，奄美市

に存在する企業さんに対しての，やはりその支援というのも今後考えていただければありがたいなと思

うところでございます。ありがとうございます。 

 では，次の御質問に参ります。②農地還元についてお尋ねします。製造の過程で出る酒かす，本来焼

酎かすには肥料成分が含まれており，市町村及び県は焼酎廃液の使用者等に対し，特殊肥料適正使用要

領や焼酎廃液の農耕地使用のガイドライン等に沿って，必要な届出や報告，使用基準に基づき使用する

ことができるとあります。しかし，年間１０アール当たり３トンまでとの規制があり，ロスが多い状況

です。より酒かすを肥料として使う方向性を考えてみるのはいかがでしょうか。大手日本酒メーカーの

月桂冠のテーマの一つに，「米から酒へ，酒から米へ」，循環型の農業と酒造りとホームページに掲げ

ておられました。企業の目指すことの後押し，伴走をぜひお願いいたしたいところでございます。では，

農地還元についてお尋ねいたします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  では，焼酎かすについてでございますが，焼酎かすにつきましては，

２００１年から海洋投棄が禁止をされておりまして，各酒造会社ではこの焼酎かすの処理が課題となっ

ていることは承知をしております。酒造組合奄美支部によりますと，焼酎かすの９割程度は農地還元を

しているとのことでございます。 

 平成３０酒造年度の報告ではありますが，本市内の５社で焼酎かすが４４７トン，そのうち農地還元

が４０７トン，飼料として４０トンが使用されております。郡内では，生産規模の大きな酒造会社につ

きましては，自社のプラントにて処理しているところや，またもろみ酢などの２次製品等の製造も行わ

れているようでございます。議員御提言の今後の対策として，酒造組合奄美支部とも共有をしてまいり

たいと思いますので，御理解をよろしくお願いいたします。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  ありがとうございました。ということは，４４７トンのうち４０７トンも農地

還元，４０トンが飼料としてということは，１００パーセントということになるわけですね。これ，も

うまさに今月桂冠さんがおっしゃっていた，循環型の農業という形になると思います。これはすばらし
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御答弁させていただければと思います。原材料の価格高騰による影響につきましては，酒造組合奄美支

部によりますと，議員から御案内ありましたとおり，沖縄産の黒糖の値上がり，これが特等で３０キロ

当たり６，０００円から６，９００円と１５パーセントほど上がったようでございます。さらに海上運

賃等も値上がりをしておりますので，各メーカーの経営にも影響を与えているものだと認識をいたして

おります。 

 本市においては，黒糖焼酎業界を限定した物価高に関しての支援は行っておりませんが，議員からも

先ほどございましたが，令和２年度から輸送費の支援として，奄振事業を活用したコンテナ輸送に対し

ての輸送コスト支援事業，その他の支援事業としましては，加工品販路拡大支援事業を実施していると

ころでございます。また，物価高騰の影響により売上高，また売上高総利益率等が減少した事業者を対

象に，今回提案しておりますが，運転資金等の借入れに係る利子に対しての新たに補助として，物価高

騰対策資金利子補給事業を４月から実施する予定としております。物価高の影響については全国的な課

題でもありますので，国の動向をはじめ，県及び関係機関と連携してまいりたいと考えております。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  かしこまりました。今のお話の中で，奄振だったりとか，総括して，総合的に

考えてその中の事業を使っていくという形のお話に聞こえたんですが，実際に奄美黒糖焼酎，先ほどお

話しした１８メーカーあるということなんですが，実際，各自治体に酒蔵さんがあるわけで，その酒蔵

さんを支援する，税収だったりとか，そういった部分では，やっぱり行政，自治体でやるべきところも

あるのかなと思ったりもするわけです。だから，一まとめにするわけじゃなくて，例えばそれは大きな

視野で見ると，選ばれる自治体だったりとか，選ばれる奄美市といったところで，奄美市を魅力ある自

治体にするために，そういったところもあっていいのかなと思います。これに対しては，御質問という

よりは，お考えや御提案になりますので，そういったところも一緒くたにするだけじゃなくて，奄美市

に存在する企業さんに対しての，やはりその支援というのも今後考えていただければありがたいなと思

うところでございます。ありがとうございます。 

 では，次の御質問に参ります。②農地還元についてお尋ねします。製造の過程で出る酒かす，本来焼

酎かすには肥料成分が含まれており，市町村及び県は焼酎廃液の使用者等に対し，特殊肥料適正使用要

領や焼酎廃液の農耕地使用のガイドライン等に沿って，必要な届出や報告，使用基準に基づき使用する

ことができるとあります。しかし，年間１０アール当たり３トンまでとの規制があり，ロスが多い状況

です。より酒かすを肥料として使う方向性を考えてみるのはいかがでしょうか。大手日本酒メーカーの

月桂冠のテーマの一つに，「米から酒へ，酒から米へ」，循環型の農業と酒造りとホームページに掲げ

ておられました。企業の目指すことの後押し，伴走をぜひお願いいたしたいところでございます。では，

農地還元についてお尋ねいたします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  では，焼酎かすについてでございますが，焼酎かすにつきましては，

２００１年から海洋投棄が禁止をされておりまして，各酒造会社ではこの焼酎かすの処理が課題となっ

ていることは承知をしております。酒造組合奄美支部によりますと，焼酎かすの９割程度は農地還元を

しているとのことでございます。 

 平成３０酒造年度の報告ではありますが，本市内の５社で焼酎かすが４４７トン，そのうち農地還元

が４０７トン，飼料として４０トンが使用されております。郡内では，生産規模の大きな酒造会社につ

きましては，自社のプラントにて処理しているところや，またもろみ酢などの２次製品等の製造も行わ

れているようでございます。議員御提言の今後の対策として，酒造組合奄美支部とも共有をしてまいり

たいと思いますので，御理解をよろしくお願いいたします。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  ありがとうございました。ということは，４４７トンのうち４０７トンも農地

還元，４０トンが飼料としてということは，１００パーセントということになるわけですね。これ，も

うまさに今月桂冠さんがおっしゃっていた，循環型の農業という形になると思います。これはすばらし
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いことで，本当にありがとうございます。 

 では，次の質問に参ります。③奄美黒糖焼酎拡売への方法についてお尋ねします。各メーカーが，営

業活動に日々奮闘されております。私も，過去に奄美黒糖焼酎のセールスマンをしておりました。県外

におきましては，先ほど御説明させていただきましたが，シェアが２パーセントと奄美黒糖焼酎の存在

を知らない方や，黒糖焼酎だから甘いのなどの質問があるように，認知がされておりません。広げるた

めのお考えがございましたら，お示しいただければと思います。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  奄美黒糖焼酎の拡大販売につきましては，本市といたしましては，新年度，

一般社団法人奄美群島観光物産協会，酒造組合奄美支部，また沖縄県とも連携をしまして，沖縄県物産

公社が運営します東京銀座のわしたショップにて，本格焼酎の日，これは１１月１日でございますが，

この日にイベントを予定しているところでございます。併せてインバウンド及び海外バイヤー向けに，

泡盛と奄美黒糖焼酎の試飲会も開催予定でございます。奄美黒糖焼酎のシェアについてでございますが，

国税庁の資料によりますと，令和３年度の調査で，九州地方における単式蒸留焼酎の製成数量集計が合

計で３９万９，６５０キロリットル，うち黒糖を原料とする焼酎につきましては，７，１２５キロリッ

トルと，全体の１．７パーセントのシェアとなっております。これは，令和４年も１．９パーセント，

令和５年も１．９パーセント，令和６年が１．７パーセントのシェアとなっております。原料別の製成

数量については，芋焼酎または麦焼酎などで大規模な会社がありますので，原料別の製成数量でのシェ

アを拡大するということは，各酒造会社にとっては大幅に生産量を増やす必要がございますので，その

設備投資等が大きな負担になるのではないかと考えております。課税輸出数量については，令和６年度

酒造組合奄美支部の総会資料によりますと，県内で６パーセントの減に対しまして，県外へは３パーセ

ント伸びているということでございます。 

 また，奄美黒糖焼酎の認知度拡大につきましては，奄美群島観光物産協会と連携して，県外での物産

展でのＰＲ実施，また酒造組合の奄美黒糖焼酎女子クラブの方々が行っております黒糖焼酎のカクテル

での楽しみ方の紹介など，先ほど述べました沖縄県との連携によるアンテナショップでのＰＲなどを含

めまして，新たな展開を行ってまいりたいと考えております。議員がおっしゃられたように，奄美群島

の特産品として，黒糖焼酎は群島全体で認知度拡大に向けて取り組むべき課題だと思っております。今

後も引き続き，関係市町村また奄美群島広域事務組合，県とも連携を取りながら認知度拡大に向けて努

めてまいりたいと存じます。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  御答弁ありがとうございます。今，いろいろお話あったんですけど，具体的に

当局，本市としてどのような形でこれから動いていくかといったところ，ちょっと御提案的な感じと，

ちょっと今の現状といったところ，いわゆる現場を見てきた人間として，私は沖縄のほうを担当してい

ました。沖縄で黒糖焼酎をセールスしていたという時期もあるのですが，本当に今ここに掲げていると

おり，黒糖焼酎のことを知らない方が非常に多いです。これって，我々ってここにいるから当たり前に

奄美黒糖焼酎，思っていらっしゃると思うのですけど，実際そうなんですよね。先ほど泡盛とのコラボ

っていうお話があったんですけど，本当に大切だと思うんです，広げていくためには。ただ，やっぱり

それ以外にできることは何かというところも考えないといけないのと，先ほど部長がおっしゃったロー

ルモデル，奄美群島全域で考えていかないといけないことだと思うのですが，奄美市というのはその中

でもやっぱり中心的な自治体だと私は思っております。 

 そういった中で，例えば今，紬観光課とかあるのを，もう本当，これはおこがましい話かもしれない

ですけど，紬黒糖焼酎観光課にするなり，名称にちょっと黒糖焼酎を入れてくれるなり，実際，これは

奄美群島でしか製造できないということは，我々当たり前になり過ぎていて，ちょっと気づいていない

部分あるのじゃないかなと思うんです。例えばほかの加工品だったり，いろんなもので製造していく中

で，奄美群島でしか製造ができないもの，何があるかなって考えても，私，思いつかないです。ほかに

あるのかなと思ったりします。それぐらい希少価値があって貴重なものだと思うんです。これこそ我々
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の奄美群島の武器になる，非常に大切な特産品だと思うわけでございます。そういった意味では，いま

一度奄美黒糖焼酎というものを，どういうものかっていうのを改めて当局としても認識していただくと

ともに，そして，先ほど話がありました１１月１日の本格焼酎の日のイベント，ありますよ。ただ，５月

９日の黒糖の日というのがあるじゃないですか。５月９日・１０日，黒糖の日ってあるんです。そのと

きに，焼酎業界というのは，各蔵元さんが一生懸命頑張っていらっしゃいます。そういったところに何

らかのサポートをするだったりとか，例えばＳＮＳというのは，我々奄美市としては広告の媒体を持っ

ているわけじゃないですか。そういったものでどんどん周知していくとか，奄美黒糖焼酎に対して当た

り前になるんではなくて，これがすばらしいものだということを改めて当局として伝えていただきたい。

そしてそれが，奄美市がやることにより奄美群島全域に広がっていくというのは，我々がロールモデル

にならないといけないと思うところが強くありますので，そこをいま一度ちょっと本市としても御検討

いただければと思います。これは御要望になりますので，ぜひよろしくお願いします。これはすぐでき

る，できないではないです。いつの日かできたらいいと思っています。ぜひお願いします。そして，考

え方を少しでもプラス，付け加えていただければと思います。 

 では，次の御質問に参ります。２，観光行政についてお尋ねいたします。（１）クルーズ船の現状に

ついて。①過去３年間のクルーズ船寄港回数と経済効果の推移についてお尋ねいたします。２０２４年

１月の地元紙の記事にて，「名瀬港へのクルーズ船の寄港回数が新型コロナウイルス禍以前まで回復し

ている。過去最高だった２０１９年が２０回だったのに対し，２０２３年度は１９回，１３回は外国船

籍で，そのうち９隻が初寄港だった。奄美大島が世界自然遺産に登録されたこともあり，日本の魅力あ

る寄港地の一つとして名瀬港が注目されているようだ」とございました。直近の寄港回数と経済効果に

ついてお示しをお願いいたします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  それでは，クルーズ船の寄港回数と乗客数につきまして，コロナ禍を除く

直近３年間の実績と見込みを含む今年度の分の数値についてお答えをさせていただきます。まず，コロ

ナ禍前の令和元年度は延べ２０回，１万７，１１８名，令和２年度，３年度は寄港がございませんでし

た。令和４年度は寄港が１１回，３，５１０名，令和５年度は１９回，１万１，３６９名でございまし

た。令和６年度は，現時点での実績としましては８回の５，５３２名で，３月末までの見込みを含めま

すと１６回，約１万７，０００名となる見込みでございます。 

 次に，経済効果につきましてですが，令和５年度から実施をしておりますクルーズ船の乗客・乗員を

対象としたアンケートを基に答えさせていただきます。このアンケートの中で，令和５年度の１人当た

りの観光消費額が平均で１万２，３１７円と分析をしております。これを先ほどの寄港人数に単純に乗

じたものをお答えいたしますと，令和元年度は２億１，０８４万２，４０６円，令和４年度は４，２３２万

２，６７０円，令和５年度が１億４，００３万１，９７３円，そして令和６年度は見込みを含めまして

２億９３８万９，０００円と推計をしております。この数値につきましては，１人当たりの観光消費額

を１万２，３１７円としておりますが，これは乗客全員が寄港地で下船するわけではございませんので，

あくまでも推計として認識いただければと思います。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  ありがとうございます。では，これを基に次の②の御質問に参ります。現在の

クルーズ船客への観光導線についてお尋ねいたします。２０２５年１月２４日，地元紙にて，「クルー

ズ客船にっぽん丸２万２，４７２トンが，２３日，乗客３５９名を乗せて，奄美市の名瀬港観光船バー

スに寄港した。同港へのクルーズ船入港は今年初。４割がオプショナルツアーで島内へ繰り出し，奄美

を満喫した。同船は２１日午後１時半に東京を出発し，２３日午後１０時前に奄美入り。オプショナル

ツアーは約１５０人が利用。マングローブや金作原，本場大島紬など，島の自然や文化に触れる４つの

コースに分かれて島内を巡った。また，個人で市街地散策に出かけたり，島の特産物産店で買物をした

りする人の姿も多く見られた」とございます。新聞記事を読む限り，乗客の方々の喜ばれている様子に

うれしくなりますが，飲食店の方からお話を聞いた中で，奄美に降りても見る場所，行く場所がないか
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の奄美群島の武器になる，非常に大切な特産品だと思うわけでございます。そういった意味では，いま

一度奄美黒糖焼酎というものを，どういうものかっていうのを改めて当局としても認識していただくと

ともに，そして，先ほど話がありました１１月１日の本格焼酎の日のイベント，ありますよ。ただ，５月

９日の黒糖の日というのがあるじゃないですか。５月９日・１０日，黒糖の日ってあるんです。そのと

きに，焼酎業界というのは，各蔵元さんが一生懸命頑張っていらっしゃいます。そういったところに何

らかのサポートをするだったりとか，例えばＳＮＳというのは，我々奄美市としては広告の媒体を持っ

ているわけじゃないですか。そういったものでどんどん周知していくとか，奄美黒糖焼酎に対して当た

り前になるんではなくて，これがすばらしいものだということを改めて当局として伝えていただきたい。

そしてそれが，奄美市がやることにより奄美群島全域に広がっていくというのは，我々がロールモデル

にならないといけないと思うところが強くありますので，そこをいま一度ちょっと本市としても御検討

いただければと思います。これは御要望になりますので，ぜひよろしくお願いします。これはすぐでき

る，できないではないです。いつの日かできたらいいと思っています。ぜひお願いします。そして，考

え方を少しでもプラス，付け加えていただければと思います。 

 では，次の御質問に参ります。２，観光行政についてお尋ねいたします。（１）クルーズ船の現状に

ついて。①過去３年間のクルーズ船寄港回数と経済効果の推移についてお尋ねいたします。２０２４年

１月の地元紙の記事にて，「名瀬港へのクルーズ船の寄港回数が新型コロナウイルス禍以前まで回復し

ている。過去最高だった２０１９年が２０回だったのに対し，２０２３年度は１９回，１３回は外国船

籍で，そのうち９隻が初寄港だった。奄美大島が世界自然遺産に登録されたこともあり，日本の魅力あ

る寄港地の一つとして名瀬港が注目されているようだ」とございました。直近の寄港回数と経済効果に

ついてお示しをお願いいたします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  それでは，クルーズ船の寄港回数と乗客数につきまして，コロナ禍を除く

直近３年間の実績と見込みを含む今年度の分の数値についてお答えをさせていただきます。まず，コロ

ナ禍前の令和元年度は延べ２０回，１万７，１１８名，令和２年度，３年度は寄港がございませんでし

た。令和４年度は寄港が１１回，３，５１０名，令和５年度は１９回，１万１，３６９名でございまし

た。令和６年度は，現時点での実績としましては８回の５，５３２名で，３月末までの見込みを含めま

すと１６回，約１万７，０００名となる見込みでございます。 

 次に，経済効果につきましてですが，令和５年度から実施をしておりますクルーズ船の乗客・乗員を

対象としたアンケートを基に答えさせていただきます。このアンケートの中で，令和５年度の１人当た

りの観光消費額が平均で１万２，３１７円と分析をしております。これを先ほどの寄港人数に単純に乗

じたものをお答えいたしますと，令和元年度は２億１，０８４万２，４０６円，令和４年度は４，２３２万

２，６７０円，令和５年度が１億４，００３万１，９７３円，そして令和６年度は見込みを含めまして

２億９３８万９，０００円と推計をしております。この数値につきましては，１人当たりの観光消費額

を１万２，３１７円としておりますが，これは乗客全員が寄港地で下船するわけではございませんので，

あくまでも推計として認識いただければと思います。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  ありがとうございます。では，これを基に次の②の御質問に参ります。現在の

クルーズ船客への観光導線についてお尋ねいたします。２０２５年１月２４日，地元紙にて，「クルー

ズ客船にっぽん丸２万２，４７２トンが，２３日，乗客３５９名を乗せて，奄美市の名瀬港観光船バー

スに寄港した。同港へのクルーズ船入港は今年初。４割がオプショナルツアーで島内へ繰り出し，奄美

を満喫した。同船は２１日午後１時半に東京を出発し，２３日午後１０時前に奄美入り。オプショナル

ツアーは約１５０人が利用。マングローブや金作原，本場大島紬など，島の自然や文化に触れる４つの

コースに分かれて島内を巡った。また，個人で市街地散策に出かけたり，島の特産物産店で買物をした

りする人の姿も多く見られた」とございます。新聞記事を読む限り，乗客の方々の喜ばれている様子に

うれしくなりますが，飲食店の方からお話を聞いた中で，奄美に降りても見る場所，行く場所がないか
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ら降りないなどの乗客の声もあるようです。ほか，島外からいらした奄美郡島の方からは，こんなに観

光客が来るなんて羨ましい。ぞろぞろ歩いて，臨港道路を歩いている姿を見ると，もっと何かできない

のかななどのお声も聞いたりします。観光船バースでは華やかなお迎え，お見送りのセレモニーがあり，

大変人気が高いともお聞きしております。しかしながら，経済的な効果をもっと生み出すことができな

いものか，当局の御見解をお伺いいたします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  では，クルーズ船客の観光につきましてでございますが，まずは，船ごと

の寄港地観光を担う船会社と旅行代理店が用意をいたしますバスツアー，これが主たる観光形態となっ

ております。その中でも，より奄美の魅力を体感できるツアーを企画していただくため，機会を捉えて

船会社や旅行代理店との情報交換に参加をいたしまして，奄美の観光情報も最新のものを提供いたして

いるところです。一方，議員が御指摘されたとおり，下船をされない方，また下船後御自身で徒歩にて

散策をされる方もおられます。本市としましては，これまで取組が十分でなかった乗船後にも関心を持

っていただくために，クルーズ船の中でのＰＲとして船内の新聞への掲載，また船内放送でのアナウン

スなどで奄美の情報に触れていただき，島の魅力を感じていただけるような取組を行いたいと今考えて

いるところでございます。特に外国船の船会社の場合は日本国内で直接連絡が取れないため，入港直前

にならないとなかなか入港時刻等詳細が分からないという難しさがございます。船舶代理店などと協力

をしまして，奄美で下船いただくためのあらゆる可能性を探っていきたいと考えております。 

 また，観光客に対して近隣店舗などを記載したマップなどのツールを分かりやすく整理して御案内を

今しておりますが，より経済的な効果を生み出すためにも，地元の観光，商工，飲食等の事業者，また

関連団体に対してできるだけ早く寄港情報を提供できるように行っているところでございます。港にお

きましては，一般社団法人あまみ大島観光物産連盟による歓迎セレモニーの開催，また物産店の，お土

産品店のブースの設置，キッチンカーの出店など，乗客の方々，満足していただけるような取組にも努

めているところでございます。いずれにいたしましても，経済効果につながる施策としまして，多言語

表記の案内板，またメニュー等の作成支援や指差しマップの活用を推進するなど，これまで取り組んで

まいりましたが，これに加えて，観光，商工，飲食等の関連団体の要望も取り入れながら，引き続き模

索してまいりたいと存じますので，よろしくお願いいたします。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  御答弁ありがとうございます。もうすばらし過ぎて言葉が出ない。実際，今お

っしゃっていたことというのは，以前から話で出ていてできないであろうと諦めていた部分も内容の中

にありました。でも，その取組というのは，やはり行政がこうやって前向きな言葉を言ってくれること

によって，関係者はすごく喜ばれると思います。ぜひ，今おっしゃったことを形にしていただければ，

大分変わってくると思いますので，よろしくお願いします。 

 では，次の御質問に行きます。（２）飛行機，船舶観光客について。過去３年間の飛行機，船舶によ

る観光客の人数，経済効果についてお尋ねいたします。鹿児島県のホームページにも掲載されている部

分もありますが，②にもつながることですが，今，体験型の観光っていうのがすごく今広がっていると

お聞きします。この島の状況，我々は灯台もと暗しで，当たり前の環境になっていると思うわけですが，

本土の人たちであったり海外の人たちからは珍しいものがあるかもしれません。体験型の観光の状況，

全体的な経済効果も含めて当局の見解をお示しくださいませ。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  では，コロナ禍前の令和元年と直近３年間の観光客数と経済効果の推移に

ついてお答えいたします。観光客数につきましては，奄美群島外から奄美大島へ入った人の数を示す入

域客数でお答えをいたします。令和元年が４４万９，１３８人，令和３年が３３万１，４１２人，令和

４年が３５万７，７６９人，令和５年が４２万６，９０３人と，これは県から公表をされております。

経済効果につきましては，一般社団法人あまみ大島観光物産連盟が毎年度実施をいたしております観光

客へのアンケート調査による１人当たりの観光消費額に入域客数を乗じた数値でお答えをいたします。
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令和元年が２５８億３，２１７万２，０７０円，令和３年が２１５億６，８９５万５，７８４円，令和

４年が２３０億８，５０４万４，７２５円，令和５年が３０６億５，５０５万６２４円となっておりま

す。 

 次に，体験型による観光の状況と経済効果の見解についてお答えをいたします。奄美の体験観光につ

きましては，これまでダイビング，カヌー，金作原散策などが中心となっておりましたが，近年では地

域住民とともに郷土料理を調理する体験や，八月踊り，島歌・三味線の体験など生活文化を活用した体

験型観光も企画されており，それらを集約した体験プログラムを航空機内や首都圏での観光物産展，旅

行説明会でＰＲを行っているところでございます。また，本市におきましては，奄美大島５市町村で連

携しながら体験観光を企画・提供できる人材育成を図る取組といたしまして，エコツアーガイドの研修

会を実施をしてきているところでございます。このような奄美での体験観光につきましては，観光客が

奄美でしかできない文化，自然，歴史等を体験して，地域住民との交流が図られる取組も年々増えてお

りますことから，より満足度の高い観光につながっていくものと考えております。また，この方策によ

りまして，旅行者の滞在日数の増加，観光消費額の増加，また，住民との交流促進や継続的な情報発信

によるリピーターの獲得を図ることで経済効果につながっていくものと考えておりますので，御理解を

賜りたいと存じます。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  御答弁ありがとうございます。先ほどの御質問に対する答弁と同様，今おっし

ゃっていることが本当ありがたいなと思います。これを実際に持続可能な形で進めていっていただけれ

ばと思いますので，これからもよろしくお願いいたします。 

 では，次の御質問に参ります。３，人口減少問題についてお尋ねします。（１）帰ってきたくなる島

づくりについて。①子どもたちへどのような島の魅力発信や教育を行っているのかお示しください。平

成２８年度に定めた奄美市教育大綱改定を行うなど，９年が経過しており，学校や幼稚園，保育園，各

御家庭の中で様々な魅力を教えてくださっていると思います。教育大綱の対象期間は市長の任期に合わ

せるとし，市長の任期が令和７年１１月３０日であることから，令和４年度から令和７年度まで４年間

としますとあり，来年度が，期間が最後となっております。現在の感じ取れる現状と進捗状況をお示し

ください。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。本市では，教育基本方針を「地域に根ざしたふる

さと教育～あまみの子どもたちを光に～」と定め，市教育大綱における視点の一つとして，郷土の教育

的な伝統や風土の活用と未来への継承を掲げております。児童生徒が本市の恵まれた自然や教育的風土

を学び，自分が生まれ育った郷土のよさを実感し，郷土を愛し，郷土の伝統文化に誇りを持てるよう，

郷土教育に努めております。令和６年１２月に行った調査で，「奄美のことが好きだ」と答えた児童生

徒は，令和４年度が９０パーセント，令和５年度が９２パーセント，令和６年度が９５パーセント，高

い割合を示しております。また，奄美群島日本復帰に関する歌や詩，講話等の取組への推進も図ってお

り，令和６年度は市内全ての小中学校が日本復帰運動の取組を実施しております。今後も，本市の児童

生徒が郷土奄美に誇りが持てるよう，郷土教育の推進に努めていく所存でございます。以上でございま

す。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  御答弁ありがとうございます。それを前提に，②現在本土にて生活している方々

に対し，島に帰ってきて生活していただくための取組についてお示しいただければと思います。

２０２４年１月５日の地元紙より，「奄美市はこのほど新たな最上位計画策定に向けた高校生アンケー

トの結果をまとめた。市内の３高校に通う３７５人が回答し，卒業後に島を出る人の割合は全体の

９５パーセントを占めた。回答者全員のうち５９パーセントが「島に帰ってきたい」，「帰らないとい

けない理由がある」と答えており，約６割が，帰島の意向を示していることが分かった」とございます。

半数以上が島に帰りたいとのことですが，帰ってくる時期や帰ってきたくなる奄美市づくりが必須だと
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思います。先日も御相談があり，名瀬から笠利の高校へ通っているが，バス代がどうにかならないか，

ほかの自治体は無料でしているところもあるが，奄美市は手出しがある，それがきついとの御意見でし

た。その方のお知り合いは，高校の３年間，その自治体に引っ越して，生活をしているという御家庭も

あるとのこと。ほかにも，医療の課題や給食費の無償化の話など，いろいろありますが，現在奄美市が

取り組んでいる内容，そして先ほど述べました高校の通学バス料金の無償化など，御検討のほどはいか

がでしょうか，お尋ねいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  それでは私のほうから，本市における移住政策全般についてお答えいたします。本

市に移住を検討する際の相談窓口といたしましては，所管課窓口における対面での相談をはじめ，毎週

火曜日には予約制でオンラインでの相談も受け付けております。また，民間が運営する奄美群島の移住

支援サイトねりやかなやにおいて，本市の住まいや仕事に関する施策や移住体験ツアーに関する情報を

掲載するなど，連携して移住施策に取り組んでおります。併せて，奄美群島広域事務組合が都市圏で開

催しております移住相談会において，奄美群島としてブース出展しＰＲを行っております。本市におけ

る移住者向けの住宅支援といたしましては，空き家の所有者と移住希望者のマッチングを図る空き家バ

ンク，本市が移住者向けに住宅を整備する定住促進住宅がございます。そのほか，移住者向けに住宅購

入やリフォームの経費の一部を支援する助成事業も実施しており，子育て世代の住宅購入については，

市内に高校生以下の子どもがいる場合，その人数に応じて助成額が加算されます。また，今年度，令和

６年度より，住宅や空き家の整備または賃借により，新たに従業員用の住宅を整備する事業者に費用の

一部を助成する奄美市「移・職・住」総合対策事業も実施しております。併せて，新年度は新たに空き

家の家財処分費用を助成し，利用可能な空き家の増加を促進いたします。 

 就労・起業への支援といたしましては，都市圏におけるＵ・Ｉ・Ｊターン向け就職・起業相談会への

実施や，島内の事業所を見学できる職場見学バスツアーなどの取組を行っております。また，移住希望

者の市内事業所への就業体験に係る交通費・宿泊費の一部を支援しております。併せて，人材不足が課

題となる中，建設業，介護福祉業，公共交通などの業種におきまして，事業所に就職した移住者に対し

給付金を支給しております。 

 子育てしやすい環境に関する施策につきましては，子育て支援やイベントなどをウェブサイト，まー

じん子育て応援団で情報発信を行っているほか，民間事業者によるキッズスペースの運営など子育て

サービスの創出に対し支援を行っております。また，島内の医療機関で治療等ができない子どものため

に，島外の医療機関通院に要する旅費の一部を助成する子ども通院費支援事業を実施しております。併

せて，新年度から子ども医療費の対象となる全ての子どもについて，所得制限を設けず，医療費窓口負

担ゼロといたします。今後も積極的な移住定住施策を展開することにより，帰ってきたくなる島，帰っ

てきやすい島を目指して取り組んでまいりますので，御理解賜りますようお願いいたします。 

 

正本英紀 教育部長  議員御質問の高校生通学バスの無償化についてお答えいたします。本市では，市内

にある高校へ遠距離通学する生徒のいる世帯に対し，通学費による家計負担軽減のため，令和３年度よ

り奄美市高校生遠距離通学費補助金として通学に要するバス代の３分の２を補助しております。これま

でも多くの世帯に御活用いただいており，家計負担支援の制度として広く周知されているものと認識し

ております。島内の他自治体においては，全額補助や自治体の運営するバスの無料券配布など，地域に

応じた制度があることも伺っております。本市といたしましては，現行制度の継続にしっかりと取り組

んでいくことが重要であると考えておりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  御答弁ありがとうございました。先ほど部長がおっしゃっていた帰ってきたく

なる島づくり，本当にこれからもよろしくお願いします。そして，先ほどのバスの件ですけど，ほかの

自治体にそうやって移動されている方もいるという事実があるということをやはり理解しておかなけれ

ばならないと思います。本当に物価の高騰で苦しんでいる御家庭が多くて，そういった方々の心の悲鳴
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だと思うわけです，こうやって御相談があるということは。ですので，少しでもその御負担，どれだけ

の予算がかかるか分からないですけど，調べていただくなりして，これを財源をどこかから捻出できる

んだったら捻出できるように努力もしていただければありがたいなと思ったりします。もちろん高校と

いうことで，奄美市の直接な所管ではないかもしれませんが，やはり住みよい，この奄美市を魅力あふ

れる奄美市にするために，ぜひとも御検討，そして今後とも引き続きいろいろ考えていただければと思

います。よろしくお願いします。 

 次の質問に入ります。４，出先機関との連携についてお尋ねします。（１）奄美市当局の出先機関と

の連携について。奄美市には出先機関が幾つかありますが，連携についてお示しください。奄美市，国

の出先機関，多くございます。市民サービスの向上を目指す上で，出先機関との連携や情報交換など，

大変重要になってくると思われます。御質問いたします。奄美市には防衛省，国土交通省，法務省，厚

生労働省，財務省，農林水産省，厚生労働省の外郭団体など様々な機関が存在します。私も防衛議員連

盟の一員であり，自衛隊の活動の理解を深めているところでございます。奄美は台風の常襲地帯であり，

集中豪雨など突然訪れる天災も起きる場所であり，名瀬測候所との連携は必要不可欠だと思われます。

アウラカスピスヤスマツイなど，門司植物防疫所名瀬支所との連携，そのような各出先機関との日頃か

らの関係性を深め，連携ができる状況を整えておけば，何かあった際に職員間の報告や連絡，相談等ス

ムーズにいき，市民サービスの向上につながると思います。そこでお尋ねいたします。奄美市には，国

の出先機関との連携，お示しいただければと思います。 

藤原俊輔 総務部長  議員御案内のとおり，日頃から国・県の出先機関との関係性を深めることにつきま

しては，市民サービスの向上につながり，大変重要と認識しております。このようなことから，それぞ

れ関わりのある担当部局においても，本市に数多くある出先機関と必要なコミュニケーションや連絡を

取り，業務が円滑に進むよう努めているところでございます。例を挙げますと，名瀬測候所と総務課防

災危機管理室は，災害時のみならず年に複数回ミーティングを実施しており，連絡体制や課題について

共有しているほか，門司植物防疫所名瀬支所においては，農林水産課とともに特にミカンコミバエ等の

特殊病害中の調査・防除に関する連携・協力を行っております。本市に所在する国・県関係機関は３０機

関ございまして，それぞれの長により，月に一度情報や連絡事項を共有する場を持ち回りで開催し，日

頃から連携・強化に努めております。各関係機関との連携は，地域課題への対応や市民サービスの向上，

効率的な業務運営にとって必要不可欠であると認識しておりますので，御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

幸多拓磨 議員（７番）  かしこまりました。ありがとうございます。今，御答弁聞いてちょっと安心し

ました。もう実際，アウラカスピスヤスマツイ，カイガラムシの件で，私，防疫所まで行ってお話とか

させてもらったんです。測候所にしても，本当に非常に大事だと思います。今お話があったように，こ

れからもその関係性を深めていっていただければと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 では，次の質問に参ります。こちらは端的にちょっと御答弁お願いします。（２）警察との連携につ

いて。市街地における防犯カメラの設置についてお尋ねいたします。新聞記事にこうありました。去年

１年間の刑法犯罪認知数が７０万３，０００件ということでありまして，前年比１０万件増ということ

でありました。今現在，奄美市に設置している防犯カメラは１基のみだと思います。しかし，このよう

に犯罪が増えている状況であり，未然に防ぐ抑止力にもなると思います。防犯カメラを増やすことはで

きないかなと思っておりますが，いかがでしょうか。 

藤原俊輔 総務部長  本市が管理している防犯カメラとしましては，議員の御案内のとおり，浦上町の１か

所でございます。公共施設や市営住宅，市内に流入する主要道路，それぞれの目的で，警察のほうが主

体となって設置はしておりますが，議員御案内の名瀬市街地での公園や公道等への設置はございません。

防犯カメラの役割として，犯罪の未然防止や交通事故等を含むトラブル発生時の状況検証などが挙げら

− 110 − − 111 −
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だと思うわけです，こうやって御相談があるということは。ですので，少しでもその御負担，どれだけ

の予算がかかるか分からないですけど，調べていただくなりして，これを財源をどこかから捻出できる

んだったら捻出できるように努力もしていただければありがたいなと思ったりします。もちろん高校と

いうことで，奄美市の直接な所管ではないかもしれませんが，やはり住みよい，この奄美市を魅力あふ

れる奄美市にするために，ぜひとも御検討，そして今後とも引き続きいろいろ考えていただければと思

います。よろしくお願いします。 

 次の質問に入ります。４，出先機関との連携についてお尋ねします。（１）奄美市当局の出先機関と

の連携について。奄美市には出先機関が幾つかありますが，連携についてお示しください。奄美市，国

の出先機関，多くございます。市民サービスの向上を目指す上で，出先機関との連携や情報交換など，

大変重要になってくると思われます。御質問いたします。奄美市には防衛省，国土交通省，法務省，厚

生労働省，財務省，農林水産省，厚生労働省の外郭団体など様々な機関が存在します。私も防衛議員連

盟の一員であり，自衛隊の活動の理解を深めているところでございます。奄美は台風の常襲地帯であり，

集中豪雨など突然訪れる天災も起きる場所であり，名瀬測候所との連携は必要不可欠だと思われます。

アウラカスピスヤスマツイなど，門司植物防疫所名瀬支所との連携，そのような各出先機関との日頃か

らの関係性を深め，連携ができる状況を整えておけば，何かあった際に職員間の報告や連絡，相談等ス

ムーズにいき，市民サービスの向上につながると思います。そこでお尋ねいたします。奄美市には，国

の出先機関との連携，お示しいただければと思います。 

藤原俊輔 総務部長  議員御案内のとおり，日頃から国・県の出先機関との関係性を深めることにつきま

しては，市民サービスの向上につながり，大変重要と認識しております。このようなことから，それぞ

れ関わりのある担当部局においても，本市に数多くある出先機関と必要なコミュニケーションや連絡を

取り，業務が円滑に進むよう努めているところでございます。例を挙げますと，名瀬測候所と総務課防

災危機管理室は，災害時のみならず年に複数回ミーティングを実施しており，連絡体制や課題について

共有しているほか，門司植物防疫所名瀬支所においては，農林水産課とともに特にミカンコミバエ等の

特殊病害中の調査・防除に関する連携・協力を行っております。本市に所在する国・県関係機関は３０機

関ございまして，それぞれの長により，月に一度情報や連絡事項を共有する場を持ち回りで開催し，日

頃から連携・強化に努めております。各関係機関との連携は，地域課題への対応や市民サービスの向上，

効率的な業務運営にとって必要不可欠であると認識しておりますので，御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

幸多拓磨 議員（７番）  かしこまりました。ありがとうございます。今，御答弁聞いてちょっと安心し

ました。もう実際，アウラカスピスヤスマツイ，カイガラムシの件で，私，防疫所まで行ってお話とか

させてもらったんです。測候所にしても，本当に非常に大事だと思います。今お話があったように，こ

れからもその関係性を深めていっていただければと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 では，次の質問に参ります。こちらは端的にちょっと御答弁お願いします。（２）警察との連携につ

いて。市街地における防犯カメラの設置についてお尋ねいたします。新聞記事にこうありました。去年

１年間の刑法犯罪認知数が７０万３，０００件ということでありまして，前年比１０万件増ということ

でありました。今現在，奄美市に設置している防犯カメラは１基のみだと思います。しかし，このよう

に犯罪が増えている状況であり，未然に防ぐ抑止力にもなると思います。防犯カメラを増やすことはで

きないかなと思っておりますが，いかがでしょうか。 

藤原俊輔 総務部長  本市が管理している防犯カメラとしましては，議員の御案内のとおり，浦上町の１か

所でございます。公共施設や市営住宅，市内に流入する主要道路，それぞれの目的で，警察のほうが主

体となって設置はしておりますが，議員御案内の名瀬市街地での公園や公道等への設置はございません。

防犯カメラの役割として，犯罪の未然防止や交通事故等を含むトラブル発生時の状況検証などが挙げら
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れますが，議員御案内のとおり全国的な犯罪発生数の増加等，本市において来島者の増加等を考えた場

合，安全安心なまちづくりに一定程度寄与するものとは認識しております。このような認識の下，今後，

警察やその他防犯団体，地域住民の御意見などを伺い，設置意義や効果的な設置場所等について連携し

て協議を行ってまいりたいと存じますので，御理解賜りたいと思います。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  引き続きお願いいたします。②各家庭においての防犯カメラの設置推進につい

てお尋ねいたします。写真をお願いします。こちら，今朝の南海日日新聞でしたか，あったんですけど，

これは奄美群島内で起きた殺人事件の件の記事でした。ここに，徳之島のほうであった事件なんですけ

ども，署長のほうは，防犯カメラはあったほうがいい，予算もある，インターネット録画機能もある，

そういったドライブレコーダーの多くの情報が寄せられ活用させていただいたと，このような機能が多

くあることで抑止力につながるということが述べられております。そこでお尋ねいたします。各御家庭

においての防犯カメラの設置推進について，当局としての御意見をお伺いいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  本市の限られた財政状況の中では，あくまで個人の自己防衛手段としての個々の家

での防犯カメラにつきましては，個人にお願いしたいと思います。本市におきましては，防犯の手段と

しては，防犯カメラだけではなく，確実な施錠や防犯灯，地域の方々の見守りなども重要なども重要な

対策の一つと考えているため，全般的な防犯対策を推進してまいりたいと考えておりますので，御理解

を賜りたいと思います。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  ありがとうございます。啓発とか，まだもしできることがあったら，警察との

連携で，先ほど話したようにお願いしたいところです。 

③奄美市におけるネット犯罪の数，当市の防犯意識の啓発活動についてお尋ねします。写真をお願い

します。これです。こちら，関東のほうで警察署のほうが行っている内容なんですけども，トラックの

ほうに闇バイトについて，これは犯罪ですというような周知の内容でございます。またこちらもぜひ当

局，そして連携をして行ってほしいところであるんですが，実際できること，できないことがあると思

うんですけど，いかがでしょうか，お尋ねいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  奄美警察署に確認しましたところ，今年度２月末での奄美署管内でのインターネッ

ト関連の犯罪は５件とのことでございました。あくまでも検挙数ベースでの統計になりますので，相談

数等は含まれておりません。全体の被害者数等は確認できませんでした。また，闇バイトの件数につい

てですが，これは海外経由のアプリ等を用いるためデータが残らず，本人の自供によって発覚する以外

は確認ができないことから，データとしての集計がなく確認できませんでした。以上でございます。 

 

幸多拓磨 議員（７番）  ありがとうございました。本当にこういった見えないところでの犯罪っていう

のは，これからもどんどん増えてくると思いますので，どうか御対応のほう，連携してお願いします。

あと，５番についてはちょっと申し訳ないですけども，次回に回したいと思います。以上で終わります。

ありがとうございました。 

 

奥 輝人 議長  以上で，チャレンジ奄美 幸多拓磨議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時３１分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午後２時４５分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 自民党新政会 竹山耕平議員の発言を許可いたします。 

 

― 31 ― 

竹山耕平 議員（２１番）  市民の皆様，議場の皆様，こんにちは。自民党新政会の竹山耕平でございま

す。質問に入る前に，所見を述べさせていただきます。 

 今年１月２８日，埼玉県八潮市で発生した下水道管の破損が原因とされる大規模な道路陥没，また水

道水へも甚大な影響が出ています。私も，これまでの一般質問の場において，上下水道管におけるまた

下水道管における硫化水素やまた老朽化対策など質問をしてまいりました。国，国土交通省も今回の事

故を受け，全国的に下水道管の緊急点検の要請を指示いたしましたことは，御承知のとおりでございま

すが，国，県の責任の下，上下水道のみならず，生活インフラに関わる維持管理，点検，更新に係る計

画と事業の実施など，地方自治体が早期に着実に推進できる体制づくりを望むものであります。また，

２月２６日，岩手県大船渡市で発生した山林火災におかれましても，現在も鎮火に至らず，消防など夜

を徹して消火活動を続けています。被災された皆様にお見舞いを申し上げます。最後に，今月末をもっ

て定年を迎える職員の皆様には，長きにわたり市政発展に尽くされたことに敬意と感謝を申し上げます。

定年，役職，再任用とそれぞれの道があると思いますが，培った経験を今後も地域に還元し，さらに奄

美市政に御尽力いただきますことをお願い申し上げます。 

それでは，私の一般質問，個人質問に移ります。少々お待ちください。まず初めに，市長の政治姿勢

についてお伺いをいたします。令和７年度当初予算編成は，安田市長任期中４度目の予算編成となりま

す。１期４年の集大成となる今回の予算編成については，安田市長だからこそと思える，そして自身の

思いが積もった，またその特徴，特色，カラーとして現れた政策，施策，そして反映された点について

お示しをいただきたいと思います。また，その中には予算上，表面上出てこないゼロ予算等も含まれる

ものだと思いますので，どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。同僚議員からも同様の質問がご

ざいました。ある程度私なりに御理解を示しているわけではありますが，改めてお伺いをさせていただ

きます。次の質問より発言席にて行います。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  それでは，竹山議員の御質問にお答えします。今回の予算編成において，私自身のカラー

が前面に出ている施策は何かということでございますが，就任以来，ふれあい対話や官民連携組織の設

立を通じ，多様な主体が議論し合う場を設け，市民の皆様からいただいた御意見を生かしつつ施策を実

行してまいりました。新年度予算におきましても，皆様からの御意見にお応えするべく，きめの細かい

予算編成に努めたところでございます。特徴的な政策について申し上げますと，昨年度から，本市未来

計画の一丁目一番地と表現をしております子育て支援の充実につきまして，子ども医療費について疾病

の早期発見・早期治療を促し，子どもの健康の保持・促進を図るため，医療費の窓口負担ゼロを実施い

たします。そして，給食費についてでありますが，本市としましては，保護者負担分の給食費が上がら

ないよう努力しており，米飯給食費などは公費で負担しているところでございます。今回，非課税世帯

の方々を無償化とさせていただきたいと存じます。 

 次に，ゼロ予算の取組について答弁いたします。高齢化や人口減などの課題に対応できる地域運営組

織の在り方等について，自治会などから相談を受けているところでございます。既存の自治会同士によ

る連携も含め，地区にマッチした地域運営組織の在り方を地区住民と検討・協議するほか，会議の進め

方や資料作成などの基本的な部分に対して，ワークショップなど市職員によるアドバイス等を行うこと

で，地域の自治力・自助力を高める後押しをさせていただきたいと存じます。また，市職員提案制度や

研修による職員の政策立案向上も図っているところでございます。新年度も対話と連携，そして挑戦を

行動指針と掲げ，市政運営に臨んでまいる所存でございますので，御理解を賜りますようよろしくお願

いいたします。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  ありがとうございます。次の質問についても，今の答弁，市長からの答弁の

部分も重なりますので，質問に移りたいと思います。次の質問におかれましては，昨日の盛議員も答弁

− 112 − − 113 −
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竹山耕平 議員（２１番）  市民の皆様，議場の皆様，こんにちは。自民党新政会の竹山耕平でございま

す。質問に入る前に，所見を述べさせていただきます。 

 今年１月２８日，埼玉県八潮市で発生した下水道管の破損が原因とされる大規模な道路陥没，また水

道水へも甚大な影響が出ています。私も，これまでの一般質問の場において，上下水道管におけるまた

下水道管における硫化水素やまた老朽化対策など質問をしてまいりました。国，国土交通省も今回の事

故を受け，全国的に下水道管の緊急点検の要請を指示いたしましたことは，御承知のとおりでございま

すが，国，県の責任の下，上下水道のみならず，生活インフラに関わる維持管理，点検，更新に係る計

画と事業の実施など，地方自治体が早期に着実に推進できる体制づくりを望むものであります。また，

２月２６日，岩手県大船渡市で発生した山林火災におかれましても，現在も鎮火に至らず，消防など夜

を徹して消火活動を続けています。被災された皆様にお見舞いを申し上げます。最後に，今月末をもっ

て定年を迎える職員の皆様には，長きにわたり市政発展に尽くされたことに敬意と感謝を申し上げます。

定年，役職，再任用とそれぞれの道があると思いますが，培った経験を今後も地域に還元し，さらに奄

美市政に御尽力いただきますことをお願い申し上げます。 

それでは，私の一般質問，個人質問に移ります。少々お待ちください。まず初めに，市長の政治姿勢

についてお伺いをいたします。令和７年度当初予算編成は，安田市長任期中４度目の予算編成となりま

す。１期４年の集大成となる今回の予算編成については，安田市長だからこそと思える，そして自身の

思いが積もった，またその特徴，特色，カラーとして現れた政策，施策，そして反映された点について

お示しをいただきたいと思います。また，その中には予算上，表面上出てこないゼロ予算等も含まれる

ものだと思いますので，どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。同僚議員からも同様の質問がご

ざいました。ある程度私なりに御理解を示しているわけではありますが，改めてお伺いをさせていただ

きます。次の質問より発言席にて行います。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  それでは，竹山議員の御質問にお答えします。今回の予算編成において，私自身のカラー

が前面に出ている施策は何かということでございますが，就任以来，ふれあい対話や官民連携組織の設

立を通じ，多様な主体が議論し合う場を設け，市民の皆様からいただいた御意見を生かしつつ施策を実

行してまいりました。新年度予算におきましても，皆様からの御意見にお応えするべく，きめの細かい

予算編成に努めたところでございます。特徴的な政策について申し上げますと，昨年度から，本市未来

計画の一丁目一番地と表現をしております子育て支援の充実につきまして，子ども医療費について疾病

の早期発見・早期治療を促し，子どもの健康の保持・促進を図るため，医療費の窓口負担ゼロを実施い

たします。そして，給食費についてでありますが，本市としましては，保護者負担分の給食費が上がら

ないよう努力しており，米飯給食費などは公費で負担しているところでございます。今回，非課税世帯

の方々を無償化とさせていただきたいと存じます。 

 次に，ゼロ予算の取組について答弁いたします。高齢化や人口減などの課題に対応できる地域運営組

織の在り方等について，自治会などから相談を受けているところでございます。既存の自治会同士によ

る連携も含め，地区にマッチした地域運営組織の在り方を地区住民と検討・協議するほか，会議の進め

方や資料作成などの基本的な部分に対して，ワークショップなど市職員によるアドバイス等を行うこと

で，地域の自治力・自助力を高める後押しをさせていただきたいと存じます。また，市職員提案制度や

研修による職員の政策立案向上も図っているところでございます。新年度も対話と連携，そして挑戦を

行動指針と掲げ，市政運営に臨んでまいる所存でございますので，御理解を賜りますようよろしくお願

いいたします。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  ありがとうございます。次の質問についても，今の答弁，市長からの答弁の

部分も重なりますので，質問に移りたいと思います。次の質問におかれましては，昨日の盛議員も答弁
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されておりますので，理解を示してはおりますが，若干視点が違うと思いますので，お伺いをさせてい

ただきます。安田市長就任後，世界自然遺産やＳＤＧｓ，ＰＰＰなど，○○プラットフォームや市民対

話など，今，市長からございました──が展開されてまいりました。事業として展開する中では，本市

のみで行えるもの，また広域にまたぎ政策・施策として事業展開を図るもの，予算等が伴うものがござ

います。今回の質問では，これまで進めてきた事業展開に対して，任期最終年となることから，まずは

この１期４年の総括としてお示しをいただきたいと思います。　　この成果，　効果も挙げられると思います

が，同時に課題も見えてきた，短期，中期，長期という形で課題も見えてきたことだろうと思いますの

で，併せてお示しをお願いいたします。 

藤原俊輔 総務部長  本市におけます３つのプラットフォームと，市民と市長のふれあい対話の取組と，

現在までの総括，課題についてお答えいたします。多少長くなりますが，よろしくお願いいたします。

まずは，公共施設等の建設や維持管理等を官民が連携して行うことにより，行財政の効率化を目指すＰ

ＰＰの分野において，令和４年度に市内の建設事業者，不動産事業者などを会員とした奄美市ＰＰＰプ

ラットフォームを設立しております。これまでに，行政サービスにおける民間の役割の拡大や経済活動

の創出等を目的として，官民対話やセミナーを開催してまいりました。また，令和４年度より，多様な

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入するための優先的検討規定を制定し，そのプロセスにおいても官民対話を必

須とすることで，民間事業者の参入意欲を図る取組を実施しております。併せてＰＰＰプラットフォー

ム会員向けに学びの場を提供し，その参加状況に応じて，本市が官民連携事業の募集を行う際に，得点

の加点を行う学びインセンティブ制度を導入しております。これまでも，住用地区及び笠利地区の認定

こども園や健康体験交流施設などの具体案件ごとに，プラットフォームを通した官民対話を行い，その

結果に考察を加えた提案を行うなど，本市の公共施設の整備，維持管理等の方針の策定に貢献しており

ます。 

 ＳＤＧｓの推進につきましては，令和４年度に本市のＳＤＧｓへの貢献を行う民間企業，団体，個人

等が参画し活動する奄美市ＳＤＧｓプラットフォームを設立し，会員をあまみＳＤＧｓ推進パートナー

として登録しております。会員は，相互の情報交換や交流，パートナーシップの構築を通じて，持続可

能な社会の構築に向けた奄美らしい活動や高い社会的価値を生み出す活動の活性化を目的として，ワー

クショップやセミナー等を開催しております。本取組において，奄美市ＳＤＧｓ未来都市構想への提言

や検討を行い，本市と連携した構想の構築を行うことで，内閣府からＳＤＧｓ未来都市の認定を受ける

ことができ，その計画を基に宇宿貝塚史跡公園リニューアルＳＤＧｓ加速化プロジェクトの実施につな

がっております。 

 世界自然遺産の分野については，世界自然遺産登録の効果を最大化することを目的に，公民連携会議

において事業や政策を議論して本市に提言を行い，政策実現の基盤となる世界自然遺産活用プラットフ

ォームを設置しております。創設した令和４年度には，世界自然遺産登録効果の最大化をテーマに会議

を７回開催し，１１の施策の提言を受け，翌年度には集落の主体的な観光客との関わり方及び情報発信

スキームづくりのモデル構築や，世界自然遺産に関する新たな財源創設検討委員会を開催するなどの事

業展開を行いました。令和５年度には，地球温暖化対策法に基づく奄美市実行計画区域施策編の策定を

テーマに会議を４回開催し，会からの提言を基に計画を策定いたしました。令和６年度には，計画に沿

った施策として赤木名小学校や奄美大島食肉センターへの太陽光パネル及び蓄電池の整備をはじめ，民

間企業と連携した小学生向けの環境教育プログラムの開催，ＳＤＧｓ関連イベントでの脱炭素の啓発な

どを行いました。令和６年度には，世界自然遺産を目的とする来訪者の満足度向上をテーマに会議を３回

開催し，２月に本プラットフォームから提言をいただいたところであります。今後，所管課において提

言内容を踏まえ，効果的な取組を検討してまいります。 

 そのほか，保育人材確保に向けた官民連携円卓会議を立ち上げ，民間保育施設などの関係団体ととも

に保育人材確保に向け議論を重ね，新年度には保育体制魅力向上等総合対策事業を予算計上いたしまし

た。併せて，市民と市長のふれあい対話については，令和４年度は１１か所で開催し，３０８名の参加，
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令和５年度は１２か所で２６９名の参加，今年度，令和６年度は２１か所で８９１名，これあと一回，

大島北高が残っておりますが──の参加がございました。若い世代の参加が少ないことが課題であった

ことから，令和６年度は高等学校や専門学校に赴き実施したところです。これらの取組を踏まえ，新年

度におきましては，民有地における危険木伐採に対する支援や，公園の管理へ地域住民参画や利用ルー

ルの弾力化に取り組むみんなの公園みんなで育てるプロジェクトを予算計上したところです。市長就任

当初から，各種プラットフォームやふれあい対話など，市民や企業，若い世代の皆様，島内外の方々と

のコミュニケーションの場を設けてまいりました。今後もこれらの取組を継続し，皆様からの貴重な御

意見を生かしつつ，施策を検討してまいりたいと存じます。以上でございます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  藤原部長，ありがとうございます。今の答弁の長さが，やはり関わってきた

職員として，担当部署として，また担当課の係の職員の方々の思いがもうすごい詰まっている。詰まっ

て，やはりこれだけ前面に打ち出したいんだというような答弁書の作成であったのかなというふうにま

ずもって，まず第一印象はそういう形です。そういう中で，それぞれプラットフォーム，それなりに効

果も出ていますし，これから，あとは先ほども申し上げたやはり奄美市内で行うべきもの，行えるもの

と，当該自治体として。あとは，広域事務組合の理事長といたしましても，広域にまたがるもの，世界

遺産を含めて，これがすごい効果が現れるものとして予測される，想定されるものであれば，当然そう

いう広域の奄美大島，今，５市町村だと思いますけど，そういったところで協議会が立ち上がっていま

すし，そういったところでしっかりと旗振り役をしていただけるんだろうと思うんですが，そのあたり

について，先ほどの特色，カラー含めて全面的に打ち出しているという形で，また，子ども医療費の窓

口負担ゼロ，現物給付も達成することができるということもかなり進歩・進展が本当に，一丁目一番地

のそういった部分の取組だなと評価する部分もあります。 

 また，国のほうにおきましても，給食費の無償化に対しても，まずは小学校のほうから新年度から進

めていこうという動きがありますので，ぜひそれにのっとって，昨日でしたっけ，﨑田議員からも新潟

県の給食費無償化という形で，ちょっと調べました。すると，新潟県は県自体が自公・維新の連名で提

出されたということを受けて，もう早速という形で，２０２６年度から無償化を始めるという形で，も

う打ち出しているんです。早いなと思いましたけど，裏にはそういうことがあったんだなという形で，

昨日，﨑田議員の質問の後に調べましたら，そういうことがありましたので，ぜひそういう国の動きが

見えているのであれば，これまでも給食費の無償化というのは多くの方々の要望であり，議員の皆さん

からもいろんな意見が出ていると思います。予算編成に対する要望書の中にも出ていると思いますので，

例えば１年間，あとは先が見えているということを見越して，見据えた中での政策の展開というのも図

っていただきたいなと。例えば小学校，中学校は１学期，２学期，３学期と区切られておりますので，

ぜひそういった形で早速打ち出すことも，例えば補正予算も含めありますので，そういった形でぜひで

きることは可能じゃないのかなというふうに私はこの間の流れを見て思いましたので，よろしくお願い

したいと思います。あと群島の関係で，広域っていう形で，今自分が話しましたけど，そのあたり，安

田市長，その取組，旗振り役，そういったところはどのような手応えがあったでしょうか。 

 

安田壮平 市長  そうですね，プラットフォームに関していえば，奄美市だけではなくて，ほかの町村に

関わるものとすれば，その財源創設検討委員会，今，２年目の審議中でして，今月中にはその答申をい

ただけるのではないかなと思っておりますけれども，そこにおいてはやはりほかの４町村にも関わるこ

とだと思いますので，オブザーバーというような形で担当者の方に参加をしていただいています。 

 その他ＳＤＧｓであったり，脱炭素の取組であったり，やはり他の自治体，奄美市よりも先進的に取

り組んでいる自治体も群島にありますので，そういったところと情報交換をしながら，お互い切磋琢磨

しながらすばらしい奄美群島を目指していこうという思いは常々話しているところであります。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。そのような形でしっかりと奄美市のリーダーとして，リーダー
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令和５年度は１２か所で２６９名の参加，今年度，令和６年度は２１か所で８９１名，これあと一回，

大島北高が残っておりますが──の参加がございました。若い世代の参加が少ないことが課題であった

ことから，令和６年度は高等学校や専門学校に赴き実施したところです。これらの取組を踏まえ，新年

度におきましては，民有地における危険木伐採に対する支援や，公園の管理へ地域住民参画や利用ルー

ルの弾力化に取り組むみんなの公園みんなで育てるプロジェクトを予算計上したところです。市長就任

当初から，各種プラットフォームやふれあい対話など，市民や企業，若い世代の皆様，島内外の方々と

のコミュニケーションの場を設けてまいりました。今後もこれらの取組を継続し，皆様からの貴重な御

意見を生かしつつ，施策を検討してまいりたいと存じます。以上でございます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  藤原部長，ありがとうございます。今の答弁の長さが，やはり関わってきた

職員として，担当部署として，また担当課の係の職員の方々の思いがもうすごい詰まっている。詰まっ

て，やはりこれだけ前面に打ち出したいんだというような答弁書の作成であったのかなというふうにま

ずもって，まず第一印象はそういう形です。そういう中で，それぞれプラットフォーム，それなりに効

果も出ていますし，これから，あとは先ほども申し上げたやはり奄美市内で行うべきもの，行えるもの

と，当該自治体として。あとは，広域事務組合の理事長といたしましても，広域にまたがるもの，世界

遺産を含めて，これがすごい効果が現れるものとして予測される，想定されるものであれば，当然そう

いう広域の奄美大島，今，５市町村だと思いますけど，そういったところで協議会が立ち上がっていま

すし，そういったところでしっかりと旗振り役をしていただけるんだろうと思うんですが，そのあたり

について，先ほどの特色，カラー含めて全面的に打ち出しているという形で，また，子ども医療費の窓

口負担ゼロ，現物給付も達成することができるということもかなり進歩・進展が本当に，一丁目一番地

のそういった部分の取組だなと評価する部分もあります。 

 また，国のほうにおきましても，給食費の無償化に対しても，まずは小学校のほうから新年度から進

めていこうという動きがありますので，ぜひそれにのっとって，昨日でしたっけ，﨑田議員からも新潟

県の給食費無償化という形で，ちょっと調べました。すると，新潟県は県自体が自公・維新の連名で提

出されたということを受けて，もう早速という形で，２０２６年度から無償化を始めるという形で，も

う打ち出しているんです。早いなと思いましたけど，裏にはそういうことがあったんだなという形で，

昨日，﨑田議員の質問の後に調べましたら，そういうことがありましたので，ぜひそういう国の動きが

見えているのであれば，これまでも給食費の無償化というのは多くの方々の要望であり，議員の皆さん

からもいろんな意見が出ていると思います。予算編成に対する要望書の中にも出ていると思いますので，

例えば１年間，あとは先が見えているということを見越して，見据えた中での政策の展開というのも図

っていただきたいなと。例えば小学校，中学校は１学期，２学期，３学期と区切られておりますので，

ぜひそういった形で早速打ち出すことも，例えば補正予算も含めありますので，そういった形でぜひで

きることは可能じゃないのかなというふうに私はこの間の流れを見て思いましたので，よろしくお願い

したいと思います。あと群島の関係で，広域っていう形で，今自分が話しましたけど，そのあたり，安

田市長，その取組，旗振り役，そういったところはどのような手応えがあったでしょうか。 

 

安田壮平 市長  そうですね，プラットフォームに関していえば，奄美市だけではなくて，ほかの町村に

関わるものとすれば，その財源創設検討委員会，今，２年目の審議中でして，今月中にはその答申をい

ただけるのではないかなと思っておりますけれども，そこにおいてはやはりほかの４町村にも関わるこ

とだと思いますので，オブザーバーというような形で担当者の方に参加をしていただいています。 

 その他ＳＤＧｓであったり，脱炭素の取組であったり，やはり他の自治体，奄美市よりも先進的に取

り組んでいる自治体も群島にありますので，そういったところと情報交換をしながら，お互い切磋琢磨

しながらすばらしい奄美群島を目指していこうという思いは常々話しているところであります。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。そのような形でしっかりと奄美市のリーダーとして，リーダー
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像が群島内から，また本島内からもやっぱりあると思いますので，その役割を発揮できるような行動を

お願いしたいなと思います。 

 次に，子育て・保健・福祉複合施設整備事業についてお伺いをいたします。そろそろ私のこの質問も

一段落をさせていただけるような御答弁，期待をしたいと思います。今回の質問に対しても，真摯ある

御答弁，ぜひ期待をいたします。まずは取組状況，そして答弁は推進室ができた後の事業進捗，推進，

この件についてお示しをいただきたいと思います。また，計画当初の事業費，概算費用があったと思う

んですけど，その部分から，社会情勢からいろいろという形もありました。また，新聞等で事細かに載

っておりました。そういったところで理解はしておるんですけど，まず一応振り返りという形も含めて，

未来につなげるということも含めてお聞きしたいと思います。また，今言った社会情勢から，あとは大

型事業云々とか，いろいろあったと思います。そういった形で概算費用，どのぐらいじゃあという形で

お示しをお願いしたいと思います。そして，今回の事業の見直し，そして詳細，検討箇所の検証という

部分でどのような協議が，検討がなされているのか，以上についてお示しをお願いします。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それでは，①，②，同時でよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）お答え

をさせていただきます。まず，昨年１２月に新たな整備方針をお示しした後の取組の状況につきまして

は，２月に子育て支援拠点の在り方を検討するため，年齢や体の発達に応じた最新遊具の展示会の視察

及び既存施設を活用した子育て広場の実施や，民間による子育て支援拠点の整備・運営を支援する施策

を展開しております，東京都文京区にて視察及び現地ヒアリングを行ったところでございます。これに

加えて，今後，健康づくり拠点の検討を進めるべく，先進地視察を予定いたしております。 

 次に，当初概算についてでございますが，平成２９年度に基本設計を行う事業者を決定するプロポー

ザル時点での予定工事費といたしましては，１５億円を見込んでおりました。続いて，事業計画から大

きく見直しを図る部分といたしましては，当初想定していた老人福祉会館機能について，地域共生社会

の実現を目指す中で，地域で分散して実施していくこととし，複合施設には集約しないこととしたこと

から，既存の実施設計では機械室を含めて４階建てとなっておりましたが，諸室配置等を見直すことに

より，施設規模を大胆にリサイズすることを検討しているところでございます。一方，施設の内容に関

しましては，より多くの市民の皆様に御利用いただける工夫も求められるものと存じます。そのため，

本市の子育て支援の根幹となる施設として，子どもたちのための遊びの空間のみではなく，気軽に相談

ができる場づくりや親同士の交流など，今の子育て世代に強く求められているソフト面の充実を併せて

検討してまいりたいと考えているところでございます。加えて，健康づくり拠点といたしましては，乳

幼児健診から大人を対象とした各種検診まで多種多様な検診が実施しやすいよう，諸室配置やスムーズ

な動線の確保などについて検討を進めてまいります。早期の施設整備に向けての課題への御質問ですが，

施設の見直しを行った場合でも一定規模の事業費が見込まれることから，財源となる補助事業の確保が

必要であると存じます。 

 次に，今後のスケジュール等についてお答えをいたします。現在，最短で令和９年度に事業着手でき

るよう取組を進めることといたしておりますので，その具体的な手順について申し上げます。先ほども

お答えいたしましたとおり，財源の確保が重要でございますが，現在，国土交通省が所管する都市整備

構造再編集中支援事業が最も活用可能性が高い補助事業であると考えております。当該補助事業の活用

には，都市再生整備計画の策定が必要であり，その策定に最速でも１年間，その後補助金申請に１年を

要するものと見込んでいるところでございます。もちろん，整備計画の策定には，国・県との協議や調

整も必要であること，また補助金要望についても，国の予算の状況や全国的な事業ニーズなど不確定要

素も多くあることから，ただいま申し上げた最短のスケジュール以上に時間を要することも想定されま

すが，現時点においては，最短での早期事業着手の実現に努めてまいります。 

 最後に，概算費用についてでございますが，ここまでお答えいたしましたとおり，現在，改めて施設

に求められる機能の精査を行っている段階であり，概算費用の算定までには至っておりませんが，議員

御承知のとおり建設コストは今後も上昇傾向にある中でございますので，新年度をめどに機能の整理及

― 35 ― 

び概算費用についてお示しできるよう取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございま

す。以上でございます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。しょうがないですね。しょうがないというか，次の質問が一

番のメインなんであれなんですけど，やはりできた後ですよね。今，いろんな先進地も視察されて，い

ろいろと奄美市の子どもたちに合った，また子育て支援に見合った施設の，またよりコンパクトに。で

も，ちょっと言葉でびっくりしたのが大胆にリサイズ。大胆にリサイズを行うということは，大胆とい

うのがどの程度なのかなという解釈の違いがあるのかなと思いはするんですけど，ぜひ。あとは，ちょ

っとヒアリングのときも申し上げたんですけど，最初，当初１５億円，それがたしか２６億円っていう

形で発表があったと思います，議場で。その中で今，１５億円，２６億円，その次にこの建設をどの程

度見込むような建設を考えているのかなというふうな形だったんですけど，今のお答えで。今はまだそ

れの段階ではないということなので，ですけど，その数字はちゃんとありますからね，よろしくお願い

します。ということと，あとは，これが末広・港も含めて，あとは中心市街地，商店街の再生，あとは

そういった形で先ほど部長おっしゃった動線，それは人との動線も含めて取り組んでいただきたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 次に，１１番街区にこの建設計画，施設，測候所跡地，またあとは都市公園が，含めた土地利用があ

ると思います。１１番街区に対する整合性というのが今の段階で，またどのようなお考えをお持ちなの

かなと。また今言った中心市街地や商店街への整合性に対しては，以前はやっぱりしっかりとした指針

があったわけです。今もあるとは思いますけど，中心市街地活性化基本計画も今はないので，そういっ

たものもありませんので，一応確認をしておきたいと思います。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それでは，お答えをいたします。子育て・保健・福祉複合施設の各政策との整

合性についてお答えをいたします。まず旧測候地跡地を含むエリアにおける都市公園も含めた土地利用

に対する整合性についての御質問でございますが，現在の計画では，末広・港土地区画整理事業におい

て整備する都市公園と同じエリアにおいて複合施設を整備しようとするものでございます。複合施設及

び都市公園に有機的なつながりを確保することにより，都市機能の集約化と併せて中心市街地内の貴重

な土地の有効活用が図られるものであると考えているところでございます。 

 また，中心市街地と中心商店街の活性化に向けた整合性についてでございますが，現在マリンタウン

地区における民間企業による開発が進み，生活実感として臨港道路も含めて交通の流れの変化を感じて

いるところでございます。今後，おがみ山バイパスの完成により，さらなる交通の変化も想定する必要

があろうかと存じます。そのような中にあって整備を進めます複合施設につきましては，新たな目的地

として人を集める施設として，またそこに集い滞留する時間をつくり出すことで，中心市街地及び中心

商店街への新たな人の流れを創出することも期待されているものと存じます。複合施設に加えて，Ａｉ

ＡｉひろばやアマホームＰＬＡＺＡなどの拠点施設の連動，さらには子育て支援施設や稼ぐ力向上に向

けた店舗支援施策などの各種ソフト事業を一体的に推進することで，よりスムーズな人の流れの創出が

求められるものと考えているところでございます。複合施設の整備につきましては，このように各政策

との整合性を確保しながら，本市発展に寄与する施設となるよう全庁体制により整備を推進していく所

存でございますので，御理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。今，所長が熱意を持って申し上げた答弁をぜひ庁内でしっか

りと今後も共有していただき，取り組んでいただきたいと思います。先ほどあった令和９年度事業着手，

今，新聞を読み返しましても，二，三年後の後のことだったんです。３年後のほうですね。二，三年後

っていうことで，２年後なのか３年後なのかで，自分は２年後なのかなという期待を。けど，以前も申

し上げたとおり，市長，この件に関しては，末広・港，平成１８年，進んだときから，つくるんだった

ら，いろいろありました。いろいろありましたけど，やるんだったら，みんなの思いは一つでしょう。
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び概算費用についてお示しできるよう取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございま

す。以上でございます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。しょうがないですね。しょうがないというか，次の質問が一

番のメインなんであれなんですけど，やはりできた後ですよね。今，いろんな先進地も視察されて，い

ろいろと奄美市の子どもたちに合った，また子育て支援に見合った施設の，またよりコンパクトに。で

も，ちょっと言葉でびっくりしたのが大胆にリサイズ。大胆にリサイズを行うということは，大胆とい

うのがどの程度なのかなという解釈の違いがあるのかなと思いはするんですけど，ぜひ。あとは，ちょ

っとヒアリングのときも申し上げたんですけど，最初，当初１５億円，それがたしか２６億円っていう

形で発表があったと思います，議場で。その中で今，１５億円，２６億円，その次にこの建設をどの程

度見込むような建設を考えているのかなというふうな形だったんですけど，今のお答えで。今はまだそ

れの段階ではないということなので，ですけど，その数字はちゃんとありますからね，よろしくお願い

します。ということと，あとは，これが末広・港も含めて，あとは中心市街地，商店街の再生，あとは

そういった形で先ほど部長おっしゃった動線，それは人との動線も含めて取り組んでいただきたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 次に，１１番街区にこの建設計画，施設，測候所跡地，またあとは都市公園が，含めた土地利用があ

ると思います。１１番街区に対する整合性というのが今の段階で，またどのようなお考えをお持ちなの

かなと。また今言った中心市街地や商店街への整合性に対しては，以前はやっぱりしっかりとした指針

があったわけです。今もあるとは思いますけど，中心市街地活性化基本計画も今はないので，そういっ

たものもありませんので，一応確認をしておきたいと思います。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それでは，お答えをいたします。子育て・保健・福祉複合施設の各政策との整

合性についてお答えをいたします。まず旧測候地跡地を含むエリアにおける都市公園も含めた土地利用

に対する整合性についての御質問でございますが，現在の計画では，末広・港土地区画整理事業におい

て整備する都市公園と同じエリアにおいて複合施設を整備しようとするものでございます。複合施設及

び都市公園に有機的なつながりを確保することにより，都市機能の集約化と併せて中心市街地内の貴重

な土地の有効活用が図られるものであると考えているところでございます。 

 また，中心市街地と中心商店街の活性化に向けた整合性についてでございますが，現在マリンタウン

地区における民間企業による開発が進み，生活実感として臨港道路も含めて交通の流れの変化を感じて

いるところでございます。今後，おがみ山バイパスの完成により，さらなる交通の変化も想定する必要

があろうかと存じます。そのような中にあって整備を進めます複合施設につきましては，新たな目的地

として人を集める施設として，またそこに集い滞留する時間をつくり出すことで，中心市街地及び中心

商店街への新たな人の流れを創出することも期待されているものと存じます。複合施設に加えて，Ａｉ

ＡｉひろばやアマホームＰＬＡＺＡなどの拠点施設の連動，さらには子育て支援施設や稼ぐ力向上に向

けた店舗支援施策などの各種ソフト事業を一体的に推進することで，よりスムーズな人の流れの創出が

求められるものと考えているところでございます。複合施設の整備につきましては，このように各政策

との整合性を確保しながら，本市発展に寄与する施設となるよう全庁体制により整備を推進していく所

存でございますので，御理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。今，所長が熱意を持って申し上げた答弁をぜひ庁内でしっか

りと今後も共有していただき，取り組んでいただきたいと思います。先ほどあった令和９年度事業着手，

今，新聞を読み返しましても，二，三年後の後のことだったんです。３年後のほうですね。二，三年後

っていうことで，２年後なのか３年後なのかで，自分は２年後なのかなという期待を。けど，以前も申

し上げたとおり，市長，この件に関しては，末広・港，平成１８年，進んだときから，つくるんだった

ら，いろいろありました。いろいろありましたけど，やるんだったら，みんなの思いは一つでしょう。
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やるんだったら，早く終わらせて，早く町並みを形成して，新しい商店街，新しい中心市街地を造って

くれと。新しい町並みで再生しようよと，活性化を始めようと，これが合言葉のようなものでございま

した。そういったところから，今はもう何年かかっているのか。やっぱり末広，港入りますけど，そう

いった形では，造り始めた以上早く終わらせてくれ，早く次の段階にみんなで進もうよということが，

その中の最後の拠点施設になると思いますので，ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは，次の末広・港，これは①と②も一緒に聞きたいと思います。進捗状況と残されている事業

内容，予定については，先日の産業建設委員会でもちょっとありましたが，お伺いしたいと思います。

そして，この事業収束にもう向かっているということで，土地登記，清算金の有無と，今後の地権者及

び関係者への説明会と，そのスケジュールを含めてお示しください。 

 

坂元久幸 建設部長  それでは，（３）の①と②，併せて御答弁いたしたいと思います。御質問の末広・

港土地区画整理事業につきましては，令和６年度末見込みでの進捗率は，事業ベースで９５．６パーセ

ント，残事業費は４億程度であります。また，建物移転ベースでは９８．５パーセント，残り１棟とな

っております。今後の事業計画でございますが，国や県の認可計画では，今年度の令和６年度を概成と

しておりましたが，建物の移転交渉を継続していることや，名瀬測候所跡地街区等の残工事，今後の事

業完了に向けた換地処分等の手続を踏まえまして，事業施行期間を令和１２年度まで延伸したところで

あります。残事業としましては，建物の移転，残る道路築造工事，測候所街区に計画する公園の整備，

そして最終的な換地の測量や面積の確定，土地の登記作業，清算金の算定などを進めていく予定でござ

います。 

 次に，清算金の有無など，今後の地権者及び関係者への説明等につきましてです。先ほど申し上げま

した建物の移転，道路や街区の工事完了に合わせ，事業地区内全ての土地の出来形測量を行い，最終的

な土地の面積を確定するとともに，新たな地番の確定や土地の登記手続等を進めていくことになります。

その中で，御質問の清算金の作業も進めることになりますが，清算金は事業実施前の従前値と事業完了

後の換地の位置，減歩率，確定面積等を比較評価しまして算定することになります。したがいまして，

清算金の有無につきましては，工事完了後にそれぞれ土地ごとに算定し確定することから，現時点では

一概に申し上げることはできませんので御理解賜りたいと存じます。今後とも事業の進捗等を踏まえな

がら，適宜，地権者や関係者の皆様へ丁寧に説明をしまして，御理解をいただきながら進めてまいりま

すので，よろしくお願いいたします。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。残り１棟ということで，ですが，その１棟にも真摯にしっか

りと取り組んで，今働きかけているということも存じ上げておりますので，しっかりとお願いをしたい

と思います。やはり財産，人の財産でありますので，そこは全庁的な，やはり市長がトップに立って話

し合いに行くとか，そういった形をお願いしたいなというふうに思います。最後の，最終的な確定とい

うことが，先ほど部長，令和１２年，６年，７年程度かかるということなんですけれども，そのときぐ

らいをめどにするのか，もう一応できるところは進めていくのか，その点だけ。 

 

坂元久幸 建設部長  先ほども申し上げましたとおり，工事が完了しないことには，確定測量，面積を出

すための測量ができないために，その清算金の基礎となる要素が確定しないものですから，まずは工事

完了ということでお願いしたいと思います。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。性質上しょうがないなと思いますけど，やはりこれだけ数年

間，もう２０年かかるということは，仮換地のまま今家を建てても，そのような形で，住んでいる方に

はありがたいかもしれませんけど，税金の関係含めてありがたいかもしれないですけど，やはり自分の

土地，これ平田土地計画でも一緒ですよ。まだ正式な自分の土地として認められてないわけです。そう

いったことを，やっぱり財産という形で考えると，行政責任といたしましては，ぜひ御認識を持ちなが
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ら進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に，（４）住用重点道の駅整備事業，マングローブパークリニューアル計画の進捗状況，次期計画

に向けてということでございますが，まずは，再三聞いておりますが，リュウキュウアユの今の現状，

どうなったかお示しください。 

 

平田博行 住用総合支所事務所長  リュウキュウアユの現状についてお答えをいたします。展示用個体の

採捕につきましては，昨年の１０月に有識者の助言をいただきながら７匹の採捕を行い，現在，展示用

の水槽にて鑑賞を行っております。また，今後の採捕ということでございますが，昨年の１２月に開催

された奄美リュウキュウアユ保全研究会による，５月，１１月の調査を踏まえた数値検討委員会の報告

において，現状の個体数では，現時点では，その当時です。１２月時点の個体数では，採捕は避けるべ

きとの意見をいただきました。今年度また５月，１１月の調査をするということになりますので，その

状況を見ながらということになると思うんですが，またその報告会の後の意見交換において，有識者の

方との意見交換会において，現在の養殖施設の規模，あるいは水源の水量の不足，あるいは水温などの

検討課題を御指摘いただいておりまして，そして，さらには養殖アユの放流は絶滅後となることから，

養殖事業の継続について，有識者の委員の方からは，奄美から沖縄に提供したアユを放流するほうが現

実的ではないかというような御意見もいただいているところでございます。 

 このようなことから，今後の採捕につきましては，あるいはこの事業につきましても，増殖事業，普

及啓発事業を実施している本市，宇検村，龍郷町の３市町村，そして有識者の皆様と，今後の在り方に

ついての検討をする必要があると考えております。以上です。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。やはりリュウキュウアユ，いなくなったのが少し，一番痛か

ったなと思います。そういった中でも，今，支所長がおっしゃったように，今後リュウキュウアユの，

今ふるさとに返しているリュウキュウアユを沖縄のほうに返して，またそれを循環できるような，新た

な何か協定の在り方ができないのかなと思ったんです，その話を少し聞いたときに。また奄美大島内で，

今，名前が出た宇検とか，瀬戸内は出なかったですね，瀬戸内とか，生息している河川を持っている自

治体とともに沖縄の自治体と，また何か世界遺産とリュウキュウアユとかいろんな形で，何か大々的な

交流，協定みたいなものを結んでこういう事業の展開を図っていければいいのかなと思ったので，ぜひ

ちょっと頭に入れておいてください。 

 それでは，マングローブパークは，リニューアル計画をしっかりと進めていかなくてはいけないと思

います。前回，いろいろと述べさせていただきましたが，平田支所長が今の責任ある責任者として，ど

のような思いを持って，このパークのリニューアルに対して思いを持っているのか，ぜひ御見解を，思

いを聞かせていただきたいと思います。どうぞお願いします。 

 

平田博行 住用総合支所事務所長  まずはマングローブパークのリニューアルについて，現状等について

ちょっとお話をさせていただきたいと思います。今後も含めてですが。まず，令和６年度においてはマ

ングローブパークと奄美大島世界遺産センターの間の通路の舗装，そして第２駐車場から奄美大島世界

遺産センター間の通路の舗装，そして園内の通路の舗装を行い，両施設への最大限の相乗効果及び利用

者の満足度の向上を図ったところでございます。また，新年度において，昨年の６月議会においては竹

山議員からも御質問がございましたが，世界自然遺産登録によって増加している団体・一般客に対応で

きるトイレの整備を行うとともに，重点道の駅整備推進協議会において，本体リニューアルの計画の実

施に向けた具体的な検討を進めたいと考えております。現在，パーク内には大きく分けて，レストラン，

売店，展示室，視聴覚室，カヌー発着場がございますので，各機能を強化した計画を推進していければ

と考えております。 

 そして，今，私の考えというか，ちょっとそういう質問ございましたので，これは私の質問というこ

とではないんですが，もう私のほうも支所長として配属されまして２年が過ぎようとしております。多
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において，現状の個体数では，現時点では，その当時です。１２月時点の個体数では，採捕は避けるべ
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検討課題を御指摘いただいておりまして，そして，さらには養殖アユの放流は絶滅後となることから，
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ついての検討をする必要があると考えております。以上です。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。やはりリュウキュウアユ，いなくなったのが少し，一番痛か

ったなと思います。そういった中でも，今，支所長がおっしゃったように，今後リュウキュウアユの，

今ふるさとに返しているリュウキュウアユを沖縄のほうに返して，またそれを循環できるような，新た

な何か協定の在り方ができないのかなと思ったんです，その話を少し聞いたときに。また奄美大島内で，

今，名前が出た宇検とか，瀬戸内は出なかったですね，瀬戸内とか，生息している河川を持っている自

治体とともに沖縄の自治体と，また何か世界遺産とリュウキュウアユとかいろんな形で，何か大々的な

交流，協定みたいなものを結んでこういう事業の展開を図っていければいいのかなと思ったので，ぜひ

ちょっと頭に入れておいてください。 

 それでは，マングローブパークは，リニューアル計画をしっかりと進めていかなくてはいけないと思

います。前回，いろいろと述べさせていただきましたが，平田支所長が今の責任ある責任者として，ど

のような思いを持って，このパークのリニューアルに対して思いを持っているのか，ぜひ御見解を，思

いを聞かせていただきたいと思います。どうぞお願いします。 

 

平田博行 住用総合支所事務所長  まずはマングローブパークのリニューアルについて，現状等について
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山議員からも御質問がございましたが，世界自然遺産登録によって増加している団体・一般客に対応で

きるトイレの整備を行うとともに，重点道の駅整備推進協議会において，本体リニューアルの計画の実

施に向けた具体的な検討を進めたいと考えております。現在，パーク内には大きく分けて，レストラン，

売店，展示室，視聴覚室，カヌー発着場がございますので，各機能を強化した計画を推進していければ

と考えております。 

 そして，今，私の考えというか，ちょっとそういう質問ございましたので，これは私の質問というこ

とではないんですが，もう私のほうも支所長として配属されまして２年が過ぎようとしております。多
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くの方々とコミュニケーションを取ってまいりました。地域の方々には，人口減少，高齢化が進む中で，

世界自然遺産登録など，奄美の誇り，宝の中心的なコアゾーンである住用が，遺産センターができ，観

光客など訪れる方々も増えたことはうれしいと。しかし，集落に活気が出ている状況にはなく，やはり

若者は外に出ていく，そして集落や集落住民にお金が落ちてこないという不満が大きくあることを実感

しました。住用のことをまずは解決してほしいということだと思います。今年度，市長の強いリーダー

シップの下，住用版の地域創生戦略策定において，残された重点課題解決を強く望む報告・提案をいた

だきました。その内容の３つの柱は，自然を活用した稼ぐまちづくり，そして定住・振興を見据えたま

ちづくり，そして災害に強い防災まちづくりでございます。この喫緊の要望を庁内のワーキンググルー

プにおいて，たたき台として住用版地域創生戦略策定審議会にお諮りしながら，新年度から１０年間の

事業を進める住用未来１０年計画を策定したところでございます。この中では，世代を超えて住民が協

力し合いながら，次の世代をつなげ，若い世代や子どもたちが増え，住用の魅力である自然の中で暮ら

し，生まれ守ってきた環境，文化，歴史という貴重な資源を内外に発信できる体制づくりの起爆剤とす

ることを一番の目標にしているところでございます。目標達成のためにも，マングロープパーク，そし

て世界遺産センター，三太郎の里，バンガローなどをしっかりと活用し，住用にあってよかったと身近

に感じられる施設になればと思います。先ほど，有識者の方からの意見の中でも，やはりマングロープ

パーク独自の水生生物の在り方とか，そういうものを展示できるものがないのかとか，貴重な意見もい

ただいたところです。こういうことも含めて，地域に大変効果のある，効果が出る施設としていきたい

と，していければということであります。 

 また，１０年計画のフォロー体制として，地域協議会並びに審議会が，住民主体のまちづくり協議会

のように各施設の在り方検討委員会にも積極的に参加していただければ，住用の皆様が望む住用の未来

像になっていくと確信しております。今回の住用版地域創生戦略は，最後のチャンスと張り切っている

先輩方や，興味を持ち楽しみにしている若い世代に出会う機会にもなります。もう既に活動が始まって

いるグループもあり，住用の事務所長としても本当に頼もしい限りであります。残念ながら私も６０歳，

役職定年となり，その方々と夢を語ってきましたが，どうぞ議員も，まずはこの方々と夢を語っていた

だければと思います。今後は一職員，一市民として見守りながら，できれば参加しながら可能な協力を

していければと思うところであります。以上でございます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  平田支所長，ありがとうございました。されど６０歳，頑張ってください。
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の中心に，鹿児島の中心，日本の中心に奄美があるような，そういった，思えるような，住民の幸福度

を含めて，いろんな形でまだまだ可能性がありますので，ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 次に，見守りカメラの点についてですが，先ほど幸多拓磨議員のことによって，ほぼ同じ内容であり

ますので，この質疑は，先ほど来ちょっと話も出ましたが，設置の義務という形もあるんですけど，こ
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藤原俊輔 総務部長  私たちの把握している限りでは，今のところ，自治会，集落から防犯カメラの設置

は届いておりません。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  個別に聞いているときは，やはりそういう話題になることが多いんです。多
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いただいて，いろんな，奄美ででも事例もありましたし，またいろんな違う町村でも，違うまた事例も

お聞きしたこともありますので，ぜひ防犯カメラが果たす，そして，見守りカメラが果たす役割を，ま
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た警察の方とも話したら，ぜひ設置してほしいと。あなたたちはお金がないんですか，あなたたちが責

任者じゃないんですかという話をしたら，やはり予算がないと。なので，そこは関係団体と，各関係機

関が手を取り合って，市民の生命と財産を守っていければなというふうに思いますので，どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは，次の質問に移ります。市営住宅の現状，笠利で進められている用途廃止市営住宅移転支援

事業の目的，今の目的です。概要はいいです。この目的とおり進んでいるか，現在住んでいる世帯，待

ち世帯のバランスがどのようになっているのかなと思いまして，お願いしたいと思います。 

 

坂元久幸 建設部長  それでは，用途廃止市営住宅移転支援事業は，老朽化した公営住宅について用途廃

止が適当と判断された場合，その住宅の入居者が転居するまでの移転料を支払うことにより，移転を支

援する事業でございます。対象世帯につきましては，今年度は昭和３１年から４７年に建設され，３０年

の耐用年数を２２年から３８年経過している笠利町外金久の住宅１２世帯，新年度は昭和３９年から

４４年に建設され，耐用年数を２５年から３０年経過している中金久市営住宅の１３世帯の合計２５世

帯でございます。昨年４月２４日に全２５世帯を対象に説明会を開催しまして，その後，入居者の意向

確認のためのアンケート，意向を踏まえた移転先の住み替えあっせんと調整を経て，今年度はこれまで

移転済み３世帯，移転先確定８世帯，保留が１世帯という状況でございます。確定している移転先は，

施設入所の１世帯を除きまして，残り１１世帯は全て赤木名校区の市営住宅となっておりまして，全て

の入居者において第２希望までの意向に沿った移転が調整できているところでございます。 

 続きまして，入居世帯と入居待ち世帯のバランスということでございます。本市の市営住宅につきま

しては，奄美市公営住宅等長寿命化計画に基づき，建て替えや改修，維持管理を進めているところです。

同計画の計画期間は，令和４年度から令和１３年度までの１０年間で，この計画期間に，佐大熊特定住

宅，いわゆる下佐大熊住宅と笠利町外金久Ｃ，Ｄ，Ｅと，中金久Ｃ住宅を建て替える計画となっており

ます。これらの建て替えにつきましては，現在，庁内関係課で構成した奄美市営住宅の在り方に関する

検討会にて，その方針を協議しているところでございます。また，現在の市営住宅全体の管理戸数２，

２１４戸に対しまして，本年２月時点での入居世帯は１，７７４世帯，空き家４４０戸のうち，建て替

えや老朽化に伴う政策空き家が２２５戸，残り２１５戸が現在修理中または修理待ち，さらには入居案

内中の空き家でございます。対しまして，現在の入居待ち世帯は３７７世帯という状況でございますが，

直近の建て替え事業を想定した際に，現入居者の仮移転先を確保する必要があるほか，人口減少に伴う

将来的な公営住宅の需要を見通した上で，住宅建設のみの対応だけではなく，民間の賃貸住宅を活用し

た柔軟性の高い対応が求められると想定しているところでございます。その対応を検討するに当たって

は，議員御指摘の地元民間賃貸住宅の所有者や宅建協会との情報共有・連携が今後は必要不可欠である

と考えております。今年度末までには在り方検討会におきまして，今後の建て替えについて結論を出す

こととしておりますので，新年度の早い段階で住宅政策に関する課題を共有できる場を検討してまいり

ますので，御理解いただきたいと存じます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。今，笠利のほうは順調にいっているということでありますの

で，よしとします。しかし，今，部長からおっしゃったように，これから名瀬市街地で今話があったよ

うな，あとは待ち世帯も多いんです。そういったところでは，やはり移転先を優先するのは分かるんで

すけど，待ち世帯の方々もどのような思いで民間じゃなくて市営住宅を望んでいるかというのもありま

すので，また古い住宅から移転する際の，先ほどの今笠利で使っている支援事業，そこも多分活用しな

くてはいけない状況になってくると思いますと，とんでもない財源がかかってくるんだろうと，負荷が

かかってくる予想がされておりますので，今，本当に最後に部長がおっしゃった，これはやはり民間住

宅も関わりが深くなってきますので，今まではやったことないということでしたので，ぜひ今最後にあ

った宅建協会等々とも，この事業の説明，今の市がやっている事業の説明と今後の予想，いろんな形を

含めて準備を進めてほしいなと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

− 120 − − 121 −
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 それでは次の７番，これも盛議員の質問に答えておりましたが，一応，安田市長が奄美市議時代，ま

だ我々の同僚だった時代，立候補の準備のために議員を辞職された年月日は，令和３年３月２２日，議

員辞職願を提出，そして当日受理され，３月２５日の最終本会議で承認・決定されました。そういった

ところから，同様な時期なのかなとは思いまして，私もこのタイミングで入れさせていただきましたが，

ぜひ進退については４年前を一度振り返っていただいて，その当初の志を持った奄美市政のために御尽

力を尽くそうと，力を尽くそうという形で強い思いがあったと思いますが，改めてお伺いをいたします。

１０月に執行される奄美市長選，進退についてよろしくお願いいたします。 

 

安田壮平 市長  竹山議員のそういった御配慮に基づく御質問，ありがたく思います。市長就任から３年

が経過し，任期も残すところ９か月となりました。皆様にお示しした公約につきましても，市民の皆様

をはじめ多くの関係者のお力添えによって，少しずつではありますが，一つ一つ着実に成果が現れてい

るところであり，感謝を申し上げる次第でございます。今年度は新たな市の総合計画，未来の奄美市づ

くり計画に基づく様々な取組を行い，そしてまた新年度においては新しい総合戦略や，住用・笠利の地

域創生戦略についての新たな事業などについて提案をさせていただいているところであります。残され

た任期の期間，まずはこれらの取組を職員と，そしてまた市民の皆様とともに全力で全うしていくこと

が，私に課された使命であると存じておりますので，御理解のほどお願いいたします。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。まだあと９か月あるということではありますが，やはり準備

期間も必要ですし，周知も必要ですし，それなりの時期に来たらそれなりの進退に対して表明されるだ

ろうというふうに思います。ぜひその点について，この４年間をもう一度，志を振り返っていただけれ

ばというふうに思いますので，よろしくお願いいたします。 

 すいません，時間がなくなりましたが，教育行政，行きます。自転車に関する道路交通法が令和６年

１１月に改正され，大人や子どもたちにとっても大変重要な中身となっております。①と②については

安全な自転車運転，ヘルメットの着用の現状は，見たらみんな小学生，中学生かぶっておりますので，

よろしいです。しかし，部活動とか普段の着用に対してはどのような御見解をお持ちなのか，よろしく

お願いします。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。部活動の際の自転車利用についての御質問でござ

いますが，部活動の際の自転車利用につきましては８校が許可をしておりまして，ヘルメット着用及び

自転車損害賠償保険等への加入については，各学校で指導を行っております。自転車損害賠償保険等へ

の加入状況は，自転車通学を許可された生徒は全員が加入しておりますが，それ以外の生徒は各家庭で

加入することから，小学校同様に把握することが難しい状況であります。これらに係る生徒やその保護

者への周知につきましても，小学校等同様に中学校で定めている校則に明記することや，校内にポスター

を掲示することで周知などもしております。また，児童生徒自身のけが等に関する保険としては本市の

交通災害共済もございますので，今後も周知をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。保険も含めて，今，子どもたち，また子どもたちを取り巻く，

子どもたちの自転車の運転の安全だけではなく，やはり先日もありました，いろんな事例がございます

ので，交通事故も含めて，ぜひいろんな形で図っていっていただきたいと思います。 

 次に，教育委員会として，警察関係機関と連携協力，教育現場への，教育委員会として各学校への指

導体制，そのあたりはどうなっているのでしょうか，お示しください。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。警察署等の関係機関や関係団体との積極的な連携

について，各学校には県及び本市の道路交通法の一部改正を含めた安全指導に係る内容を通知すること

を通して指導をしております。また，本市通学路交通安全プログラムを通して，警察等の関係機関や関
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係団体との年２回会議を行い，外側線及び中央線の引き直しや注意喚起の看板の設置等，地域の実情に

応じた対策の改善に取り組んでおります。各学校においては，本市の危機管理室や警察署，交通安全協

会等の関係機関の職員を招き，交通安全教室を全ての小中学校で行っております。交通事故の未然防止

のために，今後も警察署等の関係機関や関係団体と連携することで，交通事故防止対策の取組を強化し

てまいります。以上でございます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。そこら辺，警察の交通課も，ぜひこれに協力していきたいと

いうことを聞いておりますので，ぜひ子どもたち，またそれに取り巻く環境の改善に，整備に向けてよ

ろしくお願いします。 

 フッ化物洗口の取組状況と教育長の認識ということなんですけど，取組状況はやはりコロナがあって，

今はストップしているというのは，もう自分も十分理解も認識もしておりますので，現向教育長にいた

だきましては，フッ化物洗口に対する認識，推進に対しての思いをお聞かせ願いたいと思います。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。歯の健康は健康の入り口と言われております。大

切な歯を守ることがほかの病気の誘発防止や健康維持につながりますので，子どもたちにとって自身の

歯の健康を守るということは，将来の健康を守ることに直結する喫緊の課題であると認識しております。

子どもたちの健康の土台となる歯の健康を守るためにも，今後もフッ化物洗口を推進し，一校でも多く

取り組む学校が増えていくように努めてまいります。以上でございます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。新年度の，また今年度もコロナ明け元年ということで，しっ

かりとした取組が推進されるようお願いをしたいと思います。 

 くろうさぎ留学に対しましては，大変申し訳ございませんが，次の機会にさせていただきます。私の

一般質問は終了いたします。 

 

奥 輝人 議長  以上で，自民党新政会 竹山耕平議員の一般質問を終結いたします。 

 以上をもちまして，本日の日程は終了いたしました。 

 明日，午前９時３０分，本会議を開きます。（午後３時４６分） 
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係団体との年２回会議を行い，外側線及び中央線の引き直しや注意喚起の看板の設置等，地域の実情に

応じた対策の改善に取り組んでおります。各学校においては，本市の危機管理室や警察署，交通安全協

会等の関係機関の職員を招き，交通安全教室を全ての小中学校で行っております。交通事故の未然防止

のために，今後も警察署等の関係機関や関係団体と連携することで，交通事故防止対策の取組を強化し

てまいります。以上でございます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。そこら辺，警察の交通課も，ぜひこれに協力していきたいと

いうことを聞いておりますので，ぜひ子どもたち，またそれに取り巻く環境の改善に，整備に向けてよ

ろしくお願いします。 

 フッ化物洗口の取組状況と教育長の認識ということなんですけど，取組状況はやはりコロナがあって，

今はストップしているというのは，もう自分も十分理解も認識もしておりますので，現向教育長にいた

だきましては，フッ化物洗口に対する認識，推進に対しての思いをお聞かせ願いたいと思います。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。歯の健康は健康の入り口と言われております。大

切な歯を守ることがほかの病気の誘発防止や健康維持につながりますので，子どもたちにとって自身の

歯の健康を守るということは，将来の健康を守ることに直結する喫緊の課題であると認識しております。

子どもたちの健康の土台となる歯の健康を守るためにも，今後もフッ化物洗口を推進し，一校でも多く

取り組む学校が増えていくように努めてまいります。以上でございます。 

 

竹山耕平 議員（２１番）  分かりました。新年度の，また今年度もコロナ明け元年ということで，しっ

かりとした取組が推進されるようお願いをしたいと思います。 

 くろうさぎ留学に対しましては，大変申し訳ございませんが，次の機会にさせていただきます。私の

一般質問は終了いたします。 

 

奥 輝人 議長  以上で，自民党新政会 竹山耕平議員の一般質問を終結いたします。 

 以上をもちまして，本日の日程は終了いたしました。 

 明日，午前９時３０分，本会議を開きます。（午後３時４６分） 
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２２人であります。会議は成立いたしまし

　た。 

これから本日の会議を開きます（午前９時３０分） 

本日の議事日程は，一般質問であります。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  

日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自，持ち時間は答弁を含めて６０分以内といた

します。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように，質問者において御配慮を

お願いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。さ

らに，当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行わ

れますように，あらかじめお願いをしておきます。 

通告に従い，順次質問を許可いたします。 

最初に，公明党 栄 ヤスエ議員の発言を許可いたします。 

なお，栄 ヤスエ議員から，書画カメラ使用の申出がありましたので，これを許可いたします。 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  市民の皆様，議場の皆様，インターネットで御覧の皆様，おはようござい

ます。公明党の栄 ヤスエでございます。 

質問に入ります前に，通告の字句の訂正をお願いいたします。 

 １，防災行政について（２）の３８施設を５５施設へ，１１施設を２４施設へ訂正をいたします。よ

ろしいでしょうか。 

奥 輝人 議長  もう一回言って。 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  （２）の３８施設を５５施設へ，１１施設を２４施設へ訂正をお願いいた

します。 

それでは，少々所見を述べさせていただきます。 

 初めに，この３月で退職される職員の皆様，引き続き職員として働かれる皆様，長きにわたり奄美市

の発展に御尽力いただきましたことに，心から感謝と敬意を表します。これからは，これまで培われた

経験を地域や職場でも発揮していただきますように御期待を申し上げます。 

２０１１年の東日本大震災より，今年の３月１１日で１４年になります。そのときの被災地でもあり

ます岩手県大船渡市におきまして，２月２６日に発生した山火事はいまだに鎮火に至っていない状況で

ございます。この火災で犠牲になられた方の御冥福を心からお祈り申し上げますとともに，被災された

全ての皆様へ心からお見舞いを申し上げます。また，消火活動等に携わる消防や自衛隊等，皆様に引き

続き消火活動に御留意くださいますようによろしくお願い申し上げます。そして，一日も早い鎮火と復

旧を心よりお祈り申し上げます。 

 さて，３月８日は国際女性デーでございます。毎年やってまいりますけれども，これは女性の権利と

平和を祝う国際的な記念日でございます。イタリアでは国際女性デーに，感謝を込めて女性にミモザの

花を贈る習慣があるそうでございます。それで今日は，黄色のミモザの花の色の紬を着てまいりました。 

 また，３月１日から３月８日までは女性の健康週間でございます。２００８年から国民運動として厚

生労働省が提唱いたしまして，女性が生涯を通じて健康で充実した日々を過ごし，活躍できるように制

定をされました。女性特有のがん，子宮頸がんや乳がんなど女性に多いがんは，早期発見・早期治療で

生存率が９０パーセント以上とのデータもございます。この週間に御自分の健康のことを考える機会に

していただき，健康診断やがん検診はぜひ受けていただきたいと思います。 

また，昨日と本日の２日間にわたり，公立高校の受験日でございます。今日が最終日ということで，
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２２人であります。会議は成立いたしまし

　た。 

これから本日の会議を開きます（午前９時３０分） 

本日の議事日程は，一般質問であります。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  

日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自，持ち時間は答弁を含めて６０分以内といた

します。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように，質問者において御配慮を

お願いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。さ

らに，当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行わ

れますように，あらかじめお願いをしておきます。 

通告に従い，順次質問を許可いたします。 

最初に，公明党 栄 ヤスエ議員の発言を許可いたします。 

なお，栄 ヤスエ議員から，書画カメラ使用の申出がありましたので，これを許可いたします。 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  市民の皆様，議場の皆様，インターネットで御覧の皆様，おはようござい

ます。公明党の栄 ヤスエでございます。 

質問に入ります前に，通告の字句の訂正をお願いいたします。 

 １，防災行政について（２）の３８施設を５５施設へ，１１施設を２４施設へ訂正をいたします。よ

ろしいでしょうか。 

奥 輝人 議長  もう一回言って。 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  （２）の３８施設を５５施設へ，１１施設を２４施設へ訂正をお願いいた

します。 

それでは，少々所見を述べさせていただきます。 

 初めに，この３月で退職される職員の皆様，引き続き職員として働かれる皆様，長きにわたり奄美市

の発展に御尽力いただきましたことに，心から感謝と敬意を表します。これからは，これまで培われた

経験を地域や職場でも発揮していただきますように御期待を申し上げます。 

２０１１年の東日本大震災より，今年の３月１１日で１４年になります。そのときの被災地でもあり

ます岩手県大船渡市におきまして，２月２６日に発生した山火事はいまだに鎮火に至っていない状況で

ございます。この火災で犠牲になられた方の御冥福を心からお祈り申し上げますとともに，被災された

全ての皆様へ心からお見舞いを申し上げます。また，消火活動等に携わる消防や自衛隊等，皆様に引き

続き消火活動に御留意くださいますようによろしくお願い申し上げます。そして，一日も早い鎮火と復

旧を心よりお祈り申し上げます。 

 さて，３月８日は国際女性デーでございます。毎年やってまいりますけれども，これは女性の権利と

平和を祝う国際的な記念日でございます。イタリアでは国際女性デーに，感謝を込めて女性にミモザの

花を贈る習慣があるそうでございます。それで今日は，黄色のミモザの花の色の紬を着てまいりました。 

 また，３月１日から３月８日までは女性の健康週間でございます。２００８年から国民運動として厚

生労働省が提唱いたしまして，女性が生涯を通じて健康で充実した日々を過ごし，活躍できるように制

定をされました。女性特有のがん，子宮頸がんや乳がんなど女性に多いがんは，早期発見・早期治療で

生存率が９０パーセント以上とのデータもございます。この週間に御自分の健康のことを考える機会に

していただき，健康診断やがん検診はぜひ受けていただきたいと思います。 

また，昨日と本日の２日間にわたり，公立高校の受験日でございます。今日が最終日ということで，

− 126 − − 127 −



― 2 ― 

受験の皆様に，この議場からベストを尽くして頑張ってとエールを送りながら，１つ目の質問に入らせ

ていただきます。 

 １，防災行政についてでございます。（１）国の中央防災会議は２０２４年６月，国や自治体による

災害対応の基礎となる防災基本計画の修正を決めました。能登半島地震で高齢者など要配慮者が多く被

災したことを踏まえて，災害応急対応に福祉的な支援の必要性を明記をしております。 

 ①の国は２０２０年１１月，災害時に設置する避難所の生活環境改善に向け，全国の自治体に対し水

洗式のトイレやキッチンカーなどの防災備蓄品の導入費用を補助する方針を固め，来年度予算に計上す

るとのことでございます。避難生活に起因する災害関連死が長年の問題となっており，清潔なトイレや

温かい食事などを迅速に提供する体制を整えること。また，民間が保有するデータのデータベース化の

ほか，自治体の備蓄品の調査や公表も行うことなど，事前の備えを重視し，平時での支援に対象を広げ

ることとしております。対象はトイレカーやトイレトレーラー，段ボールベッド，暖房器具，また炊き

出しセット，間仕切りですとか，洗濯ができるランドリーカーなど，生活用品などでございます。先日

のテレビニュースにおきまして，国が全国７か所に備蓄品を配備するというふうな報道もございました。

ここ九州におきましては，熊本県の消防学校の倉庫に配置するとの情報がございました。 

 そこで質問でございますが，災害時の体制整備に向け，本市ではどのような対応を考えているのか御

見解をお示しください。次の質問からは，発言席にて行います。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  おはようございます。それでは，栄議員の御質問にお答えします。 

 ①国の補助事業に対する本市での対応ということでございますが，議員御案内のとおり，国は地方公

共団体の先進的な防災の取組の支援として，水洗式の便器を備えた移動式のトイレやキッチンカーなど

の防災備蓄品導入費用を補助する新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）の制度
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な問題と捉えておりまして，多くの避難所でスフィア基準というものが採用されているようでございま
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す。このスフィア基準というのは，１９９８年にアフリカの難民キャンプで多くの人が亡くなったこと

を受けて，戦争や災害を想定して国際赤十字などがつくった基準のことです。この基本理念として２つ

ございまして，被災者には尊厳ある生活を営む権利，そして支援を受ける権利があると。苦痛を軽減す

るため，実行可能な手段が尽くされなくてはならないとのこの２つを掲げて，人道支援における考え方

や最低限満たすべき基準を記載しているとのことでございます。 

 そこで，書画カメラをお願いいたします。 

 このポイントとしましては，主な指標といたしまして，１人当たり最低１５リットルの水，これは映

像がないんですけれども，１人当たりのまた居住空間は最低３．５平方メートルないといけない。次に，

トイレに関しましては，２０人に１つのトイレが必要であると。次，男女比は１対３でなければならな

いと。なぜかというと女性が使う件数が多いということですけれども，そのほか，書画カメラありがと

うございました。プライバシーの確保ですとか，避難所運営の際の最低限の目安ということで活用でき

ることとしております。 

 日本におきましては，２０１６年に内閣府が避難所の運営ガイドラインということで，スフィア基準

を参考にすべき国際基準として取り上げております。同年には，熊本地震が発生をしておりましたけど

も，その際に，避難所の運営があんまりよくなくて，環境がよくなくて，災害関連死と認定された人が

２１１名ということでした。この人数は，建物の倒壊などの地震の直後の影響で亡くなった５０人に対

して，４倍以上の方がその後の災害関連死で亡くなられたということがございました。 

 しかし，２０２４年の１月のこの能登半島で起きました地震におきましても，各避難所でやはり地域

的なこともあると思いますが，避難所で雑魚寝を余儀なくされるなど，スフィア基準に満たされない環

境が見受けられたということで，各方面からいろいろな指摘の声も上がったというふうに聞いておりま

す。 

 そうした中，２０２４年の１１月に政府は，このスフィア基準をより具体的に反映させる方針を示し

ております。そして，１２月に自治体向けの運営所に関する取組指針，またガイドラインを改定してい

るということでございます。 

 そこで質問でございますけども，②の被災者が尊厳ある生活を求める基準を示すスフィア基準の導入

に関して，避難所の環境の大幅な改善が必要であると考えますけれども，このスフィア基準について，

本市はどのように捉えているのかの見解をお示しいただきたいと思います。 

 

藤原俊輔 総務部長  おはようございます。それでは，奥 晃郎議員の御質問でも答弁しておりますが，

スフィア基準というのは，災害発生後の避難所で確保すべき生活環境を示した国際基準であり，被災者

の権利と支援活動の最低限の基準を定めたものと理解しております。 

 同基準の主なものとして，議員御案内のありましたトイレの確保として，２０人当たり１基，居住ス

ペースとして１人当たり３．５平方メートルの確保，入浴施設を５０人に１つなど，具体的な指標が定

められております。 

 本市の避難所とスフィア基準とを比較してみますと，トイレの確保２０人当たり１基の基準につきま

しては，本市の避難所の便器の数について，現在，把握中でございますが，設備が最小限である小規模

な避難所においてもトイレ設置はできていることから，ある程度の基準は満たしていると考えておりま

すが，この件につきましては，今後，検証を進めていきたいと考えております。 

 次に，居住スペースとして１人当たり３．５平方メートルの基準につきましては，これまで本市とし

ましては，１人当たり２．０平方メートルとして避難所の収容人数を換算してきたところです。これま

での災害等において，特に奄美豪雨など大規模災害においては，避難状況等を勘案しながら，規模の大

きい避難所に集約化を図ることで居住スペースをはじめとする避難所の質の確保に努めております。 

 ３つ目の入浴施設を５０人に１つにつきましては，本市の多くの避難所において当該基準を満たして

いない状況にありますが，奄美豪雨などの長い期間に及ぶ災害に当たっては，社会体育施設など比較的

規模の大きい避難所に集約することになりますが，こういった避難所ではおおむね入浴機能を確保して
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おります。また，本市が各支所内に有する公共施設の入浴機能を効果的に活用することや，場合によっ

ては自衛隊が保有する入浴設備について協力を要請するなど，状況に応じて適切に対応してまいりたい

と考えております。 

 本市といたしましては，同基準によるきめ細やかな被災者支援のための指標を目指しつつも，男女共

同参画の視点に立った避難所運営も行いながら，本市が保有する施設，設備や他の機関との連携を図り，

効果的かつ効率的に活用することで良好な避難所環境に近づけてまいりたいと考えておりますので，御

理解をお願いいたします。 

 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  御答弁いただきました。細かいところ，本当にこうやって提案することで，

しっかりと確認，検証ができるかなと思いますので，しっかりとまた今の現状とスフィア基準を照らし

合わせながら，奄美市でもしっかりとした福祉的な視点で，先ほど部長が申し上げましたけども，やは

り男女共同参画の視点で，しっかりとしたそういった視点も入れながら，避難所運営を今後も続けてい

ただきたいと思いますので，引き続きこの基準の確認とか，今の現状確認をしていただきたいと思いま

すので，できるだけスフィア基準に近づけるような基準になっていただきたいというふうに要望いたし

ます。 

 災害が起きて避難所での生活が必要になった場合に，スフィア基準で運営できましたら，先ほどあり

ました間仕切りですとか，もう即座にできますし，プライバシーの確保，そしてトイレも安心して使用

ができると，本当にもう今までの災害におきましては，トイレがやはり問題が大きかったんですけれど

も，トイレも安心して使用できますし，避難所に行った段階で先ほども申し上げましたけれども，おに

ぎりとかパンとかという冷たいものでもなくて，しっかりと温かい食事が提供されるということも本当

に福祉的な視点というか，ほっとするようなことだと思います。そしてまた，ベッドで安心して寝るこ

とができるということも，本当に冷たい床で寝るよりも，しっかりとベッドで安心して横になれるとい

うことも大切かと思います。 

 そして，令和８年度におきましては，国にも防災庁が設置をされるということで，事前防災というこ

とが，今，大きく審議会等でも言われております。 

 しっかりこの事前防災というのは，もう起こった後のことを今のうちから考えておくということが，

もちろん事前防災，取組されていると思いますけれども，起きてから準備するのではなくて，しっかり

今から想定をしっかりしていただきながら準備をしていくということを，今から取り組んでいただきた

いというふうに思いますので，しっかりまたそういった防災庁もできるということで，取組も加速化さ

れると期待をしているところなんですけども，本市の新規事業として，集落訓練のモデル事業ですとか，

笠利地区におきましては，総合防災訓練事業なども，今回，新しく防災に関わる事業費が計上されてい

るのを見させていただきました。 

 それぞれの訓練のときには，避難訓練も大事でございますけれども，しっかりまたそこに避難所の運

営訓練というのもメニューに入れていただきまして，先ほど言われたような形，備蓄品の総点検をした

りとか，避難所運営も仕分けをしたりするとか，ＨＵＧみたいなものも含めてやっていただきたいなと

いうふうに思います。 

 そして，要支援者の個別避難計画も，今，住用，笠利として，住用もう終わられたということで，笠

利のほうもこれから取組を始めるということでございますので，しっかりとそういったことも同時並行

にしながら，一人も逃げ遅れがないような，そして，避難所に行っても皆さんが快適に，災害の関連死

が一人も出さないような取組をしっかりと奄美市としても，今後，取り組んでいただきたいというふう

に思います。 

 ということで，より実効性のある訓練になりますように，政策アドバイザーの御指導ですとか，また

提言もいただきながら，実のある訓練をよろしくお願いしたいと思います。 

 また防災士の，私も訓練に参加したいと思いますので，ぜひ呼んでいただきたいというふうに思いま

すので，よろしくお願いいたします。 
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 それでは次の質問に入ります。 

 次は，（２）加齢性の難聴によるヒアリングフレイルについてですけれども，このヒアリングフレイ

ルについては３度目の質問になります。ヒアリングフレイルとは，耳の虚弱，聞き取る機能の衰えのこ

とでございますけれども，聴覚機能の低下によるコミュニケーションの問題やＱＯＬ，生活の質の低下

などを含む身体の……。 

 

奥 輝人 議長  すみません，栄 ヤスエ議員，今の質問は。次は（２）に行く……。 

 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  すいません，飛ばしています。失礼しました。 

 

奥 輝人 議長  通告の順番の入替えはしていませんよね。（２）奄美市消防団車庫についてが次になっ

ていますけど。通告の。 

 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  順番の入替えはしておりません。字句の訂正をさせていただいたところで

ございます。字句の訂正ということで。順番ではございません。 

 

奥 輝人 議長  もう一回確認しますけれども，栄 ヤスエ議員，通告項目の順序は入替えはしていませ

んよね。 

 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  はい，すいません。 

 

奥 輝人 議長  この通告項目順番どおりに質問していただきたいと思います。 

 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  失礼いたしました。申し訳ございません。失礼いたしました。 

 次の質問に入ります。奄美市消防団車庫についてです。失礼いたしました。 

 公共施設等の管理計画の中には，目的として公共施設等の全体の状況把握，長期的な視点を持って計

画的に更新，統廃合，長寿命化などを行うことで財政負担の軽減，平準化することを目的とし，公共施

設等の総合的かつ計画的な管理推進の基本方針を取りまとめたもの，平成２８年度に作成，各個別施設

計画の内容を踏まえ，令和３年度に総合計画を策定したとございました。 

 本市では多くの公共施設がございますが，消防団の車庫については，ポイントを絞って質問させてい

ただきますけれども，令和３年に改定した総合管理計画には，消防施設として５５施設が掲載されてお

り，うち経過年数が３０年以上の施設が２４施設で，築年度数の不明が６施設，掲載されております。

市民の生命と財産を守るためにも，消防団の消防車両を守るための車庫の老朽化対策は，今後の課題で

あるというふうに考えます。 

 また，消防車両は屋根つきの車庫の中で，雨や風から守られた状態での管理が適正と考えますが，そ

こで質問でございます。 

①の消防団保有の車両で，屋根つきの車庫のない車両について何台あるかお示しください。 

 

松崎幸一郎 総務部参事  おはようございます。議員御質問の屋根つき車庫のない車両についてお答えし

ます。奄美市消防団では，住用方面隊の西仲間号１台のみでございます。以上です。 

 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  ありがとうございます。１台ということですね。５５施設のうちの１台と

いうことで理解いたしました。 

 大島地区消防組合住用分駐所の駐車場に駐車している住用方面隊保有の消防車両は，屋根がない状態

で雨ざらし状態になって管理されているというふうに認識しております。屋外での管理は，屋内での管
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理と比べて，車両の腐食が早く進むことが危惧をされております。屋根つきの倉庫の中でやはり管理が

必要であるというふうに考えておりますけども，そこで質問ですが，住用方面隊の車両の倉庫の新設に

ついて，計画などがあるのかお示しいただきたいと思います。 

 

松崎幸一郎 総務部参事  議員御質問の車両の倉庫新設計画についてお答えします。現在，西仲間号 

につきましては，住用総合支所駐車場で，高さ制限により駐車保管ができないため，住用消防分駐所前

の屋根なし駐車場にて駐車保管し，職員が点検及び維持管理を行っているところです。そして，火災や

台風災害等により非常召集が発令された場合には，職員及び団員が消防分駐所に参集し，西仲間号にて

現場へ向かい活動を行っているところでございます。 

 現在，車庫新設の計画等はございませんが，屋根がないことによるさびや腐食，直射日光からの老朽

化は否めませんので，現在保管している場所での屋根の設置や車庫の新設につきましては，関係各課と

協議したいと考えておりますので，御理解を賜りたいと思います。以上でございます。 

 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  御答弁いただきました。今の場所での管理を継続されるということでござ

いますけれども，しっかり管理をされているということは認識をいたしましたけども，車両の更新時期

もあと５年ほどあるというふうにヒアリングのときには聞いておりますけども，やはり高価な車両，購

入するときは高価なものでございますし，市民の安心・安全を守るための車両でもございますので，し

っかりまた屋根をつけるなど，少しでも腐食が進まないように管理方法も考えていただきたいというふ

うに要望して，この質問は終わらせていただきます。失礼しました。引き続きよろしいですか。 

 

奥 輝人 議長  続けてください。 

 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  それでは次の質問に移ります。福祉行政についてということで，国内の認

知症の高齢者数は，６５歳以上の人口がピークを迎える２０４０年には，認知症高齢者数が約５８４万

人，軽度認知障害高齢者数が６１２万人に上ることが推計される中で，誰もが認知症になり得るという

認識の下で，共生社会の実現を加速することが重要でございます。 

 認知症の人を単に支える対象として捉えるのではなく，認知症の人を含めた国民一人一人が尊厳のあ

る人として，その個性と能力を十分に発揮しながら，共に支え合っていける共生社会の実現を目指して，

２０２３年に認知症の基本法が成立し，２０２４年１２月，認知症施策基本計画が閣議決定し，市町村

では認知症施策を具体的に実施するという重要な役割を担っており，認知症施策推進計画を策定するこ

とになります。本市においても，認知症施策に力を入れているということは，もう重々理解しておりま

すけれども，次の３点について質問させていただきます。 

 初めに，認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深める取組の推進についてでございます

が，行政が軸となり，小中学校の児童生徒，地域と連携して認知症サポーター講座の開催や，新しい認

知症感を定着させる啓発資料の作成配布など，認知症に関する知識や理解を深める取組を強化すべきと

考えますが，見解をお示しください。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  おはようございます。それではお答えさせていただきます。議員御案内の国の

認知症施策推進基本計画では，新しい認知症観として，認知症になったら何もできなくなるのではなく，

認知症になってからも，一人一人が個人としてできること，やりたいことがあり，住み慣れた地域で仲

間などとつながりながら，希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方が示されま

した。 

 本市におきましては，認知症施策推進計画は未策定でございますが，平和５年度に策定いたしました

第９期奄美市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の中で，共生と予防の両輪による認知症施策の

推進としての施策の柱に位置づけております。その認知症に関する取組の一つといたしまして，先ほど
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議員からも御案内がございましたが，平成２１年度から開催しております認知症サポーター養成講座に

は，これまでに延べ約７，０００名の方に受講いただいております。令和６年度は，小学校３校，中学

校１校，高校２校，一般８団体で実施をいたしましたが，使用するテキストを新しい認知症観に沿った

ものに変更し，より認知症の方々の視点に立った内容で実施をいたしております。 

 また，認知症フレンドリープロジェクトによる若年性認知症の当事者をモデルにした映画上映や，映

画のモデルになった方のトークライブ，脳の健康度チェック，県立奄美図書館や大島高校とのコラボに

よる企画展など，様々な普及啓発に取り組み，市民の関心の高まりを感じているところでございます。 

 また，新年度からは，新しい認知症観を踏まえ，認知症の方々の声を聞き，共に社会参加の機会をつ

くり，共生社会の実現を目指す認知症のみなさんとゆらってまちづくり事業も予定しているところでご

ざいます。以上でございます。 

 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  御答弁いただきました。様々な施策をしっかり取り組んでいただいている

ということで，また，サポーターのパンフも最新の新しいものに切り替えて，しっかりとまた小学生，

この前も新聞に載っていましたけども，小学校の中でそういったサポーター講座をやっているというこ

とで，しっかり小学生，学生の子どもたちからの目線で，認知症に関してしっかりと知識を深めるとい

うことは本当に大事なことだと思いますので，本当に地域でも，また子どもたちが認知症になった高齢

者たちを見ながら，しっかりと気づきをして，また見守りもできるような体制づくり，また，子どもの

うちからできるということにすごく感動いたしました。しっかりまたこれも進めていただきたいと思い

ますので，よろしくお願いいたします。 

 次に，認知症の人の尊厳ある暮らしを守るケア方法であるユマニチュードの普及について質問いたし

ます。認知症の人の尊厳ある暮らしを守る上で，一人でも多くの市民が認知症の人に対する適切な接し

方を身につけて，認知症の人の行動，心理症状の発生を抑制することは大切だと考えます。そのための

効果的な技法として，あなたを大切に思っていることを，見る，話す，触れる，立つの４つの柱で，相

手が理解できるように届けるケア方法であるユマニチュードがあります。国の研究結果では，認知症の

方の行動や心理状態が１５パーセントほど改善され，ケア側の負担感も２０パーセント軽減したとの有

効性が確認されております。 

 福岡市におきましては，２０１６年度，家族介護者や病院または介護施設の職員を対象にしたユマニ

チュードの実証実験をしたそうです。その結果，暴言や徘回などの症状が軽減し，介護者の負担感も低

下するといった効果が見られたということから，２０１８年度にまちぐるみの認知症対策としてこの技

法を導入し，ユマニチュードの市民講座などを本格的に展開しているそうでございます。対象は家族の

介護者や，また小中学校の児童生徒のほか，市職員やまた救急隊なども行っているということでござい

ますので。そこで認知症の人と家族等の尊厳ある暮らしを守るために，ユマニチュードの普及に積極的

に取り組んではと考えますけれども，見解をお示しください。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，ユマニチュードの普及啓発についてお答えさせていただきます。 

 ユマニチュードとは，議員御案内のとおり，高齢者のケアにおける接し方の技法であり，安心感が得

られることから，特に認知症高齢者のケアに有効であるとされているようでございます。先ほど紹介い

たしました認知症サポーター養成講座の新たなテキストにおいても，声かけの方法といたしまして，一

般の方に分かりやすく記載をしているところでございます。 

 今後も，できるだけ多くの市民の方に認知症サポーター養成講座を受講いただき，新しい認知症観と

併せて，ユマニチュードの普及啓発に努め，認知症の方々の視点に立ち，尊厳ある暮らしが守られるよ

う取り組んでまいりたいと思います。以上でございます。 

 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  御答弁いただきましてありがとうございます。本当に国内の認知症数が，

また，２０４０年にはもう６５歳の方が高齢者になるということで，本当に高齢化率も奄美市も高くな
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りますし，そういった意味でも，こういったしっかりとユマニチュードのような対応の仕方等も学んで

いただきながら，また，対応のほうも皆さんにしていただきたいなというふうに思いました。 

 次の質問に入りますけども，今後増加することが懸念されます認知症の行方不明者に対してでござい

ますけども，一人一人の生命を守るためのＧＰＳですとか，今，全国でも認知症の方が施設から抜け出

して行方不明になったとか，いろいろニュース等もございますけれども，本当にここ奄美市もそのほか

ではないと思いますので，ＧＰＳ端末の積極的な活用や，衣服等に貼れるＱＲコード，そういったもの

が記載されたシール等の普及などによりまして，認知症の行方不明者の生命を守る取組を推進してはと

考えますが，見解をお示しいただきたいと思います。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，認知症の行方不明者の対応についてお答えさせていただきます。 

 本市におきましては，平成２２年から，奄美市はいかい高齢者ＳＯＳネットワークを運用し，高齢者

の行方不明事案の防止及び発生した場合の対応について取り組んでいるところでございます。これは，

徘徊のおそれのある高齢者の方をあらかじめ登録をしていただき，行方不明事案が発生した際には，協

力機関である４３の民間事業所や警察，消防と情報共有し，捜索への協力を依頼するもので，日常的な

見守り体制の構築という意味でも有効であると考えているところでございます。 

 議員御案内のＧＰＳ端末の活用やＱＲコードシールの普及につきましては，認知症の方々の御意見も

参考にしながら検討してまいりたいと思います。本市における今後の認知症対策につきましても，認知

症の方々の声を聞くことを大切にしながら，尊厳を保持し希望を持って暮らせる共生社会の実現に向け

て取り組んでまいりたいと思いますので，御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  御答弁いただきました。このＳＯＳの見守りネットワークということで，

４３の民間事業所が登録していらっしゃるということですけども，しっかりと登録だけではなくて，日
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で行くのかなとちょっと追っかけたこともあったりもしましたので，そういった方が一人一人またちょ

っと増えてくるかなと思いました。 

 やはり心配されるのは，交通事故だったりとか，どこかで倒れていないかなとか，川に落ちないかな

とか，そういった本当に安全性とか，命に関わることもあると思いましたので，こういったネットワー
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きたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 新聞記事を引用しますと，鳥取大学の浦上克哉教授は，この基本法には予防についても盛り込まれて

おりまして，早期発見し，適切に対応すれば急激な進行を防ぐことも可能であると，発症前の段階であ

る軽度認知障害の段階で対応できることが望ましいというふうにありました。その意味でも，日常生活

の中で違和感を抱いたら気軽に相談でき，よりスムーズに病院で受診できる体制づくりが大切であると

いうふうにコメントも載せております。 

 私も市民相談とかで，ちょっと家族の中で，家族がいて，本当に外から見ても認知症かなと思われる

方がいて，支えている家族の方とかがいらして，包括のほうから見に行っていただいたりとかしたこと

もあったんですけども，やはり当事者の方たちが認知症と捉えられるかどうか，それとか分からない分

もありますので，しっかりとまた認知症であるかどうかというのも，しっかりと普及をしながら，何か

あったときにすぐ相談体制をできる，今，包括のほうでもしていらっしゃると思いますが，どこに相談
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していいか分からない場合も，多々市民の皆様あると思いますので，ここに行けば相談できるという周

知，そういったことも日頃から周知活動もしていただきたいというふうに思います。また，適切に病院

に受診ができるようなバトンタッチですか，つなぎもしていただくという体制づくりをお願いしたいと

思います。 

 本市の新事業として，先ほども部長からございましたが，認知症のみなさんとゆらってまちづくり事

業，名前のネーミングがすごくいいなと思いましたけども，やはり皆さんとゆらって，集まってまちづ

くりをしていこうという事業というふうに，予算計上もしておりますけれども，認知症の方と支援者が

共同して運営するカフェを通してということでありますけれども，今現在，認知症カフェですとか，まー

じんまさんが運営をされていて，一生懸命取り組まれているところでございますけども，そういうのを

またちょっとグレードアップしたバージョンかなと思いながら見ておりますけども，認知症の方の社会

参加をしっかりとつなげていく，先ほど言いましたように，若年性の認知症の方も少しずつでしょうか，

見受けられるようになっております。やはり脳梗塞で倒れたりですとか，脳の病気が起因となって認知

機能が低下したりだとか，いろんな状況があると思いますけれども，若年性の方も増えております。そ

ういった認知症の方の社会参加をつなげていけるように，共生社会の実現を目指すとの説明がありまし

たけれども，そういった方たち，例えば働ける方，認知症になっても働いていらっしゃる方も全国あち

こちいらっしゃいますよね。そういった方たちも事業所ですとか，例えば介護の仕事をしていた人が認

知症になった場合に，自分ができることもあると思いますので，そういった事業所さんにしっかりと理

解をいただきながら，その方ができることを，その事業所でできることを仕事をしていただいて，しっ

かりと社会参加をしていただくということも，そういったつなぎも大事だと思いますので，それも社会

の中でしっかり認知症に関して知っていただきながら，またその人たちが家の中にいるだけではなく，

そういった仕事も，認知症になっても仕事ができるんだよという，そういったことも含めて，今後，奄

美市の認知症の対策としても取組をお願いしたいと思います。 

 そういった意味でも，社会ですとか共生社会の実現を目指す奄美市に向けて，認知症の御本人の声で

すとか，先ほど部長からありましたけれども，当事者の声もしっかり聞いていただきながら，また支え

る家族の声も聞いていただきながら，相談体制を強化していただきますように要望をして，この質問は

終わらせていただきます。 

 それでは，次の質問でございますが，（２）の加齢性難聴によるヒアリングフレイルについてでござ

いますけれども，このヒアリングフレイルについては３度目の質問になります。ヒアリングフレイルと

は耳の虚弱のことで，聴覚の低下によるコミュニケーションの問題やＱＯＬの低下などを含む身体の衰

えの一つでございます。 

 日本の推定難聴者数は約１，５６３万人，６５歳以上の約４５.２パーセント，約半数にわたる方が難

聴であると言われております。国立長寿医療研究センターの老化に関する長期縦断疫学研究という疫学

調査によりますと，聴力レベルが２５デシベルを超える難聴の有病率は６５歳以上から急激に増え始め

て，７５から７９歳では男性が７１．４パーセント，女性が６７．３パーセント，８０歳以上になると

男性が８４．３パーセント，女性は７３．３パーセントが難聴にという結果が出ております。 

 そのため，難聴による様々なリスクとして，社会との関わりがだんだん減っていって孤立をしてしま

うとか，認知機能の低下ですとか，補聴器も全てが合うわけではなくて，感音性難聴の場合は必ずしも

有効ではないというふうな結果も出ておりまして，補聴器を所有していても利用しない場合が多いとい

うのが言われております。 

 話者の必要以上に大きな声，難聴ということで，そばで大きな声でしゃべる，よくありますけれども，

大きくしゃべれば分かるだろう，聞こえているだろうというふうな間違った認識でしゃべったりとか，

そういった場合は，当事者としては心理的に怒られているというふうに思われて，すごく心理的に圧迫

を感じるということで，聞こえたふりをするというか，はいはいと言っておけばいいだろうみたいな感

じで，聞こえたふりをするきっかけにもなるというふうに言われております。 

 そしてまた聞き取ることに精いっぱいで，理解力，何をこの人が言っているのかというとか，記憶力

− 134 − − 135 −
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思います。 
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業，名前のネーミングがすごくいいなと思いましたけども，やはり皆さんとゆらって，集まってまちづ

くりをしていこうという事業というふうに，予算計上もしておりますけれども，認知症の方と支援者が

共同して運営するカフェを通してということでありますけれども，今現在，認知症カフェですとか，まー

じんまさんが運営をされていて，一生懸命取り組まれているところでございますけども，そういうのを
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たけれども，そういった方たち，例えば働ける方，認知症になっても働いていらっしゃる方も全国あち

こちいらっしゃいますよね。そういった方たちも事業所ですとか，例えば介護の仕事をしていた人が認
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すとか，先ほど部長からありましたけれども，当事者の声もしっかり聞いていただきながら，また支え

る家族の声も聞いていただきながら，相談体制を強化していただきますように要望をして，この質問は

終わらせていただきます。 

 それでは，次の質問でございますが，（２）の加齢性難聴によるヒアリングフレイルについてでござ

いますけれども，このヒアリングフレイルについては３度目の質問になります。ヒアリングフレイルと

は耳の虚弱のことで，聴覚の低下によるコミュニケーションの問題やＱＯＬの低下などを含む身体の衰
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 日本の推定難聴者数は約１，５６３万人，６５歳以上の約４５.２パーセント，約半数にわたる方が難

聴であると言われております。国立長寿医療研究センターの老化に関する長期縦断疫学研究という疫学

調査によりますと，聴力レベルが２５デシベルを超える難聴の有病率は６５歳以上から急激に増え始め

て，７５から７９歳では男性が７１．４パーセント，女性が６７．３パーセント，８０歳以上になると

男性が８４．３パーセント，女性は７３．３パーセントが難聴にという結果が出ております。 

 そのため，難聴による様々なリスクとして，社会との関わりがだんだん減っていって孤立をしてしま

うとか，認知機能の低下ですとか，補聴器も全てが合うわけではなくて，感音性難聴の場合は必ずしも

有効ではないというふうな結果も出ておりまして，補聴器を所有していても利用しない場合が多いとい

うのが言われております。 

 話者の必要以上に大きな声，難聴ということで，そばで大きな声でしゃべる，よくありますけれども，

大きくしゃべれば分かるだろう，聞こえているだろうというふうな間違った認識でしゃべったりとか，

そういった場合は，当事者としては心理的に怒られているというふうに思われて，すごく心理的に圧迫

を感じるということで，聞こえたふりをするというか，はいはいと言っておけばいいだろうみたいな感

じで，聞こえたふりをするきっかけにもなるというふうに言われております。 
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の低下にもありまして，しっかりそういった場合で，物忘れですとか，認知症の傾向，または進行と誤

認される場合が難聴の場合，あるということが上げられております。 

 ２月９日に，大和村にてヒアリングフレイルの提唱者であります中石真一路氏の「難聴がもたらす認

知症のリスク，高齢者の難聴とヒアリングフレイル予防の重要性」と題して講演がございまして，当日，

私も奄美難聴者・中途失聴者協会のメンバーといたしまして，展示などの運営に関して協力をさせてい

ただいたところでございます。 

 その中の講演の中で，令和６年の９月１３日に閣議決定をいたしました高齢社会対策大綱の中に盛り

込まれておりますけれども，２の健康と福祉ということで，（９），ちょっとピックアップしますが，

加齢による難聴等への対応ということで，難聴は生活や社会参加の範囲を狭め，フレイルや認知症等の

リスクを高める要因となり得るなど，高齢期の生活に及ぼす影響が大きいため，難聴が高齢期の就労や

社会参加の障害とならないよう，地域や職場での正しい知識の普及により，社会全体で難聴への理解を

深めていく。そして，加齢に伴う難聴等感器覚機能の低下の早期発見，早期スクリーニングや定期的な

ケアの重要性について普及啓発を図るというふうに明記されております。

また抜粋しますけれども，公共の場における難聴の人が聞こえやすい技術を活用した補聴器とかの使

用ですとか，スマートフォンとかでも会話ができるスマートフォン等も活用した視覚的な情報伝達等，

複数のチャンネル，いろいろなものを使いながら，チャンネルにより高齢者の感覚を拡張・代替してい

くためのテクノロジーの活用を進め，身体機能ですとか認知機能の状態に関わらず生活しやすい環境整

備を図ることというふうなことが明記をされております。 

 ここで，加齢による難聴のことがしっかりと明記をされていることでございますけれども，それを踏

まえて，そこで質問でございますが，これまで私も一般質問でヒアリングフレイルのことは，啓発等も，

私の一般質問を受けてヒアリングフレイル等の啓発等も取り組んで，市としても取り組んできたという

ふうに認識はしておりますけれども，また，そういったことを具体的にお示しいただきたいと思います。

含めて，また，高齢社会対策大綱に加齢による難聴等のへの対応が明記されたことをどのように捉えて，

どのように取り組んでいくのかまで，併せて見解をお示しください。 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，ヒアリングフレイルに関する取組についてお答えさせていただきま

　す。 

 本市といたしましては，難聴は認知機能への影響を及ぼし，生活の質を低下させる一因になるため，

難聴に関する対策は重要であると認識をしているところでございます。 

 そのようなことから，難聴に関することを高齢者やその家族をはじめとする周囲の方に理解していた

だき，難聴の方がコミュニケーションを取りやすい環境づくりや難聴の予防について取り組んでいただ

くためのパンフレットを作成し，ホームページで公開するなど，周知広報に努めているところでござい

ます。 

 次に，国の高齢社会対策大綱についてでございますが，大綱には，難聴は生活や社会参加の範囲を狭

め，加齢による心身の機能の低下や認知症等のリスクを高める要因となり得るので，社会全体で難聴へ

の理解を深め，加齢に伴う難聴等感覚器機能の低下の早期スクリーニングや定期的ケアの重要性につい

て，普及啓発を図ると示されていることをこちらとしても認識をいたしているところでございます。 

 本市といたしましては，まず，難聴に関する市民の皆様の理解を深めることが重要であると考えてい

るところでございます。このようなことから，先ほど申し上げたパンフレットによる周知広報のほか，

今後，地域の介護予防教室などで難聴に関する講話などを行い，直接，市民の皆様に難聴に関する理解

を深めていただくとともに，広報紙なども活用し，周知広報も行ってまいりたいと考えておりますので，

よろしくお願いいたします。 

栄 ヤスエ 議員（１７番）  御答弁いただきました。前向きな答弁ありがとうございました。今後，講

話ですとか，そういったことも取り組んでいただけるということで，本当にありがたいことでございま
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す。先ほど部長からも紹介がございましたけれども，こういった資料ですので，見せていただき，こう

いったことで，難聴者のコミュニケーションのポイントということで，高齢者福祉課の担当課の職員が

一生懸命，難聴者を調べていただいて，こういった広報紙も，こういったものも作っていただいたこと

に感謝を申し上げます。また，これがまたホームページにも掲載されているということで，また多くの

市民にまた見ていただく機会をいただいたというふうに思っておりますので，この場を借りてお礼を申

し上げたいと思います。 

 本市においては，難聴の正しい理解，また早期発見を促進するための体制づくり，また，医療者，介

護従事者，また地域包括支援センターを含む，また高齢者に携わる人たち，現場での皆様が一番コミュ

ニケーションが取れなくて御苦労されていると思いますので，特にケアマネージャーさんとか，奄美市

におけば，そういった人たちへのヒアリングフレイルに関する正しい理解のため，しっかりとまた講話

をされるということでしたので，その講話をされる方がまたしっかりと学んでいただいて，また情報共

有していただきながら，正しい理解のための講座の実施などをされるということでございましたので，

提案をしようと思ったんですが，講話されるということでしたので感謝を申し上げます。前向きな検討

ありがとうございました。 

 また，先ほども言いました。担当課におきましては，高齢者の難聴とコミュニケーションのポイント

の冊子等も作っていただいたところですけれども，また，３月３日は耳の日ということで御紹介させて

いただきますけれども，この日本耳鼻咽喉学会によって制定されましたこの耳の日，３月３日。難聴や

言語障害を持つ人々の悩みを少しでも解決したいということの願いが込められて制定されたものでござ

います。 

 今年は，奄美難聴者・中途失聴者協会が担当課の協力も得まして，市役所の３階のロビーにおきまし

て，明日までになりますけども，３日から７日ということで，明日まで耳の日の週間ということで，難

聴の周知とまた啓発活動ということで展示をしておりますので，また議場の皆様，市民の皆様も，また

この展示を見に来て，市役所に足を運んでいただきたいというふうに思いましたので，よろしくお願い

いたします。ここで広報をさせていただきます。 

 それでは，次の質問に入らせていただきます。 

 福祉行政（３）ですけれども，最後の質問となります。誰もが安心して搾乳ができる環境づくりにつ

いてでございます。先に，搾乳とは何かということで，初めて聞く，耳にする方もいらっしゃると思い

ましたので，説明をさせていただきたいと思います。搾乳というのは，出産後の女性が母乳を自分で絞

ることでございまして，この絞り方には，自分の手で絞る方法と搾乳器を使って使用する方法がござい

ます。出産後は，授乳をしない間にも体が母乳を作り続けるものでございますので，例えば，授乳期に

職場に復帰した場合ですとか，仕事をしながら，やはりおっぱいが張ったりしますので，そういったと

きに，どうしても搾乳をしないといけないですとか，授乳回数が減った場合，母乳がたまってしまって

乳房が張ってくるということがございます。この乳房の張りを放置した場合はどういったことがあるか

というと，乳腺炎ですとか，炎症を起こしたりとか，痛みや熱が出たりすることもありまして，また，

搾乳することによって，糖尿病ですとか高脂血症などの発症のリスクの軽減ですとか，子宮の回復を促

す効果があるというふうにも言われておりますので，大事な作業でございます。 

 そして，出産した女性の中には，入院中の赤ちゃんに母乳を届けるために，自分で母乳を絞る，搾乳

を必要とする方がいらっしゃいます。特に低出生体重児のお母さん方，早期に職場復帰した方から，ま

た，赤ちゃんを連れていないので搾乳のために授乳室で搾乳をするんですけれども，搾乳を利用するこ

とをためらうとの声を受けて，神奈川県におきましては，リトルベビーとその家族を支援する取組の一

環として，「搾乳できます」マークを作成いたしまして，県有の施設ですとか民間の商業施設に掲示を

促しているということでございます。搾乳マークは，外出先で搾乳する必要がある人ですとか，また周

りに気兼ねなく授乳できるようにすることを目的としております。 

 ここで，搾乳のマークをちょっと紹介させていただきます。この形，男性の方，初めて見る方もいら

っしゃると思いますけれども，こういった搾乳器を使ってお母さんたちは，もうどんどん出てくる母乳
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す。先ほど部長からも紹介がございましたけれども，こういった資料ですので，見せていただき，こう

いったことで，難聴者のコミュニケーションのポイントということで，高齢者福祉課の担当課の職員が

一生懸命，難聴者を調べていただいて，こういった広報紙も，こういったものも作っていただいたこと

に感謝を申し上げます。また，これがまたホームページにも掲載されているということで，また多くの

市民にまた見ていただく機会をいただいたというふうに思っておりますので，この場を借りてお礼を申

し上げたいと思います。 

 本市においては，難聴の正しい理解，また早期発見を促進するための体制づくり，また，医療者，介

護従事者，また地域包括支援センターを含む，また高齢者に携わる人たち，現場での皆様が一番コミュ

ニケーションが取れなくて御苦労されていると思いますので，特にケアマネージャーさんとか，奄美市

におけば，そういった人たちへのヒアリングフレイルに関する正しい理解のため，しっかりとまた講話

をされるということでしたので，その講話をされる方がまたしっかりと学んでいただいて，また情報共

有していただきながら，正しい理解のための講座の実施などをされるということでございましたので，

提案をしようと思ったんですが，講話されるということでしたので感謝を申し上げます。前向きな検討

ありがとうございました。 

 また，先ほども言いました。担当課におきましては，高齢者の難聴とコミュニケーションのポイント

の冊子等も作っていただいたところですけれども，また，３月３日は耳の日ということで御紹介させて

いただきますけれども，この日本耳鼻咽喉学会によって制定されましたこの耳の日，３月３日。難聴や

言語障害を持つ人々の悩みを少しでも解決したいということの願いが込められて制定されたものでござ

います。 

 今年は，奄美難聴者・中途失聴者協会が担当課の協力も得まして，市役所の３階のロビーにおきまし

て，明日までになりますけども，３日から７日ということで，明日まで耳の日の週間ということで，難

聴の周知とまた啓発活動ということで展示をしておりますので，また議場の皆様，市民の皆様も，また

この展示を見に来て，市役所に足を運んでいただきたいというふうに思いましたので，よろしくお願い

いたします。ここで広報をさせていただきます。 

 それでは，次の質問に入らせていただきます。 

 福祉行政（３）ですけれども，最後の質問となります。誰もが安心して搾乳ができる環境づくりにつ

いてでございます。先に，搾乳とは何かということで，初めて聞く，耳にする方もいらっしゃると思い

ましたので，説明をさせていただきたいと思います。搾乳というのは，出産後の女性が母乳を自分で絞

ることでございまして，この絞り方には，自分の手で絞る方法と搾乳器を使って使用する方法がござい

ます。出産後は，授乳をしない間にも体が母乳を作り続けるものでございますので，例えば，授乳期に

職場に復帰した場合ですとか，仕事をしながら，やはりおっぱいが張ったりしますので，そういったと

きに，どうしても搾乳をしないといけないですとか，授乳回数が減った場合，母乳がたまってしまって

乳房が張ってくるということがございます。この乳房の張りを放置した場合はどういったことがあるか

というと，乳腺炎ですとか，炎症を起こしたりとか，痛みや熱が出たりすることもありまして，また，

搾乳することによって，糖尿病ですとか高脂血症などの発症のリスクの軽減ですとか，子宮の回復を促

す効果があるというふうにも言われておりますので，大事な作業でございます。 

 そして，出産した女性の中には，入院中の赤ちゃんに母乳を届けるために，自分で母乳を絞る，搾乳

を必要とする方がいらっしゃいます。特に低出生体重児のお母さん方，早期に職場復帰した方から，ま

た，赤ちゃんを連れていないので搾乳のために授乳室で搾乳をするんですけれども，搾乳を利用するこ

とをためらうとの声を受けて，神奈川県におきましては，リトルベビーとその家族を支援する取組の一

環として，「搾乳できます」マークを作成いたしまして，県有の施設ですとか民間の商業施設に掲示を

促しているということでございます。搾乳マークは，外出先で搾乳する必要がある人ですとか，また周

りに気兼ねなく授乳できるようにすることを目的としております。 

 ここで，搾乳のマークをちょっと紹介させていただきます。この形，男性の方，初めて見る方もいら

っしゃると思いますけれども，こういった搾乳器を使ってお母さんたちは，もうどんどん出てくる母乳
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を搾乳しながら，哺乳瓶にためて子どもに飲ませるというようなことをしないといけないということで

ございます。これが，神奈川県が考えまして，どんどんダウンロードして使ってもいいですよというふ

うに，本当に言ってくださっていますので，こういったものを利用しながら，奄美市においてもまたお

願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 公明党の女性委員会は，２０２４年の１２月１２日に，国交大臣に公共交通機関などにおける授乳室

の利用環境整備に関して提言をさせていただきましたところです。本年１月１６日の参議院の予算委員

会で，うちの公明党の佐々木さやか参議院議員が，国交省のバリアフリーガイドラインに，授乳室での

搾乳が可能であることについて記載をしていただけるように求めておりました。その中で，国交大臣か

らは，このガイドラインの記載を充実させて，子育てバリアフリーの推進を図る旨の答弁があったとい

うふうに聞いております。そしてまた，こども家庭庁からも，国交省と連携した周知啓発の検討が示さ

れたというふうなことも情報をいただいております。 

 この授乳室の利用をめぐっては，先ほども言いました２，５００グラム未満で生まれた低出生体重児

の母親などから，外出時に授乳できる環境の整備を求めている声が多くありましたことから，国に対し

て，先ほど申し上げたように対策強化を働きかけていたところです。 

 そして，入院中の赤ちゃんに母乳を届けるために，自分で定期的に母乳を絞る必要のあったお母さん

が１人で授乳室を，子どもを抱っこせずに授乳室を利用して搾乳していたときに，周りの方から，赤ち

ゃんが一緒にいないのに何で１人で授乳室に行くんだというような心ない言葉をかけられたこともあっ

たというふうに聞いております。そういったことも含め，ＷＨＯにおきましては，２歳まで母乳育児を

続けることを推奨しておりまして，ＩＬＯの国際労働機関による母性保健勧告におきましても，各国に

職場で搾乳する環境を整えるなどのルールづくりを求めております。海外におきましては，企業に対し

て，従業員に搾乳のための時間と場所を提供するように定めた法律もあるということで，企業の担当者

も，女性の職場復帰を支援することに積極的であるということでございます。 

 そこで質問でございますけども，本市においても，出産や子育てへの支援を充実するために，授乳室

でも搾乳しやすい工夫，また職場における搾乳など，必要な方が安心して搾乳できる環境づくりに取り

組むべきと考えますが，どのように捉えているのか御見解をお示しください。 

 あわせてですけれども，本市においても，公共施設や市内の商業施設の所有者や，また管理者へ，授

乳室の案内板，さっきあった案内板などに「搾乳できます」のシンボルマークを掲示していただいて，

授乳室が搾乳にも利用できますよということを示していただきたい，また周知活動ができないかという

ことを見解をお示しいただきたいと思います。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，お答えさせていただきます。搾乳の目的といたしましては，先ほど

議員から御案内ございました様々な理由で直接母乳を与えることが難しく，赤ちゃんに母乳を届けるた

めに行う場合や，長時間の外出や仕事復帰などにより，定時の授乳ができず，母乳分泌量の維持を図る

ために行う場合，母乳がたまり過ぎることによる乳腺炎予防のために行う場合などが上げられます。こ

のように，母乳で育てるために搾乳は必要なことでございますが，まだ認知度があまり高いと言えない

状況であると思われます。 

 本市といたしましても，正確に実態把握をしているわけでございませんが，母乳育児，乳房ケアの相

談において，搾乳についての相談を受けることもあり，困り事があるということは伺っております。搾

乳を含め，安心して子育てできる環境を整えていくことは，本市といたしましても大切なことだと考え

ております。議員の御提案につきましては，まずは，市役所の授乳室に搾乳ができる旨の表示を昨日行

ったところでございます。あわせまして，授乳室を有するほかの公共施設や商業施設などに対しまして

も，搾乳での利用が可能であることを表示していただくよう呼びかけてまいりたいと思います。このよ

うな取組を当事者である母親はじめ，御家族，職場や地域に広く周知していくことで，搾乳に対する理

解も広がっていくのではと考えておりますので，御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 
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栄 ヤスエ 議員（１７番）  答弁いただきました。早速の御対応ありがとうございました。昨日，何階

でしたか確認に行きましたけど，まだ貼られていなかったので，その後だったかなというふうに認識を

しました。ありがとうございます。 

 こういった取組がまた市内でも，また民間施設でも取組が進みますように，どうしても，議場もです

けども女性が少ない中で，なかなかできない部分でございますので，しっかりとこういった場を通じて，

本当に市長としても子育てに，一丁目一番地ということで施策を捉えておりますので，本当にこれから

また子どもを産み育てていく方たち，これは授乳室は男性も入っていいというふうに思いますので，女

性だけでなくて，今，育休とかそういった方たちがお子さんを抱えて，哺乳瓶を持ちながら行くとか，

利用してもいいと思いますので，そういったことも含め，本当にそういったジェンダーレスを取り払っ

ていきたいと思いますので，今後の取組をまたよろしくお願いいたしたいと思います。 

 最後になりますけども，最後，来年でまた奄美市も合併して２０年を迎えます。私も平成２３年に初

当選させていただいてちょうど１４年，今年で１４年を迎えることになります。同期の安田市長，また

川口幸義議員がいらっしゃいますけれども，しっかりまた奄美市の歴史を，また２０年の佳節を迎えて，

また次の１０年，２０年ということで，しっかり私も一人の議員として，市民に選ばれた議員として，

また同僚の議員の皆様とともに両輪ということで，議会とまた行政との両輪として，しっかりまた働い

てまいる決意をさせていただいて，私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

奥 輝人 議長  以上で，公明党 栄 ヤスエ議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時３０分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 奄美笠誠会 泉 義昭議員の発言を許可いたします。 

 なお，泉 義昭議員から書画カメラ使用の申出がありましたので，これを許可いたします。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  議場の皆様，市民の皆様，傍聴席にいらっしゃる皆様，インターネットを御

覧の皆様，おはようございます。奄美笠誠会の泉 義昭でございます。質問に入ります前に，所見を少々

述べさせていただきます。 

 先月の２月７日に，奄美市３地区において議会報告会が開会されました。私は笠利地区において，６名

の議員と報告会に臨みましたが，市民の皆様は大変寒さの厳しい中でありましたが，長時間にわたり，

多くの市民の方に出席をいただき，質問，意見，要望等をいただき，誠にありがとうございました。大

変参考になる意見や厳しい意見もございましたが，私ども議員一同，奄美市のこれからの未来の発展に

向けて，日々頑張ってまいりたいと思っております。 

 また，２月２１日は，奄美市立赤木名小学校の発表会に参加させていただきました。発表会では，奄

美の八月踊り，奄美の郷土料理，奄美の歴史，長縄などのチャレンジなどを，幼稚園児から６年生まで

の子どもたちの一人一人が島唄や劇を交えながら，奄美の魅力，コミュニケーションや表現力を発揮し，

すばらしい発表会で，子どもたちの達成感の顔が輝いているように見えました。子どもたちから保護者

まで，先生，保護者まで一体となって，奄美の伝統文化を楽しむことができ，感動をしたところでござ

います。 

これからの奄美の文化を地域の子どもたちに託すためにも，今後とも子どもたちの授業の中でも取り入

れ，奄美の伝統文化が風化することのないように取り組んでもらいたいことを願います。 

 それでは質疑に入ります。１あまみタンカンブランド産地の確立について。施政方針の概要の中で，

新たなブランド確立推進員を配置し，農家，ＪＡ，奄美大島５市町村が連携して，ブランド産地の確立

を推進してまいりますということで，ブランド確立に向けての施策計画があればお示しをお願いしたい

と思います。次の質問からは，発言席にて行います。 
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栄 ヤスエ 議員（１７番）  答弁いただきました。早速の御対応ありがとうございました。昨日，何階

でしたか確認に行きましたけど，まだ貼られていなかったので，その後だったかなというふうに認識を

しました。ありがとうございます。 

 こういった取組がまた市内でも，また民間施設でも取組が進みますように，どうしても，議場もです

けども女性が少ない中で，なかなかできない部分でございますので，しっかりとこういった場を通じて，

本当に市長としても子育てに，一丁目一番地ということで施策を捉えておりますので，本当にこれから

また子どもを産み育てていく方たち，これは授乳室は男性も入っていいというふうに思いますので，女

性だけでなくて，今，育休とかそういった方たちがお子さんを抱えて，哺乳瓶を持ちながら行くとか，

利用してもいいと思いますので，そういったことも含め，本当にそういったジェンダーレスを取り払っ

ていきたいと思いますので，今後の取組をまたよろしくお願いいたしたいと思います。 

 最後になりますけども，最後，来年でまた奄美市も合併して２０年を迎えます。私も平成２３年に初

当選させていただいてちょうど１４年，今年で１４年を迎えることになります。同期の安田市長，また
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また同僚の議員の皆様とともに両輪ということで，議会とまた行政との両輪として，しっかりまた働い
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奥 輝人 議長  以上で，公明党 栄 ヤスエ議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時３０分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 奄美笠誠会 泉 義昭議員の発言を許可いたします。 

 なお，泉 義昭議員から書画カメラ使用の申出がありましたので，これを許可いたします。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  議場の皆様，市民の皆様，傍聴席にいらっしゃる皆様，インターネットを御

覧の皆様，おはようございます。奄美笠誠会の泉 義昭でございます。質問に入ります前に，所見を少々
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 先月の２月７日に，奄美市３地区において議会報告会が開会されました。私は笠利地区において，６名

の議員と報告会に臨みましたが，市民の皆様は大変寒さの厳しい中でありましたが，長時間にわたり，

多くの市民の方に出席をいただき，質問，意見，要望等をいただき，誠にありがとうございました。大
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います。 
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 それでは質疑に入ります。１あまみタンカンブランド産地の確立について。施政方針の概要の中で，

新たなブランド確立推進員を配置し，農家，ＪＡ，奄美大島５市町村が連携して，ブランド産地の確立

を推進してまいりますということで，ブランド確立に向けての施策計画があればお示しをお願いしたい

と思います。次の質問からは，発言席にて行います。 
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奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  それでは泉議員の御質問にお答えします。あまみタンカンのブランド産地確立の施策計

画についてでございますが，まず，生産された農畜産物をブランド化するためには，生産または出荷・

販売している団体，これはＪＡでございますが，安全・安心を前提に，安定した品質と量を計画的に出

荷・販売し，市場関係者や消費者などから適正に評価され，信頼されることが大切であると考えており

ます。 

 奄美大島産タンカンにつきましては，国内最大の栽培面積を誇っているものの，栽培技術などがまだ

まだ伸び代があり，安定した生産量が確保できていないことや，選果場を通し統一された基準で出荷さ

れるものが少なく，品質にばらつきがあること，また，ＪＡによる共同販売量が少ないことなどの理由

から，いまだブランド化による銘柄確立に至っていない状況と認識しております。 

 このような中，新年度から３年間，あまみフルーツアイランド確立事業において，新たに果樹の専門

的な知識，技術に加え，消費地へのＰＲ活動などの実績を備えたブランド確立推進員を奄美大島選果場

管理運営協議会に配置し，農家，ＪＡ，奄美大島５市町村が連携して，タンカンのブランド産地確立を

図ってまいりたいと考えております。具体的には，新たに配置する推進員が，ＪＡの営農指導員や市町

村職員と連携し，各タンカン農家の技術レベルや面積，経営状況などに応じた徹底した個別巡回指導を

実施し，栽培技術の向上と選果場の利用を促進することにより，高品質なタンカンの安定した生産量確

保を図ってまいります。 

 また，安全・安心なタンカンを生産し，市場や消費者からの高い信頼を確保するために，ＪＡや生産

部会と連携し，農薬，肥料の適正使用や廃棄物の適正処理，機械，施設の点検などに取り組み，３年後

には，県が定める国際水準ガイドラインに準拠したＧＡＰ認証を取得することを推進してまいりたいと

考えております。加えて，奄美大島産タンカンの商品コンセプトやネーミング，箱の作成，消費地への

ＰＲ活動などを支援してまいります。そして，これらの取組を継続的に実施することにより，５年後の

令和１１年度には，奄美大島産タンカンの鹿児島ブランド認定を目指してまいります。 

 このように，タンカンのブランド産地確立の取組を支援することにより，奄美大島産タンカンの知名

度の向上や，他産地との差別化による付加価値や競争力の向上が図られ，生産農家の高収益化，稼ぐ農

業づくりが図られます。さらに，奄美大島の認知度向上につながり，観光や地域産業の活性化が図られ

るものと考えております。以上でございます。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  市長，ありがとうございます。今，市長のほうから，私が感じていることを

全て話をしていただいたんじゃないかなと思います。やっぱり奄美笠誠会としても，あまみタンカンブ

ランド化に向けて，政策提言で打ち出していますので，ぜひ５年後，すばらしい奄美ブランドが確立が

でき，やっぱり奄美の生産者が潤っていくことを望みたいと思います。 

 やっぱり食の安心・安全，これがやっぱり大事なことですので，先ほど市長のほうから答弁はいただ

いたわけなんですが，やっぱり私が考えているのは，ブランド化に向けてについては，やっぱり農家の

方への対応，これをしっかりとやっぱりつかんでいただきたいということです。それから，農協との連

携，奄美のタンカン生産組合というのは，奄美の農協のほうで生産部会組織というのがあります。これ

は５市町村，それぞれ部会員がおります。ただ，たしか奄美市で１６０名ぐらい，全体合わせると，四

百ウン十名ぐらいの生産者の方がいるわけですので，これだけ人数がいると，生産者に対するやっぱり

説得力というんですか，ブランド化に向けての説得力が大変難しいことが多々あるんじゃないかと思い

ますけど，先ほど言いましたように，新しく推進員を配置するということですので，農協にも行政から

の出身の指導員，それから，営農指導員が配置されています。それが一生懸命頑張っておりますので，

ぜひブランド化に向けて，一生懸命，担当の皆さんは頑張っていただきたいなというふうに思います。 

 それで，去年の１２月ですか，ちょっと確認したい件があるんですが，今年度新規事業の補助事業と
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して，６１５万８，０００円を本市があまみフルーツアイランド確立事業の確立推進員配置をして，タ

ンカンブランド化を提案しておりますが，他市町村への負担金もあるようですが，これは，あまみタン

カンブランド化事業推進をすることで，令和６年ということで，他市町村はこのブランド推進確立に向

けて，それぞれ協議をしているという，この前の答弁書の中で一応確認しましたが，これについては１月

か２月に，各自治体が結論を出るんじゃないかなちゅうことを答弁されていますけど，もし具体的にそ

れが分かっているようでしたら，答弁をお願いしたい。まだそこまではっきりした結論が出ていないよ

うであれば，今，各市町村が協議中ということで，答弁をいただければありがたいと思いますので，よ

ろしくお願いします。 

 

大山茂雄 農林水産部長  それでは答弁いたします。あまみフルーツアイランド確立事業に関しましては，

事業費が６１５万８，０００円でございます。その中の国費が１０分の６で３６９万４，０００円でご

ざいます。県費が１０分の１で６１万５，０００円，残る１０分の３の１８４万９，０００円，これを

奄美大島５市町村で割っていくと。それは農家数，それと農地の面積，それと生産量，これによって案

分して支払っていただくということになっています。 

 奄美市の負担分としたら９２万７，０００円，１８４万９，０００円のうちの９２万７，０００円で

約５０パーセントでございます。他町村の割合は，それ以外となりまして，１０万から３０万の間ぐら

いになります。以上でございます。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  この補助事業に対しては，各市町村の負担金割合に基づいて拠出するという

理解でよろしいでしょうか。お願いします。 

 

大山茂雄 農林水産部長  奄美大島４町村に昨日確認しましたところ，奄美大島選果場の利用促進の助成

金，それと今回のフルーツアイランド確立事業の負担金に関しましては，今回の議会に提出していると

いうことです。まだ議会が終わっていませんので，はっきりしたことは申し上げることはできませんが，

そういうことです。よろしくお願いします。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  ありがとうございます。今，議会中で，その事案については協議中というこ

とで理解しました。とにかく足並みをそろえて，やっぱりスタートが一番大事じゃないかなと思います

ので，足並みをそろえて，先ほど市長のほうからも答弁がございましたように，やっぱり簡単にできる

ことじゃないと思いますので，やっぱり年々しっかりと計画を立ててやっていただきたいなというふう

に思います。 

 それで，ちょっと重複するような形になると思いますが，今，あまみ農協の現状というものをちょっ

と簡単に，いろいろと担当者なり担当部と話をしているので，ちょこっとだけ簡単に話をさせていただ

きたいと思うんですが，質問内容とちょっと違いますけど，これだけ生産者と農協がタイアップして頑

張っているんだというのを答弁してよろしいでしょうか，議長。大丈夫ですか。 

 

奥 輝人 議長  答弁ですか。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  質問じゃないと駄目ですか。 

 

奥 輝人 議長  思いは言ってください。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  思いですね。分かりました。最初に言いましたように，推進確立に向けて最

も重要な取組の課題は，生産者対応とＪＡとの連携強化は，大変やっぱり重視をしていただきたいとい

うふうに思っております。奄美５市町村には果樹生産部会があり，ＪＡあまみ果樹部会の組織委託とし
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て，農協は各部会の事務委託をしているんです。事務委託をしております。また，指導員体制において

も，先ほど言いましたように，行政出身や指導資格により重要な位置づけにあり，巡回もやっぱりその

都度行っているところであります。 

 生産者からは，毎年，選果場へ出荷手数料の負担軽減を助成をもらいながら，委託生産者は，選果場

利用料，それから選果料を個人的に負担をして出しているとこなんですが，今年の，毎年ちょっと計画

倒れをしているとこなんですが，今年の共販量計画は６８トンと，委託量が１５７トンということで，

３月１０日まで受入れ計画をしているわけなんですけど，実際，共販量が６８トンに対して，今は４８ト

ンらしいんです。それから，委託量が１５７トンに対して，１４４トンという今状況になっております。 

 農協としては，共販者が増えてもらわないと，事業として成り立たないんですよね，はっきり申し上

げまして。今，選果場を契約，管理委託ということで運営しているんですが，やっぱり共販者が増えな

いために，収支が思うようにうまくいっていない状況がここ何年かやっぱり続いているわけです。 

 やっぱりこの原因というのは，農協も生産者もやっぱりそれぞれ理由があろうかと思いますけど，や

っぱり生産者の方は，独自で販売経路を確保している方もたくさんいらっしゃるんです，実際。だから，

独自で販売経路を探すというのは，生産者というのは，それなりの肥料代とかいろいろかかっているわ
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てきているわけなんですけど，そこのあたりは，今後，ブランド化確立に向けての推進が展開されます

ので，ぜひ，時間をかけて根気よく，このブランド化推進に向けて頑張っていただきたいなという思い

を伝えたいと思います。ただ，ブランド化することによって，ふるさと納税としての返礼品や寄附金額

の増加に取り組むことにもなると思いますので，ぜひ，そこらあたりを，私も一生懸命，若干，タンカ

ン，野菜を，タンカンは６００キロぐらい作っているわけなんですけど，まだ出せる状態じゃないんで

すけど，頑張っていきたいなというふうに思いますので，よろしくお願いをしたいというふうに思いま

す。 

 

奥 輝人 議長  続けてください。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  次，奄美漁協施設機能移転についてですが，ごめんなさい。最初にちょっと

申し上げたんですが，質問の主題を４番と５番，ちょっと変更してもらっていいですか。４番と５番。 

 

奥 輝人 議長  一応，質問の通告の順番を４番と５番ですね。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  ちょっと緊張しまして忘れました。申し訳ないです。いいですか。申し訳な

いです。令和７年度で新規補助事業で，奄美漁協荷捌き施設機能移転事業で，１，６４４万２，０００円

の予算計上をしておりますが，具体的な実施計画を示していただきたいというふうに思います。 

 

大山茂雄 農林水産部長  それでは，奄美漁協施設機能移転計画の進捗状況について答弁申し上げます。

令和６年度第１回定例会にて御質問いただきました際に，課題となっておりました事業費の財源確保に

つきましては，防衛施設周辺民生安定施設整備事業の国庫補助事業の活用に向けて要望しているところ

でございます。また，令和６年度から，防衛省と事業ヒアリングが開始されたところでございます。 

 今後の予定としましては，新年度に工事実施設計を行い，令和８年度に荷さばき施設の建設工事，令

和９年度に製氷施設を設置し，令和１０年度の運用開始を目指して計画しているところでございます。

事業が決定した際は，国が３分の２，本市が６分の１，奄美漁協が６分の１を負担して実施いたします。

議員御指摘の１，６４４万２，０００円につきましては，工事実施設計費の国と本市の負担分を合わせ

た金額でございます。以上です。 
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泉 義昭 議員（１２番）  当局の担当者におかれましては，本当に長い間，やっぱり漁協，それから市

民の生活する上での大変必要とされるものに対して，御努力をしていただいているわけなんですが，

１０年度には正式に施工されるということでよろしいんですかね，わけなんですが，とにかく農林漁業，

何でもやっぱりいろんなやっぱりリスク，デメリットいろいろあるわけなんですけど，そこらあたりは

連携をして，しっかりと頑張っていただきたいなと思います。 

 あと１点なんですが，１０年度には宇宿漁協に機能移転するということで理解したいと思うんですが，

今現在あります奄美漁協，赤木名あります，この漁協についてはどういうふうになるか，まだ多分はっ

きりは分かっていないが，ちょっといろいろとどうなるんだろうねということで聞かれている部分もあ

りますので，もしお答えができるようでしたら，お願いをしたいというふうに思います。 

 

大山茂雄 農林水産部長  それでは答弁申し上げます。先ほど申しました奄美漁協の宇宿漁協への機能移

転は，荷さばき施設と製氷施設の２つでございます。その他の施設や現在の赤木名港としての船舶の係

留等は，引き続き活用できるものと考えております。しかしながら，議員も御承知のとおり，奄美漁協

の建物は老朽化が著しい状況でございますので，今後は機能移転する施設以外の施設につきましても，

奄美漁協のほうで移転等が計画されていくものだと認識しております。以上です。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  ありがとうございました。それでは，大きな３番目の質問に移らせていただ

きます。笠利地区ごみ仮保管場所設置についてですが，ちょっと１２月もごみ処理の関係でいろいろお

願い，質問をしたところなんですが，これは私自身もちょっと譲れないなという考えがあるもので，ど

うにかいい方法はないだろうかということで，質問をしたいというふうに思いますので，よろしくお願

いいたします。 

 まず，笠利地区ごみ仮保管場所設置について意見を述べる前に，奄美市の名瀬のほうに，平成１８年

３月２０日に奄美市ストックヤード条例が施行されていますが，そのとき，これを見たら奄美市が合併

した年じゃないかなと思うんですけれども，背景と根拠がございましたら示していただきたいなという

ふうに思います。 

 

信島賢誌 市民環境部長  それでは，御質問のストックヤード条例ができた背景と根拠につきましては，

私のほうから答弁させていただきます。 

 奄美市ストックヤード条例制定の背景及び根拠につきましては，家庭から排出されるごみの，特にペ

ットボトルや瓶などについて，リサイクル促進等による廃棄物の減量化及び資源の有効利用を図るため，

容器包装リサイクル法が平成７年６月に制定されました。その後，平成９年４月からペットボトルや瓶

などのリサイクルの本格的な始動に伴い，旧名瀬市時代の平成１１年度にストックヤードが整備され，

平成１２年４月１日に名瀬市ストックヤードの設置及び管理に関する条例が制定され，管理を大島地区

衛生組合に委託されております。 

 合併後の本市におきましても，引き続き，容器包装，廃棄物などの洗浄，選別，保管する施設として，

奄美市ストックヤード条例の下，ごみの減量化及びリサイクルの推進に努めているところでございます。

以上でございます。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  今，手元に奄美市ストックヤード条例があるわけなんですが，このストック

ヤードは，ちょっと話を聞きますと，ペットボトルですか，そこらあたりの回収するストックヤードと

いうことをちょっとお伺いしたんですが，そこはどうなんでしょうか。分かりましたらお願いします。 

 

信島賢誌 市民環境部長  このストックヤードのほうに搬入できるものは，ペットボトルとか瓶とか，リ

サイクルができるものに限られております。以上です。 
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泉 義昭 議員（１２番）  ありがとうございます。管理は大島地区衛生組合に委託をしているというこ

とで，質問の２に入りますけど，笠利地区において，笠利と万屋に市が保有している約１町歩ぐらいの

雑種地に設置されている正式なストックヤードには位置されていないようですが，これについては，ス

トックヤード，実際のストックヤードじゃないわけですが，これ，やっぱりそこに，いろんなごみを，

要するには，やっぱり何か理由があったんじゃないかと思いますので，いつ頃設置されたのか，また，

その根拠はどういうのがあるのか，ちょっと答弁をお願いします。 

 

國分正大 笠利総合支所事務所長  それではお答えいたします。今，議員の御案内の笠利地区にある，こ

れは一時仮置場です。通称ストックヤードと言っているだけでございますので，先ほどの条例とは一切

関係ないということは申し上げておきます。 

 この通称ストックヤードにつきましては，現奄美空港を開設する際に，埋立地の土取山，そちらから

土を運ぶというためで，そこに一帯が開けたというのが現状でございます。具体的な利用開始日等の記

録はございませんが，本市の事業推進のため，公共的にする場合のもろもろの一時的な仮置場として，

これは合併前から利用されているということを御理解いただきたいと思います。以上です。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  合併前から土取山ということで仮に使っておるということで，すみません，

ちょっと画像をお願いしたいんですが，これは１２月に一般質問のごみ収集の関係で，１２月と今年の

２月，その仮置場を見てきたんです。次もお願いします。これは漁協の網が壊れて流れて漂着した分で

す。次，お願いします。これは，何だろうと思っていたんですけど，公共施設とかそこらあたりの伐採

木とか，それが積まれているということなんです。次，お願いします。これも多分，今，市民が日曜日

に清掃日を設けて，海岸清掃をして集めたり，今言った漁協網とか，さっきの漁協の浮きですか，そこ

らあたりを持ってきている状況じゃないかなと思います。あと公共施設。やっぱり本当にこういう状態

でいいのかなと感じました。去年の１２月に行ったときと，今年の２月に行ったときと，量がすごいん

ですよ。増えているんですよ，逆に。増えているんです。これを後始末どうするんだろうなと。今後や

っぱりそういう状況が続いて，これどうするんだろうなというふうに考えております。ちょっと消して

もらっていい。 

 今，見てもらったわけなんですが，笠利総合支所の市民課が全体的な今のごみ管理をしているという

ことで，先ほど言いましたように，市職員が地域の日曜清掃日に集められたものをここに持ってきてい

るわけです。なんですが，仮に保管されているということなんですが，これらのごみ処分，年間処分し

ているということで私は理解をしたいんですが，ごみ処分を年間何回ぐらい，どこの業者に持ち込むの

か，かかった処分料は年間どれぐらいかかったか，これまでの，今年１年間ので結構ですので，分かれ

ば示していただきたいなというふうに。 

 

國分正大 笠利総合支所事務所長  それではお答えいたします。今，スクリーンに出ました御案内のごみ

の状況ですが，今，令和６年度中はまだ継続中ですので，直近でございますが，令和５年度の実績でお

答えさせていただきたいと思います。令和５年度は一時仮置場の，あくまでも一時仮置場ですが，ごみ

の処分の回数及び処分料については，これは国庫事業，補助事業でございますが，海岸漂着物地域対策

推進事業を活用しております。これは，名瀬，住用も同様でございます。この中で，いわゆる職員６名

をまず雇用しまして，名瀬クリーンセンターへ持ち込みます。年間３４２回，総量で６万９,９６０キロ，

処分料は３０万４,６４０円です。このほか……。 

（「すいません，もう一回お願いします。」と発言する者あり） 

 もう一度言います。年間３４２回，総量６万９,９６０キロ，処分料は３０万４,６４０円です。よろ

しいでしょうか。このほか，クリーンセンターで受入れができない廃棄物につきましては，民間業者へ

排出をお願いしております。この排出回数が５回，量で２,５５０キロ，処分料は３４万６，５００円。
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全体で７万２,５１０キロ，６５万１,１４０円の経費として支出しております。以上です。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  よく分かりました。ということは，大体６５万円ぐらいですかね，両方合わ

せて。処分をしているということなんですけど，さっき画像に出たあれだけの処分を，本当に，これも

っと莫大な金がかかるんじゃないかなと思うんですよね，と思います。もう感じておりますので。 

 それで，いろいろやっぱりごみ処分については，いろいろ決まりがあると思いまして，２月に奄美ク

リーンセンターへ直接伺って，ごみ処理に係る持込みの際の処分量いろいろ聞いてきました。それで，

先ほどありました漁協の網とかああいうの，簡単に持ち込めないんですよね，あれ。簡単に持っていけ

るんじゃないですかと言うたら，いや，そんなことされたらもう機械が大変ですよということを言われ

まして，聞いてびっくりしたんです。ああいう網でも３０センチ刻みに切って持ってきてくださいとい

うことなんです。あと，さっきの伐採木とかそういうのも，それも長さ１５０センチ，それから幅は３０セ

ンチ。それとさっきの浮きですか。あれもやっぱり何らかの決まりがあってうるさいんです。 

 だから，私は何が言いたいかというと，伐採木や木材や漁獲の網は処分が難しく，定期的なクリーン

センター，あるいはリサイクルセンターに持込みをしていると。先ほど年間六十何万ぐらいしていると

いうことですが，これをやっぱり内規ちゅうんですかね，気づいたときに持っていくんじゃなくて，や

っぱり定期的に運んで処理をお願いしないと，もうやっぱりその間は６５万余り使っているんですけど，

これたまる一方ですよね。たまる一方だと思います。 

 本当，今後，処分について，さっき額を出していただいたわけなんですけど，この状況をやっぱり真

摯に捉えて，今後はどういうふうにしていきたいかというのをお考えがあれば示していただきたいなと

いうふうに思います。 

 

國分正大 笠利総合支所事務所長  それではお答えいたします。このごみの処分につきましては，やはり

先ほど議員の御案内のとおり，３０センチ程度のという一応ルール決めの中で，クリーンセンターのほ

うは受け入れるということは，これはもう一部事務組合の衛生組合のほうで管理していますが，それは

もう統一ということで理解した上で答弁させていただきます。 

 こういう大きな伐採等のごみ等につきましては，これは一時仮置場の，今，先ほど案内のありました

集積場というほうで活用しながら，適宜処分を行っているところでございます。決算ベースで６０万と

いうのは，あくまで決算ベースでございますので，この範囲内でさせていただいているということも御

理解いただきたいと思います。 

 また，漁獲網等につきましては，クリーンセンターで受入れは可能でございますが，規定サイズに切

断できない網等もございます。これにつきましては受入れできない廃棄物となるため，これまでどおり

民間事業者へ排出を行うということです。 

 新年度におきましては，裁断機の購入等による予算も計上させていただいております。これを利用さ

せていただきまして，作業の効率化を図りまして，できるだけ蓄積しないように努めてまいりたいと思

います。以上です。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。この裁断機，これにつ

いては，これから機械を導入するちゅうことでよろしいでしょうか。 

 

國分正大 笠利総合支所事務所長  新年度予算のほうでその予算を計上させていただいておりますので，

また特別委員会等で聞いていただければと思います。以上です。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  ぜひやっていただきたいと思います。 

 これを併せて何を言いたいかというと，以前はどこかの山にぼんぼんごみを集めて焼いているんです。

今現在，テレビでも山火事の報道がされていますけど，このままの状態で放置すると，万が一火災が起
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全体で７万２,５１０キロ，６５万１,１４０円の経費として支出しております。以上です。 
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きた場合には，周りのやっぱり畜産農家の牧草地，サトウキビ，いろんな生産物が周りにやっぱり集中

しているんです。だから早めにやっておけばよかったということのないように，しっかりと考えていた

だきたいと思います。 

 ぜひ，ほかの部長さんも同じ奄美市ですので，ぜひ時間がありましたら，こういう状態なんだなとい

うことで，ぜひ見ていただきたいと思います。行く暇がない方もいらっしゃるんじゃないかと思います。

すみません，画像をもう一回お願いしてよろしいですか。次，お願いします。これ見たんですけど，六，

七メートルくらいあるんですよ，高さ。次，お願いします。これ，幅が本当５０メートル，奥行きがも

う本当，大げさ言うわけじゃないんですけど，奥行きがもう４０メーター先くらい。先に入れた部分に

は草が生えているんです。お願いします。こういう状態です。だから，万が一こういうことが起きたら

大変だなというのも，ぜひ頭に入れていただいて，やっぱり奄美市の環境，環境保全に十分力を注いで

いただきたいなというふうに思いますので，よろしくお願いします。 

 最後なんですが，またちょっと無理なお願いだと思うんですけど，これは意見としてなんですが，笠

利町も同じ奄美市であることから，当初設置された奄美市ストックヤード条例１条，これ名瀬の，そこ

はペッドボトルという形で位置づけを受けるということになっておりますけど，これを，やっぱり笠利

町にもストックヤードを設置して，公共施設の伐採木や木材じゃなくて，１２月ちょっとまたお願いし

た件なんですが，この前，大庭議員とかいろいろ，やっぱり今後，高齢化社会につれて，クリーンセン

ターへのそれは大変困難な状況にまたなってくるんじゃないかなと思いますので，一般市民の伐採木等

も含めて，受入れができるようなそういう体制をぜひまた検討していただけないかなというふうに思い

ます。 

 このことは，やっぱり笠利地区には２９集落ありますけど，やっぱり市民の中には，やっぱりちょっ

としたストックヤードも欲しいよねという意見もあります。それがもしできないんであれば，奄美市の

雑種地，今は仮置場がありますけど，そこ一角を伐採業者へ貸出しを行い委託できないか，そこらあた

りもぜひ考えていただきたいなというふうに思いを込めてお願いをしたいというふうに思います。よろ

しくお願いします。 

 

奥 輝人 議長  どうぞ続けてください。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  ４番のグラウンドゴルフ場の整備についてなんですが，グラウンドゴルフ場

の休憩場所の確保，笠利町のあやまる岬公園，これは通常，多目的広場ということで利用目的に，多く

の奄美市民や地域の町民が利用しているが，その中でも，笠利町グラウンド協会，健康管理，地域の連

帯意識の向上を図るを目的に，年間を通して毎月２回から３回の定例競技会大会や本大会予選，奄美市

老人クラブ予選の大会を実施しております。会員数も聞いてびっくりしたんですが，年々だんだん増え

ている状況で，約３００名で構成して，活発な活動を行っているということです。 

 その中で，多目的広場ということで，これもあやまる岬に行って見てきたんですけど，幾つかのベン

チ等は設置されているんですが，利用者の中には，季節によって，例えば夏場，季節変動によって日照，

雨，強風をしのぐ休憩場所，飲料用水の水道は２か所ぐらいございましたけど，設置を望む声がやっぱ

り聞かれておりますので，ぜひ見解，答弁をお願いしたいというふうに思います。 

 

國分正大 笠利総合支所事務所長  それではお答えいたします。聞き取りの中で，利用実績，休憩場所等

ということもありましたので，その辺も併せてお答えいたします。 

 あやまる岬観光公園グラウンドゴルフ場の利用者実績及び休憩場所等の設置についてお答えいたしま

す。同グラウンドゴルフ場は，平成２４年度に供用開始しまして，これまで多くの方に御利用いただい

ております。直近の令和５年度には，年間１万１,７７１人の利用実績となっております。また，施設の

整備状況を申し上げますと，議員御案内もありましたが，同公園内の多目的広場には２か所のグラウン

ドゴルフコース，８か所の休憩所，２か所の飲料用水道が設置をしております。そのうち，議員御案内
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の休憩場所及び飲料用水道につきましては，特に参加者が多くなる大会等が開催される際には，不足し

ていることも認識をしております。 

 このようなことも踏まえまして，御質問のとなりますが，休憩場所等の増設についての見解を申し上

げますと，一時的に不便を来すこともあるということも承知をしておりますが，やはり現施設で一定の

確保はできているものというふうにも考えておりますので，御理解をいただきたいというふうに思いま

す。以上です。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  すいません。ちょっと私の理解力の問題もあると思うんです。現状維持のま

までいくということですか。 

 

國分正大 笠利総合支所事務所長  繰り返しになりますが，一時的に多くなるようなケースもあると思い

ますが，また運用の仕方で，ここだけではなくて，また別の箇所と併用してするという取組も一つの考

え方もあると思いますので，まずは，あやまる施設につきましては，現状で有効的に使っていただけれ

ばというふうに考えているところです。以上です。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  分かりました。これは無理にお願いするわけにはいかないと思いますので。

やっぱり冬場は強風が吹くんです，強風が。見に行ったことがあるんですけど，人が風で動かされるん

です。冗談です。やっぱりちょっとした屋根と壁があると，ちょっと強風とかそういうやっぱりしのげ

る場所というのは必要じゃないかなと思いますので，現状維持ということを言わないで，ぜひ検討のほ

うをよろしくお願いをして，終わりたいと思います。 

 あともう１点なんですが，グラウンドゴルフ場があるんですけど，２コースあるんですが，これは以

前，県の認定コース，グラウンドコース認定コースとしてされていたみたいなんです。やっぱりもった

いないなと，更新しないとできなかったということ，もったいないということで思っているとこなんで

すが，さっきのこのような地域で健康上の管理拡大を図るために，先ほど言いましたように，現状維持

であればそれで結構だと思いますけど，太陽が丘運動公園の奥地に広っぱがあるんです。昔，そこ太陽

が丘を設置するときに野球グラウンドを造るという場所だったと思いますけど，そこにグラウンドゴル

フ場を造ることはできないのかなというふうに考えています。その理由としては，大会開催場所にやっ

ぱり適していると思うんです。あと，駐車場の確保，大会準備等で，例えば大きな大会のテントとか，

テント，机，椅子などがすぐ借りやすい，あと，飲料水が確保しやすいと，まだまだあると思いますけ

ど，やっぱりこういう利便性というのを考えた場合，そういうことも考えていただきたいなというふう

に思いますので，それについて答弁を。 

 

國分正大 笠利総合支所事務所長  それではお答えいたします。聞き取りの中で，笠利地区内のグラウン

ドゴルフ場の練習場が何か所あるかということも聞かれていますので，これも併せて答弁させていただ

きたいと思います。 

 まず，笠利地区の集落内でのグラウンドゴルフ場，練習場の数についてまずお答えさせていただきた

いと思います。現在，同地区には２９の集落がございますが，そのうち１１集落に１１か所の練習場所

がございます。また，同地区にはグラウンドゴルフ専用施設として，先ほども話しましたあやまる岬観

光公園多目的広場及び民間が設置運営している箇所がそれぞれ１か所ずつございます。加えまして，太

陽が丘総合運動公園陸上競技場におきましては，フィールド内をグラウンドゴルフ場として使用してい

る状況でもございます。議員御質問の太陽が丘運動公園内にある空き地を利用しての新たなグラウンド

ゴルフ場の整備についてでございますが，まず，こちらのほうも，既存の施設の，今，御紹介した施設

を有効に活用を図っていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  もうぜひいろいろ予算的なものとか，いろいろあろうかと思いますけど，ぜ
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ひいい形で取組をお願いをしたいなというふうに思います。 

 次，最後の５番目，公営・県営住宅活用についてですが，これは奄美市の公営・県営住宅の空き地を

市営住宅活用できないかということで，これは特に，教職員住宅，県職員住宅，それから，前，ＣＡＢ，

航空局があったんですけど，これ今，沖縄のほうに撤退しています。管制塔がないんです。そこらあた

りが，多分，自分の同窓生でもＣＡＢがおりまして，名瀬でいたとか，そういう何名かいるわけなんで

すが，そこらあたりを市として買い上げて，今，住宅地問題，住宅が足らないとかそういう問題があり

ますんで，そういうような活用ができないか，そういう使用していない住宅などが奄美市でどれぐらい

あるのか分かれば，答弁をお願いしたいというふうに思います。 
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 次，大きな２番目，市営住宅の活用について，これは笠利地区なんですけど，特に笠利地区の老朽化，

耐用年数の経過とか，それによって老朽化，それが入居できないという住宅がありますけど，今現在，

今後，予定としてどういう活用をしたいというあれがあれば答弁をお願いしたいと思います。 
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跡地の活用方法につきましては，現在，庁内で検討しているところでございます。昨年度に実施いたし
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ました跡地活用に関するサウンディング型市場調査でも，他種多様な御提案をいただいておりますが，

まだ明確な活用方法は定まっていない状況であります。今後，奄美市公共施設等民間提案制度の活用も

含め，議員の御提案や地域の方々の御意見も伺いながら，地域の……。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  ありがとうございます。 

 

奥 輝人 議長  以上で，奄美笠誠会 泉 義昭議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１１時４６分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 自民党新政会 伊東隆吉議員の発言を許可いたします。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  市民の皆さん，議場の皆さん，そして，本日インターネットを中継されて視

聴されておられる皆さん，こんにちは。自民党新政会の伊東隆吉でございます。誰かさんみたいににこ

にこしようかね。 

 一般質問に入る前に少々所見を述べたいと思います。まず，２月２６日に発生した岩手県の大槌，大

船渡市の山林火災は，発生から昨日まで，１週間たった昨日まで延焼が続いておりましたが，皆さん御

存じのように恵みの雨が昨日降ったようでございます。鎮火の方向のように進むことを期待いたしたい

と思います。なお，これまでの間に避難されておられた人数，新聞紙上によりますと，約４，５００名，

このような住民の皆さんが一日も早く元の生活に戻れますよう，心よりお祈り申し上げたいと思います。 

 さて，今月の３月２６日は何の日かお分かりですか。ノーバディー，オーケー。３月２６日は，陸上

自衛隊奄美駐屯地瀬戸内分屯地がこの奄美大島の地で開設して６周年を迎えるその記念すべき日であり

ます。その開設６周年記念行事が，先月２月２日に陸上自衛隊奄美駐屯地で開催され，私も御案内いた

だき参加いたしてまいりました。時の記念式典に続き，観閲行進，自衛隊の能力展示，装備品の展示，

そのほかにも当日はイベントなど多彩の催物があり，一般開放をいたし，多くの市民，子どもたち，家

族連れなど約２，８００人が来場されたようでございます。式典の中でも，奄美警備隊長兼奄美駐屯地

司令の長谷川 健隊長一等陸佐が申し上げたことです。日本の安全保障環境は，戦後最も厳しく複雑な

状況に直面していると指摘し，昨年，中国海軍艦艇による奄美大島と横当島の間を航行や，警備区域で

ある与論島での大雨特例警報の発令など，奄美群島周辺での事例を報告されております。奄美駐屯地瀬

戸内分屯地は，名実ともに奄美群島の第一線部隊として，引き続き即応体制を維持し各種の事態に対応

する。万が一，最悪の事態が発生した場合にも，我々が，要するに自衛隊員が，この美しい奄美を必ず

守り抜くと誓いを述べられました。この長谷川 健隊長の力強い誓いの意思に深く感銘を受けた次第で

ありました。 

 今，世界の情勢においても，ロシアがウクライナへ侵攻。戦争を勃発して，先月の２４日で３年が経

過いたしました。この状況下の中，先月といっても先週２月２８日ですが，米国ホワイトハウスにて，

トランプ，ゼレンスキー両大統領が和平へ向けての会談が，なぜか口論，決裂になったことは，皆様の

御承知のとおりであります。私はこの事案で，いささか気になったことでございますが，米国アメリカ

がトランプ政権にチェンジしてから，アメリカファースト，要するにアメリカグレートアゲインなどと，

この政策，また，ゆゆしき思いは，ロシアへの緩和傾向など，もろもろ考えますと，現在，日米安全保

障条約，いわゆる安保提携，いわゆる同盟国としての締結はしているものの，ロシアのプーチン大統領

と近しく感じられるトランプ大統領の政策は，この先，注視，なお深掘りすべきではと思いますが，特

に日本として，独立国として，私個人的には強くならなければならないと考えざるを得ない，このよう

な状況が思い浮かびました。賛同される方も議場にもおられるのではないかと私は確信いたしておりま

す。このような状況において，奄美群島の住民が，将来とも平和に過ごせるためにも，陸上自衛隊奄美

− 148 − − 149 −



― 23 ― 

ました跡地活用に関するサウンディング型市場調査でも，他種多様な御提案をいただいておりますが，

まだ明確な活用方法は定まっていない状況であります。今後，奄美市公共施設等民間提案制度の活用も

含め，議員の御提案や地域の方々の御意見も伺いながら，地域の……。 

 

泉 義昭 議員（１２番）  ありがとうございます。 

 

奥 輝人 議長  以上で，奄美笠誠会 泉 義昭議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１１時４６分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 自民党新政会 伊東隆吉議員の発言を許可いたします。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  市民の皆さん，議場の皆さん，そして，本日インターネットを中継されて視

聴されておられる皆さん，こんにちは。自民党新政会の伊東隆吉でございます。誰かさんみたいににこ

にこしようかね。 

 一般質問に入る前に少々所見を述べたいと思います。まず，２月２６日に発生した岩手県の大槌，大

船渡市の山林火災は，発生から昨日まで，１週間たった昨日まで延焼が続いておりましたが，皆さん御

存じのように恵みの雨が昨日降ったようでございます。鎮火の方向のように進むことを期待いたしたい

と思います。なお，これまでの間に避難されておられた人数，新聞紙上によりますと，約４，５００名，

このような住民の皆さんが一日も早く元の生活に戻れますよう，心よりお祈り申し上げたいと思います。 

 さて，今月の３月２６日は何の日かお分かりですか。ノーバディー，オーケー。３月２６日は，陸上

自衛隊奄美駐屯地瀬戸内分屯地がこの奄美大島の地で開設して６周年を迎えるその記念すべき日であり

ます。その開設６周年記念行事が，先月２月２日に陸上自衛隊奄美駐屯地で開催され，私も御案内いた

だき参加いたしてまいりました。時の記念式典に続き，観閲行進，自衛隊の能力展示，装備品の展示，

そのほかにも当日はイベントなど多彩の催物があり，一般開放をいたし，多くの市民，子どもたち，家

族連れなど約２，８００人が来場されたようでございます。式典の中でも，奄美警備隊長兼奄美駐屯地

司令の長谷川 健隊長一等陸佐が申し上げたことです。日本の安全保障環境は，戦後最も厳しく複雑な

状況に直面していると指摘し，昨年，中国海軍艦艇による奄美大島と横当島の間を航行や，警備区域で

ある与論島での大雨特例警報の発令など，奄美群島周辺での事例を報告されております。奄美駐屯地瀬

戸内分屯地は，名実ともに奄美群島の第一線部隊として，引き続き即応体制を維持し各種の事態に対応

する。万が一，最悪の事態が発生した場合にも，我々が，要するに自衛隊員が，この美しい奄美を必ず

守り抜くと誓いを述べられました。この長谷川 健隊長の力強い誓いの意思に深く感銘を受けた次第で

ありました。 

 今，世界の情勢においても，ロシアがウクライナへ侵攻。戦争を勃発して，先月の２４日で３年が経

過いたしました。この状況下の中，先月といっても先週２月２８日ですが，米国ホワイトハウスにて，

トランプ，ゼレンスキー両大統領が和平へ向けての会談が，なぜか口論，決裂になったことは，皆様の

御承知のとおりであります。私はこの事案で，いささか気になったことでございますが，米国アメリカ

がトランプ政権にチェンジしてから，アメリカファースト，要するにアメリカグレートアゲインなどと，

この政策，また，ゆゆしき思いは，ロシアへの緩和傾向など，もろもろ考えますと，現在，日米安全保

障条約，いわゆる安保提携，いわゆる同盟国としての締結はしているものの，ロシアのプーチン大統領

と近しく感じられるトランプ大統領の政策は，この先，注視，なお深掘りすべきではと思いますが，特

に日本として，独立国として，私個人的には強くならなければならないと考えざるを得ない，このよう

な状況が思い浮かびました。賛同される方も議場にもおられるのではないかと私は確信いたしておりま

す。このような状況において，奄美群島の住民が，将来とも平和に過ごせるためにも，陸上自衛隊奄美

− 148 − − 149 −



― 24 ― 

駐屯地瀬戸内分屯地の警備隊員の皆様が，心身ともにより力強く自衛隊員としてのその使命に努められ

ますよう，この場をお借りして激励いたしたいと思います。 

 さて，今年度３月末をもって退職される職員数をお伺いいたしましたところ，定年退職者が７名，役

職定年者が１０名，通常のいわゆる再就職者が，６０歳の方が７名，計２４名というふうにお聞きいた

しました。２４名の皆さん，長い間，お役所の生活，お勤め，本当に御苦労様でした。心より労をねぎ

らいたいと思います。行政マンとして培ったスキルを，これからの第２の人生に遺憾なく発揮されます

よう，頑張っていただきたいと思います。第２の人生もいろいろあると思います。市会議員なんかいか

がでしょうか。平田所長どうですか。昨日，少し垣間見たような気がしたものですから。心にあくまで

うそは申しません。本音を言っただけ。そういう思いもあるので，やはり元行政マンの方が市会議員に

なった例はたくさんございますので，そういうのを含めて，役所の中身をよく存じ上げている人でござ

いますので，こういうことも一つの期待の中に置きたい，そう思っております。 

 それでは質問に入ります。市長の政治姿勢についてお伺いします。市長は令和７年度の施政方針を発

表され，その結びにおいて，現代はＶＵＣＡの時代で，変動性，不確実性，複雑性，また曖昧性の時代

を認識されているようであります。市長就任以来，年度の抱負として一文字を上げておられますが，初

年度の令和４年度は「挑」，令和５年度は「掴」，そして令和６年度は「繋」，そして，この新年度の

７年度は「実」ですか，上げました。市長として就任１期目としての，いわゆる節目の年でもあるこの

４年目であります。また，このＶＵＣＡを述べられた中には，先行きが不透明の将来への予測困難な時

代，この奄美においてもそのようにお考えになってのこの施政方針だと思いますが，この４年目に臨む

その行政運営，政治姿勢をお伺いいたしたいと思います。あとの質問は発言席から行います。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  それでは，伊東議員の御質問にお答えします。私がコロナ禍の令和３年１２月に就任を

させていただいて以降，急激なコロナの感染拡大や，また，トンガ沖海底火山の噴火による津波警報，

そしてロシアによるウクライナ侵攻など，立て続けに国内外で様々なことがありました。その後，アフ

ターコロナへの移行，それから，現在も続いている物価高騰の波など，社会情勢，国際情勢は日々刻々

と変化を続けていると感じております。 

 本市においても，人口減少をはじめ，子育て環境の充実や労働力不足，物価高騰など様々な課題に対

応する必要があり，そのためには，行政はもちろん，市民の皆様や事業者の皆様，それぞれが主体的に

課題に取り組んでいくことが重要であると考えているところです。また，市民の皆様との連携も大変に

重視をしておりまして，ふれあい対話や官民連携組織の設立を通じ，多様な主体が議論し合う場を設け，

市民の皆様からいただいた御意見を生かしながら，施策を検討，実行してまいりました。 

 令和６年度は，奄美市未来計画の重点プロジェクトと位置づける奄美市「未来づくり」総合戦略や，

住用・笠利地域の地域振興に特化した地域創生戦略策定に取り組んでまいりました。これらの計画を踏

まえ，新年度につきましては，一丁目一番地である子育て支援の充実を図るため，新たに子ども医療費

の対象となる全ての子どもの窓口負担をゼロにするほか，住用・笠利地区において，認定こども園の整

備を推進してまいります。また，保育人材確保に向けた官民連携円卓会議の提言により，全市的な保育

人材確保と育成を官民一体となって進めると同時に，奄美市保育体制魅力向上総合対策事業を新設し，

各施設の課題に応じた対策の支援に取り組むなど，安心して子育てがしやすい環境づくりを行ってまい

ります。 

 あわせて，稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業により，創業・事業拡大を行う事業者に対

して，金融機関を通じイニシャルコストを支援するなど，官民が連携し労働力の確保や働く環境の改善，

起業や兼業，副業などにチャレンジできる環境の整備を図ります。加えて，次世代への島の誇りの継承

をかなえるため，新たにあまみ未来会議事業を実施し，本市未来計画の理解と推進に向け，未来の新た

な担い手である若い世代を中心としたワークショップなどを開催し，学びや対話を通して，市民の皆様
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の声を政策立案に反映するよう努めてまいります。さらに，みんなのしまさばくり応援事業を創設し，

学生など若い世代を含む幅広い団体の事業を支援し，市民の皆様がより一層しまさばくりに取り組みや

すい環境づくりを推進いたします。 

 令和８年３月２０日に，本市は市政施行２０年を迎えます。これまでの本市の歩みを振り返るととも

に，市政発展に功績のあった方々を表彰するほか，本市主催の記念行事の開催や各種メモリアル事業を

実施いたします。あわせて，みんなのしまさばくり応援事業に，市政施行２０周年の特別枠を設け，民

間主体のイベントを支援するなど，機運情勢を図りながら，市民の皆様とともに２０周年をお祝いし，

将来に向けて力強く歩み出す契機にしてまいりたいと存じます。 

 なお，議員御案内のとおり，新年度は私にとって一つの節目の年であります。市民の皆様にお示しし

た公約に掲げました各種施策につきまして，議員並びに市民の皆様の御支援，御協力をいただきながら

着実に取組を進めてまいりました。新年度に向けた抱負として，「実」という漢字を掲げさせていただ

きましたが，残された任期について，まずは責任をもって役割を全うしてまいる所存でございますので，

御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  どうも市長，ありがとうございます。若い市長だけあって，当初３年前に掲

げたあのマニフェスト，たしか８８でしたよね。これをこの間からずっと聞いております。１００とは

言わんまでもそれなりにの形はつくってこられたと。そして私が感心する１点は，やっぱり若さがもの

を言うというのは，やっぱりそのとおりだなと思いました。最初，市長が市長になったときには４２歳

だったと思いますけれども，若いなと。私の子どもより若いんですから。どういうだろうと思っており

ました。やっぱり非常に憂いもありましたが，当初いろいろありましたけども，一応その流れを見てみ

ようということで，今日まで来ておりますが，いろんな形で，また特に市民の皆様との対話を大変重視

されながらやって来られていること，これは大変すばらしいことだと思いますので，これはなかなかで

きるようでなかなかできないことだと思いますので，こういうことも，少し４年間やった一つの形が実

績になって現れてきたとこう思っております。 

 今回，最後にこの「実」という形を出しましたが，普通実ったら次何が出ると思いますか。種になる

んです。次の世代の種。種を作るためには，まだきばらんばいかん。そういう思わせも含めながら言う

のが，やはり市長の知恵じゃないかと，私なりに感じておりますので，それはそれとして，もしそうい

う思いがあるのであれば，次の種をまた次の種，そのような形のまた一文字考えてされるのも，政治の

姿勢に貫くためのまた大事なことでもないかと個人的には思いますので，それはそれで考えて，前向き

に進めていただきたいと思います。進んでくださいと，いいたいと思います。。 

 一つ，昨年の６月の施政方針の中でちょっと一つ気になっていたんですけど，ＩＭＡＬＵさんという

芸能人がおりますね。奄美と２地点間，東京とやっている。このＩＭＡＬＵさんに協力していただいて

何かしようというのも施政方針，昨年載っていました。これの形が少し見えにくいような気がしたもの

ですから，通告はしておりませんけれども，もし思えるものがあるなら，答弁願えますか。 

 

藤原俊輔 総務部長  それではお答えいたします。令和６年度の情報発信強化事業という事業でございま

して，予算は５０万円でございます。事業概要としましては，全国的に活躍する本市在住のタレント，

２拠点生活でございますが，ＩＭＡＬＵ氏との連携により，本市の魅力を発掘，再発見し，広く発信す

る内容でございます。具体的な内容としましては，ＩＭＡＬＵさんとともにビーチクリーンを行い，回

収したペットボトル，廃ペットボトルを資源としてＴシャツを製作するプロジェクトを今現在実施中で

ございます。今年度は，昨年１１月１７日に，あやまる岬の海岸でビーチクリーンを行い，ＩＭＡＬＵ

さんをはじめ，奄美市，ＮＰＯ法人，地域住民，小学生や高校生など約５０名の参加がありました。第

２回でございますが，次回は３月２３日に実施する予定で，現在，開催地を募集しているところでござ

います。 

 なお，Ｔシャツのデザインにつきましては，奄美大島，島内在住のイラストレーターがデザインをし，

− 150 − − 151 −
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ＩＭＡＬＵさんが監修をしていただき，それを製作しているところでございます。Ｔシャツにつきまし

ては，令和７年度中に製作され，売上げの一部については，海洋保護の取組などに寄附を行うというふ

うに伺っております。活動を通して，ＩＭＡＬＵさんが地元住民や企業団体との交流を深めるとともに，

奄美の魅力を全国にＰＲしていくものと考えております。以上でございます。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  せっかく予算を組んでやっておられることですので，もう少しオープンにし

てもらって，多分，ＩＭＡＬＵさんの関係の問題もいろいろあると思うんですけれども，せっかくその

方針でいこうということにも取っておりますので，やっぱりこれはＰＲ効果も莫大と思うんですよね。

本人も多分，ＹｏｕＴｕｂｅだか何かを使ってどんどん発信していると思いますので，今，そういう時

代であるというのは，もう私は言うまでもないと思いますので，むしろそういうこともしっかりとした

奄美の宣伝効果を高めるためにも，ぜひともＩＭＡＬＵさんに御協力していただいて，いろいろあるで

しょうけど，もうあまみんちゅと一緒ですよ，あんだけおれば。しまんちゅと一緒ですよ。そういう中

でやっぱり心を，胸襟開いて聞いていただいて，頑張りましょうというので，ぜひ，支障なければ奄美

のポスターに，市のポスターに，例えです，載せていいかなというぐらい聞いてもいいんじゃないかと

思うんですけれど，それぐらい近くなってもよろしいんじゃないかと思いますので，そういうことも含

めて，トータル的に考えていただきたいと思います。なお，市長におかれては，また次のいろんなこと

も考えると思いますが，若者らしく，行くときは行く。発表するときは発表する。そういうことをしっ

かりとお願い申し上げて，この質問を終わります。ありがとうございます。 

 では，次に移ります。次に，観光交流についてですけれども，奄美・沖縄観光，経済交流についてで

すが，昨年の１１月，沖縄の那覇市で，奄美大島商工会議所，それと沖縄県の南西地域産業活性化セン

ター，そして沖縄在住の奄美郷友会の皆様方，この皆様方と産業交流会議が開催されました。現在，奄

振において，沖縄との交流拡大が位置づけられておる中，これからの拡大に向けて本市の施策，これを

やっぱり考えていかなければならないと。沖縄との交流はいろいろな形でもやっていると思うんですけ

ども，昨年の中で私も少し参加したその中身を見ましたが，やっぱりこれは大事な会だなと思って，市

長も来られましたので，これからやっぱり沖縄・奄美の経済交流圏，沖振，奄振の絡めたたものをでか

くしてやるべきじゃないかということも，あの会議で何か感じましたので，それに含めて，今後，この

奄美市がこれからどうやって沖縄との，今，細いパイプを太くパイプをするか，こういうのを含めての

お伺いをしたいと思いますので，まず，沖縄・奄美観光の交流事業として何を考えられるか答弁願えま

すか。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  では，ただいま議員のほうからも御案内がありました昨年１１月に那覇市

において，奄美・沖縄産業交流会議が開催をされました。沖縄在住の奄美郷友会の方々，また奄美・沖

縄の民間事業者，行政関係者などが参加をして，各参加者の奄美・沖縄に関する事業の紹介，奄振法に

おける沖縄との連携強化の考え方について，意見交換がなされたと伺っております。 

 沖縄との交流拡大に向けた取組としましては，令和６年度から実施しております住民を対象とした奄

美群島・沖縄間の離島割引制度のほか，鹿児島県，沖縄県の観光関係団体が行う一般向けイベント，ま

た，奄美群島・沖縄間の航空路運賃に対する助成，また，観光関係者との商談，情報交換などに関する

支援を沖縄県と鹿児島県で計画をいたしております。また，奄美群島広域事務組合におきましては，奄

美群島広域市町村圏と沖縄北部広域市町村圏との交流を促進する目的としまして，奄美・やんばる広域

圏交流促進事業の実施や，沖縄県と共同で開催いたします沖縄・奄美物産展，また，那覇市での離島フ

ェアなどへの参加，旅行事業者とメディアを招いたツアー，そのほか奄美・沖縄連携可能性調査事業な

どを計画いたしております。 

 本市としましても，沖縄県との交流事業の一つであります離島フェアや，コロナ禍で途絶えておりま

した那覇市の一大イベントである那覇大綱挽まつりに参加を計画しており，沖縄でのＰＲに注力したい

と思っております。また，新年度は，奄美・沖縄世界自然遺産という共通の財産を持つ２つの地域で，
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環境学習を通じて双方の交流を図る目的としまして，奄美・沖縄世界自然遺産地域交流事業を計画して

いるところでございます。具体的な内容としましては，奄美と沖縄の自然環境の相違を理解し，共有を

深める機会の創出としまして，奄美大島在住の高校生が環境学習を通じた交流事業や，沖縄に拠点のあ

る大学への訪問を計画しているところでございます。 

 奄美・沖縄につきましては，世界自然遺産登録前からこれまで長年にわたり，圏域を越えて各分野で

交流連携が図られてきているところであります。新年度計画しております事業などを行うことで，さら

なる沖縄との交流促進につながるものと期待をしているところでございます。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  いいですね。特に地域の交流事業，これは高校生，学生，次の世代の方々，

非常に感受性が強い，こういうメンバーを交流させるということは，将来に非常につながることだと思

いますので，ぜひこれは頑張っていただきたいと思います。 

 今，地域，いろんなことを言いましたこのように，このようなパンフレットも，これができておりま

す。これは沖縄，これを見ますと，鹿児島県の観光団体もこれにネームが入っているんです，沖縄県も

含めて。こういう形でやっぱり鹿児島県，沖縄県も，必要な形ができつつあると思いますので，その中

間地点にあるこの奄美が世界遺産になったことによって，これは広域な形ができ得ることを示している

ものだと思いますんで，これを一つの機会にして，この交流事業からに進めていただきたいと思います

ので，お願いしたいと思います。子どもたちの，高校生への将来構想につながっていくと思います。よ

ろしくお願いします。 

 次に，もう次の質問に入ります。次に，あと１点，このときに沖縄在住の奄美出身者の郷友会の人，

約七，八名くらい来られて，いろんな意見を言ってこられました。帰りたいけど航空賃が高いとかああ

だこうだとか言っていました。機材が細いとか，そういう話もされていましたね，市長。このところに

関しては，特に向こうの方々も，やはり島の人たちに話したいということをおっしゃっていたんです。

以前，私も沖縄に若い三十五，六の頃，七，八年ぐらいおりましたんで，気持ちがよく分かります。そ

ういうので，沖縄に出身でおられる奄美出身者の郷友会の人たちの交流事業を，アメリカにも今あるわ

けですから，そういうことがあって沖縄との交流関係，これをどう考えていますか。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  議員から御案内ありました奄美・沖縄産業交流会の場では，沖縄在住の各

郷友会の会長，これはもう名瀬，笠利，瀬戸内，喜界，徳之島，沖洲会，与論も参加されたということ

でございますが，やはり奄美群島への離島割引制度を求める声や，奄美関係者と意見交換，これがなさ

れたというふうには伺っております。 

 沖縄在住の郷友会の方々との交流につきましては，新年度に沖縄在住の郷友会と奄美に関連する企業

などに呼びかけまして，沖縄での奄美の夕べを開催する計画をしております。奄美の夕べでは，沖縄で

活躍する本市及び奄美出身者や奄美にゆかりのある方々を応援団とします奄美ふるさと１００人応援団

の認定式を予定しておりまして，その場で新たに新規店舗を認定する計画もいたしているところでござ

います。また，認定された方においては，本市との連携を図りながら，特産品の販路拡大や観光ＰＲ活

動などを行っていただき，郷友会や奄美ファンとのつながりの役割を担っていただけるものと考えてお

ります。 

 このほかにも，沖縄県庁に出向しております本市の職員を通しまして，沖縄在住の奄美群島の各郷友

会との関係性を強くすることで，両地域の連携強化を図りたいと考えておりますので，御理解を賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  それもやっぱり沖縄におられる奄美，もともとは戦後すぐ，奄美では仕事が

ないことで，うっと沖縄に行った，こういう時代がありまして，私も沖縄におったときに，あのときは

関連して３万人ぐらいいたんです。そういう中での沖縄郷友，奄美郷友会があって，非常に盛んにやっ

ていたんです。それが，もう私が行ったのは３５ですからもう４０年前の話ですけど，今はもうこのよ
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環境学習を通じて双方の交流を図る目的としまして，奄美・沖縄世界自然遺産地域交流事業を計画して

いるところでございます。具体的な内容としましては，奄美と沖縄の自然環境の相違を理解し，共有を

深める機会の創出としまして，奄美大島在住の高校生が環境学習を通じた交流事業や，沖縄に拠点のあ

る大学への訪問を計画しているところでございます。 

 奄美・沖縄につきましては，世界自然遺産登録前からこれまで長年にわたり，圏域を越えて各分野で

交流連携が図られてきているところであります。新年度計画しております事業などを行うことで，さら

なる沖縄との交流促進につながるものと期待をしているところでございます。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  いいですね。特に地域の交流事業，これは高校生，学生，次の世代の方々，

非常に感受性が強い，こういうメンバーを交流させるということは，将来に非常につながることだと思

いますので，ぜひこれは頑張っていただきたいと思います。 

 今，地域，いろんなことを言いましたこのように，このようなパンフレットも，これができておりま

す。これは沖縄，これを見ますと，鹿児島県の観光団体もこれにネームが入っているんです，沖縄県も

含めて。こういう形でやっぱり鹿児島県，沖縄県も，必要な形ができつつあると思いますので，その中

間地点にあるこの奄美が世界遺産になったことによって，これは広域な形ができ得ることを示している

ものだと思いますんで，これを一つの機会にして，この交流事業からに進めていただきたいと思います

ので，お願いしたいと思います。子どもたちの，高校生への将来構想につながっていくと思います。よ

ろしくお願いします。 

 次に，もう次の質問に入ります。次に，あと１点，このときに沖縄在住の奄美出身者の郷友会の人，

約七，八名くらい来られて，いろんな意見を言ってこられました。帰りたいけど航空賃が高いとかああ

だこうだとか言っていました。機材が細いとか，そういう話もされていましたね，市長。このところに

関しては，特に向こうの方々も，やはり島の人たちに話したいということをおっしゃっていたんです。

以前，私も沖縄に若い三十五，六の頃，七，八年ぐらいおりましたんで，気持ちがよく分かります。そ

ういうので，沖縄に出身でおられる奄美出身者の郷友会の人たちの交流事業を，アメリカにも今あるわ

けですから，そういうことがあって沖縄との交流関係，これをどう考えていますか。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  議員から御案内ありました奄美・沖縄産業交流会の場では，沖縄在住の各

郷友会の会長，これはもう名瀬，笠利，瀬戸内，喜界，徳之島，沖洲会，与論も参加されたということ

でございますが，やはり奄美群島への離島割引制度を求める声や，奄美関係者と意見交換，これがなさ

れたというふうには伺っております。 

 沖縄在住の郷友会の方々との交流につきましては，新年度に沖縄在住の郷友会と奄美に関連する企業

などに呼びかけまして，沖縄での奄美の夕べを開催する計画をしております。奄美の夕べでは，沖縄で

活躍する本市及び奄美出身者や奄美にゆかりのある方々を応援団とします奄美ふるさと１００人応援団

の認定式を予定しておりまして，その場で新たに新規店舗を認定する計画もいたしているところでござ

います。また，認定された方においては，本市との連携を図りながら，特産品の販路拡大や観光ＰＲ活

動などを行っていただき，郷友会や奄美ファンとのつながりの役割を担っていただけるものと考えてお

ります。 

 このほかにも，沖縄県庁に出向しております本市の職員を通しまして，沖縄在住の奄美群島の各郷友

会との関係性を強くすることで，両地域の連携強化を図りたいと考えておりますので，御理解を賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  それもやっぱり沖縄におられる奄美，もともとは戦後すぐ，奄美では仕事が

ないことで，うっと沖縄に行った，こういう時代がありまして，私も沖縄におったときに，あのときは

関連して３万人ぐらいいたんです。そういう中での沖縄郷友，奄美郷友会があって，非常に盛んにやっ

ていたんです。それが，もう私が行ったのは３５ですからもう４０年前の話ですけど，今はもうこのよ
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うに大変厳しくなって，子どもの代替わり，知り合いもほとんど亡くなっておりましたが，これをやっ

ぱりつなげていくためにも，今言った沖縄との夕べ，これはいいことだと思います。やはり，我々がい

つも郷土自慢，郷土自慢とち言ったって，全然そのままじゃ，ただ言いようだけじゃ意味がない。やっ

ぱり形をつくっていっていかなければ，流れはできないと思うんです。向こうのお会いしたときの人た

ちも大変，ぜひお願いしたいことを言っていました。つい先だって，龍郷の５０周年があったとき，そ

こに参加行ったときに，たまたま沖縄の人が来ましたよ。久しぶりですねと。やっぱりそういうのが，

だからやっぱり久しぶりに来ましたということで，やっぱりこういうのが流れができますので，こうい

う交流の形を必ずつくってあげるということが大事だと思いますので，部長ひとつ，ぜひよろしく進め

ていただきたいと思います。 

 次に，同じ観光会議じゃなくて，文化，教育関係も交流も大事じゃないかと思いますので，この沖縄

との文化，教育，文化圏も似たようなとこがあります。もともと沖縄の琉球王朝の中の奄美でございま

すんで，そういうのを含めてのこともある可能性もあると思いますが，この辺，文化，教育の交流事業

に対しては何か，教育部長のほうから考えておられませんか。 

 

正本英紀 教育部長  それでは私のほうから，文化，教育の交流事業についてお答えいたします。本市文

化財関係の交流事業としましては，令和３年度に，奄美大島とともに世界自然遺産に登録された徳之島，

沖縄島北部，西表島と連携し，令和５年度より，奄美博物館巡回展と称した企画展を開催しております。

令和５年度は西表島で開催し，親子を含む２７７名の皆様に，奄美の自然の魅力を発信することができ

ました。令和６年度につきましては，３月に沖縄市にある沖縄唯一の動物園，沖縄こどもの国において

同企画展を開催予定であります。また，新年度につきましても，西表島で開催予定であります。 

 そのほかに，沖縄こどもの国の助成事業として，令和５年度から令和６年度にかけて，両館の学芸員

がオンラインや実際現地に出向き，ワークショップや企画展を２０回以上開催することにより，奄美・

沖縄の子どもたちや住民に対し，自らの島や，ともに世界資産遺産に登録された島々の固有種や自然に

誇りと愛着を持ち，保全に向けた人材育成を行う事業も実施しております。この事業につきましては一

旦終了となりますが，新年度につきましても，オンライン等で講義を行うなど，今後も交流を深め，両

館の絆をより強固なものにしていきたいと考えております。 

 今後も様々な事業を実施し，兄弟島である奄美と沖縄が，世界自然遺産の島々としての交流や連携を

深め，互いの島々を尊重し合える環境を構築できるよう努めてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  いいですね。やんばる交流なんかもいろいろやっておられるのが分かります

けど，やっぱり今のように子どもたちの交流，これは大事なことだと思いますので，引き続きこれも絡

めてやって，年代別にたくさんあるんだというものをつくっていければ，この沖縄・奄美の広域交流，

こういう構想ができんじゃないかと思いますので，お願いしたいと思います。教育にしてもぜひよろし

くお願いいたします。引き続き続けていただきたいと思います。 

 さて，このような交流圏をつくるに対して，やっぱり行き来するのに足が大変必要であります。これ

までも同僚議員がいろいろと質疑応答をしておりますけれども，沖縄へ行くパイプが細い，要するに乗

り物が小さいと，こういうことでございますので，このあたりを今はエアの時代，飛行機の時代であり

ますので，かつてＹＳの６４名乗りも飛んでいました。この辺を含めて，沖縄との交流を拡大すると同

時に，そのパイプの足も拡大せんといけないと思いますので，これに関しては何かいいアイデアはない

ですか。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  議員御承知のとおり，奄美発那覇着の路線につきましては，令和４年４月

から奄美，与論，那覇という間での運航が実施をされております。この路線につきましては，令和４年

６月までは奄美・沖縄直行便が就航しておりましたが，コロナ禍が経営に大きな影響を及ぼしまして，
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運航の改変がなされたものと認識をしているところでございます。奄美・沖縄路線は，住民にとって重

要な路線であることはもとより，観光やビジネスでの利用も十分に見込まれるものと思います。今後の

両地域の交流にも必要不可欠となる路線であると認識をいたしておりますので，国，県，奄美群島１２市

町村，また航空会社で構成をいたします鹿児島県奄美地域離島航空路線協議会においても，奄美・那覇

間の直行便再開についての意見交換を行っているところでございます。そのような中ではございますが，

令和６年度からは奄美の住民を対象にした離島割引制度が沖縄路線にも拡充されたことで，さらなる沖

縄との交流促進につながるものと期待をしているところではございます。 

 議員御質問の，航空機材の拡大につきましてですが，まず奄美・沖縄路線で移動される人数や性別，

年齢などを把握するデータが必要であると考えておりますことから，令和６年度奄美群島広域事務組合

において，奄美群島に来島する方の動態データを取得・分析する事業を実施しております。この事業の

中で，奄美沖縄間の移動人数や性別，年齢などのデータを取得できますので，直行便の再開と併せまし

て，機材の充実をそのデータを基に，必要性についての要望なども検証してまいりたいと考えておりま

す。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  これはある意味におきましたら，我々の悲願でもあるわけですよ。この間，

沖縄での交換会のときにも，向こうの郷友会の方も言っておられたんです。ですから，私はこれは奄美

だけがやっても駄目なんです。沖縄の行政を含めて，向こうの住民も含めて，この活性化の南西活性，

これをみんなで航空会社に陳情しないとなかなか難しいことだと思うんです。いろいろ駆け引きもある

でしょう。そういうのを含めながらも，やっぱり奄美だけじゃなくて，鹿児島県だけじゃなくて沖縄県

も一緒にやる，そういうことで，結局，国も沖縄との奄振の関係を絡めてきたわけですから，理解に値

することはもう当然だと思います。あとは後押しの問題だと思いますので，そういうところをぜひとも

行政の力，我々，また一般の方，それから観光関係の方，エージェントを含めて，いろんな陳情，要望

を出しなさいというのは，我々もそういう動きをいたしますよ，お願いして。そういうので，やっぱり

地域で上げていかないと物事は成就しないんじゃないかとこう思っておりますので，ぜひとも頑張って

いただきたいと思います。市長，頼みますよ。 

それでは，次に移ります。次は，奄美和光園のことについてでございます。奄美市議会として，昨年

の７月に「国立療養所奄美和光園の医療・福祉の充実と将来構想の確立を求める意見書」，これを国，

県へ送付いたしました。本市として，奄美和光園の将来をどのように考えているのか，まずお伺いいた

したいと思います。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，国立療養所奄美和光園の将来構想についてお答えさせていただきま

す。議員御案内のとおり，令和６年第２回定例会において，当該案件についての請願が採択されており

ます。本市におきましても，まずは和光園との情報共有，意見交換を行うことから取組を始めていこう

ということで，昨年８月に和光園を訪問させていただきました。その際，新たに和光園と認識を共有し

たことといたしまして，平成２３年３月に本市が事務局となり策定した将来構想とは別に，和光園のほ

うで，入所者自治会と和光園との合意による将来構想があることが分かりました。 

 本市が事務局となり策定した将来構想は皆様も御承知のことと思いますが，和光園独自の将来構想は，

入所者自治会と和光園の間で協議が行われ，入所者からの意向を和光園が検討するというものでござい

ました。平成２４年４月に入所者自治会から，地域住民の治療及び入院ができる制度を採用していただ

きたいとの要望が上げられ，平成２３年に再開された外来診療に加え，平成２５年からの一般入院診療

の開始をもって，和光園としての将来構想は完結しているとのことでございました。これに関しては，

奄美和光園創立８０周年記念式典誌の中にも掲載されており，本市におきましても，お互いの将来構想

に関する認識を改めさせられたところでございました。 

 また，昨年８月の意見交換後に始まった取組の一つとしまして，和光園より歴史的建造物の保存等に

係るワーキンググループへの参加依頼がございまして，本市からも参加し，先月２月５日に第１回目が

− 154 − − 155 −



― 29 ― 

運航の改変がなされたものと認識をしているところでございます。奄美・沖縄路線は，住民にとって重

要な路線であることはもとより，観光やビジネスでの利用も十分に見込まれるものと思います。今後の

両地域の交流にも必要不可欠となる路線であると認識をいたしておりますので，国，県，奄美群島１２市

町村，また航空会社で構成をいたします鹿児島県奄美地域離島航空路線協議会においても，奄美・那覇

間の直行便再開についての意見交換を行っているところでございます。そのような中ではございますが，

令和６年度からは奄美の住民を対象にした離島割引制度が沖縄路線にも拡充されたことで，さらなる沖

縄との交流促進につながるものと期待をしているところではございます。 

 議員御質問の，航空機材の拡大につきましてですが，まず奄美・沖縄路線で移動される人数や性別，

年齢などを把握するデータが必要であると考えておりますことから，令和６年度奄美群島広域事務組合

において，奄美群島に来島する方の動態データを取得・分析する事業を実施しております。この事業の

中で，奄美沖縄間の移動人数や性別，年齢などのデータを取得できますので，直行便の再開と併せまし

て，機材の充実をそのデータを基に，必要性についての要望なども検証してまいりたいと考えておりま

す。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  これはある意味におきましたら，我々の悲願でもあるわけですよ。この間，

沖縄での交換会のときにも，向こうの郷友会の方も言っておられたんです。ですから，私はこれは奄美

だけがやっても駄目なんです。沖縄の行政を含めて，向こうの住民も含めて，この活性化の南西活性，

これをみんなで航空会社に陳情しないとなかなか難しいことだと思うんです。いろいろ駆け引きもある

でしょう。そういうのを含めながらも，やっぱり奄美だけじゃなくて，鹿児島県だけじゃなくて沖縄県

も一緒にやる，そういうことで，結局，国も沖縄との奄振の関係を絡めてきたわけですから，理解に値

することはもう当然だと思います。あとは後押しの問題だと思いますので，そういうところをぜひとも

行政の力，我々，また一般の方，それから観光関係の方，エージェントを含めて，いろんな陳情，要望

を出しなさいというのは，我々もそういう動きをいたしますよ，お願いして。そういうので，やっぱり

地域で上げていかないと物事は成就しないんじゃないかとこう思っておりますので，ぜひとも頑張って

いただきたいと思います。市長，頼みますよ。 

それでは，次に移ります。次は，奄美和光園のことについてでございます。奄美市議会として，昨年

の７月に「国立療養所奄美和光園の医療・福祉の充実と将来構想の確立を求める意見書」，これを国，

県へ送付いたしました。本市として，奄美和光園の将来をどのように考えているのか，まずお伺いいた

したいと思います。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，国立療養所奄美和光園の将来構想についてお答えさせていただきま

す。議員御案内のとおり，令和６年第２回定例会において，当該案件についての請願が採択されており

ます。本市におきましても，まずは和光園との情報共有，意見交換を行うことから取組を始めていこう

ということで，昨年８月に和光園を訪問させていただきました。その際，新たに和光園と認識を共有し

たことといたしまして，平成２３年３月に本市が事務局となり策定した将来構想とは別に，和光園のほ

うで，入所者自治会と和光園との合意による将来構想があることが分かりました。 

 本市が事務局となり策定した将来構想は皆様も御承知のことと思いますが，和光園独自の将来構想は，

入所者自治会と和光園の間で協議が行われ，入所者からの意向を和光園が検討するというものでござい

ました。平成２４年４月に入所者自治会から，地域住民の治療及び入院ができる制度を採用していただ

きたいとの要望が上げられ，平成２３年に再開された外来診療に加え，平成２５年からの一般入院診療

の開始をもって，和光園としての将来構想は完結しているとのことでございました。これに関しては，

奄美和光園創立８０周年記念式典誌の中にも掲載されており，本市におきましても，お互いの将来構想

に関する認識を改めさせられたところでございました。 

 また，昨年８月の意見交換後に始まった取組の一つとしまして，和光園より歴史的建造物の保存等に

係るワーキンググループへの参加依頼がございまして，本市からも参加し，先月２月５日に第１回目が
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開催されたところでございます。歴史的建造物につきましては，入所者自治会と和光園の間で選定につ

いて合意がなされ，今後は選定された建造物の保存方法や管理方法などにつきまして，和光園が主体と

なって，引き続きワーキンググループで検討が進められていく予定となっております。議員の御質問に

ございますように，入所者がいなくなった後，和光園の土地や建物がどのように活用されていくかなど

様々な課題がございますが，現時点におきましては，どれも国有財産であり，その運用方針などについ

て国から具体的な内容が示されていない状況でございまして，また，法の整備なども進んでいない状況

でございます。 

 本市といたしましては，入所者の方の御意向を最大限に尊重し，入所者の皆様が穏やかに安心して暮

らしていただけるよう，慎重な取組を心がけてまいりたいと思います。今後も，歴史的建造物の保存等

に係るワーキンググループへの参加をさせていただくとともに，国の動向を注視しながら，引き続き，

全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会や和光園などと情報共有などの連携を図りつつ，取り組んで

まいりたいと存じます。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  なかなか難しいようにも感じるのは，よく理解できます。この問題は，我々

本市議会においても，全会一致をもって国へ請願等をこのように上げておりますので，これはどういう

内容かといいますと，結局，今，先ほど部長がおっしゃられた園としての構想，いわゆるそれは自治会

があったときの構想で，その医療とそういうことに含めてのものにつくっていただきたいということが

あったわけですよね。今，おっしゃったとおり，そのとおりです。それは一つの構想の中で，園として

のものは，それは実際にもう終わっていると。そして，結果的には，入院もできるようになった，外来

もできるようになった。これは私もよく，議会も喜んだときがあります，それはそれで。入院もできる

ようになった。離島からも来れるようになってよかったねと。こんだけ価値がある施設ということは言

うまでもないと思います。 

 そこで，かつて，将来，この構想をどうしたらいいかという検討委員会が，私は前，また前の議長の

ときの，十何年前です。二十何年前ですけど。この検討委員会がなって，一旦出したものが，これは，

このときは国への陳情でありましたので，長寿医療センターみたいなものをしっかりつくって，それを

案として厚労省へ上げました。結果的にはこれは，似通った施設があるので却下されました。それをも

って，国から来た回答をもって，この将来構想検討委員会の案は，一応止めて，それ以来，この検討委

員会は閉めたままなんです。 

 私はそこで何を言いたいかというと，今のままだと国への形しか見えない。じゃあ，一番現場である

この奄美の地にある，奄美市にあるものなんですよね，市長ね。ですから，これがもし後々どうするん

だと。国の施設，厚労省の施設で間違いないです。土地も建物も。なおかつ，そこで働いている，今あ

そこの国立両洋所には約９０人近い人間，看護婦さん，先生含めてであります。地元の人が約八，九割

です。これを含めてのものということでのものが，このハンセン病の，今，自治会がないんですよね。

自治会がないものだから聞きようがないということで，これの代わりと言いませんが，それで今，部長

もおっしゃいました全国ハンセン療養所入所者協議会，そのハンセン病施設１３，たしか日本はあると

思いますけれども，それの全協議会の会長さんです。屋 猛司さんとおっしゃったかな。そういう方が，

それはもう園の代行の形で自分たちは来ているということであるんですよ。それで，この奄美のほうに

何回か足を運ばれて議会との意見交換し陳情している。多分，市長も何回か会われたことあると思いま

すので。あと，あの土地と建物と，言わばあの医療関係のものをどうにかしたいということをお願いし

ているわけですが。 

 ところで，今，その入所者が何名いるか，部長御存じですか。今日現在。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  現在で１０名となっております。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  よく調べましたね。そのとおりでございます。昨年の１２月まで１１名です
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が，この間１人亡くなりました。そういうので，こういうことは寂しいことですが，いずれゼロになり

ます。そのときは，もうみんな年齢的にみんな平均年齢が８０，９０近い。そういうことを考えて，じ

ゃあ何かやらなくちゃいけないというのは私だけじゃないと思う。当然，行政も考えているであろうけ

ど，方法論が必要だと思います。この方法論のために，私はかつてあったこのハンセン病のこの会長さ

んもお願いしていることは，そこにたたき台をつくるものがなければいけないということで，再度，和

光園の将来構想検討委員会を，市が先導を取って，そこに地元の病院，そして経済関係，前回もう銀行

の頭取さん，支店長からみんな来て，それでつくりました。それで，こうしようとできた。 

 今度は，もしいなくなったときに，国がこの土地をどうぞと言うかどうか分かりません。払下げを，

そういうことも含めながらたたき台だけですよ。この間，やっぱり一番考えておられるだろうというこ

とで，私はある先生に電話を入れました。奄美，要するに大島郡医師会会長の稲先生とやり取りしまし

た。先生，本人も気にしていました。国のあの土地，広大な土地もあるけれど，非常にいいところに立

地している。そして，いろんな形で将来はできる可能性が十分あるんじゃないだろうかと。言わば，コ

ンパクトシティみたいなイメージの中で，あのエリアの中で，介護，ヘルパー，そして今本市が絡める

のは包括支援センターがありますよね。点在，これをまとめる，そういう形で，あそこを一つの拠点に

する。そういう構想なんかもいいんじゃないでしょうかねと。やっぱり先生なりの，これは郡医師会で

すから。ですから，やると，もしそういうことを言っているのだって，やるとなったらそれはもう市で

は，郡医師会でもってやるのかとか，そういう話をしていただいたんです。そのためにも，たたき台す

る場所がないと何もできないんじゃないのかな，伊東さん。こういうことです。私もそう思います。 

 このハンセン病の会長さんは，言わばこの園の代行として来ている。権限があって来ているわけです。

というふうに認識していますので，請願を上げたこの中で，部長ね，検討委員会なるものも頑張ってつ

くる気になれませんか。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  今，伊東議員がおっしゃったことも非常に理解できるところでございます。先

ほどの答弁の繰り返しで大変恐縮でありますけれども，まず私たちにいたしましても請願を採択されて

から，まず市として動けることということで，やはり和光園の意向も尊重しなきゃいけないということ

でございまして，まず和光園と意見交換を始めさせていただきました。その中，先ほど話をさせていた

だきましたように，将来構想のことも認識させられたところでございますけれども，その中で国の方か

らも，やはり国の所有物でございますので，国のほうからのそういう方針もまだ示されていない状況，

また，法整備をすると言っておりますが，まだそれもされていない状況の中でございます。やはり今入

所者がいらっしゃる。先ほどお一人亡くなって１０名ということでございますけれども，まだ１０名の

方がいらっしゃって，平均寿命としてみれば全国と同じような形でございます。ですので，まだまだ入

所者がいらっしゃるその中でございます。そういったところで，やっぱり入所者のことも重きに考えな

ければいけないということで，私たちとしては，やはりここは慎重に取り組むべきだろうということを

思っているところでございます。また，それにおきまして，ワーキンググループの中ではしっかりと歴

史的建造物は参加させていただいて，協議は重ねさせていただきたいと思います。 

 併せて，昨年８月お伺いしましても，それからも二，三度意見交換させていただいておりますので，

今後もそういった和光園の皆様とは情報共有と意見交換は引き続き行わさせていただきたいと思ってい

るとございます。その動きをこちらとしては続けたいと思いますので，そういったことで御理解いただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  まあ，なかなか難しい問題だと思いますが，市長，やはり何かつくらないと

意見を集約する場所ができない。お医者さんの関係からもそう思っているということで，そこの和光園

の働いている担当の方に聞いても，国も，そういう場があったら話に来てももうやぶさかじゃないとい

うことも言ったとか言わなかったとかそういうことを言うんですよね。ですから，これは何もできない。

これをじゃあいつまでもしないのかということがあると思いますので，今回はぜひお願いしたいという
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が，この間１人亡くなりました。そういうので，こういうことは寂しいことですが，いずれゼロになり

ます。そのときは，もうみんな年齢的にみんな平均年齢が８０，９０近い。そういうことを考えて，じ

ゃあ何かやらなくちゃいけないというのは私だけじゃないと思う。当然，行政も考えているであろうけ

ど，方法論が必要だと思います。この方法論のために，私はかつてあったこのハンセン病のこの会長さ

んもお願いしていることは，そこにたたき台をつくるものがなければいけないということで，再度，和

光園の将来構想検討委員会を，市が先導を取って，そこに地元の病院，そして経済関係，前回もう銀行

の頭取さん，支店長からみんな来て，それでつくりました。それで，こうしようとできた。 

 今度は，もしいなくなったときに，国がこの土地をどうぞと言うかどうか分かりません。払下げを，

そういうことも含めながらたたき台だけですよ。この間，やっぱり一番考えておられるだろうというこ

とで，私はある先生に電話を入れました。奄美，要するに大島郡医師会会長の稲先生とやり取りしまし

た。先生，本人も気にしていました。国のあの土地，広大な土地もあるけれど，非常にいいところに立

地している。そして，いろんな形で将来はできる可能性が十分あるんじゃないだろうかと。言わば，コ

ンパクトシティみたいなイメージの中で，あのエリアの中で，介護，ヘルパー，そして今本市が絡める

のは包括支援センターがありますよね。点在，これをまとめる，そういう形で，あそこを一つの拠点に

する。そういう構想なんかもいいんじゃないでしょうかねと。やっぱり先生なりの，これは郡医師会で

すから。ですから，やると，もしそういうことを言っているのだって，やるとなったらそれはもう市で

は，郡医師会でもってやるのかとか，そういう話をしていただいたんです。そのためにも，たたき台す

る場所がないと何もできないんじゃないのかな，伊東さん。こういうことです。私もそう思います。 

 このハンセン病の会長さんは，言わばこの園の代行として来ている。権限があって来ているわけです。

というふうに認識していますので，請願を上げたこの中で，部長ね，検討委員会なるものも頑張ってつ

くる気になれませんか。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  今，伊東議員がおっしゃったことも非常に理解できるところでございます。先

ほどの答弁の繰り返しで大変恐縮でありますけれども，まず私たちにいたしましても請願を採択されて

から，まず市として動けることということで，やはり和光園の意向も尊重しなきゃいけないということ

でございまして，まず和光園と意見交換を始めさせていただきました。その中，先ほど話をさせていた

だきましたように，将来構想のことも認識させられたところでございますけれども，その中で国の方か

らも，やはり国の所有物でございますので，国のほうからのそういう方針もまだ示されていない状況，

また，法整備をすると言っておりますが，まだそれもされていない状況の中でございます。やはり今入

所者がいらっしゃる。先ほどお一人亡くなって１０名ということでございますけれども，まだ１０名の

方がいらっしゃって，平均寿命としてみれば全国と同じような形でございます。ですので，まだまだ入

所者がいらっしゃるその中でございます。そういったところで，やっぱり入所者のことも重きに考えな

ければいけないということで，私たちとしては，やはりここは慎重に取り組むべきだろうということを

思っているところでございます。また，それにおきまして，ワーキンググループの中ではしっかりと歴

史的建造物は参加させていただいて，協議は重ねさせていただきたいと思います。 

 併せて，昨年８月お伺いしましても，それからも二，三度意見交換させていただいておりますので，

今後もそういった和光園の皆様とは情報共有と意見交換は引き続き行わさせていただきたいと思ってい

るとございます。その動きをこちらとしては続けたいと思いますので，そういったことで御理解いただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  まあ，なかなか難しい問題だと思いますが，市長，やはり何かつくらないと

意見を集約する場所ができない。お医者さんの関係からもそう思っているということで，そこの和光園

の働いている担当の方に聞いても，国も，そういう場があったら話に来てももうやぶさかじゃないとい

うことも言ったとか言わなかったとかそういうことを言うんですよね。ですから，これは何もできない。

これをじゃあいつまでもしないのかということがあると思いますので，今回はぜひお願いしたいという
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旨での私の要望を含めてでございますので，ひとつ部長も大変ですけれども，市長，前向きにもし検討

のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 次に移ります。次に，国道問題，５８号，例の城地区のものでございますが，いつまでたっても進展

しないので，平田所長，答弁をお願いします。この進捗状況と問題点。 

 

平田博行 住用総合支所事務所長  それでは，答弁させていただきます。国道５８号は，大島本島を横断

する国道でございます。近年，世界自然遺産登録がなされて，観光客等による交通量が増加している道

路でございます。本路線の城地区につきましては，歩道が未整備であることから，歩行者の安全性確保

ができていない状況であり，また急カーブがあり危険な道路であることを本市も認識していることより，

令和５年３月に，国道５８号奄美市住用町城地区の現道拡幅に関する要望書として知事宛に提出をして

おります。また，奄美市議会からも知事宛に要望を行っていただいているところでございます。 

 議員御指摘の本路線の現状につきましては，本路線の事業化に向けて県と連絡協議を行いながら，問

題点の解決に向け，主に３つの取組を続けております。まず，城トンネルの城集落側出口Ｓ字カーブの

箇所につきましては，本箇所山側にある里道の境界確定に向けての取り組んでいるところでございます。

２つ目として，海岸の地籍調査完了地区における境界未確定地につきましては，関係地権者に理解を得

られるよう働きかけを続けており，３つ目の海側にある石垣と防風林の機能の代案につきまして，地域

の意見を伺いながら同意を得られるよう取り組んでいるところでございます。特に，先ほどの３つ目の，

海側にある石垣と防風林機能についての地域意見を伺う中で，海岸のアダンの伐採，あるいは護岸側の

砂の除去，そして国道の危険伐採にも取り組んでいるところでございまして，このような取組を通して

問題解決を一歩一歩進めているところでございます。 

 本市としましては，当該地区を整備することにつきまして，現在整備中の国道５８号おがみ山バイパ

ス後の次期事業の中で，特に優先度の高い事業として位置づけて要望しているところで，県としては，

農地の課題など，地元の調整を整った時点で整備について検討してまいりたいと伺っております。引き

続き，本路線の早期事業化に向けて，県と連絡協議を引き続きで行いながら問題点の解決に努めてまい

りたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと思っております。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  所長，大変よく分かりました。これからも地域でこの仕事が進むよう頑張っ

てくださいよね。市長，この件，一緒に現場にも行って確認されたものでもありますので，現場の環境

はよく分かっていると思いますので，これは何も申しません。引き続き県のほうへのお願いをしたいと

思います。引き続き頑張っていただきたいと思います。 

 次に，奄美のタンカンについてでございますが，市長，新年度方針について，タンカンについて，ア

マミフルーツアイランド確立事業に取み組み，新たにブランド確立推進員を配置し，農家，ＪＡ，奄美

大島５市町村，いわゆる広域，これで連携してブランド産地の確立を推進してまいりますとあるが，こ

れも非常に明るい材料じゃないかとして，将来性が感じられます。もう時間があまりないのでこれをま

とめて言うておきますが，こういうまず確立推進員，こういうすばらしい方をどこから探してきたかは

分かりませんけれども，そういう人材がおられるということだと思うんですが，こういう方の一つの，

どういう方が来るのかということ。さらには，このブランド化というふうになりますけれども，このブ

ランド化には一つの条件が必要だと思います。例えば，ブランド化に，言わば産地の量とかいろいろな

ものがあると思いますが，この辺を含めて，そこまでまとめて御答弁をお願いいたしたいと思います。 

 

大山茂雄 農林水産部長  それでは，午前中も同様の質問がありましたので，また違った視点で御答弁申

し上げたいと思っております。まず，今ブランド推進員の話がありましたので，そこから御答弁申し上

げます。この方は，県職のＯＢでありまして，三十何年，県の果樹の専門官として働いておりました。

それで，現在はこのさつま町の営農専門官として四，五年働いております。それで県の農業学校の指導

員もしておられた方でございます。 

― 33 ― 

 それで，ブランドを団体として認定を受けるための基準，大きく４つありまして，まず午前中申し上

げました鹿児島農林水産認証制度に基づくＧＡＰの認証を受けていること，そして２番目に，一定の出

荷・販売先を確保しており，一定の品質・量を計画的に出荷・販売できる体制であることが２番目。３番

目に，名称，品質，規格，出荷資材及びデザインが統一されていること。４つ目に，指導体制，集出荷

体制及び検査体制が整備されていると。この４つが大きくあります。 

 まず，なぜこの方をまた招致しようということになったかということをお答えします。ＪＡの果樹部

会から，去年の６月ぐらいだったと思いますけど，果樹の専門知識と技術を有した方を奄美大島に招致

して，タンカンの徹底した個別営農指導を実施し，生産農家の単収向上と選果場利用促進による持続可

能なタンカン産地形成を図りたいとの強い要望を受けたところでございます。そこで，新年度から３年

間，奄美大島５市町村で構成する奄美大島選果場管理運営協議会にブランド確立推進員として配置し，

タンカンの産地確立を推進する計画になりました。 

 事業の内容としまして，３つの柱がございます。１つ目に，人材育成でございます。新たに配置する

推進員がＪＡの営農指導員や市町村担当と連携し，タンカン農家に徹底した戸別巡回指導を実施するこ

とにより，農家全体の栽培技術が向上し，一定品質以上のタンカンが安定的に生産される基盤づくりを

図ってまいります。２つ目が，品質の均一化でございます。生産されたタンカンの外観，糖度，酸度な

どの品質が光センサーにより計測され，数値として表示される選果場システムの利用促進を図ってまい

るということ。最後に，ブランド産地の確立でございます。知名度の向上，他産地との差別化，高付加

価値化に基づいた取組を生産農家，ＪＡ，行政が一体となって実施し，５年後の奄美大島産タンカンの

鹿児島ブランド認証を目指してまいります。 

 このように，奄美大島全体の関係者がワンチームとしてブランド化を目指してまいります。ブランド

確立となった将来像としましては，若者が次世代に引き継がれていく魅力ある地域産業として果樹農家

を選択し，他産業と遜色のない所得を達成し，地域経済に活力を生み出す「稼ぐ農業」を実現すること

につながるものと考えております。以上です。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  いいですね。すばらしい。農業関係のこのタンカンのことは非常に厳しい議

論があって，特に今年は，ヒヨドリにまでやられちゃってという大変なこともあります。それと，選果

場の利用，これはＪＡさん，朝，泉さんも言っておられた，ＪＡさんで指定管理を受けて頑張っていま

す。秀，優，やっぱりその選果場に通っているからこそそのものもよくなる。そして，それが結果的に

今言ったブランド化につながるということですので，いいスタッフを得たということも大変すばらしい

じゃないですか。頑張ってくださいよ。 

 それともう一つは，奄美市だけじゃなくて広域，５市町村というのがいいじゃないですか。やはり１人

だけでは難しい。みんなで束になったら物ができる。この１つの物がこの５年後にはこれはブランド化

になるって，部長，気張りますてもう一回，宣誓してください。 

 

奥 輝人 議長  職名を申し出てください。 

 

大山茂雄 農林水産部長  ５年後には必ずなるものと私も信じておりますが，残念ながら，私もよわい

６０になって，３月いっぱいで退職して，外部から本事業の推移を議員の皆様とともに見守ってまいる

所存でございます。新年度の部長には，このわくわくしてやりがいのあるこの事業を進めるよう引継ぎ

をしておきます。どうもありがとうございました。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  部長，力強い，まああとは第二の人生何するか分かりませんけれども，タン

カンづくりだけは片手間にも頑張ってくださいよ。しっかりとこの農家の後の事業，そして職員の自分

の頭のこともしっかりと見て，たまには元気づけてあげてくださいね。以上で私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。 
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 それで，ブランドを団体として認定を受けるための基準，大きく４つありまして，まず午前中申し上

げました鹿児島農林水産認証制度に基づくＧＡＰの認証を受けていること，そして２番目に，一定の出

荷・販売先を確保しており，一定の品質・量を計画的に出荷・販売できる体制であることが２番目。３番

目に，名称，品質，規格，出荷資材及びデザインが統一されていること。４つ目に，指導体制，集出荷

体制及び検査体制が整備されていると。この４つが大きくあります。 

 まず，なぜこの方をまた招致しようということになったかということをお答えします。ＪＡの果樹部

会から，去年の６月ぐらいだったと思いますけど，果樹の専門知識と技術を有した方を奄美大島に招致

して，タンカンの徹底した個別営農指導を実施し，生産農家の単収向上と選果場利用促進による持続可

能なタンカン産地形成を図りたいとの強い要望を受けたところでございます。そこで，新年度から３年

間，奄美大島５市町村で構成する奄美大島選果場管理運営協議会にブランド確立推進員として配置し，

タンカンの産地確立を推進する計画になりました。 

 事業の内容としまして，３つの柱がございます。１つ目に，人材育成でございます。新たに配置する

推進員がＪＡの営農指導員や市町村担当と連携し，タンカン農家に徹底した戸別巡回指導を実施するこ

とにより，農家全体の栽培技術が向上し，一定品質以上のタンカンが安定的に生産される基盤づくりを

図ってまいります。２つ目が，品質の均一化でございます。生産されたタンカンの外観，糖度，酸度な

どの品質が光センサーにより計測され，数値として表示される選果場システムの利用促進を図ってまい

るということ。最後に，ブランド産地の確立でございます。知名度の向上，他産地との差別化，高付加

価値化に基づいた取組を生産農家，ＪＡ，行政が一体となって実施し，５年後の奄美大島産タンカンの

鹿児島ブランド認証を目指してまいります。 

 このように，奄美大島全体の関係者がワンチームとしてブランド化を目指してまいります。ブランド

確立となった将来像としましては，若者が次世代に引き継がれていく魅力ある地域産業として果樹農家

を選択し，他産業と遜色のない所得を達成し，地域経済に活力を生み出す「稼ぐ農業」を実現すること

につながるものと考えております。以上です。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  いいですね。すばらしい。農業関係のこのタンカンのことは非常に厳しい議

論があって，特に今年は，ヒヨドリにまでやられちゃってという大変なこともあります。それと，選果

場の利用，これはＪＡさん，朝，泉さんも言っておられた，ＪＡさんで指定管理を受けて頑張っていま

す。秀，優，やっぱりその選果場に通っているからこそそのものもよくなる。そして，それが結果的に

今言ったブランド化につながるということですので，いいスタッフを得たということも大変すばらしい

じゃないですか。頑張ってくださいよ。 

 それともう一つは，奄美市だけじゃなくて広域，５市町村というのがいいじゃないですか。やはり１人

だけでは難しい。みんなで束になったら物ができる。この１つの物がこの５年後にはこれはブランド化

になるって，部長，気張りますてもう一回，宣誓してください。 

 

奥 輝人 議長  職名を申し出てください。 

 

大山茂雄 農林水産部長  ５年後には必ずなるものと私も信じておりますが，残念ながら，私もよわい

６０になって，３月いっぱいで退職して，外部から本事業の推移を議員の皆様とともに見守ってまいる

所存でございます。新年度の部長には，このわくわくしてやりがいのあるこの事業を進めるよう引継ぎ

をしておきます。どうもありがとうございました。 

 

伊東隆吉 議員（２０番）  部長，力強い，まああとは第二の人生何するか分かりませんけれども，タン

カンづくりだけは片手間にも頑張ってくださいよ。しっかりとこの農家の後の事業，そして職員の自分

の頭のこともしっかりと見て，たまには元気づけてあげてくださいね。以上で私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。 
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奥 輝人 議長  以上で，自民党新政会 伊東隆吉議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時３０分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午後２時４５分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 チャレンジ奄美 正野卓矢議員の発言を許可いたします。 

 

正野卓矢 議員（５番）  市民の皆さん，議場の皆さん，インターネット中継を御覧の皆さん，こんにち

は。チャレンジ奄美の正野卓矢でございます。３月定例会３日目の最後となります。張り切っていきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 質問に入る前に，少し所見を述べたいと思います。つい先日，私のおいっこが大学受験で福岡のほう

へ行った際，同級生でもある，このたび藤島部屋に入門した福崎真逢輝君と偶然会ったそうです。お互

いそれぞれの道を歩んでいく二人ですが，その先にすばらしい未来があることを願っております。福崎

真逢輝君におきましては，３月９日，日曜日より３月場所が始まります。私は親世代でもありますので，

ついついけがだけはしないでほしいと思ってしまいますが，御本人は，テレビのインタビューで，今年

の目標は限界突破であると言っておりました。本人が望む努力が日々積み上げられることを心から祈っ

ておりますし，彼が挑み続ける未来に期待しております。 

 さて，ここ数年，日本人の暮らしは，物価高騰という言葉と切っても切り離せない状態にあります。

最近の米の価格上昇についても様々な意見があると思いますが，米屋の三代目の後継ぎとして私が思う

ことを述べさせていただきます。現在の米不足は，昨年の８月頃，地元のスーパーなどからお米が消え

た頃から始まっています。このタイミングで備蓄米を出していれば，こんな事態にならなかったのでは

ないかと今となっては思いますが，その当時の自分は，新米が出たら元の価格に戻るのではないかと思

っていました。しかし，それ以降も価格は上がる一方で，お米はずっと足りていない状態が続いており

ます。 

 私なりに原因を考えてみますと，以前は新米の出る時期には，前の年のお米が残っており，９月から

１１月，１２月ぐらいまでかけて，前の年のお米から新米に，店頭のお米は変わっていくイメージでし

たが，昨年は前年のお米の不足を受けて，新米入荷とともに店頭に並ぶ全てのお米が新米に変わりまし

た。令和６年産は，前年度の収穫よりも１８トンほど多くお米が取れたという統計がありますが，それ

でも追いつかない状態であることは確かです。また，備蓄米の放出によって良い影響が出るという意見

もありますが，私自身は正直，見通しは難しいと感じています。 

 政府はこれまで，減反政策や転作政策により，お米の価格を調整してきました。この政策に年間

３,５００億円の費用がかかっていると聞きます。その年のお米の需要と供給のバランスをとるためです

が，米の不作と需要の増加により，一気にバランスが崩れてしまいました。昔と比べて，現代の日本人

のお米の年間消費量は半分になりました。今現在も，米の自給率は１００パーセントと言われておりま

すが，日本人の米の消費量が減少しているために達成できている数値とも言えます。この消費量を目安

に，供給の量を試算して減反を進めていくと，万が一の話ですが，台湾有事や世界的な穀物の凶作など

により，日本への穀物の輸入が停止した場合，現在の米の生産高では，私たち日本人の胃袋を賄いきる

ことはできません。なぜなら，一昨年の米の不作，インバウンドによる米の需要の増加，そして小麦な

どの価格上昇を受けて，私たちの主食であるお米にすぐに影響が出たからです。 

 食料は安全保障の一環であり，国民が飢えることのないように，現在の政府が行っている需要と供給

のバランスをとる価格政策から，米を自由に作って，供給が増えすぎたときに農家の所得が不安定にな

らないように保障する所得政策への転換が必要になってきていると確信しています。農家それぞれのス

キルで，できるだけ多くの米を作るべきです。日本の米は世界一おいしいので，政策として米の輸出も

増やし，生産コストが販売価格を上回るなど，価格に課題が生じた場合には，減反政策に使われている
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３,５００億円を使って農家の所得を保障するなど，この令和の米騒動を機に，政策の転換が必要です。

また，どこかで誰かがお米を抱えている，悪い米を買わされているというニュースも見ます。もちろん

事実であると思いますが，政府は米のトレーサビリティ制度を使って，今回のお米の流通，流れをしっ

かりと示していただきたいと思います。このような事態を二度と起こさないように，実態を明らかにす

ることを求めます。 

 お米は日本人にとって，食料としてもそうですが，文化的にも大切な作物です。ここ奄美においても，

みきづくりであったり，そのほかにも伝統的な催事には必要なものとなっています。天候不良などによ

る不作によって国民に動揺が広がることのないよう，国にはもう一度，農政の在り方や米の作付量，水

田の在り方を見直して，国民にとって最善の方法を検討していただいて，政策を作成していただきたい

と思います。それでは，質問に入ります。 

 １，市民生活について。（１）米の価格高騰と生鮮食品の価格高止まりの影響について。米の価格高

騰，生鮮食品等の価格の高止まりが続く中，食費の増加によって家庭への負担が大きくなっています。

また，価格転嫁が難しく，利益率や消費者の購買意欲の低下などにより，小売店・飲食業界にも大きな

影響が出ていると感じています。 

 奄美市として，これらの状態が続くことで市民生活にはどのような影響が出てきていると感じていま

すか。また，備蓄米の放出により，奄美市の消費者，暮らしへの影響についても，併せてお示しくださ

い。よろしくお願いいたします。次の質問から発言席にて行います。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  それでは，正野議員の御質問にお答えします。現下の価格高騰に関する地域経済などに

与える影響の認識についてお答えします。米や生鮮食料品をはじめとした価格高騰につきましては，世

界的な原材料価格の上昇や，ロシアによるウクライナ侵攻の長期化によるエネルギー価格の高騰，急速

な円安の進行といった国際的な情勢に加え，国内的にも物流コストの上昇など様々な要因から国民生活

や社会経済生活に幅広く影響を及ぼしていると認識をしております。 

 本市におきましても，商品券の発行など消費を支援する事業の実施を求める市民の声が寄せられるな

ど，価格高騰が市民生活を直撃しており，消費の縮小や地域経済の停滞が懸念されるなど，市内の社会

経済活動にも大きな影響を与えているものと考えております。市内事業所におきましても，客離れを懸

念し原材料高騰を価格転嫁できず，経営が圧迫されている状況や，長期化する価格高騰に運転資金が追

いつかないといった厳しい影響が出ていると認識をしているところでございます。 

 また，議員御質問の備蓄米の放出による本市消費者，暮らしへの影響についてでございますが，現在，

全国的に歴史的な高騰を見せる米価の安定を図るための放出という報道以上の情報はなく，実際の備蓄

米放出後，各地域への波及について，今の時点では注視していく状況であるというふうに認識をしてお

ります。以上でございます。 

 

正野卓矢 議員（５番）  市長，御答弁ありがとうございます。やはり昨今の物価高騰がもたらす影響が

市民生活には直撃していると感じています。本当にそう思っています。それに対して，奄美市では次年

度の予算でくらし応援ほーらしゃ券の発行デジタル版が６月から９月，紙ベースで９月から翌年１月に

予定されています。そのほかにも様々な物価高騰への対応策が講じられておりますが，現在の物価高の

状況を鑑みると，３月，４月，この時期，年度末，年度始めといった支出が多いときにこそ，全ての世

帯を対象とした市民の生活を下支えする支援が必要だと感じています。 

 厚生労働省の毎月勤労統計調査によりますと，実質賃金は２０２２年４月から２０２４年５月まで

２６か月連続でマイナスとなりました。夏の賞与の増加により一時的にプラスに転じましたが，物価の

上昇も予想されるため，実質賃金がプラス基調に転じるには時間がかかるとも言われております。実質

賃金が減少すると，個人消費の動向にも影響があると考えられます。ここ奄美大島で受ける影響は，国
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３,５００億円を使って農家の所得を保障するなど，この令和の米騒動を機に，政策の転換が必要です。

また，どこかで誰かがお米を抱えている，悪い米を買わされているというニュースも見ます。もちろん

事実であると思いますが，政府は米のトレーサビリティ制度を使って，今回のお米の流通，流れをしっ

かりと示していただきたいと思います。このような事態を二度と起こさないように，実態を明らかにす

ることを求めます。 

 お米は日本人にとって，食料としてもそうですが，文化的にも大切な作物です。ここ奄美においても，

みきづくりであったり，そのほかにも伝統的な催事には必要なものとなっています。天候不良などによ

る不作によって国民に動揺が広がることのないよう，国にはもう一度，農政の在り方や米の作付量，水

田の在り方を見直して，国民にとって最善の方法を検討していただいて，政策を作成していただきたい

と思います。それでは，質問に入ります。 

 １，市民生活について。（１）米の価格高騰と生鮮食品の価格高止まりの影響について。米の価格高

騰，生鮮食品等の価格の高止まりが続く中，食費の増加によって家庭への負担が大きくなっています。

また，価格転嫁が難しく，利益率や消費者の購買意欲の低下などにより，小売店・飲食業界にも大きな

影響が出ていると感じています。 

 奄美市として，これらの状態が続くことで市民生活にはどのような影響が出てきていると感じていま

すか。また，備蓄米の放出により，奄美市の消費者，暮らしへの影響についても，併せてお示しくださ

い。よろしくお願いいたします。次の質問から発言席にて行います。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  それでは，正野議員の御質問にお答えします。現下の価格高騰に関する地域経済などに

与える影響の認識についてお答えします。米や生鮮食料品をはじめとした価格高騰につきましては，世

界的な原材料価格の上昇や，ロシアによるウクライナ侵攻の長期化によるエネルギー価格の高騰，急速

な円安の進行といった国際的な情勢に加え，国内的にも物流コストの上昇など様々な要因から国民生活

や社会経済生活に幅広く影響を及ぼしていると認識をしております。 

 本市におきましても，商品券の発行など消費を支援する事業の実施を求める市民の声が寄せられるな

ど，価格高騰が市民生活を直撃しており，消費の縮小や地域経済の停滞が懸念されるなど，市内の社会

経済活動にも大きな影響を与えているものと考えております。市内事業所におきましても，客離れを懸

念し原材料高騰を価格転嫁できず，経営が圧迫されている状況や，長期化する価格高騰に運転資金が追

いつかないといった厳しい影響が出ていると認識をしているところでございます。 

 また，議員御質問の備蓄米の放出による本市消費者，暮らしへの影響についてでございますが，現在，

全国的に歴史的な高騰を見せる米価の安定を図るための放出という報道以上の情報はなく，実際の備蓄

米放出後，各地域への波及について，今の時点では注視していく状況であるというふうに認識をしてお

ります。以上でございます。 

 

正野卓矢 議員（５番）  市長，御答弁ありがとうございます。やはり昨今の物価高騰がもたらす影響が

市民生活には直撃していると感じています。本当にそう思っています。それに対して，奄美市では次年

度の予算でくらし応援ほーらしゃ券の発行デジタル版が６月から９月，紙ベースで９月から翌年１月に

予定されています。そのほかにも様々な物価高騰への対応策が講じられておりますが，現在の物価高の

状況を鑑みると，３月，４月，この時期，年度末，年度始めといった支出が多いときにこそ，全ての世

帯を対象とした市民の生活を下支えする支援が必要だと感じています。 

 厚生労働省の毎月勤労統計調査によりますと，実質賃金は２０２２年４月から２０２４年５月まで

２６か月連続でマイナスとなりました。夏の賞与の増加により一時的にプラスに転じましたが，物価の

上昇も予想されるため，実質賃金がプラス基調に転じるには時間がかかるとも言われております。実質

賃金が減少すると，個人消費の動向にも影響があると考えられます。ここ奄美大島で受ける影響は，国
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が示す数字よりもさらに大きくなると感じています。物価の上昇率に対して賃上げが追いついていない

状況もあり，９月１９日に行われた中小企業振興会議においては，物価高に加え，最低賃金の上昇によ

る経済負担の増加が経営を圧迫しているなどの報告もありました。市民にとって賃上げという言葉に実

感，リアリティが伴っていないと感じています。 

 そこでお聞きします。米や野菜など市民生活に直結する品目に対する支援や，昨日，永田議員から水

道料の減免という話もありましたが，効果がすぐに見える，全ての世帯への好影響が期待できる支援に

早急に取り組んでいただきたいと思います。要望となりますが，奄美市の御見解をお聞かせください。

よろしくお願いします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  物価高騰対策への必要な事業につきまして，国・県の動向を注視しつつ，

関係団体の意見等も踏まえながら取り組んでいく必要があるものと認識しております。 

 議員から御案内がありましたくらし応援ほーらしゃ券につきましては，市民生活への支援はもとより，

市内経済を循環させる事業所支援の観点からも迅速に発行できるように調整したいと考えております。

また，本市におけるほーらしゃ券実施までの市民生活の支援としましては，約８,５００世帯が対象とな

る非課税世帯へ１世帯当たり３万円の給付金を２月末から給付を開始しております。これは，奄美市２万

３,３４０世帯のうちの３６.４パーセントに当たります。また，加えまして，子育て中の世帯に対して

は，子ども１人当たり２万円の子ども加算給付金も給付する予定としております。 

 また，事業所支援といたしましては，物価高騰の影響により売上高の総利益率等が減少した事業者を

対象に，市内金融機関からの運転資金等の借入れに係る利子に対して，２パーセントまでを限度といた

します新たに補助をする物価高騰対策資金利子補給事業を新年度４月から実施する予定としております

ので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

正野卓矢 議員（５番）  はい，御答弁ありがとうございます。非課税世帯に２月からでしたっけ，３万

円の給付，８,５００世帯ですね。３６.４パーセント。子ども１人当たり２万円の給付されているとい

うことですね。ありがとうございます。 

 お米や食料品の価格高騰の影響は，離島である奄美大島において特に大きいと感じています。国の統

計で，エンゲル係数が４０数年ぶりの高さに達していると報告もあり，本土よりも物価の高い奄美大島

において，このエンゲル係数はさらに高い数値を示すものであると思います。この状況が続く中で，実

際の購買力が減少している可能性が高いと考えます。くらし応援ほーらしゃ券を一度に満額購入できな

い方もいらっしゃるという話もありましたし，利子補給事業にしても，融資を受ける能力がある方には

心強い支援ではありますけれども，今，いっぱいいっぱいで事業を回している事業主の皆さんには支援

が届くのは難しいのではないかと感じます。全ての世帯に行き届く，空白を埋めていくような，奄美市

独自の支援の必要性を感じています。 

 財政調整基金の話，昨日も出ていたと思いますが，今４４億円の積立てがあると認識しています。令

和４年度末には４０億円ちょっと，令和５年度には４１億円，現在は４４億円ということです。物価高

の中で市民の生活が続いていく中，この数年間で上積みしてきた部分，この財政調整基金を積極的に活

用していただくことはできないのかなと考えるわけです。全ての世帯を包み込むような，活力を高めら

れるような支援策を迅速に取り組んでいただきたいと思います。心からの要望となります。今何ができ

るか，できる支援はないのか，もう一度真剣に検討していただきたいと思います。 

 それと併せて，年ごとの生産量や物価の変動などの影響を最小限に抑え，安定した市民生活を送るた

めには，長期的な価格安定化に向けた取組・施策が必要だと思います。市長の施政方針演説の中で述べ

られた「食と農の総合戦略」，特に一次産業の強化，生産者の育成，地場産，農林水産物の消費拡大に

対しては大きな期待をしています。時間と労力がかかる施策だと思いますが，計画策定に時間を要する

のではなく，農家さんの声に寄り添い，いろいろな取組を進めながら市民生活を豊かにできるように，

積極的に動いてほしいと思います。物価高対策に対してはいろいろ思いもありますが，ぜひ頑張ってい
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ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは，次の質問に行かせてもらいます。２，福祉行政について。（１）保育士確保，労働環境の

改善についてお聞きします。保育士の確保や労働環境の整備は，どの自治体でも大きな課題です。奄美

市内の多くの保育施設は，国の基準以上に保育士を配置しておりますが，配慮が必要な児童の増加によ

り，現場ではまだまだ人手不足が続いております。アンケート調査によっても，そのことが明らかなの

ではないかと思います。 

 奄美市では，令和６年度に保育人材確保のため，幾つかの事業に取り組んできました。そこでお聞き

します。①保育体制強化事業について。保育体制強化事業は，保育士の業務負担を軽減し，保育の質を

向上させるために重要な取組だと思います。保育支援者の配置により，保育士が子どもと向き合う時間

を増やし，よりよい保育環境を提供できることが期待できます。この事業の主な目的と具体的な成果，

進捗状況についてお示しください。御答弁よろしくお願いいたします。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それでは，お答えいたします。保育体制強化事業の目的につきましては，議員

御案内のとおり，地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材を保育に係る周辺業務に活用し，保

育士の負担を軽減することによって働きやすい職場環境を整備すること，また児童の園外活動時や特に

見守り等が必要な時間帯の安全管理を図ることとなります。本事業を活用している施設においては，保

育支援者が設備や遊具等の清掃，給食の配膳，後片づけ，お昼寝の見守りなどを行っており，成果とい

たしましては，保育士の休息の取得時間の増加や子どもと向き合う時間が増えるなど，業務の負担軽減

だけでなく，保育の質の向上にもつながっていると伺っております。 

 事業の進捗につきましては，申請予定の施設も含めますと６施設が周辺業務に活用するための人材を

雇用いたしております。本事業の実施や今年度実施してきた保育人材確保に向けた官民連携円卓会議で

の議論をきっかけに，保育士等の業務負担軽減だけにとどまらず，各施設での困りごとやその対策につ

いて考えるよい機会になっているものと考えているところでございます。今後とも，本市としては，そ

れぞれの施設の困りごとに対応できるような事業を実施するための体制を整えてまいりたいというふう

に考えているところです。以上でございます。 

 

正野卓矢 議員（５番）  所長，答弁ありがとうございます。保育士の休息を取る時間が増えたという，

分かりやすい効果が出てきて本当にありがたい事業だと思います。この保育体制強化事業では，保育士

でなくてもできる業務に人材を配置することで，保育士の業務負担が軽減されて子どもと触れ合う時間

が増えること，質の高い保育に専念できるようになるということです。現在６つの施設がこの事業に採

択していますが，効果があるということで，ほかの施設にも効果を周知して，保育の労働環境の改善に

つなげていってほしいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは，②に行きます。提案型課題解決実証モデル事業について。保育施設の課題はそれぞれであ

り，その解決に向けての取組も，施設ごと個別に考えていかなければならないものもあると思います。

奄美市においては，提案型課題解決実証モデル事業において，この課題解決の後押しをしていると思い

ます。保育施設の課題解決に向けたこの事業は，子どもたちの健全な成長と保育士の労働環境の改善を

推進していく上で非常に重要であり，現場で実際の効果が引き出せることが期待されています。この事

業は６月の補正で計上されていたと記憶しておりますが，その目的と対象となる施設，取組など，期待

することと，事業者さんの声など，具体的な効果などありましたらお示しください。よろしくお願いい

たします。 

 

石神康郎 福祉事務所長  御質問の提案型保育人材確保等課題解決実証モデル事業につきましては，本市

の保育施設が抱える様々な課題解決に向けた対策を保育施設が提案し，その対策の実証を行っていただ

くものでございます。民間の１４保育施設を対象に募集を行い，認可保育所３事業者５施設，小規模保

育施設１事業者１施設の合計４事業者６施設から応募があり，その全てを採択いたしております。 
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ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは，次の質問に行かせてもらいます。２，福祉行政について。（１）保育士確保，労働環境の

改善についてお聞きします。保育士の確保や労働環境の整備は，どの自治体でも大きな課題です。奄美

市内の多くの保育施設は，国の基準以上に保育士を配置しておりますが，配慮が必要な児童の増加によ

り，現場ではまだまだ人手不足が続いております。アンケート調査によっても，そのことが明らかなの

ではないかと思います。 

 奄美市では，令和６年度に保育人材確保のため，幾つかの事業に取り組んできました。そこでお聞き

します。①保育体制強化事業について。保育体制強化事業は，保育士の業務負担を軽減し，保育の質を

向上させるために重要な取組だと思います。保育支援者の配置により，保育士が子どもと向き合う時間

を増やし，よりよい保育環境を提供できることが期待できます。この事業の主な目的と具体的な成果，

進捗状況についてお示しください。御答弁よろしくお願いいたします。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それでは，お答えいたします。保育体制強化事業の目的につきましては，議員

御案内のとおり，地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材を保育に係る周辺業務に活用し，保

育士の負担を軽減することによって働きやすい職場環境を整備すること，また児童の園外活動時や特に

見守り等が必要な時間帯の安全管理を図ることとなります。本事業を活用している施設においては，保

育支援者が設備や遊具等の清掃，給食の配膳，後片づけ，お昼寝の見守りなどを行っており，成果とい

たしましては，保育士の休息の取得時間の増加や子どもと向き合う時間が増えるなど，業務の負担軽減

だけでなく，保育の質の向上にもつながっていると伺っております。 

 事業の進捗につきましては，申請予定の施設も含めますと６施設が周辺業務に活用するための人材を

雇用いたしております。本事業の実施や今年度実施してきた保育人材確保に向けた官民連携円卓会議で

の議論をきっかけに，保育士等の業務負担軽減だけにとどまらず，各施設での困りごとやその対策につ

いて考えるよい機会になっているものと考えているところでございます。今後とも，本市としては，そ

れぞれの施設の困りごとに対応できるような事業を実施するための体制を整えてまいりたいというふう

に考えているところです。以上でございます。 

 

正野卓矢 議員（５番）  所長，答弁ありがとうございます。保育士の休息を取る時間が増えたという，

分かりやすい効果が出てきて本当にありがたい事業だと思います。この保育体制強化事業では，保育士

でなくてもできる業務に人材を配置することで，保育士の業務負担が軽減されて子どもと触れ合う時間

が増えること，質の高い保育に専念できるようになるということです。現在６つの施設がこの事業に採

択していますが，効果があるということで，ほかの施設にも効果を周知して，保育の労働環境の改善に

つなげていってほしいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは，②に行きます。提案型課題解決実証モデル事業について。保育施設の課題はそれぞれであ

り，その解決に向けての取組も，施設ごと個別に考えていかなければならないものもあると思います。

奄美市においては，提案型課題解決実証モデル事業において，この課題解決の後押しをしていると思い

ます。保育施設の課題解決に向けたこの事業は，子どもたちの健全な成長と保育士の労働環境の改善を

推進していく上で非常に重要であり，現場で実際の効果が引き出せることが期待されています。この事

業は６月の補正で計上されていたと記憶しておりますが，その目的と対象となる施設，取組など，期待

することと，事業者さんの声など，具体的な効果などありましたらお示しください。よろしくお願いい

たします。 

 

石神康郎 福祉事務所長  御質問の提案型保育人材確保等課題解決実証モデル事業につきましては，本市

の保育施設が抱える様々な課題解決に向けた対策を保育施設が提案し，その対策の実証を行っていただ

くものでございます。民間の１４保育施設を対象に募集を行い，認可保育所３事業者５施設，小規模保

育施設１事業者１施設の合計４事業者６施設から応募があり，その全てを採択いたしております。 
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 実証事業としての取組を具体的に申し上げますと，就職フェアへの参加やインターネット有料広告を

活用した求人活動，保育士養成校への訪問による事業所説明会といった人材確保対策のほか，園児見守

りのための体動センサーの活用や出退勤管理システムといったデジタル活用の取組もございます。加え

て，保育士の就労環境向上対策といたしまして，休憩室や室務スペース改善のほか，健康経営支援の導

入が実施されております。 

 ただいま御説明いたしましたとおり，採択となった保育施設におきましては，各園での課題を捉え，

多種多様な取組が順調に展開されているところでございます。それぞれの取組において，保育士の事務

作業軽減や，現場環境への満足度向上等についての効果が表れてきており，他の施設にとって参考にな

るものと考えているところでございます。そのため，新年度には事業報告会を開催し，他の施設とも情

報を共有することで，事業成果を市内各施設に波及できるよう努めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。以上でございます。 

 

正野卓矢 議員（５番）  答弁ありがとうございます。４事業者で６つの施設で採択されたということで

すね。休憩を取る，ノンコンタクトタイムというんですかね。保育士が子どもと物理的に離れて業務を

するとか，休憩するということと，寝ている間に，子どもが寝ているのを見守るやつということですね。

ちょっとよく，今難しくてあれだったですけれども，健康経営支援というのがよく分からないんですが，

聞いてよろしければいいですか。大丈夫ですか。 

 

石神康郎 福祉事務所長  お答えをいたします。職業病改善のための健康経営支援ということでございま

して，保健師等が抱えるような悩み事とかそういうもののことをいろいろ伺いながら支援をしていく，

経営に生かしていくというようなところでございます。以上でございます。 

 

正野卓矢 議員（５番）  所長，ありがとうございます。他の効果をほかの事業所にも紹介していくとい

うことですので安心しました。周知して進めていってほしいと思います。 

 それでは，もう③の質問に行かせていただきます。保育人材確保に向けた官民連携の円卓会議から提

言を受けて，奄美市として，次年度の予算にも上がっていると思いますが，今後の取組についてお示し

ください。よろしくお願いいたします。 

 

石神康郎 福祉事務所長  それでは，お答えをいたします。円卓会議からの提言を受けての今後の取組に

ついての御質問でございますが，まず提言の概略について御説明いたします。令和６年度，本市では，

保育人材確保に向けた官民連携円卓会議を立ち上げ，行政や保育施設のみならず，奄美看護福祉専門学

校の講師や働き方の専門家，障害児通所支援事業所など多様な委員による議論を行ってまいりました。

この円卓会議での議論や現場の声が反映されたアンケートを取りまとめたのが，御質問にございます，

奄美市における保育人材確保に向けた官民連携共同提言でございます。 

 本提言のポイントでございますが，本市の保育における４年後のありたい姿が明確にされ，その実現

に向けた課題を保育士が働き続けたい職場，労働環境の改善と目的に応じた人材の明確化とその確保の

２点に定められております。その解決に向けては，保育施設が主体的役割を担うということを共通の認

識とし，保育施設の魅力向上と目的を明確化した人材確保の２つの柱に基づく６つの対策に期間を限定

して，集中的に取り組むというものでございます。なお，本提言は本市及び全認可保育施設に提出され

たところでございます。 

 提言提出を受けた今後の取組についてでございますが，まず，スピード感をもって円卓会議の議論を

具体化するために，官民，地域が一体となった対策を推進する奄美市保育人材確保等官民連携実行委員

会に係る予算を昨年の１２月議会に計上いたしました。現在，保育の魅力を伝えるために，保育パンフ

レットや中学生向けの保育士の夢を応援するチラシの作成に取り組んでいるところでございます。 

 これに加え，新年度からは，提言の実現に向けて，各保育施設の取組を強力に支援してまいります。
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私立保育所におきましては，私立保育施設魅力向上等実行計画交付金を新設し，施設が抱える課題解決

に向けて，施設自身が計画を立て，国や県の補助事業も活用し，対策を講じることができる仕組みを構

築いたします。計画策定から対策の実施まで，市としても各施設に寄り添った支援に努めてまいります。 

 また，保育士支援アドバイザー業務を新設し，保育士が抱える様々な悩みに対して，安心して相談で

きる体制を構築することで，保育士としての働きがいを高められる環境づくりに取り組んでまいります。

加えて，公立保育施設におきましては，デジタル化を推進し，事務改善による保育士の負担軽減や保護

者の利便性と保育の質の向上に取り組んでまいります。 

 今後も，提言の実現に向け，官民が一体となった取組を積極的に推進し，保育人材の確保に努めてま

いる所存でございますので，御理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 

 

正野卓矢 議員（５番）  ありがとうございます。２つの柱が，保育士が働き続けたいと思う職場の労働

環境の改善と目的に応じた人材の明確化とその確保ということですね。そして，６つの対策が，働き方

のアップデート，就労環境のアップデート，保育イメージのアップデート，業務改善のための人材確保，

受入れ定員のための人材確保，保育施設の持続化に向けた人材確保，この６つで大丈夫ですか。ありが

とうございます。よく分かりました。 

 それで来年度，次年度の新規の事業が，保育士支援アドバイザー事業と，公立保育所ＩＣＴ化推進事

業と，私立保育園の魅力向上につながると思います。保育士アドバイザー業務は，保育業務に関する悩

みを抱える保育士に対し，保護者への適切な対応方法や，働き方の見直しなどに関する助言や指導を行

って，保育士としての生きがいを高めるための取組だということで，保育士の皆さんにとって心強い取

組だと感じます。仕事上，人間関係や健康面，子育てをしながら働いている方など，保育士の皆さんに

は悩みが多岐にわたると思います。また，忙しさから，同僚に相談する時間もなく，頼りづらい雰囲気

があることも考えられます。こうした悩みを１人で抱え込まないように，相談しやすい環境づくりに取

り組んでいってほしいと思います。 

 保育士が抱える悩み，どういうのが多いのか，アドバイザーはどういった仕事をするのだろう，何名

くらいいるのとか，アドバイザーの方は相談に乗るだけなのか，それとも相談の背景の確認から解決に

導くためにどこまで関わってくれるのか。助言や指導の内容はなどとか，聞きたいことはいろいろとあ

るのですけれども，通告もしていないので，委員会の方でやらせていただきます。 

 公立保育園のＩＣＴ推進事業については，市長の施政方針の中で，保護者の利便性というところに特

定しているところが少し気になったのですけど，ＩＣＴを導入することで，その効果が多方面に及ぶこ

とを期待しております。１つ気になるのが，デジタルが苦手な職員がいらっしゃると思います。その職

員の皆さんが，置いてけぼりにされた気持ちにならないように，この先生方が気持ちよく新しい技術に

取り組めるような空気づくりで進めていただけたらと思います。最初は苦手な職員のフォローを別の職

員がすることになると思いますが，その状態が続きますと，ＩＣＴ導入によって，なぜか負担のかかる

職員が出てしまうという本末転倒な形になりそうなので，奄美市としてＩＣＴを導入する際には，より

丁寧に理解を得ながら，効果的な利活用ができるように取り組んでほしいと思います。 

 私立保育園魅力向上実行の事業については，先ほど質問させていただいた保育体制強化事業と提案型

の実証モデル事業の今後にもつながってくる事業だと思うんですけれども，保育施設の課題はそれぞれ

異なり，その解決に向けた取組も施設ごとに考えていく必要があります。課題の解決や魅力の発信には，

子どもを中心に保育に関わる全ての方の協力が不可欠です。ですけど，保育現場の環境をより良く整備

して魅力を向上させようとすればするほど，現場の仕事量はどうしても増えてしまいます。この部分の

悩ましさをどうマネジメントして整理していくのか。奄美市にはきちんと各施設に寄り添って，共に取

り組んでいってほしいと思います。これらの事業を通して，今後，保育士の確保につなげていくことに

なるわけですけれども，今はみなし保育士として働かれている先生方のキャリアアップの支援も大切に

なってくるのではないかと思いますので，その支援についても検討していただけたらありがたいと思い

ます。 
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私立保育所におきましては，私立保育施設魅力向上等実行計画交付金を新設し，施設が抱える課題解決

に向けて，施設自身が計画を立て，国や県の補助事業も活用し，対策を講じることができる仕組みを構

築いたします。計画策定から対策の実施まで，市としても各施設に寄り添った支援に努めてまいります。 

 また，保育士支援アドバイザー業務を新設し，保育士が抱える様々な悩みに対して，安心して相談で

きる体制を構築することで，保育士としての働きがいを高められる環境づくりに取り組んでまいります。

加えて，公立保育施設におきましては，デジタル化を推進し，事務改善による保育士の負担軽減や保護

者の利便性と保育の質の向上に取り組んでまいります。 

 今後も，提言の実現に向け，官民が一体となった取組を積極的に推進し，保育人材の確保に努めてま

いる所存でございますので，御理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 

 

正野卓矢 議員（５番）  ありがとうございます。２つの柱が，保育士が働き続けたいと思う職場の労働

環境の改善と目的に応じた人材の明確化とその確保ということですね。そして，６つの対策が，働き方

のアップデート，就労環境のアップデート，保育イメージのアップデート，業務改善のための人材確保，

受入れ定員のための人材確保，保育施設の持続化に向けた人材確保，この６つで大丈夫ですか。ありが
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 それで来年度，次年度の新規の事業が，保育士支援アドバイザー事業と，公立保育所ＩＣＴ化推進事

業と，私立保育園の魅力向上につながると思います。保育士アドバイザー業務は，保育業務に関する悩

みを抱える保育士に対し，保護者への適切な対応方法や，働き方の見直しなどに関する助言や指導を行

って，保育士としての生きがいを高めるための取組だということで，保育士の皆さんにとって心強い取

組だと感じます。仕事上，人間関係や健康面，子育てをしながら働いている方など，保育士の皆さんに

は悩みが多岐にわたると思います。また，忙しさから，同僚に相談する時間もなく，頼りづらい雰囲気

があることも考えられます。こうした悩みを１人で抱え込まないように，相談しやすい環境づくりに取

り組んでいってほしいと思います。 

 保育士が抱える悩み，どういうのが多いのか，アドバイザーはどういった仕事をするのだろう，何名

くらいいるのとか，アドバイザーの方は相談に乗るだけなのか，それとも相談の背景の確認から解決に

導くためにどこまで関わってくれるのか。助言や指導の内容はなどとか，聞きたいことはいろいろとあ

るのですけれども，通告もしていないので，委員会の方でやらせていただきます。 

 公立保育園のＩＣＴ推進事業については，市長の施政方針の中で，保護者の利便性というところに特

定しているところが少し気になったのですけど，ＩＣＴを導入することで，その効果が多方面に及ぶこ

とを期待しております。１つ気になるのが，デジタルが苦手な職員がいらっしゃると思います。その職

員の皆さんが，置いてけぼりにされた気持ちにならないように，この先生方が気持ちよく新しい技術に

取り組めるような空気づくりで進めていただけたらと思います。最初は苦手な職員のフォローを別の職

員がすることになると思いますが，その状態が続きますと，ＩＣＴ導入によって，なぜか負担のかかる

職員が出てしまうという本末転倒な形になりそうなので，奄美市としてＩＣＴを導入する際には，より

丁寧に理解を得ながら，効果的な利活用ができるように取り組んでほしいと思います。 

 私立保育園魅力向上実行の事業については，先ほど質問させていただいた保育体制強化事業と提案型

の実証モデル事業の今後にもつながってくる事業だと思うんですけれども，保育施設の課題はそれぞれ

異なり，その解決に向けた取組も施設ごとに考えていく必要があります。課題の解決や魅力の発信には，

子どもを中心に保育に関わる全ての方の協力が不可欠です。ですけど，保育現場の環境をより良く整備

して魅力を向上させようとすればするほど，現場の仕事量はどうしても増えてしまいます。この部分の

悩ましさをどうマネジメントして整理していくのか。奄美市にはきちんと各施設に寄り添って，共に取

り組んでいってほしいと思います。これらの事業を通して，今後，保育士の確保につなげていくことに

なるわけですけれども，今はみなし保育士として働かれている先生方のキャリアアップの支援も大切に

なってくるのではないかと思いますので，その支援についても検討していただけたらありがたいと思い
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 そして，魅力の発信についてなんですけど，保育は重労働で低賃金といったイメージを払拭していく

のは簡単ではないと感じております。子どものことが本当に好きで，将来を思って資格を取って保育士

として働き始めましたけど，何かしらの理由で辞めざるを得なかった方々，そういった皆さんが，今の

現場ならもう一度働きたいと感じる，そのような声が聞こえてくることがあれば自然と魅力が上がって

くるのではないかと感じています。潜在保育士の皆さんの声も丁寧に拾っていく姿勢が長く継続して保

育の職についてもらえるような労働環境の整備につながっていくと考えます。そして今から保育士にな

りたいと考える皆さんへのアプローチにもなると思います。子どもたちにとって，保育士の皆さんにと

って，保護者にとって，そして保育施設にとって，本当に生きた支援とは何なのか，この部分を大切に

して今後も進めていってほしいと思います。期待しております。これでこの質問は終わります。 

 次に行きます。３，産業振興について，（１）自家用有償旅客運送について。しまバスの路線変更に

伴い，住用地区，笠利地区では日中に交通空白地となる時間帯が発生することから，地域住民や観光客

の移動手段として，昨年１０月から実験的に実証されている自家用有償旅客運送についてお聞かせくだ

さい。笠利・住用地区，それぞれの地域性に沿った取組だとは感じていますが，利用状況はいかがだっ

たでしょうか。それぞれの利用者数をお示しください。また，どのような方々の利用が多かったのか，

観光客の利用状況や障害のある方々の利用はあったのか，分かる範囲で構いませんので，御答弁よろし

くお願いいたします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  では，ただいまの御質問についてお答えいたします。なお，利用者数につ

きましては１月末までの数字でお答えをさせていただきます。住用地区におきましては，デマンド型で

ございますので，ドア・ツー・ドアの方式で運行を行っております。令和７年１月末までの延べ利用者

数は３４８名となっております。次に，笠利地区につきましては，定時・定路線型の３路線を運行して

おります。１月末までの路線別の延べ利用者数ですが，笠利北部東周り路線，こちらが８８名，笠利北

部西周り路線，こちらが２０８名，赤木名から龍郷町赤尾木の往復路線，これが１１３名の合計４０９名

となっております。 

 利用者の目的につきましては，両地区とも，地区内の公共機関や病院，買物などのために利用されて

いるほか，しまバスが運行いたします名瀬へのバスの乗り換えに乗られている状況となっております。

また，委託事業者へ確認を行いましたところ，障害者の利用につきましては，乗車時に障害者手帳の確

認などを行っておりませんので，ちょっと把握ができないところですが，やはりつえをつくなど歩行に

一定の影響のある方，また車両の乗降に多少支援が必要な方が多いような状況になっております。また，

観光客の利用につきましては，ほぼなかったということでお聞きをしている状況です。 

 

正野卓矢 議員（５番）  部長，ありがとうございます。 

 笠利地区で延べ４０９名，住用地区で３４８名，買物客や公共機関，病院へのバスの乗り換えの利用

が多かったということですね。障害の方はちょっと把握できず，観光客の方はいらっしゃらなかったと

いう確認をさせていただきました。 

 それでは，２の質問に行きたいと思います。今回の実証実験の中で，地域住民の皆さんや利用者の方々，

また事業者からどのような声がありましたか。予約の仕方であったり，路線ルート，運行方式，価格，

地域ニーズやサービスの向上についての提案など，ほかにも何かあればぜひお願いします。もしアンケー

ト等を実施されたのであれば，どのような声があったか，御答弁よろしくお願いいたします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  利用者からの要望といたしましては，住用地区では，土・日に運行してほ

しい。また，運行時間の延長があるようです。笠利地区におきましては，ルートの変更，また増便の要

望等がありました。このほか，しまバスが減便になったということで，それに代わる自家用有償運送，

これは非常にありがたいということでの意見を多くいただいたところでございます。また，委託事業者

のほうからは，使用車両の利便性の向上についての要望等があったところでございます。 
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 以上のような要望を受けまして，笠利地区においては，新年度にニーズに合わせた変更を行う予定に

しております。住用地区における要望として，名瀬市内までの運行延長ということがございますが，こ

れにつきましては，自家用有償旅客運送については，交通空白地内における運行となっております。現

在，事業者による運行がされている地区では，事業者の事業圧迫になることも考えられますので，奄美

市の地域公共交通活性化協議会にて慎重な議論が必要な事項であると考えておりますので，御理解をい

ただきたいと思います。 

 

正野卓矢 議員（５番）  はい，御答弁ありがとうございます。様々な自治体の取組をネットで拝見しま

すと，自家用旅客運送の目的地として，病院，スーパーマーケットが多かったので，奄美市の県立病院

まで行けたらいいなという気持ちも分からないでもないような気がしますが，今の制度上，仕方ないと

思います。了解しました。確認なのですけれども，自家用有償旅客運送ですが，お達者ご長寿応援券の

利用も可能でしょうか。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  この運賃の支払いにお達者ご長寿応援券が利用可能かということですが，

これまで両事業者とも利用可能な事業者ですので，両地区においても旅客運送の支払いには利用が可能

となっております。 

 

正野卓矢 議員（５番）  ありがとうございます。名瀬に比べて，住用とか笠利のお達者ご長寿応援券の

利用率が低い記憶があったので聞かせてもらいました。この取組を機に利用率が高まることも期待して

います。 

 それでは，③バスとタクシーの連携についてお聞きします。利用者減少や担い手の不足が深刻化して

いる奄美大島の公共交通の持続可能な在り方について，基本方針と目標を定めた奄美大島公共交通計画

が策定されたと地元紙で読みました。奄美大島全体を対象とした広域的な地域公共交通計画であると思

いますが，広域的な移動を円滑に行うためには，バス会社やタクシー会社との連携が重要だと感じます。

そこで質問です。自家用有償旅客運送は，この奄美大島地域公共交通計画とどのように関連しており，

市町村間でどのように連携していくのでしょうか。よろしくお願いします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  議員御案内のとおり，奄美大島地域公共交通計画につきましては，今後の

奄美大島全体の公共交通の持続可能な在り方について，基本方針と目標を定めるということで，２月

１９日に開催されました第４回奄美大島地域交通活性化協議会において策定されました。この策定に当

たりましては，バス，タクシー事業者も協議会委員として参画をいただき，連携を図りながら計画の実

施体制を構築したところでございます。 

 このような中，まず本計画におきましては３つの基本方針，その１つとしては，広域連携による便利

で持続可能な公共交通の構築を定め，奄美大島５市町村の広域連携によって，限られた輸送資源を効率

的に活用するとしております。自家用有償旅客運送につきましても，本計画では，今後の路線バスの廃

止・減便等があった際に，交通空白地の発生を防ぐための施策の１つとして位置づけたところでござい

ます。 

 市町村間での連携ということにつきましては，自家用有償旅客運送を既に導入している自治体からの

ノウハウの共有をはじめ，それぞれの市町村での動向につきましても情報の共有を行い，奄美大島全体

として効率よく導入していくということを広域連携のポイントとして挙げているところでございます。

この計画を策定するに当たりましては，同時に連動性を図るため奄美大島５市町村それぞれの公共交通

計画も策定しております。本市においても，奄美市地域公共交通計画を策定したところでございます。 

 自家用有償旅客運送の導入につきましては，持続可能な公共交通の構築のための重要な施策の１つで

あると認識しております。引き続き，奄美大島５市町村，また交通事業者，関係団体の皆様と連携を図

ってまいりたいと思いますので，御理解いただきたいと存じます。 
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 このような中，まず本計画におきましては３つの基本方針，その１つとしては，広域連携による便利

で持続可能な公共交通の構築を定め，奄美大島５市町村の広域連携によって，限られた輸送資源を効率
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ます。 

 市町村間での連携ということにつきましては，自家用有償旅客運送を既に導入している自治体からの
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ってまいりたいと思いますので，御理解いただきたいと存じます。 
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正野卓矢 議員（５番）  ありがとうございます。ちなみに，バスとの連携といえば，廃止路線代替バス

なんですけれども，通勤，通学，通院，買物など日常生活に交通手段を維持するため，地域住民の生活

に欠かせない重要な役割を果たしていますが，利用者の減少や運転手不足などが課題となっていること

も事実です。今後，路線継続が難しくなった場合，この自家用有償旅客運送事業を活用して，住民の交

通手段を守っていくことも，奄美市は検討しているのかどうか，よろしくお願いいたします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  まず，現在の廃止路線代替バスに関しての自家用有償旅客運送での対応と

いう可能性かと思います。まず，この廃止路線代替バスにつきましては，従前の路線バスが撤退をした

９路線において，地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るために，本市がしまバスへ委託を

して運行していただいているものでございます。路線バスの廃止や減便によりまして，交通空白地の発

生を防ぐための重要な施策ですが，まずは廃止路線代替バスの運行の継続について，引き続き事業者と

の綿密に協議をまず図ってまいりたいと思います。今後，路線再編等によりまして，新たに交通空白地

が生じる場合には，地域のニーズを踏まえた上で，自家用の有償旅客運送を含めた施策を検討し，地域

住民の交通手段の確保に努めてまいりたいと存じます。 

 

正野卓矢 議員（５番）  ありがとうございます。なぜそう思ったかというと，バスで乗らない時間帯も

多いと思いますので，もしでしたら，しまバスと委託契約して，その間を自家用有償で補えないかなと

思ったので，ちょっと聞かせてもらいました。ありがとうございます。 

 それでは，④に移りたいと思います。先ほどちょっとあったので重複するかもしれませんが，令和７年

度の予算にも組み込まれておりますが，どのような取組を予定しているのかというのを，よろしいでし

ょうか。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  では，令和７年度の自家用有償旅客運送についての取組についてお答えい

たします。先ほど少し触れましたが，まず，令和６年度と同様に住用地区はデマンド型，笠利地区にお

きましては，定時・定路線型の運行を継続して行う予定であります。笠利地区におきましては，先ほど

少し触れましたが，利用実績，また利用者，委託事業者の御要望などもありまして，奄美市地域交通活

性化協議会等でも御意見をいただき，路線の変更と，それに伴う運行時刻の変更を行います。また，住

用の嘱託員会，笠利の駐在員会でもこれについて周知を行いながら，利用者の増加を目指すとともに，

委託事業者とともに協議を行いながら，さらなる利便性の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 

正野卓矢 議員（５番）  答弁ありがとうございます。皆さんの声を生かして利便性を高めていくという

ことだと思いますけど，先ほど声が上がってきたことで述べていた，住用地区はドアからドアまでなの

ですごい便利かなと思うんですけど，土・日の運送とか，時間の延長とか，こういったことは入ってい

ませんか。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  はい，たしか笠利地区の方での変更をお伝えいたしました。住用地区につ

いても確かに要望等出ておりますが，現在のところ，全体の利用者の中では，意見としてはちょっと多

数の意見ではないというところもあります。また，ドア・ツー・ドアというところで，かなりタクシー

的な乗り方が利用がされているというところで，非常に好評，おおむね好評であるというふうに，こち

らのほうは認識をいたしているところです。 

 

正野卓矢 議員（５番）  ありがとうございます。すみません，急に質問して。 

 では，次の質問に移ります。⑤名瀬地区での導入についてお聞きします。宮古島では，観光バースか

らの移動手段に取り入れられているようですけれども，クルーズ船の来港時には，移動手段が不足して

― 43 ― 

いるとよく聞きます。ある種，交通空白なタイミングだと感じますけど，御検討いただければと思いま

すが，奄美市の考えをお示しください。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  まず，自家用有償旅客運送をクルーズ船の寄港時にということでございま

すが，まず，既存のバス，タクシー，交通事業者による輸送サービスの提供が困難である場合に，バス，

タクシー事業者をはじめ，地域の関係者による十分な協議を経た上で，道路運送法上の登録を受けて，

必要な安全策を講じて活用するということになっているところです。 

 まず，クルーズ船寄港時に，自家用有償旅客運送がどうかという点なんですが，まず，クルーズ船の

入港が不定期であるということ，また，それにつきまして運行管理を行う事業者が必要になりますが，

この事業者が，クルーズ船が寄港するときに運転手の確保，また，安全管理等の業務負担を担えるのか

どうかというところが，多くの課題があるかと思います。昨日，幸多議員でも御答弁いたしましたが，

クルーズ船の場合バスツアーが主でございまして，それに参加されない方，また下船の状況などがなか

なかこちらのほうで分かりにくいというところもございます。 

 クルーズ船の寄港時の交通不足に関しましては，これまでもクルーズ船受入協議会の中で，バス，タ

クシー事業者と協議してきたところではございます。今後につきましても，御案内のありました宮古島

の事例等も参考にしながら，協議会の中で協議をいたしまして，二次交通不足への対応について研究を

してまいりたいと思います。 

 

正野卓矢 議員（５番）  ありがとうございます。いろいろ質問させていただきました。今後も行政，事

業者，住民の皆さんをより巻き込んで，事業に対する話合いを持ってほしいと思います。そういったこ

とで利用促進にもつながりますし，自然な広がりがあると感じています。サービスについてもより良い

方向に進むのではないかと思いますので，ぜひそのような取組をお願いします。高齢化社会が進む中，

交通の空白が生まれそうな地域につきましては，このサービスはとても需要があるように思います。住

民と事業者によってお互いＷｉｎ・Ｗｉｎとなるような広がりを見せてくれたらと思います。笠利と住

用で運行のやり方が違うように，地域によってより良いやり方というものを研究して，考えることをや

めずに，市民の皆さんが今住んでいるところで安心して過ごせるような交通計画を進めていってほしい

と思います。これでこの質問を終わります。 

 ４，教育行政について，家庭におけるＷｉ─Ｆｉ環境整備支援についてお聞きします。ＧＩＧＡスクー

ル構想の一環として，全国の児童生徒１人１台にタブレットが配布されて５年が経過，奄美市において

も更新の時期が来ていると思います。この間，持ち帰り学習に関しては，先行してタブレットを活用し

ている学校と，あまり活用できていない学校があると聞きます。奄美市では持ち帰り学習について推奨

しておりますが，進んでいるところとそうでないところ，少し差が出てきているような気がしておりま

す。 

 家庭内での学びの環境整備は，未来を担う子どもたちの成長にとって非常に重要です。特に，経済的

な格差が学びの差を生まないよう，全ての子どもが個別最適な学習環境を手に入れることが求められて

いると思います。Ｗｉ─Ｆｉ環境の整備はその一環として不可欠であり，家庭環境によって不利な立場

に置かれた子どもたちにも平等な学習機会を提供することが重要だと考えます。 

 そこでお聞きします。今現在，奄美市が行っている家庭におけるＷｉ─Ｆｉ環境の支援についてお聞

かせください。 

 

正本英紀 教育部長  それでは，議員の御質問にお答えいたします。議員御案内のとおり，本市におきま

しても学びの環境整備は非常に重要と捉えており，令和３年度には，ＧＩＧＡスクール構想による１人

１台タブレット端末の整備を行い，授業や家庭学習におけるＩＣＴ機器の活用を図っております。特に，

児童生徒が家庭にタブレット端末を持ち帰り，オンラインによるＡＩドリル等を用いて，自己の苦手分

野等に繰り返し取り組むことは，個別最適な学びとして非常に有益であると考えております。 
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いるとよく聞きます。ある種，交通空白なタイミングだと感じますけど，御検討いただければと思いま

すが，奄美市の考えをお示しください。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  まず，自家用有償旅客運送をクルーズ船の寄港時にということでございま

すが，まず，既存のバス，タクシー，交通事業者による輸送サービスの提供が困難である場合に，バス，

タクシー事業者をはじめ，地域の関係者による十分な協議を経た上で，道路運送法上の登録を受けて，

必要な安全策を講じて活用するということになっているところです。 

 まず，クルーズ船寄港時に，自家用有償旅客運送がどうかという点なんですが，まず，クルーズ船の

入港が不定期であるということ，また，それにつきまして運行管理を行う事業者が必要になりますが，

この事業者が，クルーズ船が寄港するときに運転手の確保，また，安全管理等の業務負担を担えるのか

どうかというところが，多くの課題があるかと思います。昨日，幸多議員でも御答弁いたしましたが，

クルーズ船の場合バスツアーが主でございまして，それに参加されない方，また下船の状況などがなか

なかこちらのほうで分かりにくいというところもございます。 

 クルーズ船の寄港時の交通不足に関しましては，これまでもクルーズ船受入協議会の中で，バス，タ

クシー事業者と協議してきたところではございます。今後につきましても，御案内のありました宮古島

の事例等も参考にしながら，協議会の中で協議をいたしまして，二次交通不足への対応について研究を

してまいりたいと思います。 

 

正野卓矢 議員（５番）  ありがとうございます。いろいろ質問させていただきました。今後も行政，事

業者，住民の皆さんをより巻き込んで，事業に対する話合いを持ってほしいと思います。そういったこ

とで利用促進にもつながりますし，自然な広がりがあると感じています。サービスについてもより良い

方向に進むのではないかと思いますので，ぜひそのような取組をお願いします。高齢化社会が進む中，

交通の空白が生まれそうな地域につきましては，このサービスはとても需要があるように思います。住

民と事業者によってお互いＷｉｎ・Ｗｉｎとなるような広がりを見せてくれたらと思います。笠利と住

用で運行のやり方が違うように，地域によってより良いやり方というものを研究して，考えることをや

めずに，市民の皆さんが今住んでいるところで安心して過ごせるような交通計画を進めていってほしい

と思います。これでこの質問を終わります。 

 ４，教育行政について，家庭におけるＷｉ─Ｆｉ環境整備支援についてお聞きします。ＧＩＧＡスクー

ル構想の一環として，全国の児童生徒１人１台にタブレットが配布されて５年が経過，奄美市において

も更新の時期が来ていると思います。この間，持ち帰り学習に関しては，先行してタブレットを活用し

ている学校と，あまり活用できていない学校があると聞きます。奄美市では持ち帰り学習について推奨

しておりますが，進んでいるところとそうでないところ，少し差が出てきているような気がしておりま

す。 

 家庭内での学びの環境整備は，未来を担う子どもたちの成長にとって非常に重要です。特に，経済的

な格差が学びの差を生まないよう，全ての子どもが個別最適な学習環境を手に入れることが求められて

いると思います。Ｗｉ─Ｆｉ環境の整備はその一環として不可欠であり，家庭環境によって不利な立場

に置かれた子どもたちにも平等な学習機会を提供することが重要だと考えます。 

 そこでお聞きします。今現在，奄美市が行っている家庭におけるＷｉ─Ｆｉ環境の支援についてお聞

かせください。 

 

正本英紀 教育部長  それでは，議員の御質問にお答えいたします。議員御案内のとおり，本市におきま

しても学びの環境整備は非常に重要と捉えており，令和３年度には，ＧＩＧＡスクール構想による１人

１台タブレット端末の整備を行い，授業や家庭学習におけるＩＣＴ機器の活用を図っております。特に，

児童生徒が家庭にタブレット端末を持ち帰り，オンラインによるＡＩドリル等を用いて，自己の苦手分

野等に繰り返し取り組むことは，個別最適な学びとして非常に有益であると考えております。 
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 現在，本市における児童生徒の家庭内におけるＷｉ─Ｆｉ環境の設置状況につきましては，令和２年

度の調査結果となりますが，設置している家庭が８４パーセント，未設置家庭が１６パーセントという

ふうになっております。本市におきましても，家庭環境によって児童生徒に不利益が生じないためにも，

準要保護世帯への就学援助費の支給項目にオンライン学習通信費を設け，令和６年度の準要保護世帯の

児童生徒７０７人に対して，１世帯当たり年額１万４,０００円を支給しております。各家庭内における

Ｗｉ─Ｆｉ環境につきましては，家庭でのデジタル学習等において重要だと認識しております。今後も，

現在行っている就学支援をしっかりと継続するとともに，デジタル学習の重要性についても周知してい

きたいと考えておりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

正野卓矢 議員（５番）  はい，部長ありがとうございます。すみません。オンライン通信費，これがき

ちんと活用されているかという疑問が出てくるわけですけれども，正直，これだけの物価高の中，この

部分がきちんとオンライン通信費として使われているかという課題があると思います。この点について

は，なかなか把握が難しいと思いますので，今日はここでとどめておきます。 

 続きまして，ＩＣＴ支援員の配置についてお聞きします。ＩＣＴ支援員，奄美市には今支援員はいら

っしゃらないんですけれども，この配置は積極的に検討することが大事だと思いますので，提案したい

と思いますが，御見解をよろしくお願いいたします。 

 

正本英紀 教育部長  本市におきましても，学校におけるＩＣＴを利用した円滑な授業の推進や，公務に

おけるＩＣＴの利活用の支援という観点から，ＩＣＴ支援員の導入について必要性を認識しております

が，現在未配置となっております。しかしながら，議員御提言のとおり，ＩＣＴの利活用，環境整備は

重要と捉えておりますので，本市では学校のＩＣＴ担当の教員を対象としたＩＣＴスクールリーダー研

修会を年４回実施し，ＩＴスキルの向上を図っており，来年度はタブレット端末の更新を見据えて，年

５回の研修会を予定しております。 

 今後，ますますデジタル化による教育が進んでいくことが想定されますので，ＩＣＴ支援員の配置を

含め，検討を重ねてまいりたいと考えておりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

正野卓矢 議員（５番）  部長，急がせてすみませんでした。学びの場で，ＩＣＴの活用の目的は何なの

かということですね。子どもにとって，今デジタルの感じは，ＩＣＴスクールリーダーが各学校では担

っていると思いますが，皆さん先生たちが担っていると思います。何か困り事があれば，授業も止まり

ますし，子どもたちにとっても影響があります。そういったことを考えますと，ぜひ，教育委員会の中

にでも一人二人，これは６月の竹山議員の質問の中でも，竹山議員が提案されていましたが，ぜひ支援

員と契約をして，子どもたちのため，ＩＣＴ活用の目的を達成するために頑張っていただきたいと思い

ます。 

 最後になりますが，この３月をもちまして退職される皆様方，本当にお疲れさまでした。市役所に残

られる方，新しい道を歩まれる方，それぞれだと思います。 

 

奥 輝人 議長  以上で，チャレンジ奄美 正野卓矢議員の一般質問を終結いたします。 

 以上をもちまして，本日の日程は終了いたしました。 

 明日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。（午後３時４６分） 
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２２人であります。会議は成立いたしまし

　た。 

これから本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

本日の議事日程は一般質問であります。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自，持ち時間は答弁を含めて６０分以内といた

します。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように，質問者において御配慮を

お願いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。さ

らに，当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行わ

れますようにあらかじめお願いをしておきます。 

通告に従い，順次質問を許可いたします。 

最初に，公明党 与 勝広議員の発言を許可いたします。 

与 勝広 議員（１８番）  皆さん，おはようございます。公明党の与 勝広でございます。令和７年第

１回定例会，一般質問に先立ちまして，所見を述べたいと思います。 

 まずは，この３月をもちまして退職されます職員の皆様方，長い間，本当に御苦労様でした。皆様が

これまで市の職員として培ってこられたその知識と経験は，これからは退職された後は地域に帰って，

地域の発展，また地域の貢献，そして地域の福祉の向上のためにその知識と経験を生かして頑張ってい

ただきたいと思っているところであります。また，今後，皆様のますますの御健康と御多幸を心よりお

祈り申し上げます。 

 さて，昨年１０月には衆議院選挙が実施されました。８月，９月，１０月と超短期決戦でありました。

そしてまた，猛暑の中での選挙でありました。その当時は，セミも鳴いておりまして，セミといいます

と，国政選挙になると，私にはいつもセミの声は，これまでは「ジミーン，ジミーン」と聞こえたので

ありますけれども，しかし，昨年のセミの鳴き声は一味違っておりました。「ミン，ミン，ミンシュ，

ミンシュ」と聞こえました。そして，蓋を開けてみると立憲民主ではなく国民民主であり，玉木代表は

一躍時の人となって，そして代表が主張する１０３万円の壁を１７８万まで引き上げ，そして手取りを

増やす，このことが３党合意に至りました。 

 今，国会を見ておりますと，少数与党であるがゆえに他の野党との政策論争を重ねていきながら，そ

の上で合意形成を図っていかなければ様々な法案が成立しないという状況であります。国民の側からす

るとこれが本来の政治ではないかと，こういった声も聞こえますし，また，これが民主主義の根幹では

ないかと，こういった声も聞かれます。民主主義とは何ぞやと，やはり民主主義の根幹というのは少数

の意見，少数の声，少数政党・会派の意見を最大に尊重し，その上で合意形成を図っていく，ここに尽

きるのではないかと改めて思うものであります。 

さて，それでは通告に従いまして質問させていただきます。 

 １番目の市長の政治姿勢についての（１）２０２５年度当初予算における奄美市安田市政にとっての

最重要政策について，お尋ねをさせていただきます。 

安田市長も施政方針で様々な政策を述べておられました。２０２５年度当初予算額は，一般会計歳入

歳出合わせまして３４９億８,６４７万３,０００円となっております。この当初予算額は，令和６年度

と比較しますと，令和６年度が３２１億８,２６９万１,０００円でありますので，昨年よりも８.７パー

セントの増となっております。金額にいたしますと２８億３７８万２,０００円の増であります。

ここでお尋ねさせていただきますけれども，安田市長にとりましては，この年度というのは市長就任

の最終年度に当たり，また，これまでの総括，総仕上げの年であるといっても過言ではありません。そ

して，それとともにその市長にとりましての最重要政策は何であるのかを御答弁いただきたいと思いま

す。また，併せまして，先ほども紹介しましたけども，この令和７年度当初予算というのは合併後最大
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２２人であります。会議は成立いたしまし

　た。 

これから本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

本日の議事日程は一般質問であります。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自，持ち時間は答弁を含めて６０分以内といた

します。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように，質問者において御配慮を

お願いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。さ

らに，当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行わ

れますようにあらかじめお願いをしておきます。 

通告に従い，順次質問を許可いたします。 

最初に，公明党 与 勝広議員の発言を許可いたします。 

与 勝広 議員（１８番）  皆さん，おはようございます。公明党の与 勝広でございます。令和７年第

１回定例会，一般質問に先立ちまして，所見を述べたいと思います。 

 まずは，この３月をもちまして退職されます職員の皆様方，長い間，本当に御苦労様でした。皆様が

これまで市の職員として培ってこられたその知識と経験は，これからは退職された後は地域に帰って，

地域の発展，また地域の貢献，そして地域の福祉の向上のためにその知識と経験を生かして頑張ってい

ただきたいと思っているところであります。また，今後，皆様のますますの御健康と御多幸を心よりお

祈り申し上げます。 

 さて，昨年１０月には衆議院選挙が実施されました。８月，９月，１０月と超短期決戦でありました。

そしてまた，猛暑の中での選挙でありました。その当時は，セミも鳴いておりまして，セミといいます

と，国政選挙になると，私にはいつもセミの声は，これまでは「ジミーン，ジミーン」と聞こえたので

ありますけれども，しかし，昨年のセミの鳴き声は一味違っておりました。「ミン，ミン，ミンシュ，

ミンシュ」と聞こえました。そして，蓋を開けてみると立憲民主ではなく国民民主であり，玉木代表は

一躍時の人となって，そして代表が主張する１０３万円の壁を１７８万まで引き上げ，そして手取りを

増やす，このことが３党合意に至りました。 

 今，国会を見ておりますと，少数与党であるがゆえに他の野党との政策論争を重ねていきながら，そ

の上で合意形成を図っていかなければ様々な法案が成立しないという状況であります。国民の側からす

るとこれが本来の政治ではないかと，こういった声も聞こえますし，また，これが民主主義の根幹では

ないかと，こういった声も聞かれます。民主主義とは何ぞやと，やはり民主主義の根幹というのは少数

の意見，少数の声，少数政党・会派の意見を最大に尊重し，その上で合意形成を図っていく，ここに尽

きるのではないかと改めて思うものであります。 

さて，それでは通告に従いまして質問させていただきます。 

 １番目の市長の政治姿勢についての（１）２０２５年度当初予算における奄美市安田市政にとっての

最重要政策について，お尋ねをさせていただきます。 

安田市長も施政方針で様々な政策を述べておられました。２０２５年度当初予算額は，一般会計歳入

歳出合わせまして３４９億８,６４７万３,０００円となっております。この当初予算額は，令和６年度

と比較しますと，令和６年度が３２１億８,２６９万１,０００円でありますので，昨年よりも８.７パー

セントの増となっております。金額にいたしますと２８億３７８万２,０００円の増であります。

ここでお尋ねさせていただきますけれども，安田市長にとりましては，この年度というのは市長就任

の最終年度に当たり，また，これまでの総括，総仕上げの年であるといっても過言ではありません。そ

して，それとともにその市長にとりましての最重要政策は何であるのかを御答弁いただきたいと思いま

す。また，併せまして，先ほども紹介しましたけども，この令和７年度当初予算というのは合併後最大
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規模の予算額となっております。これまでの最大規模の当初予算額というのは平成３０年の３３８億

２,００９万１,０００円でありますので，これをはるかに上回った３５０億円近い当初予算額となりま

した。そのここまで膨れ上がった主な要因についても併せて御答弁をお願いいたします。 

 これから私の質問は発言席より行いますので，当局の皆様におかれましては，簡潔明瞭なる御答弁を

よろしくお願いいたします。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  おはようございます。それでは，与議員の御質問にお答えします。新年度予算が大規模

予算になった主な要因ということでありますが，まず，歳出におきましては，住用・笠利新設認定こど

も園整備事業の本格化などに伴い，普通建設事業費が前年度比８億３,６５９万８,０００円の増，物件

費が前年度比５億９８６万１,０００円の増，扶助費が前年度比５億６,５６６万１,０００円の増などが

ございます。そして，その裏づけとなる歳入につきましては，市税が前年度比２億５,３３５万

２,０００円の増，地方交付税が前年度比４億８,３７９万３,０００円の増，国庫支出金が前年度比

１０億５,４９４万３,０００円の増，繰入金が前年度比３億６,４６７万４,０００円の増などがござい

ます。 

 次に，新年度の最重要施策について，４点お示しさせていただきます。１点目は，子育て支援でござ

います。子ども医療費について自動償還払いをなくして窓口負担をゼロとするほか，市内の私立保育施

設において，保育人材確保や就労環境向上等の課題に対して各保育施設が自主性を発揮し，対策を展開

するための支援を行います。２点目は，持続可能に稼ぐ地域づくりでございます。市民が奄美空港から

就航している県外路線を利用する際に旅費の一部を支援するため，奄美空港県外就航路線利用促進事業

を新たに実施するほか，本市の第１次産業の強化・拡大を図るための食と農の総合戦略策定や，奄美大

島のタンカンのブランド確立を図る奄美フルーツアイランド確立事業を実施いたします。３点目は，安

心して豊かに暮らせる守る地域づくりでございます。奄美市内の医療関係者とともに，本市における持

続可能な医療の在り方について議論を行う奄美市医療懇話会を設置するほか，帯状疱疹ワクチン接種費

用の一部助成に取り組んでまいります。４点目は，市民に身近で頼りになる基盤づくりでございます。

集落，市民団体，ＮＰＯ法人，学生等が地域の課題解決や未来を創造する活動について助成を行う，み

んなのしまさばくり応援事業を実施し，地域が元気になる取組を応援させていただきます。 

 最後に，合併後，最大規模の予算額になった主な要因についてでございますが，市民の皆様の声を受

けて新たな施策についても積極的に予算化させていただきました。そしてまた，全般的にあらゆる経費

の高騰が予算額の増額に影響しているものと認識をしております。以上でございます。 

 

与 勝広 議員（１８番）  令和７年度の当初予算額が３５０億円近くになった主な理由の一つとしては，

やはり認定こども園，住用と笠利のこれは債務負担の行為でありましたので今年度に反映すると，こう

いったことも総額で１９億２,５００万円，こういったことなども要因であったと，このように受け取っ

ております。 

 また，私は一昨年，令和５年の市長の施政方針を受けまして，同じように最重要政策についてお尋ね

をした経緯がありますけれども，そのときの当局の答弁は，稼ぐ地域づくりに向けた政策強化策と，今，

この「稼ぐ力」というこの文言というのは，鹿児島県また奄美市においても重要政策キーワードになっ

ているのではないかと思います。 

 そこで，この稼ぐ地域づくりに向けた政策強化策について改めて質問させていただきたいと思います

けれども，皆様御案内のとおり，一昨年，令和５年の５月にコロナが２類から５類に変わりました。そ

して，人の流れも活発になってきて，観光客も徐々に増えてきております。奄美市の唯一の観楽街であ

ります屋仁川なども週末をのぞいてみますとにぎわいを少しずつ見せてきているのも事実であります。 

 そして，市税においては令和元年から６年連続４０億円を突破するという，市税も順調に推移してい
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ると，こういう状況の中で，しかし，市民の暮らしや生活はどうかと言いますと，この３年，４年のこ

の物価高騰によってなかなか厳しい家計のやりくりをしながら，大変厳しい生活を強いられているのが

現実問題とあります。 

 この稼ぐ地域づくりに向けた政策強化策ということに対して当局はこのようにも答弁しております。

まず，小売店舗などを対象とした繁盛店づくり支援事業，また，この地域の特性化した共同組合設立な

ど，運営支援を強力に推し進めてまいりたいと。この稼ぐ地域づくりに向けた政策強化策の成果をどの

ように捉えておられるのか，１点目。 

 ２点目は，市長が就任してこの３年間の市民の可処分所得の推移，そしてまた納税義務者・給与所得

者数の推移など，データとして数字が分かるのであればお示しをいただきたいと思います。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  おはようございます。では，稼ぐ地域づくりに向けた政策の評価について

お答えいたします。御質問の繁盛店づくり支援事業につきましては，事業者の事業成長を支援し，魅力

ある商業店舗の増加による地域活性化や稼ぐ力の向上を図るために，市内事業者が実施する店舗の集客

力向上に向けたハード・ソフト両面の取組を支援する事業でございます。対象事業者は，市内に本社ま

たは住所を有する小規模事業者となっており，事業期間は開業後３年以上経過し，対象業種としては小

売業，飲食サービス業，理容業，美容業，また宿泊業などの来店型の店舗となっております。 

 本市におきましては，これまで中心市街地への新規出店や事業継続に係る支援を続けてきたところで

すが，市内全域で活用できる補助制度，これに対しての要望がございましたことから，この事業を発展

させる形で昨年度から繁盛店づくり支援事業として新たに創設をしたところでございます。令和５年度

の実績としては，１９事業者の申請が採択され，６５１万８,０００円の支援を行いました。令和６年度

も２２事業者の申請が採択されまして，９０９万円の支援予定となっております。これによりまして，

事業者の製品またサービスの情報発信，また販売力の強化を図ることで店舗の集客力の向上につながっ

ていくものと考えているところです。 

 次に，特定地域づくり事業共同組合についてお答えをいたします。この組合につきましては，地域の

重要な人材担い手でございます，この人材が不足しているということで，安心して活躍できる環境を整

えることで地域づくりの人材を確保し，その活躍によって活性化につなげるということで，国の制度と

なっております。本地域の課題としてみますと，事業者単位で見ると年間を通じた仕事がない，また，

安定的な雇用環境，一定の給与水準を確保できないという点がございます。この中，この組合は地域の

仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出することを加えまして，同組合で職員を無期雇用の派遣労

働者として雇用し，安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保することでこれらの課題を解決し，人材

不足の解消と地域の活性化につなげようとするものでございます。 

 本市におきましては，令和５年５月に市内の８事業者によって，奄美しまワーク協同組合が設立をさ

れました。今年度の組合の加入事業者数は１２と，４事業者増加しております。業種は宿泊業，飲食サー

ビス業，観光サービス業，農業，イベント企画業，インターネット付随サービス業，社会保険労務士事

務所など多岐にわたっているところです。設立からこれまで延べ１２名の派遣社員により，年間を通じ

て各業種の派遣先で就労いたしておりますが，加入組合員事業者からは人材不足の緩和，また職場状況

の改善があったという評価を得ており，これは大きな成果ではないかと考えているところでございます。

また，今年度派遣職員のうち１人が派遣先への就職実績につながりました。新年度には，また新たに１人

が派遣先へ就職予定となっております。人材確保や定住人口の獲得といった面からも，成果を上げつつ

あるものと認識しているところでございます。 

 

信島賢誌 市民環境部長  おはようございます。それでは，続きまして所得及び納税義務者の推移につい

てお答えをいたします。先に可処分所得の推移についてでございますが，可処分所得とは個人の所得か

ら所得税や住民税などの各種税金等の額を差し引いたものであり，手取り収入額に相当するものだとさ

れております。しかしながら，各種税金等のうち所得税や自動車税など，本市において把握できない情
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ら所得税や住民税などの各種税金等の額を差し引いたものであり，手取り収入額に相当するものだとさ

れております。しかしながら，各種税金等のうち所得税や自動車税など，本市において把握できない情
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報があるため，参考といたしまして，各種税金等を差し引く前の所得額の推移について申し上げます。

過去３年間の所得額の推移としましては，令和４年度が５２１億２,９００万円，令和５年度が５２８億

９,６００万円，令和６年度が５４２億２,８００万円の増加傾向となっております。 

 次に，納税義務者及び給与所得者数の推移についてでございますが，令和４年度の納税義務者数は１万

８,６７７人，令和５年度が１万８,８００人，令和６年度が１万８,８１３人の微増となっております。

また，納税義務者のうち８割以上を占めております給与所得者数の推移については，令和４年度が１万

５,４９４人，令和５年度が１万５,５７０人，令和６年度が１万５,５４９人と軽微な増減で推移してお

ります。納税義務者の伸びに対しまして所得額の伸びが顕著であることから，納税義務者１人当たりの

所得額が増加していることを示しております。１人当たりの所得額の増加は，物価高騰に対する国の賃

上げ政策が主な要因と考えられ，このことは労働者の生活水準の向上につながり，所得増による消費の

拡大を通じて地域経済の活性化につながっていくものだと考えているところでございます。以上でござ

います。 

 

与 勝広 議員（１８番）  納税義務者数，給与所得者数，これも伸びはしているという，なぜこれを聞

いたかと言いますと，この稼ぐ力のいろいろな政策によってどれくらいそういうところに反映している

のかなと。そしてまた，この納税義務者数や給与所得者数が増えるということは，これは先ほど市税の

話もしましたけれども，市税の徴収にも直結しますので。可処分所得については，これは裏を返して言

いますとやはり手取りを増やすと，冒頭でも紹介しましたけれども，玉木代表が主張している１０３万

円の壁を１７８万円まで持っていく，そうすると手取りが増えると，手取りが増えると，経済活動が活

発になると，経済活動が活発になると，経済再生につながって，最終的には賃上げにつながると，経済

再生し，賃上げにつながると，国民の皆さんと共に賃上げを共有する前に，玉木代表は単独で賃上げを

行っておりましたけれども，これは置いておきますけれども１７８万円まで上がるということは，これ

はやはり国の税収も７兆円から８兆円減になると。そしてまた，奄美市にとっても地方公共団体にとっ

ても，税収減というのはこれはまた否めない事実であり，いろんなところに影響が及んでくるというこ

とは確実だと思います。 

 そういった状況の中で，昨年の１１月に国が経済対策を発表しましたけれども，その経済対策の奄美

市の国の経済対策に対する評価と，また，奄美市民にとってはどういった恩恵があるのかについて御答

弁をお願いいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  おはようございます。議員御認識のとおり，昨年１１月に国民の安心・安全と持続

的な成長に向けた総合経済対策が示され，日本経済・地方経済の成長，物価高の克服，国民の安心・安

全の確保の３本の柱で構成されているところです。本市におきましても物価高騰の影響が続いているこ

とから，本定例会等において，物価高騰対策に資する事業費を計上させていただいております。 

 まず，市民生活を支援するものとして，低所得世帯への給付金がございます。住民税非課税世帯に対

し３万円を給付し，併せて住民税非課税世帯のうち子育て世帯については子ども１人当たり２万円を追

加で給付する事業となっており，現在，対象者に対して順次給付が始まっているところでございます。

このほか市内小・中学校の給食費の食材費高騰分へ支援することによる保護者の負担軽減，くらし応援

ほーらしゃ券を紙とデジタル併せて１０万冊発行することによる地域経済の活性化も図ってまいります。 

 次に，事業者への支援として，事業者の負担軽減を目的に運転資金の借入れに係る利子に対する補助

や，高齢者施設並びに私立保育園を対象に食材費高騰分への補助を実施いたします。これら事業につき

ましては財政調整基金のほか，国の経済対策である物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用す

ることとしております。 

 議員お尋ねの国の経済対策への評価と市民への恩恵ということでございますが，物価高騰対策に国の

経済対策も市の単独費と併せて活用させていただくことで，各種対策の規模を拡大することができ，よ

り多くの市民の皆様の負担軽減につながるものと考えております。いずれにいたしましても，物価高騰
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は市民生活に大きな影響を与えておりますので，引き続き，必要な支援を行ってまいります。以上でご

ざいます。 

 

与 勝広 議員（１８番）  この経済対策というのは３つの柱から構成されておりまして，１つ目の柱は

地方の経済の活性化・再生，２つ目が物価高騰対策，そして３つ目が国民の安心・安全ということで，

物価高騰対策において，今，部長のほうから説明があったように重点支援交付金，こういったものを創

設しまして，これを活用してほーらしゃ券なども発売するという話でありました。また，低所得者への

現金給付と，国民の安心・安全については，これは能登半島地震の完全な復興・復旧を目指すというこ

とで，その中には，キッチンカー，トイレカー，そしてまた体育館のエアコンの整備とこういったもの

も含まれております。様々な政策が入っておりますけれども，しかし，これは一過性のものであって，

これをやっぱりきちんと長くするというのは，市の経済対策をどうするか，市民の経済再生をどうする

かというところにありますので，しっかりそういったことも考えながら政策を進めていただければなと

思います。 

 そこで，次は（２）の質問をさせていただきます。鹿児島県がこのほど，奄振の新５か年計画という

ことで，２０２４年から２０２８年にかけてこの５年間，様々な数値目標を打ち立てておりますけれど

も，その中で，今日，観光に特化した質問をさせていただきます。 

 観光に特化した質問は２つありますけれども，まず，奄美の観光の宿泊の延べの人数，５年間でどう

あるべきかと。そして，観光収入も５年間でどうあるかと。一応，２０２２年が基準時となっておりま

して，その延べの宿泊人数については７４万９，０００人，これを５年間で１００万人まで押し上げて

いこうと，だから，２５万１，０００人をこれから押し上げていくわけであります。そして，観光収入

については，この２０２２年の標準時では３１７億１，０００万円，これを５年間で６０２億４，７００万

まで押し上げていこうということになっていますので，これらの数字を達成するということは，やはり

官民一体となってやっていかなければ相当厳しいこの状況だと思います。この数字を達成するための取

組と課題についてお尋ねいたします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  まずは，課題といたしましてですが，一般社団法人あまみ大島観光物産連

盟が策定したしております奄美大島中長期観光戦略の中では，まず，課題の１つ目としては誘客につな

がるＰＲや情報発信，２つ目には地域内での１人当たりの観光消費額の増加，３つ目には観光関連産業

における人材不足やインバウンドの受入れ環境不足，こういった受入体制の整備，この３つが課題であ

るというふうに打ち出されております。これに対しての取組を取り組んでいく必要があるものと考えて

おります。 

 県，また，１２市町村，奄美群島広域事務組合，各観光関係団体が行っている取組としてお答えいた

しますと，まず１つ目の，誘客につながるＰＲ・情報発信，これにつきましては首都圏をはじめ，大阪，

名古屋，福岡など，こちらのほうと定期便が就航しておりますところでの観光物産展の開催，また航空

会社・旅行代理店を対象といたしました旅行説明会の実施，旅行会社が参加いたしますモニターツアー，

各島々の周遊ツアーの支援などを行っております。奄美群島の認知度向上とともに，さらなる誘客促進

に努めてまいりたいと考えております。 

 ２つ目の１人当たりの観光消費額の増加，これにつきましては，まず，奄美の地域資源を有効に活用

した体験プログラムを充実させること，また，エコツーリズムの推進，地域の特色を生かした観光を地

域の事業者と住民が企画運営する着地型の観光の推進，スポーツ合宿誘致を継続し，温暖な気候を生か

した奄美スポーツアイランド構想の推進，このほかにも歴史，文化，自然など幅広い分野での施策に取

り組んでいく必要があるかと思っております。このほかにも農林水産業，また本場奄美大島紬などの特

産品の地域産業と連携した体験型の観光の推進，奄美の地域資源を生かした特産品，土産品の開発や販

路拡大などに対する支援にも取り組んでいるところです。 

 ３つ目の観光客への受入体制整備につきましてですが，観光事業者のおもてなしにつながるセミナー
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は市民生活に大きな影響を与えておりますので，引き続き，必要な支援を行ってまいります。以上でご

ざいます。 

 

与 勝広 議員（１８番）  この経済対策というのは３つの柱から構成されておりまして，１つ目の柱は

地方の経済の活性化・再生，２つ目が物価高騰対策，そして３つ目が国民の安心・安全ということで，

物価高騰対策において，今，部長のほうから説明があったように重点支援交付金，こういったものを創

設しまして，これを活用してほーらしゃ券なども発売するという話でありました。また，低所得者への

現金給付と，国民の安心・安全については，これは能登半島地震の完全な復興・復旧を目指すというこ

とで，その中には，キッチンカー，トイレカー，そしてまた体育館のエアコンの整備とこういったもの

も含まれております。様々な政策が入っておりますけれども，しかし，これは一過性のものであって，

これをやっぱりきちんと長くするというのは，市の経済対策をどうするか，市民の経済再生をどうする

かというところにありますので，しっかりそういったことも考えながら政策を進めていただければなと

思います。 

 そこで，次は（２）の質問をさせていただきます。鹿児島県がこのほど，奄振の新５か年計画という

ことで，２０２４年から２０２８年にかけてこの５年間，様々な数値目標を打ち立てておりますけれど

も，その中で，今日，観光に特化した質問をさせていただきます。 

 観光に特化した質問は２つありますけれども，まず，奄美の観光の宿泊の延べの人数，５年間でどう

あるべきかと。そして，観光収入も５年間でどうあるかと。一応，２０２２年が基準時となっておりま

して，その延べの宿泊人数については７４万９，０００人，これを５年間で１００万人まで押し上げて

いこうと，だから，２５万１，０００人をこれから押し上げていくわけであります。そして，観光収入

については，この２０２２年の標準時では３１７億１，０００万円，これを５年間で６０２億４，７００万

まで押し上げていこうということになっていますので，これらの数字を達成するということは，やはり

官民一体となってやっていかなければ相当厳しいこの状況だと思います。この数字を達成するための取

組と課題についてお尋ねいたします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  まずは，課題といたしましてですが，一般社団法人あまみ大島観光物産連

盟が策定したしております奄美大島中長期観光戦略の中では，まず，課題の１つ目としては誘客につな

がるＰＲや情報発信，２つ目には地域内での１人当たりの観光消費額の増加，３つ目には観光関連産業

における人材不足やインバウンドの受入れ環境不足，こういった受入体制の整備，この３つが課題であ

るというふうに打ち出されております。これに対しての取組を取り組んでいく必要があるものと考えて

おります。 

 県，また，１２市町村，奄美群島広域事務組合，各観光関係団体が行っている取組としてお答えいた

しますと，まず１つ目の，誘客につながるＰＲ・情報発信，これにつきましては首都圏をはじめ，大阪，

名古屋，福岡など，こちらのほうと定期便が就航しておりますところでの観光物産展の開催，また航空

会社・旅行代理店を対象といたしました旅行説明会の実施，旅行会社が参加いたしますモニターツアー，

各島々の周遊ツアーの支援などを行っております。奄美群島の認知度向上とともに，さらなる誘客促進

に努めてまいりたいと考えております。 

 ２つ目の１人当たりの観光消費額の増加，これにつきましては，まず，奄美の地域資源を有効に活用

した体験プログラムを充実させること，また，エコツーリズムの推進，地域の特色を生かした観光を地

域の事業者と住民が企画運営する着地型の観光の推進，スポーツ合宿誘致を継続し，温暖な気候を生か

した奄美スポーツアイランド構想の推進，このほかにも歴史，文化，自然など幅広い分野での施策に取

り組んでいく必要があるかと思っております。このほかにも農林水産業，また本場奄美大島紬などの特

産品の地域産業と連携した体験型の観光の推進，奄美の地域資源を生かした特産品，土産品の開発や販

路拡大などに対する支援にも取り組んでいるところです。 

 ３つ目の観光客への受入体制整備につきましてですが，観光事業者のおもてなしにつながるセミナー
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の開催，また，他言語を含む観光案内版の整備，エコツアーガイドや地域通訳案内士の人材育成と確保，

Ｗｉ─Ｆｉの整備，また，キャッシュレスの導入など，観光客，インバウンドの受入体制の整備強化を

図っているところでございます。いずれにいたしましても，国，県，１２市町村，奄美群島広域事務組

合や各観光団体と連携して，述べ宿泊数と観光収入の数値目標の達成に向けた事業の推進に努めてまい

りたいと存じます。 

 

与 勝広 議員（１８番）  昨年の９月に奄美市議会から県に対して，鹿児島県内の域内交流に関する意

見書を出しました。これについては，例えば関東方面，関西方面から観光目的で奄美に来られるパーセ

ンテージは，関東方面からは約４０パーセントの方が観光目的で奄美に来られると，関西方面ですと約

３０パーセント，鹿児島県に至っては約５パーセントにとどまっているという大変衝撃的な数字であり

ますけども，要するに鹿児島・奄美間のこの路線というのはどういった方が利用しているか，主にビジ

ネス客と奄美群島民がこれはもうほとんど利用しているのだなとこの数字からも分かります。 

 この意見書を出してもう約半年ぐらいになりますけども，県からは何らかの反応があったのか，県に

対してまた働きかけなどはしていないかお尋ねさせていただきます。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  昨年９月に奄美市議会から県知事宛に鹿児島県域内交流促進に関する意見

書，この提出が行われた後に，大島支庁と本市で行政懇和会が開催されまして意見交換が行われました。

その会議の中では，県内の各学校の修学旅行先として奄美大島を選んでいただき，それが地域の活性化

につなげられないかということを議論したところでございます。 

 大島支庁によりますと，児童生徒に郷土を知ってもらう目的として県内での教育旅行，この実施につ

いて令和３年度から各市町村や各学校に文書を発信し，また，そのほかにも教育旅行ガイドブックに奄

美群島を掲載して，修学旅行先として参考にしていただく取組は行っているということでございました。 

 しかしながら，県内への奄美地区への修学旅行の入込みとしては，令和５年度で小学校が１校でござ

いました。県本土から奄美が修学旅行先として選ばれない要因としてですが，やはり船や飛行機を使う

ということでの運賃の課題，また，それに伴いまして旅行日数がかかってしまうという，その旅行日数

の確保など様々な問題があるというところもまた改めて認識をしたところでございます。 

 今回，本市議会から意見書が提出されました背景には，やはり県民の旅先として離島にも目を向けて

いただきたいという思いは非常に強いと感じておりますので，これまで以上に奄美満喫ツアー助成事業

の活用なども推進して，県とも連携して奄美の魅力発信を努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 

与 勝広 議員（１８番）  １月５日に奄美市主催の年始会がありまして，そこで三反園衆議院議員の挨

拶が大変興味深かったんだけれども，その挨拶の中で，知事の時代と国会議員になって奄美に約１００回
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るということは離島の奄美群島民の所得を上げれば県民所得も上がるということになりますので，観光

というのは大変裾野の広い産業でありますので，そこをしっかり頑張っていただきたいなと，三反園衆

議院議員と奄美の地元の県議４名，連携をしっかり取って，保身のための連携ではなく奄美郡民の幸せ

のための連携をしっかり取っていただいて，どんどん押し上げていただきたいなと思います。 

 それでは，次の財政運営について質問させていただきます。第２次財政計画が令和７年度で終了いた

します。だから，令和８年の３月３１日付をもって終了しますけれども，この第３次財政計画の取組進

捗状況についてお尋ねいたします。あわせまして，昨年，議会に財政シミュレーションが示されました

けれども，この財政シミュレーションをもって，これも第３次財政計画としようとしているのか，答弁

をお願いいたします。 
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藤原俊輔 総務部長  お答えいたします。議員お尋ねの第３次財政計画につきましては，新年度中の策定

を予定しており，現時点においては策定に向けたこれまでの実績等の整理を進めております。 

 なお，第３次財政計画につきましては，第２次財政計画であります平成２８年度から令和６年度まで

の決算状況，まだ令和６年度は年度途中でございますが，これらや新年度予算を含めた検証を行い，財

政シミュレーションでお示ししたとおり後年度における歳入歳出のバランス，基金や起債残高の予測推

移を検討するとともに地方財政計画や財政健全化制度など，国の動向も注視しながら本市における令和

８年度以降の適正な財政運営の基となる計画策定を予定しているところでございます。 

 

与 勝広 議員（１８番）  計画策定を予定しているということですね。この第１次，第２次財政計画を

見てみると，将来負担比率とか実質公債比率は順調に大幅に改善されておりますが，自主財源自立指標

と，あと経常収支比率，こういったものはやっぱりまだまだ改善の余地がありまして，合併当初の起債

が平成１８年が一般会計，特別会計合わせて５６１億８，０００万円くらいだったのが，今現在で約

８０億円ぐらい削減をしていますけれども，ちょっと基金についてお尋ねしますけれども，基金は平成

１８年当初は５６億３,４４５万２,０００円ぐらいあったと思いますけれども，これが１９年で令和

７年度の現在高を見ますと１７８億円くらいまで上がっていまして，財政調整基金も合併当初は２億

３,３００万ありましたけれども，それが令和７年度の現在高でこれで４４億円余っているという，基金

は順調にこうして積み上げてはきたんだけれども，でも，令和６年から令和１５年にかけてはその基金

も７０パーセント減というシミュレーションも出ていますけれども，基金を減させない財政運営につい

てお尋ねいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  議員御案内のとおり，本市の基金につきましては安定的な財政運営のために積立て

等を行っており，新年度当初予算編成時の現在高の見込みで１７８億８,４２６万円ございます。これら

の基金は大きな財政負担を伴う大型事業に備えた積立てや不測の財政需要への対応などで非常に重要な

ものであることから計画的な運用に努めているところです。また，今後の大型事業といたしましては，

住用，そして笠利地区の認定こども園の工事の本格化や子育て・保健・福祉複合施設の整備，また，大

島地区消防組合消防本部庁舎整備等を予定しております。これら大型事業の実施につきましては，まず，

市税などの自主財源の確保に努めるとともに，国や県の補助メニュー，有利起債への活用が重要と考え

ており，安易に財源を基金のみに求めることがないよう，他の財源確保に最大限努めているところでご

ざいます。 

 なお，昨年９月，議会の全員協議会で財政シミュレーションを議員の皆様にお示ししましたが，令和

１５年度までに基金残高が約７０パーセント減少するという試算を示したところですが，こちらにつき

ましては，歳入を厳しく，歳出は幅広にあくまで設定したものであり，毎年の実施計画において事業の

精査を行うほか，実際の予算編成においては他の財源確保に最大限努めるとともに歳出規模を厳しく精

査することで計画的な基金の運用を行ってまいります。 

 いずれにいたしましても，基金の運用につきましては大型事業の計画的な実施や予期せぬ支出増，歳

入減の事態に対応できるよう，堅実な財政運営に努めてまいりたいと考えておりますので御理解を賜り

たいと存じます。 

 

与 勝広 議員（１８番）  当局の皆様方，懇切丁寧に分かりやすく説明するということで相当説明に時

間がかかっていまして，私の質問もこれ二，三ぐらい削っているんだけれども，ちょっと最後に聞きた

いのは起債発行枠，この起債発行枠は第２次財政計画一般会計・特別会計合わせて３６億円ということ

だったんだけども，この起債発行枠の考え方だけ最後にお示しください。 

 

藤原俊輔 総務部長  それでは，お答えいたします。この３６億円の起債発行枠につきましては，第２次

財政計画において令和７年度を目標に設定した基準でございます。新年度は令和８年度からの第３次財

− 178 − − 179 −
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ましては，歳入を厳しく，歳出は幅広にあくまで設定したものであり，毎年の実施計画において事業の
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入減の事態に対応できるよう，堅実な財政運営に努めてまいりたいと考えておりますので御理解を賜り

たいと存じます。 

 

与 勝広 議員（１８番）  当局の皆様方，懇切丁寧に分かりやすく説明するということで相当説明に時

間がかかっていまして，私の質問もこれ二，三ぐらい削っているんだけれども，ちょっと最後に聞きた

いのは起債発行枠，この起債発行枠は第２次財政計画一般会計・特別会計合わせて３６億円ということ
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政計画に向け，現在，検証を行う予定でございますが，資材価格，人件費，委託料，エネルギー価格な

ど物価高騰による事業費の増額，国の予算において起債の発行予定額を定める地方債計画の動向，本市

財政シミュレーションなどを踏まえ，起債枠の検証を行ってまいりたいと考えております。以上でござ

います。 

 

与 勝広 議員（１８番）  起債発行枠もしっかり検討して，時代の流れ，また，今言うように資材等も

高騰してこれからどういう形で，また様々な公共事業も大なり小なりありますので，そういったことも

しっかり加味しながら財政シミュレーションをしっかりしながら取り組んでいただきたいと思っており

ます。 

 それでは，２番目の美術館を生かしたまちづくり，田中一村について質問させていただきます。これ

は昨年９月議会でも質問しましたけども，少しまたあの頃と状況も大きく変わってきていますので，こ

れはもう田中一村第２弾ということで，質問させていただきます。 

 昨年の９月１９日から１２月１日にかけて，東京都美術館において「田中一村展」が開催されました。

観客数が２８万８，０００人余りということで，我々の予想をはるかに超える方々が来られました。こ

のまず，「田中一村展」についての評価をどういった形で奄美市は捉えているのか御答弁をお願いした

いと思います。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  議員から御案内がありました，昨年，東京都美術館において開催されまし

た「田中一村展」につきましては，美術手帖において読者が選ぶ２０２４年のベスト展覧会第１位に選

ばれるなど非常に好評であったという報道がございました。また，その開催に当たりましては，田中一

村記念美術館の宮崎緑館長の記念講演会，また島唄ライブを含めたトークセッションなど様々なイベン

トが開催され，一村の絵画とともに奄美の魅力を紹介していただけたものと思っております。 

 奄美パークにお尋ねしたところ，東京での「田中一村展」の後に田中一村記念美術館の入館者数が前

年比で１１月で１０５.１パーセント，１２月は１１５.３パーセント，１月は１２２.９パーセントと伸

びたということでございます。これはやはり大きな反響があったと感じているところでございます。推

計としては難しいところですが，個展の開催により奄美への来島のきっかけにつながったのではないか

と認識をしているところでございます。 

 

与 勝広 議員（１８番）  昨年の１２月に国内で開催される，今，部長からも紹介されましたけれども

美術展などを紹介する情報サイト「美術館ナビ」というのが，「みんなで選ぶイチオシ美術館・展覧会」

ということでアンケートを取ったところ，東京都美術館で開催された田中一村展が堂々の一位に輝いた

と。そしてまた，読者が選ぶベスト展覧会ということで，これでも堂々の一位になっていたということ

でありまして，私も昨年その一村展を見に来ました。入館する前から長蛇の列で，中に入ると後から後

から人が押し寄せてくるような感じで，もう１つの作品をゆっくり見る時間もないぐらいに押し出され

るという感じでした。そして３時間ぐらいかけて見たんだけれども，それでも時間が足りないなという

感じがありました。そして，感動したのは，最後のコーナーが，これは一村が奄美で描いたであろうな

という風景，景色が映像としてずっと流されておりました。そこのコーナーは多くの人が立ち止まって

本当に見ておりまして，そして私の後ろの方などが，ああ，奄美に行ってみたいなと，そういう声も漏

れ伝わってきました。 

 市長もこの一村展に行かれたと思いますけれども，その感想と，そして帰ってきてから何らかの政策

的なことで職員に何か指示など出しているのか御答弁をお願いいたします。 

 

安田壮平 市長  お答えします。まずは，今回のこの「田中一村展 奄美の光 魂の絵画」の開催に御尽

力をいただきました東京都美術館，田中一村記念美術館，ＮＨＫ，日本経済新聞社，そのほか関係者の

皆様にこの場をお借りして厚く御礼を申し上げたいと思います。 
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 この個展の反響のすばらしさについては，様々な方々から魂が伝わる作品，また感銘して涙が止まら

なかったなど感動の声，お言葉を伺っているところであり，私自身も自分のことのように喜びを感じた

ところであります。日本画家田中一村の神童と呼ばれた幼少期から終焉の地となった奄美での絵画など，

３００点近くの作品を私も鑑賞させていただきました。私は開催の初期の頃に行かせていただきました

が，それでも大変人が多くて，いろんな作品の前に人だかりができて，もう作品が見えないぐらいであ

りまして，人の頭しか見えない，それぐらい皆さん熱心に見入っている姿に感動したところであります。

議員がおっしゃるとおり，個展の終盤における一村終焉の地コーナーで作品を鑑賞している際には，改

めて一村の作品に深く魅了され感動したところであります。また，関係者によりますと，生前，田中一

村は最後は東京で個展を開き絵の決着をつけたいと語っておりまして，まさにそれが実現したというこ

とを思ったときに，天国にいる田中一村さんの気持ちを思ったときに私も感動してついつい涙ぐんでし

まいました。 

 戻ってきてからの「田中一村展」の反響を生かした政策についてということでございますが，新年度

事業として１つ考えているものがございます。それは，「島人・風景フォトコンテスト事業」というも

のでございます。具体的には，本場奄美大島紬や郷土料理，また，それを着たり食べたりしている風景，

また，島で働く人の姿を募集しますが，併せて一村が描いた風景や動植物などを彷彿とさせるような写

真も募集し，一村の作品とつながるイメージを広げて奄美の観光情報の発信に活用をさせていただきた

いと考えております。 

 また，近い時期におきまして，民間の方々が全国の田中一村ファンと奄美をつなぐ目的としたＮＰＯ

が設立されると伺っておりますので，その団体の動向に注視し，また連携できるところは連携していき

たいと考えております。以上でございます。 

 

与 勝広 議員（１８番）  １月１０日の地元紙のコラムに，この「田中一村展」の様子が書かれていて，

最後に結びの４行くらいだけども，これが大変印象深く残っております。ちょっと紹介しますけれども，

「田中一村は紛れもなく奄美を発信する強力な存在である。しかし，同時に彼の作品を知らない人があ

まりにも多い。それは地元での取組が弱いことが分かる。そして，地元は大きな宿題を背負ったことに

なる」と，このように書かれていまして，まさにそのとおりだなと。あそこに行って体感しなければ分

からない部分もありますけれども，こんだけの方が一村を通じて奄美に魅力を感じて行ってみたいなと

思う。 

 （２）の質問に移りますけれども，田中一村を奄美の観光資源としてどのように活用を考えているか

という質問に移らせていただきますけども，去年の９月も同じような質問をしました。部長も一生懸命

答弁していましたけれども，私にとってはまだ明確な答弁ではなかったと思っていますので，今度は明

確にどういったことをやりたい，そういったことを答弁していただきたいと同時に，そして併せて，こ

れは私の提案ですけれども，田中一村ツアーというのを奄美市でぜひ企画していただきたいなと。やは

り，この２８万８，０００人余りの方が，ごっそり来るわけではありませんけれども，先ほどの観光の

話をしました。観光の宿泊者数をこれから２５万１，０００人増やしていかなきゃいけない。観光収入

にあっても２８５億円，これから増やしていかなきゃいけない。これは並大抵の話じゃないわけですよ

ね。ですので，しっかりとそういったことも受け止めて，田中一村では奄美は食っていけないと思って

いる方もいるかもしれないけれども，だけどもやっぱりこれは大事な部分だと思いますので，やっぱり

そういうのは肌で感じた部分をしっかり市政のそういったことで反映していただきたいなと。私の今の

質問は，田中一村ツアーを企画できないかということと，田中一村を奄美の観光資源としての活用をど

のように考えているかということで御答弁お願いいたします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  田中一村の観光資源としての活用ということでございます。これまでも幼

少期からの展示作品と併せまして一村の描いた植物で一村を感じられる田中一村記念美術館，これにつ

きましては旅行会社のツアーや修学旅行，またクルーズ船寄港時のツアーなどでも活用されております。
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 この個展の反響のすばらしさについては，様々な方々から魂が伝わる作品，また感銘して涙が止まら

なかったなど感動の声，お言葉を伺っているところであり，私自身も自分のことのように喜びを感じた

ところであります。日本画家田中一村の神童と呼ばれた幼少期から終焉の地となった奄美での絵画など，

３００点近くの作品を私も鑑賞させていただきました。私は開催の初期の頃に行かせていただきました

が，それでも大変人が多くて，いろんな作品の前に人だかりができて，もう作品が見えないぐらいであ

りまして，人の頭しか見えない，それぐらい皆さん熱心に見入っている姿に感動したところであります。

議員がおっしゃるとおり，個展の終盤における一村終焉の地コーナーで作品を鑑賞している際には，改

めて一村の作品に深く魅了され感動したところであります。また，関係者によりますと，生前，田中一

村は最後は東京で個展を開き絵の決着をつけたいと語っておりまして，まさにそれが実現したというこ

とを思ったときに，天国にいる田中一村さんの気持ちを思ったときに私も感動してついつい涙ぐんでし

まいました。 

 戻ってきてからの「田中一村展」の反響を生かした政策についてということでございますが，新年度

事業として１つ考えているものがございます。それは，「島人・風景フォトコンテスト事業」というも

のでございます。具体的には，本場奄美大島紬や郷土料理，また，それを着たり食べたりしている風景，

また，島で働く人の姿を募集しますが，併せて一村が描いた風景や動植物などを彷彿とさせるような写

真も募集し，一村の作品とつながるイメージを広げて奄美の観光情報の発信に活用をさせていただきた

いと考えております。 

 また，近い時期におきまして，民間の方々が全国の田中一村ファンと奄美をつなぐ目的としたＮＰＯ

が設立されると伺っておりますので，その団体の動向に注視し，また連携できるところは連携していき

たいと考えております。以上でございます。 

 

与 勝広 議員（１８番）  １月１０日の地元紙のコラムに，この「田中一村展」の様子が書かれていて，

最後に結びの４行くらいだけども，これが大変印象深く残っております。ちょっと紹介しますけれども，

「田中一村は紛れもなく奄美を発信する強力な存在である。しかし，同時に彼の作品を知らない人があ

まりにも多い。それは地元での取組が弱いことが分かる。そして，地元は大きな宿題を背負ったことに

なる」と，このように書かれていまして，まさにそのとおりだなと。あそこに行って体感しなければ分

からない部分もありますけれども，こんだけの方が一村を通じて奄美に魅力を感じて行ってみたいなと

思う。 

 （２）の質問に移りますけれども，田中一村を奄美の観光資源としてどのように活用を考えているか

という質問に移らせていただきますけども，去年の９月も同じような質問をしました。部長も一生懸命

答弁していましたけれども，私にとってはまだ明確な答弁ではなかったと思っていますので，今度は明

確にどういったことをやりたい，そういったことを答弁していただきたいと同時に，そして併せて，こ

れは私の提案ですけれども，田中一村ツアーというのを奄美市でぜひ企画していただきたいなと。やは

り，この２８万８，０００人余りの方が，ごっそり来るわけではありませんけれども，先ほどの観光の

話をしました。観光の宿泊者数をこれから２５万１，０００人増やしていかなきゃいけない。観光収入

にあっても２８５億円，これから増やしていかなきゃいけない。これは並大抵の話じゃないわけですよ

ね。ですので，しっかりとそういったことも受け止めて，田中一村では奄美は食っていけないと思って

いる方もいるかもしれないけれども，だけどもやっぱりこれは大事な部分だと思いますので，やっぱり

そういうのは肌で感じた部分をしっかり市政のそういったことで反映していただきたいなと。私の今の

質問は，田中一村ツアーを企画できないかということと，田中一村を奄美の観光資源としての活用をど

のように考えているかということで御答弁お願いいたします。 

 

麻井庄二 商工観光情報部長  田中一村の観光資源としての活用ということでございます。これまでも幼

少期からの展示作品と併せまして一村の描いた植物で一村を感じられる田中一村記念美術館，これにつ

きましては旅行会社のツアーや修学旅行，またクルーズ船寄港時のツアーなどでも活用されております。
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また，有屋町内にあります田中一村終焉の家なども奄美での暮らしぶりを感じられる場所としましてあ

まみ大島観光物産連盟のホームページで紹介をし，観光マップにも掲載をして案内をしてきたところで

はございます。このほか，アマホームＰＬＡＺＡにおいては，ホールの緞帳の原画に一村の作品「奄美

の海に蘇鉄とアダン」を使用しておりまして，アマホームＰＬＡＺＡで開催されるイベント来場者には

大迫力のサイズで田中一村の世界の魅力を伝えているかと考えているところです。 

 田中一村のツアーの計画というところでございますが，東京，大阪，福岡など旅行代理店を招いた旅

行説明会の際に，これまで自然や文化，世界自然遺産といった観光の紹介でございましたが，これに新

たに田中一村記念美術館や田中一村終焉の家など，そこの魅力も伝えまして反響を呼んだ田中一村に関

するものを取り入れたツアーの企画につながらないか，旅行会社や関係団体にもこちらのほうからも働

きかけていきたいと思いますので御理解をお願いいたします。 

 

与 勝広 議員（１８番）  ツアーにつながらないかというよりは，ツアーをしますじゃなくて，そうい

う形の思いですね。やはり，自主的に何かこういう企画をしてやっていただきたいと思います。 

 昨日，和光園の将来構想をどう考えているかという質問がありまして，私のあくまでも所感でありま

すけども，田中一村と奄美和光園について少しお話しさせていただきたいと思います。そしてまた質問

もしていきたいと思います。時間もありませんので端折って説明したいと思います。１月の１６日に奄

美和光園に公明党の国会議員の金城泰邦議員と，彼は沖縄出身で沖縄には愛楽園といって名護にあるん

ですけれども，そこに何回か行くうちに奄美和光園の存在を知って奄美和光園は入所者１１名，昨日は

１０名と話がありましたけれども，平均年齢が８８.６歳と，奄美和光園の将来とかはどういうことにな

っているのか，ぜひ現場を見に行きたいと。実は，彼は文科大臣の政務官をしておりまして，その前日

には奄美市の教育行政視察が終わった翌日に本人のたっての希望で和光園の視察が決まったんですけれ

ども，それで皆さん御存じのように奄美和光園というのは，入口に医療施設があって，そして歴史的建

造物が点在しているわけです。奥に行くに従って旧火葬場跡，旧納骨堂跡があって，そこに行けば行く

ほど深い森に，もう深い大自然の中に入っていくわけです。その自然の中に入ったときに，私は，一村

画師は４２年に奄美に来られたときに，奄美から友人に宛てたはがきの１節を思い出しました。その１節

というのは，「この材題の中で生活することは実に幸福なことである」と，この一村にとっては，奄美

というそのもの自体が一村にとっての絵の描く材題だったと，そういうことで，本当にそれを思いなが

ら，まさにそうだなと，またそれを思いながら大矢鞆音氏という，これは一村記念美術館をここに造る

ために県と交渉して尽力した方なんだけども，一村の研究の第一人者で，その方の著書にこの「評伝 田

中一村」というのがありまして，そこに「奄美和光園というのは田中一村の絵の創作の原点の場所であ

る」と。そしてまた「奄美作品の揺籃の地である」と，ここにスパっと書かれておりまして，まさに私

もこの自然の中に入っていたときに，この奄美和光園は本当にこの一村の絵の聖地だなと感じながら帰

ってきました。 

 和光園とこれから様々な協議を進めていくかと思いますけども，そういったことも視野に入れながら

協議していただきたいという点と，ちょっと長くなって申し訳ないけども，２月の７日に地元のＮＰＯ

の代表の方々とこの奄美和光園の名誉園長である加納さんというドクターがおりまして，ずっと長い間

この入所者と寄り添ってきた方がおって，その方のこの奄美和光園の将来構想をどのように考えている

か，我々もちょっと勉強しようと思って訪ねてきました。 

 概略はこういう感じですけども，その加納先生が言うには，とにかく奄美和光園というのは，これは

入所者ファースト，入所者があってこそ和光園があって職員がおると，だから，みんな入所者のために

やっていると，だから，入所者の意見，声というのを無視してはこの和光園の存続はないと，それが１点

目。そしてまた，入所者，また昨日も自治会の話がありましたけども，そういった声をきちっと受け止

めてやっていただきたいということと，また入所者の思いとしては，この歴史的建造物１０か所はこれ

からきちっと守って保管してくれと，そしてまた，これまで地域の方々に大変お世話になったので，こ

こは開放していただきたいということもあって医療施設ができたり，そういう形になっております。そ
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して最終的には，この和光園の存続というのは，これは厚生労働省の疾病対策課というところが将来的

にはそこが窓口になっていくみたいですけども，そこに行くまでもして，昨日の部長の答弁でも，しっ

かりこういったことを押さえてこれから議論していこうというのがよく分かりましたので，こういった

ことをしっかり頭に入れながら，当然，喫緊の課題であって急いでしなければいけないけれども，丁寧

に進めていっていただきたいなと。その進め方について，もう一回だけ御答弁をお願いいたします。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  まず，お答えさせていただきます。最初に，田中一村の聖地としての議論もぜ

ひ進めていただきたいという御質問がございました。議員御案内のとおり，田中一村は和光園の深い自

然を散策されるとともに多くの絵画をスケッチ，描かれたといわれており，田中一村の絵の創出の出発

点ともいわれ，大変意義深い思い出の地であり，和光園の森は田中一村を語る上でも欠かせない場所で

あると思われます。現在，歴史的建造物のワーキンググループにおきましては，既に選定されている建

造物の保存に関する意見交換がなされておりますが，まずは，田中一村が散策，スケッチされたと思わ

れる一帯についての和光園としての思い，また，今後どのような位置づけができるかなど，和光園の御

意見を伺うことから取り組んでまいりたいと思いますので，御理解賜りますようにお願いいたします。 

 また，あわせまして，国立療養所奄美和光園の将来構想についてお答えいたします。議員御質問の今

後どのように和光園と協議を進めていくかにつきましては，昨日の伊東議員の御質問の答弁させていた

だいたとおりでございますけれども，まずは，和光園との情報共有，意見交換を行うということで，昨

年８月に和光園訪問させていただきました。その際に，将来構想に対する認識を本市と和光園の間で改

めて共有したところでございます。また，国からも，土地・建物の今後の運用方針などについて具体的

に示されておらず，法の整備なども進んでいない状況のため，今後も国の動向などを注視してまいりた

いと思います。本市といたしましては，入所者の方の御意向を最大限に尊重し，入所者の皆様が穏やか

に安心して暮らしていただけるよう，今後も慎重な取組に心がけてまいりたいと思いますので，よろし

くお願いいたします。 

 

与 勝広 議員（１８番）  議長が積み残しのないようにという怖い顔で見ていますので，次の質問，最

後の質問に移ります。最後の質問は２０２５年問題で，これは皆様御案内のとおり，戦後のベビーブー

ムに生まれた団塊の世代の方々が今年は７５歳，後期高齢者になると，これで一気に日本全国的にいろ

いろな障害があると，また，奄美市においては医療・介護，どういった影響があるのか，そして，人材

不足をどういった取組をしていくのかということを御答弁をいただきたいと思います。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，お答えさせていただきます。本市の推計人口に関しましては，

２０２５年に６５歳以上の人口がピークを迎え，２０３５年には７５歳以上の人口がピークを迎えると

されております。この推計から，本市における後期高齢者医療費，介護保険給付費は今後も増加してい

くものと思われますので，本市といたしましては，今後も高齢者の健康寿命延伸に向けた保健事業や介

護予防事業などの充実を図ることで医療費，介護給付費の抑制に努めていきたいと考えております。あ

わせまして，診療所の閉院により市民が今後の医療に対して不安を抱いていることから，新たに医療懇

話会を設置し，大島郡医師会をはじめとする関係者の皆様方とともに，持続可能な医療の在り方につい

て議論を行ってまいります。 

 介護人材不足の対応につきましては，県実施の介護人材確保に係る事業の周知を図るほか，昨年，介

護人材不足の対応に関する研修会を実施し，その中で外国人介護人材確保にも取り組んでいるところで

ございます。また，買物や掃除などの軽微な生活支援を行う生活介護員の養成講座も実施しているとこ

ろです。あわせまして，来年度，進路ガイダンス事業を実施予定しており，医療・介護・福祉の専門職

が奄美で活躍していることを小中学生，高校生に伝え，将来の医療・介護・福祉の担い手確保に向けて

取り組んでまいりたいと考えております。それ以外にもほかの部署とも連携し，介護人材に係る育成セ

ミナーなども取り組んでおりますので，今後とも介護人材の育成にも，確保に取り組んでまいりたいと
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して最終的には，この和光園の存続というのは，これは厚生労働省の疾病対策課というところが将来的

にはそこが窓口になっていくみたいですけども，そこに行くまでもして，昨日の部長の答弁でも，しっ

かりこういったことを押さえてこれから議論していこうというのがよく分かりましたので，こういった

ことをしっかり頭に入れながら，当然，喫緊の課題であって急いでしなければいけないけれども，丁寧

に進めていっていただきたいなと。その進め方について，もう一回だけ御答弁をお願いいたします。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  まず，お答えさせていただきます。最初に，田中一村の聖地としての議論もぜ

ひ進めていただきたいという御質問がございました。議員御案内のとおり，田中一村は和光園の深い自

然を散策されるとともに多くの絵画をスケッチ，描かれたといわれており，田中一村の絵の創出の出発

点ともいわれ，大変意義深い思い出の地であり，和光園の森は田中一村を語る上でも欠かせない場所で

あると思われます。現在，歴史的建造物のワーキンググループにおきましては，既に選定されている建

造物の保存に関する意見交換がなされておりますが，まずは，田中一村が散策，スケッチされたと思わ

れる一帯についての和光園としての思い，また，今後どのような位置づけができるかなど，和光園の御

意見を伺うことから取り組んでまいりたいと思いますので，御理解賜りますようにお願いいたします。 

 また，あわせまして，国立療養所奄美和光園の将来構想についてお答えいたします。議員御質問の今

後どのように和光園と協議を進めていくかにつきましては，昨日の伊東議員の御質問の答弁させていた

だいたとおりでございますけれども，まずは，和光園との情報共有，意見交換を行うということで，昨

年８月に和光園訪問させていただきました。その際に，将来構想に対する認識を本市と和光園の間で改

めて共有したところでございます。また，国からも，土地・建物の今後の運用方針などについて具体的

に示されておらず，法の整備なども進んでいない状況のため，今後も国の動向などを注視してまいりた

いと思います。本市といたしましては，入所者の方の御意向を最大限に尊重し，入所者の皆様が穏やか

に安心して暮らしていただけるよう，今後も慎重な取組に心がけてまいりたいと思いますので，よろし

くお願いいたします。 

 

与 勝広 議員（１８番）  議長が積み残しのないようにという怖い顔で見ていますので，次の質問，最

後の質問に移ります。最後の質問は２０２５年問題で，これは皆様御案内のとおり，戦後のベビーブー

ムに生まれた団塊の世代の方々が今年は７５歳，後期高齢者になると，これで一気に日本全国的にいろ

いろな障害があると，また，奄美市においては医療・介護，どういった影響があるのか，そして，人材

不足をどういった取組をしていくのかということを御答弁をいただきたいと思います。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，お答えさせていただきます。本市の推計人口に関しましては，
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思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

与 勝広 議員（１８番）  本当にこの２０２５年問題という一括りではなく，やはり様々な地域におい

ても医療や介護であったり，そして人材不足が今は深刻な状況が続いていますけれども，本当に全国ど

この自治体に行っても，それはもうどうしようも避けられない問題としてありますので，やはりこれか

ら高齢化社会になっていく中で，特にもう７５歳以上の方々等を入れたら，もうその本当にこの市民の
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奥 輝人 議長  以上で，公明党 与 勝広議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時３１分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午前１０時４５分） 

引き続き，一般質問を行います。 

 無所属 瀧 真一郎議員の発言を許可いたします。 

 なお，瀧 真一郎議員から書画カメラ使用の申出がありましたので，これを許可いたします。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  市民の皆様，議場の皆様，インターネット配信を御覧の皆様，おはようござ

います。無所属の瀧 真一郎でございます。 

 まず，質問へ移る前に少し所感を述べさせていただきます。まず，初めに，３月で定年を迎える先輩

方，長年にわたり市役所での御貢献と御尽力に深く感謝申し上げます。先輩方が果たしてきた役割とそ

の御功績は大きな財産として受け継がれていくと思います。加えて，この１年間，私の分かりにくい議

会，委員会等での質問に対し丁寧に御対応いただき，本当にありがとうございました。とはいえ，今回

の最終本会議まで，特に７年度予算審議，こちらのほうではいろいろとまたお付き合いいただければと

思います。昨今，人生１００年時代といわれています。皆様にとってこれはゴールではなく，新たなス

テージへのスタートだと考えております。これからも皆さんの豊かな経験と知識がさらに生かされるこ

とを心からお祈り申し上げます。何よりも今後の御健康，御多幸，こちらのほうを心から願っておりま

す。 

 少し昨年を振り返ってみますと，１月１日に能登半島地震の発生があり，その後の線状降水帯に伴う

大雨による被害の拡大，さらに奄美群島におきましても１１月の与論での豪雨災害とかなりいろいろな

災害があった年だというふうに考えております。今年に入ってからも大船渡市での山林火災の拡大，こ

ういった災害の脅威を感じることが多くなってきた昨今であります。被災された私の知り合いから一番

言われていることが，やはりその被災，災害のことを忘れられること，これが一番怖いというふうに教

えていただきました。ここで改めて，被災された方々には心からお見舞い申し上げるとともに，被災地

のことを忘れないことを誓わせていただきます。また，復興に尽力されている皆様には，安全に留意さ

れ，御活躍されることを改めてお祈りいたします。 

 さて，私が議員になり約１年３か月が過ぎました。民間のほうで働いてきた経験を生かしながら，そ

れが議員として生かせることは何か考えながら，極力多くの分野へ対応できるように足を止めることな

く一歩一歩進んできたつもりです。ただ，やはりいろんな方々と話をしていくとまだまだ多くの気づき

があり，私の努力もまだ足りていないなというふうに感じる昨今であります。私自身は巳年生まれで，

今年，還暦を迎えます。もし，前職を継続したなら４月末をもって定年退職をする年になりました。ト

ヨタで学んだこと，それは個別最適化ということと全体最適化，このバランスを取ることが大事だとい
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うことを学んでまいりました。奄美は，現状多くの課題を抱えております。いろいろな議員の方から質

問があった物価高騰への対策，さらに人口減少，それに伴う子育て支援の拡大，さらに労働者不足，防

災への対応，老朽施設の更新等々，多くの財源を使う課題が山積しております。その中でいかに個別最

適，全体最適，このバランスを取っていくこと，これが大事だと考えております。そこには，奄美市の

意思が必要です。ぜひ，そういった方向で進んでいけたらと思います。 

 私自身も今年は視点を外へ多く向け，より多くの方々の意見を聞かせていただきながら，変わること

なく，休むことなくただ前へ進むことだけではなく，坂を登り続ける，やはり痛みは必要です。それを

継続して歩み続けていきたいと思っております。 

 では，これから通告に従い，私の質問に移らせていただきます。今回は，大きく３つのテーマで行わ

せていただきます。１つ目は特別認可校への対応について，２つ目は奄美市の防災への構えについて，

３つ目は奄美市地球温暖化防止活動実行計画の進捗についてになります。 

 まずは，特別認可校への対応についてをやらせていただきます。そもそも特別認可校制度というもの

は，平成９年１月に文部省──現在の文部科学省ですけれども，が通学区域制度の弾力的運用について

を各教育委員会に通知したことがきっかけで始まっております。それを受けて各地域で順次導入されて

まいりました。その設定理由は大きく４つあり，１つは地域の教育資源の活用，２つ目は小規模校の存

続，３つ目，教育の多様化への対応，さらに４つ目が地域社会の活性化になります。このように特認校

制度は，地域の教育資源を最大限に活用し，児童生徒に豊かな学びを提供するとともに，地域社会の活

性化にも貢献することを目的としております。まさしく，今，奄美にふさわしい制度だと私は思ってお

ります。 

 それを受けまして，奄美市では，繰り返しになりますけれども，豊かな自然環境に恵まれた小規模校

の特性を生かして心身の健康増進と学ぶ楽しさを味わいながら，豊かな人間性を培いたいと希望する児

童に対し，平成１４年４月の芦花部小中学校の指定から始まり，平成２３年の崎原小中学校，そして令

和６年，知根小学校，小湊小学校，市小中学校，この５校を特別認可校として指定されています。先ほ

ど話させていただいたように，奄美というこの地域特性を生かした中で特別認可校制度というのは非常

にマッチした制度ではないかと私自身は考えております。その辺を踏まえまして，現時点での各校の生

徒数，通学形態について，今年度の状況と来年度以降の最新状況を分かる範囲でお示しいただければと

思います。なお，次の質問からは発言席で行わせていただきます。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。特別認可校に指定する学校は，今，議員のお話し

のとおり崎原小中学校，芦花部小中学校，知根小学校，小湊小学校，市小中学校の５校となります。 

 崎原小中学校の令和６年度の状況について，全児童生徒数３２人のうち，特認校生は２６人，特認校

生の通学形態は特認校バス通学が１９人で，保護者送迎通学が７人となっております。令和７年度につ

きましては，見込みでお答えいたしたいと思います。令和７年度の全児童生徒数は２９人で，特認校生

は２３人を予定しており，特認校バス通学が１５人，保護者送迎通学が８人となっております。芦花部

小中学校の令和６年度の状況は，全児童生徒数４０人のうち，特認校生が２９人，全員が特認校バスに

よる通学となっております。令和７年度につきましては，全児童生徒数３７人で，特認校生も２９人を

予定しており，全員が特認校バスによる通学となっております。知根小学校の令和６年度の状況は，全

児童生徒数８人のうち，特認校生は１人で，保護者送迎による通学をしております。新年度につきまし

ては，全児童生徒数１４人のうち，特認校生は８人を予定しており，全員が保護者送迎通学となってお

ります。小湊小学校は，令和６年度の特認校生はおりませんでした。令和７年度の全児童生徒数は９名

の予定で，特認校生は３人を予定しており，全員が保護者送迎通学となっております。市小中学校につ

きましては，令和６年度の特認校生はおらず，令和７年度も全校生徒数は１人で，特認校生の入学予定

はございません。以上でございます。 
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瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございました。状況はよく理解できました。かなり特認校で通っ

ている児童数のほうが多いところが多いなというのは実感しました。 

 そこを踏まえて２番目の質問に移りますけども，先ほどバス通学を開始されているという状況の中で，

昨年，令和６年の１１月２８日と，令和６年１２月２日，この２日間において各地区の説明会があった

と認識しております。その中で一応ちょうど昨年の今頃だったと思うんですけども，特認校バスの交通

費の値上げということが話がありました。計画的には令和９年度までに保護者負担額を３割にしていく

と，順次上げていきますという説明があったというふうに認識しております。現状，令和６年でいきま

すと，保護者の月当たり負担額が５,５００円，それが実際には，令和９年になると現状の前提条件，こ

れは委託料になりますが，変わらない前提でいくと約１万１,０００円上がっていきます。現状の倍増に

なっていくというような状況が今示されている状況です。これは，先ほど繰り返しになりますけれども，

現行の物価高騰，燃油価格の高騰等を考慮していくと，これが維持されることはなかなか難しいのでは

ないかというふうに考えております。さらに，この３０パーセントの前提というのが各高校の通学の補

助と同等という比率でやっているという形があります。 

 これを踏まえていきますと，今回いろいろな柱に言われている子育て支援という観点でいくとこうい
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ついて令和６年末に示した内容から変更有無の最新状況，こちらについてお示しいただければと思いま

す。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。令和６年末の保護者説明会にて提示しました特認

校バスの業務委託料につきましては，新年度の予算積算のため業者からの見積りを基に提示いたしまし

た。本年２月２５日に改めて業者に確認したところ，現時点では変更はなしと回答を得ております。新
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ます。以上でございます。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  御丁寧にありがとうございます。多分，今回いろいろな話を聞いていく中で

教育長から答弁がありました，決まってから周知というのでは遅いのではないかと私自身は考えており

まして，それを踏まえて②番の質問になるんですけども，これは昨年の説明会のときから保護者の方々

からは要望があったというふうに認識しております。 

 まず，定期的な教育委員会，特別認可校，保護者，事業者等の情報交換会，これを設置していただき

たい。先ほどの価格の変動に関しましても決まったことを伝えるのではなくて，現状の状況等をある程

度頻度をもって説明する場を設定してほしいというふうに考えておりますが，そちらにつきまして来年

度の計画案，こちらのほうの開催時期もしくは頻度を踏まえまして，現状，案があれば具体的にお示し

ください。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。令和６年末の保護者説明会での特認校バスの在り

方に関する情報交換会の御要望を受けまして，新年度は特認校バスの在り方に関する情報交換会を５月

中旬と９月中旬の２回を予定しております。また，令和６年度中に特認校バスを運行している芦花部小

中学校，崎原小中学校の２校は情報交換会を実施することとしております。１校は既に実施しまして，

もう１校は３月中の実施を予定しております。今後も特認校バスの運行の在り方について，学校関係者，

保護者，地域の皆様，事業者等，それぞれの思いや実情を把握しながら会を運営してまいりたいと考え

ておりますので御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 
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瀧 真一郎 議員（４番）  開催の約束をいただいたということを非常にうれしく思います。まず，あり

がとうございます。ただ，その頻度という観点でいくと，例えば他の地域でいくと月一度やっていると

ころ等もあります。そういったところを含めまして，頻度について他地域の特認校の状況，こちらのほ

うを参考にしていただきながら５月と言わず，しばらくコミュニケーションが取れていない状況の中で

いくと，まずはしっかりと情報を共有し合う，お互いの意見を出し合う場というのは，まずしっかりと

作り上げていく必要性があると私は考えております。これは要望になりますけれども，５月・９月とい

うことにこだわらず，もう少し最初のうちはしっかりと頻度，回数を増やしていただきながら対話を続

けていただければと思います。というのは，バスの運賃の状況だけではないんです。保護者の方々の話

を聞くと，当然，現状の物価高騰に伴い，その高騰ということに関してはある程度許容をしていると，

ただ，その中で突然言われるのが，上がったこと，決まり事としてそれが進んでいる，これに対してま

ず１つ問題があるということが１つ。 

 もう一つは，ほかの改善要望として特認バスの中の仕組み，どういった形でやっていくかとか本数を

含めていろいろと質問が上がっているんですけれども，その改善状況がなされているのかどうか。それ

は事業者様を含めて，ぜひ一度，皆さんが情報を共有する場としてお使いいただけるように，しばらく，

もともとずっとやっていなかったと認識していますから，頻度のほうは増やしていただけたらと思いま

す。これに対してもし何か御意見がいただけるのであれば，お願いしたいと思います。 

 

向 美芳 教育長  議員の御質問にお答えいたします。まず，子どもたちの安心・安全を第一としまして

保護者の負担の軽減に努めてまいりたいと思います。いろいろと検討課題がございますが，いろいろ教

育委員会としましてもそういったことを調査をしながら検討を進めてまいりたいと思っております。以

上でございます。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございます。繰り返しですけども，ほかの地区もそういったこと

をうまく運用しているところ，成功事例であったり，もしくは失敗事例，こちらのほうをうまく入手し

ながら，ぜひ，冒頭に述べましたように，この制度というのは奄美という地域に非常にふさわしい，適

している制度だと私自身は思っております。なので，これがそういった値段という形だけで終わること

なく継続できるように，お互いがＷｉｎ・Ｗｉｎになる関係性をつくる，それがコミュニケーションの

場だと思います。これをぜひ頻度を持ってやっていただければと思います。ぜひ，それをお願いして，

この質問のほうは，次の質問に移らせていただきます。 

 次に，２番目，奄美市の防災への構えについてということで質問をさせていただきます。冒頭で話を

させていただいたように，近々での自然災害の多さ，また南海トラフ等の発生確率の上昇等，災害に対

する備えというところは山裾へ集落が集中している奄美の中ではハザードマップによる危険箇所の把握

と補修，こちらのほうはいろいろと同僚議員から質問のあった避難所の環境整備とともに必須であると

考えております。 

 そこで，まず，奄美市として計画をしている急傾斜地崩壊対策事業，災害防除の全体計画とその進捗

について伺っていきたいと思います。そのポイントといたしまして，急傾斜地崩壊対策事業として奄美

市が危険箇所として認識している箇所，これが何か所あるのか。また，災害防除事業の観点から農道，

林道，市道，県道，国道，その側壁の危険箇所，これが何か所あると把握しているのかをまずお示しく

ださい。 

 

坂元久幸 建設部長  それでは，私のほうからは急傾斜地崩壊対策事業と災害防除に係る国・県道，市道

について，まずお話をさせていただきたいと思います。 

 まず，急傾斜地崩壊対策事業についてお答えいたします。急傾斜地崩壊対策事業に係る土砂災害警戒

区域につきましては，斜面の角度，高さ，人家戸数などの基礎調査結果に基づきまして県が区域指定を

行っておりまして，県ホームページより誰でも検索できる状況となっております。本市における土砂災

− 186 −
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害警戒区域の指定数でございますが，３５９か所が指定されており，令和５年度末現在，県事業による

整備済み数が４６か所，本市事業による整備済み数が４０か所，合計８６か所が整備済みであり，整備

率は約２４パーセントとなっております。 

 急傾斜地崩壊対策事業は，急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律，いわゆる急傾斜地法に基

づく事業でございます。この法律の目的は，急傾斜地の崩壊から国民の生命を保護することにあります

が，その第９条において，区域内の土地の所有者等は，当該区域内における急傾斜地の崩壊が生じない

ように努めなければならないと規定されております。しかしながら，所有者等が対策工事を行うには多

額の費用を要することなどから，一定の基準を満たし，土地の無償提供同意や地域からの整備要望の取

りまとめを行い，本市へ提出していただければ，公共事業での対応が可能となります。このような事業

導入の流れであることから，本市としての全体事業計画はございませんが，各条件等を満たしたものに

つきましては，県施工の急傾斜地崩壊対策事業，本市施行の県単急傾斜地崩壊対策事業または小規模急

傾斜地崩壊対策事業を実施しております。 

 採択基準でございますが，県施工の急傾斜地崩壊対策事業は，急傾斜地の高さが１０メートル以上，

移転適地がないこと，保全人家がおおむね１０戸以上，工事費としましては７,０００万円以上となって

おります。次に，本市施工の県単急傾斜地崩壊対策事業の採択基準は，県施工の急傾斜地崩壊対策事業

の対策基準に該当しないもので急傾斜地の高さが５メートル以上，移転適地がないこと，保全人家が５戸

以上，または５戸未満であっても地域防災計画に記載されていること，公共施設に被害を及ぼす恐れが

あること，単年度工事費２００万円以上１,５００万円以下となっております。同じく，小規模急傾斜地

崩壊対策事業の採択基準は，急傾斜地崩壊対策事業や県単急傾斜地崩壊対策事業の対象とならない急傾

斜地におきまして，急傾斜地の高さが５メートル以上，保全人家が２戸以上となっております。いずれ

の事業も用地無償提供が条件となっております。 

 次に，災害防除事業についてお答えします。災害防除事業につきましては，道路における落石や斜面

崩壊対策のほか，路肩，擁壁の損傷などによる災害を未然に防止することを目的とした事業となってお

ります。本市が管理する市道においては，国・県道の緊急輸送道路での事故等の際に代替路となる山間

部の道路を対象とし実施したのり面変状調査や大雨後のパトロールの結果に基づき危険箇所の把握に努

めているところでございます。その調査においては，５路線４８０か所の点検を行い，うち４７か所が

被害の恐れがあるものとして判断しております。事業実施の際には，パトロール等で確認された箇所も

含めて交通量や規模などから優先度，緊急度を考慮しまして，路線ごとに年度計画を立て実施している

ところであります。令和６年度末までに２３か所の整備が完了しております。 

 また，国・県道につきましては，県にお伺いしましたところ，奄美市管内では９８か所を定期的に点

検を実施し，崩土や落石の危険性がある箇所については緊急輸送道路等，緊急性や優先度を考慮しなが

ら防災対策を実施していますとのことでございました。 

 

大山茂雄 農林水産部長  それでは，私のほうから農道，林道また山間地のエリアについて答弁いたしま

す。議員御案内の急傾斜地崩壊対策事業，また災害防除に類似した国の林野庁の事業に治山事業がござ

います。本事業において山地に起因する災害により，人家や公共施設が被災する恐れのある地域におい

て対策事業を実施するものでございます。治山事業の導入に当たっては，過去の災害発生状況，山地災

害危険地区への選定状況，地域住民からの要望などの地域の状況を踏まえ，県と協議を行い，事業導入

の検討を行っているところでございます。山地災害危険地区は，地形・地質・土地利用状況を含めた土

砂災害防止対策に必要な調査を国が定める基準を基に都道府県が実施して区域を選定しております。県

内の指定区域については鹿児島県ホームページ，山地災害危険地区マップにて公開されております。 

 本市では，その危険箇所が１１９か所あり，内訳としましては山腹崩壊危険地区が５５か所，崩壊・

土砂流出危険箇所が６４か所となっております。山地災害危険箇所につきましては，対策事業完了箇所

も含めて毎年バトロールを行っているところでございます。住民からの要望につきましては現地確認を

行い，県と協議の上，流動的に事業導入を検討するものでございます。以上です。 
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瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございました。ちょっとすみません，聞き逃した点があるので最

後ちょっと教えていただけますか。農道・林道の中で１１９か所というところでありましたが，こちら

のほうの現状の補修状況の進捗のほうを教えていただければと思います。 

 

大山茂雄 農林水産部長  申し訳ございません，これは国と県の事業ですので，ちょっとこの辺はまだ私

どもの情報としては伺っておりません。以上です。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  了解いたしました。ちょっと，まずあったのが思ったより少ないなというの

が本心でありまして，特にパトロール箇所，危険箇所が例えば市道のほう等でいくと本当にこれだけな

のかなというのがまず１つ思うところであります。各集落，集落にとってみると，その移動している道

路というのは市道，県道，国道といった形の担当の役割とは関係なく常日頃使う道として認識している

と，そこが危ないという危険のところを感じるところというところがなかなかここの数字とうまく合致

していないなというのが今思うところでありました。 

 ただ，その中で農道，林道に関しましては地域からの要望というワードがあり，それを踏まえて県と

の協議という形のコメントがありましたので，それは随時上げていきながら検討をしていただけると，

併せて検討の協議結果のほうを反映していただけるということでよろしかったでしょうか。 

 

大山茂雄 農林水産部長  議員おっしゃるとおり，随時，いつでも，その区域の住民のほうから要望があ

りましたら，市のほうで受けまして，また県と協議してその区域について選定をするというような流れ

になっております。以上です。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  市道，県道，国道のほうでいくと高さの規定があったりとか具体的な明確な

規定があったかと思うんですけれども，先ほどその緊急性の確認というところで農道，林道のほうはそ

ういった具体的な数値的な目標というのはありますか。 

 

大山茂雄 農林水産部長  国の採択基準というのがあるんですけど，この事業のメニューが２１ほどあり

まして，それに合致すればというふうになっておりまして，それと土地の所有者の承諾というのが保安

林指定及び土地の使用承諾というのが所有者から得られたらという条件がございます。以上です。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  これは市道，国道に関わらず土地の所有者の許諾があることというのは前提

として認識はしているところです。先ほど，例えば市道でいくと１０メートル以上であったりとか，

５メートル以上もしくはその関連する戸数が１０戸，５戸という形があったんですけれども，そういっ

たような取り決めという観点で，何か具体的な２１の施策の中でそういった名目があるのかどうか。こ

れは１個１個示さなくて結構ですので，その２０種の中にそういった具体的な数値目標的なものがある

かという観点でまずお示しいただければと思います。 

 

大山茂雄 農林水産部長  例えば，この公共事業，治山事業の中に保安林総合改良事業というのがござい

まして，市街地または集落，人家が１０戸以上というような定めがございます。以上です。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございます。私のほうでその辺はまた調べさせていただきながら，

相談があった内容を含めて，ぜひ相談をさせていただければと思います。現状，先ほどの数というとこ

ろとパトロールした結果というところが，どうしても感覚と合わないところも多々あります。そういっ

たところは納得できていない部分も若干あるんですけれども，今やられていることとしては理解できま

した。こちらのほうを私のほうでももう少し深掘りさせていただきながら，またいろいろと相談させて
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瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございました。ちょっとすみません，聞き逃した点があるので最

後ちょっと教えていただけますか。農道・林道の中で１１９か所というところでありましたが，こちら

のほうの現状の補修状況の進捗のほうを教えていただければと思います。 

 

大山茂雄 農林水産部長  申し訳ございません，これは国と県の事業ですので，ちょっとこの辺はまだ私

どもの情報としては伺っておりません。以上です。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  了解いたしました。ちょっと，まずあったのが思ったより少ないなというの

が本心でありまして，特にパトロール箇所，危険箇所が例えば市道のほう等でいくと本当にこれだけな

のかなというのがまず１つ思うところであります。各集落，集落にとってみると，その移動している道

路というのは市道，県道，国道といった形の担当の役割とは関係なく常日頃使う道として認識している

と，そこが危ないという危険のところを感じるところというところがなかなかここの数字とうまく合致

していないなというのが今思うところでありました。 

 ただ，その中で農道，林道に関しましては地域からの要望というワードがあり，それを踏まえて県と

の協議という形のコメントがありましたので，それは随時上げていきながら検討をしていただけると，

併せて検討の協議結果のほうを反映していただけるということでよろしかったでしょうか。 

 

大山茂雄 農林水産部長  議員おっしゃるとおり，随時，いつでも，その区域の住民のほうから要望があ

りましたら，市のほうで受けまして，また県と協議してその区域について選定をするというような流れ

になっております。以上です。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  市道，県道，国道のほうでいくと高さの規定があったりとか具体的な明確な

規定があったかと思うんですけれども，先ほどその緊急性の確認というところで農道，林道のほうはそ

ういった具体的な数値的な目標というのはありますか。 

 

大山茂雄 農林水産部長  国の採択基準というのがあるんですけど，この事業のメニューが２１ほどあり

まして，それに合致すればというふうになっておりまして，それと土地の所有者の承諾というのが保安

林指定及び土地の使用承諾というのが所有者から得られたらという条件がございます。以上です。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  これは市道，国道に関わらず土地の所有者の許諾があることというのは前提

として認識はしているところです。先ほど，例えば市道でいくと１０メートル以上であったりとか，

５メートル以上もしくはその関連する戸数が１０戸，５戸という形があったんですけれども，そういっ

たような取り決めという観点で，何か具体的な２１の施策の中でそういった名目があるのかどうか。こ

れは１個１個示さなくて結構ですので，その２０種の中にそういった具体的な数値目標的なものがある

かという観点でまずお示しいただければと思います。 

 

大山茂雄 農林水産部長  例えば，この公共事業，治山事業の中に保安林総合改良事業というのがござい

まして，市街地または集落，人家が１０戸以上というような定めがございます。以上です。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございます。私のほうでその辺はまた調べさせていただきながら，

相談があった内容を含めて，ぜひ相談をさせていただければと思います。現状，先ほどの数というとこ

ろとパトロールした結果というところが，どうしても感覚と合わないところも多々あります。そういっ

たところは納得できていない部分も若干あるんですけれども，今やられていることとしては理解できま

した。こちらのほうを私のほうでももう少し深掘りさせていただきながら，またいろいろと相談させて
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いただいて進めさせていただければと思います。 

 ここに関しては，今年度の予算の中で報告があった繰越予算等々がこういった事業では多く発生して

おります。やはり，奄美の気候的なものもあり，計画どおりに補修が進んでいない状況ということも理

解しているつもりであります。その要因として，土砂災害というものはこうやって補修を続けながらも

毎年発生している，その中で災害復旧ということでいろいろとやっているかと思うんですけれども，災

害発生場所を予想することは難しいと思います。ただ，その中で災害が発生し続けているということは，

計画を予測すると，多分その予測にずれがあったという認識なのか，当局としての考えをお聞かせいた

だければと思います。 

 また，こういった予測のずれがあった場合，当初の年間計画ではなく，全体計画はないということだ

ったので，見直しがどういった頻度で行われるかは難しいかと思いますけども，災害が発生した場合，

計画とのずれがあったという認識としてどういった見直しをやっていくかということの対応を含めてお

示しいただければと思います。 

 

坂元久幸 建設部長  初めに計画がないと申しましたのは，急傾斜地崩壊対策事業についてのみの計画が

ないということでございます。それでは，急傾斜地崩壊対策事業は先ほどお答えしましたとおり本市全

体の事業計画はございませんが，台風や豪雨等により人家裏の斜面崩壊等が発生した場合，条件等を満

たし，整備要望された箇所につきましては応急措置や事業導入の検討を行うこととしております。 

 次に，災害防除事業でございます。個別路線で計画を実施していることから，他の箇所に災害が発生

した場合には，基本的に災害復旧工事にて対応しております。計画の見直しの頻度という御質問もあり

ましたけれども，状況の変化等によりまして必要と判断された場合は，路線ごとの計画の変更を柔軟に

見直してまいります。いずれの事業にいたしましても，市民の安全・安心が確保できますよう対応して

まいりますので，御理解賜りたいと存じます。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございます。状況は一応理解しました。柔軟に対応していただけ

るということですので，多分発生したところが集落の影響が大きいところ，少ないところと含めて，多

分対応のほうは順次見直しているかと思いますけれども，現状ある計画というところを，すみません，

ここに，質問の中に無かったかもしれないですが，その計画といったものを市民に含めて確認できるも

のというのは，どこを確認したらよいかを示していただければと思いますが，いかがでしょうか。 

 

坂元久幸 建設部長  急傾斜地崩壊対策事業につきましては，先ほど申しました県のホームページで危険

区域というのは示されております。災害防除事業につきましては，ホームページ等ではまだ示されてお

りませんけれども，役所に来ていただければお示しできるのがありますので，申し訳ございませんが，

よろしくお願いします。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  了解いたしました。今回，最初に示していただいたとおり，その件数全てと

いうのは対応していくのはかなり時間がかかるかと思います。ただ，少なくとも守るべき安心・安全と

いうところに関していくと，どうしても道路というのは人が移動する手段であり，住んでいる方々にと

ってはそこが全ていろいろなところにつながる場所になっているので，ぜひその辺のことはしっかりと

理解していただきながら，当然，ヒト，カネを含めて全てハードルが高いことは認識しているつもりで

す。 

 しかしながら，繰り返しになりますけれども，奄美において防災への構えというものは奄美で暮らす

人々が安心・安全に暮らしていくためには，同僚議員のほうから質問があった避難所の環境整備ととも

に，今後必ず必要になってくると考えております。なので，ぜひ今後も私のほうも確認させていただき

ながら，どういったふうに示すことができるのが一番分かりやすいかということを含めて，ぜひ相談を

させていただきながら，この辺は実際はハザードマップに指定されているところとうまくリンクさせな
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がらつながっているかどうか示すことが必要だというふうに考えております。なので，ぜひ避難ルート

としての道の確保という形，急傾斜部の存在というところとハザードマップで指定されている崩壊の危

険地域というのは，かなりほぼほぼみんな危険な場所になっている，ハザードマップの中では。そうい

ったところと，先ほど言われた数値等々が感覚がずれているのはそういうところなんですけれども，そ

こをしっかりと防災という観点でハザードマップとリンクさせながら，この２つの事業というところが，

形状がつながっていくものにしていきたいというふうに考えておりますので，そういった観点で，多分，

工事の計画の見直しであったり，避難場所の見直しというところの検討をお願いしていきたいと思いま

すので，今後，ぜひ一緒にやらせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 一応，その中で限られた財源という中では，やりたいことやるべきことというのが多々あるかと思い

ます。奄美市として進みたい今後の意思というのは，今後の令和７年度の予算のほうに示されていると

思いますので，予算の審議の中ではそこはしっかりと議論していただけたらと思います。 

 最後になりますけれども，今回質問させていただいた背景を少し話させていただきたいと思います。

伊津部勝のほうで課題のほうをヒアリングさせていただいた中でご縁が２つほどあります。場所は画像

で確認していただきたいと思いますので，画像のほうの表示をお願いできますか。ちょうど食肉センター

へと伊津部勝の集落を結ぶ農道になります。次の画像をお願いいたします。こういったふうに上側のほ

うに木が張り出していて，結構路面は舗装してあるきれいなところなんです。ただ，次の画像をお願い

できますか，こういったふうに路肩のほうには石が落石している。石がかなり落ちてきている。これは

僕のほうも若干，自分の方も見つけたらどけるということをやりながら，それでもこういった状況は続

いているという状態になります。ヒアリングした中でいきますと，この状況というのは，食肉センター

の建築工事，この道路を使って作業用のトラックがかなり通行していたと，それによって自分の集落の

方々にとって見ると落石が増えてきているというふうに今認識しているというふうに話は伺っておりま

す。 

 この件を伊津部勝の方々から職員の方に相談をしたというときに，農道から市道へ変えたら補修でき

る可能性があるというコメントがあったということで，手続を行おうとしたんですけども，市道への変

更条件というのは満たしていないということが分かり，そういうことは無理だということは認識しまし

た。ただ，それ以降，対応についての方法というのがなかなか提示がない状況であるという形でした。

この辺に関しては，先ほど今御答弁のほうがありました地域からの要望という観点では県との協議につ

ながっていくかと思いますので，そういったことはぜひ反映させていただきながら県の判断に合わせて

対応していきたいと思います。画像ありがとうございました。 

 先ほどの繰り返しですけれども，集落へ住んでいる方々にとってはこういった移動する道というもの

自体はどこの管理であるかということが問題でなくて，いかに安全に移動できるかということが問題と

なっております。そういった認識を皆が同じ感覚で持つこと，これが重要だというふうに捉えておりま

す。今回，奄美市全体として，その補修状況というところはなかなかパトロールであったり，見えるよ

うな状況ではないということも理解いたしましたので，補修経過の有無を含めてハザードマップとリン

クさせながら，ぜひ一緒に見えるような活動をやらせていただければと思うということを最後お願いい

たしまして，この質問を終わらせていただきます。 

 では，３つ目の質問に移ります。奄美市地球温暖化防止活動実行計画，この進捗についてお伺いいた

します。まず，２０２４年３月２８日にそれぞれ改定，策定された奄美市地球温暖化防止活動実行計画

（事務事業編，区域施策編），こちらのほうに示された計画の方の進捗状況を示した上で判断のほうを

お示しいただければと思います。 

 

安田壮平 市長  それでは，瀧議員の御質問にお答えします。議員御質問の奄美市地球温暖化防止活動実

行計画（区域施策編），重点施策１，カーボンニュートラル実現に向けた普及制度の構築につきまして

は，市民・事業者アンケートにおいて，カーボンニュートラルの必要性は認識されているものの，どの

ように取り組めばよいのか分からないという声が多く上がっていたことから，ステップ１として，令和
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６年度は市民や事業者の皆様に必要な情報を適正に届けるエネルギー事務所や省エネ設備販売登録店等

の制度構築を目指し，国・県が実施している補助金制度や再エネ設備導入のコスト削減が期待できる方

策についての情報収集を行いました。また，奄美大島５市町村担当者で各自治体で実施している脱炭素

の施策について情報交換を行うなど，ネットワークづくりに取り組んでいるところです。その他，学び

の機会提供として，１２月の地球温暖化防止月間に名瀬総合支所において地球温暖化防止啓発パネル展

示の実施や，笠利地区の小学５・６年生を対象に日産自動車・ＪＡＬグループと共同で地球温暖化の仕

組みや各企業の特色を生かした環境教育プログラムを開催いたしました。そのほか，２月の奄美ＳＤＧ

ｓフェスタで脱炭素啓発パネル展示を実施するなど，市民への啓発活動に取り組んでおります。 

 また，取組を進める中での課題としましては，脱炭素の分野は産業部門から家庭部門など多方面にわ

たり収集・整理すべき情報が膨大であることや，収集した情報を的確に活用するためには，その内容に

ついて十分理解する専門的な知識の習得に時間を要する点などと捉えています。令和６年度の進捗とし

ましては，エネルギー事務所，省エネ設備販売登録店などや脱炭素生活モデル地域の制度設計に時間を

要している状況でございます。なお，計画の見直しにつきましては，今後の進捗を踏まえながら，必要

に応じて検討してまいりたいと考えております。 

 新年度の取組につきましては，令和６年度に収集した情報を活用し，関係機関等と連携し，制度の構

築に向け進めてまいりたいと存じます。以上でございます。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございます。ステップ１というのが，実は２０２４年から２０２６年

までの３年間という形の初年度になるかと思います。かなり初期段階で今ありましたように，情報収集

とか計画作成のフェーズということで，アウトプットするものがなかなか少ないかと思いますけれども，

ぜひ，やったことというのをしっかりと表現をしていただくということは必要かと思っております。と

いったときに他地区の活動の情報，先ほど情報収集という話がありましたけれども，そういった情報は

各事業者にとっても参考になる情報ですので，せっかくやった活動というのはぜひオープンにしていた

だければというふうに考えておりますので，そういったことの年度内の中で展開する予定というのはあ

るんでしょうか。 

 

信島賢誌 市民環境部長  収集しました情報などの年度内の開示については今想定をしておりません。来

年度に検証とかそういうのも予定しておりますので，そういう検証等を踏まえた上で公開はさせていた

だきたいと思っています。以上です。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございます。やはり道のりはかなり長いところになりますが，こ

の地球温暖化というところはなかなか形が見えないものなので進めていくことは非常に難しいことです。

なので，ぜひこちらのほうは私もかなり危惧しているところであり，ちょっと私，個人的な話ですけれ

ども気象予報士のほうの勉強をしておりまして，その中でも温暖化ということで気象はかなり変動して

いることは痛感している次第です。特にこの豪雨も含めて，そういったところに関してはかなりつなが

るところですので，奄美市として，特に世界自然遺産という島である奄美としては，ここに関してはし

っかりと発信していけることが必要だと思いますので，ぜひ継続的にこちらのほうは進んでいただけれ

ばと思います。 

 その中で重点施策２についての伝統知の掘り起こし及び活用と展開，こちらについてもお示しいただ

けないでしょうか。 

 

信島賢誌 市民環境部長  それでは，御質問の区域施策編の重点施策２，伝統知の掘り起こし及び活用と

展開につきましては，奄美の知恵を掘り起こし，科学的に検証を数値化し，市民等へ展開していくもの

でございます。施策の進め方につきましては，まずは大学等と連携を図り，様々な伝統知を一定数掘り

起こし，科学的な検証，数値化を行ってまいりたいと考えております。議員御指摘の重点施策２の取組，
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ア，掘り起こし，イ，検証・数値化，ウ，展開の振興につきましては順番に進行しているものでござい

ますが，それぞれの実施スケジュールに共通の部分もございますので重なり合いながら，ア，イ，ウへ

と進んでいく表現になっております。 

 令和６年度の進捗につきましては，奄美の伝統知として暑さをしのぐために涼しい木陰や海岸などで

「ゆらい」，交流を深める習慣にならいまして，市内１１か所の公共施設をクーリングシェルターに指

定しまして各家庭の電気使用を抑えるためクーラーの効いた涼しい場所に集まって「ゆらう」という，

現代技術と伝統を融合した気候変動対策に取り組んでいたところでありますが，その他の取組について

はまだ取組が進んでいない状況でございます。以上です。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございます。確かにクーリングシェルターの話，私のほう完全に

抜けておりました。実行してもらったのは理解しておりますので，ぜひ継続的に奄美の本当に文化とい

うところを生かしながら，こういった暮らしそのものがＳＤＧｓにつながっているという証にもなりま

すし，ぜひこちらのほうをしっかりと取り組んでいただければと思いますので，先は長いとはいえ，結

果が見えにくい項目です。なので，アウトプットの仕方ということであったり，先ほど市長のほうから

ありましたけれども，なかなかいろいろな幅広い分野ですので，そこを一つ一つ丁寧に市民の方へも情

報を発信していけるということをぜひお願いをして，今まで１の質問のほうは終わらせていただきたい

と思います。 

 もう一個，すみません，間違えていました。まず，今の区域施策編のほうの話をさせていただきまし

たけれども，事務事業編，こちらのほうで進捗についてお伺いいたします。事務事業編のほうでは，６月

末から７月末にかけて前年度の振り返りと計画の見直しを実施するということになっていたかと思いま

す。その概要の方，私は確認できなかったので，もしオープンにしているのであれば，すみません，申

し訳ございません，そちらの概要のほうをお示しいただければと思います。また，その中で特に効果が

高い取組，その事例があった場合と，また想定外に効果が少ない取組，そういった事例は必ず民間のほ

うに生きていく中身になるかと思いますので，その事例のほうをお示しいただければと思います。 

 

信島賢誌 市民環境部長  それでは，議員御質問の事務事業編の計画の中では，６月から７月にかけて実

施することとしております温暖化対策推進会議での進捗確認や温暖化対策実行計画推進委員会での対応

策検討につきましては，この事務事業編が令和６年４月に改定されたことから，令和６年６・７月の実

施は見送り，新年度に１年間のエネルギー等の使用状況をまとめた後，行いたいと考えておりますので，

改定後の事務事業編の取組の効果についてはまだ検証ができていない状況でございます。 

 令和６年度に取り組んだこととしましては，各課の事業計画担当者へ，事務計画の際は地球温暖化防

止の取組として公用車の更新時にはエコカーを導入すること，省資源・省エネルギーを推進すること，

廃棄物の減量化，省資源・省エネルギーに配慮した建築・改修・機器更新・再生エネルギーの導入促進

について，各課の取組を促しているところでございます。 

 また，本市の温暖化対策推進へ奄美市地球温暖化防止活動実行計画の研修会を開催し，計画の内容に

ついて庁内で共有するとともに，各課業務の中で省エネ等に取り組めることについて意見交換をいたし

ました。また，消灯の励行や長時間の離席の際はパソコンの電源を切るなど，電気使用の削減を呼びか

け，議場や庁内におけるペーパーレス会議の実施，オンラインでのアンケートや申請受付を実施するペー

パーレスの推進などに取り組んでいるところです。 

 そのほか，市が公募し，民間事業者が実施した本市域全体の脱炭素につなぐ取組としまして赤木名小

学校，奄美大島食肉センターへの太陽光パネル及び蓄電池を整備いたしました。また，公用車としまし

て５台の電気自動車の御寄附を頂きましたので導入させていただいております。 

 新年度につきましては，これらの効果も検証しながら今後の取組に生かしてまいりたいと思います。

以上でございます。 

 

− 192 −
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瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございました。ちょっと②のほうの来年度に向けてということを

併せて多分今お示ししいただけだと思いますので，ちょっとあれですが，事務事業編のほうについては，

これは新規ではなくて継続してやっている中身ですので，本来であればやはりこの６月・７月はやって

いただきたかったと私自身は思っております。その結果を踏まえて，また１年間の成果でないと継続し

た中身でやってきているというとその前が何だったという話になるので，ぜひこの６月・７月，もう近々

になりますので，そちらのほうでしっかりと実績のほうをオープンにしていただき，その好事例等々を

しっかりみんなのほうに展開していただくことを期待しております。 

 ②のほうの６年度の進捗状況を踏まえた課題と来年度の計画についてというところは，これ回答頂い

た形ですか，もう一遍，お願いできますか，申し訳ございません。 

 

信島賢誌 市民環境部長  まず，課題としましては，庁舎のほうの一番ウエイトを占めているのが電気量

の点だと思っています。この電気量をどう減らしていくかということが今後の課題かと思います。執務

において必要な電気量というのはどうしてもございますので，それを維持しながらしていくという部分

で太陽光発電にしたりとか，そういったいろいろなものを使って今後検討していく必要があるかなとは

考えております。好循環の部分としましては先ほども言いましたけれどもペーパーレス化，こちらのほ

うはかなり進んでいて，今後もどんどんＩＴ機器等を活用することによっての推進が図っていければと

思っているところでございます。以上でございます。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございます。電気の減少は確かにおっしゃるとおりだと思います

し，この辺は前田議員のほうからもお話がありましたし，住用支所のほうでの取組というところで小規

模の水力電源とか再生エネルギー化のほうという，いろんなところで多分議論をされているかと思いま

す。そういった事業のやつをうまく活用しながら，全体として当然トータルでどう減っているかという

ことを示すことも必要かと思いますので，その辺のイン・アウトというところをしっかりと見えるよう

に示していただければ，先ほど言ったような参考には必ずつながると思いますので，ぜひその取組の中

身のほうはきっとその課題というところが皆さんのほうの課題でもなっていきます。そういうところを

しっかりと伝えていくことも大切だと思いますので，ぜひよろしくお願いいたします。 

 最後に，カーボンニュートラル，この実質排出ゼロというものは達成すること自体は非常にハードル

が高いこと，高い取組と考えております。今回取り組んでいる計画と併せて現存している保有林の活用，

もしくは既存のブルーカーボン資源であるマングローブや藻場，こちらのほうを評価できるような取組

というのを並行して進めていくことをお願いしたいと思います。こういった取組に対して，もし当局の

考えがあれば，お示しいただければと思いますが，いかがでしょうか。 

 

信島賢誌 市民環境部長  まず，カーボンニュートラルは温室効果ガスの排出量を施策や取組により削減

し，どうしても削減できない分から植林や森林管理などによる吸収量を差し引くことによる実質的に排

出量をゼロにすることであります。議員のおっしゃるとおり非常にハードルが高い取組だと認識してお

ります。現在，森林の吸収量の算定は維持管理を行った人工林によるＣＯ２の吸収量を算定しており，奄

美市では天然林が大部分を占めてあることからＣＯ２の吸収量として計上できる量は少ない状況でござ

います。議員御提案の天然林の価値を評価できる方法については，鹿児島県において広葉樹，天然林の

吸収量の算定について検討が進められております。 

 また，ブルーカーボンについてはマングローブや藻場の算定方法を国の温室効果ガス排出量算定方法

検討会において確立したという情報を伺っております。それらの吸収量の算定方法について今後も注視

しながら，国から算定方法等について示された場合には，本市においても実行計画に適正に反映してま

いりたいと考えております。以上でございます。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  御丁寧にありがとうございます。少し安心しました。というのは，カーボン
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ニュートラルの目標を達成できない場合，現状では明確なペナルティーというのは示されておりません。

ただ，今後当然ペナルティーを科されることも考えられまして，これだけ自然を保有している奄美大島

が達成できないためにほかの地域からカーボンクレジットで購入するということは僕はあってはならな

いものだと思っています。なので，現在の基準でいったら購入せざるを得なくなることは容易に想定で

きますので，リスクマネジメントの意味を込めまして，最後に質問させていただきました。 

 なかなか普段の生活の中でこういった環境に対する取組の影響を自分ごととして捉えること，これは

かなり難しい内容となっております。ぜひ足元でできることを愚直に進めていくと同時に，目標に対す

る考え方を含めて全体で議論をしていきながら，合わないもの，これに対しては奄美市としてはこうだ

と宣言できるような仕組みをぜひつくっていただければということを最後に提言させていただきまして，

質問を終わらせていただきます。 

 

奥 輝人 議長  以上で，無所属 瀧 真一郎議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１１時４３分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 無所属 帶屋誠二議員の発言を許可いたします。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  市民の皆様，議場の皆様，そしてインターネット中継を御覧の皆様，こんにち

は。お元気ですか。無所属の帶屋誠二でございます。４日間に及ぶ一般質問でありましたが，私をもち

まして最後となりました。昼食を取り休憩をした後ですから眠気も襲ってくることかとは思いますが，

殿を務めさせていただく私，元気よく発言させていただきますので，よろしくお願いいたします。 

 まず最初に，通告書の訂正がございます。１番，市民防災についての③「避難行動支援者」とありま

すが，これに「避難行動要支援者」，「必要」の「要」で「避難行動要支援者」と訂正させていただき

ます。お願いいたします。 

 それでは，これより通告に従いまして一般質問に移らせていただきます。同僚議員からの所見にもあ

りましたように，東日本大震災の発生から早いもので，今月の当日で丸１４年となります。地震大国で

ある日本において，過去の大地震の経験を踏まえて，日本政府を中心に全国の自治体においては，地域

の様々な特徴に基づいた防災訓練が行われております。今回の私の一般質問である市民防災についてで

すが，主に津波対策について質問させていただきます。 

 質問に移る前に少し述べさせていただきます。今年の１月には，宮崎県と福島県において震度５以上

を観測する地震が発生しております。この地震の影響とは思いたくはないのですが，最近のマスコミ報

道によりますと，地震災害に関して国内で最も心配されている南海トラフ地震があたかも発生するかの

ような論調が強くなっているような気がしてなりません。そのような報道に関連してのことなのか，南

海トラフ地震の被害が発生すると予想される自治体での津波対策や訓練の模様が併せて報道されており

ます。奄美市においても市の一部が太平洋に面しており，報道されているような地震が発生した場合は，

少なからずとも影響が出ると予想されます。 

 そこで，①の質問です。２０２２年，令和４年１月に発生したトンガ沖地震による津波警報が発令さ

れた事例もあり，令和５年１０月から１２月に奄美市と内閣府の主催で奄美太平洋沖地震，南海トラフ

地震，トカラ列島太平洋沖地震が発生したと想定して，１,７４３名が参加して市内の関係省庁や自治体

並びに自主防災機関と連携した訓練が行われました。また，翌年の令和６年５月２６日にも鹿児島県と

奄美市主導による訓練も行われております。２回ともかなり大規模な訓練でしたので，関係省庁との調

整など，関係者の皆さんは大変な御苦労だったと思われます。私個人の考えを申しますと，規模の大小

に関わらず，このような訓練は継続していただきたいものでありますが，今後このような大規模な訓練

を予定しているのかをお聞かせください。次の質問より発言席にて行います。 
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ニュートラルの目標を達成できない場合，現状では明確なペナルティーというのは示されておりません。

ただ，今後当然ペナルティーを科されることも考えられまして，これだけ自然を保有している奄美大島

が達成できないためにほかの地域からカーボンクレジットで購入するということは僕はあってはならな

いものだと思っています。なので，現在の基準でいったら購入せざるを得なくなることは容易に想定で

きますので，リスクマネジメントの意味を込めまして，最後に質問させていただきました。 

 なかなか普段の生活の中でこういった環境に対する取組の影響を自分ごととして捉えること，これは

かなり難しい内容となっております。ぜひ足元でできることを愚直に進めていくと同時に，目標に対す

る考え方を含めて全体で議論をしていきながら，合わないもの，これに対しては奄美市としてはこうだ

と宣言できるような仕組みをぜひつくっていただければということを最後に提言させていただきまして，

質問を終わらせていただきます。 

 

奥 輝人 議長  以上で，無所属 瀧 真一郎議員の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１１時４３分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 無所属 帶屋誠二議員の発言を許可いたします。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  市民の皆様，議場の皆様，そしてインターネット中継を御覧の皆様，こんにち

は。お元気ですか。無所属の帶屋誠二でございます。４日間に及ぶ一般質問でありましたが，私をもち

まして最後となりました。昼食を取り休憩をした後ですから眠気も襲ってくることかとは思いますが，

殿を務めさせていただく私，元気よく発言させていただきますので，よろしくお願いいたします。 

 まず最初に，通告書の訂正がございます。１番，市民防災についての③「避難行動支援者」とありま

すが，これに「避難行動要支援者」，「必要」の「要」で「避難行動要支援者」と訂正させていただき

ます。お願いいたします。 

 それでは，これより通告に従いまして一般質問に移らせていただきます。同僚議員からの所見にもあ

りましたように，東日本大震災の発生から早いもので，今月の当日で丸１４年となります。地震大国で

ある日本において，過去の大地震の経験を踏まえて，日本政府を中心に全国の自治体においては，地域

の様々な特徴に基づいた防災訓練が行われております。今回の私の一般質問である市民防災についてで

すが，主に津波対策について質問させていただきます。 

 質問に移る前に少し述べさせていただきます。今年の１月には，宮崎県と福島県において震度５以上

を観測する地震が発生しております。この地震の影響とは思いたくはないのですが，最近のマスコミ報

道によりますと，地震災害に関して国内で最も心配されている南海トラフ地震があたかも発生するかの

ような論調が強くなっているような気がしてなりません。そのような報道に関連してのことなのか，南

海トラフ地震の被害が発生すると予想される自治体での津波対策や訓練の模様が併せて報道されており

ます。奄美市においても市の一部が太平洋に面しており，報道されているような地震が発生した場合は，

少なからずとも影響が出ると予想されます。 

 そこで，①の質問です。２０２２年，令和４年１月に発生したトンガ沖地震による津波警報が発令さ

れた事例もあり，令和５年１０月から１２月に奄美市と内閣府の主催で奄美太平洋沖地震，南海トラフ

地震，トカラ列島太平洋沖地震が発生したと想定して，１,７４３名が参加して市内の関係省庁や自治体

並びに自主防災機関と連携した訓練が行われました。また，翌年の令和６年５月２６日にも鹿児島県と

奄美市主導による訓練も行われております。２回ともかなり大規模な訓練でしたので，関係省庁との調

整など，関係者の皆さんは大変な御苦労だったと思われます。私個人の考えを申しますと，規模の大小

に関わらず，このような訓練は継続していただきたいものでありますが，今後このような大規模な訓練

を予定しているのかをお聞かせください。次の質問より発言席にて行います。 
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奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

安田壮平 市長  それでは，帶屋議員の御質問にお答えします。今後の訓練計画についてということであ

りますが，本市における防災訓練は，例年，関東大震災の発生した９月１日，防災の日に合わせた８月

最終週の日曜日に実施しております。過去２年の防災訓練は，１１月及び５月に実施していますが，議

員御案内のとおり，令和５年度は内閣府と共催して，１１月５日，津波防災の日に近い日程において，

また令和６年度は県との共催として梅雨等の出水期前に実施したいとの意向を受けて実施したところで

あります。 

 新年度は，奄美豪雨災害から１５年を迎える年であり，災害の教訓をかえ顧みる機会として大きな被

害が発生した１０月２０日前後にシンポジウムの実施を検討する一方で，防災訓練については，例年の

とおり防災の日に合わせた８月２４日の実施を検討しております。あわせて，笠利地区におきましては，

笠利総合支所と各防災機関及び自主防災組織が相互に連携した防災訓練も実施予定で，令和８年度以降

は住用地区におきましても同様の防災訓練の計画を予定しており，各地区ごとの防災に対する課題解

決・防災意識を高め，本市の防災力向上に努めてまいりたいと考えております。 

 また，訓練における災害の想定は，これまで東日本大震災以降，本市では地震・津波を想定した訓練

を繰り返し実施してきましたが，新年度の訓練では豪雨災害を想定することで，改めて大雨に関する防

災についても関心を深めていただく機会となるよう検討しているところでございます。以上でございま

す。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  ありがとうございました。計画があると聞いて安心した次第であります。災害

が発生したときというのはとにかく想定外，想定以上のことが起きているように見受けられます。そう

やって過去の事例や訓練を検証して学び，また，新たに備えることが重要であると考えます。 

 そこで，次の２の質問であります。先ほども申し上げましたように，過去に学び，歴史に学ぶという

ことを踏まえまして，①で質問したように過去２回の訓練において実施した訓練内容ですが，令和５年

の訓練の報告によりますと，訓練内容は，１，シェイクアウト訓練，２，津波避難訓練，３，情報伝達

訓練，４，安否確認訓練，５，避難所開設訓練，６，物資配給訓練，以上を実施し，特色として市内全

域を対象にシェイクアウト訓練，避難伝達訓練を実施し，市職員の参集訓練，災害本部の立ち上げ訓練

を同時並行的に進行し，市民への情報伝達要項の訓練がありました。そして，成果報告によりますと，

これ一部抜粋ですが，事前準備において避難行動要支援者の自宅を対象とした事前の測量や住民への聞

き取りを実施して，次年度以降の訓練実施や各種計画作成要綱などのモデルケースを構築できたとあり

ます。課題としましては，参加団体の増加，観光客の増加，夜間や荒天時の迅速で安全な避難の実施，

想定外をつくらない工夫などと，それぞれございました。 

 そこでお伺いします。さきにお話しした令和５年度の訓練を実施し，成果が得られ課題も出てきたと

のことですが，令和６年度の訓練では，さきに出てきた課題については，どのように取り組まれたのか

をお聞かせください。お願いいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  それでは，お答えいたします。まず，令和６年度の鹿児島県総合防災訓練につきま

しては，議員御承知のとおり，自衛隊，海上保安庁，気象台，警察をはじめ，医療関係や電気・ガス・

水道をはじめとするインフラ関係など約８０機関及び４５の自主防災組織，１,７７２名の市民の皆様に

御参加いただき，実施したところであります。この県防災訓練は，多くの関係機関が参加する大がかり

な訓練を中心に，各関係機関における啓発展示や住民避難訓練，避難所運営訓練などを実施しておりま

す。 

 御質問の令和５年度の課題への対応としましては，今御紹介した多くの機関が参加するメリットを生

かした内容となっており，各関係機関の横の連携の確認ができたことや，参加市民団体が増加したこと，
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普段，本市が実施する訓練ではできない規模の訓練を確認できたことで災害時における想定外の事態の

減少につながるものと認識しているところです。また，本市在住の外国人を対象とした外国人避難受入

訓練やハラル食炊き出し訓練などは増加が見込まれる外国人観光客の対応にもつながるものと考えてお

ります。この訓練の終了後には，本市全域の自治会長・集落会長向けにアンケートを実施しており，今

後も引き続き１つ１つ課題解決に努めてまいりたいと存じます。以上です。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  ありがとうございました。いろいろな事態を想定して多くの団体と連携して行

われたことを理解いたしました。ここであえて申し上げたいのは，訓練には皆さん，真摯に取り組んで

いただいていると思うのですけれども，内容をさらに毎年，毎回毎回アップデートしていただきたいと

いうこと，それと他団体との連携とありましたけれども，どういった内容をどういったふうに取ってい

くかという中身ですね，より緊密に取っていただきたいということであります。津波発生時における迅

速な対応，すなわち迅速な避難や救命活動におきましては，多くの方々の協力なしには対応できないも

のだということは過去の災害等でも明らかであります。そういった体系づくりや活動については，ちょ

っと持ち時間もございませんので，また次回の一般質問のときに改めてさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。 

 では，続きまして，次の質問に移らせていただきます。３，避難行動要支援者の避難指示や情報伝達

方法について伺います。２でも質問してお答えいただいた部分もありますが，特に掘り下げて伺いたい

ということですので改めて質問させていただきます。 

 ここでいう避難行動要支援者とは，避難するに当たりお手伝いが必要な高齢者や在宅で療養中の方々

を指しております。津波が発生しますと一刻も早い避難が必要なのですが，お手伝いをする方々がいな

いと避難もできない方々がほとんどであります。このような事態を想定して様々な避難計画を作成され

ているかと思いますが，どのように避難指示を出すのか具体的にお聞かせください。また，市内の避難

行動要支援者でありますが，令和５年度訓練の報告におきまして，事前の測量や聞き取りを実施とのこ

とですが，令和７年３月現在において市内における避難行動要支援者の人数と世帯数はどれくらいいら

っしゃるのかも併せてお聞かせください。これ，５日の盛議員の孤独死についての質問においてもお答

えいただいたと思うんですけれども，再度お聞かせください。また，その情報についての更新，更新の

頻度や時期，それと今の最新の情報はいつなのかも併せてお聞かせください。 

 次に，情報伝達方法でありますが，市内でこれは介護職に従事なさっている方から直接聞いた意見で

ございます。特に在宅介護を担当している方からの意見なのですが，人は加齢とともに様々な機能が低

下してまいります。その中には聴力の低下，耳がだんだんと遠くなってくることがあります。そのよう

な症状のある高齢者には日常の会話はもちろん，生活音も聞き取りにくいことが日常です。﨑田議員の

補聴器助成に関する質問や，栄議員の加齢性難聴の質問にも関連いたしますが，実際の介護現場におい

ては，訪問時に呼びかけても反応がないので安否を気にするといったことも多くあるそうです。ほかに

も連絡を取るための固定電話の呼び出し音，呼び鈴に気づかない場合もあるそうです。当局におかれま

しても，このような要介護者は，地域の包括支援センターや介護支援事業所と情報を共有されているか

とは思われますが，災害緊急時の情報伝達方法をどのように計画されているのかもお聞かせください。

また，新たな対策としまして，先ほどお話しした生活音など聞き取りにくい方がお住まいになっている

それぞれの家庭への防災無線や，訪問者があった場合や固定電話の呼び出し音が目視できる機器，目で

分かるような機械のどちらかを地域防災という観点から介護サービスを利用した設置を推奨することは

できないものでしょうか，あわせてお聞かせください。お願いいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  それでは，お答えします。議員お尋ねの避難行動要支援者の避難計画，いわゆる個

別避難計画につきまして，本市では避難行動要支援者の名簿を令和６年１０月１日に更新しており，こ

れにより約１,６００人の方が対象となっており，現在，この方，お一人お一人を対象にした個別避難計

画を策定しているところでございます。議員お尋ねの最新の情報でございますが，令和７年２月２２日
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普段，本市が実施する訓練ではできない規模の訓練を確認できたことで災害時における想定外の事態の

減少につながるものと認識しているところです。また，本市在住の外国人を対象とした外国人避難受入

訓練やハラル食炊き出し訓練などは増加が見込まれる外国人観光客の対応にもつながるものと考えてお

ります。この訓練の終了後には，本市全域の自治会長・集落会長向けにアンケートを実施しており，今

後も引き続き１つ１つ課題解決に努めてまいりたいと存じます。以上です。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  ありがとうございました。いろいろな事態を想定して多くの団体と連携して行

われたことを理解いたしました。ここであえて申し上げたいのは，訓練には皆さん，真摯に取り組んで

いただいていると思うのですけれども，内容をさらに毎年，毎回毎回アップデートしていただきたいと

いうこと，それと他団体との連携とありましたけれども，どういった内容をどういったふうに取ってい

くかという中身ですね，より緊密に取っていただきたいということであります。津波発生時における迅

速な対応，すなわち迅速な避難や救命活動におきましては，多くの方々の協力なしには対応できないも

のだということは過去の災害等でも明らかであります。そういった体系づくりや活動については，ちょ

っと持ち時間もございませんので，また次回の一般質問のときに改めてさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。 

 では，続きまして，次の質問に移らせていただきます。３，避難行動要支援者の避難指示や情報伝達

方法について伺います。２でも質問してお答えいただいた部分もありますが，特に掘り下げて伺いたい

ということですので改めて質問させていただきます。 

 ここでいう避難行動要支援者とは，避難するに当たりお手伝いが必要な高齢者や在宅で療養中の方々

を指しております。津波が発生しますと一刻も早い避難が必要なのですが，お手伝いをする方々がいな

いと避難もできない方々がほとんどであります。このような事態を想定して様々な避難計画を作成され

ているかと思いますが，どのように避難指示を出すのか具体的にお聞かせください。また，市内の避難

行動要支援者でありますが，令和５年度訓練の報告におきまして，事前の測量や聞き取りを実施とのこ

とですが，令和７年３月現在において市内における避難行動要支援者の人数と世帯数はどれくらいいら

っしゃるのかも併せてお聞かせください。これ，５日の盛議員の孤独死についての質問においてもお答

えいただいたと思うんですけれども，再度お聞かせください。また，その情報についての更新，更新の

頻度や時期，それと今の最新の情報はいつなのかも併せてお聞かせください。 

 次に，情報伝達方法でありますが，市内でこれは介護職に従事なさっている方から直接聞いた意見で

ございます。特に在宅介護を担当している方からの意見なのですが，人は加齢とともに様々な機能が低

下してまいります。その中には聴力の低下，耳がだんだんと遠くなってくることがあります。そのよう

な症状のある高齢者には日常の会話はもちろん，生活音も聞き取りにくいことが日常です。﨑田議員の

補聴器助成に関する質問や，栄議員の加齢性難聴の質問にも関連いたしますが，実際の介護現場におい

ては，訪問時に呼びかけても反応がないので安否を気にするといったことも多くあるそうです。ほかに

も連絡を取るための固定電話の呼び出し音，呼び鈴に気づかない場合もあるそうです。当局におかれま

しても，このような要介護者は，地域の包括支援センターや介護支援事業所と情報を共有されているか

とは思われますが，災害緊急時の情報伝達方法をどのように計画されているのかもお聞かせください。

また，新たな対策としまして，先ほどお話しした生活音など聞き取りにくい方がお住まいになっている

それぞれの家庭への防災無線や，訪問者があった場合や固定電話の呼び出し音が目視できる機器，目で

分かるような機械のどちらかを地域防災という観点から介護サービスを利用した設置を推奨することは

できないものでしょうか，あわせてお聞かせください。お願いいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  それでは，お答えします。議員お尋ねの避難行動要支援者の避難計画，いわゆる個

別避難計画につきまして，本市では避難行動要支援者の名簿を令和６年１０月１日に更新しており，こ

れにより約１,６００人の方が対象となっており，現在，この方，お一人お一人を対象にした個別避難計

画を策定しているところでございます。議員お尋ねの最新の情報でございますが，令和７年２月２２日
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現在，奄美市全体で１,６１７名，個別避難計画作成済みが２１１名，作成率は１３パーセントとなって

おります。優先的にこの避難計画を作る避難行動要支援者は，障害や支援の度合いに応じて本市として

次のような基準を設けております。介護保険制度の要介護認定者，要介護３以上でございます。それか

ら，精神障害者保健福祉手帳を所有する者の１級，それから，療育手帳を所有する者，療育手帳Ａ，そ

れから，身体障害手帳を所有する者の１級及び２級でございます。ただし，内部障害のみは除いており

ます。対象というのは，これらの方でございますが，これはあくまでも福祉からのデータを抽出したも

ので専用システムにより抽出を行っているため，抽出された対象本人のことは把握しておりますが，そ

の方を取り巻く世帯状況等については把握ができないのが現状でございます。 

 次に，情報伝達手段としましては，一般的な場合と同様，防災行政無線による放送やテレビ，ラジオ，

本市公式ホームページやＳＮＳ，緊急速報メール等の各種情報発信ツールを用いて実施しているところ

であり，少なくとも，いずれか１つの方法で情報を確認していただきたいと存じます。議員より目視で

きる機器導入の推奨を含めた貴重な御提案をいただきましたが，現在，高齢者等避難や避難指示等の避

難情報を確認した後は，当人を含め支援をされている御家族，近隣住民，ヘルパー，ケアマネジャー等

の支援者の協力を得て避難行動につなげていくことを考えております。これらの行動を定型的な手段と

して，手順として明確にするため，個別避難計画の作成を民生委員や自治会長，集落会長を介して推進

しているところでございますので，御理解と御協力をお願いしたいと存じます。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  把握状況に関しましては，高齢者，乳幼児，障害者，それぞれのケースがござ

いますので一概には言えないと思うんですが，やはりこういった方々の迅速な誘導，避難に対してのパー

センテージというのですか，割合というものを少しでも多く上げていただければなと思いますので，よ

ろしくお願いします。それと，情報伝達方法ですけれども，いろいろな方法があるというふうにおっし

ゃっていただきましたけれども，そういった中でもちろん要支援者，高齢者，障害者，乳幼児，使える

もの，使えないものとあると思いますので，そういった判断というものは周りの御家族，周りの支援団

体等の判断に委ねられる部分があるとは思いますけれども，そういった使い分けの指導といいますか，

徹底も当局のほうからもしていただければありがたいかと思います。 

 今回，この質問をさせていただいた理由もまた別にありまして，実は，私の住んでいる地元平松町の

高齢者のおばあちゃんから寄せられた話なんですけれども，２０２２年のトンガ沖地震による津波のと

きに奄美市に避難指示が出されたとき，その御家庭はおばあちゃん，おじいちゃん，二人住まいなんで

すけれども，もう，おばあちゃんがおっしゃるように私はもうおじいさんを避難させることができなか

ったと，ベッドからも降ろせられない，そういう状況の中で周りの人たちは避難している。避難してい

る状況の中で助けてとは言えなかったと，みんなが避難しようとしているところに。だから，もう私は

実は覚悟したんだと，どういう状況になるか分からないけれども覚悟したと。そういうふうに思ってい

らっしゃる方もいらっしゃったことは事実でございます。ですので，少しでもこの気づきというんです

か，そういった周りの連携があれば助けられる命もきっと助けられることだと思います。確かに

２０２２年の津波発生の通報が出たときに，高台に皆さん避難をして高台での渋滞ですとか，高台入口

での車の渋滞等，そういった問題も発生したんですけれども，その前に御自宅から避難する避難誘導の

問題もあるのではないかと思います。確かに災害時には自分で自分の身を守らなければなりません。し

かし，先ほど言いましたけれども，ちょっとした気づきによって助かる命も必ずあると思います。です

ので，部長もおっしゃいましたように，自治会をはじめとする近隣の住民，地域の消防団ですとか，そ

ういった方たちと情報を共有し，災害時には誰一人として見逃しのないような地域のコミュニティの構

築や自治会機能の活性化といいますか，そういった機能を上げていくためにも当局におきましては強く

意識していただきたいなと思います。あわせまして生活音が聞き取りにくい高齢者がお住まいの家庭に

対しても，よりよいそういった伝達方法が対応できますよう計画を立ててくださるよう，よろしくお願

いいたします。 

 続きまして，４の質問に移らせていただきます。４の質問でありますが，観光客や仕事などでの来島
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者への避難指示や情報を伝達方法について伺います。 

 まず，観光客への対処について伺います。奄美大島で多くの観光客が訪れる場所といいますのは奄美

大島の海岸線でございます。大島本島で初期に到達すると思われる太平洋沿岸には，笠利地区にあるあ

やまる岬や大瀬海岸，土盛海岸やばしゃ山などがあり，住用地区にはマングローパークを拠点としたカ

ヌーツアー等，多くの観光スポットが点在しております。先ほど申しましたように太平洋沿岸は初期に

津波が到達することが予想され，最も被害が受けやすいところであります。奄美市のハザードマップに

よりますと，それぞれの地区には津波避難所が設けられております。そこで，避難指示はどのように伝

えられ避難所へ誘導するのか。また，案内板の設置は分かりやすく設けられているのか。そして，案内

板の設置の数などお聞かせください。 

 次に，仕事などで来島されている方への対応について伺います。文字どおり，仕事の出張で来島して

いるわけですから，日中は地元の方とお会いしてお仕事の仕事を話しておりますし，移動もレンタカー

を使っていらっしゃる方がほとんどですので，地元のそういった情報，避難指示も得やすいかと思われ

ます。車ではラジオでの放送も得やすいと思われます。私が気になりますのは，この津波が夜間に発生

した場合です。観光であっても仕事であっても１日の疲れを癒やすために早々と床に着く方もいらっし

ゃれば，気分転換に歓楽街へ出かける方もいらっしゃいます。過去にも，前の答弁で申し上げたように，

２０２２年のトンガ沖地震による津波警報は，これも夜間に発生しております。そのとき，私は自宅に

おりまして家族と近くの丘に避難したわけなんですが，ちょっと私ごとになりますけれども，実は今年

１月１３日の宮崎県沖地震が発生したときに，私，実は宮崎市内に同僚議員と滞在しておりました。私

がお邪魔した飲食店におきましてはスタッフによる迅速な行動がございました。店舗のドアをすぐ開け

て避難路を確保する，そういった動きに正直驚きました。落ち着いた後にスタッフに聞きましたところ，

実は飲食店の地区を通してオーナーから緊急時のお客様への対処方法として通達されていたということ

だったんです。宿泊先では，初日に奥 晃郎議員がお話ししましたように非常階段が開かないというト

ラブルもあったんですけれども，翌日のホテルスタッフの対応，非礼を詫びるといいますか，身を心配

なさって，昨夜は大変失礼いたしましたと，全スタッフが同じような対応をしてくれたことに物すごく

感心しました。ですので，このような事態を踏まえまして，市の津波対策は市内の宿泊施設や飲食店と

どのように共有しているのかをお聞かせください。あわせまして，２０２２年のトンガ沖地震による津

波警報発生で，奄美市内の飲食店や宿泊施設においてどのような問題が発生したのかをもし認識してい

らっしゃるのであれば，お聞かせください。また，その問題に対して令和５年と６年，それぞれ大規模

な訓練においてどのように対策を実施しているのか，もし訓練を実施しているのであれば，その訓練内

容までもお聞かせください。お願いいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  本市に居住していない方に向けての，特に夜間に関する避難情報は，先ほどの質問

にて回答した情報伝達方法のうち，主に防災無線や緊急速報メールによるものとなります。土地勘がな

い方でも，まずはこのＪアラートと連動した防災無線，これによりまして海岸から速やかに離れていた

だくことを訴えます。そして，緊急速報メール，こちらのメールにてハザードマップや地図アプリに誘

導し，現在地と避難場所がスムーズに確認できるよう情報提供体制の向上に努めてまいります。観光地

における避難所への案内看板は現在のところ設置されておりませんが，近年の海外からの観光客や日本

語を理解できない来島者の方も増えている現状を踏まえ，その手段を含め，どのような通知方法がより

よい方法かを検討することも今後重要な点であると認識しております。トンガ沖噴火による津波警報発

令時における宿泊施設や飲食店での問題等について，特に市としては聞き及んでおりませんが，今後，

いつ発生するか分からない災害に対しての備えとして，観光関係団体や飲食業等の皆様と連携して防災

に関する出前講座や意見交換などを開催して，来島者の方々の安全で安心な観光につながるよう取り組

んでまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  ありがとうございました。③の質問の内容と大分かぶっているところもありま
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者への避難指示や情報を伝達方法について伺います。 

 まず，観光客への対処について伺います。奄美大島で多くの観光客が訪れる場所といいますのは奄美

大島の海岸線でございます。大島本島で初期に到達すると思われる太平洋沿岸には，笠利地区にあるあ

やまる岬や大瀬海岸，土盛海岸やばしゃ山などがあり，住用地区にはマングローパークを拠点としたカ

ヌーツアー等，多くの観光スポットが点在しております。先ほど申しましたように太平洋沿岸は初期に

津波が到達することが予想され，最も被害が受けやすいところであります。奄美市のハザードマップに

よりますと，それぞれの地区には津波避難所が設けられております。そこで，避難指示はどのように伝

えられ避難所へ誘導するのか。また，案内板の設置は分かりやすく設けられているのか。そして，案内

板の設置の数などお聞かせください。 

 次に，仕事などで来島されている方への対応について伺います。文字どおり，仕事の出張で来島して

いるわけですから，日中は地元の方とお会いしてお仕事の仕事を話しておりますし，移動もレンタカー

を使っていらっしゃる方がほとんどですので，地元のそういった情報，避難指示も得やすいかと思われ

ます。車ではラジオでの放送も得やすいと思われます。私が気になりますのは，この津波が夜間に発生

した場合です。観光であっても仕事であっても１日の疲れを癒やすために早々と床に着く方もいらっし

ゃれば，気分転換に歓楽街へ出かける方もいらっしゃいます。過去にも，前の答弁で申し上げたように，

２０２２年のトンガ沖地震による津波警報は，これも夜間に発生しております。そのとき，私は自宅に

おりまして家族と近くの丘に避難したわけなんですが，ちょっと私ごとになりますけれども，実は今年

１月１３日の宮崎県沖地震が発生したときに，私，実は宮崎市内に同僚議員と滞在しておりました。私

がお邪魔した飲食店におきましてはスタッフによる迅速な行動がございました。店舗のドアをすぐ開け

て避難路を確保する，そういった動きに正直驚きました。落ち着いた後にスタッフに聞きましたところ，

実は飲食店の地区を通してオーナーから緊急時のお客様への対処方法として通達されていたということ

だったんです。宿泊先では，初日に奥 晃郎議員がお話ししましたように非常階段が開かないというト

ラブルもあったんですけれども，翌日のホテルスタッフの対応，非礼を詫びるといいますか，身を心配

なさって，昨夜は大変失礼いたしましたと，全スタッフが同じような対応をしてくれたことに物すごく

感心しました。ですので，このような事態を踏まえまして，市の津波対策は市内の宿泊施設や飲食店と

どのように共有しているのかをお聞かせください。あわせまして，２０２２年のトンガ沖地震による津

波警報発生で，奄美市内の飲食店や宿泊施設においてどのような問題が発生したのかをもし認識してい

らっしゃるのであれば，お聞かせください。また，その問題に対して令和５年と６年，それぞれ大規模

な訓練においてどのように対策を実施しているのか，もし訓練を実施しているのであれば，その訓練内

容までもお聞かせください。お願いいたします。 

 

藤原俊輔 総務部長  本市に居住していない方に向けての，特に夜間に関する避難情報は，先ほどの質問

にて回答した情報伝達方法のうち，主に防災無線や緊急速報メールによるものとなります。土地勘がな

い方でも，まずはこのＪアラートと連動した防災無線，これによりまして海岸から速やかに離れていた

だくことを訴えます。そして，緊急速報メール，こちらのメールにてハザードマップや地図アプリに誘

導し，現在地と避難場所がスムーズに確認できるよう情報提供体制の向上に努めてまいります。観光地

における避難所への案内看板は現在のところ設置されておりませんが，近年の海外からの観光客や日本

語を理解できない来島者の方も増えている現状を踏まえ，その手段を含め，どのような通知方法がより

よい方法かを検討することも今後重要な点であると認識しております。トンガ沖噴火による津波警報発

令時における宿泊施設や飲食店での問題等について，特に市としては聞き及んでおりませんが，今後，

いつ発生するか分からない災害に対しての備えとして，観光関係団体や飲食業等の皆様と連携して防災

に関する出前講座や意見交換などを開催して，来島者の方々の安全で安心な観光につながるよう取り組

んでまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  ありがとうございました。③の質問の内容と大分かぶっているところもありま
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したけれども，やはり確認をきちっとするではございませんが，いろんなパターンに合わせましてそう

いった伝達方法並びに誘導方法というものがあることを改めて認識できましたので安心いたしました。

確かにこういった伝達方法はあるんですけれども，やはり観光地点に日中滞在していた場合に警報が出

た場合，まず，第１波を受けることが想定されますので，より迅速に情報が伝わる方法をもっとグレー

ドアップといいますかレベルアップしたものを講じられることを期待しております。また，飲食店や宿

泊施設においての防災訓練，地震，津波に対してはもちろんなんですけれども，私が聞き取り調査した

ところ，多くは火災に関するそういった訓練や指導が多数であるとのことです。今後においては飲食店

や宿泊施設に対してのそういった津波発生時の対応をマニュアル化したものを配布するとか，あとは啓

蒙活動にも力を入れていただければと思います。あわせまして，夜間における観光地，夜に釣りに行か

れたり，夜の海岸線を見に行かれる方もいるわけですので，そういった夜間に備えた観光地での対策も

もし今後取られていただければなと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 続きまして，５番目の質問に移らせていただきます。⑤の質問ですが，介護などのお手伝いが必要な

方々の避難対策の中の一つに，福祉避難所の開設についての質問でございます。津波発生のときはもち

ろんですが，大規模災害が発生した場合，市内において指定避難所が設けられ，その後に行政より協力

協定を結んでいる施設に対して，要配慮者へ向けた福祉避難所開設の要請が出されるというのが福祉避

難所を開設する一般的な流れと聞いております。今年の１月でありますが，鹿児島市におきまして鹿児

島市の民間福祉施設に避難所を開設するという訓練が初めて行われました。訓練内容は，要配慮者の受

入れや備蓄物資の搬入の手順の確認に加えて，市の指定避難所を巡回した保健師が要配慮者の存在を市

に報告し，市が施設に受入れを要請するという想定で実施されました。 

 そこでお聞きしたいのは，奄美市における福祉避難所を開設するまでの手順と，福祉避難所を開設す

る訓練の予定があるのかをお聞かせください。通告書に訓練の予定はあるのかとありますが，もし今ま

でに実施したことがあるのであれば，訓練内容とそのときの今後の課題等をお示しできるのがあればお

聞かせください。それと併せまして，名瀬地区，笠利地区，住用地区の福祉避難所を開設する協力協定

を結んでいる福祉施設の件数も併せてお聞かせください。お願いいたします。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは，福祉避難所の開設等についてお答えさせていただきます。地震や津

波，豪雨などの大規模発生時について想定している手順といたしましては，要配慮者の方もほかの市民

の方たちと同じようにハザードマップで示している近隣の避難場所へ避難していただくこととなってお

ります。なお，ある程度予測がつく台風襲来時につきましては，これまでもほかの避難所と同じタイミ

ングで福祉避難所を開設し，要配慮者の受入れを行っているところでございます。地震や津波，豪雨の

不安が過ぎた後，自宅が被災しているなど，一定の期間，避難所生活を送る必要がある方がいた場合で

ございますが，協定を締結している高齢者施設及び医療機関の被災状況や感染症の流行の状況などを踏

まえ，福祉避難所の開設が可能か協議をし，要配慮者の避難を受け入れていただくことになるものと想

定しております。しかしながら，高齢者施設等は通常業務もございますので，福祉避難所として長期間

避難者を受け入れることが難しい場合もあると考えております。したがいまして，長期間の避難所生活

を送る必要がある場合には，公共施設等を活用して福祉避難所を開設し，要配慮者の受入れを行う場合

も想定をいたしているところでございます。 

 次に，これまでの訓練の実績といたしまして，昨年，令和６年の鹿児島県総合防災訓練におきまして，

民間福祉避難所の開設手順の確認，公共施設での福祉避難所の設置及び要配慮者の避難訓練，保健師に

よる避難者の健康状態の聞き取りなどの訓練を行っております。今後の課題といたしまして，民間福祉

避難所を開設に当たって，見守りや介助などを行う人員の確保，感染症対策などが考えられているとこ

ろでございます。このような課題のため，民間福祉避難所の開設が難しい場合は，公共施設等での福祉

避難所の開設により対応していくものと考えております。大規模災害時の福祉避難所の開設につきまし

ては，民間福祉避難所の方々の御意見も伺いながら，議員御指摘の訓練も含め，大規模災害時の対応に

取り組んでまいりたいと考えておりますので御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 
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 次に，福祉避難所の協定を締結している事業所の件数につきましては，名瀬地区が１０件，住用地区

が１件，笠利地区が３件の合計１４件となっております。以上でございます。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  部長，ありがとうございました。今も説明がありましたように福祉避難所を開

設されるということは，私の先ほどの質問の２と３にも関連してくることでございますので，やはりお

っしゃいましたように周りの関係団体や地域の方々，住んでいる自治会との関係も重要なことかなと改

めて考えております。高齢者に関しましても何度も先ほど言いましたように地域の包括支援センター，

介護支援事業所を軸といいますか中心に対策されているということですが，おっしゃいましたように避

難行動要支援者といいますのは，乳幼児から障害児，障害者，障害のある方も含めていろいろな方が含

まれると思いますので，そういった方々と関わりのある団体・地域と連携をよく取り，深く，よりよい

体制づくりを目指されることをお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 続きまして，６の質問に移らせていただきます。こういった協力要請を受けて開設された福祉避難所

においては，避難生活を送るのに必要なもの，備蓄品によって賄うわけですが，この備蓄品は２０２４年

により介護施設においてのＢＣＰ策定──業務継続計画というんですけれども，これの義務化に伴い施

設が単独で用意した備蓄品であります。福祉施設におけるＢＣＰとは，緊急災害時においても利用者と

施設職員の安全確保とサービスの継続性を確保するためのものでございます。ですから，用意している

備蓄品は，今現在に施設のサービスを利用している方々と職員の人数分しか用意されておりません。先

ほど部長のお話しした内容ともちょっと重なりますし，先日，栄議員の質問にも一部ございましたが，

これを開設するに当たっての備蓄品の事前提供はないものでしょうか。賞味期限のある食料品ですとか

そういったものは非常に難しいと思うんですけれども，毛布ですとか仕切りのパーティションですとか

そういった使用期限がないものを事前に貸し出す，事前に市のほうで用意していただくようなことはで

きないものでしょうか。それと，そういった災害時に必要な小型発電機の購入ですとか自家発電施設を

設けるに当たっての設備投資の助成制度などはないものか，お聞かせください。お願いいたします。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは先に私から，介護施設への小型発電機等への補助についてお答えさせ

ていただきます。介護施設が災害による停電・断水時にも施設機能を維持するための電力を確保できる

よう，非常用自家発電設備の整備を行うための補助金として地域介護・福祉空間設備等施設整備交付金

がございます。補助率は，国が２分の１，市が４分の１，残り４分の１が事業者の負担となっておりま

す。なお，対象となりますのは特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入所系の介護事業者とな

っております。私からは，以上でございます。 

 

藤原俊輔 総務部長  それでは私のほうからは，福祉避難所へ配布する備蓄品についてお答えしたいと思

います。災害時に必要な備蓄品は，福祉避難所についても一般避難所と同じ取り扱いとなっております

が，特に福祉避難所において必要となる備品につきまして，現在，名瀬総合支所の方ではパーティショ

ン７０個，マットレス４２２枚，毛布４５０枚，段ボールベッド６２個を備蓄しているところです。そ

のほか，住用総合支所，笠利総合支所にも，ある一定程度の福祉避難所用備蓄品はございます。また，

しばらくの間，避難所生活を送る必要があった場合には，一般避難所と同様に食料品などを支給するこ

とになります。その後，介護の費用度合いに応じて設備等の整った介護施設等への搬送等において，関

係機関と連携して検討していくことになると考えております。 

 また，議員の御提案の事前にこれらを福祉避難所のほうへ配備できないかという提案もありましたが，

まず，その民間施設側の受け入れるスペースの問題が一番大きいと思います。通常使わないこういった

もののスペースを割かないといけないという，まずはあちらの受け入れる状態等もありますので，今後

も検討させていただきたいと思います。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  ありがとうございました。総務部長のほうからの今のお話なんですが，確かに
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 次に，福祉避難所の協定を締結している事業所の件数につきましては，名瀬地区が１０件，住用地区

が１件，笠利地区が３件の合計１４件となっております。以上でございます。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  部長，ありがとうございました。今も説明がありましたように福祉避難所を開

設されるということは，私の先ほどの質問の２と３にも関連してくることでございますので，やはりお

っしゃいましたように周りの関係団体や地域の方々，住んでいる自治会との関係も重要なことかなと改

めて考えております。高齢者に関しましても何度も先ほど言いましたように地域の包括支援センター，

介護支援事業所を軸といいますか中心に対策されているということですが，おっしゃいましたように避

難行動要支援者といいますのは，乳幼児から障害児，障害者，障害のある方も含めていろいろな方が含

まれると思いますので，そういった方々と関わりのある団体・地域と連携をよく取り，深く，よりよい

体制づくりを目指されることをお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 続きまして，６の質問に移らせていただきます。こういった協力要請を受けて開設された福祉避難所

においては，避難生活を送るのに必要なもの，備蓄品によって賄うわけですが，この備蓄品は２０２４年

により介護施設においてのＢＣＰ策定──業務継続計画というんですけれども，これの義務化に伴い施

設が単独で用意した備蓄品であります。福祉施設におけるＢＣＰとは，緊急災害時においても利用者と

施設職員の安全確保とサービスの継続性を確保するためのものでございます。ですから，用意している

備蓄品は，今現在に施設のサービスを利用している方々と職員の人数分しか用意されておりません。先

ほど部長のお話しした内容ともちょっと重なりますし，先日，栄議員の質問にも一部ございましたが，

これを開設するに当たっての備蓄品の事前提供はないものでしょうか。賞味期限のある食料品ですとか

そういったものは非常に難しいと思うんですけれども，毛布ですとか仕切りのパーティションですとか

そういった使用期限がないものを事前に貸し出す，事前に市のほうで用意していただくようなことはで

きないものでしょうか。それと，そういった災害時に必要な小型発電機の購入ですとか自家発電施設を

設けるに当たっての設備投資の助成制度などはないものか，お聞かせください。お願いいたします。 

 

平田宏尚 保健福祉部長  それでは先に私から，介護施設への小型発電機等への補助についてお答えさせ

ていただきます。介護施設が災害による停電・断水時にも施設機能を維持するための電力を確保できる

よう，非常用自家発電設備の整備を行うための補助金として地域介護・福祉空間設備等施設整備交付金

がございます。補助率は，国が２分の１，市が４分の１，残り４分の１が事業者の負担となっておりま

す。なお，対象となりますのは特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入所系の介護事業者とな

っております。私からは，以上でございます。 

 

藤原俊輔 総務部長  それでは私のほうからは，福祉避難所へ配布する備蓄品についてお答えしたいと思

います。災害時に必要な備蓄品は，福祉避難所についても一般避難所と同じ取り扱いとなっております

が，特に福祉避難所において必要となる備品につきまして，現在，名瀬総合支所の方ではパーティショ

ン７０個，マットレス４２２枚，毛布４５０枚，段ボールベッド６２個を備蓄しているところです。そ

のほか，住用総合支所，笠利総合支所にも，ある一定程度の福祉避難所用備蓄品はございます。また，

しばらくの間，避難所生活を送る必要があった場合には，一般避難所と同様に食料品などを支給するこ

とになります。その後，介護の費用度合いに応じて設備等の整った介護施設等への搬送等において，関

係機関と連携して検討していくことになると考えております。 

 また，議員の御提案の事前にこれらを福祉避難所のほうへ配備できないかという提案もありましたが，

まず，その民間施設側の受け入れるスペースの問題が一番大きいと思います。通常使わないこういった

もののスペースを割かないといけないという，まずはあちらの受け入れる状態等もありますので，今後

も検討させていただきたいと思います。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  ありがとうございました。総務部長のほうからの今のお話なんですが，確かに
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受け入れる側の問題，キャパの問題も確かにあるかとはございます。ですけれども，これは私が聞き取

り調査を行った施設に限定したことかもしれませんけれども，実際，我々施設側で用意しているもので

はやはり足りないと。足りないものに対しての補充といいますか，事前の貸出しはできないかというこ

とですので，やはりスペースがないから必要ないといいますか置けない施設もあれば，逆にスペースは

あるけれども用意できるそういった備品がないから欲しい，貸していただけないか，事前に用意してい

ただけないかという２つの意見があるように感じ取れますので，大変お忙しいとは思うんですけれども，

そういった福祉施設のニーズというものをより深い調査，話合いをもちまして把握して，今後対応して

いただければなと思っております。 

 福祉部長のおっしゃいましたお話によります，私も先ほど言いました，ＢＣＰの策定の確かに義務化

によっての備品ですので，当然施設側が自己負担しなければならないことも従々理解しております。災

害の度合いといいますか，滞在日数が延びる場合によっていろんなパターンを想定されているのも大変

理解はできたんですけれども，ただこれがあえて，言葉尻じゃないんですけれども，津波というものに

限定して考えますと，これは台風や大雨といったものとは違いまして，決して想定できるものではない

と思うんです。仮に地震が発生して津波が押し寄せてくるまで数時間，数十分かかりますけれども，早

ければ数分で押し寄せてくる場合もございます。ですから，そのために普段より，おっしゃいました自

前で用意できるのは，端的に申し上げますと防災グッズ，持ち出し用のバッグ，そういった生活使用品

を入れたものを普段から置いておきましょうというようなやはり啓蒙活動というものもまた当局のほう

にお願いしたいと思います。発電機，自家発電設備の件に関してなんですが，そのようにやはり高額で

ありいろいろ費用もかかる，助成の割合と対象の施設も決まっているというのであれば，前田議員も話

しています公用車のＥＶ車，それを電源として確保できるような，そういったよりよい効率的な配備計

画というものもお願いしたいと思います。 

 今回限られた時間でありますので，防災の中でも特に津波対策に関して大ざっぱでありますが包括的

に質問させていただきました。しかしながら，先月２２日にＡｉＡｉひろばにおきまして，災害時多職

種連携研修会というものが開催されました。そこで登壇した講師の方のお話しする中での予想する被害

シナリオというものが，具体的にちょっと申し上げますと奄美空港の水没ですとか，東シナ海側にある

佐大熊ヘリポートにも被害が及ぶであろうと，そして甚大な人的な被害，経済的な被害が想定されてお

ります。そういったシナリオに基づいた質問もさせてもらいたかったんですけれども時間もございます

ので，また改めて次回に質問させていただくことをお伝えして，次の質問に移らせていただきます。 

 ２番，教育と農業振興についてであります。（１）学校給食について，①の質問についてですが，名

瀬地区と住用地区の給食を調理・配達を行っている名瀬朝戸地区にあります学校給食センターでの学校

給食について伺います。給食センターにおいては名瀬・住用地区にある１８の小中学校と１つの園の給

食を一手に担っているわけですが，その献立作成作業の手順と食材の発注方法並びに購入金額について

伺います。特に，青果類，野菜や果物に関してのそういった内容を伺います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

正本英紀 教育部長  聞き取りの中で献立の作業とメニューあたりもありましたので，そこらも含めて答

弁をさせていただきます。 

 献立作成は，月単位で３か月前から行い，青果類につきましては学校給食用物資納入業者である納入

業者で組織する学校給食青果協議会への在庫調査や入荷予定を確認し，献立の仮完成が２か月前となり

ます。栄養教諭と調理員にて調理工程の確認を行い，１か月前に献立が完成となります。完成した献立

を基に前月上旬頃に学校給食青果協議会へ青果類の見積もり依頼を行い，前月２０日頃に発注を行い，

当日朝に納入をしていただいております。青果類の購入金額についてですが，主だった青果類の２月中

旬までの使用量と１キロ当たりの平均価格を申し上げます。にんじんが使用量が１万３,０１５キロ，

１キロ当たりの平均価格が５０６円，玉ねぎが１万１,７９２キロ，３３９円，じゃがいもが８,１９９キ

ロ，５１５円，キャベツが４,３６９キロ，４９７円，大根が３,９５２キロ，３７３円，とうがんが
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２,２１６キロ，４９７円，きゅうりが５１１キロ，１,０５５円，パパイヤが３１０キロ，１,８７８円

でございます。奄美群島内産の使用量に限定しますと，とうがんが２,１４４キロで全体の９６パーセン

ト，じゃがいもが１,８３１キロで全体の２２パーセント，きゅうりが５９１キロで全体の２９パーセン

ト，パパイヤが３１０キロで全体の９９パーセント，キャベツが１５０キロで全体の３パーセントとな

っております。このほか，しまうりやはんだま，ふだんそう，ふるなどは使用量は少ないですが，全て

群島内産を使用しております。また，食材の産地につきましては，県単位が標準の産地表示で，奄美群

島内産につきましては，奄美産と表示，納品していただいているところですので，市町村別の産地把握

は難しい状況となっております。 

 次に，新規の献立メニューやローテーションについてですが，完全な新規献立は少なく，既存の献立

をアレンジするものが多くなっておりますが，同じ内容の献立にならないように調整し，奄美群島内産

の食材を極力取り入れるように工夫して提供しており，新しいものとしましては，奄美産みきの提供や

みきを調味料として活用しております。ローテーション的な献立作成は行っておりませんが，旬の食材

やひな祭りなどの各種行事食を取り入れ，食育にちなみ，毎月１９日前後を「まんでぃ奄美の日」と設

定し，郷土料理や地元食材を使った献立を提供しております。以上でございます。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  ありがとうございました。今，お伺いしたところ，非常に莫大な量，莫大な金

額であるということに改めて気づかされました。こうした業務に給食センター長を中心に管理栄養士さ

ん，栄養士さん，調理師，その他多くのスタッフによってより緻密な綿密な計画に基づいて作られてい

ることだと思います。 

 そこでちょっとまたお伺いしたいんですけど，３か月前から開始をするということなんですけれども，

３か月前の在庫の状況，産地は一番にしても，時点では当然として，前の月の２０日頃ですか，納入業

者が決まるというのは。その時期におきましても，納入日の市場の価格や流通の事情も予想は大変難し

いと思われます。令和６年度も物価高騰の対策として補正予算にもいろいろ計上されておりましたけれ

ども，御存じかと思うんですけれども，生産市場は気候の変化や様々な理由によって価格が非常に乱高

下いたします。下がる分にはうれしいんですけれども，物価高騰とはまた別に気象条件といった，そう

いったいろんな条件の下に予想外の値上がりとかがあると思うんですけれども，そういった場合の対応

なども，もしよかったらお聞かせください。 

 

正本英紀 教育部長  すみません，質問に答える前に先ほどきゅうりのほうを５１１キロと申しましたが，

１，９８４キロですので訂正させていただきます。きゅうりの使用量のほうです。よろしくお願いしま

す。 

 それでは，議員の御質問にお答えいたします。議員が御案内したとおり，最終決定は前月の２０日頃

ということになっております。また，不測な予測不能な事態による食材がそろわない場合などにつきま

しては，同じ献立内の食材で補ったり，また調達できる他の食材に置き換えておりますが，調達できな

い場合などは食材が減ることになっております。また，給食物資納入業者側も船便の運航状況などを注

視しており，事前に対応していただいているところでございます。以上でございます。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  ありがとうございました。これも非常に大変な対応作業だと十分理解いたしま

した。 

 そこで，時間もありませんので②に移らさせていただきます。先ほどもお話ししました主要食材のお

話なんですけれども，こういった食材を地元生産化，地元で調達できないのか伺います。先ほどの部長

の答弁にもありましたように，献立の作成スケジュールから大まかではありますが，年間，月間として

使用する量というものがおおむね予想可能ではないかと思われます。これを根拠に使用する食材の植え

付けを市内の生産者に促すようなことはできないのでしょうか。生産を促すということは，市長の施策

方針にもありました食と農の総合戦略に基づく１次産業の強化と地場産農林水産物の消費拡大を図る上
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２,２１６キロ，４９７円，きゅうりが５１１キロ，１,０５５円，パパイヤが３１０キロ，１,８７８円

でございます。奄美群島内産の使用量に限定しますと，とうがんが２,１４４キロで全体の９６パーセン
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での柱となり得るからです。生産者にとりましても買取先が確保できるということは，収入の安定と確

実性を高めますし，事業主としての事業計画も非常に立てやすくなり，イコール，担い手を確保するた

めの大きな優位性にもなるかと思います。 

 地元で生産したものを地元で使って，買って地元で消費する。これこそ以前，一般質問に同僚議員が

述べていた島内で経済を循環させる。地産地消の本当の基礎，大元ではないかと思うんです。最初の一

歩でもあり，取組だと思うんですが，これについてどのようにお考えか見解をお聞かせください。お願

いいたします。 

 

正本英紀 教育部長  それでは先に私のほうから，学校給食センター側から答弁したいと思います。学校

給食センターでは，実際に実績に基づく各食材の使用量，一覧表等は作成することは可能であると考え

ております。しかしながら，給食物資につきましては納入業者から食材を購入しているため，生産者と

直接関わる機会がございませんので，情報の提供や生産を促すことは難しいと考えております。 

 次に，地産地消につきましては，第４次鹿児島の食交流推進計画の令和７年度の数値を目標として，

学校給食における県内地場産物の使用割合７０パーセント以上との目標設定があり，本市の学校給食セ

ンターにおいて令和５年度は８０.４パーセントの使用率となっております。そのうち，奄美群島内産の

使用率は１２.１パーセントとなっており，県内産の使用率に比べて低くなっております。その要因とい

たしましては，毎日約３,５００食を提供する給食センターに対して安定した量・質の確保が極めて困難

であると認識いたしております。とうがんやしまうり，はんだま，ふだんそうなどの特色ある地場産品

については，１００パーセントに近い使用率であり，今後も関係機関と連携を図りながら，地場産の活

用を推進してまいりたいと思っております。以上でございます。 

 

大山茂雄 農林水産部長  議員御案内の食と農の総合戦略の策定につきましては，市長マニフェストの一

つでございます。新年度にて取り組んでまいります。この内容としましては，健康長寿の促進，食文化

の継承や観光との連携に取り組み，あわせて島野菜の増産，島豚や地元産水産資源の有効活用などに取

り組む活動の推進を行ってまいります。また，本市は，奄美大島５市町村で構成する大島本島地区地産

地消協議会の事務局を担っております。今後も引き続き，地産地消活動の一環として，地場産野菜をは

じめ，１次産業の振興に向けてどのような取組が行えるのか，協議会のテーブルで検討を行いつつ，県

や周辺自治体と共同で取り組むことが可能な点について研究してまいりたいと存じます。議員御案内の

野菜等生産への生産促進の動きにつきましても，こういった活動を促進する中で，まずは，関係機関，

生産者を含めた情報の共有などを行っていきたいと存じます。以上です。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  ありがとうございました。調達するに当たり，規格，サイズ等を安定してそろ

えているということがいかに重要かということも十分理解いたしました。議長，よろしいでしょうか。

通告にはございませんが，当局との聞き取りの段階で１つ伺いたいことがあるんですけれども，発言し

てもよろしいでしょうか。 

 

奥 輝人 議長  どうぞ。 

 

帶屋誠二 議員（３番）  すみません，時間もありません，端的に申し上げます。配送トラックに書かれ

ている「たんかん丸」なんですが，「たんかん丸」を，ぜひ公認キャラクターにしていただきたいとい

うわけですが，御意見いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

正本英紀 教育部長  「たんかん丸」につきましては，本市において公認等は行っておりませんが，奄美

市立学校給食センターのキャラクターとの位置づけで，設立前年度に市内各小中学校の全校児童生徒に

キャラクターの募集を行ったものです。当時，小学校５年生の作品が最優秀賞に選ばれ，平成３０年２月
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開催の奄美市まなび・福祉フェスタで表彰を行っており，その後，給食センターの建物や配送トラック

に描き，イメージキャラクターとして活用しているところでございます。以上です。 

 

奥 輝人 議長  以上で，無所属 帶屋誠二議員の一般質問を終結いたします。 

 以上をもちまして，本日の日程は終了いたしました。 

 ３月１１日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。（午後２時３１分） 
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２２人であります。会議は成立いたしまし

　た。 

これより本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

本日の議事日程は，お手元に配付してあります議事日程第３号のとおりであります。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程に入ります。日程第１，議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）

についてから，議案第１０号 奄美市過疎地域持続的発展計画の変更についてまでの１０件について，

一括して議題といたします。 

ただいまの議案に関する各委員長の審査報告を求めます。 

最初に，文教厚生委員長の審査報告を求めます。 

竹山耕平 文教厚生委員長  おはようございます。自民党新政会の竹山耕平でございます。御報告申し上

げます。 

 文教厚生委員会は去る２月１４日の１日間開会し，当委員会に付託されました議案第１号から議案第

７号中の関係事項７件の議案について審査いたしました。 

 ７件の議案につきましては，お手元に配付してあります文教厚生委員会審査報告書のとおり，全て全

会一致で可決すべきものと決しました。 

以下，主な審査内容について御報告申し上げます。 

 初めに，議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）中，関係事項について審査い

たしました。 

まず，２款総務費中所管分及び３款民生費，４款衛生費について当局の補足説明後，委員より，３款

２項３目保育所費，１節報酬，会計年度任用職員１,８２０万円の減額理由についての質疑に対して，当

局より，笠利地区には赤木名，宇宿，節田の３つの認可保育所と，用安へき地保育所，計４つの施設が

あり，通年をかけて募集を行ったが，全体として５名の常勤保育士が見込まれず，保育士の確保ができ

なかったことによる減額ということでございます。 

 また，委員より，健康検診・検査業務１００万円の増額についての質疑に対し，当局より，今年度は

これまでにも実績により増額計上を行ってきたが，今回の増額計上については，１月に実施されたミニ

人間ドック検診の追加検診に係る増額分，昨年度の実績と比較しても申込者が増加したことによるもの

であります。申込みの増加が多かった検診として，大腸がん検診が１００名，肺がん検診が１２０名，

腹部超音波検診が１００名，胃がん検診が１３０名と増加しているということです。 

また，委員より，各種予防接種業務１,５００万円の減額理由についての質疑に対しては，当局より，

６月補正の際に対象者が１万４,０００名ほどおり，接種率が２５パーセントから３０パーセントを見込

んだ。そのことにより３,５００名程度を予想した。しかし，実際には現時点において１０パーセント程

度となっている。人数では３,５００名を見込んだところ，２,０００名減の１,５００名の状況にある。

ただし，国の通達により，今後もコロナ及びインフルエンザなどの感染拡大が見込まれることから，通

常１月末で終わっていた定期接種期間を２月，３月まで引き延ばす形となっているということでありま

す。 

 また，委員より，保育所等給付費負担金９,００６万２,０００円の増額についての質疑に対しては，

当局より，人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた公定価格の改定によるもので，対象施設数

が１６施設，対象人数が３３６名，内訳としては，教育・保育業務に携わる職員２８７名，教育・保育

業務以外の業務に携わる職員４９名，内訳として，栄養士，調理員，事務員，バス運転手などが挙げら

れるということであります。今回の給付費の上昇を国としては人件費を１０.７パーセント引き上げるこ

とを目標に増額するものであり，今回の処遇改善の内容など，保育士としての業務量の多さや賃金の低

さなどに対するイメージの払拭に向けた活動を今後も行っていきたいということであります。 

ほかにも，生活扶助費の件，放課後児童クラブ運営補助金の件，塵芥車両購入の件など多くの質疑が
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２２人であります。会議は成立いたしまし

　た。 

これより本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

本日の議事日程は，お手元に配付してあります議事日程第３号のとおりであります。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程に入ります。日程第１，議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）

についてから，議案第１０号 奄美市過疎地域持続的発展計画の変更についてまでの１０件について，

一括して議題といたします。 

ただいまの議案に関する各委員長の審査報告を求めます。 

最初に，文教厚生委員長の審査報告を求めます。 

竹山耕平 文教厚生委員長  おはようございます。自民党新政会の竹山耕平でございます。御報告申し上

げます。 

 文教厚生委員会は去る２月１４日の１日間開会し，当委員会に付託されました議案第１号から議案第

７号中の関係事項７件の議案について審査いたしました。 

 ７件の議案につきましては，お手元に配付してあります文教厚生委員会審査報告書のとおり，全て全

会一致で可決すべきものと決しました。 

以下，主な審査内容について御報告申し上げます。 

 初めに，議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）中，関係事項について審査い

たしました。 

まず，２款総務費中所管分及び３款民生費，４款衛生費について当局の補足説明後，委員より，３款

２項３目保育所費，１節報酬，会計年度任用職員１,８２０万円の減額理由についての質疑に対して，当

局より，笠利地区には赤木名，宇宿，節田の３つの認可保育所と，用安へき地保育所，計４つの施設が

あり，通年をかけて募集を行ったが，全体として５名の常勤保育士が見込まれず，保育士の確保ができ

なかったことによる減額ということでございます。 

 また，委員より，健康検診・検査業務１００万円の増額についての質疑に対し，当局より，今年度は

これまでにも実績により増額計上を行ってきたが，今回の増額計上については，１月に実施されたミニ

人間ドック検診の追加検診に係る増額分，昨年度の実績と比較しても申込者が増加したことによるもの

であります。申込みの増加が多かった検診として，大腸がん検診が１００名，肺がん検診が１２０名，

腹部超音波検診が１００名，胃がん検診が１３０名と増加しているということです。 

また，委員より，各種予防接種業務１,５００万円の減額理由についての質疑に対しては，当局より，

６月補正の際に対象者が１万４,０００名ほどおり，接種率が２５パーセントから３０パーセントを見込

んだ。そのことにより３,５００名程度を予想した。しかし，実際には現時点において１０パーセント程

度となっている。人数では３,５００名を見込んだところ，２,０００名減の１,５００名の状況にある。

ただし，国の通達により，今後もコロナ及びインフルエンザなどの感染拡大が見込まれることから，通

常１月末で終わっていた定期接種期間を２月，３月まで引き延ばす形となっているということでありま

す。 

 また，委員より，保育所等給付費負担金９,００６万２,０００円の増額についての質疑に対しては，

当局より，人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた公定価格の改定によるもので，対象施設数

が１６施設，対象人数が３３６名，内訳としては，教育・保育業務に携わる職員２８７名，教育・保育

業務以外の業務に携わる職員４９名，内訳として，栄養士，調理員，事務員，バス運転手などが挙げら

れるということであります。今回の給付費の上昇を国としては人件費を１０.７パーセント引き上げるこ

とを目標に増額するものであり，今回の処遇改善の内容など，保育士としての業務量の多さや賃金の低

さなどに対するイメージの払拭に向けた活動を今後も行っていきたいということであります。 

ほかにも，生活扶助費の件，放課後児童クラブ運営補助金の件，塵芥車両購入の件など多くの質疑が
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ございましたが，この際，省略をさせていただきます。 

 次に，２款総務費の教育委員会所管分及び１０款教育費について審査いたしました。 

 当局の補足説明後，委員より，歳入の補正予算額，学校教育施設等整備事業費１億５００万円の質疑

に対して，当局より，学校施設整備事業については，この先何年間かにわたり整備する計画を立てるこ

とになるが，今回，国・県のほうから整備計画に対する要望調査や補助金の増額が示されたことにより，

次年度計画していた事業を前倒しして行うことができた。また，そのようなことを踏まえ，今回全額を

繰越明許費として計上しているということであります。 

 また，委員より，地方創生推進費，離島留学助成金の減額理由について，また，併せて今年度は留学

生の滞在先となる里親家庭の確保ができなかったことに対する質疑に対しては，当局より，里親の募集

に関しては里親留学制度連絡協議会があり，地区の活性化協議会の協力の下，８協議会，９校の代表者

が協議し，里親の公募を行っているが確保に至らなかったということでございます。また，令和６年度

留学についての外部からの問い合せについては，１６件あったということであります。 

 ほかにも，高校生遠距離通学費補助金の件，スクールソーシャルワーク業務の件など質疑がありまし

たが，この際，省略をいたします。 

 次に，議案第２号 令和６年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）を審査行いまし

たが，特段の質疑はございませんでした。 

 次に，議案第３号 令和６年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第３号）に

ついて審査いたしました。 

 当局の補足説明後，委員より，一般管理費，１０節需用費の修繕料４６６万５,０００円，Ｘ線修繕に

関する質疑に対して，当局より，笠利診療所内のＸ線テレビシステムの部品交換とＸ線ＣＴ装置の修繕

に係る費用として計上したもの。業者からの見積りを基に計上。資機材は平成２９年度に購入，購入価

格は１，８００万円ほどであり，購入後初めての修繕ということであります。 

 次に，議案第４号 令和６年度奄美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について審査いた

しました。 

 当局の補足説明後，委員より，１８節負担金，補助及び交付金の７００万円の減額について，医療費

の減少によるものなのか，また，対象者自体が減少しているものなのかに対する質疑に対して，当局よ

り，医療費自体は年々増えている状況にある。今回の減額補正については，後期高齢者医療には保険料

の減免制度があり，その減免に対する補助金が予想より少なかった。減免される対象者が少なかったこ

とによるものであるということであります。 

 次に，議案第５号 令和６年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）及び議案第６号 令

和６年度奄美市訪問看護特別会計補正予算（第２号）の審査を行いましたが，特段の質疑はございませ

んでした。 

 次に，議案第７号 令和６年度奄美市と畜場特別会計補正予算（第１号）を審査いたしました。 

 当局の補足説明後，委員より，と畜場の現状についての質疑に対し，当局より，令和５年度のと畜頭

数が豚・ヤギ合わせて９７０頭だった。現在の数字としては，１２月末では豚・ヤギ合わせて７４１頭，

対前年度比マイナス２３.６パーセント。今年度についてはあくまでも見込みではあるが，若干前年度割

れをするのではないかと考えている。 

 また，委員より，需用費や委託料の減額などマイナス要因となっていることについての質疑に対して

は，当局より，職員１名の退職があった。その後，臨時的職員の形で１名採用した。ただ，現段階で事

務員１名，職員３名で対応を行っているが，必ずしも人的に満足する状況ではなく，令和７年度におい

ても人員増を予定するということであります。 

 また，処理能力などを含む運営についての質疑に対して，開設年度ということによる技術不足や施設

使用の不慣れなどから処理能力が伸び悩むこともあったが，その後，問題点を洗い出しながら技術力の

向上を図るため，沖縄県石垣島にある八重山食肉センターから講師を招き，講習と研究を行った。その

後，年度当初に比べると技術力も向上しているということであります。 
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 また，処理される豚・ヤギの島内島外の割合についての質疑に対しては，令和５年度のデータでは，

豚，奄美市内約２４.９パーセント，龍郷町１１.３パーセント，鹿児島６３.８パーセントとなっている

こと，ヤギについては，奄美市内６２.１パーセント，龍郷町２.８パーセント，瀬戸市町３.２パーセン

ト，宇検村１７.３パーセント，大和村６.１パーセント，その他８.５パーセントということであります。 

 今後は，養豚や畜産の増大という観点においても，関係部署と連携を図りながら盛り上げを図ってい

きたいということでございます。 

 以上で，文教厚生委員会の審査報告を終わります。 

 なお，御質疑等ございましたら，他の委員の協力を得てお答えをさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 

奥 輝人 議長  次に，産業建設委員長の審査報告を求めます。 

 

弓削洋平 産業建設委員長  おはようございます。チャレンジ奄美の弓削洋平でございます。御報告申し

上げます。 

 産業建設委員会は，去る２月１７日の１日間開会し，付託議案２件の案件について丁寧に審査いたし

ました。 

 審査の結果は，お手元に配付してあります審査報告書のとおり，原案可決すべきものと決しました。 

 以下，その審査内容について御報告いたします。 

 議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）中，関係事項のうち，第１表歳入歳出

予算補正のうち，２款総務費，５款労働費，６款農林水産業費及び７款商工費，並びに予算書６ページ

から９ページの第２表繰越明許費のうち，関係する事項を歳入歳出一括して審査いたしました。 

 当局の補足説明後に，委員より，３３ページ，５目１８節の奄美満喫ツアー実行委員会負担金５００万

円の減額の要因について質疑があり，当局より，昨年度と比較して，旅行商品造成が９８件から７４件

と２４件の減，バス等ツアーが３０件から１０件と２０件の減，物価高騰等による旅行を控えるという

状況を想定しているとのことでした。 

 委員より，物価高騰は今後も続いていく中で制度の中身をもう少し柔軟に対応できるように見直して

いく必要があるという質疑があり，当局より，この満喫ツアーは奄美大島５市町村で実施しているもの

で，観光物産連盟が事務局となっており，５市町村と観光物産連盟も含めて，この制度の中身というも

のを改めて，そういった物価高騰に対するものであったり，もう少し柔軟に対応できるよう会議を開い

て検討していくとのことでした。 

 次に，委員より，同じく１８節の航空・航路運賃軽減事業負担金９７９万４,０００円の減額について

質疑があり，当局より，離島割引に関しては，以前は１万２，５００円から現在１万５，５００円に増

額になっているところもある。離島割引を活用する航空会社以外にも違う航空会社もあるので，そちら

のほうが比較的に早めに予約すると安いということからそちらを利用する住民もいるということで，離

島割引というものを利用するのが減少している。１２市町村，鹿児島県，国の予算を使っているので，

総会等の中で奄美市として，まずこの離島割引の考え方についての意見等を，今後，その協議の中で提

案していきたいとのことでした。 

 そのほかにも質疑がなされましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第１号中，４款衛生費，８款土木費並びに繰越明許費のうち，関係する事項を歳入歳出と

も同時に審査いたしました。 

 当局の補足説明後に，委員より，３６ページ，３目末広・港土地区画整理事業費の進捗状況について

質疑があり，当局より，令和６年度末の進捗率，事業費ベースは９１億１２１万円となっており，

９５.６パーセントの進捗率とのことでした。 

 次に，委員より，３５ページ，３目河川整備事業費について質疑があり，当局より，県施工の国道５８号

おがみ山バイパス事業の関連事業として実施するもので，施工箇所が重複することから，本事業を県に
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 また，処理される豚・ヤギの島内島外の割合についての質疑に対しては，令和５年度のデータでは，

豚，奄美市内約２４.９パーセント，龍郷町１１.３パーセント，鹿児島６３.８パーセントとなっている

こと，ヤギについては，奄美市内６２.１パーセント，龍郷町２.８パーセント，瀬戸市町３.２パーセン

ト，宇検村１７.３パーセント，大和村６.１パーセント，その他８.５パーセントということであります。 

 今後は，養豚や畜産の増大という観点においても，関係部署と連携を図りながら盛り上げを図ってい

きたいということでございます。 

 以上で，文教厚生委員会の審査報告を終わります。 

 なお，御質疑等ございましたら，他の委員の協力を得てお答えをさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 

奥 輝人 議長  次に，産業建設委員長の審査報告を求めます。 

 

弓削洋平 産業建設委員長  おはようございます。チャレンジ奄美の弓削洋平でございます。御報告申し

上げます。 

 産業建設委員会は，去る２月１７日の１日間開会し，付託議案２件の案件について丁寧に審査いたし

ました。 

 審査の結果は，お手元に配付してあります審査報告書のとおり，原案可決すべきものと決しました。 

 以下，その審査内容について御報告いたします。 

 議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）中，関係事項のうち，第１表歳入歳出

予算補正のうち，２款総務費，５款労働費，６款農林水産業費及び７款商工費，並びに予算書６ページ

から９ページの第２表繰越明許費のうち，関係する事項を歳入歳出一括して審査いたしました。 

 当局の補足説明後に，委員より，３３ページ，５目１８節の奄美満喫ツアー実行委員会負担金５００万

円の減額の要因について質疑があり，当局より，昨年度と比較して，旅行商品造成が９８件から７４件

と２４件の減，バス等ツアーが３０件から１０件と２０件の減，物価高騰等による旅行を控えるという

状況を想定しているとのことでした。 

 委員より，物価高騰は今後も続いていく中で制度の中身をもう少し柔軟に対応できるように見直して

いく必要があるという質疑があり，当局より，この満喫ツアーは奄美大島５市町村で実施しているもの

で，観光物産連盟が事務局となっており，５市町村と観光物産連盟も含めて，この制度の中身というも

のを改めて，そういった物価高騰に対するものであったり，もう少し柔軟に対応できるよう会議を開い

て検討していくとのことでした。 

 次に，委員より，同じく１８節の航空・航路運賃軽減事業負担金９７９万４,０００円の減額について

質疑があり，当局より，離島割引に関しては，以前は１万２，５００円から現在１万５，５００円に増

額になっているところもある。離島割引を活用する航空会社以外にも違う航空会社もあるので，そちら

のほうが比較的に早めに予約すると安いということからそちらを利用する住民もいるということで，離

島割引というものを利用するのが減少している。１２市町村，鹿児島県，国の予算を使っているので，

総会等の中で奄美市として，まずこの離島割引の考え方についての意見等を，今後，その協議の中で提

案していきたいとのことでした。 

 そのほかにも質疑がなされましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第１号中，４款衛生費，８款土木費並びに繰越明許費のうち，関係する事項を歳入歳出と

も同時に審査いたしました。 

 当局の補足説明後に，委員より，３６ページ，３目末広・港土地区画整理事業費の進捗状況について

質疑があり，当局より，令和６年度末の進捗率，事業費ベースは９１億１２１万円となっており，

９５.６パーセントの進捗率とのことでした。 

 次に，委員より，３５ページ，３目河川整備事業費について質疑があり，当局より，県施工の国道５８号

おがみ山バイパス事業の関連事業として実施するもので，施工箇所が重複することから，本事業を県に
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委託する。今年度は国に申請した要望額がつかず，減額するものである。県事業のおがみ山バイパス事

業へも影響が出ることから，要望額をつけてもらうよう，国・県と協議を行い，来年度から予算がつく

よう調整を図っているとのことでした。 

 そのほかにも多くの質疑がなされましたが，この際，省略いたします。 

 次に，議案第８号 令和６年度奄美市水道事業会計補正予算（第３号）について審査いたしました。 

 当局の補足説明後に，委員より，８１３メートルの基幹管路布設替工事について質疑があり，当局よ

り，もともと計画していた５か年計画の中で補正予算を取ったもので，国のほうで耐震化を加速するた

めの補正であり，計画としては，令和５年から令和９年の５か年計画だったが，１年間前倒しになり，

４年の計画となった。令和８年度で５年間の耐震化計画は終わりだが，引き続き，２期計画として，今

後も老朽化が進んだ管路を中心に耐震化を図っていくとのことでした。 

 以上で，産業建設委員会の審査報告を終わります。 

 なお，質疑がございましたら，他の委員の協力を得てお答えいたします。 

 

奥 輝人 議長  次に，総務企画委員長の審査報告を求めます。 

 

栄 ヤスエ 総務企画委員長  皆様，おはようございます。 

 総務企画委員会は，去る２月１８日，付託されました３件の案件について，全て丁寧に審査いたしま

した。 

 それでは，総務企画委員会に付託されました議案第１号，議案第９号，議案第１０号の３件につきま

しては，お手元に配付してあります総務企画委員会報告書のとおり，全て原案どおり可決すべきものと

決しました。 

 以下，その審査の結果について御報告いたします。 

 議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）中，関係事項について当局より補足説

明があり，委員より，予算書２２ページ，９目自治振興費のコミュニティ助成事業費補正予算が減額に

なったことについて質疑があり，当局より，コミュニティ助成事業は宝くじの助成事業を使って集落や

自治会・町内会への備品等の購入を整備するもので，県に申請し採択されることになる。令和６年度は

３件の申請があったが，結果として１件が採択され，２件分の５９０万円を減額したとのこと。 

 予算書２４ページの１５目物価高騰緊急対策事業費のほーらしゃ券発行事業助成金について質疑があ

り，当局より，物価高騰緊急対策事業は国の令和６年度の経済対策を契機として計上したもの。国の経

済対策を契機としているが，市独自の取組としても進めており，限りある市の財源，それから国の財源

等を有効に活用しながら，物価高騰対策を進めてまいりたいとのこと。 

 委員より，予算書２５ページの１目戸籍住民基本台帳費について，市民からの氏名振り仮名の届出方

法について質疑があり，当局より，窓口へ届ける方法，マイナポータルでマイナンバーカードを利用し

た電子で届ける方法，郵送で届ける方法があるとのこと。 

 委員より，予算書２２ページの３目財政管理費の積立金について質疑があり，当局より，３月補正で

財政調整基金を積み立てた後の額では，財政調整基金４４億６,８３１万５,０００円で，減債基金は３月

補正後で３１億８,１６３万３,０００円とのこと。 

 委員より，今年度の起債見込額の３５億６００万円の特殊要因について，いつ終わるのかとの質疑が

あり，当局より，特殊要因については，第２次財政計画において３６億円の起債制限枠を設け，特殊要

因を除いた額で３６億円内の財政規律を定めている。特殊要因については，評価が平成２８年度から令

和７年度までの１０年間なので，令和７年度までにはこの財政規律で起債の管理運営を行っていきたい

と考えているとのこと。 

 委員より，予算書１８ページの２目不動産売買収入について質疑があり，当局より，マリンタウン事

業の売上収入の全体の売上げは，１０区画の売上金額が４３億５,９１３万１,０００円で，そのうち開

発公社で契約した分と奄美市で契約した分がある。開発公社の契約分は１０億８１４万７,０００円で，
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奄美市契約分は３３億５,０９８万４,０００円となっている。そのうち，開発公社への代位弁済分が

２４億７,７７３万円となっており，奄美市の売上収入と代位弁済分を差し引いた額は８億７,３２５万

４,０００円となっているとのこと。 

 そのほかにも質疑がございましたが，この際，省略させていただきます。 

 次に，議案第９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について並びに議案第１０号 奄美

市過疎地域持続的発展計画の変更について，当局より補足説明がありましたが，特段質疑はございませ

んでした。 

 以上で報告を終わりますが，御質疑がございましたら，他の委員の協力を得てお答えさせていただき

ますので，よろしくお願いいたします。 

 

奥 輝人 議長  これから，各委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，採決いたします。 

 議案第１号から議案第１０号までの１０件を一括して採決いたします。 

 この議案１０件に対する各委員長報告は，いずれも原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 この議案１０件は，各委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）についてから議案第１０号 奄

美市過疎地域持続的発展計画の変更についてまでの１０件はいずれも原案のとおり可決されました。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第２，議案第１１号 令和７年度奄美市一般会計予算についてから議案第３５号 

奄美市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定についてまでの２５件について一括して議題といたします。 

 ただいまの議案２５件に対する質疑に入ります。 

 なお，議案に対する質疑でありますので，所見等は述べないようお願いいたします。 

 通告がありましたので，自民党新政会 川口幸義議員の発言を許可いたします。 

 

川口幸義 議員（２２番）  おはようございます。 

 ちょっと字句の訂正を２点ほどお願いしたいと思います。 

 ２－２の（１０）番，最終処分場等の現況と建て替えというところに「クリーンセンターの建て替え」

と挿入していただきたいと思います。 

 それから（１２）番，７７６万４，０００，万を千に変えてほしいと思います。７７６万４,０００円

に訂正していただきたいと思っております。以上です。 

 それでは，いたします。議案第１１号 令和７年度奄美市一般会計予算について，（１）番，１６ペー

ジ，１款１項１目個人分，１節現年度課税分の所得割が１５億６，９３７万９，０００円，同じく２目

１節現年度課税分の法人税割１億１，４８２万５,０００円と，それぞれ対前年度１億９，０８１万，３，
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奄美市契約分は３３億５,０９８万４,０００円となっている。そのうち，開発公社への代位弁済分が

２４億７,７７３万円となっており，奄美市の売上収入と代位弁済分を差し引いた額は８億７,３２５万

４,０００円となっているとのこと。 

 そのほかにも質疑がございましたが，この際，省略させていただきます。 

 次に，議案第９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について並びに議案第１０号 奄美

市過疎地域持続的発展計画の変更について，当局より補足説明がありましたが，特段質疑はございませ

んでした。 

 以上で報告を終わりますが，御質疑がございましたら，他の委員の協力を得てお答えさせていただき

ますので，よろしくお願いいたします。 

 

奥 輝人 議長  これから，各委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，採決いたします。 

 議案第１号から議案第１０号までの１０件を一括して採決いたします。 

 この議案１０件に対する各委員長報告は，いずれも原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 この議案１０件は，各委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第１号 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１０号）についてから議案第１０号 奄

美市過疎地域持続的発展計画の変更についてまでの１０件はいずれも原案のとおり可決されました。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第２，議案第１１号 令和７年度奄美市一般会計予算についてから議案第３５号 

奄美市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定についてまでの２５件について一括して議題といたします。 

 ただいまの議案２５件に対する質疑に入ります。 

 なお，議案に対する質疑でありますので，所見等は述べないようお願いいたします。 

 通告がありましたので，自民党新政会 川口幸義議員の発言を許可いたします。 

 

川口幸義 議員（２２番）  おはようございます。 

 ちょっと字句の訂正を２点ほどお願いしたいと思います。 

 ２－２の（１０）番，最終処分場等の現況と建て替えというところに「クリーンセンターの建て替え」

と挿入していただきたいと思います。 

 それから（１２）番，７７６万４，０００，万を千に変えてほしいと思います。７７６万４,０００円

に訂正していただきたいと思っております。以上です。 

 それでは，いたします。議案第１１号 令和７年度奄美市一般会計予算について，（１）番，１６ペー

ジ，１款１項１目個人分，１節現年度課税分の所得割が１５億６，９３７万９，０００円，同じく２目

１節現年度課税分の法人税割１億１，４８２万５,０００円と，それぞれ対前年度１億９，０８１万，３，
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００４万１,０００円と増収になっている要因について説明ください。 

 （２）番，１９ページ，１１款１項１目地方特例交付金が対前年度比１億６，２６２万円減額になっ

ている。減額になった理由について説明ください。 

 （３）番，同，１２款１項１目１節地方交付税が前年度４億８，３７９万３,０００円伸びた要因は何

かを説明ください。 

 （４），３４ページ，２１款１項１目１節繰越金２億円は前年度の剰余金のようだが，形式収支，実

質収支などをどのように予測しているのか，概算でお答えください。 

 （５），５４ページ，２款１項６目１２節全庁業務量調査・業務分析・ＢＰＲ支援事業業務５１１万

５,０００円を導入するに至った経緯と委託の方法をお示しください。 

 （６）番，同じく１８節奄美市メモリアルイベント実行委員会負担金１，７００万円の実行委員，イ

ベントの概要，予算の見積りの根拠についてお答えください。 

 （７）番，６２ページ，２款１項１１目１８節負担金，補助及び交付金，市民提案型支援事業費１，

３００万円は前年度の市民提案型支援事業１，０００万円との相違点，事業の内容などがどのように変

わったのか，新しい発想はどのようなものかについてお答えください。 

 （８）番，６４ページ，２款１項１２目１８節負担金，補助及び交付金，「移・職・住」１，０００万

円は補正１０号で事業費１，６４０万円の約８２パーセント減額しているにもかかわらず，補助事業か

ら単独事業，全額一般財源に変えて今年度も実施する理由と，昨年度の実績をお示しください。 

 （９）番，６７ページ，２款１項１４目１８節負担金，補助及び交付金，定額減税調整交付金８，９０４万

円について，制度を含め給付の方法を説明ください。 

 （１０）番，１１４ページ，４款２項１目１８節負担金，補助及び交付金，大島地区衛生組合負担金

１億３，９５４万３,０００円の内訳，最終処分場の現況とクリーンセンターの建て替えの時期について

お答えください。 

 （１１）番，１８９ページ，１０款６項２目１節報酬１億３，７１０万円のうち，会計年度任用職員

の給食調理員，配送員，配送兼補助員兼調理員の報酬合計が前年度比２，２４８万４,０００円の増額に

なっている理由をお答えください。 

 （１２），１９０ページ，１０款６項２目１０節需用費の賄材料１億４，８１３万８,０００円は，対

前年度比１，８４６万２,０００円の減の要因と，３３ページ，１８款２項１目１節の給食センター職員

分給食費６４万９,０００円，学校給食費収入１億５,１９４万３,０００円，過年度分３３１万円の収入

合計１億５,５９０万２,０００円との差額の７７６万４,０００円についてお答えください。 

 併せて，繰越事業である学校給食助成事業３,２１６万２,０００円について，内容を含め，関係性に

ついて説明ください。 

 （１３），２０５ページ，一般財団法人奄美市開発公社に対する損失補償２４億７,７７３万円の内容

説明と，開発公社の業務は現在受託事業だけであり，損失補償する事業は見当たらないが，公社の存続

する期間は２１億２,２７０万円を損失補償する根拠，理由をお答えください。以上です。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

福山 優 税務課長  おはようございます。税務課の所管する（１），（９）についてお答えいたします。 

 （１）個人市民税所得割及び法人市民税法人割の増額となりました要因についてお答えいたします。 

 個人市民税の所得割につきましては，近年の国，県，市の経済動向を参考にしつつ，過去５年間の対

前年比，伸び率及び現年度の課税状況等を勘案して令和７年度の当初予算額を算出しております。対前

年度で増額になった主な要因としては，最低賃金アップなど国の賃上げ政策が納税義務者の所得増につ

ながることで所得割額の増加につながっていくものと考えております。また，令和６年度当初予算にお

いては，定額減税による影響推定分として１億６,３００万円の減額をした予算計上であったため，令和

７年度は対前年度１億９,０８１万円の増額になると見込んでおります。 

― 7 ― 

 次に，法人市民税法人税割については，過去の実績額と令和６年度の調定見込額から令和７年度の当

初予算額を算出しております。対前年度で増額となった主な要因としては，令和５年度の法人税割が近

年に比べ低かったことにより，令和６年度の当初予算額を抑えたことに加え，直近の実績から建設業や

卸売業，金融業などが，僅かではございますが好調であることが要因であると考えております。 

 次に，（９）定額減税給付金について御説明いたします。本事業は，国のデフレ完全脱却のための総

合経済対策に基づき，物価高から国民の生活を守るための負担軽減措置として行われます政策の一つで

ある定額減税の実施に伴い，１人につき所得税３万円，住民税１万円の計４万円となる定額減税の恩恵

を最大限に受けられない方々へ給付金を支給する事業となります。令和６年度においては，定額減税調

整給付金として令和６年分の推定所得額から給付額を推計して給付を行ったところであり，令和７年度

の定額減税調整給付金においては，令和６年中の所得額が確定した結果として令和６年度に給付した額

に不足が生じた方へ給付することとなっております。給付方法につきましては，本人の口座を把握して

いる対象者においては，昨年と同様，通知文書を発送した二，三週間以内に自動的に振り込まれるプッ

シュ型方式を採用する予定としております。また，口座を把握していない対象者については，オンライ

ンによる口座登録や郵送による確認書等の提出を行っていただき，口座登録や変更の内容に誤りがない

か確認した後，登録から二，三週間以内に振込を行う予定としております。以上となります。 

 

柳 樹三郎 財政課長  おはようございます。財政課からは，（２），（３），（４）について答弁させ

ていただきます。 

 初めに，（２）地方特例交付金でございます。地方特例交付金は，公共的な減税の実施に伴う地方税

の減収を補うための国から交付されるものでございます。令和６年度当初予算における地方特例交付金

の内訳につきましては，住宅ローン減税による個人住民税の減収を補填する住宅借入金等特別税額控除

減収補填特例交付金に１,４１０万５,０００円，定額減税減収補填特例交付金に１億６,３９６万

８,０００円を見込み，試算したところでございます。新年度地方特例交付金の当初予算におきましては，

定額減税減収補填特例交付金の計上がないため，前年度比１億６,２６２万円の減額となったものでござ

います。 

 次に，（３）地方交付税につきまして，地方交付税が伸びた要因につきましては，地方交付税のうち

普通交付税において，国の地方財政計画の伸びや近年の決算額の伸びなどが要因となっております。新

年度当初予算の普通交付税の試算について申し上げますと，まず，国の地方財政計画における交付税の

伸びはプラス１.６パーセントでございますが，当初予算の試算におきましては０.１パーセントの増加

と厳しく見込みました。令和６年度の普通交付税当初の決定額１２５億４,９８２万４,０００円にこの

０.１パーセントの増加率を掛けて１２５億６,２３７万３,０００円といたしました。ここからさらに留

保財源を差し引き，１２２億９,６４３万３,０００円と試算したものでございます。 

 次に，（４）繰越金についてでございます。形式収支については，歳入決算額から歳出決算額を差し

引いた額でございます。この形式収支から翌年度繰越財源を差し引いたものが実質収支となります。令

和５年度決算におきましては，形式収支額は１８億７,２１４万６,０００円，実質収支額は９億

７,３４１万６,０００円でございました。令和６年度の決算の形式収支，実質収支につきましては，年

度途中である各事業の実績額が確定していないことから，現段階では概算額はお答えするのは困難でご

ざいますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

當田栄仁 企画調整課長  おはようございます。企画調整課からは，（５），（６），（７），（１３）

の４問についてお答えさせていただきます。 

 まず，（５）でございます。２款１項６目１２節全庁業務量調査・業務分析・ＢＰＲ支援業務５１１万

５,０００円を予算計上した経緯と委託の方法についてでございますが，国の制度改正や住民ニーズの多

様化が進み，市全体の業務内容が増加・複雑化する中，業務マニュアルの見直し等が課題であったこと

から，本業務により全庁的な業務量の調査分析に基づき，庁内業務全体の効率化を図り，住民サービス

− 214 −
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ていただきます。 
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の減収を補うための国から交付されるものでございます。令和６年度当初予算における地方特例交付金
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 次に，（３）地方交付税につきまして，地方交付税が伸びた要因につきましては，地方交付税のうち

普通交付税において，国の地方財政計画の伸びや近年の決算額の伸びなどが要因となっております。新

年度当初予算の普通交付税の試算について申し上げますと，まず，国の地方財政計画における交付税の

伸びはプラス１.６パーセントでございますが，当初予算の試算におきましては０.１パーセントの増加
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０.１パーセントの増加率を掛けて１２５億６,２３７万３,０００円といたしました。ここからさらに留

保財源を差し引き，１２２億９,６４３万３,０００円と試算したものでございます。 

 次に，（４）繰越金についてでございます。形式収支については，歳入決算額から歳出決算額を差し

引いた額でございます。この形式収支から翌年度繰越財源を差し引いたものが実質収支となります。令

和５年度決算におきましては，形式収支額は１８億７,２１４万６,０００円，実質収支額は９億
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度途中である各事業の実績額が確定していないことから，現段階では概算額はお答えするのは困難でご

ざいますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

當田栄仁 企画調整課長  おはようございます。企画調整課からは，（５），（６），（７），（１３）
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から，本業務により全庁的な業務量の調査分析に基づき，庁内業務全体の効率化を図り，住民サービス
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の向上を目指すものでございます。委託の方法につきましては，プロポーザルによって事業者選定を行

うことを想定しているところでございます。 

 （６）２款１項６目１８節奄美市メモリアルイベント実行委員会負担金１,７００万円についてでござ

いますが，実行委員会の委員につきましては，企画調整課を事務局とし，主に市幹部等を委員として想

定しているところでございますが，若手職員や民間代表の皆様が参画できる体制づくりについても検討

してまいりたいと考えているところでございます。 

 イベントの概要及び予算の見積りについて申し上げます。記念式典祝賀会として３００万円，本市誕

生から軌跡をたどる冊子製作に３００万円，３地区それぞれで実施する記念イベントに５００万円，コ

クトくんの着ぐるみ製作に２００万円，ふるさとＣＭの制作に５０万円，２０周年ノベルティーや懸垂

幕・横断幕等の製作費用として３５０万円となっております。 

 （７）御質問の市民提案型支援事業につきましては，未来の奄美市づくり計画で掲げる将来像の実現

に向けて，現在の紡ぐきょらの郷づくり事業の内容をリニューアルし，みんなのしまさばくり応援事業

として新設するものです。事業趣旨としましては，市民の皆さんが主体的に取り組む地域活動を応援す

る補助金となっており，現行の事業と大きな違いはございませんが，現状における地域の困ったを解決

する課題解決型事業と，未来の奄美市をつくる先駆的・創造的な未来づくり型事業の２つの類型を位置

づけたところです。また，現行のハード事業及びソフト事業の枠に固定しない市民提案に対応した柔軟

な予算執行を想定しているほか，若い世代の皆さんがチャレンジする活動については補助率を高く設定

するなど，全体の事業構築の中で多くの市民の皆さんによる参画を促し，より高い事業効果を目指して

制度変更を行っておりますので，御理解をお願いいたします。 

 なお，新しい発想についての事業の具体例を現段階で申し上げることはできませんが，本市において

は，将来なりたい姿，将来像を「自然・人・文化が紡ぐしあわせの島」と位置づけており，市民の皆さ

んから創造的で先駆的な事業応募があるものと期待しているところでございます。 

 最後に，（１３）一般会計予算中，２０５ページの債務負担行為で翌年以降にわたるものについての

前年度末までの支出額，または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書のうち，

一般財団法人奄美市開発公社に対する損失補償費につきまして，令和６年度までの支出額２４億

７,７７３万円は名瀬港マリンタウン地区の埋立め事業に関して，これまで本市が代位弁済を行った金額

でございます。当該年度以降の支出予定額２１億２,２２７万円につきましては，債務負担行為において

限度額として設定した４６億円のうち，先ほど申し上げました支出額２４億７,７７３万円を差し引いた

残りの額となります。開発公社の金融機関への最終的な支払いが今月末の令和７年３月３１日となって

おりますので，この返済が完了された後，債務負担の設定について見直しを検討してまいりたいと考え

ております。以上でございます。 

 

喜納祐司 商工政策課長  それでは，商工政策課所管，質問８，「移・職・住」総合対策事業につきまし

て説明いたします。 

 本事業は，働き手不足解消に向けた人材確保の一環として，また，本市への移住の促進，空き家等住

居の活用も含めた総合対策事業として，市内事業者が新たに従業員用の住環境を整備する際の費用，新

築・既存住宅の購入・改修，賃貸に係る費用の一部を補助するもので，今年度より新規事業として実施

しているものでございます。本事業につきまして，当初，奄美群島振興開発特別措置法の改正に伴い，

同法に移住の促進が新設されたことから，奄美群島振興開発交付金の活用を予定してきたところでござ

いますが，国との制度調整において，同交付金では住宅整備は改修しか認められないこと，実施主体が

民間事業者である場合は直接の補助が認められない等があったことから，市内事業者に幅広く支援活用

していきたい本事業目的に照らし，市単独での費用負担として実施しております。 

 今年度事業実績として，８月の事業実施以来，９件の相談を受け，うち２件で実際に計画承認申請を

受け付け，そのうち１件が既存の住宅物件を購入して社員寮として整備し，新たに８人の従業員が入居

し事業完了となっています。 
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 今年度，事業執行が１件にとどまった要因としまして，事業所において従業員用の住宅を環境整備す

る際に一定の事業費規模を要するため，計画が複数年度に及ぶものが多いこと，また，本事業は人材確

保を目的としていることから，事業対象の要件として，住宅整備を行うだけでなく整備後に実際に従業

員の入居までを要件としており，その従業員については無期雇用社員，いわゆる正社員が条件となって

います。 

 全国的に働き手不足が課題となる中，市内事業所においても住宅整備を完了し，同時に人材を確保し

て実際に入居させるまでを今年度内に実現させることが困難で，初年度として実績が伸びなかったので

はないかと考えております。 

 本事業は，島外からの移住を含めた人材確保，住居の確保といった市内事業所の直面する課題解消に

資する事業と考えており，現時点で新年度に住居整備の計画を承認している事業が１件あり，また，計

画を予定している事業所との相談も継続して行っております。新年度におきましても，市内事業者の人

材確保に向けた住環境整備に対する取組に対し，より活用しやすい事業として対象要件等の緩和につい

ても検討して実施していきたいと予算計上したものでございます。以上でございます。 

 

林 孝浩 環境対策課長  おはようございます。それでは，環境対策課から，（１０）４款２項１目１８節

負担金，補助及び交付金，大島地区衛生組合特別負担金１億３,９５４万３,０００円の内訳及び最終処

分場の現況とクリーンセンターの建て替え時期についてお答えいたします。 

 まず，負担金でございますが，大島地区衛生組合への負担金につきましては，通常の施設の運営に係

る負担金に併せまして，施設の延命化に伴う特別負担金を計上いたしております。お尋ねの１億

３,９５４万３,０００円の負担金につきましては，特別負担金に係る負担分であり，施設や機器類の修

繕，部品取替えに伴う費用でございます。 

 令和７年度の事業といたしましては，名瀬クリーンセンターにおいてごみ供給機の整備，回転式破砕

機の整備，空気圧縮機の整備や最終処分場吹きつけシートの修繕等を，また，有良汚泥再生処理センター

におきまして，情報処理装置の更新や空気圧縮機の新設を予定しているところでございます。 

 次に，最終処分場の現況とクリーンセンター建て替えの時期についてお答えいたします。 

 まず，最終的に廃棄物を処分する埋立地，いわゆる最終処分場につきましては，名瀬クリーンセンター

の開所に合わせ，平成９年３月に最大容量１４万６，０００立米を見込んで竣工いたしております。 

 現状といたしましては，ごみの減少化やリサイクルの取組等により施設の延命化が図られ，令和５年

度末現在における使用量といたしまして８万６，４３１立米，全体の約６割を使用している状況でござ

います。なお，このままの推移でいきますと，今後利用可能な残余年数につきましては，令和２４年度

半ば頃までは埋立てが可能と見込まれております。 

 次に，名瀬クリーンセンターの建て替え時期についてでございますが，大島地区衛生組合に確認いた

しましたところ，あくまで現状での計画ということでございますが，まず，令和７年度から候補地の選

定に入り，翌年度には住民説明会，その後，基本計画を策定し，各種調査などを経て，令和１３年度頃

から工事を着工し，おおむね４年後の令和１７年３月頃の完成を目指すということでございました。以

上でございます。 

 

夜差輝信 学校教育課参事兼学校給食センター所長  おはようございます。それでは，学校給食センター

からは，（１１），（１２）についてお答えいたします。 

 （１１）１０款６項２目１節報酬，会計年度任用職員のうち給食調理員等の報酬増の要因ですが，代

替調理員や障害者雇用を含む給食調理員４５名，給食センター配送員９名，給食センター配送補助員兼

調理員９名，合計６３名分につきましては，行政職給料表２を適用しており，令和６年８月８日付の人

事院勧告による改定，令和６年４月遡及分と令和７年４月１日実施分の２回分での増額になります。 

 続きまして，（１２）１０款６項２目１０節需用費，賄材料費の前年度比較での減少の要因について

ですが，令和６年度及び新年度は，繰越事業である学校給食費助成事業により，物価高騰緊急対策事業
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として賄材料費を，令和６年度１,７００万円，新年度３,２１６万２,０００円を計上しており，賄材料

費全体で比較いたしますと３３０万円の減額となっております。これは食材の価格高騰も考慮しており

ますが，児童生徒や教職員等を含む全体食数の減少により減額となっているところです。 

 なお，価格高騰が著しいお米につきましては，予算書の１９１ページ，１０款６項２目１９節扶助費

にある児童生徒米飯牛乳等援助費にて，令和６年度７,０４０万円から４,６１１万６,０００円を増額し，

１億１,６５１万６,０００円を計上いたしておるところです。 

 次に，給食費収入と賄材料費の差額についてですが，議員御指摘のとおり，給食費収入と物価高騰に

よる本市負担分を除く賄材料費は，おおむね同額になるのが本来ですが，繰越事業である学校給食費助

成事業で見込んだ物価高騰緊急対策事業の賄材料費と，当初予算で計上予定でありました学校給食運営

費の賄材料費との調整により差額が生じたものになります。 

 次に，繰越事業である学校給食費助成事業につきましては，全額を物価高騰緊急対策事業の賄材料費

に計上しており，物価高騰による食材費等の価格高騰分を本市が助成し，子育て世帯の経済的負担の軽

減を図るためのものでございます。 

 給食予算との関連についてですが，財政調整基金繰入金にて対応し，物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金にて財源更正を行う予定でございます。以上となります。 

 

奥 輝人 議長  再質疑，ありますか。 

 

川口幸義 議員（２２番）  どうも御苦労さんです。大まかに理解はいたしました。 

 それで，開発公社の件は令和７年度に残っておるんですけれども，新年度の先ほどの説明では３月

３０末で一応開発公社は精算をすると，こういうことで理解できましたので，これについては了ですが，

それからクリーンセンターの表裏一体になっておる管理型の処分場について，これは令和２４年度まで

はまだいけるという先ほどの説明がございましたが，それで大丈夫なのか。 

 

林 孝浩 環境対策課長  最終処分場の，先ほど答弁申し上げましたとおり，現在容量が約６割というこ

とで，まだその容量が満たすまでは，現状利用しながら新しい施設の整備に向けて準備を進めていくと

いうことでございましたので，御報告いたします。 

 

川口幸義 議員（２２番）  よく理解できましたので，皆さん，御苦労さまです。終わります。 

 

奥 輝人 議長  ここで暫時休憩いたします。（午前１０時２９分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午前１０時４５分） 

 次に，無所属 瀧 真一郎議員の発言を許可いたします。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  おはようございます。無所属の瀧 真一郎でございます。 

 最初に，文言の修正を一つお願いいたします。 

 発言通告書の一番最後の行，②で示した４項目のというところを，①で示した４項目のほうへ修正を

お願いいたします。 

 それでは，議案第１１号 令和７年度奄美市一般会計予算について質問をさせていただきます。 

 （１）令和７年度奄美市一般会計予算における，下記項目①から④，①市税，②地方交付税，③国庫

支出金，④県支出金，この歳入に関する見積りの前提条件，その考え方についてお示しください。また，

その他歳入の中で特徴的な項目があればお示しください。 

 続いて，（２）令和７年度奄美市一般会計予算における未来の奄美市づくり計画との連携及び令和６年

度予算（第１０号）補正時点への反映について，下記項目に従ってお示しください。 
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 ①令和７年度奄美市一般会計予算が総合計画である未来の奄美市づくり計画の３つの柱，１つ，市民

の生活満足度の向上の実現，２つ，成長の源泉となる元気な経済活動の実現，３つ，次世代への島の誇

りの継承の実現へどのような配分をされているのかお示しください。なお，明確に配分できない分につ

いては，４つ目，その他でお示しください。 

 ②，①で示したその他を含めた４つの項目の令和６年度の１０号補正予算までの変化について，下記

内容を踏まえてお示しください。これはＰＤＣＡサイクルのチェックの意味を込めております。（Ａ）

当初予算から１０号補正予算までの変化点，（Ｂ）その主な理由，（Ｃ）各々の事業を推進していく上

での課題と対応策，（Ｄ）これがＰＤＣＡのアクションになります。対応策の令和７年度予算への反映

内容。 

 ③，①で示した４項目，３つの柱とその他，そちらの中の一般財源比率，こちらをお示しください。

以上になります。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

柳 樹三郎 財政課長  おはようございます。初めに，１－（１）新年度一般会計当初予算における①市

税，②地方交付税，③国庫支出金，④県支出金についてお答えいたします。 

 まず，市税の試算につきましては，直近の市税の推移を基に試算をしておりますが，特に市民税につ

きましては，最低賃金の上昇などによる所得額の増加や，令和６年度分定額減税終了などが増因の要因

となっております。このほか，固定資産税につきましては，非木造家屋建築の新設，軽自動車税につき

ましては，四輪乗用車の増加などが伸びの要因となっております。 

 次に，地方交付税の試算につきましては，近年の決算額や国の地方財政計画の増減率を考慮し，試算

を行っておりますが，地方財政計画においては，新年度はプラスの１.６パーセントの伸びでございます

が，この伸び率よりも厳しめの伸び率プラス０.１パーセントと設定した上で，令和６年度の普通交付税

当初決定額に増加率を掛けております。また，ここからさらに留保財源を差し引き，当初予算額の試算

としております。 

 次に，国庫支出金につきましては，国庫負担金，国庫補助金及び国庫委託金の３種ございますが，そ

れぞれ法令に基づき実施しなければならない事務，特定の事業に対し補助を行う事業，国の事務の一部

を市町村長に機関委任した事務に係る経費に対して国が負担交付する支出金となっております。新年度

におきましては，児童手当の制度拡充，認定こども園整備事業，学校ＩＣＴ整備事業実施など，国の制

度に伴う事業や大型事業の実施に伴う増額となっております。 

 次に，県支出金につきましては，県負担金，県補助金，県委託金の３種ございますが，それぞれの法

令に基づき実施しなければならない事務，事業の執行を奨励する必要から支出される事務，本来県が施

行すべき事務を市町村に委託した事務に係る経費に対して県が負担交付する支出金となっております。

新年度は国勢調査委託金やマングローブパークリニューアル整備事業の実施により増額となっておりま

す。 

 このほか，特徴的な項目といたしまして，市債につきまして，認定こども園整備事業の実施により辺

地対策事業債が増額となっております。 

 次に，１―（２）①新年度の当初予算につきまして，未来の奄美市づくり計画の基本理念ごとの３つ

の柱と，その他４項目に分類した予算額をお答えいたします。 

 １つ目，市民の生活満足度の向上の実現のための予算として１９０億２，０００万円，構成比といた

しまして５４.４パーセント，成長の源泉となる元気な経済活動の実現として１８億１，０００万円，構

成比として５.２パーセント，次に，次世代への島の誇りの継承の実現として４９億４，０００万円，構

成比として１４.１パーセント，その他といたしまして９２億１，０００万円，２６.３パーセントでご

ざいます。 

 次に，１―（２）②令和６年度当初予算から補正予算（第１０号）を含めた変化点と，その主な理由

− 218 −



― 11 ― 

 ①令和７年度奄美市一般会計予算が総合計画である未来の奄美市づくり計画の３つの柱，１つ，市民

の生活満足度の向上の実現，２つ，成長の源泉となる元気な経済活動の実現，３つ，次世代への島の誇

りの継承の実現へどのような配分をされているのかお示しください。なお，明確に配分できない分につ

いては，４つ目，その他でお示しください。 

 ②，①で示したその他を含めた４つの項目の令和６年度の１０号補正予算までの変化について，下記

内容を踏まえてお示しください。これはＰＤＣＡサイクルのチェックの意味を込めております。（Ａ）

当初予算から１０号補正予算までの変化点，（Ｂ）その主な理由，（Ｃ）各々の事業を推進していく上

での課題と対応策，（Ｄ）これがＰＤＣＡのアクションになります。対応策の令和７年度予算への反映

内容。 

 ③，①で示した４項目，３つの柱とその他，そちらの中の一般財源比率，こちらをお示しください。

以上になります。 

 

奥 輝人 議長  答弁を求めます。 

 

柳 樹三郎 財政課長  おはようございます。初めに，１－（１）新年度一般会計当初予算における①市

税，②地方交付税，③国庫支出金，④県支出金についてお答えいたします。 

 まず，市税の試算につきましては，直近の市税の推移を基に試算をしておりますが，特に市民税につ

きましては，最低賃金の上昇などによる所得額の増加や，令和６年度分定額減税終了などが増因の要因
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を行っておりますが，地方財政計画においては，新年度はプラスの１.６パーセントの伸びでございます
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しまして５４.４パーセント，成長の源泉となる元気な経済活動の実現として１８億１，０００万円，構

成比として５.２パーセント，次に，次世代への島の誇りの継承の実現として４９億４，０００万円，構

成比として１４.１パーセント，その他といたしまして９２億１，０００万円，２６.３パーセントでご

ざいます。 

 次に，１―（２）②令和６年度当初予算から補正予算（第１０号）を含めた変化点と，その主な理由
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についてお答えいたします。 

 市民の生活満足度の向上の実現につきましては，当初予算１７５億９，０００万円から１３億７，

０００万円増加しております。主な理由としては，介護給付等事業費４億８，０００万円，災害復旧事

業費４億３，０００万円，低所得者向け給付金３億６，０００万円などの増加によるものでございます。 

 次に，成長の源泉となる元気な経済活動の実現につきましては，当初予算１５億４，０００万円から

５億２，０００万円増加しております。主な理由としては，定額減税調整給付金事業３億２，０００万

円，ほーらしゃ券発行事業１億４，０００万円，自治体システム標準化整備負担金４，０００万円など

の増加によるものでございます。 

 次世代への島の誇りの継承の実現につきましては，当初予算４４億７，０００万円から４億円増加し

ております。主な理由としては，ふるさと納税推進費７，０００万円，朝日中学校施設整備事業４，

０００万円，屋仁小学校施設整備事業４，０００万円などの増加によるものでございます。 

 その他といたしましては，当初予算８５億８，０００万円から２６億９，０００万円増加しておりま

す。 

 次に，執行上の課題と対応策についてお答えいたします。 

 執行上の課題といたしましては，予期できぬ不測の事態等により年度内で事業完了が見込めない場合

などがございます。このような場合には，次年度への繰越し制度の活用も検討しながら，事業の早期完

了を目指し，予算の執行に努めているところでございます。また，国や県の補正予算成立や台風等によ

る災害復旧事業など，当初予算では想定していなかった事業の追加がございます。このような場合には，

国や県の補助メニュー活用はもちろんのこと，起債や剰余繰越金，基金の取崩しなどにより財源を確保

し，必要な事業が執行できるよう努めております。 

 次に，対応策の新年度予算への反映状況についてお答えいたします。 

 新年度当初予算につきましては，本市の最上位計画である未来の奄美市づくり計画の実現，地方創生

を捉えた奄美市「攻め」の総合戦略，市長マニフェストの着実な推進を図るために，必要な予算を計上

しております。予算編成時において必要と考えられる内容を盛り込んでおりますが，年度途中において

は，予測の難しい事態が発生する場合がございます。このような予期できぬ不測の事態については，当

初予算での反映ではなく，補正予算による必要額の確保や，次年度への繰越しによる事業期間の再調整

などで対応してまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと思います。 

 最後に，１－（２）③新年度，基本理念ごとの一般財源比率をお答えいたします。 

 市民の生活満足度の向上の実現においては，一般財源比率３６.０パーセントでございます。同様に成

長の源泉となる元気な経済活動の実現においては４３.０パーセント，次世代への島の誇りの継承の実現

においては６４.７パーセント，その他においては８６.６パーセントとなっております。以上でござい

ます。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございました。ではちょっと確認をさせてください。 

 お答えいただいた中の歳入のほうの今回見積りをいろいろとやっていただいていますけれども，その

見積りと実際に配分された金額の差分というところを，ここ数年遡って，すみませんが教えていただけ

ればと思います。 

 また，歳出の内訳で３つの柱に配分されていないその他に含まれる項目の中で，その主な内容，項目，

こちらのほうをお示しください。 

 

柳 樹三郎 財政課長  歳入と予算現額の差分についてお答えさせていただきます。 

 御質問の差分については，歳入決算額から最終予算現額を差し引いた額で答弁させていただきます。

令和５年度につきましては，歳入決算額３６６億５，４００万円に対し，最終予算現額は３７１億５，

９００万円であり，差引きはマイナス５億５００万円，割合は９８．６パーセントとなっております。

令和４年度は，歳入決算額３５６億２，３００万円に対し，最終予算現額は３５８億５，０００万円で

― 13 ― 

あります。差引きはマイナスの２億２,７００万円，割合は９９.４パーセントとなっております。令和

３年度は，最終決算額４１１億５，０００万円に対し，最終予算現額は４０２億６，９００万円であり，

差引きはプラス１６億８，２００万円，割合は１０４.２パーセントとなっております。令和２年度は，

歳入決算額４１７億６，７００万円に対し，最終予算現額は４１３億２，７００万円であり，差引きは

プラスの４億４,０００万円，割合は１０１.１パーセントとなっております。 

 次に，新年度予算におけるその他の項目について説明いたします。その他９２億１,０００万円の主な

内容につきましては，公債費４８億５，０００万円，減債基金積立金３億８，０００万円，参議院議員

選挙費３,０００万円などがございます。以上でございます。 

 

奥 輝人 議長  瀧 真一郎議員，最後の質疑となります。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  ありがとうございました。お答えいただいた歳入の見積り金額と実際の配分

差分の中で，思っていた以上に精度よくというか，見積もっていただいているのがよく分かりました。

ありがとうございます。あとは個々の事業の話になっていくかと思いますので，予算委員会の中で個別

で対応させていただきたいと思います。 

 一つお願いをして終わりたいんですけれども，各担当課におかれましては，報告時に必ず担当予算と

主要施策事業の概要，こちらのほうとひもづけた上で説明のほうをお願いいたします。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 

 

奥 輝人 議長  ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題といたしました議案２５件については，１１人の委員をもって構成する一般会計予算等

審査特別委員会及び１０人の委員をもって構成する特別会計予算等審査特別委員会を設置し，これに付

託の上，審査することにいたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，ただいま議題といたしました議案２５件については，両特別委員会を設置し，これに付託の

上，審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました特別委員会の委員の選任については，委員会条例第８条第１項の規定により，

配付してあります両特別委員会名簿のとおり，議長において指名いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，ただいま指名いたしました議員を両特別委員会名簿のとおり選任することに決しました。 

 議案第１１号，議案第２１号から議案第３１号まで及び議案第３３号から議案第３５号までの以上

１５件は，これを一般会計予算等審査特別委員会に，議案第１２号から議案第２０号まで及び議案第

３２号の以上１０件は，これを特別会計予算等審査特別委員会にそれぞれ付託いたします。 

 両特別委員会の正副委員長互選のため，暫時休憩いたします。（午前１１時０２分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（午前１１時０９分） 
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あります。差引きはマイナスの２億２,７００万円，割合は９９.４パーセントとなっております。令和
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 先ほど設置されました両特別委員会の正副委員長の互選の結果について報告いたします。 

 一般会計予算等審査特別委員会の委員長に竹山耕平議員，同副委員長に正野卓矢議員が互選されまし

た。また，特別会計予算等審査特別委員会の委員長に幸多拓磨議員，同副委員長に多田義一議員が互選

されました。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び報告書整理のため，明日１２日から２６日まで休会としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，明日１２日から２６日まで休会とすることに決定いたしました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 ３月２７日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。（午前１１時１１分） 

  

第第 １１ 回回 定定 例例 会会  

令令和和７７年年３３月月 2277 日日  

（（第第８８日日目目））  

  

− 222 −



  

第第 １１ 回回 定定 例例 会会  

令令和和７７年年３３月月 2277 日日  

（（第第８８日日目目））  

  

− 222 −



3月27日（8日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

1 番 2 番

3 番 4 番

5 番 6 番

7 番 8 番

9 番 10 番

11 番 12 番

13 番 14 番

15 番 16 番

17 番 18 番

19 番 20 番

21 番 22 番

○　欠席議員は，次のとおりである。

○　地方自治法第121条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 2

3 #

# 4

5 7

# #

1
6

#

1 #

2 #

3 4

4
5

#

○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

朝 木 一 仁 議 員 西 忠 男 議 員

帶 屋 誠 二 議 員 瀧 真 一 郎 議 員

正 野 卓 矢 議 員 弓 削 洋 平 議 員

幸 多 拓 磨 議 員 大 庭 梨 香 議 員

叶 幸 治 議 員 盛 剛 議 員

前 田 要 議 員 泉 義 昭 議 員

永 田 清 裕 議 員 﨑 田 信 正 議 員

奥 輝 人 議 員 多 田 義 一 議 員

栄 ヤ ス エ 議 員 与 勝 広 議 員
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奥 輝人 議長  おはようございます。ただいまの出席議員は２２人であります。会議は成立いたしまし

　た。 

これより，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

本日の議事日程は，お手元に配付してあります，議事日程第４号のとおりであります。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程に入ります。日程第１，議案第１１号，議案第２１号から議案第３１号まで及び議

案第３３号から議案第３５号までの以上１５件について，一括して議題といたします。 

ただいまの議案１５件に関する一般会計予算等審査特別委員長の審査報告を求めます。 

竹山耕平 一般会計予算等審査特別委員長  市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。自民党新政

会 竹山耕平でございます。 

 それでは，令和７年度一般会計予算等審査特別委員会は去る３月１３日，１４日，１７日，１８日の

４日間開会し，同委員会に付託されました議案第１１号，一般会計予算，議案第２１号から議案第３１号，

議案第３３号から議案第３５号までの１５件を丁寧かつ慎重に審査いたしました。 

 審査の結果につきましては，お手元に配付してあります審査報告書のとおり，これら１５件は全て原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお，議案第３４号 奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定につきましては，賛成多数によ

り可決いたしました。議案第３４号を除く１４件につきましては，全て全会一致で可決いたしましたこ

とを御報告申し上げます。以下，主な審査内容について御報告いたします。 

 ３月１３日，１日目は，まず初めに財政課より予算全体の概要説明を行い，その後，議案第１１号，

１款議会費，２款総務費，１１目みんなのしまさばくり応援事業，１１款４項その他の公共施設・公用

施設災害復旧費に関連する議案第２１号から議案第２６号及び議案第３４号及び議案第３５号について

審査いたしました。令和７年度の奄美市当初予算全体として，一般会計ほか７つの特別会計，水道事業，

下水道事業の公営企業会計など，総額５２４億３，７３１万５，０００円，前年度比３２億５，５８３万

２，０００円，６．６パーセント増として，合併以降，過去最高の予算額となっております。 

 一般会計についてです。物件費や普通建設事業費の増額などにより，前年度比２８億３７８万２，

０００円，８．７パーセント増の３４９億８，６４７万３，０００円。歳入として，自主財源の合計は

７５億１，８９７万円，前年度比５億６，４４８万２，０００円，８．１パーセント増の自主財源の比

率は２１．５パーセントとなっています。市税は，個人所得税の増加など，前年度比２億５，３３５万

２，０００円，６．５パーセント増の４１億５，７０４万３，０００円。次に，依存財源の合計は２７４億

６，７５０万３，０００円，前年度比２２億３，９３０万円，８．９パーセント増，依存財源の比率は

７８．５パーセント。主なものに，地方特例交付金において，昨年度の定額減税による減収分がないな

ど，前年度比１億６，２７８万８，０００円，９１．３パーセント減の１，５５３万１，０００円。地

方交付税は，公債費の増や国の地方財政計画の伸びにより，前年度比４億８，３７９万３，０００円，

３．８パーセント増の１３０億９，６４３万３，０００円の見込み。市債は，各種大型事業，住用・笠

利認定こども園，宇宿貝塚史跡公園，マングローブパーク施設整備事業などの事業費増などにより，前

年度比７億１，１６０万円，３０．２パーセント増の３０億７，１６０万円。 

 次に，歳出として，義務的経費，前年度比９億８，５８７万４，０００円，４．９パーセント増の２１０億

１２７万８，０００円。人件費は，令和６年度人事院勧告の影響から，前年度比３億１，９１９万４，

０００円，５．９パーセント増の５７億１，００７万９，０００円。扶助費は，サービスを受ける方々

の増加と，障害者福祉費や児童手当の制度拡充により，前年度比５億６，５６６万１，０００円，５．

７パーセント増の１０４億４，４２０万３，０００円。公債費は，これまで実施してきた大型事業の元

金償還開始など，前年度比１億１０１万９，０００円，２．１パーセント増の４８億４，６９９万６，

０００円。投資的経費は，各種大型事業実施に伴う増により，前年度比８億３，６５９万８，０００円，

２６．９パーセント増の３９億４，５７２万７，０００円。物件費は，学校ＩＣＴ事業機器購入や人件
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竹山耕平 一般会計予算等審査特別委員長  市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。自民党新政

会 竹山耕平でございます。 

 それでは，令和７年度一般会計予算等審査特別委員会は去る３月１３日，１４日，１７日，１８日の
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議案第３３号から議案第３５号までの１５件を丁寧かつ慎重に審査いたしました。 

 審査の結果につきましては，お手元に配付してあります審査報告書のとおり，これら１５件は全て原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお，議案第３４号 奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定につきましては，賛成多数によ
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 一般会計についてです。物件費や普通建設事業費の増額などにより，前年度比２８億３７８万２，

０００円，８．７パーセント増の３４９億８，６４７万３，０００円。歳入として，自主財源の合計は
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３．８パーセント増の１３０億９，６４３万３，０００円の見込み。市債は，各種大型事業，住用・笠

利認定こども園，宇宿貝塚史跡公園，マングローブパーク施設整備事業などの事業費増などにより，前

年度比７億１，１６０万円，３０．２パーセント増の３０億７，１６０万円。 

 次に，歳出として，義務的経費，前年度比９億８，５８７万４，０００円，４．９パーセント増の２１０億
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０００円，５．９パーセント増の５７億１，００７万９，０００円。扶助費は，サービスを受ける方々

の増加と，障害者福祉費や児童手当の制度拡充により，前年度比５億６，５６６万１，０００円，５．

７パーセント増の１０４億４，４２０万３，０００円。公債費は，これまで実施してきた大型事業の元
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費，物価高騰，資材高騰の影響を受け，前年度比５億９８６万１，０００円，１７．１パーセント増の

３４億９，４６６万７，０００円。積立金，住用・笠利認定こども園の事業に係る市債の償還財源とし

て，減債基金への積立てなど，前年度比３億１，４７１万８，０００円，１３２．２パーセント増の５億

５，２８１万３，０００円。社会保障施策に係る経費は１２９億４，１３０万４，０００円，令和７年

度地方消費税交付金の社会保障財源は５億３，７８８万３，０００円。起債の状況として，普通会計に

係る当初予算に係る起債見込額は３０億７，２００万円，償還見込額４６億８，１００万円，令和７年

度末の残高見込額は３６７億１，８００万円，市全体の残高は前年度より２０億３，２００万円の減，

合併当初との比較では７６億円の減となっているということです。基金の状況につきましては，当初予

算の積立額は５億５，５１８万９，０００円，取崩し額１８億３，９７９万５，０００円，令和７年度

末の残高見込額１７８億８，４２６万４，０００円，合併当初の５６億３，４４５万２，０００円との

比較において，１２２億４，９８１万２，０００円の増となっております。 

 当局の補足説明の後に委員より，奄美市のメモリアルイベント実行委員会負担金についての質疑に対

して，メモリアルイベント実行委員会負担金１，７００万円は，奄美市のあゆみ──仮称ですが──記

念誌作成に３００万円，住用・笠利各地区の記念イベントに４００万円，名瀬の記念イベントに１００万

円，その他，新たな「コクトくん」を作成するとして２００万円，ふるさとＣＭ作成に５０万円，ノベ

ルティ等作成に１５０万円，懸垂幕，横断幕，のぼり旗等製作に１００万円，その他事務費として１００万

円計上している。また，多くの委員から御質疑がございました，新規事業のみんなのしまさばくり応援

事業，市民提案型支援事業費補助金についての質疑に対しては，第１次募集を３月３日から３月２８日

までを募集期間としている。これまでの紡ぐきょらの郷づくり事業と大きな違いはないが，地域の困っ

たを解決する課題解決型事業と未来の奄美市をつくる先駆的・創造的な未来づくり型事業の２つを位置

づけた。また，若い世代が挑戦，チャレンジする活動に対し，補助率を１０分の９と高く設定をしてい

る。また，委員より，全庁業務量調査・業務分析・ＢＰＲ支援事業についての質疑に対し，全庁業務を
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改めて追加の審査を行うことといたしました。後ほど，御報告をさせていただきます。ほかにも，分煙

施設設置工事，計画審議委員会，金融機関手数料，防災アドバイザー，離島甲子園など，多くの質疑が

ございましたが，この際，省略をさせていただきます。 

 次に，２款１項１２目地方創生推進費及び１３目ふるさと納税推進費について審査いたしました。当

局の補足説明の後に，委員より，地域おこし協力隊についての質疑に対し，協力隊を３地域それぞれに

配置，業務活動として市が行う空き家相談の対応，空き家所有者，近隣住民の相談への対応，現場の確

認調査，所有者の特定業務や空き家の実態調査の補助，集落や市職員と連携して空き家情報の収集を行
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う。さらに，空き家実態調査の後に，空き家カルテの策定，情報を入力，また，期待するところは，空

き家活用に関する提案業務，空き家活用の各種提案をいただき，市とともに合意の上，活動を実施して

いくということであります。また，委員より，離島留学助成金の質疑に対し，現在，里親が不在という

ことで受入れができていない現状にある。孫戻し制度など，里親の制度自体を市内のほうにも広げてい

きたい。また，寮など他市町村を参考に，今後，検討しながら事業の目的を達成したいということであ

ります。また，委員より，「移・職・住」総合対策事業補助金についての質疑に対して，島外からの移

住を含めた人材確保の一環として，市内事業者が従業員の住環境を整備する際の費用の一部を補助する

もの。本市の働き手不足解消に向けた移住の促進，そして，市内事業所の職・雇用の確保，そして，空

き家と住居の活用の総合対策事業として，働き手を求める民間企業等を支援する官民連携の取組である

ということ。また，委員より，奄美看護福祉専門学校支援事業補助金の増額要因についての質疑に対し，

次年度は拡充という形で５００万円の増として１，５００万円を計上。近年，学生確保に大変苦慮して

いると聞いている。特に，こども・かいご福祉学科は，この２年間で入学者が２０名にも満たない状態

が続くなど，社会人や島外の学生も含めて，主に広報と学生の確保のための経費を計上し，詳細は今後

協議して進めてまいりたいということであります。また，委員より，人材確保就職支援事業についての

質疑に対しては，人材不足の深刻化から，市内企業へ就職促進・労働者確保を図るために，特に人材不

足が顕著な事業所に対しては，就職した者に対して給付金を給付するもの。島内の卒業生，高校生や情

報処理専門学校を卒業した方が就職した場合に１０万円，島外の方で，資格を持ち，その資格を活用で

きる場合に２０万円，島外の方で無資格の方には１５万円を支給する制度。今年度は，当内で６名，島

外の有資格者が８名，島外の無資格者が１８名が就職したということであります。ほかにも，地域共創

による高校みらいコンソーシアム事業，あまみんちゅ結事業，幸福度アンケート調査，シマの遊び継承・

普及事業，九州及び全国体育会出場補助金など，多くの質疑がございましたが，この際，省略をいたし

ます。 

 次に，２款１項１４目物価高騰対策事業費から６款監査事務局費並びに議案第３５号及び議案第

３２号について審査いたしました。補足説明の後に委員より，定額減税調整給付金についての質疑に対

して，現時点での対象人数は３，６０１名。事業内容は，令和６年度に実施した調整給付額と，その差

額分を給付がもらえない方に対して給付を行うことがメインであること。給付時期は，令和７年８月頃

に給付室を設置，扶養調査などを行い，間違いのない給付を行ってまいりたい。昨年と同様に，９月頃

から給付開始を検討しているということ。また，委員より，議案第３５号，マイナンバーカード等特定

事務に係る郵便局の取扱いについての質疑に対しては，日本郵便株式会社や市内各郵便局と協議を重ね，

上方の浦上郵便局，下方の小宿郵便局，古見方の大島小湊郵便局，笠利は支所と反対側ということで，

笠利郵便局，住用地区も検討を行ったが，総合支所と郵便局の位置関係などを含め総合的に判断した結

果，今回は，委託先は選定しないということでございました。ほかにも選挙管理委員会費，ｅＬＴＡＸ

関係負担金など質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 続いて，３月１４日，２日目，議案第１１号及び議案第２７号，議案第２８号の審査を一括して行い

ました。補足説明の後に委員より，生活困窮者自立支援相談員についての質疑に対して，任用職員２名

を配置，令和６年の２月末現在での相談は１５３件，収入や生活費等の生活困窮の相談が１０８件，保

護から脱却された方の再度の相談という形で４人ほどいる。また，委員より，「食」の自立支援事業に

ついての質疑に対して，近年利用者が減少傾向にある。要因としては，特に名瀬地区において，配達す

る一部の事業者の配達員が確保できないことから，新規の受付を一定期間受けられないという状態があ

ったため，利用者が減少している。この課題につきましては，事業者と協議を行い，配達員の確保に努

めてまいりたい。また，委員より，重点政策推進費，医療懇話会委員謝金についての質疑に対しては，

昨年までに，多くの開業医の閉院が相次いだことによる市民の不安を解消する形で，関係医療機関の方々

が参加し協議を行う。医師会，市内の入院病床のある病院，奄美市の国保診療所，また，オブザーバー

として，名瀬保健所や県立大島病院からの参加も予定。これまでに，県主催の懇話会も開催されていた

が，奄美市内に限ってという観点から，本市主催による会合を計画するものであります。また，委員よ
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り，保育人材確保・官民連携対策実行委員会負担金についての質疑に対して，それぞれの施設の取組な

ど情報共有を行う場として，昨年１１月に設置，保育のイメージアップや外部からの保育人材の誘致，

確保へは，官と施設全体が連携して取り組んだほうがよいという形で，昨年１２月の補正予算にも計上

した。来年度は，保育現場から奄美市に移住意向のある方々に対し，保育士として働くことへのＰＲ，

市内の中高生，専門学校生，若い世代へのアプローチを強化するなど，具体的な取組を実行するという

ことです。また，ほかにも，放課後児童クラブ運営補助金，敬老祝い金，出産祝い金，中核機関設置運

営業務，地域福祉計画策定業務，保育士支援アドバイザー業務，障害者スポーツ大会出場補助金，生活

保護扶助費，認知症カフェ，子ども通院の助成金，お達者ご長寿応援事業など，多くの質疑がございま

したが，省略をさせていただきます。 

 次に，４款衛生費の審査を行いました。補足説明の後に委員より，各種予防接種の中の帯状疱疹ワク

チンについての質疑に対して，令和７年度から帯状疱疹ワクチン接種は定期接種に組み込まれる形とな

る。令和７年度に６５歳，７０歳，７５歳という形で，５歳刻みの方々が対象となる。奄美市だよりで

も広報周知を図ってまいりたい。また，６５歳以上の全員が対象となる場合は，ワクチンの供給不足が

見込まれるため，国としても，５歳刻みで５か年の特例措置という形になったということ。また，委員

より，自殺対策推進計画策定についての質疑に対して，第２期自殺対策計画を令和５年度に策定した。

主に取り組んでいることは人材育成，ネットワークの構築，重点施策の中の子ども・若者への取組，ゲー

トキーパー養成講座や子どもたちのＳＯＳの出し方教育，教育委員会とも協力連携し，各学校で取り組

んでいる。子どもたちがＳＯＳを出したときに，周りの大人がしっかりと受け止められるよう，教職員

を対象としたＳＯＳ受け止め方と対処方法を学ぶ研修会を２回開催している。また，保護者を対象とし

た受け止め方と対処方法を学ぶ研修会も実施していること。ほかにも，環境教育人材育成業務，ハブ買

上報償金，外来種対策事業，遠方の妊婦健診に係る交通費支給助成金，奄美大島ねこ対策協議会負担金，

奄美・沖縄世界自然遺産地域交流事業負担金など多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 続いて，３月１７日，３日目，議案第１１号，議案第２３号，議案第２９号から議案第３１号までを

審査いたしました。５款労働費の補足説明の後に委員より，特定地域づくり事業協同組合補助金につい

ての質疑に対して，派遣職員の在籍数は８名，男性６名，女性２名，事業所に１２事業所が加盟を行い，

今年度加入したのは４事業所，宿泊業が２，飲食サービス業が１，観光サービス業が１の４事業所が加

盟した。また，委員より，ちょこっとお仕事作成セミナー業務についての質疑に対して，深刻な働き手

不足が深刻化する中，地域の潜在的な労働力層である主婦層，シニア層，障害者層が働きやすい受入体

制を整えるため，市内事業所の業務細分化，業務の切り出し，切り分けを支援するためのセミナーを開

催する。個別相談など，伴走的に支援することにより，現在働いている人たちへの離職防止にもつなが

る，潜在労働者の雇用就業機会の拡大を目指すということであります。ほかにも，奄美広域中小企業勤

労者福祉サービスセンター，シルバー人材センター運営補助金など，質疑がありましたが，この際，省

略いたします。 

 次に，６款農林水産業費及び１１款１項農林水産業施設災害復旧費及び議案第２３号について審査い

たしました。補足説明の後に委員より，民有地危険木伐採費用助成金についての質疑に対して，まずは

５か所を想定して計上した。全額，森林環境譲与税を財源とし，今後は，制度の周知を行い，活用を図

ってまいりたい。原則，個人所有林にある危険物の伐採は，所有者の責任で処理をするところだが，高

齢者所有など，除却費用がかなり負担になるという一面もある。しばらく精査し，要領については今後

決定していく。また，委員より，食と農の総合戦略策定事業業務についての質疑に対して，地場産農林

水産物の消費拡大，また，生産者担い手確保と観光客の増加につなげる。令和７年度は，内部の議論と

して，観光客の増加につなげる施策を取りまとめ，７年度以降，プロポーザル業者を選定し，横断的に

議論を深めて計画を策定する。また，委員より，あまみフルーツアイランド確立事業負担金についての

質疑に対しては，ブランド確立推進委員に県職員のＯＢを計画する。奄美大島においても，試験研究員，

農業改良普及指導員など，合計１０年の活動実績がある。令和５年度，奄美大島全体で７９４トンある

タンカンの生産量を，令和１１年度には１，０００トンの計画として，まずは生産量を上げることを目
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標としたいということであります。また，委員より，防衛施設周辺対策事業補助金についての質疑に対

し，宇宿漁港への奄美漁港の荷さばき施設と製氷施設の移転については，令和７年度が実施設計，令和

８年度に荷さばき施設の建設，令和９年度に製氷施設の設置，運用開始を令和１０年度を目標に計画し

ているということ。ほかにも，森林環境譲与税関連，地籍調査費，経営発展支援事業補助金，鳥獣被害

防止柵原材料費，奄美市農業研究センター運営交付金，農林水産物輸送コスト支援事業補助金など，多

くの質疑がございましたが，この際，省略をさせていただきます。 

 次に，７款商工費，議案第２９号，議案第３０号の審査をいたしました。補足説明の後に委員より，

食料品ストック機能強化支援事業補助金の質疑に対しては，奄振交付金で令和７年度からの新規事業，

これまでも，台風等の荒天により，航路が欠航したことに伴い，食料品がスーパー等で品薄状態が続い

ていた。その品薄状態を解消するための食料品，生鮮食料品のストック機能強化ということから，スー

パー等が冷凍コンテナや非常用電源リースする際の経費の一部を補助するもの。また，委員より，奄美

市市制２０周年記念奄美空港県外航航路線利用促進事業助成金についての質疑に対して，対象となるの

は奄美空港を発着する県外離島割引のある沖縄と鹿児島県を除く就航する路線，併せて，神戸空港と名

古屋セントレア空港が対象となる。こちらは，鹿児島空港を経由する就航となるが，対象として計画す

るもの。市内の旅行代理店が造成するツアーや旅行のパッケージ，グループ等で利用する際に，１人に

つき往復５，０００円の助成を行う。他の自治体の事例を参考にしたが，奄美市としては基準額の高い

ほう，５,０００円に設定したということであります。また，委員より，奄美満喫ツアー実行委員会負担

金についての質疑に対して，今回の５００万円の減額理由は，近年３か年の実績により１,０００万円を

計上している。しかし，観光客が増えている，増加している事情もあることから，今後，財政や企画と

も協議し，増額も検討していきたい。また，周知方法については，新たな取組として，修学旅行に対し

ても満喫ツアーの助成や修学旅行に関するパンフレットなどを送付予定としている。また，委員より，

産学官連携強化という点からのあまみ大島観光物産連盟負担金についての質疑に対して，議会でも取り

組んでいるということからも，あまみ大島観光物産連盟の人材強化については，奄美大島５市町村全体

としての予算８５０万円から１，１００万円に増額。また，増額の中で，そのうち奄美市が５５３万３，

０００円。まずは，情報発信を行う物産連盟を強化するという観点から増額を行った。ほかにも，島人・

島景フォトコンテスト，ｅスポーツイベント関連業務，奄美市加工品販路拡大支援事業補助金，本場奄

美大島紬再生支援事業と大島紬購入費助成金，奄美大島エコツアーガイド連絡協議会負担金，奄美ふる

さと１００人応援団，廃止路線代替バス運行費補助金，繁盛店づくり支援事業補助金，にぎわうまちづ

くり支援事業補助金など質疑がございましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，８款土木費並びに１１款２項公共土木施設災害復旧費及び議案第３１号について審査いたしま

した。補足説明の後に委員より，みんなの公園みんなで育てるプロジェクト補助金についての質疑に対

して，これまでの都市公園の在り方としては，まず，行政が整備，管理，提供する公園という形，それ

を地域住民をはじめ，みんなで一緒に共に育て，共につくる公園というコンセプトを目指し，身近にあ

る公園を地域のコミュニティーを育む自分たちの庭として利用し，楽しめる場所というコンセプトのプ

ロジェクトである。令和７年度から開始し，管理の在り方，利活用のルールの見直しや検討，整備の在

り方を一体的に整理するもの。子ども会やスポーツ少年などが行う公園の清掃活動を通して情操教育を

育てていただき，その活動にも補助金を支給し，公園管理に参画していただくことを目指していきたい。

併せて，補助事業を効果的に活用し，特に要望の多いトイレの洋式化，男女共用の解消，バリアフリー

化にも目指すということであります。また，委員より，住宅リフォーム等助成金の質疑に対し，令和７年

度から補助金の上限額を変更し，子育て支援策として，１８歳未満の子どもを有する世帯に上限額を

２０万円とする。そういった世帯の需要も結構あったことから，これから移住を計画するなど，子育て

世帯の子どもたちがこれからも奄美で過ごしやすくなるような制度としたい。また，委員より，第３残

土処分場整備工事についての質疑に対して，令和７年度の工事内容は，令和６年度に工事用道路の整備，

暗渠排水管の工事を繰越しにより実施している。この工事用道路を利用し，下流側に沈砂池，暗渠排水

管の設置を予定，令和７年度から令和８年度において完成を予定している。順次，土砂を処分していき

− 228 −
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標としたいということであります。また，委員より，防衛施設周辺対策事業補助金についての質疑に対

し，宇宿漁港への奄美漁港の荷さばき施設と製氷施設の移転については，令和７年度が実施設計，令和

８年度に荷さばき施設の建設，令和９年度に製氷施設の設置，運用開始を令和１０年度を目標に計画し

ているということ。ほかにも，森林環境譲与税関連，地籍調査費，経営発展支援事業補助金，鳥獣被害

防止柵原材料費，奄美市農業研究センター運営交付金，農林水産物輸送コスト支援事業補助金など，多

くの質疑がございましたが，この際，省略をさせていただきます。 

 次に，７款商工費，議案第２９号，議案第３０号の審査をいたしました。補足説明の後に委員より，

食料品ストック機能強化支援事業補助金の質疑に対しては，奄振交付金で令和７年度からの新規事業，

これまでも，台風等の荒天により，航路が欠航したことに伴い，食料品がスーパー等で品薄状態が続い

ていた。その品薄状態を解消するための食料品，生鮮食料品のストック機能強化ということから，スー

パー等が冷凍コンテナや非常用電源リースする際の経費の一部を補助するもの。また，委員より，奄美

市市制２０周年記念奄美空港県外航航路線利用促進事業助成金についての質疑に対して，対象となるの

は奄美空港を発着する県外離島割引のある沖縄と鹿児島県を除く就航する路線，併せて，神戸空港と名

古屋セントレア空港が対象となる。こちらは，鹿児島空港を経由する就航となるが，対象として計画す

るもの。市内の旅行代理店が造成するツアーや旅行のパッケージ，グループ等で利用する際に，１人に

つき往復５，０００円の助成を行う。他の自治体の事例を参考にしたが，奄美市としては基準額の高い

ほう，５,０００円に設定したということであります。また，委員より，奄美満喫ツアー実行委員会負担

金についての質疑に対して，今回の５００万円の減額理由は，近年３か年の実績により１,０００万円を

計上している。しかし，観光客が増えている，増加している事情もあることから，今後，財政や企画と

も協議し，増額も検討していきたい。また，周知方法については，新たな取組として，修学旅行に対し

ても満喫ツアーの助成や修学旅行に関するパンフレットなどを送付予定としている。また，委員より，

産学官連携強化という点からのあまみ大島観光物産連盟負担金についての質疑に対して，議会でも取り

組んでいるということからも，あまみ大島観光物産連盟の人材強化については，奄美大島５市町村全体

としての予算８５０万円から１，１００万円に増額。また，増額の中で，そのうち奄美市が５５３万３，

０００円。まずは，情報発信を行う物産連盟を強化するという観点から増額を行った。ほかにも，島人・

島景フォトコンテスト，ｅスポーツイベント関連業務，奄美市加工品販路拡大支援事業補助金，本場奄

美大島紬再生支援事業と大島紬購入費助成金，奄美大島エコツアーガイド連絡協議会負担金，奄美ふる

さと１００人応援団，廃止路線代替バス運行費補助金，繁盛店づくり支援事業補助金，にぎわうまちづ

くり支援事業補助金など質疑がございましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，８款土木費並びに１１款２項公共土木施設災害復旧費及び議案第３１号について審査いたしま

した。補足説明の後に委員より，みんなの公園みんなで育てるプロジェクト補助金についての質疑に対

して，これまでの都市公園の在り方としては，まず，行政が整備，管理，提供する公園という形，それ

を地域住民をはじめ，みんなで一緒に共に育て，共につくる公園というコンセプトを目指し，身近にあ

る公園を地域のコミュニティーを育む自分たちの庭として利用し，楽しめる場所というコンセプトのプ

ロジェクトである。令和７年度から開始し，管理の在り方，利活用のルールの見直しや検討，整備の在

り方を一体的に整理するもの。子ども会やスポーツ少年などが行う公園の清掃活動を通して情操教育を

育てていただき，その活動にも補助金を支給し，公園管理に参画していただくことを目指していきたい。

併せて，補助事業を効果的に活用し，特に要望の多いトイレの洋式化，男女共用の解消，バリアフリー

化にも目指すということであります。また，委員より，住宅リフォーム等助成金の質疑に対し，令和７年

度から補助金の上限額を変更し，子育て支援策として，１８歳未満の子どもを有する世帯に上限額を

２０万円とする。そういった世帯の需要も結構あったことから，これから移住を計画するなど，子育て

世帯の子どもたちがこれからも奄美で過ごしやすくなるような制度としたい。また，委員より，第３残

土処分場整備工事についての質疑に対して，令和７年度の工事内容は，令和６年度に工事用道路の整備，

暗渠排水管の工事を繰越しにより実施している。この工事用道路を利用し，下流側に沈砂池，暗渠排水

管の設置を予定，令和７年度から令和８年度において完成を予定している。順次，土砂を処分していき
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ながら，場内の整備を行っていくということ。また，委員より，河川整備事業費，代行業務委託費につ

いての質疑に対して，国道５８号おがみ山バイパス事業の関連事業で実施する，重要河川真名津川の河

川改修工事を県へ代行業務委託を行う。進捗状況は，事業費ベース，令和６年度までに１３パーセント，

令和７年度で３８パーセントを予定，現国道５８号の迂回道路整備，電柱移設，真名津川付替工事でプ

レキャストボックスカルバートの設置約７０メートルを計画。また，委員より，立地適正化計画策定業

務についての質疑に対して，都市再生基本方針に基づき，住宅及び都市機能増進施設，いわゆる医療施

設や福祉施設，商業施設など，居住者の福祉や利便に必要な施設の立地の適正化を図るための計画。令

和３年３月に計画を策定，５年ごとに見直すことから，令和７年度に改定を行う。今回の改定は，国の

指示により，防災指針を追加する。頻発化・激甚化する自然災害に対して本市が抱える課題を分析し，

防災・減災対策に総合的に取り組む内容としている。また，ほかにも，名瀬港改修（統合補助）事業負

担金，地参地掃事業補助金，橋りょう点検業務，山間港測量設計業務，マングローパークトイレ新設設

計業務，土盛海岸トイレ施設関連事業，危険木伐採業務など質疑がありましたが，この際，省略をいた

します。 

 続いて，３月１４日，４日目は，議案第１１号，議案第３３号及び議案第３４号の追加審査を行いま

した。９款消防費及び議案第３３号の補足説明の後に委員より，消防団員の人数についての質疑に対し，

実員３８３名，内訳は，名瀬地区２２７名，住用地区４３名，笠利地区１１３名，そのうち女性団員数

は，名瀬地区２３名，住用地区６名，笠利地区５名となっている。そのほかにも，消防団員退職報償金，

消防団員出動報酬の質疑がございましたが，この際，省略いたします。 

 次に，１０款１項教育総務費から４項幼稚園費及び１１款３項文教施設災害復旧費について審査を行

いました。補足説明の後に委員より，住用町内学校の在り方検討委員会についての質疑に対しては，新

年度の設置を予定，委員は１５人以内として，学識経験者，保護者代表，教育関係者，関係団体の代表

者，その他教育委員会が適当と認める者，年３回の開催を予定している。昨年，小学校・中学校就学前

の保護者アンケート調査を実施した。出された意見を踏まえての協議となる。学校の統合と再編が目的

で，学校の小規模化に対応した児童生徒の最適な環境を構築することが大事だと考える。また，教育的

視点や地域連携の視点，まちづくりの視点，学校施設の適正化の視点，遠距離通学となることなどの視

点など，そういった部分も踏まえ，令和７年度に生徒が卒業し，令和８年度から休校となる市中学校も

あるが，その中での施設活用の部分についても，委員の皆さんからの意見も注視をしていきたいという

ことでございます。また，委員より，学校教育振興費，備品購入費３億１，２１９万５，０００円につ

いての質疑に対して，児童生徒用のタブレット購入費用として約３，８００台を購入予定。今回，一括

購入した場合は，奄美市の持ち物となり，５年後に更新する際に下取り等に出せること，また，リース

料がかからないという理由から一括購入を行う。現在使っているタブレットについては，今後，下取り，

もしくは，一部を一般の方などに寄附をするなど，様々な方法での利活用を検討している。また，委員

より，奄美不登校対策プロジェクトについての質疑に対して，児童生徒理解・支援シート等の作成，活

用の研修，心の健康観察に関する研修等を計画。各関係者の中で意見を統一し，不登校対策を速やかに

推進していく。研修を年５回計画。また，ほかにも，特別支援教育就学奨励費，要保護及び準要保護児

童生徒援助費，高校生遠距離通学費補助金，小規模校通学バス運行業務，ふるさと創生人材育成基金，

大島北高等学校活動支援補助金，アスベスト含有判定調査，学校環境整備費，ふれあい教室相談員につ

いても質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に，１０款５項社会体育費から６款保健体育費について審査を行いました。補足説明の後に委員よ

り，工事請負費，宇宿貝塚史跡公園についての質疑に対して，本整備事業のスケジュールは，現在，設

計・施工を一括して行う業者の公募を行っている。３月末，審査を行い，優先交渉者を決定。契約につ

いては，議会の承認，また補助金の採択が条件となっていることから，４月，５月の上旬には契約を行

いたいということ。また，委員より，部活動地域移行謝金についての質疑に対して，コーディネーター

を２人配置，学校と競技団体との連携，推進会議との連携を行う活動を行っている。部活動の地域座談

会にも参加いただき，地域の意見と現状を把握し，令和５年度から７年度の推進委員会を経て，令和８年

― 7 ― 

度から，可能な限り土日の部活動の地域移行を目指して取り組んでいるということ。また，委員より，

奄美スポーツアイランド協会運営負担金についての質疑に対して，スポーツ合宿の実績は，令和５年度

は９４団体，延べ人数１万４，２００人，また，今年度についてはまだ集計できてはいないが，受入団

体数は今年度以上の団体数となる。また，奄美満喫ツアーと連携し，スポーツ合宿，学生のほうも問合

せ等があった場合は，所管する紬観光課へ随時つなげて御案内をしているということであります。また，

ほかにも，フッ化物洗口推進委員謝金，需用費中，水道光熱費の推移，賄材料費，アスリートと奄美を

つなぐ交流促進事業，県下一周駅伝及び女子駅伝競技大会負担金など質疑がございましたが，この際，

省略をいたします。 

 次に，１２款公債費から１３款予備費について審査を行いましたが，委員より質疑はございませんで

した。 

 次に，予算書９ページ，第２表債務負担行為，１０ページ，第３表地方債，３ページの一時借入金，

歳出予算の流用について審査を行いました。補足説明の後に委員より，第２表債務負担行為についての

質疑に対して，市の貸付金として２，１００万円，紬組合が２，０００万円と販売組合分が１００万円，

商工中金への預託額として，紬組合分１，０００万円と販売組合分が２，０００万円あり，紬組合合計

が３，０００万円，販売組合が合計２，１００万円として，合計として５，１００万円，その約５倍の

枠で協調融資ということで金額を組んでいるということであります。また，委員より，一時借入金につ

いての質疑に対しては，令和５年度は４０億円の借入れを２０億円ずつ２行から借り入れた。利率照合

などを行い，最も利率が低い銀行から借入れを行った。年度末の精算に伴うこと，特に，国からの補助

金などは，その後の実績報告など遅れて歳入があることから，その間のつなぎ資金として一時的に借入

れをしているということであります。 

 次に，議案第３４号 奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について，初日，１日目に審査

を行いましたが，先ほども申し上げたとおり，追加の審査の申出がございましたので，委員に諮りまし

て認められたことから，追加して審査を行いました。当局から，本総合戦略の数値目標の考え方につい

て改めて説明するとともに，策定後の対応，どのようにしてＫＰＩの年度をそろえていくのかという点

について，現段階における市の見解ということで，補足説明がございました。委員より，最上位計画と

しての総合計画，長期計画としての位置づけ，さらには，個別計画としてのひもづけと数値目標，ＫＰ

Ｉに対する目標値としての個別事業計画の在り方，また，最上位計画という位置づけとしての行政計画

体系図上においての施策の修正などの在り方などに対して意見がございました。 

 当局より，総合計画，総合戦略を意識しながら進めていくのは非常に重要で，今回の提案をさせてい

ただいている。今後，総合戦略と各個別計画との連動性についてそれぞれ議論があり，それぞれの部署

において議論を始めさせていただくということで御理解をいただきたいということでございました。 

 以上で，一般会計予算等審査特別委員会に付託されました議案第１１号をはじめとする議案１５件の

審査報告を終了いたします。なお，御質疑等がございましたら，ほかの委員の御協力を得て回答したい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

奥 輝人 議長  これから委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論に入ります。 

 討論の際は，件名を明らかにした上で討論するよう願います。 

 通告がありましたので，無所属 瀧 真一郎議員の発言を許可いたします。 

 なお，瀧 真一郎議員から，書画カメラ使用の申出がありましたので，これを許可いたします。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。無所属の瀧 真一郎でござ

− 230 −
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度から，可能な限り土日の部活動の地域移行を目指して取り組んでいるということ。また，委員より，

奄美スポーツアイランド協会運営負担金についての質疑に対して，スポーツ合宿の実績は，令和５年度

は９４団体，延べ人数１万４，２００人，また，今年度についてはまだ集計できてはいないが，受入団

体数は今年度以上の団体数となる。また，奄美満喫ツアーと連携し，スポーツ合宿，学生のほうも問合

せ等があった場合は，所管する紬観光課へ随時つなげて御案内をしているということであります。また，

ほかにも，フッ化物洗口推進委員謝金，需用費中，水道光熱費の推移，賄材料費，アスリートと奄美を

つなぐ交流促進事業，県下一周駅伝及び女子駅伝競技大会負担金など質疑がございましたが，この際，

省略をいたします。 

 次に，１２款公債費から１３款予備費について審査を行いましたが，委員より質疑はございませんで

した。 

 次に，予算書９ページ，第２表債務負担行為，１０ページ，第３表地方債，３ページの一時借入金，

歳出予算の流用について審査を行いました。補足説明の後に委員より，第２表債務負担行為についての

質疑に対して，市の貸付金として２，１００万円，紬組合が２，０００万円と販売組合分が１００万円，

商工中金への預託額として，紬組合分１，０００万円と販売組合分が２，０００万円あり，紬組合合計

が３，０００万円，販売組合が合計２，１００万円として，合計として５，１００万円，その約５倍の

枠で協調融資ということで金額を組んでいるということであります。また，委員より，一時借入金につ

いての質疑に対しては，令和５年度は４０億円の借入れを２０億円ずつ２行から借り入れた。利率照合

などを行い，最も利率が低い銀行から借入れを行った。年度末の精算に伴うこと，特に，国からの補助

金などは，その後の実績報告など遅れて歳入があることから，その間のつなぎ資金として一時的に借入

れをしているということであります。 

 次に，議案第３４号 奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について，初日，１日目に審査

を行いましたが，先ほども申し上げたとおり，追加の審査の申出がございましたので，委員に諮りまし

て認められたことから，追加して審査を行いました。当局から，本総合戦略の数値目標の考え方につい

て改めて説明するとともに，策定後の対応，どのようにしてＫＰＩの年度をそろえていくのかという点

について，現段階における市の見解ということで，補足説明がございました。委員より，最上位計画と

しての総合計画，長期計画としての位置づけ，さらには，個別計画としてのひもづけと数値目標，ＫＰ

Ｉに対する目標値としての個別事業計画の在り方，また，最上位計画という位置づけとしての行政計画

体系図上においての施策の修正などの在り方などに対して意見がございました。 

 当局より，総合計画，総合戦略を意識しながら進めていくのは非常に重要で，今回の提案をさせてい

ただいている。今後，総合戦略と各個別計画との連動性についてそれぞれ議論があり，それぞれの部署

において議論を始めさせていただくということで御理解をいただきたいということでございました。 

 以上で，一般会計予算等審査特別委員会に付託されました議案第１１号をはじめとする議案１５件の

審査報告を終了いたします。なお，御質疑等がございましたら，ほかの委員の御協力を得て回答したい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

奥 輝人 議長  これから委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論に入ります。 

 討論の際は，件名を明らかにした上で討論するよう願います。 

 通告がありましたので，無所属 瀧 真一郎議員の発言を許可いたします。 

 なお，瀧 真一郎議員から，書画カメラ使用の申出がありましたので，これを許可いたします。 

 

瀧 真一郎 議員（４番）  市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。無所属の瀧 真一郎でござ
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います。私は今回，議案第３４号 奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定についてに対して，

反対の立場を表明いたします。 

 議論の焦点を，本議案で上程された総合戦略の行政計画体系図における立ち位置，その妥当性に絞っ

て述べさせていただきます。まず，本会議で示された総合戦略の立ち位置の私の認識，こちらのほうを

そろえて知っていただくために，総合計画を頂点とする行政計画体系図の構成を簡単に説明させていた

だきます。すいません，スライド１のほうをお願いいたします。まず，この図に示すとおり，まず頂点

に総合計画があり，その中で１５年後の奄美の目指すべき姿，こちらのほうを示されております。若干，

総合計画という名称から誤解が生じるかもしれませんが，昨年の第１回定例会の中で答弁をいただいた

ように，この計画が目指すべき姿を表しているものであるということは答えていただいておりますので，

計画ではなく，この示すものは目指すべき姿であるということになります。その下に，４年間の方向性

を示す短中期施策計画として，今回上程された総合戦略が位置するというふうに考えております。若干

ちょっと曖昧ではありますが，その配下に個別行政計画，さらに，その配下に奄美市実施計画，こちら

のほうは毎年１年ごとに更新され，予算とひもづけられている事業になっております。この前提で考え

ると，市民の皆様に直結する奄美市実施計画に基づいて行われている業務，これがしっかりと１５年後

の奄美市が目指すべき姿とひもづけること，このために，今回の総合戦略，これは重点な肝となる政策

であるというふうに，私自身は考えております。 

 では，この観点から，総合戦略の構成を整理してみます。上程された総合戦略は施策目標として，個

別行政計画や奄美市実施計画，それにひもづく形で３３の目標値が設定されております。この目標値を

令和７年度から令和９年度までの期間で実施すると，その目標に対しての成果を判断する指標として取

り扱うことになります。ここで，３月１３日の総括質疑を思い出していただけたらと思います。一般会

計予算について，この一般会計予算は全て奄美市実施計画に係る７５パーセントの予算が示されており

ます。その予算が全てひもづけられているということは，個別個別の計画というものが奄美市総合計画

に結びつくべきであると，私自身は考えております。そう考えた際に，やはり今回の奄美市総合戦略，

この立ち位置が曖昧ではないかというふうに考えた点，これが，まず１点目の反対理由になります。一

方で，この辺のほうは私も理解しているところではあるんですが，３月１３日の総括質疑で答弁いただ

いた，足元で動いている奄美市実施計画，こちらを執行していく上での予算を確保するためには，自主

財源ではかなり不足しております。そのために，特定財源を有効に活用すると，そのために，個別行政

計画策定が必要であるということは認識していることはお伝えしておきます。 

 次に，個々の目標の考え方，そちらのほうへ目を向けていきます。目標の達成年度として考えられて

いる年度が，総合戦略が令和７年度から令和９年度の計画として定義されていることに対し，目標値が

令和９年以降に設定されている施策が４施策，目標値が令和９年より以前に設定されている施策が６施

策存在しております。これは，先ほど述べているように，個別行政計画が総合戦略にひもづいているた

めだというふうに考えております。ここで，スライド２のほうを確認ください。ここに書いている流れ

自体が総合計画の時系列になります。総合計画で示した１５年後の目指すべき姿，これを達成するため

に，今回上程された総合戦略は，初期の４年間，当初であれば動いていく計画になっております。ただ，

実際には１年間，今回，策定のほうに時間をかけて費やしているものですから，実施計画自体は３年間

で動く形になるかというふうに考えております。そう考えた場合に，なぜ今回の総合戦略，これ自体の

目標年度が令和９年に統一されないのか。ここは，この先ほど見せた総合戦略立ち位置の中ではかなり

不明瞭だというふうに考えております。これは，目標値の妥当性を議論する以前の問題であり，総合戦

略が行政計画体系図の構成の中で，奄美市実施計画と総合計画をしっかりと結びつけられていないとい

うふうに判断の下，私は反対の立場を取らさせていただきました。 

 安田市長のほうが施政方針の結びの言葉の中でおっしゃられたＶＵＣＡの時代，まさしく時代は，こ

れまで想定しているよりも，とてつもなく早いスピードで変化してきています。また，挑戦なくして成

功なしという思いを持って，失敗を恐れず新たな挑戦を続けていくという思い，この思いを具体的に示

す計画こそが総合戦略であると，私自身は考えております。そして，この３年間，奄美市がどう進んで
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いくのか，それを示す計画であるべきだと考えております。具体的に示させていただきますと，３月

１３日の総括質疑で答弁いただいたように，奄美市実施計画──実際，皆さんが感じている計画です──

そちらのほうと最上位である総合計画，これは予算という観点で全て結びつけられております。その内

容を選別した上で，個別行政計画とリンクできるもの，できないもの，これをしっかりと選別し，各々

の施策が１５年後にどうなるべきか，そのためには，令和９年ではどうあるべきか，それを踏まえた上

で総合戦略を再構成していくことが必要ではないかと考えております。私自身の総合戦略へ対する思い

が強過ぎるのかもしれませんが，これまでの業務の進め方であり，財源の活用方法，これを見直してい

くタイミングは今しかないというふうに考えております。市民の皆様へしっかりと総合計画を示す，

１５年後の目指すべき姿，そして，そこへ進む道筋，これをしっかりと知っていただくために，より現

実的で戦略的な視点を持った計画へ総合戦略を変えていきたい，そういう思いを最後に述べさせていた

だき，反対討論の結びとさせていただきます。以上，ありがとうございました。 

 

奥 輝人 議長  次に，チャレンジ奄美 弓削洋平議員の発言を許可いたします。 

 

弓削洋平 議員（６番）  おはようございます。チャレンジ奄美の弓削洋平でございます。議案第３４号 

奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定につきまして，賛成の立場から討論させていただきます。 

 本総合戦略は，奄美市の持続可能な発展を目指し，人口減少や地域経済の活性化など喫緊の課題に対

応するための重要な指針であります。策定に当たっては，奄美市総合計画，未来の奄美市づくり計画と

の整合性を図り，本市の最上位計画である未来計画の重点プロジェクトとして位置づけられています。

未来計画は奄美市の将来像を示す羅針盤であり，総合戦略はその実現に向けた具体的な道筋を示すもの

であります。また，各個別計画は未来計画の目標を達成するための分野ごとの計画として位置づけられ

ます。 

 当局においては，個別計画の数値目標を総合戦略に取り込むことで各部の所管する計画と総合戦略，

ひいては未来計画との連動性を図るよう努めているとのことです。さらに，今後策定する個別計画の数

値目標についても，未来計画の短中期計画末の数値目標との整合性を検討していく意向が示されました。

このように，本総合戦略は未来計画を頂点とする計画体系の中で各計画を連携させ，奄美市の総合的な

発展を目指すための重要な役割を担っています。また，今回の総合戦略策定は，国への事業申請に伴う

財源確保や企業版ふるさと納税の活用など，具体的なメリットをもたらすことが期待されます。これら

の財源は，奄美市の喫緊の課題である人口減少対策や地域経済の活性化に不可欠であり，総合戦略の策

定はこれらの財源を確保するための必須であると考えます。これらのことを踏まえて，議案第３４号 奄

美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について，賛成の討論とさせていただきます。 

 

奥 輝人 議長  ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，この議案１５件について採決いたします。 

 採決は電子表決により，これを分割して行います。 

 最初に，議案第３４号 奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定についてを採決いたします。 

 本案に関する委員長の報告は，原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを，反対の議員は反対のボタンを

押してください。 

 （電子表決） 

 押し忘れはありませんか。 
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いくのか，それを示す計画であるべきだと考えております。具体的に示させていただきますと，３月

１３日の総括質疑で答弁いただいたように，奄美市実施計画──実際，皆さんが感じている計画です──

そちらのほうと最上位である総合計画，これは予算という観点で全て結びつけられております。その内

容を選別した上で，個別行政計画とリンクできるもの，できないもの，これをしっかりと選別し，各々

の施策が１５年後にどうなるべきか，そのためには，令和９年ではどうあるべきか，それを踏まえた上

で総合戦略を再構成していくことが必要ではないかと考えております。私自身の総合戦略へ対する思い

が強過ぎるのかもしれませんが，これまでの業務の進め方であり，財源の活用方法，これを見直してい

くタイミングは今しかないというふうに考えております。市民の皆様へしっかりと総合計画を示す，

１５年後の目指すべき姿，そして，そこへ進む道筋，これをしっかりと知っていただくために，より現

実的で戦略的な視点を持った計画へ総合戦略を変えていきたい，そういう思いを最後に述べさせていた

だき，反対討論の結びとさせていただきます。以上，ありがとうございました。 

 

奥 輝人 議長  次に，チャレンジ奄美 弓削洋平議員の発言を許可いたします。 

 

弓削洋平 議員（６番）  おはようございます。チャレンジ奄美の弓削洋平でございます。議案第３４号 

奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定につきまして，賛成の立場から討論させていただきます。 

 本総合戦略は，奄美市の持続可能な発展を目指し，人口減少や地域経済の活性化など喫緊の課題に対

応するための重要な指針であります。策定に当たっては，奄美市総合計画，未来の奄美市づくり計画と

の整合性を図り，本市の最上位計画である未来計画の重点プロジェクトとして位置づけられています。

未来計画は奄美市の将来像を示す羅針盤であり，総合戦略はその実現に向けた具体的な道筋を示すもの

であります。また，各個別計画は未来計画の目標を達成するための分野ごとの計画として位置づけられ

ます。 

 当局においては，個別計画の数値目標を総合戦略に取り込むことで各部の所管する計画と総合戦略，

ひいては未来計画との連動性を図るよう努めているとのことです。さらに，今後策定する個別計画の数

値目標についても，未来計画の短中期計画末の数値目標との整合性を検討していく意向が示されました。

このように，本総合戦略は未来計画を頂点とする計画体系の中で各計画を連携させ，奄美市の総合的な

発展を目指すための重要な役割を担っています。また，今回の総合戦略策定は，国への事業申請に伴う

財源確保や企業版ふるさと納税の活用など，具体的なメリットをもたらすことが期待されます。これら

の財源は，奄美市の喫緊の課題である人口減少対策や地域経済の活性化に不可欠であり，総合戦略の策

定はこれらの財源を確保するための必須であると考えます。これらのことを踏まえて，議案第３４号 奄

美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について，賛成の討論とさせていただきます。 

 

奥 輝人 議長  ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，この議案１５件について採決いたします。 

 採決は電子表決により，これを分割して行います。 

 最初に，議案第３４号 奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定についてを採決いたします。 

 本案に関する委員長の報告は，原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを，反対の議員は反対のボタンを

押してください。 

 （電子表決） 

 押し忘れはありませんか。 
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 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終了いたします。 

 以上のとおり，賛成多数であります。 

 よって，奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定については，原案のとおり可決されました。 

 次に，議案第１１号，議案第２１号から議案第３１号まで及び議案第３３号，議案第３５号の以上

１４件についてを一括して採決いたします。 

 ただいまの議案１４件に関する委員長の報告は，いずれも原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案１４件は，委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，この議案１４件はいずれも原案のとおり可決されました。 

 ここで，暫時休憩を入れます。（１０時２９分） 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  再開いたします。（１０時４５分） 

 日程第２，議案第１２号から議案第２０号まで及び議案第３２号の以上１０件について一括して議題

といたします。 

 ただいまの議案１０件に関する特別会計予算等審査特別委員長の審査報告を求めます。 

 

幸多拓磨 特別会計予算等審査特別委員長  こんにちは。チャレンジ奄美 幸多拓磨でございます。それ

では，御報告申し上げます。 

 特別会計決算等審査特別委員会は去る３月１３日と３月１４日の２日間開会し，慎重に審査を行いま

した。本委員会に付託されました議案第１２号 令和７年度奄美市国民健康保険事業特別会計予算につ

いてから，議案第３２号 奄美市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてまでの１０件は，お

手元に配付してあります報告書のとおり，全て原案のとおり可決すべきものと決しております。 

 内容としましては，議案第１５号 令和７年度奄美市介護保険事業特別会計予算についてと議案第

１９号 令和７年度奄美市水道事業会計予算については，賛成多数により可決，そのほかの議案は全会

一致で可決となっております。 

 それでは，審査した順に，内容について御報告申し上げます。まず，議案第１２号 令和７年度奄美

市国民健康保険事業特別会計予算について。当局より，まず先に国民健康保険の事業概要の説明，その

後，予算書の補足説明があり，国民健康保険税は合計６億６，２９５万１，０００円で，前年度比６０１万

２，０００円の減額，これは，被保険者が減少していることに伴い，保険税の収納見込額が減額になっ

ている。保険給付費等交付金，普通交付金３８億９，３２５万１，０００円は，医療費のうち，自己負

担額は通常３割だが，それを除いた国保，市が負担する療養の給付に要する費用で，全額を県から交付

するものとのこと。委員より関連質問として，高額療養費の自己負担限度額の引上げに伴う保険給付費

等の支出について質疑があり，当局より，本予算については，政府にて審議されていた高額療養費の増

額分については見込まずに計上しているとのこと。委員より，令和９年度から二次医療圏ごとの統一を

進めているふうになっているが，これによって，二次医療圏である奄美市の影響はどうなるのかという

質疑があり，当局より，県下の市町村では話し合いが行われていくということになっている。また，併

せて，令和１５年には，県内で全ての完全統一ということで話し合いが併せて進められているところ。

群島内で統一をしないといけないというところで，また，群島内で協議会での会議があり，市町村で若

干ずつ積み立てているお金もある。それを使い，新年度には８年，９年に向けた統一に向け，ウェブな

ども使いながら意思統一を図っていこうということで話をしているとのこと。委員より，保険者努力支

援分１，８４６万４，０００円の評価基準，令和５年度決算との比較において減少している内容，そし
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て，特別調整交付金の減少の要因について質疑があり，当局より，各市町村の現状について評価部分が

あり，奄美市においては，被保険者の減少部分が大きく影響していると考えている。奄美市分では

２９４名減少しているということで，今回，努力者支援分での交付分が減っていると考えている。また，

特別調整分については，各項目あるが，その中で大きく下がった部分としては，精神部分，結核部分と

いう表記があり，患者数等に応じて配分がある。その部分が６３５万円減額しているとのこと。委員よ

り，奄美市の国保税は県に納める金額がかなり上がる可能性があるのかとの質疑があり，当局より，奄

美市１人当たり医療費が１９市で統一となると，鹿児島県全体の医療費を全て，各自治体，同じ税率で

賄わなければならないという形になる。今，奄美市の税率は１９市の比較で一番低いと言っても過言で

はない。今，医療費が一番安く税率も低くし，何とかやっているという現状。県内統一となると，税率

に関しても上げざるを得ないということになるとのこと。委員より，医療を受ける人口は少なくなった

が，医療費は安くなっていないように感じるとのことで，当局としてどのように考えているか質疑があ

り，当局より，国保運営協議会にて会議があり，病院の医療関係の代表者も参加していた中で話があっ

た。その中で，特に大きな部分が薬価の高騰とのこと。委員より，疾病予防費の減額の理由について質

疑があり，当局より，主な要因としては，前年度人間ドック助成金が減少している。実績に基づき計上

しており，その部分が影響しているとのこと。委員より，人間ドック助成が減少しているのは，市民の

意識が低い，関心がないふうにも取れるが，広報活動をどのように考えているのかとの質疑があり，当

局より，本市の大きな問題として，特定健診等の受診率についても，令和４年度は３６パーセント，令

和５年度で３８．５パーセント，１．５パーセント上がり，奄美市といたしましては，過去においても

高いほうの受診率を取っているが，県内では４０位ということで，低い状況が続いているのが現状。広

報の方法としては，ラジオ広告や特定健診については受診推奨のはがきを送るほか，令和５年度から，

プラスメッセージといって受診された方に対し携帯番号を教えていただき，携帯に直接特定健診を案内

する取組も令和５年度から始めている。ほかにも，歯科医療費や特定健診の受診率等質疑がありました

が，この際，省略させていただきます。 

 次に，議案第１３号 令和７年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算について当局よ

り補足説明があり，１２節委託料２億５，０８８万３，０００円のうち，内科業務委託料が２億２，

７７０万１，０００円となっており，内訳は，笠利診療所分が１億７，２８６万円，住用診療所分が５，

４８４万１，０００円となっている。歯科業務委託料は２，２７１万２，０００円となっており，内訳

は，笠利診療所が１，２９１万２，０００円，住用診療所が９８０万円，住用診療所歯科分は歯科業務

を行う歯科医師への治療業務に関しての委託料となる。同じく，２款１項１目医業費の９９８万３，

０００円は，住用診療所分のみの予算となっております。１０節需用費の３９８万３，０００円の主な

ものは，歯科の医療材料費とのこと。１１節役務費の６００万円は，歯科技工物作製等の手数料。４款

１項１目元金３，０６１万１，０００円は，病院建設及び医療機器の購入に伴う市債元金償還金で，内

訳は，笠利診療所が２，６３６万１，０００円，住用診療所４２５万円，２目利子１２６万３，０００円

は，市債利子償還金で，内訳は，笠利診療所が１２０万９，０００円，住用診療所は５万４，０００円

となっているとのこと。委員より，予算をつくるときの当局と医師の間の協議方法についての質疑があ

り，当局より，住用の場合，地域密着型であり，先生は患者と連絡を取り合い，救急のときなどは自宅

に訪問したり努力もしていただいている。どうしても住用の場合は４キロ圏内に病院がない。住用にい

ていただきありがたいということもあり，今後も継続していただきたい。医療費の委託料については，

どうしても多い月の実績で組んでいる状態。医師とは話し合いをまめに行っている。笠利については，

笠利診療所が公設民営の診療所になる。医師との話し合いについては，委託料は実績ベースでは計算し

ている。住用と同じく，保険事業に大変協力いただいている状況。住民支援サービスに尽力されている。

医療機器等高額な修繕費も今年度ある。その部分も含め，医師の意見を伺いながら，健全な運営に向け，

随時協議を重ねているとのこと。委員より，医師から機材購入の要望や修理の要望など当局に来ている

のかとの質疑があり，当局より，今年度に関しては，かなり高額のＣＴ機器，新品価格で言いますと２，

０００万円するような機械が５回ほど故障している。かなり耐用年数を過ぎている状況。ＣＴ機器とレ
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て，特別調整交付金の減少の要因について質疑があり，当局より，各市町村の現状について評価部分が

あり，奄美市においては，被保険者の減少部分が大きく影響していると考えている。奄美市分では

２９４名減少しているということで，今回，努力者支援分での交付分が減っていると考えている。また，

特別調整分については，各項目あるが，その中で大きく下がった部分としては，精神部分，結核部分と

いう表記があり，患者数等に応じて配分がある。その部分が６３５万円減額しているとのこと。委員よ

り，奄美市の国保税は県に納める金額がかなり上がる可能性があるのかとの質疑があり，当局より，奄

美市１人当たり医療費が１９市で統一となると，鹿児島県全体の医療費を全て，各自治体，同じ税率で

賄わなければならないという形になる。今，奄美市の税率は１９市の比較で一番低いと言っても過言で

はない。今，医療費が一番安く税率も低くし，何とかやっているという現状。県内統一となると，税率

に関しても上げざるを得ないということになるとのこと。委員より，医療を受ける人口は少なくなった

が，医療費は安くなっていないように感じるとのことで，当局としてどのように考えているか質疑があ

り，当局より，国保運営協議会にて会議があり，病院の医療関係の代表者も参加していた中で話があっ

た。その中で，特に大きな部分が薬価の高騰とのこと。委員より，疾病予防費の減額の理由について質

疑があり，当局より，主な要因としては，前年度人間ドック助成金が減少している。実績に基づき計上

しており，その部分が影響しているとのこと。委員より，人間ドック助成が減少しているのは，市民の

意識が低い，関心がないふうにも取れるが，広報活動をどのように考えているのかとの質疑があり，当

局より，本市の大きな問題として，特定健診等の受診率についても，令和４年度は３６パーセント，令

和５年度で３８．５パーセント，１．５パーセント上がり，奄美市といたしましては，過去においても

高いほうの受診率を取っているが，県内では４０位ということで，低い状況が続いているのが現状。広

報の方法としては，ラジオ広告や特定健診については受診推奨のはがきを送るほか，令和５年度から，

プラスメッセージといって受診された方に対し携帯番号を教えていただき，携帯に直接特定健診を案内

する取組も令和５年度から始めている。ほかにも，歯科医療費や特定健診の受診率等質疑がありました

が，この際，省略させていただきます。 

 次に，議案第１３号 令和７年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算について当局よ

り補足説明があり，１２節委託料２億５，０８８万３，０００円のうち，内科業務委託料が２億２，

７７０万１，０００円となっており，内訳は，笠利診療所分が１億７，２８６万円，住用診療所分が５，

４８４万１，０００円となっている。歯科業務委託料は２，２７１万２，０００円となっており，内訳

は，笠利診療所が１，２９１万２，０００円，住用診療所が９８０万円，住用診療所歯科分は歯科業務

を行う歯科医師への治療業務に関しての委託料となる。同じく，２款１項１目医業費の９９８万３，

０００円は，住用診療所分のみの予算となっております。１０節需用費の３９８万３，０００円の主な

ものは，歯科の医療材料費とのこと。１１節役務費の６００万円は，歯科技工物作製等の手数料。４款

１項１目元金３，０６１万１，０００円は，病院建設及び医療機器の購入に伴う市債元金償還金で，内

訳は，笠利診療所が２，６３６万１，０００円，住用診療所４２５万円，２目利子１２６万３，０００円

は，市債利子償還金で，内訳は，笠利診療所が１２０万９，０００円，住用診療所は５万４，０００円

となっているとのこと。委員より，予算をつくるときの当局と医師の間の協議方法についての質疑があ

り，当局より，住用の場合，地域密着型であり，先生は患者と連絡を取り合い，救急のときなどは自宅

に訪問したり努力もしていただいている。どうしても住用の場合は４キロ圏内に病院がない。住用にい

ていただきありがたいということもあり，今後も継続していただきたい。医療費の委託料については，

どうしても多い月の実績で組んでいる状態。医師とは話し合いをまめに行っている。笠利については，

笠利診療所が公設民営の診療所になる。医師との話し合いについては，委託料は実績ベースでは計算し

ている。住用と同じく，保険事業に大変協力いただいている状況。住民支援サービスに尽力されている。

医療機器等高額な修繕費も今年度ある。その部分も含め，医師の意見を伺いながら，健全な運営に向け，

随時協議を重ねているとのこと。委員より，医師から機材購入の要望や修理の要望など当局に来ている

のかとの質疑があり，当局より，今年度に関しては，かなり高額のＣＴ機器，新品価格で言いますと２，

０００万円するような機械が５回ほど故障している。かなり耐用年数を過ぎている状況。ＣＴ機器とレ

− 234 − − 235 −



― 12 ― 

ントゲン機器とリハビリ機器，幾つもの機材が故障している。医師とも協議を重ね，一番診療に重要な

機器を優先して修繕をかけるということで話を行い，現在修繕できていない機器もあるが，随時，診療

所と協議を重ね対応しているとのこと。委員より，住用診療所歯科医療廃棄金属売払い時の見積りが適

正であるのかとの質疑があり，当局より，４月，８月，１２月と業者の方が来所し，実際，歯科のほう

で計量を行う。その金額がはっきりするのが１か月ほど後になる。この査定された数字で上げられてく

る形。業者から市に直接入金をされることとなっており，グラム数等正確に測っており，中身について

の明細ももらっている。詳しい内容は，業者に確認を取らないと分からないとのこと。委員より，関連

質問で，材料費は，この金属の場合は，かなり高額のものを仕入れることとなっている。これについて

は，見積りを取って１円でも安いほうから購入することが奄美市の建前。１社が単独で持ってきて値決

めを行い，決められると高くなってしまう。この見積りについて，現在どのようにしているのかとの質

疑があり，当局より，現在，鹿児島の業者から奄美市の業者へ取引先を変更し，１年少し経過した。鹿

児島よりは奄美市のほうが少し安い状況である。今後も，状況を見ながら，また予算も組んでいきたい

と考えているところ。４月以降は，医師と話を行い，調整を進めていきたいとのお話でした。委員より，

医療費が上がっている中，薬価代がかなり高騰している話があったが，去年との比較では若干下がって

いることの要因について質疑があり，当局より，住用診療所は，毎年，その年の平均を出している。そ

の年によって下がるときと上がるときがある。不足したときが困る。そのことにより，年間の平均で出

すようにしている。今後も，医師と話をし，調整していきたい。笠利診療所は公設民営でやっている。

薬価代については，院内処方は全く行っていない。調剤薬局にて，もしかすると先ほどのお話が出てく

るかもしれない。委託料については，人件費も含んだ形での委託料であり，人件費の高騰等は医師のほ

うでやりくりをしてもらう状況で委託をしているとのこと。ほかにも診療所の人件費等質疑がございま

したが，この際，省略させていただきます。 

 次に，議案第１６号 令和７年度奄美市訪問看護特別会計予算について当局より補足説明があり，訪

問看護については，平成２２年度から笠利診療所の所長に業務委託を行って運営をしている。市が医療

費，備品等を無償で貸し付けた上で，訪問看護業務を委託し，その運営について，事業者の訪問看護収

入ということで行われている。訪問看護会計については，訪問看護ステーションの開設者が奄美市長で

あることから，開設者である奄美市の口座に振り込まれ，それを委託料として事業者へ支払う形となっ

ている。歳出について，市の口座で受け入れた訪問看護収入を委託料として支払う。１款総務費１項施

設管理費１目一般管理費１２節委託料３，２６３万９，０００円は，訪問看護業務の委託料となる。２款

１項１目基金積立金１，０００円につきましては，訪問看護ステーション財政基金へ積み立てるものと

のこと。委員より，訪問看護業務の過去３年間の利用者の推移について質疑があり，当局より，令和４年

の介護のほうの訪問看護の利用者が２８名，医療の利用者が１２名，令和４年度合計が４０名，令和５年

の介護のほうの訪問看護の利用者が３３名，医療が１１名，令和６年度２月末現在で，実人員で介護が

３０名，医療が１１名，例年４０名前後の実人員の利用状況となっているとのこと。 

 次に，議案第１４号 令和７年度奄美市後期高齢者医療特別会計予算について，当局より補足説明が

あり，本制度は鹿児島県内全ての市町村が加入する。鹿児島県後期高齢者医療広域連合が医療保険者と

なっている。保険加入者は，県内にお住まいの７５歳以上の方，または６５歳以上７４歳未満で一定の

障害のある方となっている。ただし，生活保護受給者は除かれる。広域連合と構成市町村が分担して行

うこととなっており，広域連合は保険料の決定や医療費支払いなどの事務を行う。構成市町村は窓口業

務や保険料の徴収を行っている。また，保険料の額については県内統一されている。財源割合は，公費

が５割，現役世代からの支援金が４割，残り１割は被保険者の保険料となっている。令和７年度奄美市

後期高齢者医療特別会計予算，歳入歳出ともに総額６億７，７８１万５，０００円となり，前年度より

６８０万２，０００円の増額となるとのこと。委員より，介護保険は年金から天引きだが，後期高齢者

医療は年金の天引きと普通徴収もあるが，その比率はとの質疑があり，当局より，１月現在で，後期高

齢年金から引かれている方が８１．９６パーセント，あと，コンビニや金融機関が１１．５パーセント，

口座振替されている方が６．５パーセントとなっているとのこと。 
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 次に，議案第１５号 令和７年度奄美市介護保険事業特別会計予算について，当局より補足説明があ

り，高齢化社会の進展により，介護支援が必要な高齢者，こちらに対する家族の負担を軽減し，社会全

体で支える仕組みを構築すること，また，介護サービスを公平に受けられるようにすることを目的に，

平成１２年から施行されており，対象者は６５歳以上の高齢者及び４０歳以上６５歳未満の特定疾病の

ある人となっている。財源については，歳入のほとんどを国，県，本市繰入金及び支払基金等介護保険

料で占めている。このうち，本市の令和６年度から８年度までの介護保険料は，基準額を月額６，８００円

と設定している。また，被保険者の負担能力に応じて，所得段階を１６段階設けており，段階別に補正

係数を掛けることで，保険料負担の公平化を図っている。歳出については，保険給付費は８９．６６パー

セントと，歳出のほとんどを占める状況。令和７年度奄美市介護保険事業特別会計は，歳入歳出ともに

総額５３億９５０万８，０００円となり，前年度よりも１億９６９万６，０００円の増額となるとのこ

と。委員より，介護保険料基準額の月額６，８００円は，全国平均よりも高い部類にある。独自減免の

必要性はとの質疑があり，当局より，介護保険料３年に一回の改定を行う。６，８００円というのは，

今年度，令和６年度から続いているもので，特段金額の変更をするということはしていない。仮に６，

８００円という介護保険料をどうしても改定が必要という場合には，策定委員会を招集して見直しを行

い，国・県への報告をしてからということになる。６，８００円は，令和６年度，７年度，８年度の必

要な保険給付費を見込み，必要な保険料と見ている。令和６年度の状況では，この６，８００円を見直

すことを，予算計上としては検討していないとのこと。委員より，権利擁護事業費の職員数について質

疑があり，当局より，権利擁護事業は成年後見に限らず，高齢者虐待の問題や財産管理の問題等，高齢

者が不利益を被ることのないように，高齢者の人権尊厳を守る，そういった事業となっている。予算は，

職員１人分，権利擁護事業を進めていけば，成年後見利用者が増えるかどうかについては，成年後見制

度を利用するためには，事前に検討会を行い，この人に成年後見制度が必要なのかを有識者と話し合っ

た上で申請となる。一概に，活動を盛んに行うことで，職員数が増えるということではないのかなと考

えているとのこと。委員より，地域密着型介護サービス給付費が２，２９０万円の減額の主な理由につ

いて質疑があり，当局より，地域密着型介護サービス給付費が２，２９０万円減額の主な理由は，グルー

プホーム自体は施設費や定員数は変わっていない。地域密着型のほかにもサービスがあり，グループホー

ム以外にも，大きなものとしては，地域密着型のデイサービスがある。それが大きな減少が今回あった。

年間の見込みが４，１００件の見込みとのところ，３，５００件ほどに減少している。この通所型のデ

イサービスの小規模なデイサービスであり，市が指定する小規模デイサービス。主な要因は，大規模な

デイサービスに移ったことによる。今年の実績見込みで，過去の伸び率を勘案し，積算し，今回，減少

の見込みとなったとのこと。委員より，施設介護サービス８，７８５万２，０００円の増額の要因につ

いて質疑があり，当局より，実績に基づいている。老人保健施設の１施設が人員不足であり，定員まで

達さない，達していない人員しか受けられないということが，令和５年度に発生した。令和６年度から

は，どんどん増えている状況にありましたので，今回それを反映した結果，このように増加したという

数値が出た次第であるとのこと。ほかにも，在宅高齢者転倒予防住宅改修費について，訪問型サービス

Ａ型事業費が減額となっている要因について，認知症総合支援事業費の委託料など，質疑はございまし

たが，この際，省略させていただきます。 

 次に，議案第１９号 令和７年度奄美市水道事業会計予算について当局より補足説明があり，令和７年

度の業務の予定量については，給水戸数２万３，１８６戸，年間総供給水量４６８万８，８６５立方平

方メートル，１日平均給水量１万２，８４６立方メートルを予定している。収益的収支のうち収入につ

いては，１款１項営業収益として，９億４，２８９万９，０００円，２項営業外収益については，３億

３，０１６万６，０００円を計上している。給水収益９億４，７０５万９，０００円を見込んでおり，

これは水道料金だが，昨年度と比較すると６５万８，０００円の減額となっている。ほか，営業収益３，

８１４万円については，下水道及び農業集落排水の使用料徴収手数料及び開閉栓手数料並びに督促手数

料や設計審査及び検査手数料などを計上している。２項営業外収益の内訳としましては，１目受取利息

１，５２９万７，０００円は有価証券利息などとなっている。２目雑収益１３７万円については，駐車

− 236 −
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 次に，議案第１５号 令和７年度奄美市介護保険事業特別会計予算について，当局より補足説明があ

り，高齢化社会の進展により，介護支援が必要な高齢者，こちらに対する家族の負担を軽減し，社会全

体で支える仕組みを構築すること，また，介護サービスを公平に受けられるようにすることを目的に，

平成１２年から施行されており，対象者は６５歳以上の高齢者及び４０歳以上６５歳未満の特定疾病の

ある人となっている。財源については，歳入のほとんどを国，県，本市繰入金及び支払基金等介護保険

料で占めている。このうち，本市の令和６年度から８年度までの介護保険料は，基準額を月額６，８００円

と設定している。また，被保険者の負担能力に応じて，所得段階を１６段階設けており，段階別に補正

係数を掛けることで，保険料負担の公平化を図っている。歳出については，保険給付費は８９．６６パー

セントと，歳出のほとんどを占める状況。令和７年度奄美市介護保険事業特別会計は，歳入歳出ともに

総額５３億９５０万８，０００円となり，前年度よりも１億９６９万６，０００円の増額となるとのこ

と。委員より，介護保険料基準額の月額６，８００円は，全国平均よりも高い部類にある。独自減免の

必要性はとの質疑があり，当局より，介護保険料３年に一回の改定を行う。６，８００円というのは，

今年度，令和６年度から続いているもので，特段金額の変更をするということはしていない。仮に６，

８００円という介護保険料をどうしても改定が必要という場合には，策定委員会を招集して見直しを行

い，国・県への報告をしてからということになる。６，８００円は，令和６年度，７年度，８年度の必

要な保険給付費を見込み，必要な保険料と見ている。令和６年度の状況では，この６，８００円を見直

すことを，予算計上としては検討していないとのこと。委員より，権利擁護事業費の職員数について質

疑があり，当局より，権利擁護事業は成年後見に限らず，高齢者虐待の問題や財産管理の問題等，高齢

者が不利益を被ることのないように，高齢者の人権尊厳を守る，そういった事業となっている。予算は，

職員１人分，権利擁護事業を進めていけば，成年後見利用者が増えるかどうかについては，成年後見制

度を利用するためには，事前に検討会を行い，この人に成年後見制度が必要なのかを有識者と話し合っ

た上で申請となる。一概に，活動を盛んに行うことで，職員数が増えるということではないのかなと考

えているとのこと。委員より，地域密着型介護サービス給付費が２，２９０万円の減額の主な理由につ

いて質疑があり，当局より，地域密着型介護サービス給付費が２，２９０万円減額の主な理由は，グルー

プホーム自体は施設費や定員数は変わっていない。地域密着型のほかにもサービスがあり，グループホー

ム以外にも，大きなものとしては，地域密着型のデイサービスがある。それが大きな減少が今回あった。

年間の見込みが４，１００件の見込みとのところ，３，５００件ほどに減少している。この通所型のデ

イサービスの小規模なデイサービスであり，市が指定する小規模デイサービス。主な要因は，大規模な

デイサービスに移ったことによる。今年の実績見込みで，過去の伸び率を勘案し，積算し，今回，減少

の見込みとなったとのこと。委員より，施設介護サービス８，７８５万２，０００円の増額の要因につ

いて質疑があり，当局より，実績に基づいている。老人保健施設の１施設が人員不足であり，定員まで

達さない，達していない人員しか受けられないということが，令和５年度に発生した。令和６年度から

は，どんどん増えている状況にありましたので，今回それを反映した結果，このように増加したという

数値が出た次第であるとのこと。ほかにも，在宅高齢者転倒予防住宅改修費について，訪問型サービス

Ａ型事業費が減額となっている要因について，認知症総合支援事業費の委託料など，質疑はございまし

たが，この際，省略させていただきます。 

 次に，議案第１９号 令和７年度奄美市水道事業会計予算について当局より補足説明があり，令和７年

度の業務の予定量については，給水戸数２万３，１８６戸，年間総供給水量４６８万８，８６５立方平

方メートル，１日平均給水量１万２，８４６立方メートルを予定している。収益的収支のうち収入につ

いては，１款１項営業収益として，９億４，２８９万９，０００円，２項営業外収益については，３億

３，０１６万６，０００円を計上している。給水収益９億４，７０５万９，０００円を見込んでおり，

これは水道料金だが，昨年度と比較すると６５万８，０００円の減額となっている。ほか，営業収益３，

８１４万円については，下水道及び農業集落排水の使用料徴収手数料及び開閉栓手数料並びに督促手数

料や設計審査及び検査手数料などを計上している。２項営業外収益の内訳としましては，１目受取利息

１，５２９万７，０００円は有価証券利息などとなっている。２目雑収益１３７万円については，駐車

− 236 − − 237 −
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場の使用料など，３目ほか，会計補助金については，簡易水道企業債，利子償還金，減価償却費及び児

童手当に係る一般会計からの補助金として，１億５，２４１万８，０００円を計上している。４目長期

前受金戻入として，１億６，１０８万１，０００円を計上している。これらにより，１款水道事業収益

は１２億７，３０６万５，０００円となり，昨年度の当初予算と比較しまして，１，７６３万５，０００円

の増額となっているとのこと。委員より，令和６年度の予定損益計算書の予算について質疑があり，当

局より，令和６年度の予定損益計算書予算については，昨今の物価上昇に伴い，先日，国のほうでも２．

５パーセントの物価高ということで報道等もあった。そういったことで，費用も圧迫しており，水道課

としては，現在補正段階で赤字であるが，やはり決算となると当初の中である程度余裕を持った予算計

上もしている。決算においては，利益が見込めるものとの今の認識とのこと。委員より，例年の予定損

益計算書と決算の金額の大きな開きについて，予算編成時，議論・検討はなかったのかとの質疑があり，

当局より，水道事業はインフラを扱っている部署であり，設備投資が大変大きなウエイトを占めている。

また，昨今叫ばれている耐震化事業，非常に多額の経費が予想される。そういったことを踏まえ，そし

て突発的なトラブルも大変多く発生する。市民の方々への安定した給水に支障を来してはいけないとい

うことで，当初予算では多めの予算措置を行っているとのこと。委員より，管路耐震化事業の予算につ

いて質疑があり，当局より，国庫事業に対する基幹管路の更新については，まず，第１期の計画として，

令和５年度から令和８年度にかけて事業工事を進めているところ，また，令和８年度以降についても，

より補助率のいいものがあった場合，そこに変えるなどを検討している。同じ条件であれば，また２期

計画として継続的に行っていきたいとのこと。委員より，給水管の漏水が多い箇所を替えていく説明が

あったが，漏水が起こる原因・理由についての質疑があり，当局より，水道管の漏水の主な原因として

は，経年劣化による管の厚みが薄れていき漏水するなどもある。また，今現在，水道管布設する際には，

水道管の周りに保護砂という砂で保護をしていく。昭和６０年代以前の施工につきましては，その管の

周りを，掘削した土をそのまま埋設しているという状況もあり，車等の荷重により，水道管と石とが直

接当たり漏水する場合もある。二通りのパターンが漏水の主な理由とのこと。委員より，有価証券国債

を購入しており，前回から購入していたが，今回の５億円でトータル幾らの購入になるのか，そして，

有価証券の利息で１，５２９万７，０００円ぐらい見込んでいるようだが，これが何パーセントぐらい

に当たるのかとの質疑があり，当局より，今年度計上している５億円をプラスすると，トータルで１５億

円になる。利息については，購入時期によっても変わるので一概に言えないところもあるが，１．４パー

セントから０．５パーセントの間で推移しているとのこと。委員より，水道課で借入れの記載を起こし

ている内訳について質疑があり，当局より，上水道事業債と過疎対策事業債から借入れをしている。期

間に関しては，上水道事業債が３０年，過疎対策が１２年で借入れをしている。仮に補助があった場合，

補助５０パーセントを引いた額に対して，過疎対策事業と水道事業債をまた２５パーセントずつ当ては

め，トータルで１になるという借入れを行っているとのこと。委員より，朝日地区の水源開発について

質疑があり，当局より，朝日地区については，全ての水源を地下水に依存していることから，これまで，

地区全体の水量確保，水質の安定化に努めてきた。しかしながら，昨年７月に，朝日第二水源の井戸の

一部に損傷が生じ，水量が著しく低下したため，現在は，応急的に近隣の浄水施設からの補水を行い，

朝日第二地区の水量確保をしているところ。この補水により，朝日第二地区の井戸を停止した状態で，

現在，水量の回復を図るための修繕作業を進めている。朝日地区の水源開発事業については，現在実施

している修繕によって水量の回復が見込めない場合に備えて，必要な予算を計上している。水量が回復

した場合は，予算の執行は行わず，取り下げる考えとのこと。 

 次に，議案第２０号 令和７年度奄美市下水道事業会計予算について及び議案第３２号 奄美市下水

道条例の一部を改正する条例の制定について当局より補足説明があり，令和２年度より３つの事業を

１つの会計に統合し，３つのセグメントに区分して整理している。セグメント毎の概要については，公

共下水道事業で，名瀬地区において昭和５１年度に着手し，昭和５８年度より供用を開始している。処

理区内の普及人口は３万１，２６０人，水洗化人口は３万１３８人となっており，水洗化率は９６．

４１パーセントとなっている。次に，特定環境保全公共下水道事業は，赤木名地区におきまして，現在，
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面整備を進めており，令和３年１月４日に一部供用を開始している。大笠利地区を含め，処理区内の普

及人口は２，１７７人，水洗化人口は１，４３０人となっており，水洗化率は６５．９パーセントとな

っている。次に，農業集落排水事業は，名瀬地区において６地区，住用地区において１地区，笠利地区

において３地区がそれぞれ供用を開始しており，これら１０地区の令和５年度末現在の普及人口は２，

７２９人，水洗化人口は２，３０７人となっており，水洗化率８４．５４パーセントとなっている。ま

た，笠利の用安地区においては，現在，面整備を進めており，令和５年度末で３６．１パーセントに当

たる６．９ヘクタールの汚水管施設設備を終えている。下水道料金の６億４，７９３万１，０００円に

ついては，下水道料金の見込額を計上している。管渠費の２，７２４万１，０００円については，汚水

管路施設の維持管理に係る費用。主な施設は，委託料の１，１５３万３，０００円。主に管路清掃の業

務委託料。修繕費の１，０８０万円は，マンホールのポンプ，鉄蓋，取付管や，それに伴う路面舗装等

の修繕費。材料費の３００万円は，マンホール，鉄蓋及び調整リングの購入費用を計上しているとのこ

と。委員より，埼玉の事故があり，それが全国的に問題になってきているが，奄美市の状況は今，どの

ように把握されているのかとの質疑があり，当局より，奄美市において，令和５年度末における全管路

延長は約１６７キロにある。主要な管渠と呼ばれる幹線の延長が約１７．８キロある。この１７．８キ

ロのうち，耐震を確保されている管路延長が２．８キロ，これにより，管路の耐震化率は１５．５５パー

セントということ。下水道の管路は，塩化ビニル管や鉄筋コンクリート管であるなど，全て耐用年数は

５０年という形になっている。下水道は，一番古い管は昭和５３年に入れたことになるので，令和５年

度末の現在で，４５年経過している管ということになるとのこと。委員より，技術者の確保等，点検業

務などについては，人的な心配はないかとの質疑があり，当局より，下水道課に配属されている技術系

の職員は，土木技術系職員と電気技術の職員がいる。下水道に特化した技術職員は奄美市にはいない。

例えば，長浜の処理場の更新工事等については，専門的な知識が要る。そのことにより，現在は下水道

事業団と協定を結んで対応しているとのこと。委員より，汚泥処分手数料の金額と汚泥運搬車両購入費

について質疑があり，当局より，汚泥処分手数料は公共が３２０万円，そして，特定管渠が約２２万円，

この２つになる。特殊車両１台１，６００万円の金額は１台分である。特殊車両ということで受注生産

になるため，これぐらいの金額がかかるという見込みとのこと。委員より，管渠清掃業務の安全性につ

いての質疑があり，当局より，管渠清掃に関しては，名瀬地区では，市内に清掃業者２社あり，入札で

対応している。同じく，農業集落排水事業の名瀬の分についても，同じく２社の入札で請負のほうを行

っている。硫化水素等に関しては，設計書等の中に酸素欠乏症の資格等，また，硫化水素に対しての事

項等も全て記載した上で発注している。実際，ポータブルであるが，硫化水素を測る機械等で実際測っ

ており，安全管理は十分行われている。実際は，管の中に入るのではなく，高圧洗浄する機械を通して

いくという形とのこと。委員より，委託料の推移，直営管理の可能性について質疑があり，当局より，

ほとんどの委託料が人件費となる労務単価になってくるため，年々値上がりをしている状況。直営管理

については，処理場には様々な免許が必要であり，それを直営で人材育成していくのは現実的ではない

と思っている。逆に，国で進めているのは，ウォーターＰＰＰという方法があり，工事も含めた全面的

な委託，それを推奨しているところで，実際，導入するかどうかは今後の課題であるが，国が進めてい

るのはそのような形，民間の力を借りていくという方向とのこと。委員より，売電関係の経費の収入に

ついての質疑があり，当局より，バイオガス発電事業においては，奄美市では，事業の汚泥の処理の中

で発生するガスを提携している企業へ超過ガスを売り，企業がそのガスを利用し電力を発電，電力会社

に売電をしている。実際，去年の１０月から，実際にガスの売却を行っている。それに併せて，企業は

売電を開始しているとのこと。ほかにも，未収金について，ドローンでの管路点検についてなどの質疑

がございましたが，この際，省略させていただきます。 

 次に，議案第１７号 令和７年度奄美市と畜場特別会計予算について当局の補足説明があり，一般管

理費３，２７９万４，０００円については，前年度比較すると１５６万円の増額となっている。増額の

主な理由は，１２節委託料において，施設管理を受託している名瀬食肉組合の職員増に係る経費や賃金

改正など人件費の増額に伴うもの。次に，歳入について，１款１項１目１節と畜使用料７０１万２，
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面整備を進めており，令和３年１月４日に一部供用を開始している。大笠利地区を含め，処理区内の普

及人口は２，１７７人，水洗化人口は１，４３０人となっており，水洗化率は６５．９パーセントとな

っている。次に，農業集落排水事業は，名瀬地区において６地区，住用地区において１地区，笠利地区

において３地区がそれぞれ供用を開始しており，これら１０地区の令和５年度末現在の普及人口は２，

７２９人，水洗化人口は２，３０７人となっており，水洗化率８４．５４パーセントとなっている。ま

た，笠利の用安地区においては，現在，面整備を進めており，令和５年度末で３６．１パーセントに当

たる６．９ヘクタールの汚水管施設設備を終えている。下水道料金の６億４，７９３万１，０００円に

ついては，下水道料金の見込額を計上している。管渠費の２，７２４万１，０００円については，汚水

管路施設の維持管理に係る費用。主な施設は，委託料の１，１５３万３，０００円。主に管路清掃の業

務委託料。修繕費の１，０８０万円は，マンホールのポンプ，鉄蓋，取付管や，それに伴う路面舗装等

の修繕費。材料費の３００万円は，マンホール，鉄蓋及び調整リングの購入費用を計上しているとのこ

と。委員より，埼玉の事故があり，それが全国的に問題になってきているが，奄美市の状況は今，どの

ように把握されているのかとの質疑があり，当局より，奄美市において，令和５年度末における全管路

延長は約１６７キロにある。主要な管渠と呼ばれる幹線の延長が約１７．８キロある。この１７．８キ

ロのうち，耐震を確保されている管路延長が２．８キロ，これにより，管路の耐震化率は１５．５５パー

セントということ。下水道の管路は，塩化ビニル管や鉄筋コンクリート管であるなど，全て耐用年数は

５０年という形になっている。下水道は，一番古い管は昭和５３年に入れたことになるので，令和５年

度末の現在で，４５年経過している管ということになるとのこと。委員より，技術者の確保等，点検業

務などについては，人的な心配はないかとの質疑があり，当局より，下水道課に配属されている技術系

の職員は，土木技術系職員と電気技術の職員がいる。下水道に特化した技術職員は奄美市にはいない。

例えば，長浜の処理場の更新工事等については，専門的な知識が要る。そのことにより，現在は下水道

事業団と協定を結んで対応しているとのこと。委員より，汚泥処分手数料の金額と汚泥運搬車両購入費

について質疑があり，当局より，汚泥処分手数料は公共が３２０万円，そして，特定管渠が約２２万円，

この２つになる。特殊車両１台１，６００万円の金額は１台分である。特殊車両ということで受注生産

になるため，これぐらいの金額がかかるという見込みとのこと。委員より，管渠清掃業務の安全性につ

いての質疑があり，当局より，管渠清掃に関しては，名瀬地区では，市内に清掃業者２社あり，入札で

対応している。同じく，農業集落排水事業の名瀬の分についても，同じく２社の入札で請負のほうを行

っている。硫化水素等に関しては，設計書等の中に酸素欠乏症の資格等，また，硫化水素に対しての事

項等も全て記載した上で発注している。実際，ポータブルであるが，硫化水素を測る機械等で実際測っ

ており，安全管理は十分行われている。実際は，管の中に入るのではなく，高圧洗浄する機械を通して

いくという形とのこと。委員より，委託料の推移，直営管理の可能性について質疑があり，当局より，

ほとんどの委託料が人件費となる労務単価になってくるため，年々値上がりをしている状況。直営管理

については，処理場には様々な免許が必要であり，それを直営で人材育成していくのは現実的ではない

と思っている。逆に，国で進めているのは，ウォーターＰＰＰという方法があり，工事も含めた全面的

な委託，それを推奨しているところで，実際，導入するかどうかは今後の課題であるが，国が進めてい

るのはそのような形，民間の力を借りていくという方向とのこと。委員より，売電関係の経費の収入に

ついての質疑があり，当局より，バイオガス発電事業においては，奄美市では，事業の汚泥の処理の中

で発生するガスを提携している企業へ超過ガスを売り，企業がそのガスを利用し電力を発電，電力会社

に売電をしている。実際，去年の１０月から，実際にガスの売却を行っている。それに併せて，企業は

売電を開始しているとのこと。ほかにも，未収金について，ドローンでの管路点検についてなどの質疑

がございましたが，この際，省略させていただきます。 

 次に，議案第１７号 令和７年度奄美市と畜場特別会計予算について当局の補足説明があり，一般管

理費３，２７９万４，０００円については，前年度比較すると１５６万円の増額となっている。増額の

主な理由は，１２節委託料において，施設管理を受託している名瀬食肉組合の職員増に係る経費や賃金

改正など人件費の増額に伴うもの。次に，歳入について，１款１項１目１節と畜使用料７０１万２，

− 238 − − 239 −
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０００円については，豚７７０頭，ヤギ２３５頭の施設使用料を計上しておりますとのこと。委員より，

利用収入が前年度比２１万６，０００円マイナスということの要因について質疑があり，当局より，内

訳として，豚７７０頭掛ける７，１５０円，ヤギ２３５頭掛ける６，３８０円ということで予算化をし

ている。この数字については，合計で１，００５頭を予定している。過去５年間の推移を併記した数字

で出している次第とのこと。委員より，奄美大島食肉センター運営負担金の割合について質疑があり，

当局より，令和２年度に行われた国勢調査による人口割，負担金を決める際に各町村とも議論をさせて

いただいた。割合は，奄美市８２．４６パーセント，龍郷町が１１．５９パーセント，大和村が２．７２パー

セント，宇検村が３．２３パーセント，合計１００パーセントという数字。瀬戸内町は独自でと畜場を

持っており，こちらのほうには加入していない。分担金という考えでいきますと，奄美市が２，１２５万

６，０００円余り，龍郷町が２９８万７，０００円余り，大和村が７０万１，０００円余り，宇検村が

８３万２，０００円余りということになっているとのこと。 

 次に，議案第１８号 令和７年度奄美市交通災害共済特別会計予算について当局より補足説明があり，

共済会費収入３６０万円については，名瀬・住用・笠利地区９，０００人分の会費を計上している。会

費は，一人年間４００円となっている。交通災害共済基金繰入金１００万６，０００円につきましては，

交通災害共済基金からの繰入金，繰越金１００万円については，前年度の余剰繰越金，歳出につきまし

ては，事業費が主な歳出となっている。報酬１万６，０００円については，交通災害共済審査会委員４名

の報酬を計上。負担金，補助及び交付金３６０万円については，交通災害被災者に対する共済見舞金を

計上。予備費については，不測の事態に対応するため１００万円を計上している。歳入歳出予算，それ

ぞれ５６１万６，０００円の事業会計となっているとのこと。委員より，議会議員全員が加入している

かどうかの質疑があり，当局より，個人情報の観点からお名前は申し上げられないが，全ての議員さん

がまだ入られていないという認識。まだ入っていらっしゃらない方がいらっしゃいますので，ぜひ，こ

の共済基金の安定的な運営のために御加入をお願いいたしますとのこと。 

 以上で，特別会計予算等審査特別委員会の審査報告は終わりますが，御質問がございましたら，ほか

の委員の御協力を得てお答えいたします。 

 

奥 輝人 議長  これから委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論に入ります。 

 討論の際は，件名を明らかにした上で討論するよう願います。 

 通告がありましたので，日本共産党 﨑田信正議員の発言を許可いたします。 

 

﨑田信正 議員（１４番）  おはようございます。日本共産党の﨑田信正です。まず最初に，今回の予算

委員会各会計審査に当たって，議員各位からの質疑に対して真摯にかつ丁寧に答えていただいた全ての

市職員の皆さん，そして，これを限りに市役所を退職される職員の皆さんに心より感謝を申し上げたい

と思います。その上で，私は令和７年度特別会計予算等審査特別委員会で審査されました議案のうち，

議案第１５号 令和７年度奄美市介護保険事業特別会計予算について，議案第１９号 令和７年度奄美

市水道事業会計予算についての２件に，いずれも反対の立場で討論を行います。 

 今回反対をする介護保険会計及び水道事業会計については，これまでも，予算案及び決算認定でも反

対を続けてきたものであり，討論でその理由も明らかにしてまいりました。同じ内容になるかと思いま

すが，その理由を述べたいと思います。 

 まず，議案第１５号の介護保険会計でありますけれども，令和６年度の介護保険料基準額が月額６，

６００円から６，８００円に２００円負担の増となり，これが令和８年度まで続きます。そんな中，庶

民の生活を直撃する物価高は一向に収まりません。米の高騰に見られるように，ますます負担が増えて
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おります。国も低所得者に対する経済対策をせざるを得ない状況でありますけれども，奄美市は，

２０２３年１０月から，下水道料金の値上げを強行いたしました。さらに，介護保険料同様，７５歳以

上の多くの方が年金から天引きをされている後期高齢者医療保険制度は平成２０年度から始まり，保険

料は２年ごとに見直され，発足当時の均等割は４万５，９００円，所得割は８．６３パーセント，賦課

限度額は５０万円でしたけれども，現在は，均等割は５万９，９００円，所得割は１１．７２パーセン

トで，賦課限度額も８０万円に引き上げられております。ここでも，確実に高齢者の生活を苦しめてい

ることが分かります。保険料というのは，介護保険制度発足当時の平成１２年度の区分は５段階で，低

所得者の第１区分は基準額の０．５に設定をされました。旧名瀬市では，基準額３，８００円と，全国

の自治体の中でも高額でスタートしております。第１段階の月額保険料は当時１，９００円となります

が，現在は，国の標準区分も９段階になっております。奄美市は，それを超えて１６段階とした努力は

評価をできます。それでも，第１段階は消費税の増税もあって，基準額の０．２８５にしておりますけ

れども，基準額そのものが６，８００円となっており，年額は２万３，２５６円で，平成１２年当時の

２万２，８００円と変わりありません。この間に，先ほど紹介をしました後期高齢者医療保険料の負担

が増えており，消費税も平成元年の３パーセントから始まり，５パーセント，８パーセントになり，現

在は１０パーセントです。月の消費額が仮に４万円の場合は２，０００円となりますけれども，現在は

４，０００円になります。物価高で同じ消費額でも生活水準を落とさなければならない状況が続いてお

ります。その分，年金受給額が増えておればまだしも，国民年金の満額自給額は，平成１２年度は７９万

２，１００円で，令和６年度現在は８１万６，０００円で，年間２万３，９００円の増，月額では僅か

に１，９９１円にしかなりません。このほかにも，介護従事者の処遇改善などの問題もありますけれど

も，他の自治体で実施をしている独自減免は，奄美市でこそ必要ではないでしょうか。先ほど，委員長

報告の中で，当局は介護保険料の見直しは考えていないとありましたけれども，私の要望というのは，

保険料の見直しではなくて，独自の減免が必要だと申し上げております。このことを再度強調させてい

ただき，本予算を認めることができない，討論といたします。 

 次に，議案第１９号の水道会計です。これまでも水道会計については，水道料金に消費税の課税は認

められない。それは，生計費非課税が税の原則だと考えるからであります。市民生活の実態も示して，

この間，福祉減免が必要だと申し上げてまいりました。人口減少に伴う給水収益の減額や，施設の維持

管理については御苦労されているものと承知をしております。令和６年度の損益計算書利益剰余金の見

込みではマイナスとなっておりますけれども，この数字を見る限り，水道会計も先行きを考えれば大変

厳しいとの当局の説明も分かります。しかし，令和元年度の剰余予算は３，２６７万９，０００円で，

決算では７，４３３万７，３９２円となり，この傾向は毎年続いております。令和５年度の剰余予算は

１６３万６，０００円でしたけれども，決算の剰余金は５，９９２万５，０５１円です。もちろん，水

道はいっときも止めることができない大切なインフラであることは十分承知しております。万一の場合

に備えて，予算を作成する理由も理解できますけれども，水道事業の健全な運営を目指す努力は当然必

要であります。しかし，今は，市民の平穏無事な状況とは違います。通常の時期とは明らかに違ってお

り，福祉の増進に努めなければならない地方公共団体の大きな仕事であり，今こそ，その立場が問われ

ているのではないでしょうか。水道は生きるために欠かせないものであり，福祉の側面を強く持つもの

と考えております。福祉減免の対象は，自治体によって違っております。財源の確保には苦労されてお

りますけれども，当局は，現金預金を有価証券──国債でありますけれども，この購入により，受取利

息の増額を行うなど，その努力は評価したいと思いますが，その努力の方向をもう少し市民の生活実態

に目を向けていただけないかとの思いを強くいたします。受取利息は，令和３年，１７４万３，２２７円，

令和４年は１９５万２，２０７円でありましたけれども，令和５年度の決算では５４８万３，２１７円

と大幅に増えております。さらに，令和６年の決算はこれからでありますけれども，予算では１，１１５万

８，０００円で，７年度予算でも１，５２９万７，０００円を予定しております。また，令和元年度か

ら決算で明らかになっている令和５年までの剰余予算というのは，１億１０２万４，０００円に対して，

決算剰余は３億４，１８５万１，２０５円と３．３８倍，２億４，０８２万７，２０５円と上回ってお
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おります。国も低所得者に対する経済対策をせざるを得ない状況でありますけれども，奄美市は，

２０２３年１０月から，下水道料金の値上げを強行いたしました。さらに，介護保険料同様，７５歳以

上の多くの方が年金から天引きをされている後期高齢者医療保険制度は平成２０年度から始まり，保険

料は２年ごとに見直され，発足当時の均等割は４万５，９００円，所得割は８．６３パーセント，賦課

限度額は５０万円でしたけれども，現在は，均等割は５万９，９００円，所得割は１１．７２パーセン

トで，賦課限度額も８０万円に引き上げられております。ここでも，確実に高齢者の生活を苦しめてい

ることが分かります。保険料というのは，介護保険制度発足当時の平成１２年度の区分は５段階で，低

所得者の第１区分は基準額の０．５に設定をされました。旧名瀬市では，基準額３，８００円と，全国

の自治体の中でも高額でスタートしております。第１段階の月額保険料は当時１，９００円となります

が，現在は，国の標準区分も９段階になっております。奄美市は，それを超えて１６段階とした努力は

評価をできます。それでも，第１段階は消費税の増税もあって，基準額の０．２８５にしておりますけ

れども，基準額そのものが６，８００円となっており，年額は２万３，２５６円で，平成１２年当時の

２万２，８００円と変わりありません。この間に，先ほど紹介をしました後期高齢者医療保険料の負担

が増えており，消費税も平成元年の３パーセントから始まり，５パーセント，８パーセントになり，現

在は１０パーセントです。月の消費額が仮に４万円の場合は２，０００円となりますけれども，現在は

４，０００円になります。物価高で同じ消費額でも生活水準を落とさなければならない状況が続いてお

ります。その分，年金受給額が増えておればまだしも，国民年金の満額自給額は，平成１２年度は７９万

２，１００円で，令和６年度現在は８１万６，０００円で，年間２万３，９００円の増，月額では僅か

に１，９９１円にしかなりません。このほかにも，介護従事者の処遇改善などの問題もありますけれど

も，他の自治体で実施をしている独自減免は，奄美市でこそ必要ではないでしょうか。先ほど，委員長

報告の中で，当局は介護保険料の見直しは考えていないとありましたけれども，私の要望というのは，

保険料の見直しではなくて，独自の減免が必要だと申し上げております。このことを再度強調させてい

ただき，本予算を認めることができない，討論といたします。 

 次に，議案第１９号の水道会計です。これまでも水道会計については，水道料金に消費税の課税は認

められない。それは，生計費非課税が税の原則だと考えるからであります。市民生活の実態も示して，

この間，福祉減免が必要だと申し上げてまいりました。人口減少に伴う給水収益の減額や，施設の維持

管理については御苦労されているものと承知をしております。令和６年度の損益計算書利益剰余金の見

込みではマイナスとなっておりますけれども，この数字を見る限り，水道会計も先行きを考えれば大変

厳しいとの当局の説明も分かります。しかし，令和元年度の剰余予算は３，２６７万９，０００円で，

決算では７，４３３万７，３９２円となり，この傾向は毎年続いております。令和５年度の剰余予算は

１６３万６，０００円でしたけれども，決算の剰余金は５，９９２万５，０５１円です。もちろん，水

道はいっときも止めることができない大切なインフラであることは十分承知しております。万一の場合

に備えて，予算を作成する理由も理解できますけれども，水道事業の健全な運営を目指す努力は当然必

要であります。しかし，今は，市民の平穏無事な状況とは違います。通常の時期とは明らかに違ってお

り，福祉の増進に努めなければならない地方公共団体の大きな仕事であり，今こそ，その立場が問われ

ているのではないでしょうか。水道は生きるために欠かせないものであり，福祉の側面を強く持つもの

と考えております。福祉減免の対象は，自治体によって違っております。財源の確保には苦労されてお

りますけれども，当局は，現金預金を有価証券──国債でありますけれども，この購入により，受取利

息の増額を行うなど，その努力は評価したいと思いますが，その努力の方向をもう少し市民の生活実態

に目を向けていただけないかとの思いを強くいたします。受取利息は，令和３年，１７４万３，２２７円，

令和４年は１９５万２，２０７円でありましたけれども，令和５年度の決算では５４８万３，２１７円

と大幅に増えております。さらに，令和６年の決算はこれからでありますけれども，予算では１，１１５万

８，０００円で，７年度予算でも１，５２９万７，０００円を予定しております。また，令和元年度か

ら決算で明らかになっている令和５年までの剰余予算というのは，１億１０２万４，０００円に対して，

決算剰余は３億４，１８５万１，２０５円と３．３８倍，２億４，０８２万７，２０５円と上回ってお

− 240 − − 241 −



― 18 ― 

ります。福祉減免の対象というのは各自治体で行われておりますけれども，その内容は，生活保護受給

世帯を対象，あるいは，身体・知的・精神の障害者のいる世帯，寝たきり老人等のいる世帯，独り親世

帯，６５歳以上だけの世帯など，広く対象にしているところもありますけれども，６５歳以上のみの世

帯だけを対象にしているところや７５歳以上のみの世帯と身障者世帯を対象にしているところなど，対

応というのはそれぞれあります。奄美市でも福祉の心を持って，できるところからぜひ，始めていただ

きたい。剰余予算を考え，また，受取利息もこちらのほうにもう少し思いをはせていただければと思い

ます。さらに，水道料金の従量料金の区分も見直し，立米の単位を二分化することで使用量の少ない独

居老人のところでは，基本料金を含め，水道従量料金を算定しないことが家計を助けることになるかと

思いますので，ぜひ実現をしていただきたいと思います。 

 最後に，これまで述べてきたこれらの理由というのは，この２件の議案にとどまりません。他の会計

も同様の問題があるんだということを述べさせていただいて，反対の討論といたします。ありがとうご

ざいました。 

 

奥 輝人 議長  ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，この議案１０件について採決いたします。 

 採決は電子表決により，これを分割して行います。 

 最初に，議案第１５号 令和７年度奄美市介護保険事業特別会計予算についてを採決いたします。 

 本案に関する委員長の報告は，原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを，反対の議員は反対のボタンを

押してください。 

 （電子表決） 

 ボタンの押し忘れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終了いたします。 

 以上のとおり，賛成多数であります。 

 よって，議案第１５号 令和７年度奄美市介護保険事業特別会計予算については，原案のとおり可決

されました。 

 次に，議案第１９号 令和７年度奄美市水道事業会計予算について採決いたします。 

 本案に関する委員長の報告は，原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを，反対の議員は反対のボタンを

押してください。 

 （電子表決） 

 ボタンの押し忘れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終了いたします。 

 以上のとおり，賛成多数であります。 

 よって，議案第１９号 令和７年度奄美市水道事業会計予算については原案のとおり可決されました。 

 次に，議案第１２号から議案第１４号まで，議案第１６号から議案第１８号まで，議案第２０号及び
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議案第３２号の以上８件についてを一括して採決いたします。 

 ただいまの議案８件に関する委員長の報告は，いずれも原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案８件は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，この議案８件は，いずれも原案のとおり可決されました。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第３，議案第３６号から議案第３８号までの人権擁護委員候補者の推薦についての

３件を一括して議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

安田壮平 市長  ただいま上程されました，議案第３６号から議案第３８号までの人権擁護委員候補者の

推薦につきまして，提案理由を御説明いたします。 

 本市の人権擁護委員３名が令和７年６月３０日をもって任期満了になりますことから，後任の人権擁

護委員候補者として，引き続き重信千代乃氏及び上原恵美子氏を推薦するとともに，新たに泊典美氏を

候補者として推薦いたしたく，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，議会の意見を求めるもので

ございます。何とぞ御同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

奥 輝人 議長  これから本案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は委員会付託及び討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託及び討論を省略いたします。 

 これから本案について採決いたします。 

 採決は，これを一括して行いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 これから本案について一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案３件は，これに同意することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第３６号から議案第３８号までの人権擁護委員候補者の推薦については，同意すること

に決定いたしました。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第４，議案第３９号から議案第５２号までの農業委員会委員の任命についての

１４件を一括して議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

− 242 −



― 19 ― 

議案第３２号の以上８件についてを一括して採決いたします。 

 ただいまの議案８件に関する委員長の報告は，いずれも原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案８件は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，この議案８件は，いずれも原案のとおり可決されました。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第３，議案第３６号から議案第３８号までの人権擁護委員候補者の推薦についての

３件を一括して議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

安田壮平 市長  ただいま上程されました，議案第３６号から議案第３８号までの人権擁護委員候補者の

推薦につきまして，提案理由を御説明いたします。 

 本市の人権擁護委員３名が令和７年６月３０日をもって任期満了になりますことから，後任の人権擁

護委員候補者として，引き続き重信千代乃氏及び上原恵美子氏を推薦するとともに，新たに泊典美氏を

候補者として推薦いたしたく，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，議会の意見を求めるもので

ございます。何とぞ御同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

奥 輝人 議長  これから本案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は委員会付託及び討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託及び討論を省略いたします。 

 これから本案について採決いたします。 

 採決は，これを一括して行いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 これから本案について一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案３件は，これに同意することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第３６号から議案第３８号までの人権擁護委員候補者の推薦については，同意すること

に決定いたしました。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第４，議案第３９号から議案第５２号までの農業委員会委員の任命についての

１４件を一括して議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

− 242 − − 243 −
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安田壮平 市長  ただいま上程されました，議案第３９号から議案第５２号までの農業委員会委員の任命

につきまして，提案理由を御説明いたします。 

 農業委員会等に関する法律の規定により，委員の公募を行い，応募いただいた方々の中から，有識者

等による選考委員会において，委員の候補者を選定していただいたところでございます。その結果を踏

まえ，本日提案いたしております１４名の方々を本市の農業委員会委員として任命いたしたく，農業委

員会等に関する法律第８条第１項の規定により，議会の同意を求めるものでございます。何とぞ御同意

くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

奥 輝人 議長  これから本案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は委員会付託及び討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託及び討論を省略いたします。 

 これから本案について採決いたします。 

 採決は，これを一括して行いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案１４件は，これに同意することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第３９号から議案第５２号までの農業委員会委員の任命についての１４件は，いずれも

これに同意することに決定いたしました。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第５，発議第１号 奄美市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は提案理由の説明を省略したいと思いますが，御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，提案理由の説明は省略いたします。 

 これから本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

― 21 ― 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は討論を省略いたします。 

 これから本案について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議第１号 奄美市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては，原案のとおり可決されました。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第６，議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第１６６条の規定に基づき，お手元に配付のとおり，議員を第６６回奄美群島市町村議会議

員大会に派遣したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議員を派遣することに決定いたしました。 

 なお，派遣の内容に変更が生じた場合は，議長に一任願います。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第７，議会運営委員長及び各常任委員長から，お手元に配付の文書表のとおり，閉

会中の審査及び調査の申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申出のとおり，これを閉会中の審査及び調査とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，各委員長の申出のとおり，これを閉会中の審査及び調査とすることに決しました。 

 以上で，本定例会に付議された事件は全て議了いたしました。 

 これをもって令和７年第１回奄美市議会定例会を閉会いたします。（午前１１時４９分） 

           ──────────── ○ ──────────── 
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以上，本会議の次第を記載し，相違なかったことを認め，ここに署名する。 
 

奄美市議会議長 奥   輝人 
 
奄美市議会議員 朝木 一仁 
 
奄美市議会議員 大庭 梨香 
 
奄美市議会議員 多田 義一 
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 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は討論を省略いたします。 

 これから本案について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議第１号 奄美市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては，原案のとおり可決されました。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第６，議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第１６６条の規定に基づき，お手元に配付のとおり，議員を第６６回奄美群島市町村議会議

員大会に派遣したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議員を派遣することに決定いたしました。 

 なお，派遣の内容に変更が生じた場合は，議長に一任願います。 

──────────── ○ ──────────── 

奥 輝人 議長  日程第７，議会運営委員長及び各常任委員長から，お手元に配付の文書表のとおり，閉

会中の審査及び調査の申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申出のとおり，これを閉会中の審査及び調査とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，各委員長の申出のとおり，これを閉会中の審査及び調査とすることに決しました。 

 以上で，本定例会に付議された事件は全て議了いたしました。 

 これをもって令和７年第１回奄美市議会定例会を閉会いたします。（午前１１時４９分） 

           ──────────── ○ ──────────── 
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以上，本会議の次第を記載し，相違なかったことを認め，ここに署名する。 
 

奄美市議会議長 奥   輝人 
 
奄美市議会議員 朝木 一仁 
 
奄美市議会議員 大庭 梨香 
 
奄美市議会議員 多田 義一 



  

  

（（  別別 紙紙  ））  

  

  



文教厚生委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則

第 110条の規定により報告いたします。 

 

記 
 
番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第１号  
令和６年度奄美市一般会計補正予算（第 10号）に

ついて 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第２号 
令和６年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号）について 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第３号 
令和６年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定

特別会計補正予算（第３号）について 

原案可決す

べきもの 

(４) 議案第４号 
令和６年度奄美市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）について 

原案可決す

べきもの 

(５) 議案第５号 
令和６年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）について 

原案可決す

べきもの 

(６) 議案第６号 
令和６年度奄美市訪問看護特別会計補正予算（第

２号）について 

原案可決す

べきもの 

(７) 議案第７号 
令和６年度奄美市と畜場特別会計補正予算（第１

号）について 

原案可決す

べきもの 

 

令和７年３月 11日 

 

文教厚生委員長  竹山 耕平 

 

奄美市議会議長  奥 輝人 殿 
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総務企画委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則 

第 110条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第１号  
令和６年度奄美市一般会計補正予算（第 10号）に

ついて 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第９号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ

いて 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第 10号 奄美市過疎地域持続的発展計画の変更について 
原案可決す

べきもの 

 

令和７年３月 11日 

 

総務企画委員長 栄 ヤスエ 

 

奄美市議会議長  奥 輝人 殿 

産業建設委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則 

第 110条の規定により報告いたします。 

 

記 
 
番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第１号  
令和６年度奄美市一般会計補正予算（第 10号）

について 

原案可決す

べきもの 

（２） 議案第８号 
令和６年度奄美市水道事業会計補正予算（第３

号）について 

原案可決す

べきもの 

 

令和７年３月 11日 

 

産業建設委員長  弓削 洋平 

 

奄美市議会議長  奥 輝人 殿  
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総務企画委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則 

第 110条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第１号  
令和６年度奄美市一般会計補正予算（第 10号）に

ついて 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第９号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ

いて 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第 10号 奄美市過疎地域持続的発展計画の変更について 
原案可決す

べきもの 

 

令和７年３月 11日 

 

総務企画委員長 栄 ヤスエ 

 

奄美市議会議長  奥 輝人 殿 
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一般会計予算等審査特別委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則第

110条の規定により報告いたします。 

記 

番号 議案番号 件         名 審査の結果 

（１） 議案第11号 令和７年度奄美市一般会計予算について 
原案可決す

べきもの 

（２） 議案第21号 
奄美市職員の勤務時間，休暇等に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について 

原案可決す

べきもの 

（３） 議案第22号 
奄美市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

原案可決す

べきもの 

（４） 議案第23号 
奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

原案可決す

べきもの 

（５） 議案第24号 
奄美市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

原案可決す

べきもの 

（６） 議案第25号 
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について 

原案可決す

べきもの 

（７） 議案第26号 
奄美市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

原案可決す

べきもの 

（８） 議案第27号 
奄美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

原案可決す

べきもの 

（９） 議案第28号 
奄美市子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について 

原案可決す

べきもの 

（10） 議案第29号 
奄美市企業立地等促進条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

原案可決す

べきもの 

（11） 議案第30号 
奄美市企業立地等促進条例の適用の特例に関する条例の制

定について 

原案可決す

べきもの 

（12） 議案第31号 奄美市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 
原案可決す

べきもの 

（13） 議案第33号 
奄美市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

原案可決す

べきもの 

（14） 議案第34号 奄美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について 
原案可決す

べきもの 

（15） 議案第35号 奄美市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 
原案可決す

べきもの 

令和７年３月27日 

一般会計予算等審査特別委員会委員長 竹山 耕平 

奄美市議会議長 奥 輝人 殿 
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特別会計予算等審査特別委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則第

110条の規定により報告いたします。 

記 

番号 議案番号 件         名 審査の結果 

（１） 議案第12号 
令和７年度奄美市国民健康保険事業特別会計予算につい

て 

原案可決す

べきもの 

（２） 議案第13号 
令和７年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会

計予算について 

原案可決す

べきもの 

（３） 議案第14号 令和７年度奄美市後期高齢者医療特別会計予算について 
原案可決す

べきもの 

（４） 議案第15号 令和７年度奄美市介護保険事業特別会計予算について 
原案可決す

べきもの 

（５） 議案第16号 令和７年度奄美市訪問看護特別会計予算について 
原案可決す

べきもの 

（６） 議案第17号 令和７年度奄美市と畜場特別会計予算について 
原案可決す

べきもの 

（７） 議案第18号 令和７年度奄美市交通災害共済特別会計予算について 
原案可決す

べきもの 

（８） 議案第19号 令和７年度奄美市水道事業会計予算について 
原案可決す

べきもの 

（９） 議案第20号 令和７年度奄美市下水道事業会計予算について 
原案可決す

べきもの 

（10） 議案第32号 奄美市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 
原案可決す

べきもの 

令和７年３月27日 

特別会計予算等審査特別委員会委員長 幸多 拓磨 

奄美市議会議長 奥 輝人 殿 
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令和７年３月27日 

 

 奄美市議会議長 奥 輝人 殿 

 

議会運営委員長  多田 義一 

総務企画委員長  栄 ヤスエ 

文教厚生委員長  竹山 耕平 

産業建設委員長  弓削 洋平 

 

閉会中の審査及び調査の申出について 

 

 委員会は，下記案件について，閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると

認めるので，会議規則第111条の規定により申し出ます。 

 

                 記 

 

○ 議会運営委員会 

 １ 議会運営に関する事項について 

２ 議長の諮問する事項について 

 

○  総務企画委員会 

１ 委員会の所管事務に関する調査について 

 

○  文教厚生委員会 

１ 委員会の所管事務に関する調査について 

 

○  産業建設委員会 

１ 委員会の所管事務に関する調査について 

令和７年３月27日 

 

議員派遣について 

 

地方自治法第100条第13項及び奄美市議会会議規則第166条の規定により，次

のとおり議員を派遣する。 

 

記 

 

１ 第66回奄美群島市町村議会議員大会 

（１）派遣目的  当該議員大会における各地区提出議題の審議のため 

（２）派遣場所  伊仙町 

（３）派遣期間  令和７年５月19日（月）から５月21日（水）（３日間） 

（４）派遣議員  本市議会議員全員 
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令和７年３月27日 

 

 奄美市議会議長 奥 輝人 殿 

 

議会運営委員長  多田 義一 

総務企画委員長  栄 ヤスエ 

文教厚生委員長  竹山 耕平 

産業建設委員長  弓削 洋平 

 

閉会中の審査及び調査の申出について 

 

 委員会は，下記案件について，閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると

認めるので，会議規則第111条の規定により申し出ます。 

 

                 記 

 

○ 議会運営委員会 

 １ 議会運営に関する事項について 

２ 議長の諮問する事項について 

 

○  総務企画委員会 

１ 委員会の所管事務に関する調査について 

 

○  文教厚生委員会 

１ 委員会の所管事務に関する調査について 

 

○  産業建設委員会 

１ 委員会の所管事務に関する調査について 

− 253 −



◎ 所管事務調査計画表（案） 

 

〇 委員会名  総務企画委員会 

調査期間  令和７年第２回定例会開会までの間 

調査場所  千葉県芝山町，匝瑳市，神奈川県鎌倉市  

参加委員  朝木 一仁，帶屋 誠二，瀧 真一郎，正野 卓矢， 

奥 輝人，栄 ヤスエ，奥 晃郎，川口 幸義 

調査目的  地域間交流の取組みについて，関係人口創出の取組みについて， 

スマートシティ構想について 

経費等   委員１人につき20万円以内 

 

〇 委員会名  文教厚生委員会 

調査期間  令和７年第２回定例会開会までの間 

調査場所  福岡県福岡市、同春日市、兵庫県明石市 

参加委員  西 忠男，幸多 拓磨，大庭 梨香，前田 要， 

﨑田 信正，伊東 隆吉，竹山 耕平 

調査目的  ふくおか安心ワンコインメニューについて、コミュニティ・スクール

（学校運営協議会制度）について、子育て支援について 

経費等   委員１人につき20万円以内 

 

〇 委員会名  産業建設委員会 

調査期間  令和７年第２回定例会開会までの間 

調査場所  愛知県豊田市，同犬山市，同春日井市 

参加委員  弓削 洋平，叶 幸治，盛 剛，泉 義昭， 

永田 清裕，多田 義一，与 勝広 

調査目的  衛星画像を活用した漏水調査について，インバウンド対応について，

新しいモビリティサービスの導入について 

経費等   委員１人につき20万円以内 
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